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〇文部科学省設置法（抄） 

（平成十一年法律第九十六号） 

最終改正：令和五年法律第六十号 
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第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、文部科学省の設置並びに任務及びこれを

達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めると

ともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要

な組織を定めることを目的とする。 

第二章 文部科学省の設置並びに任務及び所掌事務 

第一節 文部科学省の設置 

（所掌事務） 

第四条 文部科学省は、前条第一項の任務を達成するため、次

に掲げる事務をつかさどる。 

一 豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教

育改革に関すること。 

二 生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。 

三 地方教育行政に関する制度の企画及び立案並びに地方

教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び

勧告に関すること。 

四 地方教育費に関する企画に関すること。 

五 地方公務員である教育関係職員の任免、給与その他の身

分取扱いに関する制度の企画及び立案並びにこれらの制

度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。 

六 地方公務員である教育関係職員の福利厚生に関するこ

と。 

七 初等中等教育（幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校

、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携

型認定こども園における教育をいう。以下同じ。）の振興

に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること

。 

八 初等中等教育のための補助に関すること。 

九 初等中等教育の基準の設定に関すること。 

十 教科用図書の検定に関すること。 

十一 教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及

び義務教育諸学校（小学校、中学校、義務教育学校、中

等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び

中学部をいう。）において使用する教科用図書の無償措置

に関すること。 

十二 学校保健（学校における保健教育及び保健管理をいう

。）、学校安全（学校における安全教育及び安全管理をい

う。）及び学校給食に関すること。 

十二の二 公認心理師に関する事務のうち所掌に係るもの

に関すること。 

十三 教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関する

こと。 

十四 海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及

び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒

の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学

校生活への適応のための指導に関すること。 

十五 大学及び高等専門学校における教育の振興に関する

企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。 

十六 大学及び高等専門学校における教育のための補助に

関すること。 

十七 大学及び高等専門学校における教育の基準の設定に

関すること。 

十八 大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更そ

の他の事項の認可に関すること。 

十九 大学の入学者の選抜及び学位の授与に関すること。 

二十 学生及び生徒の奨学、厚生及び補導に関すること。 

二十一 外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外

への留学生の派遣に関すること。 

二十二 政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力

に関すること（外交政策に係るものを除く。）。 

二十三 専修学校及び各種学校における教育の振興に関す

る企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。 

二十四 専修学校及び各種学校における教育の基準の設定

に関すること。 

二十五 国立大学（国立大学法人法（平成十五年法律第百十

二号）第二条第二項に規定する国立大学をいう。）及び大

学共同利用機関（同条第四項に規定する大学共同利用機

関をいう。）における教育及び研究に関すること。 

二十六 国立高等専門学校（独立行政法人国立高等専門学校

機構法（平成十五年法律第百十三号）第三条に規定する

国立高等専門学校をいう。）における教育に関すること。 
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二十七 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構における

学術研究及び教育に関すること。 

二十八 私立学校に関する行政の制度の企画及び立案並び

にこれらの行政の組織及び一般的運営に関する指導、助

言及び勧告に関すること。 

二十九 文部科学大臣が所轄庁である学校法人についての

認可及び認定並びにその経営に関する指導及び助言に関

すること。 

三十 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立

学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成

に関すること。 

三十一 私立学校教職員の共済制度に関すること。 

三十二 社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助

及び助言に関すること。 

三十三 社会教育のための補助に関すること。 

三十四 青少年教育に関する施設において行う青少年の団

体宿泊訓練に関すること。 

三十五 通信教育及び視聴覚教育に関すること。 

三十六 外国人に対する日本語教育に関すること（外交政策

に係るものを除く。）。 

三十七 家庭教育の支援に関すること。 

三十八 公立及び私立の文教施設並びに地方独立行政法人

が設置する文教施設の整備に関する指導及び助言に関す

ること。 

三十九 公立の文教施設の整備のための補助に関すること。 

四十 学校施設及び教育用品の基準の設定に関すること。 

四十一 学校環境の整備に関する指導及び助言に関するこ

と。 

四十二 青少年の健全な育成の推進に関すること（こども家

庭庁の所掌に属するものを除く。）。 

四十三 科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並

びに推進に関すること（内閣府の所掌に属するものを除

く。）。 

四十四 科学技術に関する研究及び開発（以下「研究開発」

という。）に関する計画の作成及び推進に関すること。 

四十五 科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関

すること（内閣府の所掌に属するものを除く。）。 

四十六 学術の振興に関すること。 

四十七 研究者の養成及び資質の向上に関すること。 

四十八 技術者の養成及び資質の向上に関すること（文部科

学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管す

る法人において行うものに限る。）。 

四十九 技術士に関すること。 

五十 研究開発に必要な施設及び設備（関係行政機関に重複

して設置することが多額の経費を要するため適当でない

と認められるものに限る。）の整備（共用に供することを

含む。）、研究開発に関する情報処理の高度化及び情報の

流通の促進その他の科学技術に関する研究開発の基盤の

整備に関すること。 

五十一 科学技術に関する研究開発に係る交流の助成に関

すること。 

五十二 前二号に掲げるもののほか、科学技術に関する研究

開発の推進のための環境の整備に関すること。 

五十三 科学技術に関する研究開発の成果の普及及び成果

の活用の促進に関すること。 

五十四 発明及び実用新案の奨励並びにこれらの実施化の

推進に関すること。 

五十五 科学技術に関する知識の普及並びに国民の関心及

び理解の増進に関すること。 

五十六 科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生

活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に

関すること。 

五十七 科学技術に関する基礎研究及び科学技術に関する

共通的な研究開発（二以上の府省のそれぞれの所掌に係

る研究開発に共通する研究開発をいう。）に関すること。 

五十八 科学技術に関する研究開発で、関係行政機関に重複

して設置することが多額の経費を要するため適当でない

と認められる施設及び設備を必要とするものに関するこ

と。 

五十九 科学技術に関する研究開発で多数部門の協力を要

する総合的なものに関すること（他の府省の所掌に属す

るものを除く。）。 

六十 国立研究開発法人理化学研究所の行う科学技術に関

する試験及び研究に関すること。 

六十一 放射線の利用に関する研究開発に関すること。 

六十二 宇宙の開発及び原子力に関する技術開発で科学技

術の水準の向上を図るためのものに関すること。 

六十三 宇宙の利用の推進に関する事務のうち科学技術の

水準の向上を図るためのものに関すること。 

六十四 放射性同位元素の利用の推進に関すること。 

六十五 資源の総合的利用に関すること（他の府省の所掌に

属するものを除く。）。 

六十六 原子力政策のうち科学技術に関するものに関する

こと。 

六十七 原子力に関する関係行政機関の試験及び研究に係

る経費その他これに類する経費の配分計画に関すること

。 

六十八 原子力損害の賠償に関すること。 

六十九 スポーツに関する基本的な政策の企画及び立案並

びに推進に関すること。 

七十 スポーツに関する関係行政機関の事務の調整に関す

ること。 

七十一 スポーツの振興に関する企画及び立案並びに援助

及び助言に関すること。 

七十二 スポーツのための助成に関すること。 

七十三 心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の

確保に関すること。 

七十四 国際的又は全国的な規模において行われるスポー

ツ事業に関すること。 

七十五 スポーツに関する競技水準の向上に関すること。 

七十六 スポーツ振興投票に関すること。 
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七十七 文化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに

推進に関すること。 

七十八 文化に関する関係行政機関の事務の調整に関する

こと。 

七十九 文化（文化財（文化財保護法（昭和二十五年法律第

二百十四号）第二条第一項に規定する文化財をいう。第

八十五号において同じ。）に係る事項を除く。次号及び第

八十二号において同じ。）の振興に関する企画及び立案並

びに援助及び助言に関すること。 

八十 文化の振興のための助成に関すること。 

八十一 劇場、音楽堂、美術館その他の文化施設に関するこ

と。 

八十二 文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催す

ること。 

八十三 国語の改善及びその普及に関すること。 

八十四 著作者の権利、出版権及び著作隣接権の保護及び利

用に関すること。 

八十五 文化財の保存及び活用に関すること。 

八十六 アイヌ文化の振興に関すること。 

八十六の二 興行入場券（特定興行入場券の不正転売の禁止

等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律（

平成三十年法律第百三号）第二条第二項に規定する興行

入場券をいう。）の適正な流通の確保に関する関係行政機

関の事務の調整に関すること。 

八十七 宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の

認証並びに宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体と

の連絡に関すること。 

八十八 国際文化交流の振興に関すること（外交政策に係る

ものを除く。）。 

八十九 ユネスコ活動（ユネスコ活動に関する法律（昭和二

十七年法律第二百七号）第二条に規定するユネスコ活動

をいう。）の振興に関すること（外交政策に係るものを除

く。）。 

九十 文化功労者に関すること。 

九十一 地方公共団体の機関、大学、高等専門学校、研究機

関その他の関係機関に対し、教育、学術、スポーツ、文

化及び宗教に係る専門的、技術的な指導及び助言を行う

こと。 

九十二 教育関係職員、研究者、社会教育に関する団体、社

会教育指導者、スポーツの指導者その他の関係者に対し

、教育、学術、スポーツ及び文化に係る専門的、技術的

な指導及び助言を行うこと。 

九十三 所掌事務に係る国際協力に関すること。 

九十四 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関

する研修を行うこと。 

九十五 前各号に掲げるもののほか、法律（法律に基づく命

令を含む。）に基づき文部科学省に属させられた事務 

２ 前項に定めるもののほか、文部科学省は、前条第二項の任

務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣

の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決

定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を

図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関す

る事務をつかさどる。 

第四章 外局 

第一節 設置 

第十三条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、文

部科学省に、次の外局を置く。 

スポーツ庁 

文化庁 

第三節 文化庁 

第一款 任務及び所掌事務 

（長官） 

第十七条 文化庁の長は、文化庁長官とする。 

（任務） 

第十八条 文化庁は、文化の振興その他の文化に関する施策の

総合的な推進並びに国際文化交流の振興及び博物館による

社会教育の振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適

切に行うことを任務とする。 

（所掌事務） 

第十九条 文化庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一

項第三号、第五号、第三十号、第三十二号（博物館に係るも

のに限る。）、第三十三号（博物館に係るものに限る。）、第三

十八号、第三十九号、第七十七号から第八十七号まで、第八

十八号（学術及びスポーツの振興に係るものを除く。）、第八

十九号及び第九十一号から第九十五号までに掲げる事務並

びに学校における芸術に関する教育の基準の設定に関する

事務をつかさどる。 

第二款 審議会等 

（設置） 

第二十条 文化庁に、文化審議会を置く。 

２ 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより

文部科学省に置かれる審議会等で文化庁に置かれるものは、

宗教法人審議会とする。 

（文化審議会） 

第二十一条 文化審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 文部科学大臣又は文化庁長官の諮問に応じて文化の振

興その他の文化に関する施策の総合的な推進並びに国際

文化交流の振興（学術及びスポーツの振興に係るものを

除く。）及び博物館による社会教育の振興に関する重要事

項（第三号に規定するものを除く。）を調査審議すること

。 

二 前号に規定する重要事項に関し、文部科学大臣又は文化

庁長官に意見を述べること。 
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三 文部科学大臣又は文化庁長官の諮問に応じて国語の改

善及びその普及に関する事項を調査審議すること。 

四 前号に規定する事項に関し、文部科学大臣、関係各大臣

又は文化庁長官に意見を述べること。 

五 文化芸術基本法（平成十三年法律第百四十八号）第七条

第三項、展覧会における美術品損害の補償に関する法律

（平成二十三年法律第十七号）第十二条第二項、著作権

法（昭和四十五年法律第四十八号）、万国著作権条約の実

施に伴う著作権法の特例に関する法律（昭和三十一年法

律第八十六号）第五条第四項、著作権等管理事業法（平

成十二年法律第百三十一号）第二十四条第四項、文化財

保護法第百五十三条及び文化功労者年金法（昭和二十六

年法律第百二十五号）第二条第二項の規定によりその権

限に属させられた事項を処理すること。 

２ 文化審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、文

部科学大臣が任命する。 

３ 前二項に定めるもののほか、文化審議会の組織及び委員そ

の他の職員その他文化審議会に関し必要な事項については、

政令で定める。 
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〇文部科学省組織令（抄） 
（平成十二年政令第二百五十一号） 
最終改正：令和六年政令第八十八号

内閣は、国家行政組織法（昭和二十三年法律第百

二十号）及び文部科学省設置法（平成十一年法律第

九十六号）の規定に基づき、この政令を制定する。 

目次 

第一章 本省 

第一節 秘書官（第一条） 

第二節 内部部局等 

第一款 大臣官房及び局並びに国際統括官

の設置等（第二条―第十条） 

第二款 特別な職の設置等（第十一条―第十

三条） 

第三款 課の設置等 

第一目 大臣官房（第十四条―第二十三条 

） 

第二目 総合教育政策局（第二十四条―第

三十一条の二） 

第三目 初等中等教育局（第三十二条―第

四十二条） 

第四目 高等教育局（第四十三条―第五十

三条） 

第五目 科学技術・学術政策局（第五十四

条―第五十九条の二） 

第六目 研究振興局（第六十条―第六十六

条） 

第七目 研究開発局（第六十七条―第七十

四条） 

第三節 審議会等（第七十五条―第七十九条） 

第四節 施設等機関（第八十条―第八十二条） 

第二章 外局 

第一節 スポーツ庁 

第一款 特別な職（第八十三条・第八十四条 

） 

第二款 内部部局（第八十五条―第九十条） 

第三款 審議会等（第九十一条） 

第二節 文化庁 

第一款 特別な職（第九十二条・第九十三条 

） 

第二款 内部部局（第九十四条―第百四条） 

附則 

第二章 外局 

第二節 文化庁 

第一款 特別な職 

（次長） 

第九十二条 文化庁に、次長二人を置く。 

（文化財鑑査官及び審議官） 

第九十三条 文化庁に、文化財鑑査官一人及び審議

官二人を置く。 

２ 文化財鑑査官は、命を受けて、文化庁の所掌事

務のうち文化財（文化財保護法（昭和二十五年

法律第二百十四号）第二条第一項に規定する文

化財をいう。以下同じ。）に関する専門的、技術

的な重要事項に係るものを総括整理する。 

３ 審議官は、命を受けて、文化庁の所掌事務に関

する重要事項についての企画及び立案に参画し

、関係事務を総括整理する。 

第二款 内部部局 

（課及び参事官の設置） 

第九十四条 文化庁に、次の九課及び参事官四人を

置く。 

政策課 

企画調整課 

文化経済・国際課 

国語課 

著作権課 

文化資源活用課 

文化財第一課 

文化財第二課 

宗務課 

（文化資源活用課の所掌事務） 

第百条 文化資源活用課は、次に掲げる事務をつか

さどる。 

一 文化（著作権等に係る事項を除く。以下この

号において同じ。）に係る資源の活用（第百四

条第五号から第八号までに規定するものを除

く。）による文化の振興に関すること。 

二 文化財の保存及び活用に関する総合的な政

策の企画及び立案に関すること。 

三 文化財についての補助及び損失補償に関す

ること。 

（文化財第一課の所掌事務） 

第百一条 文化財第一課は、次に掲げる事務（第一

号から第四号までに掲げる事務にあっては、文

化財についての補助及び損失補償に係るものを

除く。）をつかさどる。 

一 建造物以外の有形文化財の保存に関すること。 

二 無形文化財の保存に関すること。 

三 民俗文化財の保存に関すること。 

四 文化財の保存技術の保存に関すること。 

五 文化審議会文化財分科会の庶務に関すること。 

（文化財第二課の所掌事務） 

第百二条 文化財第二課は、次に掲げる事務（文化

財についての補助及び損失補償に係るものを除

く。）をつかさどる。 

一 建造物である有形文化財の保存に関すること。 

二 記念物の保存に関すること。 

三 文化的景観の保存に関すること。 

四 伝統的建造物群保存地区の保存に関すること。 

五 埋蔵文化財の保存に関すること。 
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１．組織等

4 

○文部科学省組織令（抄）

（平成十二年政令第二百五十一号）

最終改正：令和二年政令第百五十七号 

目次 

第一章 本省 

第一節 秘書官（第一条） 

第二節 内部部局等 

第一款 大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等

（第二条―第十条） 

第二款 特別な職の設置等（第十一条―第十三条） 

第三款 課の設置等 

第一目 大臣官房（第十四条―第二十三条） 

第二目 総合教育政策局（第二十四条―第三十一条）

第三目 初等中等教育局（第三十二条―第四十三条）

第四目 高等教育局（第四十四条―第五十三条） 

第五目 科学技術・学術政策局（第五十四条―第五

十九条） 

第六目 研究振興局（第六十条―第六十六条） 

第七目 研究開発局（第六十七条―第七十四条） 

第三節 審議会等（第七十五条―第七十九条） 

第四節 施設等機関（第八十条―第八十二条） 

第二章 外局 

第一節 スポーツ庁 

第一款 特別な職（第八十三条・第八十四条） 

第二款 内部部局（第八十五条―第九十一条） 

第三款 審議会等（第九十二条） 

第二節 文化庁 

第一款 特別な職（第九十三条・第九十四条） 

第二款 内部部局 （第九十五条―第百五号） 

附則

第二章 外局 

第二節 文化庁 

第一款 特別な職 

（次長） 

第九十三条 文化庁に、次長二人を置く。 

（文化財鑑査官及び審議官） 

第九十四条 文化庁に、文化財鑑査官一人及び審議官二人を

置く。 

２ 文化財鑑査官は、命を受けて、文化庁の所掌事務のうち

文化財（文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第

二条第一項に規定する文化財をいう。以下同じ。）に関する専

門的、技術的な重要事項に係るものを総括整理する。 

３ 審議官は、命を受けて、文化庁の所掌事務に関する重要

事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理

する。 

第二款 内部部局 

（課及び参事官の設置） 

第九十五条 文化庁に、次の九課及び参事官四人を置く。 

政策課 

企画調整課

文化経済・国際課 

国語課 

著作権課 

文化資源活用課 

文化財第一課 

文化財第二課 

宗務課 

（文化資源活用課の所掌事務） 

第百一条 文化資源活用課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 文化（著作権等に係る事項を除く。以下この号におい

て同じ。）に係る資源の活用（第百五条第五号から第八号までに

規定するものを除く。）による文化の振興に関すること。 

二 文化財の保存及び活用に関する総合的な政策の企画及

び立案に関すること。 

三 文化財についての補助及び損失補償に関すること。 

（文化財第一課の所掌事務） 

第百二条 文化財第一課は、次に掲げる事務（第一号から第

四号までに掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び

損失補償に係るものを除く。）をつかさどる。 

一 建造物以外の有形文化財の保存に関すること 

二 無形文化財の保存に関すること。 

三 民俗文化財の保存に関すること。 

四 文化財の保存技術の保存に関すること。

五 文化審議会文化財分科会の庶務に関すること。 

（文化財第二課の所掌事務） 

第百三条 文化財第二課は、次に掲げる事務（文化財につい

ての補助及び損失補償に係るものを除く。）をつかさどる。 

一 建造物である有形文化財の保存に関すること。 

二 記念物の保存に関すること。 

三 文化的景観に関すること。 

四 伝統的建造物群保存地区の保存に関すること。 

五 埋蔵文化財の保護に関すること。 
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1

○文部科学省組織令（抄）

（平成十二年政令第二百五十一号）

最終改正：令和二年政令第三百七十三号

目次

第一章 本省

第一節 秘書官（第一条）

第二節 内部部局等

第一款 大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等

（第二条―第十条）

第二款 特別な職の設置等（第十一条―第十三条）

第三款 課の設置等

第一目 大臣官房（第十四条―第二十三条）

第二目 総合教育政策局（第二十四条―第三十一条）

第三目 初等中等教育局（第三十二条―第四十三条）

第四目 高等教育局（第四十四条―第五十三条）

第五目 科学技術・学術政策局（第五十四条―第五

十九条）

第六目 研究振興局（第六十条―第六十六条）

第七目 研究開発局（第六十七条―第七十四条）

第三節 審議会等（第七十五条―第七十九条）

第四節 施設等機関（第八十条―第八十二条）

第二章 外局

第一節 スポーツ庁

第一款 特別な職（第八十三条・第八十四条）

第二款 内部部局（第八十五条―第九十一条）

第三款 審議会等（第九十二条）

第二節 文化庁

第一款 特別な職（第九十三条・第九十四条）

第二款 内部部局 （第九十五条―第百五条）

附則

第二章 外局

第二節 文化庁

第一款 特別な職

（次長）

第九十三条 文化庁に、次長二人を置く。

（文化財鑑査官及び審議官）

第九十四条 文化庁に、文化財鑑査官一人及び審議官二人を

置く。

２ 文化財鑑査官は、命を受けて、文化庁の所掌事務のうち

文化財（文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第二

条第一項に規定する文化財をいう。以下同じ。）に関する専門

的、技術的な重要事項に係るものを総括整理する。

３ 審議官は、命を受けて、文化庁の所掌事務に関する重要事

項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理す

る。

第二款 内部部局

（課及び参事官の設置）

第九十五条 文化庁に、次の九課及び参事官四人を置く。

政策課

企画調整課

文化経済・国際課

国語課

著作権課

文化資源活用課

文化財第一課

文化財第二課

宗務課

（文化資源活用課の所掌事務）

第百一条 文化資源活用課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 文化（著作権等に係る事項を除く。以下この号におい

て同じ。）に係る資源の活用（第百五条第五号から第八号までに

規定するものを除く。）による文化の振興に関すること。

二 文化財の保存及び活用に関する総合的な政策の企画及

び立案に関すること。

三 文化財についての補助及び損失補償に関すること。

（文化財第一課の所掌事務）

第百二条 文化財第一課は、次に掲げる事務（第一号から第

四号までに掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び

損失補償に係るものを除く。）をつかさどる。

一 建造物以外の有形文化財の保存に関すること

二 無形文化財の保存に関すること。

三 民俗文化財の保存に関すること。

四 文化財の保存技術の保存に関すること。

五 文化審議会文化財分科会の庶務に関すること。

（文化財第二課の所掌事務）

第百三条 文化財第二課は、次に掲げる事務（文化財につい

ての補助及び損失補償に係るものを除く。）をつかさどる。

一 建造物である有形文化財の保存に関すること。

二 記念物の保存に関すること。

三 文化的景観に関すること。

四 伝統的建造物群保存地区の保存に関すること。

五 埋蔵文化財の保護に関すること。

4

○文化審議会令

（平成十二年政令第二百八十一号）

最終改正：平成三十年政令第二百六十六号

 内閣は、文部科学省設置法（平成十一年法律第九十六号）第

二十九条二項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 
（組織）

第一条 文化審議会（以下「審議会」という。）は、委員三十人

以内で組織する。

２ 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があると

きは、臨時委員を置くことができる。

３ 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、

専門委員を置くことができる。

（委員等の任命）

第二条 委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣

が任命する。

２ 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のう

ちから、文部科学大臣が任命する。

３ 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のう

ちから、文部科学大臣が任命する。

（委員の任期等）

第三条 委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。

３ 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する

調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

４ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する

調査が終了したときは、解任されるものとする。

５ 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

（会長）

第四条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、

その職務を代理する。

（分科会）

第五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これ

らの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞ

れ同表の下欄に掲げるとおりとする。 

名称 所掌事務

国語分科会 国語の改善及びその普及に関する事項を調

査審議すること。

著作権分科会 一 著作者の権利、出版権及び著作隣接権

の保護及び利用に関する重要事項を調査

審議すること。

二 著作権法（昭和四十五年法律第四十八

号）、万国著作権条約の実施に伴う著作権

法の特例に関する法律（昭和三十一年法

律第八十六号）第五条第四項及び著作権

等管理事業法（平成十二年法律第百三十

一号）第二十四条第四項の規定により審

議会の権限に属させられた事項を処理す

ること。

文化財分科会 一 文化財の保存及び活用に関する重要事

項を調査審議すること。

二 文化財保護法（昭和二十五年法律第二

百十四号）第百五十三条の規定により審

議会の権限に属させられた事項を処理す

ること。

文化功労者選考

分科会

文化功労者年金法（昭和二十六年法律第百

二十五号）第二条第二項の規定により審議

会の権限に属させられた事項を処理するこ

と。

２ 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員

及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。

３ 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互

選により選任する。

４ 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

５ 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員の

うちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代

理する。

６ 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもっ

て審議会の議決とすることができる。

（部会）

第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会

を置くことができる。

２ 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長（分

科会に置かれる部会にあっては、分科会長）が指名する。

３ 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によ

り選任する。

４ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

５ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨

時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職

務を代理する。

６ 審議会（分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下

この項において同じ。）は、その定めるところにより、部会の

議決をもって審議会の議決とすることができる。

（議事）

第七条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半

数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

２ 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会

議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長

の決するところによる。

３ 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。 
（資料の提出等の要求）

第八条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると

認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見

の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

（庶務）

第九条 審議会の庶務は、文化庁企画調整課において総括し、

及び処理する。ただし、国語分科会に係るものについては文
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○文部科学省組織令（抄）

（平成十二年政令第二百五十一号）

最終改正：令和二年政令第三百七十三号

目次

第一章 本省

第一節 秘書官（第一条）

第二節 内部部局等

第一款 大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等

（第二条―第十条）

第二款 特別な職の設置等（第十一条―第十三条）

第三款 課の設置等

第一目 大臣官房（第十四条―第二十三条）

第二目 総合教育政策局（第二十四条―第三十一条）

第三目 初等中等教育局（第三十二条―第四十三条）

第四目 高等教育局（第四十四条―第五十三条）

第五目 科学技術・学術政策局（第五十四条―第五

十九条）

第六目 研究振興局（第六十条―第六十六条）

第七目 研究開発局（第六十七条―第七十四条）

第三節 審議会等（第七十五条―第七十九条）

第四節 施設等機関（第八十条―第八十二条）

第二章 外局

第一節 スポーツ庁

第一款 特別な職（第八十三条・第八十四条）

第二款 内部部局（第八十五条―第九十一条）

第三款 審議会等（第九十二条）

第二節 文化庁

第一款 特別な職（第九十三条・第九十四条）

第二款 内部部局 （第九十五条―第百五条）

附則

第二章 外局

第二節 文化庁

第一款 特別な職

（次長）

第九十三条 文化庁に、次長二人を置く。

（文化財鑑査官及び審議官）

第九十四条 文化庁に、文化財鑑査官一人及び審議官二人を

置く。

２ 文化財鑑査官は、命を受けて、文化庁の所掌事務のうち

文化財（文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第二

条第一項に規定する文化財をいう。以下同じ。）に関する専門

的、技術的な重要事項に係るものを総括整理する。

３ 審議官は、命を受けて、文化庁の所掌事務に関する重要事

項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理す

る。

第二款 内部部局

（課及び参事官の設置）

第九十五条 文化庁に、次の九課及び参事官四人を置く。

政策課

企画調整課

文化経済・国際課

国語課

著作権課

文化資源活用課

文化財第一課

文化財第二課

宗務課

（文化資源活用課の所掌事務）

第百一条 文化資源活用課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 文化（著作権等に係る事項を除く。以下この号におい

て同じ。）に係る資源の活用（第百五条第五号から第八号までに

規定するものを除く。）による文化の振興に関すること。

二 文化財の保存及び活用に関する総合的な政策の企画及

び立案に関すること。

三 文化財についての補助及び損失補償に関すること。

（文化財第一課の所掌事務）

第百二条 文化財第一課は、次に掲げる事務（第一号から第

四号までに掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び

損失補償に係るものを除く。）をつかさどる。

一 建造物以外の有形文化財の保存に関すること

二 無形文化財の保存に関すること。

三 民俗文化財の保存に関すること。

四 文化財の保存技術の保存に関すること。

五 文化審議会文化財分科会の庶務に関すること。

（文化財第二課の所掌事務）

第百三条 文化財第二課は、次に掲げる事務（文化財につい

ての補助及び損失補償に係るものを除く。）をつかさどる。

一 建造物である有形文化財の保存に関すること。

二 記念物の保存に関すること。

三 文化的景観に関すること。

四 伝統的建造物群保存地区の保存に関すること。

五 埋蔵文化財の保護に関すること。
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化庁国語課において、著作権分科会に係るものについては文

化庁著作権課において、文化財分科会に係るものについては

文化庁文化財第一課において、文化功労者選考分科会に係る

ものについては文部科学省大臣官房人事課において処理する。 
（雑則）

第十条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議

会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

   附 則

１ この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

２ 文化財分科会は、第五条第一項に定める事務をつかさどる

ほか、当分の間、文化財保護法附則第四条第二項の規定によ

り審議会の権限に属させられた事項を処理する。

１．組織等
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○地方自治法（抄）

（昭和二十二年法律第六十七号）

最終改正：令和三年法律第五号

第一編 総則

第二条 地方公共団体は、法人とする。

② 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務

で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるも

のを処理する。

③ 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において

都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、

前項の事務を処理するものとする。

④ 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務

のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理する

ことが適当でないと認められるものについては、当該市町村

の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。

⑤ 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、

第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調

整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村

が処理することが適当でないと認められるものを処理するも

のとする。

⑥ 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、

相互に競合しないようにしなければならない。

⑦ 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、そ

の事務を処理する。

⑧ この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理

する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。

⑨ この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務

をいう。

一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又

は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果

たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な

処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに

基づく政令に特に定めるもの（以下「第一号法定受託事務」

という。）

二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が

処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たす

べき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正

な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれ

に基づく政令に特に定めるもの（以下「第二号法定受託事

務」という。）

⑩ この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法

律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別

表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、

第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律

についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に

定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりで

ある。

⑪ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基

づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえ

たものでなければならない。

⑫ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基

づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏ま

えて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならな

い。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規

定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応す

るように、これを解釈し、及び運用しなければならない。

⑬ 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理する

こととされる事務が自治事務である場合においては、国は、

地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理すること

ができるよう特に配慮しなければならない。

⑭ 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の

福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙

げるようにしなければならない。

⑮ 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努める

とともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正

化を図らなければならない。

⑯ 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはな

らない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に

違反してその事務を処理してはならない。

⑰ 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これ

を無効とする。

別表第一 第一号法定受託事務（第二条関係）

文化財保護法

（昭和二十五

年法律第二百

十四号）

第百十条第一項及び第二項、第百十二条第一項

並びに第百十条第三項及び第百十二条第四項

において準用する第百九条第三項及び第四項

の規定により都道府県又は指定都市が処理す

ることとされている事務
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〇地方自治法（抄） 

（昭和二十二年法律第六十七号） 

最終改正：令和六年法律第四十七号 

第一編 総則 

第二条 地方公共団体は、法人とする。 

② 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務

で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるも

のを処理する。 

③ 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において

都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に

、前項の事務を処理するものとする。 

④ 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務

のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理する

ことが適当でないと認められるものについては、当該市町村

の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。 

⑤ 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として

、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡

調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町

村が処理することが適当でないと認められるものを処理する

ものとする。 

⑥ 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、

相互に競合しないようにしなければならない。 

⑦ 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、そ

の事務を処理する。 

⑧ この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理

する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。 

⑨ この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務

をいう。 

一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は

特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果

たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正

な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこ

れに基づく政令に特に定めるもの（以下「第一号法定受

託事務」という。） 

二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が

処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果た

すべき役割に係るものであつて、都道府県においてその

適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又

はこれに基づく政令に特に定めるもの（以下「第二号法

定受託事務」という。） 

⑩ この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法

律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別

表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、

第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律

についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に

定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりで

ある。 

⑪ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基

づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえ

たものでなければならない。 

⑫ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基

づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏ま

えて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならな

い。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規

定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応す

るように、これを解釈し、及び運用しなければならない。 

⑬ 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理する

こととされる事務が自治事務である場合においては、国は、

地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理すること

ができるよう特に配慮しなければならない。 

⑭ 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の

福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙

げるようにしなければならない。 

⑮ 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努める

とともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正

化を図らなければならない。 

⑯ 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはな

らない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に

違反してその事務を処理してはならない。 

⑰ 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これ

を無効とする。 

別表第一 第一号法定受託事務（第二条関係） 

法律 事務 

文化財保護法

（昭和二十五

年法律第二百

十四号） 

第百十条第一項及び第二項、第百十二

条第一項並びに第百十条第三項及び第

百十二条第四項において準用する第百

九条第三項及び第四項の規定により都

道府県又は指定都市が処理することと

されている事務 

8

１．組織等



〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄） 

（昭和三十一年法律第百六十二号） 

最終改正：令和五年法律第十九号 

第三章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限 

（教育委員会の職務権限） 

第二十一条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育

に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 

一 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校そ

の他の教育機関（以下「学校その他の教育機関」という

。）の設置、管理及び廃止に関すること。 

二 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用

に供する財産（以下「教育財産」という。）の管理に関す

ること。 

三 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他

の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。 

四 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児

の入学、転学及び退学に関すること。 

五 教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、

学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。 

六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。 

七 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関す

ること。 

八 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。 

九 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び

幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。 

十 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の環

境衛生に関すること。 

十一 学校給食に関すること。 

十二 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教

育に関すること。 

十三 スポーツに関すること。 

十四 文化財の保護に関すること。 

十五 ユネスコ活動に関すること。 

十六 教育に関する法人に関すること。 

十七 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関する

こと。 

十八 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に

関する相談に関すること。 

十九 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域

内における教育に関する事務に関すること。 

（長の職務権限） 

第二十二条 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する事務の

ほか、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する

。 

一 大学に関すること。 

二 幼保連携型認定こども園に関すること。 

三 私立学校に関すること。 

四 教育財産を取得し、及び処分すること。 

五 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。 

六 前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項

に関する予算を執行すること。 

（職務権限の特例） 

第二十三条 前二条の規定にかかわらず、地方公共団体は、前

条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当

該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務

のいずれか又は全てを管理し、及び執行することとすること

ができる。 

一 図書館、博物館、公民館その他の社会教育に関する教育

機関のうち当該条例で定めるもの（以下「特定社会教育

機関」という。）の設置、管理及び廃止に関すること（第

二十一条第七号から第九号まで及び第十二号に掲げる事

務のうち、特定社会教育機関のみに係るものを含む。）。 

二 スポーツに関すること（学校における体育に関すること

を除く。）。 

三 文化に関すること（次号に掲げるものを除く。）。 

四 文化財の保護に関すること。 

２ 地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃の議決

をする前に、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かな

ければならない。 
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〇文化財保護法 

（昭和二十五年法律第二百十四号） 

最終改正：令和四年法律第六十八号 

目次 

第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 削除 

第三章 有形文化財 

第一節 重要文化財 

第一款 指定（第二十七条―第二十九条） 

第二款 管理（第三十条―第三十四条） 

第三款 保護（第三十四条の二―第四十七条） 

第四款 公開（第四十七条の二―第五十三条） 

第五款 重要文化財保存活用計画（第五十三条の二―第

五十三条の八） 

第六款 調査（第五十四条・第五十五条） 

第七款 雑則（第五十六条） 

第二節 登録有形文化財（第五十七条―第六十九条） 

第三節 重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化

財（第七十条） 

第四章 無形文化財 

第一節 重要無形文化財（第七十一条―第七十六条の六） 

第二節 登録無形文化財（第七十六条の七―第七十六条の

十七） 

第三節 重要無形文化財及び登録無形文化財以外の無形

文化財（第七十七条） 

第五章 民俗文化財（第七十八条―第九十一条） 

第六章 埋蔵文化財（第九十二条―第百八条） 

第七章 史跡名勝天然記念物（第百九条―第百三十三条の四

） 

第八章 重要文化的景観（第百三十四条―第百四十一条） 

第九章 伝統的建造物群保存地区（第百四十二条―第百四十

六条） 

第十章 文化財の保存技術の保護（第百四十七条―第百五十

二条） 

第十一章 文化審議会への諮問（第百五十三条） 

第十二章 補則 

第一節 聴聞、意見の聴取及び審査請求（第百五十四条―

第百六十一条） 

第二節 国に関する特例（第百六十二条―第百八十一条） 

第三節 地方公共団体及び教育委員会（第百八十二条―第

百九十二条） 

第四節 文化財保存活用支援団体（第百九十二条の二―第

百九十二条の六） 

第十三章 罰則（第百九十三条―第二百三条） 

附則 

第一章 総則 

（この法律の目的） 

第一条 この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り

、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進

歩に貢献することを目的とする。 

（文化財の定義） 

第二条 この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。 

一 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その

他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術

上価値の高いもの（これらのものと一体をなしてその価

値を形成している土地その他の物件を含む。）並びに考古

資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料（以下「有

形文化財」という。） 

二 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が

国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの（以下「無

形文化財」という。） 

三 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民

俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、

家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため

欠くことのできないもの（以下「民俗文化財」という。

） 

四 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が

国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋

梁
りよう

、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にと

つて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物（生息

地、繁殖地及び渡来地を含む。）、植物（自生地を含む。

）及び地質鉱物（特異な自然の現象の生じている土地を

含む。）で我が国にとつて学術上価値の高いもの（以下「

記念物」という。） 

五 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土

により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理

解のため欠くことのできないもの（以下「文化的景観」

という。） 

六 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している

伝統的な建造物群で価値の高いもの（以下「伝統的建造

物群」という。） 

２ この法律の規定（第二十七条から第二十九条まで、第三十

七条、第五十五条第一項第四号、第百五十三条第一項第一号

、第百六十五条、第百七十一条及び附則第三条の規定を除く

。）中「重要文化財」には、国宝を含むものとする。 

３ この法律の規定（第百九条、第百十条、第百十二条、第百

二十二条、第百三十一条第一項第四号、第百五十三条第一項

第十号及び第十一号、第百六十五条並びに第百七十一条の規

定を除く。）中「史跡名勝天然記念物」には、特別史跡名勝

天然記念物を含むものとする。 

（政府及び地方公共団体の任務） 

第三条 政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文

化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且

つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認

識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつ

てこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない。 

（国民、所有者等の心構） 
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第四条 一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的

を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならな

い。 

２ 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的

財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存す

るとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に

努めなければならない。 

３ 政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当つて関係者

の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。 

第二章 削除 

第五条から第二十六条まで 削除 

第三章 有形文化財 

第一節 重要文化財 

第一款 指定 

（指定） 

第二十七条 文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを

重要文化財に指定することができる。 

２ 文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の見地から価

値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定

することができる。 

（告示、通知及び指定書の交付） 

第二十八条 前条の規定による指定は、その旨を官報で告示す

るとともに、当該国宝又は重要文化財の所有者に通知してす

る。 

２ 前条の規定による指定は、前項の規定による官報の告示が

あつた日からその効力を生ずる。但し、当該国宝又は重要文

化財の所有者に対しては、同項の規定による通知が当該所有

者に到達した時からその効力を生ずる。 

３ 前条の規定による指定をしたときは、文部科学大臣は、当

該国宝又は重要文化財の所有者に指定書を交付しなければ

ならない。 

４ 指定書に記載すべき事項その他指定書に関し必要な事項は

、文部科学省令で定める。 

５ 第三項の規定により国宝の指定書の交付を受けたときは、

所有者は、三十日以内に国宝に指定された重要文化財の指定

書を文部科学大臣に返付しなければならない。 

（解除） 

第二十九条 国宝又は重要文化財が国宝又は重要文化財として

の価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科

学大臣は、国宝又は重要文化財の指定を解除することができ

る。 

２ 前項の規定による指定の解除は、その旨を官報で告示する

とともに、当該国宝又は重要文化財の所有者に通知してする

。 

３ 第一項の規定による指定の解除には、前条第二項の規定を

準用する。 

４ 第二項の通知を受けたときは、所有者は、三十日以内に指

定書を文部科学大臣に返付しなければならない。 

５ 第一項の規定により国宝の指定を解除した場合において当

該有形文化財につき重要文化財の指定を解除しないときは、

文部科学大臣は、直ちに重要文化財の指定書を所有者に交付

しなければならない。 

第二款 管理 

（管理方法の指示） 

第三十条 文化庁長官は、重要文化財の所有者に対し、重要文

化財の管理に関し必要な指示をすることができる。 

（所有者の管理義務及び管理責任者） 

第三十一条 重要文化財の所有者は、この法律並びにこれに基

いて発する文部科学省令及び文化庁長官の指示に従い、重要

文化財を管理しなければならない。 

２ 重要文化財の所有者は、当該重要文化財の適切な管理のた

め必要があるときは、第百九十二条の二第一項に規定する文

化財保存活用支援団体その他の適当な者を専ら自己に代わ

り当該重要文化財の管理の責めに任ずべき者（以下この節及

び第百八十七条第一項第一号において「管理責任者」という

。）に選任することができる。 

３ 前項の規定により管理責任者を選任したときは、重要文化

財の所有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面を

もつて、当該管理責任者と連署の上二十日以内に文化庁長官

に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同

様とする。 

４ 管理責任者には、前条及び第一項の規定を準用する。 

（所有者又は管理責任者の変更） 

第三十二条 重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者

は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且

つ、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、二十日以内

に文化庁長官に届け出なければならない。 

２ 重要文化財の所有者は、管理責任者を変更したときは、文

部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、新管理責

任者と連署の上二十日以内に文化庁長官に届け出なければ

ならない。この場合には、前条第三項の規定は、適用しない

。 

３ 重要文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは

名称又は住所を変更したときは、文部科学省令の定める事項

を記載した書面をもつて、二十日以内に文化庁長官に届け出

なければならない。氏名若しくは名称又は住所の変更が重要

文化財の所有者に係るときは、届出の際指定書を添えなけれ

ばならない。 

（管理団体による管理） 

第三十二条の二 重要文化財につき、所有者が判明しない場合

又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若

しくは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁

長官は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該

重要文化財の保存のため必要な管理（当該重要文化財の保存

のため必要な施設、設備その他の物件で当該重要文化財の所

有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。）を行わせ

ることができる。 
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２ 前項の規定による指定をするには、文化庁長官は、あらか

じめ、当該重要文化財の所有者（所有者が判明しない場合を

除く。）及び権原に基く占有者並びに指定しようとする地方

公共団体その他の法人の同意を得なければならない。 

３ 第一項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとと

もに、前項に規定する所有者、占有者及び地方公共団体その

他の法人に通知してする。 

４ 第一項の規定による指定には、第二十八条第二項の規定を

準用する。 

５ 重要文化財の所有者又は占有者は、正当な理由がなくて、

第一項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法

人（以下この節及び第百八十七条第一項第一号において「管

理団体」という。）が行う管理又はその管理のため必要な措

置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 

６ 管理団体には、第三十条及び第三十一条第一項の規定を準

用する。 

第三十二条の三 前条第一項に規定する事由が消滅した場合そ

の他特殊の事由があるときは、文化庁長官は、管理団体の指

定を解除することができる。 

２ 前項の規定による解除には、前条第三項及び第二十八条第

二項の規定を準用する。 

第三十二条の四 管理団体が行う管理に要する費用は、この法

律に特別の定のある場合を除いて、管理団体の負担とする。 

２ 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団

体が行う管理により所有者の受ける利益の限度において、管

理に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げる

ものではない。 

（滅失、き損等） 

第三十三条 重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき

損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所

有者（管理責任者又は管理団体がある場合は、その者）は、

文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事

実を知つた日から十日以内に文化庁長官に届け出なければ

ならない。 

（所在の変更） 

第三十四条 重要文化財の所在の場所を変更しようとするとき

は、重要文化財の所有者（管理責任者又は管理団体がある場

合は、その者）は、文部科学省令の定める事項を記載した書

面をもつて、且つ、指定書を添えて、所在の場所を変更しよ

うとする日の二十日前までに文化庁長官に届け出なければ

ならない。但し、文部科学省令の定める場合には、届出を要

せず、若しくは届出の際指定書の添附を要せず、又は文部科

学省令の定めるところにより所在の場所を変更した後届け

出ることをもつて足りる。 

第三款 保護 

（修理） 

第三十四条の二 重要文化財の修理は、所有者が行うものとす

る。但し、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとす

る。 

（管理団体による修理） 

第三十四条の三 管理団体が修理を行う場合は、管理団体は、

あらかじめ、その修理の方法及び時期について当該重要文化

財の所有者（所有者が判明しない場合を除く。）及び権原に

基く占有者の意見を聞かなければならない。 

２ 管理団体が修理を行う場合には、第三十二条の二第五項及

び第三十二条の四の規定を準用する。 

（管理又は修理の補助） 

第三十五条 重要文化財の管理又は修理につき多額の経費を要

し、重要文化財の所有者又は管理団体がその負担に堪えない

場合その他特別の事情がある場合には、政府は、その経費の

一部に充てさせるため、重要文化財の所有者又は管理団体に

対し補助金を交付することができる。 

２ 前項の補助金を交付する場合には、文化庁長官は、その補

助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示する

ことができる。 

３ 文化庁長官は、必要があると認めるときは、第一項の補助

金を交付する重要文化財の管理又は修理について指揮監督

することができる。 

（管理に関する命令又は勧告） 

第三十六条 重要文化財を管理する者が不適任なため又は管理

が適当でないため重要文化財が滅失し、き損し、又は盗み取

られる虞があると認めるときは、文化庁長官は、所有者、管

理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の管理をする者の

選任又は変更、管理方法の改善、防火施設その他の保存施設

の設置その他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告するこ

とができる。 

２ 前項の規定による命令又は勧告に基いてする措置のために

要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全

部又は一部を国庫の負担とすることができる。 

３ 前項の規定により国庫が費用の全部又は一部を負担する場

合には、前条第三項の規定を準用する。 

（修理に関する命令又は勧告） 

第三十七条 文化庁長官は、国宝がき損している場合において

、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管

理団体に対し、その修理について必要な命令又は勧告をする

ことができる。 

２ 文化庁長官は、国宝以外の重要文化財がき損している場合

において、その保存のため必要があると認めるときは、所有

者又は管理団体に対し、その修理について必要な勧告をする

ことができる。 

３ 前二項の規定による命令又は勧告に基いてする修理のため

に要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その

全部又は一部を国庫の負担とすることができる。 

４ 前項の規定により国庫が費用の全部又は一部を負担する場

合には、第三十五条第三項の規定を準用する。 

（文化庁長官による国宝の修理等の施行） 

第三十八条 文化庁長官は、左の各号の一に該当する場合にお

いては、国宝につき自ら修理を行い、又は滅失、き損若しく

は盗難の防止の措置をすることができる。 
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一 所有者、管理責任者又は管理団体が前二条の規定による

命令に従わないとき。 

二 国宝がき損している場合又は滅失し、き損し、若しくは

盗み取られる虞がある場合において、所有者、管理責任

者又は管理団体に修理又は滅失、き損若しくは盗難の防

止の措置をさせることが適当でないと認められるとき。 

２ 前項の規定による修理又は措置をしようとするときは、文

化庁長官は、あらかじめ、所有者、管理責任者又は管理団体

に対し、当該国宝の名称、修理又は措置の内容、着手の時期

その他必要と認める事項を記載した令書を交付するととも

に、権原に基く占有者にこれらの事項を通知しなければなら

ない。 

第三十九条 文化庁長官は、前条第一項の規定による修理又は

措置をするときは、文化庁の職員のうちから、当該修理又は

措置の施行及び当該国宝の管理の責に任ずべき者を定めな

ければならない。 

２ 前項の規定により責に任ずべき者と定められた者は、当該

修理又は措置の施行に当るときは、その身分を証明する証票

を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを示し、且つ

、その正当な意見を十分に尊重しなければならない。 

３ 前条第一項の規定による修理又は措置の施行には、第三十

二条の二第五項の規定を準用する。 

第四十条 第三十八条第一項の規定による修理又は措置のため

に要する費用は、国庫の負担とする。 

２ 文化庁長官は、文部科学省令の定めるところにより、第三

十八条第一項の規定による修理又は措置のために要した費

用の一部を所有者（管理団体がある場合は、その者）から徴

収することができる。但し、同条第一項第二号の場合には、

修理又は措置を要するに至つた事由が所有者、管理責任者若

しくは管理団体の責に帰すべきとき、又は所有者若しくは管

理団体がその費用の一部を負担する能力があるときに限る。 

３ 前項の規定による徴収については、行政代執行法（昭和二

十三年法律第四十三号）第五条及び第六条の規定を準用する

。 

第四十一条 第三十八条第一項の規定による修理又は措置によ

つて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損

失を補償する。 

２ 前項の補償の額は、文化庁長官が決定する。 

３ 前項の規定による補償額に不服のある者は、訴えをもつて

その増額を請求することができる。ただし、前項の補償の決

定の通知を受けた日から六箇月を経過したときは、この限り

でない。 

４ 前項の訴えにおいては、国を被告とする。 

（補助等に係る重要文化財譲渡の場合の納付金） 

第四十二条 国が修理又は滅失、き損若しくは盗難の防止の措

置（以下この条において、「修理等」という。）につき第三十

五条第一項の規定により補助金を交付し、又は第三十六条第

二項、第三十七条第三項若しくは第四十条第一項の規定によ

り費用を負担した重要文化財のその当時における所有者又

はその相続人、受遺者若しくは受贈者（第二次以下の相続人

、受遺者又は受贈者を含む。以下この条において同じ。）（以

下この条において、「所有者等」という。）は、補助又は費用

負担に係る修理等が行われた後当該重要文化財を有償で譲

り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額（第四

十条第一項の規定による負担金については、同条第二項の規

定により所有者から徴収した部分を控除した額をいう。以下

この条において同じ。）の合計額から当該修理等が行われた

後重要文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して

得た金額（以下この条において、「納付金額」という。）を、

文部科学省令の定めるところにより国庫に納付しなければ

ならない。 

２ 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又

は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した重

要文化財又はその部分につき文化庁長官が個別的に定める

耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等

を行つた時以後重要文化財の譲渡の時までの年数を控除し

た残余の年数（一年に満たない部分があるときは、これを切

り捨てる。）を乗じて得た金額に相当する金額とする。 

３ 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該重要文

化財が所有者等の責に帰することのできない事由により著

しくその価値を減じた場合又は当該重要文化財を国に譲り

渡した場合には、文化庁長官は、納付金額の全部又は一部の

納付を免除することができる。 

４ 文化庁長官の指定する期限までに納付金額を完納しないと

きは、国税滞納処分の例により、これを徴収することができ

る。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び

地方税に次ぐものとする。 

５ 納付金額を納付する者が相続人、受遺者又は受贈者である

ときは、第一号に定める相続税額又は贈与税額と第二号に定

める額との差額に相当する金額を第三号に定める年数で除

して得た金額に第四号に定める年数を乗じて得た金額をそ

の者が納付すべき納付金額から控除するものとする。 

一 当該重要文化財の取得につきその者が納付した、又は納

付すべき相続税額又は贈与税額 

二 前号の相続税額又は贈与税額の計算の基礎となつた課

税価格に算入された当該重要文化財又はその部分につき

当該相続、遺贈又は贈与の時までに行つた修理等に係る

第一項の補助金又は負担金の額の合計額を当該課税価格

から控除して得た金額を課税価格として計算した場合に

当該重要文化財又はその部分につき納付すべきこととな

る相続税額又は贈与税額に相当する額 

三 第二項の規定により当該重要文化財又はその部分につ

き文化庁長官が定めた耐用年数から当該重要文化財又は

その部分の修理等を行つた時以後当該重要文化財の相続

、遺贈又は贈与の時までの年数を控除した残余の年数（

一年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。

） 

四 第二項に規定する当該重要文化財又はその部分につい

ての残余の耐用年数 

６ 前項第二号に掲げる第一項の補助金又は負担金の額につい

ては、第二項の規定を準用する。この場合において、同項中
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「譲渡の時」とあるのは、「相続、遺贈又は贈与の時」と読

み替えるものとする。 

７ 第一項の規定により納付金額を納付する者の同項に規定す

る譲渡に係る所得税法（昭和四十年法律第三十三号）第三十

三条第一項に規定する譲渡所得の金額の計算については、第

一項の規定により納付する金額は、同条第三項に規定する資

産の譲渡に要した費用とする。 

（現状変更等の制限） 

第四十三条 重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保

存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の

許可を受けなければならない。ただし、現状変更については

維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場

合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場

合は、この限りでない。 

２ 前項但書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で

定める。 

３ 文化庁長官は、第一項の許可を与える場合において、その

許可の条件として同項の現状変更又は保存に影響を及ぼす

行為に関し必要な指示をすることができる。 

４ 第一項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつ

たときは、文化庁長官は、許可に係る現状変更若しくは保存

に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すこと

ができる。 

５ 第一項の許可を受けることができなかつたことにより、又

は第三項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受

けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する

。 

６ 前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定

を準用する。 

（修理の届出等） 

第四十三条の二 重要文化財を修理しようとするときは、所有

者又は管理団体は、修理に着手しようとする日の三十日前ま

でに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にそ

の旨を届け出なければならない。但し、前条第一項の規定に

より許可を受けなければならない場合その他文部科学省令

の定める場合は、この限りでない。 

２ 重要文化財の保護上必要があると認めるときは、文化庁長

官は、前項の届出に係る重要文化財の修理に関し技術的な指

導と助言を与えることができる。 

（輸出の禁止） 

第四十四条 重要文化財は、輸出してはならない。但し、文化

庁長官が文化の国際的交流その他の事由により特に必要と

認めて許可した場合は、この限りでない。 

（環境保全） 

第四十五条 文化庁長官は、重要文化財の保存のため必要があ

ると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若し

くは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができ

る。 

２ 前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対しては

、国は、その通常生ずべき損失を補償する。 

３ 前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定

を準用する。 

（国に対する売渡しの申出） 

第四十六条 重要文化財を有償で譲り渡そうとする者は、譲渡

の相手方、予定対価の額（予定対価が金銭以外のものである

ときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同

じ。）その他文部科学省令で定める事項を記載した書面をも

つて、まず文化庁長官に国に対する売渡しの申出をしなけれ

ばならない。 

２ 前項の書面においては、当該相手方に対して譲り渡したい

事情を記載することができる。 

３ 文化庁長官は、前項の規定により記載された事情を相当と

認めるときは、当該申出のあつた後三十日以内に当該重要文

化財を買い取らない旨の通知をするものとする。 

４ 第一項の規定による売渡しの申出のあつた後三十日以内に

文化庁長官が当該重要文化財を国において買い取るべき旨

の通知をしたときは、第一項の規定による申出書に記載され

た予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみ

なす。 

５ 第一項に規定する者は、前項の期間（その期間内に文化庁

長官が当該重要文化財を買い取らない旨の通知をしたとき

は、その時までの期間）内は、当該重要文化財を譲り渡して

はならない。 

（管理団体による買取りの補助） 

第四十六条の二 国は、管理団体である地方公共団体その他の

法人が、その管理に係る重要文化財（建造物その他の土地の

定着物及びこれと一体のものとして当該重要文化財に指定

された土地に限る。）で、その保存のため特に買い取る必要

があると認められるものを買い取る場合には、その買取りに

要する経費の一部を補助することができる。 

２ 前項の場合には、第三十五条第二項及び第三項並びに第四

十二条の規定を準用する。 

（管理又は修理の受託又は技術的指導） 

第四十七条 重要文化財の所有者（管理団体がある場合は、そ

の者）は、文化庁長官の定める条件により、文化庁長官に重

要文化財の管理（管理団体がある場合を除く。）又は修理を

委託することができる。 

２ 文化庁長官は、重要文化財の保存上必要があると認めると

きは、所有者（管理団体がある場合は、その者）に対し、条

件を示して、文化庁長官にその管理（管理団体がある場合を

除く。）又は修理を委託するように勧告することができる。 

３ 前二項の規定により文化庁長官が管理又は修理の委託を受

けた場合には、第三十九条第一項及び第二項の規定を準用す

る。 

４ 重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体は、文部科

学省令の定めるところにより、文化庁長官に重要文化財の管

理又は修理に関し技術的指導を求めることができる。 

第四款 公開 

（公開） 
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第四十七条の二 重要文化財の公開は、所有者が行うものとす

る。但し、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとす

る。 

２ 前項の規定は、所有者又は管理団体の出品に係る重要文化

財を、所有者及び管理団体以外の者が、この法律の規定によ

り行う公開の用に供することを妨げるものではない。 

３ 管理団体は、その管理する重要文化財を公開する場合には

、当該重要文化財につき観覧料を徴収することができる。 

（文化庁長官による公開） 

第四十八条 文化庁長官は、重要文化財の所有者（管理団体が

ある場合は、その者）に対し、一年以内の期間を限つて、国

立博物館（独立行政法人国立文化財機構が設置する博物館を

いう。以下この条において同じ。）その他の施設において文

化庁長官の行う公開の用に供するため重要文化財を出品す

ることを勧告することができる。 

２ 文化庁長官は、国庫が管理又は修理につき、その費用の全

部若しくは一部を負担し、又は補助金を交付した重要文化財

の所有者（管理団体がある場合は、その者）に対し、一年以

内の期間を限つて、国立博物館その他の施設において文化庁

長官の行う公開の用に供するため当該重要文化財を出品す

ることを命ずることができる。 

３ 文化庁長官は、前項の場合において必要があると認めると

きは、一年以内の期間を限つて、出品の期間を更新すること

ができる。但し、引き続き五年をこえてはならない。 

４ 第二項の命令又は前項の更新があつたときは、重要文化財

の所有者又は管理団体は、その重要文化財を出品しなければ

ならない。 

５ 前四項に規定する場合の外、文化庁長官は、重要文化財の

所有者（管理団体がある場合は、その者）から国立博物館そ

の他の施設において文化庁長官の行う公開の用に供するた

め重要文化財を出品したい旨の申出があつた場合において

適当と認めるときは、その出品を承認することができる。 

第四十九条 文化庁長官は、前条の規定により重要文化財が出

品されたときは、第百八十五条に規定する場合を除いて、文

化庁の職員のうちから、その重要文化財の管理の責に任ずべ

き者を定めなければならない。 

第五十条 第四十八条の規定による出品のために要する費用は

、文部科学省令の定める基準により、国庫の負担とする。 

２ 政府は、第四十八条の規定により出品した所有者又は管理

団体に対し、文部科学省令の定める基準により、給与金を支

給する。 

（所有者等による公開） 

第五十一条 文化庁長官は、重要文化財の所有者又は管理団体

に対し、三箇月以内の期間を限つて、重要文化財の公開を勧

告することができる。 

２ 文化庁長官は、国庫が管理、修理又は買取りにつき、その

費用の全部若しくは一部を負担し、又は補助金を交付した重

要文化財の所有者又は管理団体に対し、三箇月以内の期間を

限つて、その公開を命ずることができる。 

３ 前項の場合には、第四十八条第四項の規定を準用する。 

４ 文化庁長官は、重要文化財の所有者又は管理団体に対し、

前三項の規定による公開及び当該公開に係る重要文化財の

管理に関し必要な指示をすることができる。 

５ 重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体が前項の指

示に従わない場合には、文化庁長官は、公開の停止又は中止

を命ずることができる。 

６ 第二項及び第三項の規定による公開のために要する費用は

、文部科学省令の定めるところにより、その全部又は一部を

国庫の負担とすることができる。 

７ 前項に規定する場合のほか、重要文化財の所有者又は管理

団体がその所有又は管理に係る重要文化財を公開するため

に要する費用は、文部科学省令で定めるところにより、その

全部又は一部を国庫の負担とすることができる。 

第五十一条の二 前条の規定による公開の場合を除き、重要文

化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するた

め第三十四条の規定による届出があつた場合には、前条第四

項及び第五項の規定を準用する。 

（損失の補償） 

第五十二条 第四十八条又は第五十一条第一項、第二項若しく

は第三項の規定により出品し、又は公開したことに起因して

当該重要文化財が滅失し、又はき損したときは、国は、その

重要文化財の所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償す

る。ただし、重要文化財が所有者、管理責任者又は管理団体

の責に帰すべき事由によつて滅失し、又はき損した場合は、

この限りでない。 

２ 前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定

を準用する。 

（所有者等以外の者による公開） 

第五十三条 重要文化財の所有者及び管理団体以外の者がその

主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の

観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなけ

ればならない。ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは

地方公共団体があらかじめ文化庁長官の承認を受けた博物

館その他の施設（以下この項において「公開承認施設」とい

う。）において展覧会その他の催しを主催する場合又は公開

承認施設の設置者が当該公開承認施設においてこれらを主

催する場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書の場合においては、同項に規定する催しを主

催した者（文化庁長官を除く。）は、重要文化財を公衆の観

覧に供した期間の最終日の翌日から起算して二十日以内に、

文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、文化庁

長官に届け出るものとする。 

３ 文化庁長官は、第一項の許可を与える場合において、その

許可の条件として、許可に係る公開及び当該公開に係る重要

文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。 

４ 第一項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつ

たときは、文化庁長官は、許可に係る公開の停止を命じ、又

は許可を取り消すことができる。 

第五款 重要文化財保存活用計画 

15

２．文化財保護法関係



（重要文化財保存活用計画の認定） 

第五十三条の二 重要文化財の所有者（管理団体がある場合は

、その者）は、文部科学省令で定めるところにより、重要文

化財の保存及び活用に関する計画（以下「重要文化財保存活

用計画」という。）を作成し、文化庁長官の認定を申請する

ことができる。 

２ 重要文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を記載する

ものとする。 

一 当該重要文化財の名称及び所在の場所 

二 当該重要文化財の保存及び活用のために行う具体的な

措置の内容 

三 計画期間 

四 その他文部科学省令で定める事項 

３ 前項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載する

ことができる。 

一 当該重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行

為に関する事項 

二 当該重要文化財の修理に関する事項 

三 当該重要文化財（建造物であるものを除く。次項第六号

において同じ。）の公開を目的とする寄託契約に関する事

項 

４ 文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場

合において、その重要文化財保存活用計画が次の各号のいず

れにも適合するものであると認めるときは、その認定をする

ものとする。 

一 当該重要文化財保存活用計画の実施が当該重要文化財

の保存及び活用に寄与するものであると認められること

。 

二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであるこ

と。 

三 第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大

綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保

存活用地域計画が定められているときは、これらに照ら

し適切なものであること。 

四 当該重要文化財保存活用計画に前項第一号に掲げる事

項が記載されている場合には、その内容が重要文化財の

現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を適切に行うため

に必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合す

るものであること。 

五 当該重要文化財保存活用計画に前項第二号に掲げる事

項が記載されている場合には、その内容が重要文化財の

修理を適切に行うために必要なものとして文部科学省令

で定める基準に適合するものであること。 

六 当該重要文化財保存活用計画に前項第三号に掲げる事

項が記載されている場合には、当該寄託契約の内容が重

要文化財の公開を適切かつ確実に行うために必要なもの

として文部科学省令で定める基準に適合するものである

こと。 

５ 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その

旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。 

（認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更） 

第五十三条の三 前条第四項の認定を受けた重要文化財の所有

者又は管理団体は、当該認定を受けた重要文化財保存活用計

画の変更（文部科学省令で定める軽微な変更を除く。）をし

ようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならな

い。 

２ 前条第四項及び第五項の規定は、前項の認定について準用

する。 

（現状変更等の許可の特例） 

第五十三条の四 第五十三条の二第三項第一号に掲げる事項が

記載された重要文化財保存活用計画が同条第四項の認定（前

条第一項の変更の認定を含む。以下この款及び第百五十三条

第二項第六号において同じ。）を受けた場合において、当該

重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をその

記載された事項の内容に即して行うに当たり、第四十三条第

一項の許可を受けなければならないときは、同項の規定にか

かわらず、当該現状変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了

した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その

旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。 

（修理の届出の特例） 

第五十三条の五 第五十三条の二第三項第二号に掲げる事項が

記載された重要文化財保存活用計画が同条第四項の認定を

受けた場合において、当該重要文化財の修理をその記載され

た事項の内容に即して行うに当たり、第四十三条の二第一項

の規定による届出を行わなければならないときは、同項の規

定にかかわらず、当該修理が終了した後遅滞なく、文部科学

省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出る

ことをもつて足りる。 

（認定重要文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の

徴収） 

第五十三条の六 文化庁長官は、第五十三条の二第四項の認定

を受けた重要文化財の所有者又は管理団体に対し、当該認定

を受けた重要文化財保存活用計画（変更があつたときは、そ

の変更後のもの。次条第一項及び第五十三条の八において「

認定重要文化財保存活用計画」という。）の実施の状況につ

いて報告を求めることができる。 

（認定の取消し） 

第五十三条の七 文化庁長官は、認定重要文化財保存活用計画

が第五十三条の二第四項各号のいずれかに適合しなくなつ

たと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 

２ 文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは

、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなけ

ればならない。 

（所有者等への指導又は助言） 

第五十三条の八 都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。

）町村の教育委員会（地方教育行政の組織及び運営に関する

法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第二十三条第一項の

条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する

事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体（以

下「特定地方公共団体」という。）にあつては、その長。第

百八十三条の八第四項、第百九十条第一項及び第百九十一条

第一項を除き、以下同じ。）は、重要文化財の所有者又は管
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理団体の求めに応じ、重要文化財保存活用計画の作成及び認

定重要文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必

要な指導又は助言をすることができる。 

２ 文化庁長官は、重要文化財の所有者又は管理団体の求めに

応じ、重要文化財保存活用計画の作成及び認定重要文化財保

存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助

言をするように努めなければならない。 

第六款 調査 

（保存のための調査） 

第五十四条 文化庁長官は、必要があると認めるときは、重要

文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化

財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告

を求めることができる。 

第五十五条 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場

合において、前条の報告によつてもなお重要文化財に関する

状況を確認することができず、かつ、その確認のため他に方

法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在

する場所に立ち入つてその現状又は管理、修理若しくは環境

保全の状況につき実地調査をさせることができる。 

一 重要文化財に関し現状変更又は保存に影響を及ぼす行

為につき許可の申請があつたとき。 

二 重要文化財が毀損しているとき又はその現状若しくは

所在の場所につき変更があつたとき。 

三 重要文化財が滅失し、毀損し、又は盗み取られるおそれ

のあるとき。 

四 特別の事情により改めて国宝又は重要文化財としての

価値を鑑査する必要があるとき。 

２ 前項の規定により立ち入り、調査する場合においては、当

該調査に当る者は、その身分を証明する証票を携帯し、関係

者の請求があつたときは、これを示し、且つ、その正当な意

見を十分に尊重しなければならない。 

３ 第一項の規定による調査によつて損失を受けた者に対して

は、国は、その通常生ずべき損失を補償する。 

４ 前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定

を準用する。 

第七款 雑則 

（所有者変更等に伴う権利義務の承継） 

第五十六条 重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者

は、当該重要文化財に関しこの法律に基いてする文化庁長官

の命令、勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務

を承継する。 

２ 前項の場合には、旧所有者は、当該重要文化財の引渡と同

時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。 

３ 管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には

、第一項の規定を準用する。但し、管理団体が指定された場

合には、もつぱら所有者に属すべき権利義務については、こ

の限りでない。 

第二節 登録有形文化財 

（有形文化財の登録） 

第五十七条 文部科学大臣は、重要文化財以外の有形文化財（

第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つ

ているものを除く。）のうち、その文化財としての価値に鑑

み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文

化財登録原簿に登録することができる。 

２ 文部科学大臣は、前項の規定による登録をしようとすると

きは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴くものとす

る。ただし、当該登録をしようとする有形文化財が第百八十

二条の二第一項若しくは第百八十三条の五第一項の規定又

は文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の

推進に関する法律（令和二年法律第十八号）第十六条第一項

の規定による登録の提案に係るものであるときは、この限り

でない。 

３ 文化財登録原簿に記載すべき事項その他文化財登録原簿に

関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 

（告示、通知及び登録証の交付） 

第五十八条 前条第一項の規定による登録をしたときは、速や

かに、その旨を官報で告示するとともに、当該登録をされた

有形文化財（以下「登録有形文化財」という。）の所有者に

通知する。 

２ 前条第一項の規定による登録は、前項の規定による官報の

告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、当該登録有

形文化財の所有者に対しては、同項の規定による通知が当該

所有者に到達した時からその効力を生ずる。 

３ 前条第一項の規定による登録をしたときは、文部科学大臣

は、当該登録有形文化財の所有者に登録証を交付しなければ

ならない。 

４ 登録証に記載すべき事項その他登録証に関し必要な事項は

、文部科学省令で定める。 

（登録有形文化財の登録の抹消） 

第五十九条 文部科学大臣は、登録有形文化財について、第二

十七条第一項の規定により重要文化財に指定したときは、そ

の登録を抹消するものとする。 

２ 文部科学大臣は、登録有形文化財について、第百八十二条

第二項に規定する指定を地方公共団体が行つたときは、その

登録を抹消するものとする。ただし、当該登録有形文化財に

ついて、その保存及び活用のための措置を講ずる必要があり

、かつ、その所有者の同意がある場合は、この限りでない。 

３ 文部科学大臣は、登録有形文化財についてその保存及び活

用のための措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊

の事由があるときは、その登録を抹消することができる。 

４ 前三項の規定により登録の抹消をしたときは、速やかに、

その旨を官報で告示するとともに、当該登録有形文化財の所

有者に通知する。 

５ 第一項から第三項までの規定による登録の抹消には、前条

第二項の規定を準用する。 
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６ 第四項の通知を受けたときは、所有者は、三十日以内に登

録証を文部科学大臣に返付しなければならない。 

（登録有形文化財の管理） 

第六十条 登録有形文化財の所有者は、この法律及びこれに基

づく文部科学省令に従い、登録有形文化財を管理しなければ

ならない。 

２ 登録有形文化財の所有者は、当該登録有形文化財の適切な

管理のため必要があるときは、第百九十二条の二第一項に規

定する文化財保存活用支援団体その他の適当な者を専ら自

己に代わり当該登録有形文化財の管理の責めに任ずべき者

（以下この節において「管理責任者」という。）に選任する

ことができる。 

３ 文化庁長官は、登録有形文化財について、所有者が判明せ

ず、又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難

若しくは不適当であることが明らかである旨の関係地方公

共団体の申出があつた場合には、関係地方公共団体の意見を

聴いて、適当な地方公共団体その他の法人を、当該登録有形

文化財の保存のため必要な管理（当該登録有形文化財の保存

のため必要な施設、設備その他の物件で当該登録有形文化財

の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。）を行

う団体（以下この節において「管理団体」という。）に指定

することができる。 

４ 登録有形文化財の管理には、第三十一条第三項、第三十二

条、第三十二条の二第二項から第五項まで、第三十二条の三

及び第三十二条の四の規定を準用する。 

５ 登録有形文化財の管理責任者及び管理団体には、第一項の

規定を準用する。 

（登録有形文化財の滅失、き損等） 

第六十一条 登録有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しく

はき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは

、所有者（管理責任者又は管理団体がある場合は、その者）

は、文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、そ

の事実を知つた日から十日以内に文化庁長官に届け出なけ

ればならない。 

（登録有形文化財の所在の変更） 

第六十二条 登録有形文化財の所在の場所を変更しようとする

ときは、登録有形文化財の所有者（管理責任者又は管理団体

がある場合は、その者）は、文部科学省令の定める事項を記

載した書面をもつて、所在の場所を変更しようとする日の二

十日前までに、登録証を添えて、文化庁長官に届け出なけれ

ばならない。ただし、文部科学省令で定める場合には、届出

を要せず、若しくは届出の際登録証の添付を要せず、又は文

部科学省令で定めるところにより所在の場所を変更した後

届け出ることをもつて足りる。 

（登録有形文化財の修理） 

第六十三条 登録有形文化財の修理は、所有者が行うものとす

る。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものと

する。 

２ 管理団体が修理を行う場合には、第三十二条の二第五項、

第三十二条の四及び第三十四条の三第一項の規定を準用す

る。 

（登録有形文化財の現状変更の届出等） 

第六十四条 登録有形文化財に関しその現状を変更しようとす

る者は、現状を変更しようとする日の三十日前までに、文部

科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け

出なければならない。ただし、維持の措置若しくは非常災害

のために必要な応急措置又は他の法令の規定による現状変

更を内容とする命令に基づく措置を執る場合は、この限りで

ない。 

２ 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省

令で定める。 

３ 登録有形文化財の保護上必要があると認めるときは、文化

庁長官は、第一項の届出に係る登録有形文化財の現状変更に

関し必要な指導、助言又は勧告をすることができる。 

（登録有形文化財の輸出の届出） 

第六十五条 登録有形文化財を輸出しようとする者は、輸出し

ようとする日の三十日前までに、文部科学省令で定めるとこ

ろにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 

２ 登録有形文化財の保護上必要があると認めるときは、文化

庁長官は、前項の届出に係る登録有形文化財の輸出に関し必

要な指導、助言又は勧告をすることができる。 

（登録有形文化財の管理又は修理に関する技術的指導） 

第六十六条 登録有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団

体は、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官に登

録有形文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求めるこ

とができる。 

（登録有形文化財の公開） 

第六十七条 登録有形文化財の公開は、所有者が行うものとす

る。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものと

する。 

２ 前項の規定は、登録有形文化財の所有者及び管理団体以外

の者が、所有者（管理団体がある場合は、その者）の同意を

得て、登録有形文化財を公開の用に供することを妨げるもの

ではない。 

３ 管理団体が行う登録有形文化財の公開には、第四十七条の

二第三項の規定を準用する。 

４ 登録有形文化財の活用上必要があると認めるときは、文化

庁長官は、登録有形文化財の所有者又は管理団体に対し、登

録有形文化財の公開及び当該公開に係る登録有形文化財の

管理に関し、必要な指導又は助言をすることができる。 

（登録有形文化財保存活用計画の認定） 

第六十七条の二 登録有形文化財の所有者（管理団体がある場

合は、その者）は、文部科学省令で定めるところにより、登

録有形文化財の保存及び活用に関する計画（以下「登録有形

文化財保存活用計画」という。）を作成し、文化庁長官の認

定を申請することができる。 

２ 登録有形文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を記載

するものとする。 

一 当該登録有形文化財の名称及び所在の場所 

二 当該登録有形文化財の保存及び活用のために行う具体

的な措置の内容 

三 計画期間 

18

２．文化財保護法関係



四 その他文部科学省令で定める事項 

３ 前項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載する

ことができる。 

一 当該登録有形文化財の現状変更に関する事項 

二 当該登録有形文化財（建造物であるものを除く。次項第

五号において同じ。）のうち世界文化の見地から歴史上、

芸術上又は学術上特に優れた価値を有するものの公開を

目的とする寄託契約に関する事項 

４ 文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場

合において、その登録有形文化財保存活用計画が次の各号の

いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定を

するものとする。 

一 当該登録有形文化財保存活用計画の実施が当該登録有

形文化財の保存及び活用に寄与するものであると認めら

れること。 

二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであるこ

と。 

三 第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大

綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保

存活用地域計画が定められているときは、これらに照ら

し適切なものであること。 

四 当該登録有形文化財保存活用計画に前項第一号に掲げ

る事項が記載されている場合には、その内容が登録有形

文化財の現状変更を適切に行うために必要なものとして

文部科学省令で定める基準に適合するものであること。 

五 当該登録有形文化財保存活用計画に前項第二号に掲げ

る事項が記載されている場合には、当該寄託契約の内容

が登録有形文化財の公開を適切かつ確実に行うために必

要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するも

のであること。 

５ 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その

旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。 

（認定を受けた登録有形文化財保存活用計画の変更） 

第六十七条の三 前条第四項の認定を受けた登録有形文化財の

所有者又は管理団体は、当該認定を受けた登録有形文化財保

存活用計画の変更（文部科学省令で定める軽微な変更を除く

。）をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなけれ

ばならない。 

２ 前条第四項及び第五項の規定は、前項の認定について準用

する。 

（現状変更の届出の特例） 

第六十七条の四 第六十七条の二第三項第一号に掲げる事項が

記載された登録有形文化財保存活用計画が同条第四項の認

定（前条第一項の変更の認定を含む。以下この節及び第百五

十三条第二項第七号において同じ。）を受けた場合において

、当該登録有形文化財の現状変更をその記載された事項の内

容に即して行うに当たり、第六十四条第一項の規定による届

出を行わなければならないときは、同項の規定にかかわらず

、当該現状変更が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定め

るところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつ

て足りる。 

（認定登録有形文化財保存活用計画の実施状況に関する報

告の徴収） 

第六十七条の五 文化庁長官は、第六十七条の二第四項の認定

を受けた登録有形文化財の所有者又は管理団体に対し、当該

認定を受けた登録有形文化財保存活用計画（変更があつたと

きは、その変更後のもの。次条第一項及び第六十七条の七に

おいて「認定登録有形文化財保存活用計画」という。）の実

施の状況について報告を求めることができる。 

（認定の取消し） 

第六十七条の六 文化庁長官は、認定登録有形文化財保存活用

計画が第六十七条の二第四項各号のいずれかに適合しなく

なつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 

２ 文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは

、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなけ

ればならない。 

（所有者等への指導又は助言） 

第六十七条の七 都道府県及び市町村の教育委員会は、登録有

形文化財の所有者又は管理団体の求めに応じ、登録有形文化

財保存活用計画の作成及び認定登録有形文化財保存活用計

画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をする

ことができる。 

２ 文化庁長官は、登録有形文化財の所有者又は管理団体の求

めに応じ、登録有形文化財保存活用計画の作成及び認定登録

有形文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要

な指導又は助言をするように努めなければならない。 

（登録有形文化財の現状等の報告） 

第六十八条 文化庁長官は、必要があると認めるときは、登録

有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、登録

有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告

を求めることができる。 

（所有者変更に伴う登録証の引渡し） 

第六十九条 登録有形文化財の所有者が変更したときは、旧所

有者は、当該登録有形文化財の引渡しと同時にその登録証を

新所有者に引き渡さなければならない。 

第三節 重要文化財及び登録有形文化財以外の有形

文化財 

第七十条 重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財の

所有者は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官

に有形文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求めるこ

とができる。 

第四章 無形文化財 

第一節 重要無形文化財 

（重要無形文化財の指定等） 

第七十一条 文部科学大臣は、無形文化財のうち重要なものを

重要無形文化財に指定することができる。 

２ 文部科学大臣は、前項の規定による指定をするに当たつて

は、当該重要無形文化財の保持者又は保持団体（無形文化財
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を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の

定めのあるものをいう。以下同じ。）を認定しなければなら

ない。 

３ 第一項の規定による指定及び前項の規定による認定は、そ

の旨を官報で告示するとともに、当該重要無形文化財の保持

者又は保持団体として認定するもの（保持団体にあつては、

その代表者）に通知してする。 

４ 文部科学大臣は、第一項の規定による指定をした後におい

ても、当該重要無形文化財の保持者又は保持団体として第二

項の規定による認定をするに足りるものがあると認めると

きは、そのものについて追加して当該認定をすることができ

る。 

（重要無形文化財の指定等の解除） 

第七十二条 重要無形文化財が重要無形文化財としての価値を

失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は

、重要無形文化財の指定を解除することができる。 

２ 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつた

と認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持

団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊

の事由があるときは、文部科学大臣は、保持者又は保持団体

の認定を解除することができる。 

３ 第一項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定

の解除は、その旨を官報で告示するとともに、当該重要無形

文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。 

４ 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき（消

滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。）は

、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保

持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散

したときは、重要無形文化財の指定は解除されたものとする

。この場合には、文部科学大臣は、その旨を官報で告示しな

ければならない。 

（保持者の氏名変更等） 

第七十三条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡し

たとき、その他文部科学省令の定める事由があるときは、保

持者又はその相続人は、文部科学省令の定める事項を記載し

た書面をもつて、その事由の生じた日（保持者の死亡に係る

場合は、相続人がその事実を知つた日）から二十日以内に文

化庁長官に届け出なければならない。保持団体が名称、事務

所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、

又は解散したときも、代表者（保持団体が解散した場合にあ

つては、代表者であつた者）について、同様とする。 

（重要無形文化財の保存） 

第七十四条 文化庁長官は、重要無形文化財の保存のため必要

があると認めるときは、重要無形文化財について自ら記録の

作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執る

ことができるものとし、国は、保持者、保持団体又は地方公

共団体その他その保存に当たることが適当と認められる者

（以下この節において「保持者等」という。）に対し、その

保存に要する経費の一部を補助することができる。 

２ 前項の規定により補助金を交付する場合には、第三十五条

第二項及び第三項の規定を準用する。 

（重要無形文化財の公開） 

第七十五条 文化庁長官は、重要無形文化財の保持者又は保持

団体に対し重要無形文化財の公開を、重要無形文化財の記録

の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。 

２ 重要無形文化財の保持者又は保持団体が重要無形文化財を

公開する場合には、第五十一条第七項の規定を準用する。 

３ 重要無形文化財の記録の所有者がその記録を公開する場合

には、国は、その公開に要する経費の一部を補助することが

できる。 

（重要無形文化財の保存に関する助言又は勧告） 

第七十六条 文化庁長官は、重要無形文化財の保持者等に対し

、重要無形文化財の保存のため必要な助言又は勧告をするこ

とができる。 

（重要無形文化財保存活用計画の認定） 

第七十六条の二 重要無形文化財の保持者等は、文部科学省令

で定めるところにより、重要無形文化財の保存及び活用に関

する計画（以下この節及び第百五十三条第二項第八号におい

て「重要無形文化財保存活用計画」という。）を作成し、文

化庁長官の認定を申請することができる。 

２ 重要無形文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を記載

するものとする。 

一 当該重要無形文化財の名称及び保持者又は保持団体 

二 当該重要無形文化財の保存及び活用のために行う具体

的な措置の内容 

三 計画期間 

四 その他文部科学省令で定める事項 

３ 文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場

合において、その重要無形文化財保存活用計画が次の各号の

いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定を

するものとする。 

一 当該重要無形文化財保存活用計画の実施が当該重要無

形文化財の保存及び活用に寄与するものであると認めら

れること。 

二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであるこ

と。 

三 第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大

綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保

存活用地域計画が定められているときは、これらに照ら

し適切なものであること。 

４ 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その

旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。 

（認定を受けた重要無形文化財保存活用計画の変更） 

第七十六条の三 前条第三項の認定を受けた重要無形文化財の

保持者等は、当該認定を受けた重要無形文化財保存活用計画

の変更（文部科学省令で定める軽微な変更を除く。）をしよ

うとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない

。 

２ 前条第三項及び第四項の規定は、前項の認定について準用

する。 

（認定重要無形文化財保存活用計画の実施状況に関する報

告の徴収） 
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第七十六条の四 文化庁長官は、第七十六条の二第三項の認定

を受けた重要無形文化財の保持者等に対し、当該認定（前条

第一項の変更の認定を含む。次条及び第百五十三条第二項第

八号において同じ。）を受けた重要無形文化財保存活用計画

（変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び

第七十六条の六において「認定重要無形文化財保存活用計画

」という。）の実施の状況について報告を求めることができ

る。 

（認定の取消し） 

第七十六条の五 文化庁長官は、認定重要無形文化財保存活用

計画が第七十六条の二第三項各号のいずれかに適合しなく

なつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 

２ 文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは

、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなけ

ればならない。 

（保持者等への指導又は助言） 

第七十六条の六 都道府県及び市町村の教育委員会は、重要無

形文化財の保持者等の求めに応じ、重要無形文化財保存活用

計画の作成及び認定重要無形文化財保存活用計画の円滑か

つ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることができ

る。 

２ 文化庁長官は、重要無形文化財の保持者等の求めに応じ、

重要無形文化財保存活用計画の作成及び認定重要無形文化

財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又

は助言をするように努めなければならない。 

第二節 登録無形文化財 

（無形文化財の登録） 

第七十六条の七 文部科学大臣は、重要無形文化財以外の無形

文化財（第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体

が行つているものを除く。）のうち、その文化財としての価

値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるも

のを文化財登録原簿に登録することができる。 

２ 前項の規定による登録には、第五十七条第二項及び第三項

の規定を準用する。 

３ 文部科学大臣は、第一項の規定による登録をするに当たつ

ては、当該登録をする無形文化財の保持者又は保持団体を認

定しなければならない。 

４ 第一項の規定による登録及び前項の規定による認定は、そ

の旨を官報で告示するとともに、当該登録をする無形文化財

の保持者又は保持団体として認定するもの（保持団体にあつ

ては、その代表者）に通知してする。 

５ 文部科学大臣は、第一項の規定による登録をした後におい

ても、当該登録をされた無形文化財（以下「登録無形文化財

」という。）の保持者又は保持団体として第三項の規定によ

る認定をするに足りるものがあると認めるときは、そのもの

について追加して当該認定をすることができる。 

（登録無形文化財の登録の抹消等） 

第七十六条の八 文部科学大臣は、登録無形文化財について、

第七十一条第一項の規定により重要無形文化財に指定した

ときは、その登録を抹消するものとする。 

２ 文部科学大臣は、登録無形文化財について、第百八十二条

第二項に規定する指定を地方公共団体が行つたときは、その

登録を抹消するものとする。ただし、当該登録無形文化財に

ついて、その保存及び活用のための措置を講ずる必要があり

、かつ、その保持者又は保持団体の同意がある場合は、この

限りでない。 

３ 文部科学大臣は、登録無形文化財についてその保存及び活

用のための措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊

の事由があるときは、その登録を抹消することができる。 

４ 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつた

と認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持

団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊

の事由があるときは、文部科学大臣は、保持者又は保持団体

の認定を解除することができる。 

５ 第一項から第三項までの規定による登録の抹消又は前項の

規定による認定の解除は、その旨を官報で告示するとともに

、当該登録無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知

してする。 

６ 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき（消

滅したときを含む。以下この項及び次条において同じ。）は

、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保

持者の全てが死亡したとき、又は保持団体の全てが解散した

ときは、登録無形文化財の登録は抹消されたものとする。こ

の場合には、文部科学大臣は、その旨を官報で告示しなけれ

ばならない。 

（保持者の氏名変更等） 

第七十六条の九 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死

亡したとき、その他文部科学省令で定める事由があるときは

、保持者又はその相続人は、文部科学省令で定める事項を記

載した書面をもつて、その事由の生じた日（保持者の死亡に

係る場合は、相続人がその事実を知つた日）から二十日以内

に文化庁長官に届け出なければならない。保持団体が名称、

事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生

じ、又は解散したときも、代表者（保持団体が解散した場合

にあつては、代表者であつた者）について、同様とする。 

（登録無形文化財の保存） 

第七十六条の十 文化庁長官は、登録無形文化財の保存のため

必要があると認めるときは、登録無形文化財について自ら記

録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を

執ることができるものとし、国は、保持者、保持団体又は地

方公共団体その他その保存に当たることが適当と認められ

る者（以下この節において「保持者等」という。）に対し、

その保存に要する経費の一部を補助することができる。 

２ 前項の規定により補助金を交付する場合には、第三十五条

第二項及び第三項の規定を準用する。 

（登録無形文化財の公開） 

第七十六条の十一 文化庁長官は、登録無形文化財の保持者又

は保持団体に対しては登録無形文化財の公開に関して、登録
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無形文化財の記録の所有者に対してはその記録の公開に関

して、必要な指導又は助言をすることができる。 

２ 登録無形文化財の保持者又は保持団体が登録無形文化財を

公開する場合には第五十一条第七項の規定を、登録無形文化

財の記録の所有者がその記録を公開する場合には第七十五

条第三項の規定を準用する。 

（登録無形文化財の保存に関する指導又は助言） 

第七十六条の十二 文化庁長官は、登録無形文化財の保持者等

に対し、登録無形文化財の保存のため必要な指導又は助言を

することができる。 

（登録無形文化財保存活用計画の認定） 

第七十六条の十三 登録無形文化財の保持者等は、文部科学省

令で定めるところにより、登録無形文化財の保存及び活用に

関する計画（以下この節及び第百五十三条第二項第九号にお

いて「登録無形文化財保存活用計画」という。）を作成し、

文化庁長官の認定を申請することができる。 

２ 登録無形文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を記載

するものとする。 

一 当該登録無形文化財の名称及び保持者又は保持団体 

二 当該登録無形文化財の保存及び活用のために行う具体

的な措置の内容 

三 計画期間 

四 その他文部科学省令で定める事項 

３ 文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場

合において、その登録無形文化財保存活用計画が次の各号の

いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定を

するものとする。 

一 当該登録無形文化財保存活用計画の実施が当該登録無

形文化財の保存及び活用に寄与するものであると認めら

れること。 

二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであるこ

と。 

三 第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大

綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保

存活用地域計画が定められているときは、これらに照ら

し適切なものであること。 

４ 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その

旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。 

（認定を受けた登録無形文化財保存活用計画の変更） 

第七十六条の十四 前条第三項の認定を受けた登録無形文化財

の保持者等は、当該認定を受けた登録無形文化財保存活用計

画の変更（文部科学省令で定める軽微な変更を除く。）をし

ようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならな

い。 

２ 前条第三項及び第四項の規定は、前項の認定について準用

する。 

（認定登録無形文化財保存活用計画の実施状況に関する報

告の徴収） 

第七十六条の十五 文化庁長官は、第七十六条の十三第三項の

認定を受けた登録無形文化財の保持者等に対し、当該認定（

前条第一項の変更の認定を含む。次条及び第百五十三条第二

項第九号において同じ。）を受けた登録無形文化財保存活用

計画（変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項

及び第七十六条の十七において「認定登録無形文化財保存活

用計画」という。）の実施の状況について報告を求めること

ができる。 

（認定の取消し） 

第七十六条の十六 文化庁長官は、認定登録無形文化財保存活

用計画が第七十六条の十三第三項各号のいずれかに適合し

なくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができ

る。 

２ 文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは

、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなけ

ればならない。 

（保持者等への指導又は助言） 

第七十六条の十七 都道府県及び市町村の教育委員会は、登録

無形文化財の保持者等の求めに応じ、登録無形文化財保存活

用計画の作成及び認定登録無形文化財保存活用計画の円滑

かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることがで

きる。 

２ 文化庁長官は、登録無形文化財の保持者等の求めに応じ、

登録無形文化財保存活用計画の作成及び認定登録無形文化

財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又

は助言をするように努めなければならない。 

第三節 重要無形文化財及び登録無形文化財以外の

無形文化財 

第七十七条 文化庁長官は、重要無形文化財及び登録無形文化

財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを選択して、

自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができる

ものとし、国は、適当な者に対し、当該無形文化財の公開又

はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を

補助することができる。 

２ 前項の規定により補助金を交付する場合には、第三十五条

第二項及び第三項の規定を準用する。 

第五章 民俗文化財 

（重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定） 

第七十八条 文部科学大臣は、有形の民俗文化財のうち特に重

要なものを重要有形民俗文化財に、無形の民俗文化財のうち

特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定することがで

きる。 

２ 前項の規定による重要有形民俗文化財の指定には、第二十

八条第一項から第四項までの規定を準用する。 

３ 第一項の規定による重要無形民俗文化財の指定は、その旨

を官報に告示してする。 

（重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定の解

除） 

第七十九条 重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財が重

要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財としての価値を
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失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は

、重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定を解除

することができる。 

２ 前項の規定による重要有形民俗文化財の指定の解除には、

第二十九条第二項から第四項までの規定を準用する。 

３ 第一項の規定による重要無形民俗文化財の指定の解除は、

その旨を官報に告示してする。 

（重要有形民俗文化財の管理） 

第八十条 重要有形民俗文化財の管理には、第三十条から第三

十四条までの規定を準用する。 

（重要有形民俗文化財の保護） 

第八十一条 重要有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又

はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を

変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の二

十日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁

長官にその旨を届け出なければならない。ただし、文部科学

省令の定める場合は、この限りでない。 

２ 重要有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、

文化庁長官は、前項の届出に係る重要有形民俗文化財の現状

変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な事項を指示

することができる。 

第八十二条 重要有形民俗文化財を輸出しようとする者は、文

化庁長官の許可を受けなければならない。 

第八十三条 重要有形民俗文化財の保護には、第三十四条の二

から第三十六条まで、第三十七条第二項から第四項まで、第

四十二条、第四十六条及び第四十七条の規定を準用する。 

（重要有形民俗文化財の公開） 

第八十四条 重要有形民俗文化財の所有者及び管理団体（第八

十条において準用する第三十二条の二第一項の規定による

指定を受けた地方公共団体その他の法人をいう。以下この章

（第九十条の二第一項を除く。）及び第百八十七条第一項第

二号において同じ。）以外の者がその主催する展覧会その他

の催しにおいて重要有形民俗文化財を公衆の観覧に供しよ

うとするときは、文部科学省令の定める事項を記載した書面

をもつて、観覧に供しようとする最初の日の三十日前までに

、文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文化庁長

官以外の国の機関若しくは地方公共団体があらかじめ文化

庁長官から事前の届出の免除を受けた博物館その他の施設

（以下この項において「公開事前届出免除施設」という。）

において展覧会その他の催しを主催する場合又は公開事前

届出免除施設の設置者が当該公開事前届出免除施設におい

てこれらを主催する場合には、重要有形民俗文化財を公衆の

観覧に供した期間の最終日の翌日から起算して二十日以内

に、文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。 

２ 前項本文の届出に係る公開には、第五十一条第四項及び第

五項の規定を準用する。 

第八十五条 重要有形民俗文化財の公開には、第四十七条の二

から第五十二条までの規定を準用する。 

（重要有形民俗文化財保存活用計画の認定） 

第八十五条の二 重要有形民俗文化財の所有者（管理団体があ

る場合は、その者）は、文部科学省令で定めるところにより

、重要有形民俗文化財の保存及び活用に関する計画（以下「

重要有形民俗文化財保存活用計画」という。）を作成し、文

化庁長官の認定を申請することができる。 

２ 重要有形民俗文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を

記載するものとする。 

一 当該重要有形民俗文化財の名称及び所在の場所 

二 当該重要有形民俗文化財の保存及び活用のために行う

具体的な措置の内容 

三 計画期間 

四 その他文部科学省令で定める事項 

３ 前項第二号に掲げる事項には、当該重要有形民俗文化財の

現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する事項を記載

することができる。 

４ 文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場

合において、その重要有形民俗文化財保存活用計画が次の各

号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認

定をするものとする。 

一 当該重要有形民俗文化財保存活用計画の実施が当該重

要有形民俗文化財の保存及び活用に寄与するものである

と認められること。 

二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであるこ

と。 

三 第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大

綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保

存活用地域計画が定められているときは、これらに照ら

し適切なものであること。 

四 当該重要有形民俗文化財保存活用計画に前項に規定す

る事項が記載されている場合には、その内容が重要有形

民俗文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を適

切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める

基準に適合するものであること。 

５ 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その

旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。 

（現状変更等の届出の特例） 

第八十五条の三 前条第三項に規定する事項が記載された重要

有形民俗文化財保存活用計画が同条第四項の認定（次条にお

いて準用する第五十三条の三第一項の変更の認定を含む。第

百五十三条第二項第十三号において同じ。）を受けた場合に

おいて、当該重要有形民俗文化財の現状変更又は保存に影響

を及ぼす行為をその記載された事項の内容に即して行うに

当たり、第八十一条第一項の規定による届出を行わなければ

ならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更又

は保存に影響を及ぼす行為が終了した後遅滞なく、文部科学

省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出る

ことをもつて足りる。 

（準用） 

第八十五条の四 重要有形民俗文化財保存活用計画については

、第五十三条の三及び第五十三条の六から第五十三条の八ま

での規定を準用する。この場合において、第五十三条の三第

一項中「前条第四項」とあるのは「第八十五条の二第四項」

と、同条第二項中「前条第四項及び第五項」とあるのは「第
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八十五条の二第四項及び第五項」と、第五十三条の六中「第

五十三条の二第四項」とあるのは「第八十五条の二第四項」

と、第五十三条の七第一項中「第五十三条の二第四項各号」

とあるのは「第八十五条の二第四項各号」と読み替えるもの

とする。 

（重要有形民俗文化財の保存のための調査及び所有者変更

等に伴う権利義務の承継） 

第八十六条 重要有形民俗文化財の保存のための調査には、第

五十四条の規定を、重要有形民俗文化財の所有者が変更し、

又は重要有形民俗文化財の管理団体が指定され、若しくはそ

の指定が解除された場合には、第五十六条の規定を準用する

。 

（重要無形民俗文化財の保存） 

第八十七条 文化庁長官は、重要無形民俗文化財の保存のため

必要があると認めるときは、重要無形民俗文化財について自

ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ること

ができるものとし、国は、地方公共団体その他その保存に当

たることが適当と認められる者（第八十九条及び第八十九条

の二第一項において「保存地方公共団体等」という。）に対

し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。 

２ 前項の規定により補助金を交付する場合には、第三十五条

第二項及び第三項の規定を準用する。 

（重要無形民俗文化財の記録の公開） 

第八十八条 文化庁長官は、重要無形民俗文化財の記録の所有

者に対し、その記録の公開を勧告することができる。 

２ 重要無形民俗文化財の記録の所有者がその記録を公開する

場合には、第七十五条第三項の規定を準用する。 

（重要無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告） 

第八十九条 文化庁長官は、保存地方公共団体等に対し、その

保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。 

（重要無形民俗文化財保存活用計画の認定） 

第八十九条の二 保存地方公共団体等は、文部科学省令で定め

るところにより、重要無形民俗文化財の保存及び活用に関す

る計画（以下この章及び第百五十三条第二項第十四号におい

て「重要無形民俗文化財保存活用計画」という。）を作成し

、文化庁長官の認定を申請することができる。 

２ 重要無形民俗文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を

記載するものとする。 

一 当該重要無形民俗文化財の名称 

二 当該重要無形民俗文化財の保存及び活用のために行う

具体的な措置の内容 

三 計画期間 

四 その他文部科学省令で定める事項 

３ 文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場

合において、その重要無形民俗文化財保存活用計画が次の各

号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認

定をするものとする。 

一 当該重要無形民俗文化財保存活用計画の実施が当該重

要無形民俗文化財の保存及び活用に寄与するものである

と認められること。 

二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであるこ

と。 

三 第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大

綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保

存活用地域計画が定められているときは、これらに照ら

し適切なものであること。 

４ 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その

旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。 

（準用） 

第八十九条の三 重要無形民俗文化財保存活用計画については

、第七十六条の三から第七十六条の六までの規定を準用する

。この場合において、第七十六条の三第一項中「前条第三項

」とあるのは「第八十九条の二第三項」と、同条第二項中「

前条第三項及び第四項」とあるのは「第八十九条の二第三項

及び第四項」と、第七十六条の四中「第七十六条の二第三項

」とあるのは「第八十九条の二第三項」と、「次条及び第百

五十三条第二項第八号」とあるのは「次条」と、第七十六条

の五第一項中「第七十六条の二第三項各号」とあるのは「第

八十九条の二第三項各号」と読み替えるものとする。 

（登録有形民俗文化財） 

第九十条 文部科学大臣は、重要有形民俗文化財以外の有形の

民俗文化財（第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共

団体が行つているものを除く。）のうち、その文化財として

の価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要と

されるものを文化財登録原簿に登録することができる。 

２ 前項の規定による登録には、第五十七条第二項及び第三項

の規定を準用する。 

３ 前二項の規定により登録された有形の民俗文化財（以下「

登録有形民俗文化財」という。）については、第三章第二節

（第五十七条及び第六十七条の二から第六十七条の七まで

の規定を除く。）の規定を準用する。この場合において、第

六十四条第一項及び第六十五条第一項中「三十日前」とある

のは「二十日前」と、第六十四条第一項ただし書中「維持の

措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法

令の規定による現状変更を内容とする命令に基づく措置を

執る場合」とあるのは「文部科学省令で定める場合」と読み

替えるものとする。 

（登録有形民俗文化財保存活用計画の認定） 

第九十条の二 登録有形民俗文化財の所有者（管理団体（前条

第三項において準用する第六十条第三項の規定による指定

を受けた地方公共団体その他の法人をいう。）がある場合は

、その者）は、文部科学省令で定めるところにより、登録有

形民俗文化財の保存及び活用に関する計画（以下「登録有形

民俗文化財保存活用計画」という。）を作成し、文化庁長官

の認定を申請することができる。 

２ 登録有形民俗文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を

記載するものとする。 

一 当該登録有形民俗文化財の名称及び所在の場所 

二 当該登録有形民俗文化財の保存及び活用のために行う

具体的な措置の内容 

三 計画期間 
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四 その他文部科学省令で定める事項 

３ 前項第二号に掲げる事項には、当該登録有形民俗文化財の

現状変更に関する事項を記載することができる。 

４ 文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場

合において、その登録有形民俗文化財保存活用計画が次の各

号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認

定をするものとする。 

一 当該登録有形民俗文化財保存活用計画の実施が当該登

録有形民俗文化財の保存及び活用に寄与するものである

と認められること。 

二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであるこ

と。 

三 第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大

綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保

存活用地域計画が定められているときは、これらに照ら

し適切なものであること。 

四 当該登録有形民俗文化財保存活用計画に前項に規定す

る事項が記載されている場合には、登録有形民俗文化財

の現状変更を適切に行うために必要なものとして文部科

学省令で定める基準に適合するものであること。 

５ 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その

旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。 

（現状変更の届出の特例） 

第九十条の三 前条第三項に規定する事項が記載された登録有

形民俗文化財保存活用計画が同条第四項の認定（次条におい

て準用する第六十七条の三第一項の変更の認定を含む。第百

五十三条第二項第十五号において同じ。）を受けた場合にお

いて、当該登録有形民俗文化財の現状変更をその記載された

事項の内容に即して行うに当たり、第九十条第三項において

準用する第六十四条第一項の規定による届出を行わなけれ

ばならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更

が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより

、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。 

（準用） 

第九十条の四 登録有形民俗文化財保存活用計画については、

第六十七条の三及び第六十七条の五から第六十七条の七ま

での規定を準用する。この場合において、第六十七条の三第

一項中「前条第四項」とあるのは「第九十条の二第四項」と

、同条第二項中「前条第四項及び第五項」とあるのは「第九

十条の二第四項及び第五項」と、第六十七条の五中「第六十

七条の二第四項」とあるのは「第九十条の二第四項」と、第

六十七条の六第一項中「第六十七条の二第四項各号」とある

のは「第九十条の二第四項各号」と読み替えるものとする。 

（無形の民俗文化財の登録） 

第九十条の五 文部科学大臣は、重要無形民俗文化財以外の無

形の民俗文化財（第百八十二条第二項に規定する指定を地方

公共団体が行つているものを除く。）のうち、その文化財と

しての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要と

されるものを文化財登録原簿に登録することができる。 

２ 前項の規定による登録には、第五十七条第二項及び第三項

並びに第七十八条第三項の規定を準用する。 

（登録無形民俗文化財の登録の抹消） 

第九十条の六 文部科学大臣は、前条第一項の規定により登録

された無形の民俗文化財（以下「登録無形民俗文化財」とい

う。）について、第七十八条第一項の規定により重要無形民

俗文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする

。 

２ 文部科学大臣は、登録無形民俗文化財について、第百八十

二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つたときは、

その登録を抹消するものとする。ただし、当該登録無形民俗

文化財について、その保存及び活用のための措置を講ずる必

要がある場合は、この限りでない。 

３ 文部科学大臣は、登録無形民俗文化財についてその保存及

び活用のための措置を講ずる必要がなくなつた場合その他

特殊の事由があるときは、その登録を抹消することができる

。 

４ 前三項の規定による登録の抹消は、その旨を官報に告示し

てする。 

（登録無形民俗文化財の保存） 

第九十条の七 文化庁長官は、登録無形民俗文化財の保存のた

め必要があると認めるときは、登録無形民俗文化財について

自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執るこ

とができるものとし、国は、地方公共団体その他その保存に

当たることが適当と認められる者（第九十条の九及び第九十

条の十第一項において「保存地方公共団体等」という。）に

対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる

。 

２ 前項の規定により補助金を交付する場合には、第三十五条

第二項及び第三項の規定を準用する。 

（登録無形民俗文化財の記録の公開） 

第九十条の八 文化庁長官は、登録無形民俗文化財の記録の所

有者に対し、その記録の公開に関して必要な指導又は助言を

することができる。 

２ 登録無形民俗文化財の記録の所有者がその記録を公開する

場合には、第七十五条第三項の規定を準用する。 

（登録無形民俗文化財の保存に関する指導又は助言） 

第九十条の九 文化庁長官は、保存地方公共団体等に対し、そ

の保存のため必要な指導又は助言をすることができる。 

（登録無形民俗文化財保存活用計画の認定） 

第九十条の十 保存地方公共団体等は、文部科学省令で定める

ところにより、登録無形民俗文化財の保存及び活用に関する

計画（以下この章及び第百五十三条第二項第十六号において

「登録無形民俗文化財保存活用計画」という。）を作成し、

文化庁長官の認定を申請することができる。 

２ 登録無形民俗文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を

記載するものとする。 

一 当該登録無形民俗文化財の名称 

二 当該登録無形民俗文化財の保存及び活用のために行う

具体的な措置の内容 

三 計画期間 

四 その他文部科学省令で定める事項 
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３ 文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場

合において、その登録無形民俗文化財保存活用計画が次の各

号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認

定をするものとする。 

一 当該登録無形民俗文化財保存活用計画の実施が当該登

録無形民俗文化財の保存及び活用に寄与するものである

と認められること。 

二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであるこ

と。 

三 第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大

綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保

存活用地域計画が定められているときは、これらに照ら

し適切なものであること。 

４ 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その

旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。 

（準用） 

第九十条の十一 登録無形民俗文化財保存活用計画については

、第七十六条の十四から第七十六条の十七までの規定を準用

する。この場合において、第七十六条の十四第一項中「前条

第三項」とあるのは「第九十条の十第三項」と、同条第二項

中「前条第三項及び第四項」とあるのは「第九十条の十第三

項及び第四項」と、第七十六条の十五中「第七十六条の十三

第三項」とあるのは「第九十条の十第三項」と、「次条及び

第百五十三条第二項第九号」とあるのは「次条」と、第七十

六条の十六第一項中「第七十六条の十三第三項各号」とある

のは「第九十条の十第三項各号」と読み替えるものとする。 

（重要無形民俗文化財及び登録無形民俗文化財以外の無形

の民俗文化財の記録の作成等） 

第九十一条 重要無形民俗文化財及び登録無形民俗文化財以外

の無形の民俗文化財には、第七十七条の規定を準用する。 

第六章 埋蔵文化財 

（調査のための発掘に関する届出、指示及び命令） 

第九十二条 土地に埋蔵されている文化財（以下「埋蔵文化財

」という。）について、その調査のため土地を発掘しようと

する者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつ

て、発掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長官

に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める

場合は、この限りでない。 

２ 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化

庁長官は、前項の届出に係る発掘に関し必要な事項及び報告

書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止

を命ずることができる。 

（土木工事等のための発掘に関する届出及び指示） 

第九十三条 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、

貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知さ

れている土地（以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。）

を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する

。この場合において、同項中「三十日前」とあるのは、「六

十日前」と読み替えるものとする。 

２ 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化

庁長官は、前項で準用する前条第一項の届出に係る発掘に関

し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発

掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。 

（国の機関等が行う発掘に関する特例） 

第九十四条 国の機関、地方公共団体又は国若しくは地方公共

団体の設立に係る法人で政令の定めるもの（以下この条及び

第九十七条において「国の機関等」と総称する。）が、前条

第一項に規定する目的で周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘し

ようとする場合においては、同条の規定を適用しないものと

し、当該国の機関等は、当該発掘に係る事業計画の策定に当

たつて、あらかじめ、文化庁長官にその旨を通知しなければ

ならない。 

２ 文化庁長官は、前項の通知を受けた場合において、埋蔵文

化財の保護上特に必要があると認めるときは、当該国の機関

等に対し、当該事業計画の策定及びその実施について協議を

求めるべき旨の通知をすることができる。 

３ 前項の通知を受けた国の機関等は、当該事業計画の策定及

びその実施について、文化庁長官に協議しなければならない

。 

４ 文化庁長官は、前二項の場合を除き、第一項の通知があつ

た場合において、当該通知に係る事業計画の実施に関し、埋

蔵文化財の保護上必要な勧告をすることができる。 

５ 前各項の場合において、当該国の機関等が各省各庁の長（

国有財産法（昭和二十三年法律第七十三号）第四条第二項に

規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。）であるときは、

これらの規定に規定する通知、協議又は勧告は、文部科学大

臣を通じて行うものとする。 

（埋蔵文化財包蔵地の周知） 

第九十五条 国及び地方公共団体は、周知の埋蔵文化財包蔵地

について、資料の整備その他その周知の徹底を図るために必

要な措置の実施に努めなければならない。 

２ 国は、地方公共団体が行う前項の措置に関し、指導、助言

その他の必要と認められる援助をすることができる。 

（遺跡の発見に関する届出、停止命令等） 

第九十六条 土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により

貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見し

たときは、第九十二条第一項の規定による調査に当たつて発

見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく

、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その

旨を文化庁長官に届け出なければならない。ただし、非常災

害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において

、その現状を変更することを妨げない。 

２ 文化庁長官は、前項の届出があつた場合において、当該届

出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調

査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又は

占有者に対し、期間及び区域を定めて、その現状を変更する

こととなるような行為の停止又は禁止を命ずることができ

る。ただし、その期間は、三月を超えることができない。 

３ 文化庁長官は、前項の命令をしようとするときは、あらか

じめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。 
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４ 第二項の命令は、第一項の届出があつた日から起算して一

月以内にしなければならない。 

５ 第二項の場合において、同項の期間内に調査が完了せず、

引き続き調査を行う必要があるときは、文化庁長官は、一回

に限り、当該命令に係る区域の全部又は一部について、その

期間を延長することができる。ただし、当該命令の期間が、

同項の期間と通算して六月を超えることとなつてはならな

い。 

６ 第二項及び前項の期間を計算する場合においては、第一項

の届出があつた日から起算して第二項の命令を発した日ま

での期間が含まれるものとする。 

７ 文化庁長官は、第一項の届出がなされなかつた場合におい

ても、第二項及び第五項に規定する措置を執ることができる

。 

８ 文化庁長官は、第二項の措置を執つた場合を除き、第一項

の届出がなされた場合には、当該遺跡の保護上必要な指示を

することができる。前項の規定により第二項の措置を執つた

場合を除き、第一項の届出がなされなかつたときも、同様と

する。 

９ 第二項の命令によつて損失を受けた者に対しては、国は、

その通常生ずべき損失を補償する。 

１０ 前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規

定を準用する。 

（国の機関等の遺跡の発見に関する特例） 

第九十七条 国の機関等が前条第一項に規定する発見をしたと

きは、同条の規定を適用しないものとし、第九十二条第一項

又は第九十九条第一項の規定による調査に当たつて発見し

た場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、そ

の旨を文化庁長官に通知しなければならない。ただし、非常

災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度におい

て、その現状を変更することを妨げない。 

２ 文化庁長官は、前項の通知を受けた場合において、当該通

知に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調

査を行う必要があると認めるときは、当該国の機関等に対し

、その調査、保存等について協議を求めるべき旨の通知をす

ることができる。 

３ 前項の通知を受けた国の機関等は、文化庁長官に協議しな

ければならない。 

４ 文化庁長官は、前二項の場合を除き、第一項の通知があつ

た場合において、当該遺跡の保護上必要な勧告をすることが

できる。 

５ 前各項の場合には、第九十四条第五項の規定を準用する。 

（文化庁長官による発掘の施行） 

第九十八条 文化庁長官は、歴史上又は学術上の価値が特に高

く、かつ、その調査が技術的に困難なため国において調査す

る必要があると認められる埋蔵文化財については、その調査

のため土地の発掘を施行することができる。 

２ 前項の規定により発掘を施行しようとするときは、文化庁

長官は、あらかじめ、当該土地の所有者及び権原に基づく占

有者に対し、発掘の目的、方法、着手の時期その他必要と認

める事項を記載した令書を交付しなければならない。 

３ 第一項の場合には、第三十九条（同条第三項において準用

する第三十二条の二第五項の規定を含む。）及び第四十一条

の規定を準用する。 

（地方公共団体による発掘の施行） 

第九十九条 地方公共団体は、文化庁長官が前条第一項の規定

により発掘を施行するものを除き、埋蔵文化財について調査

する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認

められる土地の発掘を施行することができる。 

２ 地方公共団体は、前項の発掘に関し、事業者に対し協力を

求めることができる。 

３ 文化庁長官は、地方公共団体に対し、第一項の発掘に関し

必要な指導及び助言をすることができる。 

４ 国は、地方公共団体に対し、第一項の発掘に要する経費の

一部を補助することができる。 

（返還又は通知等） 

第百条 第九十八条第一項の規定による発掘により文化財を発

見した場合において、文化庁長官は、当該文化財の所有者が

判明しているときはこれを所有者に返還し、所有者が判明し

ないときは、遺失物法（平成十八年法律第七十三号）第四条

第一項の規定にかかわらず、警察署長にその旨を通知するこ

とをもつて足りる。 

２ 前項の規定は、前条第一項の規定による発掘により都道府

県又は地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五

十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。

）若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以

下「指定都市等」という。）の教育委員会が文化財を発見し

た場合における当該教育委員会について準用する。 

３ 第一項（前項において準用する場合を含む。）の通知を受け

たときは、警察署長は、直ちに当該文化財につき遺失物法第

七条第一項の規定による公告をしなければならない。 

（提出） 

第百一条 遺失物法第四条第一項の規定により、埋蔵物として

提出された物件が文化財と認められるときは、警察署長は、

直ちに当該物件を当該物件の発見された土地を管轄する都

道府県の教育委員会（当該土地が指定都市等の区域内に存す

る場合にあつては、当該指定都市等の教育委員会。次条にお

いて同じ。）に提出しなければならない。ただし、所有者の

判明している場合は、この限りでない。 

（鑑査） 

第百二条 前条の規定により物件が提出されたときは、都道府

県の教育委員会は、当該物件が文化財であるかどうかを鑑査

しなければならない。 

２ 都道府県の教育委員会は、前項の鑑査の結果当該物件を文

化財と認めたときは、その旨を警察署長に通知し、文化財で

ないと認めたときは、当該物件を警察署長に差し戻さなけれ

ばならない。 

（引渡し） 

第百三条 第百条第一項に規定する文化財又は同条第二項若し

くは前条第二項に規定する文化財の所有者から、警察署長に

対し、その文化財の返還の請求があつたときは、文化庁長官
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又は都道府県若しくは指定都市等の教育委員会は、当該警察

署長にこれを引き渡さなければならない。 

（国庫帰属及び報償金） 

第百四条 第百条第一項に規定する文化財又は第百二条第二項

に規定する文化財（国の機関又は独立行政法人国立文化財機

構が埋蔵文化財の調査のための土地の発掘により発見した

ものに限る。）で、その所有者が判明しないものの所有権は

、国庫に帰属する。この場合においては、文化庁長官は、当

該文化財の発見された土地の所有者にその旨を通知し、かつ

、その価格の二分の一に相当する額の報償金を支給する。 

２ 前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定

を準用する。 

（都道府県帰属及び報償金） 

第百五条 第百条第二項に規定する文化財又は第百二条第二項

に規定する文化財（前条第一項に規定するものを除く。）で

、その所有者が判明しないものの所有権は、当該文化財の発

見された土地を管轄する都道府県に帰属する。この場合にお

いては、当該都道府県の教育委員会は、当該文化財の発見者

及びその発見された土地の所有者にその旨を通知し、かつ、

その価格に相当する額の報償金を支給する。 

２ 前項に規定する発見者と土地所有者とが異なるときは、前

項の報償金は、折半して支給する。 

３ 第一項の報償金の額は、当該都道府県の教育委員会が決定

する。 

４ 前項の規定による報償金の額については、第四十一条第三

項の規定を準用する。 

５ 前項において準用する第四十一条第三項の規定による訴え

においては、都道府県を被告とする。 

（譲与等） 

第百六条 政府は、第百四条第一項の規定により国庫に帰属し

た文化財の保存のため又はその効用から見て国が保有する

必要がある場合を除いて、当該文化財の発見された土地の所

有者に、その者が同条の規定により受けるべき報償金の額に

相当するものの範囲内でこれを譲与することができる。 

２ 前項の場合には、その譲与した文化財の価格に相当する金

額は、第百四条に規定する報償金の額から控除するものとす

る。 

３ 政府は、第百四条第一項の規定により国庫に帰属した文化

財の保存のため又はその効用から見て国が保有する必要が

ある場合を除いて、独立行政法人国立文化財機構又は当該文

化財の発見された土地を管轄する地方公共団体に対し、その

申請に基づき、当該文化財を譲与し、又は時価よりも低い対

価で譲渡することができる。 

第百七条 都道府県の教育委員会は、第百五条第一項の規定に

より当該都道府県に帰属した文化財の保存のため又はその

効用から見て当該都道府県が保有する必要がある場合を除

いて、当該文化財の発見者又はその発見された土地の所有者

に、その者が同条の規定により受けるべき報償金の額に相当

するものの範囲内でこれを譲与することができる。 

２ 前項の場合には、その譲与した文化財の価格に相当する金

額は、第百五条に規定する報償金の額から控除するものとす

る。 

（遺失物法の適用） 

第百八条 埋蔵文化財に関しては、この法律に特別の定めのあ

る場合のほか、遺失物法の適用があるものとする。 

第七章 史跡名勝天然記念物 

（指定） 

第百九条 文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、

名勝又は天然記念物（以下「史跡名勝天然記念物」と総称す

る。）に指定することができる。 

２ 文部科学大臣は、前項の規定により指定された史跡名勝天

然記念物のうち特に重要なものを特別史跡、特別名勝又は特

別天然記念物（以下「特別史跡名勝天然記念物」と総称する

。）に指定することができる。 

３ 前二項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとと

もに、当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物

の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。 

４ 前項の規定により通知すべき相手方が著しく多数で個別に

通知し難い事情がある場合には、文部科学大臣は、同項の規

定による通知に代えて、その通知すべき事項を当該特別史跡

名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所在地の市町村

の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示することが

できる。この場合においては、その掲示を始めた日から二週

間を経過した時に同項の規定による通知が相手方に到達し

たものとみなす。 

５ 第一項又は第二項の規定による指定は、第三項の規定によ

る官報の告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、当

該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有

者又は権原に基づく占有者に対しては、第三項の規定による

通知が到達した時又は前項の規定によりその通知が到達し

たものとみなされる時からその効力を生ずる。 

６ 文部科学大臣は、第一項の規定により名勝又は天然記念物

の指定をしようとする場合において、その指定に係る記念物

が自然環境の保護の見地から価値の高いものであるときは、

環境大臣と協議しなければならない。 

（仮指定） 

第百十条 前条第一項の規定による指定前において緊急の必要

があると認めるときは、都道府県の教育委員会（当該記念物

が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市

の教育委員会。第百三十三条を除き、以下この章において同

じ。）は、史跡名勝天然記念物の仮指定を行うことができる

。 

２ 前項の規定により仮指定を行つたときは、都道府県の教育

委員会は、直ちにその旨を文部科学大臣に報告しなければな

らない。 

３ 第一項の規定による仮指定には、前条第三項から第五項ま

での規定を準用する。 

（所有権等の尊重及び他の公益との調整） 
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第百十一条 文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、第百

九条第一項若しくは第二項の規定による指定又は前条第一

項の規定による仮指定を行うに当たつては、特に、関係者の

所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の

開発その他の公益との調整に留意しなければならない。 

２ 文部科学大臣又は文化庁長官は、名勝又は天然記念物に係

る自然環境の保護及び整備に関し必要があると認めるとき

は、環境大臣に対し、意見を述べることができる。この場合

において、文化庁長官が意見を述べるときは、文部科学大臣

を通じて行うものとする。 

３ 環境大臣は、自然環境の保護の見地から価値の高い名勝又

は天然記念物の保存及び活用に関し必要があると認めると

きは、文部科学大臣に対し、又は文部科学大臣を通じ文化庁

長官に対して意見を述べることができる。 

（解除） 

第百十二条 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物

がその価値を失つた場合その他特殊の事由のあるときは、文

部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、その指定又は仮指

定を解除することができる。 

２ 第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記

念物につき第百九条第一項の規定による指定があつたとき、

又は仮指定があつた日から二年以内に同項の規定による指

定がなかつたときは、仮指定は、その効力を失う。 

３ 第百十条第一項の規定による仮指定が適当でないと認める

ときは、文部科学大臣は、これを解除することができる。 

４ 第一項又は前項の規定による指定又は仮指定の解除には、

第百九条第三項から第五項までの規定を準用する。 

（管理団体による管理及び復旧） 

第百十三条 史跡名勝天然記念物につき、所有者がないか若し

くは判明しない場合又は所有者若しくは第百十九条第二項

の規定により選任された管理の責めに任ずべき者による管

理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められ

る場合には、文化庁長官は、適当な地方公共団体その他の法

人を指定して、当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な

管理及び復旧（当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な

施設、設備その他の物件で当該史跡名勝天然記念物の所有者

の所有又は管理に属するものの管理及び復旧を含む。）を行

わせることができる。 

２ 前項の規定による指定をするには、文化庁長官は、あらか

じめ、指定しようとする地方公共団体その他の法人の同意を

得なければならない。 

３ 第一項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとと

もに、当該史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占

有者並びに指定しようとする地方公共団体その他の法人に

通知してする。 

４ 第一項の規定による指定には、第百九条第四項及び第五項

の規定を準用する。 

第百十四条 前条第一項に規定する事由が消滅した場合その他

特殊の事由があるときは、文化庁長官は、管理団体の指定を

解除することができる。 

２ 前項の規定による解除には、前条第三項並びに第百九条第

四項及び第五項の規定を準用する。 

第百十五条 第百十三条第一項の規定による指定を受けた地方

公共団体その他の法人（以下この章（第百三十三条の二第一

項を除く。）及び第百八十七条第一項第三号において「管理

団体」という。）は、文部科学省令の定める基準により、史

跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲

いその他の施設を設置しなければならない。 

２ 史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土

地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、管理

団体は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官に

その旨を届け出なければならない。 

３ 管理団体が復旧を行う場合は、管理団体は、あらかじめ、

その復旧の方法及び時期について当該史跡名勝天然記念物

の所有者（所有者が判明しない場合を除く。）及び権原に基

づく占有者の意見を聞かなければならない。 

４ 史跡名勝天然記念物の所有者又は占有者は、正当な理由が

なくて、管理団体が行う管理若しくは復旧又はその管理若し

くは復旧のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはな

らない。 

第百十六条 管理団体が行う管理及び復旧に要する費用は、こ

の法律に特別の定めのある場合を除いて、管理団体の負担と

する。 

２ 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団

体が行う管理又は復旧により所有者の受ける利益の限度に

おいて、管理又は復旧に要する費用の一部を所有者の負担と

することを妨げるものではない。 

３ 管理団体は、その管理する史跡名勝天然記念物につき観覧

料を徴収することができる。 

第百十七条 管理団体が行う管理又は復旧によつて損失を受け

た者に対しては、当該管理団体は、その通常生ずべき損失を

補償しなければならない。 

２ 前項の補償の額は、管理団体（管理団体が地方公共団体で

あるときは、当該地方公共団体の教育委員会）が決定する。 

３ 前項の規定による補償額については、第四十一条第三項の

規定を準用する。 

４ 前項で準用する第四十一条第三項の規定による訴えにおい

ては、管理団体を被告とする。 

第百十八条 管理団体が行う管理には、第三十条、第三十一条

第一項及び第三十三条の規定を、管理団体が行う管理及び復

旧には、第三十五条及び第四十七条の規定を、管理団体が指

定され、又はその指定が解除された場合には、第五十六条第

三項の規定を準用する。 

（所有者による管理及び復旧） 

第百十九条 管理団体がある場合を除いて、史跡名勝天然記念

物の所有者は、当該史跡名勝天然記念物の管理及び復旧に当

たるものとする。 

２ 前項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に当たる所有

者は、当該史跡名勝天然記念物の適切な管理のため必要があ

るときは、第百九十二条の二第一項に規定する文化財保存活

用支援団体その他の適当な者を専ら自己に代わり当該史跡
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名勝天然記念物の管理の責めに任ずべき者（以下この章及び

第百八十七条第一項第三号において「管理責任者」という。

）に選任することができる。この場合には、第三十一条第三

項の規定を準用する。 

第百二十条 所有者が行う管理には、第三十条、第三十一条第

一項、第三十二条、第三十三条並びに第百十五条第一項及び

第二項（同条第二項については、管理責任者がある場合を除

く。）の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、第三十五

条及び第四十七条の規定を、所有者が変更した場合の権利義

務の承継には、第五十六条第一項の規定を、管理責任者が行

う管理には、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三

項、第三十三条、第四十七条第四項及び第百十五条第二項の

規定を準用する。 

（管理に関する命令又は勧告） 

第百二十一条 管理が適当でないため史跡名勝天然記念物が滅

失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるおそれがあると認

めるときは、文化庁長官は、管理団体、所有者又は管理責任

者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関

し必要な措置を命じ、又は勧告することができる。 

２ 前項の場合には、第三十六条第二項及び第三項の規定を準

用する。 

（復旧に関する命令又は勧告） 

第百二十二条 文化庁長官は、特別史跡名勝天然記念物がき損

し、又は衰亡している場合において、その保存のため必要が

あると認めるときは、管理団体又は所有者に対し、その復旧

について必要な命令又は勧告をすることができる。 

２ 文化庁長官は、特別史跡名勝天然記念物以外の史跡名勝天

然記念物が、き損し、又は衰亡している場合において、その

保存のため必要があると認めるときは、管理団体又は所有者

に対し、その復旧について必要な勧告をすることができる。 

３ 前二項の場合には、第三十七条第三項及び第四項の規定を

準用する。 

（文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復旧等の施

行） 

第百二十三条 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する

場合においては、特別史跡名勝天然記念物につき自ら復旧を

行い、又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置をす

ることができる。 

一 管理団体、所有者又は管理責任者が前二条の規定による

命令に従わないとき。 

二 特別史跡名勝天然記念物がき損し、若しくは衰亡してい

る場合又は滅失し、き損し、衰亡し、若しくは盗み取ら

れるおそれのある場合において、管理団体、所有者又は

管理責任者に復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の

防止の措置をさせることが適当でないと認められるとき

。 

２ 前項の場合には、第三十八条第二項及び第三十九条から第

四十一条までの規定を準用する。 

（補助等に係る史跡名勝天然記念物譲渡の場合の納付金） 

第百二十四条 国が復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の

防止の措置につき第百十八条及び第百二十条で準用する第

三十五条第一項の規定により補助金を交付し、又は第百二十

一条第二項で準用する第三十六条第二項、第百二十二条第三

項で準用する第三十七条第三項若しくは前条第二項で準用

する第四十条第一項の規定により費用を負担した史跡名勝

天然記念物については、第四十二条の規定を準用する。 

（現状変更等の制限及び原状回復の命令） 

第百二十五条 史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、

又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文

化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更

については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措

置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽

微である場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省

令で定める。 

３ 第一項の規定による許可を与える場合には、第四十三条第

三項の規定を、第一項の規定による許可を受けた者には、同

条第四項の規定を準用する。 

４ 第一項の規定による処分には、第百十一条第一項の規定を

準用する。 

５ 第一項の許可を受けることができなかつたことにより、又

は第三項で準用する第四十三条第三項の許可の条件を付せ

られたことによつて損失を受けた者に対しては、国は、その

通常生ずべき損失を補償する。 

６ 前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定

を準用する。 

７ 第一項の規定による許可を受けず、又は第三項で準用する

第四十三条第三項の規定による許可の条件に従わないで、史

跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及

ぼす行為をした者に対しては、文化庁長官は、原状回復を命

ずることができる。この場合には、文化庁長官は、原状回復

に関し必要な指示をすることができる。 

（関係行政庁による通知） 

第百二十六条 前条第一項の規定により許可を受けなければな

らないこととされている行為であつてその行為をするにつ

いて、他の法令の規定により許可、認可その他の処分で政令

に定めるものを受けなければならないこととされている場

合において、当該他の法令において当該処分の権限を有する

行政庁又はその委任を受けた者は、当該処分をするときは、

政令の定めるところにより、文化庁長官（第百八十四条第一

項又は第百八十四条の二第一項の規定により前条第一項の

規定による許可を都道府県又は市町村の教育委員会が行う

場合には、当該都道府県又は市町村の教育委員会）に対し、

その旨を通知するものとする。 

（復旧の届出等） 

第百二十七条 史跡名勝天然記念物を復旧しようとするときは

、管理団体又は所有者は、復旧に着手しようとする日の三十

日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長

官にその旨を届け出なければならない。ただし、第百二十五

条第一項の規定により許可を受けなければならない場合そ

の他文部科学省令の定める場合は、この限りでない。 
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２ 史跡名勝天然記念物の保護上必要があると認めるときは、

文化庁長官は、前項の届出に係る史跡名勝天然記念物の復旧

に関し技術的な指導と助言を与えることができる。 

（環境保全） 

第百二十八条 文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の保存のた

め必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制

限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずる

ことができる。 

２ 前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対しては

、国は、その通常生ずべき損失を補償する。 

３ 第一項の規定による制限又は禁止に違反した者には、第百

二十五条第七項の規定を、前項の場合には、第四十一条第二

項から第四項までの規定を準用する。 

（管理団体による買取りの補助） 

第百二十九条 管理団体である地方公共団体その他の法人が、

史跡名勝天然記念物の指定に係る土地又は建造物その他の

土地の定着物で、その管理に係る史跡名勝天然記念物の保存

のため特に買い取る必要があると認められるものを買い取

る場合には、国は、その買取りに要する経費の一部を補助す

ることができる。 

２ 前項の場合には、第三十五条第二項及び第三項並びに第四

十二条の規定を準用する。 

（史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定） 

第百二十九条の二 史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者

は、文部科学省令で定めるところにより、史跡名勝天然記念

物の保存及び活用に関する計画（以下「史跡名勝天然記念物

保存活用計画」という。）を作成し、文化庁長官の認定を申

請することができる。 

２ 史跡名勝天然記念物保存活用計画には、次に掲げる事項を

記載するものとする。 

一 当該史跡名勝天然記念物の名称及び所在地 

二 当該史跡名勝天然記念物の保存及び活用のために行う

具体的な措置の内容 

三 計画期間 

四 その他文部科学省令で定める事項 

３ 前項第二号に掲げる事項には、当該史跡名勝天然記念物の

現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する事項を記載

することができる。 

４ 文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場

合において、その史跡名勝天然記念物保存活用計画が次の各

号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認

定をするものとする。 

一 当該史跡名勝天然記念物保存活用計画の実施が当該史

跡名勝天然記念物の保存及び活用に寄与するものである

と認められること。 

二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであるこ

と。 

三 第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大

綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保

存活用地域計画が定められているときは、これらに照ら

し適切なものであること。 

四 当該史跡名勝天然記念物保存活用計画に前項に規定す

る事項が記載されている場合には、その内容が史跡名勝

天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を適

切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める

基準に適合するものであること。 

５ 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その

旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。 

（認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画の変更） 

第百二十九条の三 前条第四項の認定を受けた史跡名勝天然記

念物の管理団体又は所有者は、当該認定を受けた史跡名勝天

然記念物保存活用計画の変更（文部科学省令で定める軽微な

変更を除く。）をしようとするときは、文化庁長官の認定を

受けなければならない。 

２ 前条第四項及び第五項の規定は、前項の認定について準用

する。 

（現状変更等の許可の特例） 

第百二十九条の四 第百二十九条の二第三項に規定する事項が

記載された史跡名勝天然記念物保存活用計画が同条第四項

の認定（前条第一項の変更の認定を含む。以下この章及び第

百五十三条第二項第二十五号において同じ。）を受けた場合

において、当該史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影

響を及ぼす行為をその記載された事項の内容に即して行う

に当たり、第百二十五条第一項の許可を受けなければならな

いときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更又は保存

に影響を及ぼす行為が終了した後遅滞なく、文部科学省令で

定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることを

もつて足りる。 

（認定史跡名勝天然記念物保存活用計画の実施状況に関す

る報告の徴収） 

第百二十九条の五 文化庁長官は、第百二十九条の二第四項の

認定を受けた史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者に

対し、当該認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画（

変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第

百二十九条の七において「認定史跡名勝天然記念物保存活用

計画」という。）の実施の状況について報告を求めることが

できる。 

（認定の取消し） 

第百二十九条の六 文化庁長官は、認定史跡名勝天然記念物保

存活用計画が第百二十九条の二第四項各号のいずれかに適

合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことが

できる。 

２ 文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは

、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなけ

ればならない。 

（管理団体等への指導又は助言） 

第百二十九条の七 都道府県及び市町村の教育委員会は、史跡

名勝天然記念物の管理団体又は所有者の求めに応じ、史跡名

勝天然記念物保存活用計画の作成及び認定史跡名勝天然記

念物保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導

又は助言をすることができる。 
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２ 文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者

の求めに応じ、史跡名勝天然記念物保存活用計画の作成及び

認定史跡名勝天然記念物保存活用計画の円滑かつ確実な実

施に関し必要な指導又は助言をするように努めなければな

らない。 

（保存のための調査） 

第百三十条 文化庁長官は、必要があると認めるときは、管理

団体、所有者又は管理責任者に対し、史跡名勝天然記念物の

現状又は管理、復旧若しくは環境保全の状況につき報告を求

めることができる。 

第百三十一条 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する

場合において、前条の報告によつてもなお史跡名勝天然記念

物に関する状況を確認することができず、かつ、その確認の

ため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め

、その所在する土地又はその隣接地に立ち入つてその現状又

は管理、復旧若しくは環境保全の状況につき実地調査及び土

地の発掘、障害物の除却その他調査のため必要な措置をさせ

ることができる。ただし、当該土地の所有者、占有者その他

の関係者に対し、著しい損害を及ぼすおそれのある措置は、

させてはならない。 

一 史跡名勝天然記念物に関する現状変更又は保存に影響

を及ぼす行為の許可の申請があつたとき。 

二 史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡しているとき。 

三 史跡名勝天然記念物が滅失し、き損し、衰亡し、又は盗

み取られるおそれのあるとき。 

四 特別の事情によりあらためて特別史跡名勝天然記念物

又は史跡名勝天然記念物としての価値を調査する必要が

あるとき。 

２ 前項の規定による調査又は措置によつて損失を受けた者に

対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。 

３ 第一項の規定により立ち入り、調査する場合には、第五十

五条第二項の規定を、前項の場合には、第四十一条第二項か

ら第四項までの規定を準用する。 

（登録記念物） 

第百三十二条 文部科学大臣は、史跡名勝天然記念物（第百十

条第一項に規定する仮指定を都道府県の教育委員会が行つ

たものを含む。）以外の記念物（第百八十二条第二項に規定

する指定を地方公共団体が行つているものを除く。）のうち

、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための

措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録する

ことができる。 

２ 前項の規定による登録には、第五十七条第二項及び第三項

、第百九条第三項から第五項まで並びに第百十一条第一項の

規定を準用する。 

第百三十三条 前条の規定により登録された記念物（以下「登

録記念物」という。）については、第五十九条第一項から第

五項まで、第六十四条、第六十八条、第百十一条第二項及び

第三項並びに第百十三条から第百二十条までの規定を準用

する。この場合において、第五十九条第一項中「第二十七条

第一項の規定により重要文化財に指定したとき」とあるのは

「第百九条第一項の規定により史跡名勝天然記念物に指定

したとき（第百十条第一項に規定する仮指定を都道府県の教

育委員会（当該記念物が指定都市の区域内に存する場合にあ

つては、当該指定都市の教育委員会）が行つたときを含む。

）」と、同条第四項中「所有者に通知する」とあるのは「所

有者及び権原に基づく占有者に通知する。ただし、通知すべ

き相手方が著しく多数で個別に通知し難い事情がある場合

には、文部科学大臣は、当該通知に代えて、その通知すべき

事項を当該登録記念物の所在地の市町村の事務所又はこれ

に準ずる施設の掲示場に掲示することができる。この場合に

おいては、その掲示を始めた日から二週間を経過した時に当

該通知が相手方に到達したものとみなす」と、同条第五項中

「抹消には、前条第二項の規定を準用する」とあるのは「抹

消は、前項の規定による官報の告示があつた日からその効力

を生ずる。ただし、当該登録記念物の所有者又は権原に基づ

く占有者に対しては、前項の規定による通知が到達した時又

は同項の規定によりその通知が到達したものとみなされる

時からその効力を生ずる」と、第百十三条第一項中「不適当

であると明らかに認められる場合には」とあるのは「不適当

であることが明らかである旨の関係地方公共団体の申出が

あつた場合には、関係地方公共団体の意見を聴いて」と、第

百十八条及び第百二十条中「第三十条、第三十一条第一項」

とあるのは「第三十一条第一項」と、「準用する」とあるの

は「準用する。この場合において、第三十一条第一項中「並

びにこれに基いて発する文部科学省令及び文化庁長官の指

示に従い」とあるのは「及びこれに基づく文部科学省令に従

い」と読み替えるものとする」と、第百十八条中「第三十五

条及び第四十七条の規定を、管理団体が指定され、又はその

指定が解除された場合には、第五十六条第三項」とあるのは

「第四十七条第四項」と、第百二十条中「第三十五条及び第

四十七条の規定を、所有者が変更した場合の権利義務の承継

には、第五十六条第一項」とあるのは「第四十七条第四項」

と読み替えるものとする。 

（登録記念物保存活用計画の認定） 

第百三十三条の二 登録記念物の管理団体（前条において準用

する第百十三条第一項の規定による指定を受けた地方公共

団体その他の法人をいう。）又は所有者は、文部科学省令で

定めるところにより、登録記念物の保存及び活用に関する計

画（以下「登録記念物保存活用計画」という。）を作成し、

文化庁長官の認定を申請することができる。 

２ 登録記念物保存活用計画には、次に掲げる事項を記載する

ものとする。 

一 当該登録記念物の名称及び所在地 

二 当該登録記念物の保存及び活用のために行う具体的な

措置の内容 

三 計画期間 

四 その他文部科学省令で定める事項 

３ 前項第二号に掲げる事項には、当該登録記念物の現状変更

に関する事項を記載することができる。 

４ 文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場

合において、その登録記念物保存活用計画が次の各号のいず
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れにも適合するものであると認めるときは、その認定をする

ものとする。 

一 当該登録記念物保存活用計画の実施が当該登録記念物

の保存及び活用に寄与するものであると認められること

。 

二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであるこ

と。 

三 第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大

綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保

存活用地域計画が定められているときは、これらに照ら

し適切なものであること。 

四 当該登録記念物保存活用計画に前項に規定する事項が

記載されている場合には、その内容が登録記念物の現状

変更を適切に行うために必要なものとして文部科学省令

で定める基準に適合するものであること。 

５ 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その

旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。 

（現状変更の届出の特例） 

第百三十三条の三 前条第三項に規定する事項が記載された登

録記念物保存活用計画が同条第四項の認定（次条において準

用する第六十七条の三第一項の変更の認定を含む。第百五十

三条第二項第二十六号において同じ。）を受けた場合におい

て、当該登録記念物の現状変更をその記載された事項の内容

に即して行うに当たり、第百三十三条において準用する第六

十四条第一項の規定による届出を行わなければならないと

きは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更が終了した後

遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文

化庁長官に届け出ることをもつて足りる。 

（準用） 

第百三十三条の四 登録記念物保存活用計画については、第六

十七条の三及び第六十七条の五から第六十七条の七までの

規定を準用する。この場合において、第六十七条の三第一項

中「前条第四項」とあるのは「第百三十三条の二第四項」と

、同条第二項中「前条第四項及び第五項」とあるのは「第百

三十三条の二第四項及び第五項」と、第六十七条の五中「第

六十七条の二第四項」とあるのは「第百三十三条の二第四項

」と、第六十七条の六第一項中「第六十七条の二第四項各号

」とあるのは「第百三十三条の二第四項各号」と読み替える

ものとする。 

第八章 重要文化的景観 

（重要文化的景観の選定） 

第百三十四条 文部科学大臣は、都道府県又は市町村の申出に

基づき、当該都道府県又は市町村が定める景観法（平成十六

年法律第百十号）第八条第二項第一号に規定する景観計画区

域又は同法第六十一条第一項に規定する景観地区内にある

文化的景観であつて、文部科学省令で定める基準に照らして

当該都道府県又は市町村がその保存のため必要な措置を講

じているもののうち特に重要なものを重要文化的景観とし

て選定することができる。 

２ 前項の規定による選定には、第百九条第三項から第五項ま

での規定を準用する。この場合において、同条第三項中「権

原に基づく占有者」とあるのは、「権原に基づく占有者並び

に第百三十四条第一項に規定する申出を行つた都道府県又

は市町村」と読み替えるものとする。 

（重要文化的景観の選定の解除） 

第百三十五条 重要文化的景観がその価値を失つた場合その他

特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、その選定を解除

することができる。 

２ 前項の場合には、前条第二項の規定を準用する。 

（滅失又はき損） 

第百三十六条 重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、又は

き損したときは、所有者又は権原に基づく占有者（以下この

章において「所有者等」という。）は、文部科学省令の定め

る事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から十

日以内に文化庁長官に届け出なければならない。ただし、重

要文化的景観の保存に著しい支障を及ぼすおそれがない場

合として文部科学省令で定める場合は、この限りでない。 

（管理に関する勧告又は命令） 

第百三十七条 管理が適当でないため重要文化的景観が滅失し

、又はき損するおそれがあると認めるときは、文化庁長官は

、所有者等に対し、管理方法の改善その他管理に関し必要な

措置を勧告することができる。 

２ 文化庁長官は、前項に規定する勧告を受けた所有者等が、

正当な理由がなくてその勧告に係る措置を執らなかつた場

合において、特に必要があると認めるときは、当該所有者等

に対し、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることが

できる。 

３ 文化庁長官は、第一項の規定による勧告又は前項の規定に

よる命令をしようとするときは、あらかじめ、当該重要文化

的景観について第百三十四条第一項に規定する申出を行つ

た都道府県又は市町村の意見を聴くものとする。 

４ 第一項及び第二項の場合には、第三十六条第二項及び第三

項の規定を準用する。 

（費用負担に係る重要文化的景観譲渡の場合の納付金） 

第百三十八条 国が滅失又はき損の防止の措置につき前条第四

項で準用する第三十六条第二項の規定により費用を負担し

た重要文化的景観については、第四十二条の規定を準用する

。 

（現状変更等の届出等） 

第百三十九条 重要文化的景観に関しその現状を変更し、又は

その保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変

更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の三十

日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長

官にその旨を届け出なければならない。ただし、現状変更に

ついては維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急

措置又は他の法令の規定による現状変更を内容とする命令

に基づく措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為について

は影響の軽微である場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省

令で定める。 
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３ 重要文化的景観の保護上必要があると認めるときは、文化

庁長官は、第一項の届出に係る重要文化的景観の現状変更又

は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指導、助言又は勧告

をすることができる。 

（現状等の報告） 

第百四十条 文化庁長官は、必要があると認めるときは、所有

者等に対し、重要文化的景観の現状又は管理若しくは復旧の

状況につき報告を求めることができる。 

（他の公益との調整等） 

第百四十一条 文部科学大臣は、第百三十四条第一項の規定に

よる選定を行うに当たつては、特に、関係者の所有権、鉱業

権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の

公益との調整及び農林水産業その他の地域における産業と

の調和に留意しなければならない。 

２ 文化庁長官は、第百三十七条第一項の規定による勧告若し

くは同条第二項の規定による命令又は第百三十九条第三項

の規定による勧告をしようとするときは、重要文化的景観の

特性にかんがみ、国土の開発その他の公益との調整及び農林

水産業その他の地域における産業との調和を図る観点から、

政令で定めるところにより、あらかじめ、関係各省各庁の長

と協議しなければならない。 

３ 国は、重要文化的景観の保存のため特に必要と認められる

物件の管理、修理、修景又は復旧について都道府県又は市町

村が行う措置について、その経費の一部を補助することがで

きる。 

第九章 伝統的建造物群保存地区 

（伝統的建造物群保存地区） 

第百四十二条 この章において「伝統的建造物群保存地区」と

は、伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成

している環境を保存するため、次条第一項又は第二項の定め

るところにより市町村が定める地区をいう。 

（伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護） 

第百四十三条 市町村は、都市計画法（昭和四十三年法律第百

号）第五条又は第五条の二の規定により指定された都市計画

区域又は準都市計画区域内においては、都市計画に伝統的建

造物群保存地区を定めることができる。この場合においては

、市町村は、条例で、当該地区の保存のため、政令の定める

基準に従い必要な現状変更の規制について定めるほか、その

保存のため必要な措置を定めるものとする。 

２ 市町村は、前項の都市計画区域又は準都市計画区域以外の

区域においては、条例の定めるところにより、伝統的建造物

群保存地区を定めることができる。この場合においては、前

項後段の規定を準用する。 

３ 市町村は、伝統的建造物群保存地区に関し、地区の決定若

しくはその取消し又は条例の制定若しくはその改廃を行つ

た場合は、文化庁長官に対し、その旨を報告しなければなら

ない。 

４ 文化庁長官又は都道府県の教育委員会は、市町村に対し、

伝統的建造物群保存地区の保存に関し、必要な指導又は助言

をすることができる。 

（重要伝統的建造物群保存地区の選定） 

第百四十四条 文部科学大臣は、市町村の申出に基づき、伝統

的建造物群保存地区の区域の全部又は一部で我が国にとつ

てその価値が特に高いものを、重要伝統的建造物群保存地区

として選定することができる。 

２ 前項の規定による選定は、その旨を官報で告示するととも

に、当該申出に係る市町村に通知してする。 

（選定の解除） 

第百四十五条 文部科学大臣は、重要伝統的建造物群保存地区

がその価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、そ

の選定を解除することができる。 

２ 前項の場合には、前条第二項の規定を準用する。 

（管理等に関する補助） 

第百四十六条 国は、重要伝統的建造物群保存地区の保存のた

めの当該地区内における建造物及び伝統的建造物群と一体

をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件の管

理、修理、修景又は復旧について市町村が行う措置について

、その経費の一部を補助することができる。 

第十章 文化財の保存技術の保護 

（選定保存技術の選定等） 

第百四十七条 文部科学大臣は、文化財の保存のために欠くこ

とのできない伝統的な技術又は技能で保存の措置を講ずる

必要があるものを選定保存技術として選定することができ

る。 

２ 文部科学大臣は、前項の規定による選定をするに当たつて

は、選定保存技術の保持者又は保存団体（選定保存技術を保

存することを主たる目的とする団体（財団を含む。）で代表

者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。）を認定

しなければならない。 

３ 一の選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存

団体とを併せてすることができる。 

４ 第一項の規定による選定及び前二項の規定による認定には

、第七十一条第三項及び第四項の規定を準用する。 

（選定等の解除） 

第百四十八条 文部科学大臣は、選定保存技術について保存の

措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の事由があ

るときは、その選定を解除することができる。 

２ 文部科学大臣は、保持者が心身の故障のため保持者として

適当でなくなつたと認められる場合、保存団体が保存団体と

して適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由

があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することが

できる。 

３ 前二項の場合には、第七十二条第三項の規定を準用する。 

４ 前条第二項の認定が保持者のみについてなされた場合にあ

つてはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体の

みについてなされた場合にあつてはそのすべてが解散した
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とき（消滅したときを含む。以下この項において同じ。）、同

項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあ

つては保持者のすべてが死亡しかつ保存団体のすべてが解

散したときは、選定保存技術の選定は、解除されたものとす

る。この場合には、文部科学大臣は、その旨を官報で告示し

なければならない。 

（保持者の氏名変更等） 

第百四十九条 保持者及び保存団体には、第七十三条の規定を

準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とある

のは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。 

（選定保存技術の保存） 

第百五十条 文化庁長官は、選定保存技術の保存のため必要が

あると認めるときは、選定保存技術について自ら記録を作成

し、又は伝承者の養成その他選定保存技術の保存のために必

要と認められるものについて適当な措置を執ることができ

る。 

（選定保存技術の記録の公開） 

第百五十一条 選定保存技術の記録の所有者には、第八十八条

の規定を準用する。 

（選定保存技術の保存に関する援助） 

第百五十二条 国は、選定保存技術の保持者若しくは保存団体

又は地方公共団体その他その保存に当たることを適当と認

める者に対し、指導、助言その他の必要と認められる援助を

することができる。 

第十一章 文化審議会への諮問 

第百五十三条 文部科学大臣は、次に掲げる事項については、

あらかじめ、文化審議会に諮問しなければならない。 

一 国宝又は重要文化財の指定及びその指定の解除 

二 登録有形文化財の登録及びその登録の抹消（第五十九条

第一項又は第二項の規定による登録の抹消を除く。） 

三 重要無形文化財の指定及びその指定の解除 

四 重要無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその

認定の解除 

五 登録無形文化財の登録及びその登録の抹消（第七十六条

の八第一項又は第二項の規定による登録の抹消を除く。

） 

六 登録無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその

認定の解除 

七 重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定及

びその指定の解除 

八 登録有形民俗文化財の登録及びその登録の抹消（第九十

条第三項で準用する第五十九条第一項又は第二項の規定

による登録の抹消を除く。） 

九 登録無形民俗文化財の登録及びその登録の抹消（第九十

条の六第一項又は第二項の規定による登録の抹消を除く

。） 

十 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の指

定及びその指定の解除 

十一 史跡名勝天然記念物の仮指定の解除 

十二 登録記念物の登録及びその登録の抹消（第百三十三条

で準用する第五十九条第一項又は第二項の規定による登

録の抹消を除く。） 

十三 重要文化的景観の選定及びその選定の解除 

十四 重要伝統的建造物群保存地区の選定及びその選定の

解除 

十五 選定保存技術の選定及びその選定の解除 

十六 選定保存技術の保持者又は保存団体の認定及びその

認定の解除 

２ 文化庁長官は、次に掲げる事項については、あらかじめ、

文化審議会に諮問しなければならない。 

一 重要文化財の管理又は国宝の修理に関する命令 

二 文化庁長官による国宝の修理又は滅失、毀損若しくは盗

難の防止の措置の施行 

三 重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の

許可 

四 重要文化財の環境保全のための制限若しくは禁止又は

必要な施設の命令 

五 国による重要文化財の買取り 

六 重要文化財保存活用計画の第五十三条の二第四項の認

定 

七 登録有形文化財保存活用計画の第六十七条の二第四項

の認定 

八 重要無形文化財保存活用計画の第七十六条の二第三項

の認定 

九 登録無形文化財保存活用計画の第七十六条の十三第三

項の認定 

十 重要無形文化財及び登録無形文化財以外の無形文化財

のうち文化庁長官が記録を作成すべきもの又は記録の作

成等につき補助すべきものの選択 

十一 重要有形民俗文化財の管理に関する命令 

十二 重要有形民俗文化財の買取り 

十三 重要有形民俗文化財保存活用計画の第八十五条の二

第四項の認定 

十四 重要無形民俗文化財保存活用計画の第八十九条の二

第三項の認定（第八十九条の三において準用する第七十

六条の三第一項の変更の認定を含む。） 

十五 登録有形民俗文化財保存活用計画の第九十条の二第

四項の認定 

十六 登録無形民俗文化財保存活用計画の第九十条の十第

三項の認定（第九十条の十一において準用する第七十六

条の十四第一項の変更の認定を含む。） 

十七 重要無形民俗文化財及び登録無形民俗文化財以外の

無形の民俗文化財のうち文化庁長官が記録を作成すべき

もの又は記録の作成等につき補助すべきものの選択 

十八 遺跡の現状変更となる行為についての停止命令又は

禁止命令の期間の延長 

十九 文化庁長官による埋蔵文化財の調査のための発掘の

施行 

二十 史跡名勝天然記念物の管理又は特別史跡名勝天然記

念物の復旧に関する命令 
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二十一 文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復旧

又は滅失、毀損、衰亡若しくは盗難の防止の措置の施行 

二十二 史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を

及ぼす行為の許可 

二十三 史跡名勝天然記念物の環境保全のための制限若し

くは禁止又は必要な施設の命令 

二十四 史跡名勝天然記念物の現状変更若しくは保存に影

響を及ぼす行為の許可を受けず、若しくはその許可の条

件に従わない場合又は史跡名勝天然記念物の環境保全の

ための制限若しくは禁止に違反した場合の原状回復の命

令 

二十五 史跡名勝天然記念物保存活用計画の第百二十九条

の二第四項の認定 

二十六 登録記念物保存活用計画の第百三十三条の二第四

項の認定 

二十七 重要文化的景観の管理に関する命令 

二十八 第百八十三条の三第一項に規定する文化財保存活

用地域計画の同条第五項の認定（第百八十三条の四第一

項の変更の認定を含む。） 

二十九 第百八十四条第一項の政令（同項第二号に掲げる事

務に係るものに限る。）又は第百八十四条の二第一項の政

令（第百八十四条第一項第二号に掲げる事務に係るもの

に限る。）の制定又は改廃の立案 

第十二章 補則 

第一節 聴聞、意見の聴取及び審査請求 

（聴聞の特例） 

第百五十四条 文化庁長官（第百八十四条第一項の規定により

文化庁長官の権限に属する事務を都道府県又は市の教育委

員会が行う場合には、当該都道府県又は市の教育委員会）は

、次に掲げる処分を行おうとするときは、行政手続法（平成

五年法律第八十八号）第十三条第一項の規定による意見陳述

のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければなら

ない。 

一 第四十五条第一項又は第百二十八条第一項の規定によ

る制限、禁止又は命令で特定の者に対して行われるもの 

二 第五十一条第五項（第五十一条の二（第八十五条におい

て準用する場合を含む。）、第八十四条第二項及び第八十

五条において準用する場合を含む。）の規定による公開の

中止命令 

三 第九十二条第二項の規定による発掘の禁止又は中止命

令 

四 第九十六条第二項の規定による同項の調査のための停

止命令若しくは禁止命令又は同条第五項の規定によるこ

れらの命令の期間の延長 

五 第百二十五条第七項（第百二十八条第三項において準用

する場合を含む。）の規定による原状回復の命令 

２ 文化庁長官（第百八十四条第一項又は第百八十四条の二第

一項の規定により文化庁長官の権限に属する事務を都道府

県又は市町村の教育委員会が行う場合には、当該都道府県又

は市町村の教育委員会。次条において同じ。）は、前項の聴

聞又は第四十三条第四項（第百二十五条第三項において準用

する場合を含む。）若しくは第五十三条第四項の規定による

許可の取消しに係る聴聞をしようとするときは、当該聴聞の

期日の十日前までに、行政手続法第十五条第一項の規定によ

る通知をし、かつ、当該処分の内容並びに当該聴聞の期日及

び場所を公示しなければならない。 

３ 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなけれ

ばならない。 

（意見の聴取） 

第百五十五条 文化庁長官は、次に掲げる措置を行おうとする

ときは、関係者又はその代理人の出頭を求めて、公開による

意見の聴取を行わなければならない。 

一 第三十八条第一項又は第百二十三条第一項の規定によ

る修理若しくは復旧又は措置の施行 

二 第五十五条第一項又は第百三十一条第一項の規定によ

る立入調査又は調査のため必要な措置の施行 

三 第九十八条第一項の規定による発掘の施行 

２ 文化庁長官は、前項の意見の聴取を行おうとするときは、

その期日の十日前までに、同項各号に掲げる措置を行おうと

する理由、その措置の内容並びに当該意見の聴取の期日及び

場所を当該関係者に通告し、かつ、その措置の内容並びに当

該意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。 

３ 第一項の意見の聴取においては、当該関係者又はその代理

人は、自己又は本人のために意見を述べ、又は釈明し、かつ

、証拠を提出することができる。 

４ 当該関係者又はその代理人が正当な理由がなくて第一項の

意見の聴取に応じなかつたときは、文化庁長官は、当該意見

の聴取を行わないで同項各号に掲げる措置をすることがで

きる。 

（審査請求の手続における意見の聴取） 

第百五十六条 第一号に掲げる処分若しくはその不作為又は第

二号に掲げる処分についての審査請求に対する裁決は、行政

不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）第二十四条の規

定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求

がされた日（同法第二十三条の規定により不備を補正すべき

ことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日）か

ら三十日以内に、審査請求人及び参加人（同法第十三条第四

項に規定する参加人をいう。以下同じ。）又はこれらの者の

代理人の出頭を求めて、審理員（同法第十一条第二項に規定

する審理員をいい、審査庁（同法第九条第一項に規定する審

査庁をいう。以下この条において同じ。）が都道府県又は市

町村の教育委員会である場合にあつては、審査庁とする。次

項及び次条において同じ。）が公開による意見の聴取をした

後でなければ、してはならない。 

一 第四十三条第一項又は第百二十五条第一項の規定によ

る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可又は不許

可 

二 第百十三条第一項（第百三十三条において準用する場合

を含む。）の規定による地方公共団体その他の法人の指定 

２ 審理員は、前項の意見の聴取の期日及び場所をその期日の

十日前までに全ての審理関係人（行政不服審査法第二十八条

に規定する審理関係人をいい、審査庁が都道府県又は市町村
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の教育委員会である場合にあつては、審査請求人及び参加人

とする。）に通告し、かつ、事案の要旨並びに当該意見の聴

取の期日及び場所を公示しなければならない。 

３ 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第

三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、

同条第二項から第五項まで（同法第九条第三項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）の規定を準用する。 

（参加） 

第百五十七条 審査請求人、参加人及び代理人のほか、当該処

分について利害関係を有する者で前条第一項の意見の聴取

に参加して意見を述べようとするものは、文部科学省令の定

める事項を記載した書面をもつて、審理員にその旨を申し出

て、その許可を受けなければならない。 

（証拠の提示等） 

第百五十八条 第百五十六条第一項の意見の聴取においては、

審査請求人、参加人及び前条の規定により意見の聴取に参加

した者又はこれらの者の代理人に対して、当該事案について

、証拠を提示し、かつ、意見を述べる機会を与えなければな

らない。 

（裁決前の協議等） 

第百五十九条 鉱業又は採石業との調整に関する事案に係る審

査請求に対する裁決（却下の裁決を除く。）は、あらかじめ

公害等調整委員会に協議した後にしなければならない。 

２ 関係各行政機関の長は、審査請求に係る事案について意見

を述べることができる。 

（手続） 

第百六十条 第百五十六条から前条まで及び行政不服審査法に

定めるもののほか、審査請求に関する手続は、文部科学省令

で定める。 

第百六十一条 削除 

第二節 国に関する特例 

（国に関する特例） 

第百六十二条 国又は国の機関に対しこの法律の規定を適用す

る場合において、この節に特別の規定のあるときは、その規

定による。 

（重要文化財等についての国に関する特例） 

第百六十三条 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天

然記念物又は重要文化的景観が国有財産法に規定する国有

財産であるときは、そのものは、文部科学大臣が管理する。

ただし、そのものが文部科学大臣以外の者が管理している同

法第三条第二項に規定する行政財産であるときその他文部

科学大臣以外の者が管理すべき特別の必要のあるものであ

るときは、そのものを関係各省各庁の長が管理するか、又は

文部科学大臣が管理するかは、文部科学大臣、関係各省各庁

の長及び財務大臣が協議して定める。 

第百六十四条 前条の規定により重要文化財、重要有形民俗文

化財、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観を文部科学大

臣が管理するため、所属を異にする会計の間において所管換

え又は所属替えをするときは、国有財産法第十五条の規定に

かかわらず、無償として整理することができる。 

第百六十五条 国の所有に属する有形文化財又は有形の民俗文

化財を国宝若しくは重要文化財又は重要有形民俗文化財に

指定したときは、第二十八条第一項又は第三項（第七十八条

第二項で準用する場合を含む。）の規定により所有者に対し

行うべき通知又は指定書の交付は、当該有形文化財又は有形

の民俗文化財を管理する各省各庁の長に対し行うものとす

る。この場合においては、国宝の指定書を受けた各省各庁の

長は、直ちに国宝に指定された重要文化財の指定書を文部科

学大臣に返付しなければならない。 

２ 国の所有に属する国宝若しくは重要文化財又は重要有形民

俗文化財の指定を解除したときは、第二十九条第二項（第七

十九条第二項で準用する場合を含む。）又は第五項の規定に

より所有者に対し行うべき通知又は指定書の交付は、当該国

宝若しくは重要文化財又は重要有形民俗文化財を管理する

各省各庁の長に対し行うものとする。この場合においては、

当該各省各庁の長は、直ちに指定書を文部科学大臣に返付し

なければならない。 

３ 国の所有又は占有に属するものを特別史跡名勝天然記念物

若しくは史跡名勝天然記念物に指定し、若しくは仮指定し、

又はその指定若しくは仮指定を解除したときは、第百九条第

三項（第百十条第三項及び第百十二条第四項で準用する場合

を含む。）の規定により所有者又は占有者に対し行うべき通

知は、その指定若しくは仮指定又は指定若しくは仮指定の解

除に係るものを管理する各省各庁の長に対し行うものとす

る。 

４ 国の所有又は占有に属するものを重要文化的景観に選定し

、又はその選定を解除したときは、第百三十四条第二項（第

百三十五条第二項で準用する場合を含む。）で準用する第百

九条第三項の規定により所有者又は占有者に対し行うべき

通知は、当該重要文化的景観を管理する各省各庁の長に対し

行うものとする。 

第百六十六条 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天

然記念物又は重要文化的景観を管理する各省各庁の長は、こ

の法律並びにこれに基づいて発する文部科学省令及び文化

庁長官の勧告に従い、重要文化財、重要有形民俗文化財、史

跡名勝天然記念物又は重要文化的景観を管理しなければな

らない。 

第百六十七条 次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、文

部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。 

一 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念

物を取得したとき。 

二 重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念

物の所管換えを受け、又は所属替えをしたとき。 

三 所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名

勝天然記念物又は重要文化的景観の全部又は一部が滅失

し、き損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若し

くは盗み取られたとき。 

四 所管に属する重要文化財又は重要有形民俗文化財の所

在の場所を変更しようとするとき。 
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五 所管に属する重要文化財又は史跡名勝天然記念物を修

理し、又は復旧しようとするとき（次条第一項第一号の

規定により文化庁長官の同意を求めなければならない場

合その他文部科学省令の定める場合を除く。）。 

六 所管に属する重要有形民俗文化財又は重要文化的景観

の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をし

ようとするとき。 

七 所管に属する史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地

について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動

があつたとき。 

２ 前項第一号及び第二号の場合に係る通知には、第三十二条

第一項（第八十条及び第百二十条で準用する場合を含む。）

の規定を、前項第三号の場合に係る通知には、第三十三条（

第八十条及び第百二十条で準用する場合を含む。）及び第百

三十六条の規定を、前項第四号の場合に係る通知には、第三

十四条（第八十条で準用する場合を含む。）の規定を、前項

第五号の場合に係る通知には、第四十三条の二第一項及び第

百二十七条第一項の規定を、前項第六号の場合に係る通知に

は、第八十一条第一項及び第百三十九条第一項の規定を、前

項第七号の場合に係る通知には、第百十五条第二項の規定を

準用する。 

３ 文化庁長官は、第一項第五号又は第六号の通知に係る事項

に関し必要な勧告をすることができる。 

第百六十八条 次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、あ

らかじめ、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなけ

ればならない。 

一 重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又

はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。 

二 所管に属する重要文化財又は重要有形民俗文化財を輸

出しようとするとき。 

三 所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡

名勝天然記念物の貸付、交換、売払、譲与その他の処分

をしようとするとき。 

２ 各省各庁の長以外の国の機関が、重要文化財又は史跡名勝

天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行

為をしようとするときは、あらかじめ、文化庁長官の同意を

求めなければならない。 

３ 第一項第一号及び前項の場合には、第四十三条第一項ただ

し書及び同条第二項並びに第百二十五条第一項ただし書及

び同条第二項の規定を準用する。 

４ 文化庁長官は、第一項第一号又は第二項に規定する措置に

つき同意を与える場合においては、その条件としてその措置

に関し必要な勧告をすることができる。 

５ 関係各省各庁の長その他の国の機関は、前項の規定による

文化庁長官の勧告を十分に尊重しなければならない。 

第百六十九条 文化庁長官は、必要があると認めるときは、文

部科学大臣を通じ各省各庁の長に対し、次に掲げる事項につ

き必要な勧告をすることができる。 

一 所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡

名勝天然記念物の管理方法 

二 所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名

勝天然記念物又は重要文化的景観の修理若しくは復旧又

は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置 

三 重要文化財又は史跡名勝天然記念物の環境保全のため

必要な施設 

四 所管に属する重要文化財又は重要有形民俗文化財の出

品又は公開 

２ 前項の勧告については、前条第五項の規定を準用する。 

３ 第一項の規定による文化庁長官の勧告に基づいて施行する

同項第二号に規定する修理、復旧若しくは措置又は同項第三

号に規定する施設に要する経費の分担については、文部科学

大臣と各省各庁の長が協議して定める。 

第百七十条 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場

合においては、国の所有に属する国宝又は特別史跡名勝天然

記念物につき、自ら修理若しくは復旧を行い、又は滅失、き

損、衰亡若しくは盗難の防止の措置をすることができる。こ

の場合においては、文化庁長官は、当該文化財が文部科学大

臣以外の各省各庁の長の所管に属するものであるときは、あ

らかじめ、修理若しくは復旧又は措置の内容、着手の時期そ

の他必要な事項につき、文部科学大臣を通じ当該文化財を管

理する各省各庁の長と協議し、当該文化財が文部科学大臣の

所管に属するものであるときは、文部科学大臣の定める場合

を除いて、その承認を受けなければならない。 

一 関係各省各庁の長が前条第一項第二号に規定する修理

若しくは復旧又は措置についての文化庁長官の勧告に応

じないとき。 

二 国宝又は特別史跡名勝天然記念物がき損し、若しくは衰

亡している場合又は滅失し、き損し、衰亡し、若しくは

盗み取られるおそれのある場合において、関係各省各庁

の長に当該修理若しくは復旧又は措置をさせることが適

当でないと認められるとき。 

第百七十条の二 国の所有に属する重要文化財、重要有形民俗

文化財又は史跡名勝天然記念物を管理する各省各庁の長は、

文部科学省令で定めるところにより、重要文化財保存活用計

画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念

物保存活用計画を作成し、文部科学大臣を通じ文化庁長官の

同意を求めることができる。 

２ 文化庁長官は、前項の規定による同意の求めがあつた場合

において、その重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化

財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画がそ

れぞれ第五十三条の二第四項各号、第八十五条の二第四項各

号又は第百二十九条の二第四項各号のいずれにも適合する

ものであると認めるときは、その同意をするものとする。 

第百七十条の三 前条第二項の同意を得た各省各庁の長は、当

該同意を得た重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財

保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画の変更

（文部科学省令で定める軽微な変更を除く。）をしようとす

るときは、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなけ

ればならない。 

２ 前条第二項の規定は、前項の同意について準用する。 
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第百七十条の四 第五十三条の二第三項第一号に掲げる事項が

記載された重要文化財保存活用計画、第八十五条の二第三項

に規定する事項が記載された重要有形民俗文化財保存活用

計画又は第百二十九条の二第三項に規定する事項が記載さ

れた史跡名勝天然記念物保存活用計画について第百七十条

の二第二項の同意（前条第一項の変更の同意を含む。次条及

び第百七十条の六において同じ。）を得た場合において、当

該重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物

の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をその記載された

事項の内容に即して行うに当たり、第百六十七条第一項（第

六号に係る部分に限る。）の規定による通知をし、又は第百

六十八条第一項（第一号に係る部分に限る。）の規定による

同意を求めなければならないときは、これらの規定にかかわ

らず、当該現状変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了した

後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を

文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知することをもつて足

りる。 

第百七十条の五 第五十三条の二第三項第二号に掲げる事項が

記載された重要文化財保存活用計画について第百七十条の

二第二項の同意を得た場合において、当該重要文化財の修理

をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第百六

十七条第一項（第五号に係る部分に限る。）の規定による通

知をしなければならないときは、同項の規定にかかわらず、

当該修理が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるとこ

ろにより、その旨を文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知す

ることをもつて足りる。 

第百七十条の六 文部科学大臣は、第百七十条の二第二項の同

意を得た各省各庁の長に対し、当該同意を得た重要文化財保

存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝

天然記念物保存活用計画（いずれも変更があつたときは、そ

の変更後のもの）の実施の状況について報告を求めることが

できる。 

第百七十一条 文部科学大臣は、国の所有に属するものを国宝

、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念

物若しくは史跡名勝天然記念物に指定し、若しくは重要文化

的景観に選定するに当たり、又は国の所有に属する国宝、重

要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物、

史跡名勝天然記念物若しくは重要文化的景観に関する状況

を確認するため必要があると認めるときは、関係各省各庁の

長に対し調査のため必要な報告を求め、又は、重要有形民俗

文化財及び重要文化的景観に係る場合を除き、調査に当たる

者を定めて実地調査をさせることができる。 

第百七十二条 文化庁長官は、国の所有に属する重要文化財、

重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の保存のため

特に必要があると認めるときは、適当な地方公共団体その他

の法人を指定して当該文化財の保存のため必要な管理（当該

文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で国の所

有又は管理に属するものの管理を含む。）を行わせることが

できる。 

２ 前項の規定による指定をするには、文化庁長官は、あらか

じめ、文部科学大臣を通じ当該文化財を管理する各省各庁の

長の同意を求めるとともに、指定しようとする地方公共団体

その他の法人の同意を得なければならない。 

３ 第一項の規定による指定には、第三十二条の二第三項及び

第四項の規定を準用する。 

４ 第一項の規定による管理によつて生ずる収益は、当該地方

公共団体その他の法人の収入とする。 

５ 地方公共団体その他の法人が第一項の規定による管理を行

う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に係

るときは、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条の四第

一項、第三十三条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、

第四十七条の二第三項及び第五十四条の規定を、史跡名勝天

然記念物に係るときは、第三十条、第三十一条第一項、第三

十三条、第三十五条、第百十五条第一項及び第二項、第百十

六条第一項及び第三項、第百二十一条並びに第百三十条の規

定を準用する。 

第百七十三条 前条第一項の規定による指定の解除については

、第三十二条の三の規定を準用する。 

第百七十四条 文化庁長官は、重要文化財、重要有形民俗文化

財又は史跡名勝天然記念物の保護のため特に必要があると

認めるときは、第百七十二条第一項の規定による指定を受け

た地方公共団体その他の法人に当該文化財の修理又は復旧

を行わせることができる。 

２ 前項の規定による修理又は復旧を行わせる場合には、第百

七十二条第二項の規定を準用する。 

３ 地方公共団体その他の法人が第一項の規定による修理又は

復旧を行う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財に

係るときは、第三十二条の四第一項及び第三十五条の規定を

、史跡名勝天然記念物に係るときは、第三十五条、第百十六

条第一項及び第百十七条の規定を準用する。 

第百七十四条の二 第百七十二条第一項の規定による指定を受

けた地方公共団体その他の法人が作成する重要文化財保存

活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天

然記念物保存活用計画については、それぞれ第五十三条の二

から第五十三条の八までの規定、第八十五条の二から第八十

五条の四までの規定又は第百二十九条の二から第百二十九

条の七までの規定を準用する。 

２ 文化庁長官は、前項において準用する第五十三条の二第四

項、第八十五条の二第四項又は第百二十九条の二第四項の認

定（前項において準用する第五十三条の三第一項（前項にお

いて準用する第八十五条の四において準用する場合を含む。

）又は第百二十九条の三第一項の変更の認定を含む。）をし

ようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣を通じ当該重

要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を管

理する各省各庁の長と協議しなければならない。ただし、当

該各省各庁の長が文部科学大臣であるときは、その承認を受

けるべきものとする。 

第百七十五条 第百七十二条第一項の規定による指定を受けた

地方公共団体は、その管理する国の所有に属する重要文化財

、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物でその指定に

係る土地及び建造物を、その管理のため必要な限度において

、無償で使用することができる。 
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２ 国有財産法第二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の

規定により土地及び建造物を使用させる場合について準用

する。 

第百七十六条 文化庁長官は、第九十八条第一項の規定により

発掘を施行しようとする場合において、その発掘を施行しよ

うとする土地が国の所有に属し、又は国の機関の占有するも

のであるときは、あらかじめ、発掘の目的、方法、着手の時

期その他必要と認める事項につき、文部科学大臣を通じ関係

各省各庁の長と協議しなければならない。ただし、当該各省

各庁の長が文部科学大臣であるときは、その承認を受けるべ

きものとする。 

第百七十七条 第百四条第一項の規定により国庫に帰属した文

化財は、文化庁長官が管理する。ただし、その保存のため又

はその効用から見て他の機関に管理させることが適当であ

るときは、これを当該機関の管理に移さなければならない。 

（登録有形文化財等についての国に関する特例） 

第百七十八条 国の所有に属する有形文化財又は有形の民俗文

化財について第五十七条第一項又は第九十条第一項の規定

による登録をしたときは、第五十八条第一項又は第三項（こ

れらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。）の規

定により所有者に対して行うべき通知又は登録証の交付は、

当該登録有形文化財又は登録有形民俗文化財を管理する各

省各庁の長に対して行うものとする。 

２ 国の所有に属する登録有形文化財又は登録有形民俗文化財

について、第五十九条第一項から第三項まで（これらの規定

を第九十条第三項で準用する場合を含む。）の規定による登

録の抹消をしたときは、第五十九条第四項（第九十条第三項

で準用する場合を含む。）の規定により所有者に対して行う

べき通知は、当該登録有形文化財又は登録有形民俗文化財を

管理する各省各庁の長に対して行うものとする。この場合に

おいては、当該各省各庁の長は、直ちに登録証を文部科学大

臣に返付しなければならない。 

３ 国の所有又は占有に属する記念物について第百三十二条第

一項の規定による登録をし、又は第百三十三条で準用する第

五十九条第一項から第三項までの規定による登録の抹消を

したときは、第百三十二条第二項で準用する第百九条第三項

又は第百三十三条で読み替えて準用する第五十九条第四項

の規定により所有者又は占有者に対して行うべき通知は、当

該登録記念物を管理する各省各庁の長に対して行うものと

する。 

第百七十九条 次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、文

部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。 

一 登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物を

取得したとき。 

二 登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物の

所管換えを受け、又は所属替えをしたとき。 

三 所管に属する登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は

登録記念物の全部又は一部が滅失し、き損し、若しくは

衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき

。 

四 所管に属する登録有形文化財又は登録有形民俗文化財

の所在の場所を変更しようとするとき。 

五 登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物の

現状を変更しようとするとき。 

六 所管に属する登録有形文化財又は登録有形民俗文化財

を輸出しようとするとき。 

七 所管に属する登録記念物の所在する土地について、その

土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたとき。 

２ 各省各庁の長以外の国の機関が登録有形文化財、登録有形

民俗文化財又は登録記念物の現状を変更しようとするとき

は、文化庁長官に通知しなければならない。 

３ 第一項第一号及び第二号に掲げる場合に係る通知には第三

十二条第一項の規定を、第一項第三号に掲げる場合に係る通

知には第三十三条又は第六十一条（第九十条第三項で準用す

る場合を含む。）の規定を、第一項第四号に掲げる場合に係

る通知には第六十二条（第九十条第三項で準用する場合を含

む。）の規定を、第一項第五号及び前項に規定する場合に係

る通知には第六十四条第一項（第九十条第三項及び第百三十

三条で準用する場合を含む。）の規定を、第一項第六号に掲

げる場合に係る通知には第六十五条第一項（第九十条第三項

で準用する場合を含む。）の規定を、第一項第七号に掲げる

場合に係る通知には第百十五条第二項の規定を準用する。 

４ 第一項第五号及び第二項に規定する現状変更については、

第六十四条第一項ただし書及び第二項の規定を準用する。 

５ 登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物の保

護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、第一項第五

号又は第二項に規定する現状変更に関し、文部科学大臣を通

じ関係各省各庁の長に対し、又は各省各庁の長以外の国の機

関に対して意見を述べることができる。 

第百七十九条の二 国の所有に属する登録有形文化財、登録有

形民俗文化財又は登録記念物を管理する各省各庁の長は、文

部科学省令で定めるところにより、登録有形文化財保存活用

計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念物保存

活用計画を作成し、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を

求めることができる。 

２ 文化庁長官は、前項の規定による同意の求めがあつた場合

において、その登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗

文化財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画がそれぞ

れ第六十七条の二第四項各号、第九十条の二第四項各号又は

第百三十三条の二第四項各号のいずれにも適合するもので

あると認めるときは、その同意をするものとする。 

第百七十九条の三 前条第二項の同意を得た各省各庁の長は、

当該同意を得た登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗

文化財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画の変更（文

部科学省令で定める軽微な変更を除く。）をしようとすると

きは、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければ

ならない。 

２ 前条第二項の規定は、前項の同意について準用する。 

第百七十九条の四 第六十七条の二第三項第一号に掲げる事項

が記載された登録有形文化財保存活用計画、第九十条の二第

三項に規定する事項が記載された登録有形民俗文化財保存
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活用計画又は第百三十三条の二第三項に規定する事項が記

載された登録記念物保存活用計画について第百七十九条の

二第二項の同意（前条第一項の変更の同意を含む。次条にお

いて同じ。）を得た場合において、当該登録有形文化財、登

録有形民俗文化財又は登録記念物の現状変更をその記載さ

れた事項の内容に即して行うに当たり、第百七十九条第一項

（第五号に係る部分に限る。）の規定による通知をしなけれ

ばならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更

が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより

、その旨を文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知することを

もつて足りる。 

第百七十九条の五 文部科学大臣は、第百七十九条の二第二項

の同意を得た各省各庁の長に対し、当該同意を得た登録有形

文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は

登録記念物保存活用計画（いずれも変更があつたときは、そ

の変更後のもの）の実施の状況について報告を求めることが

できる。 

第百八十条 文部科学大臣は、国の所有に属する登録有形文化

財、登録有形民俗文化財又は登録記念物に関する状況を確認

するため必要があると認めるときは、関係各省各庁の長に対

し調査のため必要な報告を求めることができる。 

第百八十一条 国の所有に属する登録有形文化財又は登録有形

民俗文化財については、第六十条第三項から第五項まで、第

六十三条第二項及び第六十七条第三項（これらの規定を第九

十条第三項で準用する場合を含む。）の規定は、適用しない

。 

２ 国の所有に属する登録記念物については、第百三十三条で

準用する第百十三条から第百十八条までの規定は、適用しな

い。 

第三節 地方公共団体及び教育委員会 

（地方公共団体の事務） 

第百八十二条 地方公共団体は、文化財の管理、修理、復旧、

公開その他その保存及び活用に要する経費につき補助する

ことができる。 

２ 地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財

、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化

財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団

体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その

保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。 

３ 地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財

、登録有形文化財、重要無形文化財、登録無形文化財、重要

有形民俗文化財、重要無形民俗文化財、登録有形民俗文化財

、登録無形民俗文化財、史跡名勝天然記念物及び登録記念物

以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもの（前

項に規定する指定を行つているものを除く。）のうち、その

文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特

に必要とされるものを当該地方公共団体の文化財に関する

登録簿に登録して、その保存及び活用のため必要な措置を講

ずることができる。 

４ 第二項に規定する条例の制定若しくはその改廃又は同項に

規定する文化財の指定若しくはその解除を行つた場合には、

教育委員会は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁

長官にその旨を報告しなければならない。 

（第百八十二条第三項に規定する登録をした文化財の登録

の提案） 

第百八十二条の二 都道府県又は市町村の教育委員会（地方文

化財保護審議会を置くものに限る。以下この条において同じ

。）は、前条第三項に規定する登録をした文化財であつて第

五十七条第一項、第七十六条の七第一項、第九十条第一項、

第九十条の五第一項又は第百三十二条第一項の規定により

登録されることが適当であると思料するものがあるときは、

文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に対し、

当該文化財を文化財登録原簿に登録することを提案するこ

とができる。 

２ 都道府県又は市町村の教育委員会は、前項の規定による提

案をするときは、あらかじめ、地方文化財保護審議会の意見

を聴かなければならない。 

３ 文部科学大臣は、第一項の規定による提案が行われた場合

において、当該提案に係る文化財について第五十七条第一項

、第七十六条の七第一項、第九十条第一項、第九十条の五第

一項又は第百三十二条第一項の規定による登録をしないこ

ととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該提案

をした都道府県又は市町村の教育委員会に通知しなければ

ならない。 

（地方債についての配慮） 

第百八十三条 地方公共団体が文化財の保存及び活用を図るた

めに行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債に

ついては、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公

共団体の財政状況が許す限り、適切な配慮をするものとする

。 

（文化財保存活用大綱） 

第百八十三条の二 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の

区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な施策

の大綱（次項及び次条において「文化財保存活用大綱」とい

う。）を定めることができる。 

２ 都道府県の教育委員会は、文化財保存活用大綱を定め、又

は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めると

ともに、文化庁長官及び関係市町村に送付しなければならな

い。 

（文化財保存活用地域計画の認定） 

第百八十三条の三 市町村の教育委員会（地方文化財保護審議

会を置くものに限る。）は、文部科学省令で定めるところに

より、単独で又は共同して、文化財保存活用大綱が定められ

ているときは当該文化財保存活用大綱を勘案して、当該市町

村の区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な

計画（以下この節及び第百九十二条の六第一項において「文

化財保存活用地域計画」という。）を作成し、文化庁長官の

認定を申請することができる。 

２ 文化財保存活用地域計画には、次に掲げる事項を記載する

ものとする。 
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一 当該市町村の区域における文化財の保存及び活用に関

する基本的な方針 

二 当該市町村の区域における文化財の保存及び活用を図

るために当該市町村が講ずる措置の内容 

三 当該市町村の区域における文化財を把握するための調

査に関する事項 

四 計画期間 

五 その他文部科学省令で定める事項 

３ 市町村の教育委員会は、文化財保存活用地域計画を作成し

ようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民

の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努める

とともに、地方文化財保護審議会（第百八十三条の九第一項

に規定する協議会が組織されている場合にあつては、地方文

化財保護審議会及び当該協議会。第百八十三条の五第二項に

おいて同じ。）の意見を聴かなければならない。 

４ 文化財保存活用地域計画は、地域における歴史的風致の維

持及び向上に関する法律（平成二十年法律第四十号）第五条

第一項に規定する歴史的風致維持向上計画が定められてい

るときは、当該歴史的風致維持向上計画との調和が保たれた

ものでなければならない。 

５ 文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場

合において、その文化財保存活用地域計画が次の各号のいず

れにも適合するものであると認めるときは、その認定をする

ものとする。 

一 当該文化財保存活用地域計画の実施が当該市町村の区

域における文化財の保存及び活用に寄与するものである

と認められること。 

二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであるこ

と。 

三 文化財保存活用大綱が定められているときは、当該文化

財保存活用大綱に照らし適切なものであること。 

６ 文化庁長官は、前項の認定をしようとするときは、あらか

じめ、文部科学大臣を通じ関係行政機関の長に協議しなけれ

ばならない。 

７ 文化庁長官は、第五項の認定をしたときは、遅滞なく、そ

の旨を当該認定を申請した市町村の教育委員会に通知しな

ければならない。 

８ 市町村の教育委員会は、前項の通知を受けたときは、遅滞

なく、当該通知に係る文化財保存活用地域計画を公表するよ

う努めなければならない。 

（認定を受けた文化財保存活用地域計画の変更） 

第百八十三条の四 前条第五項の認定を受けた市町村（以下こ

の節及び第百九十二条の六第二項において「認定市町村」と

いう。）の教育委員会は、当該認定を受けた文化財保存活用

地域計画の変更（文部科学省令で定める軽微な変更を除く。

）をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければ

ならない。 

２ 前条第三項から第八項までの規定は、前項の認定について

準用する。 

（認定市町村の教育委員会による文化財の登録の提案） 

第百八十三条の五 認定市町村の教育委員会は、第百八十三条

の三第五項の認定（前条第一項の変更の認定を含む。第百八

十三条の七第一項及び第二項において同じ。）を受けた文化

財保存活用地域計画（変更があつたときは、その変更後のも

の。以下この節及び第百九十二条の六において「認定文化財

保存活用地域計画」という。）の計画期間内に限り、当該認

定市町村の区域内に存する文化財であつて第五十七条第一

項、第七十六条の七第一項、第九十条第一項、第九十条の五

第一項又は第百三十二条第一項の規定により登録されるこ

とが適当であると思料するものがあるときは、文部科学省令

で定めるところにより、文部科学大臣に対し、当該文化財を

文化財登録原簿に登録することを提案することができる。 

２ 認定市町村の教育委員会は、前項の規定による提案をしよ

うとするときは、あらかじめ、地方文化財保護審議会の意見

を聴かなければならない。 

３ 文部科学大臣は、第一項の規定による提案が行われた場合

において、当該提案に係る文化財について第五十七条第一項

、第七十六条の七第一項、第九十条第一項、第九十条の五第

一項又は第百三十二条第一項の規定による登録をしないこ

ととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該提案

をした認定市町村の教育委員会に通知しなければならない。 

（認定文化財保存活用地域計画の実施状況に関する報告の

徴収） 

第百八十三条の六 文化庁長官は、認定市町村の教育委員会に

対し、認定文化財保存活用地域計画の実施の状況について報

告を求めることができる。 

（認定の取消し） 

第百八十三条の七 文化庁長官は、認定文化財保存活用地域計

画が第百八十三条の三第五項各号のいずれかに適合しなく

なつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 

２ 文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは

、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた市町村の教育委

員会に通知しなければならない。 

３ 市町村の教育委員会は、前項の通知を受けたときは、遅滞

なく、その旨を公表するよう努めなければならない。 

（市町村への助言等） 

第百八十三条の八 都道府県の教育委員会は、市町村に対し、

文化財保存活用地域計画の作成及び認定文化財保存活用地

域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言をすること

ができる。 

２ 国は、市町村に対し、文化財保存活用地域計画の作成及び

認定文化財保存活用地域計画の円滑かつ確実な実施に関し

必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするように努め

なければならない。 

３ 前二項に定めるもののほか、国、都道府県及び市町村は、

文化財保存活用地域計画の作成及び認定文化財保存活用地

域計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携

を図りながら協力しなければならない。 

４ 市町村の長及び教育委員会は、文化財保存活用地域計画の

作成及び認定文化財保存活用地域計画の円滑かつ確実な実
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施が促進されるよう、相互に緊密な連携を図りながら協力し

なければならない。 

（協議会） 

第百八十三条の九 市町村の教育委員会は、単独で又は共同し

て、文化財保存活用地域計画の作成及び変更に関する協議並

びに認定文化財保存活用地域計画の実施に係る連絡調整を

行うための協議会（以下この条において「協議会」という。

）を組織することができる。 

２ 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 

一 当該市町村 

二 当該市町村の区域をその区域に含む都道府県 

三 第百九十二条の二第一項の規定により当該市町村の教

育委員会が指定した文化財保存活用支援団体 

四 文化財の所有者、学識経験者、商工関係団体、観光関係

団体その他の市町村の教育委員会が必要と認める者 

３ 協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対

して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求

めることができる。 

４ 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構

成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。 

５ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事

項は、協議会が定める。 

（都道府県又は市の教育委員会が処理する事務） 

第百八十四条 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の全

部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県又は市

の教育委員会が行うこととすることができる。 

一 第三十五条第三項（第三十六条第三項（第八十三条、第

百二十一条第二項（第百七十二条第五項で準用する場合

を含む。）及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む

。）、第三十七条第四項（第八十三条及び第百二十二条第

三項で準用する場合を含む。）、第四十六条の二第二項、

第七十四条第二項、第七十六条の十第二項、第七十七条

第二項（第九十一条で準用する場合を含む。）、第八十三

条、第八十七条第二項、第九十条の七第二項、第百十八

条、第百二十条、第百二十九条第二項、第百七十二条第

五項及び第百七十四条第三項で準用する場合を含む。）の

規定による指揮監督 

二 第四十三条又は第百二十五条の規定による現状変更又

は保存に影響を及ぼす行為の許可及びその取消し並びに

その停止命令（重大な現状変更又は保存に重大な影響を

及ぼす行為の許可及びその取消しを除く。） 

三 第五十一条第五項（第五十一条の二（第八十五条で準用

する場合を含む。）、第八十四条第二項及び第八十五条で

準用する場合を含む。）の規定による公開の停止命令 

四 第五十三条第一項、第三項及び第四項の規定による公開

の許可及びその取消し並びに公開の停止命令 

五 第五十四条（第八十六条及び第百七十二条第五項で準用

する場合を含む。）、第五十五条、第百三十条（第百七十

二条第五項で準用する場合を含む。）又は第百三十一条の

規定による調査又は調査のため必要な措置の施行 

六 第九十二条第一項（第九十三条第一項において準用する

場合を含む。）の規定による届出の受理、第九十二条第二

項の規定による指示及び命令、第九十三条第二項の規定

による指示、第九十四条第一項の規定による通知の受理

、同条第二項の規定による通知、同条第三項の規定によ

る協議、同条第四項の規定による勧告、第九十六条第一

項の規定による届出の受理、同条第二項又は第七項の規

定による命令、同条第三項の規定による意見の聴取、同

条第五項又は第七項の規定による期間の延長、同条第八

項の規定による指示、第九十七条第一項の規定による通

知の受理、同条第二項の規定による通知、同条第三項の

規定による協議並びに同条第四項の規定による勧告 

２ 都道府県又は市の教育委員会が前項の規定によつてした同

項第五号に掲げる第五十五条又は第百三十一条の規定によ

る立入調査又は調査のための必要な措置の施行については、

審査請求をすることができない。 

３ 都道府県又は市の教育委員会が、第一項の規定により、同

項第六号に掲げる事務のうち第九十四条第一項から第四項

まで又は第九十七条第一項から第四項までの規定によるも

のを行う場合には、第九十四条第五項又は第九十七条第五項

の規定は適用しない。 

４ 都道府県又は市の教育委員会が第一項の規定によつてした

次の各号に掲げる事務（当該事務が地方自治法第二条第八項

に規定する自治事務である場合に限る。）により損失を受け

た者に対しては、当該各号に定める規定にかかわらず、当該

都道府県又は市が、その通常生ずべき損失を補償する。 

一 第一項第二号に掲げる第四十三条又は第百二十五条の

規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可 

第四十三条第五項又は第百二十五条第五項 

二 第一項第五号に掲げる第五十五条又は第百三十一条の

規定による調査又は調査のため必要な措置の施行 第五

十五条第三項又は第百三十一条第二項 

三 第一項第六号に掲げる第九十六条第二項の規定による

命令 同条第九項 

５ 前項の補償の額は、当該都道府県又は市の教育委員会が決

定する。 

６ 前項の規定による補償額については、第四十一条第三項の

規定を準用する。 

７ 前項において準用する第四十一条第三項の規定による訴え

においては、都道府県又は市を被告とする。 

８ 都道府県又は市の教育委員会が第一項の規定によつてした

処分その他公権力の行使に当たる行為のうち地方自治法第

二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に係るも

のについての審査請求は、文化庁長官に対してするものとす

る。 

（認定市町村の教育委員会が処理する事務） 

第百八十四条の二 前条第一項第二号、第四号又は第五号に掲

げる文化庁長官の権限に属する事務であつて認定市町村の

区域内に係るものの全部又は一部は、認定文化財保存活用地

域計画の計画期間内に限り、政令で定めるところにより、当

該認定文化財保存活用地域計画の実施に必要な範囲内にお

43

２．文化財保護法関係



いて、当該認定市町村の教育委員会が行うこととすることが

できる。 

２ 前項の規定により認定市町村の教育委員会が同項に規定す

る事務を行う場合には、前条第二項、第四項（第三号に係る

部分を除く。）及び第五項から第八項までの規定を準用する

。 

３ 第一項の規定により認定市町村の教育委員会が同項に規定

する事務を開始する日前になされた当該事務に係る許可等

の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」

という。）又は許可の申請その他の行為（以下この条におい

て「申請等の行為」という。）は、同日以後においては、当

該認定市町村の教育委員会のした処分等の行為又は当該認

定市町村の教育委員会に対して行つた申請等の行為とみな

す。 

４ 認定文化財保存活用地域計画の計画期間の終了その他の事

情により認定市町村の教育委員会が第一項に規定する事務

を終了する日以前になされた当該事務に係る処分等の行為

又は申請等の行為は、同日の翌日以後においては、その終了

後に当該事務を行うこととなる者のした処分等の行為又は

当該者に対して行つた申請等の行為とみなす。 

（出品された重要文化財等の管理） 

第百八十五条 文化庁長官は、政令で定めるところにより、第

四十八条（第八十五条で準用する場合を含む。）の規定によ

り出品された重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理の

事務の全部又は一部を、都道府県又は指定都市等の教育委員

会が行うこととすることができる。 

２ 前項の規定により、都道府県又は指定都市等の教育委員会

が同項の管理の事務を行う場合には、都道府県又は指定都市

等の教育委員会は、その職員のうちから、当該重要文化財又

は重要有形民俗文化財の管理の責めに任ずべき者を定めな

ければならない。 

（修理等の施行の委託） 

第百八十六条 文化庁長官は、必要があると認めるときは、第

三十八条第一項又は第百七十条の規定による国宝の修理又

は滅失、き損若しくは盗難の防止の措置の施行、第九十八条

第一項の規定による発掘の施行及び第百二十三条第一項又

は第百七十条の規定による特別史跡名勝天然記念物の復旧

又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置の施行につ

き、都道府県の教育委員会に対し、その全部又は一部を委託

することができる。 

２ 都道府県の教育委員会が前項の規定による委託に基づき、

第三十八条第一項の規定による修理又は措置の施行の全部

又は一部を行う場合には、第三十九条の規定を、第九十八条

第一項の規定による発掘の施行の全部又は一部を行う場合

には、同条第三項で準用する第三十九条の規定を、第百二十

三条第一項の規定による復旧又は措置の施行の全部又は一

部を行う場合には、同条第二項で準用する第三十九条の規定

を準用する。 

（重要文化財等の管理等の受託又は技術的指導） 

第百八十七条 都道府県又は指定都市の教育委員会は、次の各

号に掲げる者の求めに応じ、当該各号に定める管理、修理又

は復旧につき委託を受け、又は技術的指導をすることができ

る。 

一 重要文化財の所有者（管理団体がある場合は、その者）

又は管理責任者 当該重要文化財の管理（管理団体があ

る場合を除く。）又は修理 

二 重要有形民俗文化財の所有者（管理団体がある場合は、

その者）又は管理責任者（第八十条において準用する第

三十一条第二項の規定により選任された管理の責めに任

ずべき者をいう。） 当該重要有形民俗文化財の管理（管

理団体がある場合を除く。）又は修理 

三 史跡名勝天然記念物の所有者（管理団体がある場合は、

その者）又は管理責任者 当該史跡名勝天然記念物の管

理（管理団体がある場合を除く。）又は復旧 

２ 都道府県又は指定都市の教育委員会が前項の規定により管

理、修理又は復旧の委託を受ける場合には、第三十九条第一

項及び第二項の規定を準用する。 

（書類等の経由） 

第百八十八条 この法律の規定により文化財に関し文部科学大

臣又は文化庁長官に提出すべき届書その他の書類及び物件

の提出は、都道府県の教育委員会（当該文化財が指定都市の

区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会

。以下この条において同じ。）を経由すべきものとする。 

２ 都道府県の教育委員会は、前項に規定する書類及び物件を

受理したときは、意見を具してこれを文部科学大臣又は文化

庁長官に送付しなければならない。 

３ この法律の規定により文化財に関し文部科学大臣又は文化

庁長官が発する命令、勧告、指示その他の処分の告知は、都

道府県の教育委員会を経由すべきものとする。ただし、特に

緊急な場合は、この限りでない。 

（文部科学大臣又は文化庁長官に対する意見具申） 

第百八十九条 都道府県及び市町村の教育委員会は、当該都道

府県又は市町村の区域内に存する文化財の保存及び活用に

関し、文部科学大臣又は文化庁長官に対して意見を具申する

ことができる。 

（地方文化財保護審議会） 

第百九十条 都道府県及び市町村（いずれも特定地方公共団体

であるものを除く。）の教育委員会に、条例の定めるところ

により、文化財に関して優れた識見を有する者により構成さ

れる地方文化財保護審議会を置くことができる。 

２ 特定地方公共団体に、条例の定めるところにより、地方文

化財保護審議会を置くものとする。 

３ 地方文化財保護審議会は、都道府県又は市町村の教育委員

会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項

について調査審議し、並びにこれらの事項に関して当該都道

府県又は市町村の教育委員会に建議する。 

４ 地方文化財保護審議会の組織及び運営に関し必要な事項は

、条例で定める。 

（文化財保護指導委員） 

第百九十一条 都道府県及び市町村の教育委員会（当該都道府

県及び市町村が特定地方公共団体である場合には、当該特定
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地方公共団体）に、文化財保護指導委員を置くことができる

。 

２ 文化財保護指導委員は、文化財について、随時、巡視を行

い、並びに所有者その他の関係者に対し、文化財の保護に関

する指導及び助言をするとともに、地域住民に対し、文化財

保護思想について普及活動を行うものとする。 

３ 文化財保護指導委員は、非常勤とする。 

（事務の区分） 

第百九十二条 第百十条第一項及び第二項、第百十二条第一項

並びに第百十条第三項及び第百十二条第四項において準用

する第百九条第三項及び第四項の規定により都道府県又は

指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第

二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

第四節 文化財保存活用支援団体 

（文化財保存活用支援団体の指定） 

第百九十二条の二 市町村の教育委員会は、法人その他これに

準ずるものとして文部科学省令で定める団体であつて、次条

に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認め

られるものを、その申請により、文化財保存活用支援団体（

以下この節において「支援団体」という。）として指定する

ことができる。 

２ 市町村の教育委員会は、前項の規定による指定をしたとき

は、当該支援団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示し

なければならない。 

３ 支援団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更し

ようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村の教育委員

会に届け出なければならない。 

４ 市町村の教育委員会は、前項の規定による届出があつたと

きは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 

（支援団体の業務） 

第百九十二条の三 支援団体は、次に掲げる業務を行うものと

する。 

一 当該市町村の区域内に存する文化財の保存及び活用を

行うこと。 

二 当該市町村の区域内に存する文化財の保存及び活用を

図るための事業を行う者に対し、情報の提供、相談その

他の援助を行うこと。 

三 文化財の所有者の求めに応じ、当該文化財の管理、修理

又は復旧その他その保存及び活用のため必要な措置につ

き委託を受けること。 

四 文化財の保存及び活用に関する調査研究を行うこと。 

五 前各号に掲げるもののほか、当該市町村の区域における

文化財の保存及び活用を図るために必要な業務を行うこ

と。 

（監督等） 

第百九十二条の四 市町村の教育委員会は、前条各号に掲げる

業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認

めるときは、支援団体に対し、その業務に関し報告をさせる

ことができる。 

２ 市町村の教育委員会は、支援団体が前条各号に掲げる業務

を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援団体

に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべき

ことを命ずることができる。 

３ 市町村の教育委員会は、支援団体が前項の規定による命令

に違反したときは、第百九十二条の二第一項の規定による指

定を取り消すことができる。 

４ 市町村の教育委員会は、前項の規定により指定を取り消し

たときは、その旨を公示しなければならない。 

（情報の提供等） 

第百九十二条の五 国及び関係地方公共団体は、支援団体に対

し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しく

は助言をするものとする。 

（文化財保存活用地域計画の作成の提案等） 

第百九十二条の六 支援団体は、市町村の教育委員会に対し、

文化財保存活用地域計画の作成又は認定文化財保存活用地

域計画の変更をすることを提案することができる。 

２ 支援団体は、認定市町村の教育委員会に対し、認定文化財

保存活用地域計画の計画期間内に限り、当該認定市町村の区

域内に存する文化財であつて第五十七条第一項、第七十六条

の七第一項、第九十条第一項、第九十条の五第一項又は第百

三十二条第一項の規定により登録されることが適当である

と思料するものがあるときは、文部科学省令で定めるところ

により、当該文化財について第百八十三条の五第一項の規定

による提案をするよう要請することができる。 

第十三章 罰則 

第百九十三条 第四十四条の規定に違反し、文化庁長官の許可

を受けないで重要文化財を輸出した者は、五年以下の懲役若

しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。 

第百九十四条 第八十二条の規定に違反し、文化庁長官の許可

を受けないで重要有形民俗文化財を輸出した者は、三年以下

の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 

第百九十五条 重要文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した者

は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処

する。 

２ 前項に規定する者が当該重要文化財の所有者であるときは

、二年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金若し

くは科料に処する。 

第百九十六条 史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその

保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又

は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮

又は百万円以下の罰金に処する。 

２ 前項に規定する者が当該史跡名勝天然記念物の所有者であ

るときは、二年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の

罰金若しくは科料に処する。 

第百九十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円

以下の罰金に処する。 

一 第四十三条又は第百二十五条の規定に違反して、許可を

受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、重要文
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化財若しくは史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若し

くはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は現状変更若

しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなか

つた者 

二 第九十六条第二項の規定に違反して、現状を変更するこ

ととなるような行為の停止又は禁止の命令に従わなかつ

た者 

第百九十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円

以下の罰金に処する。 

一 第三十九条第三項（第百八十六条第二項において準用す

る場合を含む。）において準用する第三十二条の二第五項

の規定に違反して、国宝の修理又は滅失、毀損若しくは

盗難の防止の措置の施行を拒み、又は妨げた者 

二 第九十八条第三項（第百八十六条第二項において準用す

る場合を含む。）において準用する第三十九条第三項にお

いて準用する第三十二条の二第五項の規定に違反して、

発掘の施行を拒み、又は妨げた者 

三 第百二十三条第二項（第百八十六条第二項において準用

する場合を含む。）において準用する第三十九条第三項に

おいて準用する第三十二条の二第五項の規定に違反して

、特別史跡名勝天然記念物の復旧又は滅失、毀損、衰亡

若しくは盗難の防止の措置の施行を拒み、又は妨げた者 

第百九十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使

用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管

理に関して第百九十三条から前条までの違反行為をしたと

きは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各

本条の罰金刑を科する。 

第二百条 第三十九条第一項（第四十七条第三項（第八十三条

で準用する場合を含む。）、第百二十三条第二項、第百八十六

条第二項又は第百八十七条第二項で準用する場合を含む。）

、第四十九条（第八十五条で準用する場合を含む。）又は第

百八十五条第二項に規定する重要文化財、重要有形民俗文化

財又は史跡名勝天然記念物の管理、修理又は復旧の施行の責

めに任ずべき者が怠慢又は重大な過失によりその管理、修理

又は復旧に係る重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名

勝天然記念物を滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られる

に至らしめたときは、三十万円以下の過料に処する。 

第二百一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以

下の過料に処する。 

一 正当な理由がなくて、第三十六条第一項（第八十三条及

び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。）又は第三

十七条第一項の規定による重要文化財若しくは重要有形

民俗文化財の管理又は国宝の修理に関する文化庁長官の

命令に従わなかつた者 

二 正当な理由がなくて、第百二十一条第一項（第百七十二

条第五項で準用する場合を含む。）又は第百二十二条第一

項の規定による史跡名勝天然記念物の管理又は特別史跡

名勝天然記念物の復旧に関する文化庁長官の命令に従わ

なかつた者 

三 正当な理由がなくて、第百三十七条第二項の規定による

重要文化的景観の管理に関する勧告に係る措置を執るべ

き旨の文化庁長官の命令に従わなかつた者 

第二百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下

の過料に処する。 

一 正当な理由がなくて、第四十五条第一項の規定による制

限若しくは禁止又は施設の命令に違反した者 

二 第四十六条（第八十三条において準用する場合を含む。

）の規定に違反して、文化庁長官に国に対する売渡しの

申出をせず、若しくは申出をした後第四十六条第五項（

第八十三条において準用する場合を含む。）に規定する期

間内に、国以外の者に重要文化財又は重要有形民俗文化

財を譲り渡し、又は第四十六条第一項（第八十三条にお

いて準用する場合を含む。）の規定による売渡しの申出に

つき、虚偽の事実を申し立てた者 

三 第四十八条第四項（第五十一条第三項（第八十五条にお

いて準用する場合を含む。）及び第八十五条において準用

する場合を含む。）の規定に違反して、出品若しくは公開

をせず、又は第五十一条第五項（第五十一条の二（第八

十五条において準用する場合を含む。）、第八十四条第二

項及び第八十五条において準用する場合を含む。）の規定

に違反して、公開の停止若しくは中止の命令に従わなか

つた者 

四 第五十三条第一項、第三項又は第四項の規定に違反して

、許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで

重要文化財を公開し、又は公開の停止の命令に従わなか

つた者 

五 第五十三条の六（第八十五条の四（第百七十四条の二第

一項において準用する場合を含む。）及び第百七十四条の

二第一項において準用する場合を含む。）、第五十四条（

第八十六条及び第百七十二条第五項において準用する場

合を含む。）、第五十五条、第六十七条の五（第九十条の

四及び第百三十三条の四において準用する場合を含む。）

、第六十八条（第九十条第三項及び第百三十三条におい

て準用する場合を含む。）、第七十六条の四（第八十九条

の三において準用する場合を含む。）、第七十六条の十五

（第九十条の十一において準用する場合を含む。）、第百

二十九条の五（第百七十四条の二第一項において準用す

る場合を含む。）、第百三十条（第百七十二条第五項にお

いて準用する場合を含む。）、第百三十一条又は第百四十

条の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告

をし、又は当該公務員の立入調査若しくは調査のための

必要な措置の施行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

六 第九十二条第二項の規定に違反して、発掘の禁止、停止

又は中止の命令に従わなかつた者 

七 正当な理由がなくて、第百二十八条第一項の規定による

制限若しくは禁止又は施設の命令に違反した者 

第二百三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下

の過料に処する。 

一 第二十八条第五項、第二十九条第四項（第七十九条第二

項において準用する場合を含む。）、第五十六条第二項（
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第八十六条において準用する場合を含む。）又は第五十九

条第六項若しくは第六十九条（これらの規定を第九十条

第三項において準用する場合を含む。）の規定に違反して

、重要文化財若しくは重要有形民俗文化財の指定書又は

登録有形文化財若しくは登録有形民俗文化財の登録証を

文部科学大臣に返付せず、又は新所有者に引き渡さなか

つた者 

二 第三十一条第三項（第六十条第四項（第九十条第三項に

おいて準用する場合を含む。）、第八十条及び第百十九条

第二項（第百三十三条において準用する場合を含む。）に

おいて準用する場合を含む。）、第三十二条（第六十条第

四項（第九十条第三項において準用する場合を含む。）、

第八十条及び第百二十条（第百三十三条において準用す

る場合を含む。）において準用する場合を含む。）、第三十

三条（第八十条、第百十八条及び第百二十条（これらの

規定を第百三十三条において準用する場合を含む。）並び

に第百七十二条第五項において準用する場合を含む。）、

第三十四条（第八十条及び第百七十二条第五項において

準用する場合を含む。）、第四十三条の二第一項、第五十

三条の四若しくは第五十三条の五（これらの規定を第百

七十四条の二第一項において準用する場合を含む。）、第

六十一条若しくは第六十二条（これらの規定を第九十条

第三項において準用する場合を含む。）、第六十四条第一

項（第九十条第三項及び第百三十三条において準用する

場合を含む。）、第六十五条第一項（第九十条第三項にお

いて準用する場合を含む。）、第六十七条の四、第七十三

条、第七十六条の九、第八十一条第一項、第八十四条第

一項本文、第八十五条の三（第百七十四条の二第一項に

おいて準用する場合を含む。）、第九十条の三、第九十二

条第一項、第九十六条第一項、第百十五条第二項（第百

二十条、第百三十三条及び第百七十二条第五項において

準用する場合を含む。）、第百二十七条第一項、第百二十

九条の四（第百七十四条の二第一項において準用する場

合を含む。）、第百三十三条の三、第百三十六条又は第百

三十九条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚

偽の届出をした者 

三 第三十二条の二第五項（第三十四条の三第二項（第八十

三条において準用する場合を含む。）、第六十条第四項及

び第六十三条第二項（これらの規定を第九十条第三項に

おいて準用する場合を含む。）並びに第八十条において準

用する場合を含む。）又は第百十五条第四項（第百三十三

条において準用する場合を含む。）の規定に違反して、管

理、修理若しくは復旧又は管理、修理若しくは復旧のた

め必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避した者 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月を

超えない期間内において、政令で定める。 

（関係法令の廃止） 

第二条 左に掲げる法律、勅令及び政令は、廃止する。 

国宝保存法（昭和四年法律第十七号） 

重要美術品等の保存に関する法律（昭和八年法律第四十

三号） 

史跡名勝天然紀念物保存法（大正八年法律第四十四号） 

国宝保存法施行令（昭和四年勅令第二百十号） 

史跡名勝天然紀念物保存法施行令（大正八年勅令第四百

九十九号） 

国宝保存会官制（昭和四年勅令第二百十一号） 

重要美術品等調査審議会令（昭和二十四年政令第二百五

十一号） 

史跡名勝天然記念物調査会令（昭和二十四年政令第二百

五十二号） 

（法令廃止に伴う経過規定） 

第三条 この法律施行前に行つた国宝保存法第一条の規定によ

る国宝の指定（同法第十一条第一項の規定により解除された

場合を除く。）は、第二十七条第一項の規定による重要文化

財の指定とみなし、同法第三条又は第四条の規定による許可

は、第四十三条又は第四十四条の規定による許可とみなす。 

２ この法律施行前の国宝の滅失又はき損並びにこの法律施行

前に行つた国宝保存法第七条第一項の規定による命令及び

同法第十五条前段の規定により交付した補助金については、

同法第七条から第十条まで、第十五条後段及び第二十四条の

規定は、なおその効力を有する。この場合において同法第九

条第二項中「主務大臣」とあるのは、「文化財保護委員会」

と読み替えるものとする。 

３ この法律施行前にした行為の処罰については、国宝保存法

は、第六条及び第二十三条の規定を除くほか、なおその効力

を有する。 

４ この法律施行の際現に国宝保存法第一条の規定による国宝

を所有している者は、委員会規則の定める事項を記載した書

面をもつて、この法律施行後三箇月以内に委員会に届け出な

ければならない。 

５ 前項の規定による届出があつたときは、委員会は、当該所

有者に第二十八条に規定する重要文化財の指定書を交付し

なければならない。 

６ 第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出を

した者は、五千円以下の過料に処する。 

７ この法律施行の際現に国宝保存法第一条の規定による国宝

で国の所有に属するものを管理する各省各庁の長は、委員会

規則の定める事項を記載した書面をもつて、この法律施行後

三箇月以内に委員会に通知しなければならない。ただし、委

員会規則で定める場合は、この限りでない。 

８ 前項の規定による通知があつたときは、委員会は、当該各

省各庁の長に第二十八条に規定する重要文化財の指定書を

交付するものとする。 

第四条 この法律施行の際現に重要美術品等の保存に関する法

律第二条第一項の規定により認定されている物件について

は、同法は当分の間、なおその効力を有する。この場合にお

いて、同法の施行に関する事務は、文化庁長官が行うものと

し、同法中「国宝」とあるのは、「文化財保護法ノ規定ニ依
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ル重要文化財」と、「主務大臣」とあるのは、「文化庁長官」

と、「当該物件ヲ国宝保存法第一条ノ規定ニ依リテ国宝トシ

テ指定シ又ハ前条」とあるのは、「前条」と読み替えるもの

とする。 

２ 文化審議会は、当分の間、文化庁長官の諮問に応じて重要

美術品等の保存に関する法律第二条第一項の規定による認

定の取消しに関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要

と認める事項を文化庁長官に建議する。 

３ 重要美術品等の保存に関する法律の施行に関しては、当分

の間、第百八十八条の規定を準用する。 

第五条 この法律施行前に行つた史跡名勝天然紀念物保存法第

一条第一項の規定による指定（解除された場合を除く。）は

、第百九条第一項の規定による指定、同法第一条第二項の規

定による仮指定（解除された場合を除く。）は、第百十条第

一項の規定による仮指定とみなし、同法第三条の規定による

許可は、第百二十五条第一項の規定による許可とみなす。 

２ この法律施行前に行つた史跡名勝天然紀念物保存法第四条

第一項の規定による命令又は処分については、同法第四条及

び史跡名勝天然紀念物保存法施行令第四条の規定は、なおそ

の効力を有する。この場合において同令第四条中「文部大臣

」とあるのは、「文化財保護委員会」と読み替えるものとす

る。 

３ この法律施行前にした行為の処罰については、史跡名勝天

然紀念物保存法は、なおその効力を有する。 

（従前の国立博物館） 

第六条 法律（これに基づく命令を含む。）に特別の定めのある

場合を除くほか、従前の国立博物館及びその職員（美術研究

所及びこれに所属する職員を除く。）は、この法律に基づく

国立博物館及びその職員となり、従前の国立博物館附置の美

術研究所及びこれに所属する職員は、この法律に基づく研究

所及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする

。 

２ この法律に基づく東京国立文化財研究所は、従前の国立博

物館附置の美術研究所の所掌した調査研究と同一のものに

ついては、「美術研究所」の名称を用いることができる。 

（国の無利子貸付け等） 

第七条 国は、当分の間、重要文化財の所有者又は管理団体に

対し、第三十五条第一項の規定により国がその経費について

補助することができる重要文化財の管理で日本電信電話株

式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促

進に関する特別措置法（昭和六十二年法律第八十六号）第二

条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金

の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けること

ができる。 

２ 前項の国の貸付金の償還期間は、五年（二年以内の据置期

間を含む。）以内で政令で定める期間とする。 

３ 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償

還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、

政令で定める。 

４ 国は、第一項の規定により重要文化財の所有者又は管理団

体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である

重要文化財の管理について、当該貸付金に相当する金額の補

助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還

時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付する

ことにより行うものとする。 

５ 重要文化財の所有者又は管理団体が、第一項の規定による

貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の

規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つ

た場合（政令で定める場合を除く。）における前項の規定の

適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行わ

れたものとみなす。 

６ 国が第一項の規定により無利子貸付金の貸付けを行う場合

においては、第三十五条第二項中「交付する」とあるのは「

貸し付ける」と、「補助の」とあるのは「貸付けの」と、「管

理又は修理」とあるのは「管理」と、同条第三項中「交付す

る」とあるのは「貸し付ける」と、「管理又は修理」とある

のは「管理」として、これらの規定を適用する。 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六八号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 
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〇文化財保護法施行令 

（昭和五十年政令第二百六十七号） 

最終改正：令和六年政令第百七十四号 

内閣は、文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第

五十七条の三第一項、第八十条の二及び第八十三条の三第一項

（同条第二項において準用する場合を含む。）並びに文化財保護

法の一部を改正する法律（昭和五十年法律第四十九号）附則第

十項の規定に基づき、この政令を制定する。 

（法第九十四条第一項の政令で定める法人） 

第一条 文化財保護法（以下「法」という。）第九十四条第一項

の政令で定める法人は、港務局、国立研究開発法人宇宙航空

研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研

究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究

開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人日本原子力

研究開発機構、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開

発法人量子科学技術研究開発機構、四国旅客鉄道株式会社、

首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、地方住宅

供給公社、地方道路公社、独立行政法人エネルギー・金属鉱

物資源機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建

設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構、独

立行政法人水資源機構、独立行政法人労働者健康安全機構、

土地開発公社、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式

会社、西日本高速道路株式会社、日本電信電話株式会社等に

関する法律（昭和五十九年法律第八十五号）第一条の二第三

項に規定する西日本電信電話株式会社、日本貨物鉄道株式会

社、日本勤労者住宅協会、同条第一項に規定する日本電信電

話株式会社、日本放送協会、日本郵便株式会社、阪神高速道

路株式会社、東日本高速道路株式会社、同条第二項に規定す

る東日本電信電話株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、本州

四国連絡高速道路株式会社及び地方公共団体の全額出資に

係る法人で文化庁長官の指定するものとする。 

（法第百二十六条の政令で定める処分等） 

第二条 法第百二十六条の政令で定める処分は、次の各号に掲

げるものとする。 

一 採石法（昭和二十五年法律第二百九十一号）第三十三条

及び第三十三条の五第一項の規定による認可（同項の規

定による認可にあつては、岩石採取場の区域の拡張に係

るものに限る。） 

二 砂利採取法（昭和四十三年法律第七十四号）第十六条及

び第二十条第一項の規定による認可（同項の規定による

認可にあつては、砂利採取場の区域の拡張に係るものに

限る。） 

２ 前項各号に掲げる認可の権限を有する行政庁又はその委任

を受けた者が法第百二十六条の規定により通知する事項は、

次のとおりとする。 

一 前項各号に掲げる認可の別 

二 当該認可に係る区域 

三 当該認可を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあつては、その代表者の氏名 

四 当該認可に係る行為の内容並びにその開始及び終了の

時期 

（法第百四十一条第二項の規定による協議） 

第三条 文化庁長官が法第百四十一条第二項の規定により行う

ものとされている協議は、同項に規定する勧告又は命令を行

うことにより、国土の開発その他の公益を目的とする事業の

円滑な実施又は農林水産業その他の地域における産業の振

興に影響を及ぼすと認められる場合において、当該事業又は

産業を所管する各省各庁の長と行うものとする。 

（伝統的建造物群保存地区内における現状変更の規制の基

準） 

第四条 法第百四十三条第一項（同条第二項において準用する

場合を含む。）の政令で定める伝統的建造物群保存地区（以

下「保存地区」という。）内における現状変更の規制の基準

に関しては、この条の定めるところによる。 

２ 保存地区内における次に掲げる行為については、あらかじ

め、市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会（法

第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体（以下単

に「特定地方公共団体」という。）である市町村が定めた保

存地区にあつては当該市町村の長とし、その他の市町村が都

市計画に定めた保存地区にあつては当該市町村の長及び教

育委員会とする。以下この条において同じ。）の許可を受け

なければならないものとする。ただし、非常災害のために必

要な応急措置として行う行為及び通常の管理行為、軽易な行

為その他の行為で条例で定めるものについては、この限りで

ないものとする。 

一 建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）の

新築、増築、改築、移転又は除却 

二 建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を

変更することとなるもの 

三 宅地の造成その他の土地の形質の変更 

四 木竹の伐採 

五 土石の類の採取 

六 前各号に掲げるもののほか、保存地区の現状を変更する

行為で条例で定めるもの 

３ 市町村の教育委員会は、前項の規定により許可を受けるこ

ととされている行為で次に定める基準（特定地方公共団体で

ない市町村の長にあつては、第八号に定める基準）に適合し

ないものについては、許可をしてはならないものとする。 

一 伝統的建造物群を構成している建築物等（以下「伝統的

建造物」という。）の増築若しくは改築又は修繕、模様替

え若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなる

ものについては、それらの行為後の伝統的建造物の位置

、規模、形態、意匠又は色彩が当該伝統的建造物群の特

性を維持していると認められるものであること。 

二 伝統的建造物の移転（同一保存地区内における当該伝統

的建造物の移築を含む。以下この号において同じ。）につ

いては、移転後の伝統的建造物の位置及び移転後の状態

が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められ

るものであること。 

三 伝統的建造物の除却については、除却後の状態が当該伝
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統的建造物群の特性を維持していると認められるもので

あること。 

四 伝統的建造物以外の建築物等の新築、増築若しくは改築

又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更でその外観を変

更することとなるものについては、それらの行為後の当

該建築物等の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該保

存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。 

五 前号の建築物等の移転については、移転後の当該建築物

等の位置及び移転後の状態が当該保存地区の歴史的風致

を著しく損なうものでないこと。 

六 第四号の建築物等の除却については、除却後の状態が当

該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと

。 

七 前項第三号から第六号までの行為については、それらの

行為後の地貌その他の状態が当該保存地区の歴史的風致

を著しく損なうものでないこと。 

八 前各号に定めるほか、当該行為後の建築物等又は土地の

用途等が当該伝統的建造物群の保存又は当該保存地区の

環境の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであ

ること。 

４ 第二項の規定による許可には、保存地区の保存のため必要

な限度において条件を付することができるものとする。 

５ 国又は地方公共団体の機関が行う行為については、第二項

の規定による許可を受けることを要しないものとする。この

場合において、当該国又は地方公共団体の機関は、その行為

をしようとするときは、あらかじめ、市町村の教育委員会に

協議しなければならないものとする。 

６ 次に掲げる行為及びこれらに類する行為で保存地区の保存

に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして条例で定め

るものについては、第二項の規定による許可を受け、又は前

項の規定による協議をすることを要しないものとする。この

場合において、これらの行為をしようとする者は、あらかじ

め、市町村の教育委員会にその旨を通知しなければならない

ものとする。 

一 都市計画事業の施行として行う行為、国、都道府県、市

町村若しくは当該都市計画施設を管理することとなる者

が当該都市施設若しくは市街地開発事業に関する都市計

画に適合して行う行為、国土保全施設、水資源開発施設

、道路交通、船舶交通若しくは航空機の航行の安全のた

め必要な施設、気象、海象、地象、洪水等の観測若しく

は通報の用に供する施設、自然公園の保護若しくは利用

のための施設若しくは都市公園若しくはその施設の設置

若しくは管理に係る行為、土地改良事業若しくは地方公

共団体若しくは農業等を営む者が組織する団体が行う農

業構造、林業構造若しくは漁業構造の改善に関する事業

の施行に係る行為、重要文化財等文部科学大臣の指定に

係る文化財の保存に係る行為又は鉱物の掘採に係る行為

（当該保存地区の保存に支障があると認めて条例で定め

るものを除く。） 

二 道路、鉄道若しくは軌道、国若しくは地方公共団体が行

う通信業務、認定電気通信事業（電気通信事業法（昭和

五十九年法律第八十六号）第百二十条第一項に規定する

認定電気通信事業をいう。）、基幹放送（放送法（昭和二

十五年法律第百三十二号）第二条第二号に規定する基幹

放送をいう。）若しくは有線テレビジョン放送（有線電気

通信設備を用いて行われる同条第十八号に規定するテレ

ビジョン放送をいう。）の用に供する線路若しくは空中線

系（その支持物を含む。）、水道若しくは下水道、電気事

業（電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第二条

第一項第十六号に規定する電気事業をいう。）の用に供す

る電気工作物又はガス工作物の設置又は管理に係る行為

（自動車専用道路以外の道路、駅、操車場、車庫並びに

発電用の電気工作物及び発電事業（同項第十四号に規定

する発電事業をいう。）の用に供する蓄電用の電気工作物

の新設に係るものその他当該保存地区の保存に著しい支

障を及ぼすおそれがあると認めて条例で定めるものを除

く。） 

（都道府県又は市の教育委員会が処理する事務） 

第五条 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府

県の教育委員会（当該都道府県が特定地方公共団体である場

合にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。）が行うこ

ととする。ただし、我が国にとつて歴史上又は学術上の価値

が特に高いと認められる埋蔵文化財について、文化庁長官が

その保護上特に必要があると認めるときは、自ら第五号に掲

げる事務（法第九十二条第一項の規定による届出の受理及び

法第九十四条第一項又は第九十七条第一項の規定による通

知の受理を除く。）を行うことを妨げない。 

一 法第三十五条第三項（法第八十三条、第百十八条、第百

二十条及び第百七十二条第五項において準用する場合を

含む。）の規定による指揮監督（管理に係るものに限る。

）並びに法第三十六条第三項（法第八十三条、第百二十

一条第二項（法第百七十二条第五項において準用する場

合を含む。）及び第百七十二条第五項において準用する場

合を含む。）、第四十六条の二第二項及び第百二十九条第

二項において準用する法第三十五条第三項の規定による

指揮監督 

二 法第四十三条第四項（法第百二十五条第三項において準

用する場合を含む。）の規定による現状変更又は保存に影

響を及ぼす行為（以下「現状変更等」という。）の停止命

令（文化庁長官が許可した現状変更等に係るものに限る

。） 

三 法第五十一条第五項（法第五十一条の二（法第八十五条

において準用する場合を含む。）及び第八十五条において

準用する場合を含む。）の規定による公開の停止命令（公

開に係る重要文化財又は重要有形民俗文化財が当該都道

府県の区域内に存するものである場合に限る。）及び法第

八十四条第二項において準用する法第五十一条第五項の

規定による公開の停止命令 

四 法第五十三条第四項の規定による公開の停止命令（文化

庁長官が許可した公開に係るものに限る。） 

五 法第九十二条第一項の規定による届出の受理、同条第二

項の規定による指示及び命令、法第九十四条第一項の規
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定による通知の受理、同条第二項の規定による通知、同

条第三項の規定による協議、同条第四項の規定による勧

告、法第九十七条第一項の規定による通知の受理、同条

第二項の規定による通知、同条第三項の規定による協議

並びに同条第四項の規定による勧告 

２ 法第九十三条第一項において準用する法第九十二条第一項

の規定による届出の受理、法第九十三条第二項の規定による

指示、法第九十六条第一項の規定による届出の受理、同条第

二項又は第七項の規定による命令、同条第三項の規定による

意見の聴取、同条第五項又は第七項の規定による期間の延長

及び同条第八項の規定による指示についての文化庁長官の

権限に属する事務は、都道府県の教育委員会（地方自治法（

昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項

の指定都市（以下「指定都市」という。）の区域内における

土地の発掘又は遺跡の発見に係るものにあつては、当該指定

都市の教育委員会（当該指定都市が特定地方公共団体である

場合にあつては、当該指定都市の長））が行うこととする。

ただし、我が国にとつて歴史上又は学術上の価値が特に高い

と認められる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護上

特に必要があると認めるときは、自らこれらの事務（法第九

十三条第一項において準用する法第九十二条第一項の規定

による届出の受理及び法第九十六条第一項の規定による届

出の受理を除く。）を行うことを妨げない。 

３ 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の

教育委員会（第一号及び第三号に掲げるものにあつては第一

号イ及びロに掲げる現状変更等が指定都市又は地方自治法

第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「指定都市等

」という。）の区域内において行われる場合、第二号に掲げ

るものにあつては指定都市等の区域内において公開が行わ

れ、かつ、当該公開に係る重要文化財が当該指定都市等の区

域内に存するもののみである場合においては、当該指定都市

等の教育委員会（当該指定都市等が特定地方公共団体である

場合にあつては、当該指定都市等の長。第七条において同じ

。））が行うこととする。 

一 次に掲げる現状変更等に係る法第四十三条第一項、第三

項及び第四項の規定による許可及びその取消し並びに停

止命令 

イ 建造物である重要文化財と一体のものとして当該重

要文化財に指定された土地その他の物件（建造物を除

く。）の現状変更等

ロ 金属、石又は土で作られた重要文化財の型取り

二 法第五十三条第一項、第三項及び第四項の規定による公

開の許可及びその取消し並びに公開の停止命令（公開に

係る重要文化財が当該都道府県又は指定都市等の区域内

に存するもののみである場合に限る。） 

三 法第五十四条（法第百七十二条第五項において準用する

場合を含む。）及び第五十五条の規定による調査（第一号

イ及びロに掲げる現状変更等に係る法第四十三条第一項

の規定による許可の申請に係るものに限る。） 

４ 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の

教育委員会（第一号イからリまで及びルに掲げる現状変更等

が市の区域（法第百十五条第一項に規定する管理団体（以下

この条及び次条第二項第一号イにおいて単に「管理団体」と

いう。）が都道府県である史跡名勝天然記念物の管理のため

の計画（以下この条並びに次条第二項第一号イ及びハにおい

て「管理計画」という。）を当該都道府県の教育委員会が定

めている区域を除く。以下この項において「市の特定区域」

という。）内において行われる場合、第一号ヌに掲げる現状

変更等を行う動物園又は水族館が市の特定区域内に存する

場合並びに同号ヲに規定する指定区域が市の特定区域内に

存する場合にあつては、当該市の教育委員会（当該市が特定

地方公共団体である場合にあつては、当該市の長。以下この

条において同じ。））が行うこととする。 

一 次に掲げる現状変更等（イからチまでに掲げるものにあ

つては、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内におい

て行われるものに限る。）に係る法第百二十五条第一項並

びに同条第三項において準用する法第四十三条第三項及

び第四項の規定による許可及びその取消し並びに停止命

令 

イ 小規模建築物（階数が二以下で、かつ、地階を有し

ない木造又は鉄骨造の建築物であつて、建築面積（増

築又は改築にあつては、増築又は改築後の建築面積）

が百二十平方メートル以下のものをいう。ロにおいて

同じ。）で二年以内の期間を限つて設置されるものの

新築、増築又は改築

ロ 小規模建築物の新築、増築又は改築（増築又は改築

にあつては、建築の日から五十年を経過していない小

規模建築物に係るものに限る。）であつて、指定に係

る地域の面積が百五十ヘクタール以上である史跡名

勝天然記念物に係る都市計画法（昭和四十三年法律第

百号）第八条第一項第一号の第一種低層住居専用地域

、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域における

もの

ハ 工作物（建築物を除く。以下このハにおいて同じ。

）の設置若しくは改修（改修にあつては、設置の日か

ら五十年を経過していない工作物に係るものに限る。

）又は道路の舗装若しくは修繕（それぞれ土地の掘削

、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないもの

に限る。）

ニ 法第百十五条第一項（法第百二十条及び第百七十二

条第五項において準用する場合を含む。）に規定する

史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設の設置又は

改修

ホ 電柱、電線、ガス管、水管、下水道管その他これら

に類する工作物の設置又は改修

ヘ 建築物等の除却（建築又は設置の日から五十年を経

過していない建築物等に係るものに限る。）

ト 木竹の伐採（名勝又は天然記念物の指定に係る木竹

については、危険防止のため必要な伐採に限る。）

チ 史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試験材料の

採取

リ 天然記念物に指定された動物の個体の保護若しくは
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生息状況の調査又は当該動物による人の生命若しく

は身体に対する危害の防止のため必要な捕獲及び当

該捕獲した動物の飼育、当該捕獲した動物への標識若

しくは発信機の装着又は当該捕獲した動物の血液そ

の他の組織の採取 

ヌ 天然記念物に指定された動物の動物園又は水族館相

互間における譲受け又は借受け

ル 天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作られた

もの（現に繁殖のために使用されているものを除く。

）の除却

ヲ イからルまでに掲げるもののほか、史跡名勝天然記

念物の指定に係る地域のうち指定区域（当該史跡名勝

天然記念物の管理計画を都道府県の教育委員会（当該

管理計画が市の区域（管理団体が当該都道府県である

史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の区域に限

る。）又は町村の区域（次条第七項に規定する特定認

定市町村である町村であつて同条第二項に規定する

事務を行うこととされたものにあつては、管理団体が

当該都道府県である史跡名勝天然記念物の指定に係

る地域内の区域に限る。）を対象とする場合に限る。

）又は市の教育委員会（当該管理計画が市の特定区域

を対象とする場合に限る。）が定めている区域のうち

当該都道府県又は市の教育委員会の申出に係るもの

で、現状変更等の態様、頻度その他の状況を勘案して

文化庁長官が指定する区域をいう。）における現状変

更等

二 法第百三十条（法第百七十二条第五項において準用する

場合を含む。）及び第百三十一条の規定による調査及び調

査のため必要な措置の施行（前号イからヲまでに掲げる

現状変更等に係る法第百二十五条第一項の規定による許

可の申請に係るものに限る。） 

５ 前項の管理計画に記載すべき事項は、文部科学省令で定め

る。 

６ 都道府県の教育委員会は、管理団体が当該都道府県である

史跡名勝天然記念物について、市の区域を対象とする管理計

画を定めようとするときは、あらかじめ、当該市の教育委員

会に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し

、又は廃止しようとするときも、同様とする。 

７ 第四項の規定により同項各号に掲げる事務のうち市の区域

に係るものを行おうとする都道府県の教育委員会は、文部科

学省令で定めるところにより、その旨を公示しなければなら

ない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様と

する。 

８ 文化庁長官は、第四項第一号ヲの規定による指定区域の指

定をしたときは、その旨を官報で告示しなければならない。 

９ 第一項本文、第二項本文、第三項及び第四項の場合におい

ては、法の規定中これらの規定により都道府県又は市の教育

委員会が行う事務に係る文化庁長官に関する規定は、都道府

県又は市の教育委員会に関する規定として都道府県又は市

の教育委員会に適用があるものとする。 

（認定市町村の教育委員会が処理することができる事務） 

第六条 法第百八十四条の二第一項の規定により認定市町村（

法第百八十三条の三第五項の認定を受けた市町村をいい、指

定都市等であるものを除く。以下この条及び第八条において

同じ。）の教育委員会（当該認定市町村が特定地方公共団体

である場合にあつては、当該認定市町村の長。以下この条に

おいて同じ。）が行うこととすることができる事務は、次に

掲げる事務の全部又は一部とする。 

一 前条第三項第一号及び第三号に掲げる事務（同項第一号

イ及びロに掲げる現状変更等が当該認定市町村の区域内

において行われる場合に限る。） 

二 法第五十三条第一項、第三項及び第四項の規定による公

開の許可及びその取消し並びに公開の停止命令（当該認

定市町村の区域内において公開が行われ、かつ、当該公

開に係る重要文化財が当該認定市町村の区域内に存する

もののみである場合に限る。） 

２ 法第百八十四条の二第一項の規定により認定市町村である

町村の教育委員会（当該町村が特定地方公共団体である場合

にあつては、当該町村の長。以下この項において同じ。）が

行うこととすることができる事務は、前項に規定するものの

ほか、次に掲げる事務の全部又は一部とする。 

一 次に掲げる現状変更等に係る法第百二十五条第一項並

びに同条第三項において準用する法第四十三条第三項及

び第四項の規定による許可及びその取消し並びに停止命

令 

イ 前条第四項第一号イからリまで及びルに掲げる現状

変更等（認定市町村である町村の区域（管理団体が都

道府県である史跡名勝天然記念物の管理計画を当該

都道府県の教育委員会が定めている区域を除く。以下

この号において「認定町村の特定区域」という。）内

において行われる場合に限り、同項第一号イからチま

でに掲げる現状変更等にあつては、史跡名勝天然記念

物の指定に係る地域内において行われるものに限る。

）

ロ 前条第四項第一号ヌに掲げる現状変更等（当該現状

変更等を行う動物園又は水族館が認定町村の特定区

域内に存する場合に限る。）

ハ イ及びロに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物

の指定に係る地域のうち指定区域（当該史跡名勝天然

記念物の管理計画を認定市町村である町村の教育委

員会（当該管理計画が認定町村の特定区域を対象とす

る場合に限る。）が定めている区域のうち当該町村の

教育委員会の申出に係るもので、現状変更等の態様、

頻度その他の状況を勘案して文化庁長官が指定する

区域をいう。以下このハ及び第九項において同じ。）

における現状変更等（当該指定区域が認定町村の特定

区域内に存する場合に限る。）

二 法第百三十条（法第百七十二条第五項において準用する

場合を含む。）及び第百三十一条の規定による調査及び調

査のため必要な措置の施行（前号イからハまでに掲げる

現状変更等に係る法第百二十五条第一項の規定による許

可の申請に係るものに限る。） 
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３ 文化庁長官は、法第百八十四条の二第一項の規定により前

二項に規定する事務を認定市町村の教育委員会が行うこと

とする場合には、当該認定市町村の教育委員会が行うことと

する事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を明ら

かにして、当該認定市町村の教育委員会がその事務を行うこ

ととすることについて、あらかじめ、当該認定市町村の属す

る都道府県の教育委員会（前条第三項又は第四項の規定によ

りその事務の全部又は一部を行つているものに限る。）に協

議するとともに、当該認定市町村の教育委員会の同意を求め

なければならない。 

４ 認定市町村の教育委員会は、前項の規定により文化庁長官

から同意を求められたときは、その内容について同意をする

かどうかを決定し、その旨を文化庁長官に通知するものとす

る。 

５ 文化庁長官は、法第百八十四条の二第一項の規定により第

一項又は第二項に規定する事務を認定市町村の教育委員会

が行うこととした場合においては、直ちに、その旨並びに当

該認定市町村の教育委員会が行うこととする事務の内容及

び当該事務を行うこととする期間を官報で告示しなければ

ならない。 

６ 前三項の規定は、前項の規定に基づき告示された事務の内

容若しくは当該事務を行うこととした期間を変更し、又は当

該事務を認定市町村の教育委員会が行わないこととする場

合について準用する。 

７ 第五項に規定する場合においては、法の規定中同項（前項

において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定

に基づき告示された事務に係る文化庁長官に関する規定は、

特定認定市町村（法第百八十四条の二第一項の規定により当

該事務を行うこととされた認定市町村をいう。以下この項及

び次項において同じ。）の教育委員会に関する規定として特

定認定市町村の教育委員会に適用があるものとする。 

８ 第五項の規定に基づき告示された期間における当該特定認

定市町村の属する都道府県の教育委員会についての前条第

三項、第四項、第六項及び第七項の規定の適用については、

同条第三項及び第四項中「属する事務」とあるのは「属する

事務（次条第五項の規定に基づき告示された事務を除く。）

」と、同条第六項及び第七項中「市の」とあるのは「市又は

次条第七項に規定する特定認定市町村である町村の」とする

。 

９ 前条第八項の規定は、第二項第一号ハの規定による指定区

域の指定について準用する。 

（出品された重要文化財等の管理） 

第七条 文化庁長官は、法第百八十五条第一項の規定により、

法第四十八条（法第八十五条において準用する場合を含む。

）の規定により出品された重要文化財又は重要有形民俗文化

財の管理の事務の全部又は一部を当該出品に係る公開を行

う施設が存する都道府県の教育委員会（当該施設（都道府県

が設置するものを除く。）が指定都市等の区域内に存する場

合にあつては、当該指定都市等の教育委員会）が行うことと

する場合には、あらかじめ、当該教育委員会が行う事務の範

囲を明らかにして、当該教育委員会の同意を求めなければな

らない。 

２ 都道府県又は指定都市等の教育委員会は、前項の規定によ

り文化庁長官から同意を求められたときは、その内容につい

て同意をするかどうかを決定し、その旨を文化庁長官に通知

するものとする。 

（事務の区分） 

第八条 第五条第一項（第五号に係る部分を除く。）、第三項（

第二号に係る部分を除く。）及び第四項の規定により都道府

県又は市が処理することとされている事務並びに第六条第

一項第一号及び第二項各号に掲げる事務のうち同条の規定

により認定市町村が処理することとされているものは、地方

自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務

とする。 

附 則 抄 

（施行期日） 

１ この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。 

（国の貸付金の償還期間等） 

２ 法附則第七条第二項の政令で定める期間は、五年（二年の

据置期間を含む。）とする。 

３ 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の

活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法（昭和

六十二年法律第八十六号）第五条第一項の規定により読み替

えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関す

る法律（昭和三十年法律第百七十九号）第六条第一項の規定

による貸付けの決定（以下「貸付決定」という。）ごとに、

当該貸付決定に係る法附則第七条第一項の規定による国の

貸付金（以下「国の貸付金」という。）の交付を完了した日

（その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の

前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日）の

翌日から起算する。 

４ 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとす

る。 

５ 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の

貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定めら

れた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 

６ 法附則第七条第五項の政令で定める場合は、前項の規定に

より償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。 

（法第九十四条第一項の政令で定める法人に関する経過措

置） 

７ 法第九十四条第一項の政令で定める法人は、独立行政法人

環境再生保全機構が行う独立行政法人環境再生保全機構法

（平成十五年法律第四十三号）附則第七条第一項第一号に掲

げる業務が終了するまでの間、第一条に規定するもののほか

、独立行政法人環境再生保全機構とする。 
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とともに、当該認定市町村の教育委員会の同意を求めなけれ

ばならない。 

４ 認定市町村の教育委員会は、前項の規定により文化庁長官

から同意を求められたときは、その内容について同意をする

かどうかを決定し、その旨を文化庁長官に通知するものとす

る。 

５ 文化庁長官は、法第百八十四条の二第一項の規定により第

一項又は第二項に規定する事務を認定市町村の教育委員会が

行うこととした場合においては、直ちに、その旨並びに当該

認定市町村の教育委員会が行うこととする事務の内容及び当

該事務を行うこととする期間を官報で告示しなければならな

い。 

６ 前三項の規定は、前項の規定に基づき告示された事務の内

容若しくは当該事務を行うこととした期間を変更し、又は当

該事務を認定市町村の教育委員会が行わないこととする場合

について準用する。 

７ 第五項に規定する場合においては、法の規定中同項（前項

において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定に

基づき告示された事務に係る文化庁長官に関する規定は、特

定認定市町村（法第百八十四条の二第一項の規定により当該

事務を行うこととされた認定市町村をいう。以下この項及び

次項において同じ。）の教育委員会に関する規定として特定認

定市町村の教育委員会に適用があるものとする。 

８ 第五項の規定に基づき告示された期間における当該特定認

定市町村の属する都道府県の教育委員会についての前条第三

項、第四項、第六項及び第七項の規定の適用については、同

条第三項及び第四項中「属する事務」とあるのは「属する事

務（次条第五項の規定に基づき告示された事務を除く。）」と、

同条第六項及び第七項中「市の」とあるのは「市又は次条第

七項に規定する特定認定市町村である町村の」とする。 

９ 前条第八項の規定は、第二項第一号ハの規定による指定区

域の指定について準用する。 

（出品された重要文化財等の管理） 

第七条 文化庁長官は、法第百八十五条第一項 の規定により、

法第四十八条 （法第八十五条 において準用する場合を含む。）

の規定により出品された重要文化財又は重要有形民俗文化財

の管理の事務の全部又は一部を当該出品に係る公開を行う施

設が存する都道府県の教育委員会（当該施設（都道府県が設

置するものを除く。）が指定都市等の区域内に存する場合にあ

つては、当該指定都市等の教育委員会）が行うこととする場

合には、あらかじめ、当該教育委員会が行う事務の範囲を明

らかにして、当該教育委員会の同意を求めなければならない。

２ 都道府県又は指定都市等の教育委員会は、前項の規定によ

り文化庁長官から同意を求められたときは、その内容につい

て同意をするかどうかを決定し、その旨を文化庁長官に通知

するものとする。 

（事務の区分） 

第八条 第五条第一項（第五号に係る部分を除く。）、第三項（第

二号に係る部分を除く。）及び第四項の規定により都道府県又

は市が処理することとされている事務並びに第六条第一項第

一号及び第二項各号に掲げる事務のうち同条の規定により認

定市町村が処理することとされているものは、地方自治法第

二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。 

   附 則 抄

（施行期日） 

１ この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。 

（国の貸付金の償還期間等） 

２ 法附則第七条第二項の政令で定める期間は、五年（二年の

据置期間を含む。）とする。 

３ 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の

活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法（昭和

六十二年法律第八十六号）第五条第一項の規定により読み替

えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律（昭和三十年法律第百七十九号）第六条第一項の規定に

よる貸付けの決定（以下「貸付決定」という。）ごとに、当該

貸付決定に係る法附則第七条第一項の規定による国の貸付金

（以下「国の貸付金」という。）の交付を完了した日（その日

が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の

日である場合には、当該年度の末日の前々日）の翌日から起

算する。 

４ 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとす

る。 

５ 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の

貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定めら

れた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 

６ 法附則第七条第五項の政令で定める場合は、前項の規定に

より償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。 

（法第九十四条第一項の政令で定める法人に関する経過措置）

７ 法第九十四条第一項の政令で定める法人は、独立行政法人

環境再生保全機構が行う独立行政法人環境再生保全機構法

（平成十五年法律第四十三号）附則第七条第一項第一号に掲

げる業務が終了するまでの間、第一条に規定するもののほか、

独立行政法人環境再生保全機構とする。 
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時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付する

ことにより行うものとする。

５ 重要文化財の所有者又は管理団体が、第一項の規定による

貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の

規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた

場合（政令で定める場合を除く。）における前項の規定の適用

については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われた

ものとみなす。

６ 国が第一項の規定により無利子貸付金の貸付けを行う場合

においては、第三十五条第二項中「交付する」とあるのは「貸

し付ける」と、「補助の」とあるのは「貸付けの」と、「管理

又は修理」とあるのは「管理」と、同条第三項中「交付する」

とあるのは「貸し付ける」と、「管理又は修理」とあるのは「管

理」として、これらの規定を適用する。

附 則 （令和三年四月二三日法律第二二号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内

において政令で定める日から施行する。ただし、第五十七条

第二項ただし書の改正規定、第百八十二条の改正規定及び同

条の次に一条を加える改正規定は、令和四年四月一日から施

行する。
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（関係法令の廃止）

第二条 左に掲げる法律、勅令及び政令は、廃止する。

国宝保存法（昭和四年法律第十七号）

重要美術品等の保存に関する法律（昭和八年法律第四十三号）

史跡名勝天然紀念物保存法（大正八年法律第四十四号）

国宝保存法施行令（昭和四年勅令第二百十号）

史跡名勝天然紀念物保存法施行令（大正八年勅令第四百九十九

号）

国宝保存会官制（昭和四年勅令第二百十一号）

重要美術品等調査審議会令（昭和二十四年政令第二百五十一号）

史跡名勝天然記念物調査会令（昭和二十四年政令第二百五十二

号）

（法令廃止に伴う経過規定）

第三条 この法律施行前に行つた国宝保存法第一条の規定によ

る国宝の指定（同法第十一条第一項の規定により解除された

場合を除く。）は、第二十七条第一項の規定による重要文化財

の指定とみなし、同法第三条又は第四条の規定による許可は、

第四十三条又は第四十四条の規定による許可とみなす。

２ この法律施行前の国宝の滅失又はき損並びにこの法律施行

前に行つた国宝保存法第七条第一項の規定による命令及び同

法第十五条前段の規定により交付した補助金については、同

法第七条から第十条まで、第十五条後段及び第二十四条の規

定は、なおその効力を有する。この場合において同法第九条

第二項中「主務大臣」とあるのは、「文化財保護委員会」と読

み替えるものとする。

３ この法律施行前にした行為の処罰については、国宝保存法

は、第六条及び第二十三条の規定を除くほか、なおその効力

を有する。

４ この法律施行の際現に国宝保存法第一条の規定による国宝

を所有している者は、委員会規則の定める事項を記載した書

面をもつて、この法律施行後三箇月以内に委員会に届け出な

ければならない。

５ 前項の規定による届出があつたときは、委員会は、当該所

有者に第二十八条に規定する重要文化財の指定書を交付しな

ければならない。

６ 第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出を

した者は、五千円以下の過料に処する。

７ この法律施行の際現に国宝保存法第一条の規定による国宝

で国の所有に属するものを管理する各省各庁の長は、委員会

規則の定める事項を記載した書面をもつて、この法律施行後

三箇月以内に委員会に通知しなければならない。ただし、委

員会規則で定める場合は、この限りでない。

８ 前項の規定による通知があつたときは、委員会は、当該各

省各庁の長に第二十八条に規定する重要文化財の指定書を交

付するものとする。

第四条 この法律施行の際現に重要美術品等の保存に関する法

律第二条第一項の規定により認定されている物件については、

同法は当分の間、なおその効力を有する。この場合において、

同法の施行に関する事務は、文化庁長官が行うものとし、同

法中「国宝」とあるのは、「文化財保護法ノ規定ニ依ル重要文

化財」と、「主務大臣」とあるのは、「文化庁長官」と、「当該

物件ヲ国宝保存法第一条ノ規定ニ依リテ国宝トシテ指定シ又

ハ前条」とあるのは、「前条」と読み替えるものとする。

２ 文化審議会は、当分の間、文化庁長官の諮問に応じて重要

美術品等の保存に関する法律第二条第一項の規定による認定

の取消しに関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と

認める事項を文化庁長官に建議する。

３ 重要美術品等の保存に関する法律の施行に関しては、当分

の間、第百八十八条の規定を準用する。

第五条 この法律施行前に行つた史跡名勝天然紀念物保存法第

一条第一項の規定による指定（解除された場合を除く。）は、

第百九条第一項の規定による指定、同法第一条第二項の規定

による仮指定（解除された場合を除く。）は、第百十条第一項

の規定による仮指定とみなし、同法第三条の規定による許可

は、第百二十五条第一項の規定による許可とみなす。

２ この法律施行前に行つた史跡名勝天然紀念物保存法第四条

第一項の規定による命令又は処分については、同法第四条及

び史跡名勝天然紀念物保存法施行令第四条の規定は、なおそ

の効力を有する。この場合において同令第四条中「文部大臣」

とあるのは、「文化財保護委員会」と読み替えるものとする。

３ この法律施行前にした行為の処罰については、史跡名勝天

然紀念物保存法は、なおその効力を有する。

（従前の国立博物館）

第六条 法律（これに基づく命令を含む。）に特別の定めのある

場合を除くほか、従前の国立博物館及びその職員（美術研究

所及びこれに所属する職員を除く。）は、この法律に基づく国

立博物館及びその職員となり、従前の国立博物館附置の美術

研究所及びこれに所属する職員は、この法律に基づく研究所

及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

２ この法律に基づく東京国立文化財研究所は、従前の国立博

物館附置の美術研究所の所掌した調査研究と同一のものにつ

いては、「美術研究所」の名称を用いることができる。

（国の無利子貸付け等）

第七条 国は、当分の間、重要文化財の所有者又は管理団体に

対し、第三十五条第一項の規定により国がその経費について

補助することができる重要文化財の管理で日本電信電話株式

会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に

関する特別措置法（昭和六十二年法律第八十六号）第二条第

一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部

を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができ

る。

２ 前項の国の貸付金の償還期間は、五年（二年以内の据置期

間を含む。）以内で政令で定める期間とする。

３ 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償

還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、

政令で定める。

４ 国は、第一項の規定により重要文化財の所有者又は管理団

体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である

重要文化財の管理について、当該貸付金に相当する金額の補

助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還
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目次

第一章 重要文化財保存活用計画等の認定

第一節 重要文化財保存活用計画（第一条―第八条）

第二節 登録有形文化財保存活用計画（第九条―第十五条）

第三節 重要無形文化財保存活用計画（第十六条―第十八条）

第四節 登録無形文化財保存活用計画（第十九条―第二十一

条）

第五節 重要有形民俗文化財保存活用計画（第二十二条―第

二十七条）

第六節 重要無形民俗文化財保存活用計画（第二十八条―第

三十条）

第七節 登録有形民俗文化財保存活用計画（第三十一条―第

三十六条）

第八節 登録無形民俗文化財保存活用計画（第三十七条―第

三十九条）

第九節 史跡名勝天然記念物保存活用計画（第四十条―第四

十五条）

第十節 登録記念物保存活用計画（第四十六条―第五十一条）

第十一節 国に関する特例（第五十二条―第五十八条）

第二章 文化財保存活用地域計画の認定（第五十九条―第六十

二条）

第三章 文化財保存活用支援団体の指定（第六十三条・第六十四

条）

附則

第一章 重要文化財保存活用計画等の認定

第一節 重要文化財保存活用計画

（重要文化財保存活用計画の認定の申請）

第一条 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号。以下

「法」という。）第五十三条の二第一項（法第百七十四条の二

第一項において準用する場合を含む。）の規定による重要文化

財（国宝を含む。以下同じ。）の保存及び活用に関する計画（以

下「重要文化財保存活用計画」という。）の認定の申請をしよ

うとする者は、別記様式第一号による申請書を文化庁長官に

提出しなければならない。

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えな

ければならない。

一 重要文化財保存活用計画に法第五十三条の二第三項第一号

（法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。

第三条第二項において同じ。）に掲げる事項を記載している場

合には、次に掲げる書類、図面及び写真

イ 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為（以下「現状変更等」

という。）の設計仕様書及び設計図又は計画書

ロ 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

ハ 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料がある

ときは、その資料

ニ 申請者が管理団体であるときは、所有者の承諾書

ホ 管理責任者がある場合は、その承諾書

二 重要文化財保存活用計画に法第五十三条の二第三項第二号

（法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。

第三条第三項において同じ。）に掲げる事項を記載している場

合には、次に掲げる書類、図面及び写真

イ 修理の設計仕様書又は計画書

ロ 修理をしようとする箇所の写真又は見取図

ハ 申請者が管理団体であるときは、所有者及び権原に基づく

占有者の意見書

三 重要文化財保存活用計画に法第五十三条の二第三項第三号

（法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。

第三条第四項において同じ。）に掲げる事項を記載している場

合には、重要文化財（建造物であるものを除く。以下この号、

第三条第四項、第四条第三項、第五条第一項及び第五項並びに

第六条第五号において同じ。）の所有者と寄託先美術館（租税

特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第七十条の六の七

第二項第五号に規定する寄託先美術館をいう。以下同じ。）の

設置者との間で締結された当該重要文化財の公開を目的とす

る寄託契約に関する契約書の写し

四 その他参考となるべき書類、図面又は写真

（添付書類等の記載事項等の変更）

第二条 前条第二項の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表

示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長

官にその旨を届け出なければならない。

（重要文化財保存活用計画の記載事項）

第三条 法第五十三条の二第二項第四号（法第百七十四条の二

第一項において準用する場合を含む。）の文部科学省令で定め

る事項は、次に掲げるものとする。

一 重要文化財保存活用計画の名称

二 重要文化財の員数

三 重要文化財の指定年月日及び指定書の記号番号

四 重要文化財の所有者の氏名又は名称及び住所

五 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

六 申請者が管理団体であるときは、その名称及び事務所の所

在地

七 その他参考となるべき事項

２ 重要文化財保存活用計画に法第五十三条の二第三項第一号

に掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載す

るものとする。

一 現状変更等を必要とする理由

二 現状変更等の内容及び実施の方法

三 現状変更等のために所在の場所を変更するときは、変更後

の所在の場所並びに現状変更等の終了後復すべき所在の場所

及びその時期

四 現状変更等の着手及び終了の予定時期

３ 重要文化財保存活用計画に法第五十三条の二第三項第二号

に掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載す

るものとする。

一 修理を必要とする理由

二 修理の内容及び方法

三 修理のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在

の場所並びに修理の終了後復すべき所在の場所及びその時期

四 修理の着手及び終了の予定時期
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４ 重要文化財保存活用計画に法第五十三条の二第三項第三号

に掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載す

るものとする。

一 重要文化財の公開及び保管の計画に関する事項

二 重要文化財の公開を目的とする寄託契約の契約期間

三 重要文化財の公開を目的とする寄託契約を締結した寄託先

美術館の設置者の氏名又は名称並びに当該寄託先美術館の名

称及び所在地

（重要文化財保存活用計画の認定の基準）

第四条 法第五十三条の二第四項第四号（法第五十三条の三第

二項（法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含

む。次項及び第三項において同じ。）及び第百七十四条の二第

一項において準用する場合を含む。）の文部科学省令で定める

基準は、次のとおりとする。

一 現状変更等の内容及び実施の方法が明らかであること。

二 重要文化財の滅失又は毀損のおそれがないこと。

三 重要文化財の価値を著しく減じるおそれがないこと（前号

に掲げるものを除く。）。

２ 法第五十三条の二第四項第五号（法第五十三条の三第二項

及び第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。）

の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 修理の内容及び方法が明らかであること。

二 重要文化財の滅失又は毀損のおそれがないこと。

三 重要文化財の価値を著しく減じるおそれがないこと（前号

に掲げるものを除く。）。

３ 法第五十三条の二第四項第六号（法第五十三条の三第二項

及び第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。）

の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 寄託契約において、寄託先美術館の設置者が寄託先美術館

において寄託を受けた重要文化財を適切に公開する旨の定め

があること。

二 寄託契約が五年以上の期間にわたって有効であること。

三 寄託契約において、重要文化財の所有者が解約の申入れ（租

税特別措置法第七十条の六の七第三項第七号に定める登録を

取り消された場合若しくは抹消された場合又は事由が生じた

場合において、所有者が行うものを除く。第十二条第二項第三

号において同じ。）をすることができない旨の定めがあること。

（重要文化財の価格の評価）

第五条 文化庁長官は、認定重要文化財保存活用計画（法第五十

三条の二第四項の認定（法第五十三条の三第一項の変更の認

定を含む。）を受けた重要文化財保存活用計画をいう。第三項

において同じ。）に記載された重要文化財について相続又は遺

贈（贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項

及び第十三条第一項において同じ。）があった場合において、

当該相続又は遺贈により当該重要文化財を取得した個人から

申請があったときは、当該重要文化財の価格の評価を行うこ

とができる。

２ 前項の申請は、同項の相続の開始の日の翌日から八月を経

過する日までに別記様式第二号による価格評価申請書を文化

庁長官に提出して行うものとする。

３ 前項の価格評価申請書には、当該申請に係る重要文化財保

存活用計画の認定に係る通知の写し及び当該認定重要文化財

保存活用計画の写しを添えるものとする。

４ 文化庁長官は、第一項の申請をした個人に対し、前項に規定

するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることがで

きる。

５ 文化庁長官は、第一項の申請をした個人に対し、当該申請に

係る重要文化財の価格の評価の結果を、別記様式第三号の評

価価格通知書により通知するものとする。

（認定を受けた重要文化財保存活用計画の軽微な変更）

第六条 法第五十三条の三第一項（法第百七十四条の二第一項

において準用する場合を含む。）の文部科学省令で定める軽微

な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

一 重要文化財の所有者又は所在の場所の変更（所在の場所の

変更については、法第三十四条本文（法第百七十二条第五項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による届出を行わなけれ

ばならないものに限る。）

二 計画期間の変更

三 重要文化財の現状変更等（法第四十三条第一項の許可を受

けなければならないもの又は法第百六十八条第一項（第一号

に係る部分に限る。）若しくは第二項の規定による同意を求め

なければならないものに限る。）に関する変更

四 重要文化財の修理（法第四十三条の二第一項の規定による

届出又は法第百六十七条第一項（第五号に係る部分に限る。）

の規定による通知を行わなければならないものに限る。）に関

する変更

五 重要文化財の公開を目的とする寄託契約に関する変更

六 前各号に掲げるもののほか、重要文化財の保存に影響を及

ぼすおそれのある変更

（現状変更等の許可の特例の際の様式）

第七条 法第五十三条の四（法第百七十四条の二第一項におい

て準用する場合を含む。）の規定による届出をしようとする者

は、別記様式第四号による届出書を文化庁長官に提出しなけ

ればならない。

２ 前項の届出書には、現状変更等の結果を示す写真又は見取

図を添えなければならない。

（修理の届出の特例の際の様式）

第八条 法第五十三条の五（法第百七十四条の二第一項におい

て準用する場合を含む。）の規定による届出をしようとする者

は、別記様式第五号による届出書を文化庁長官に提出しなけ

ればならない。

２ 前項の届出書には、修理の結果を示す写真又は見取図を添

えなければならない。

第二節 登録有形文化財保存活用計画

（登録有形文化財保存活用計画の認定の申請）

第九条 法第六十七条の二第一項の規定による登録有形文化財

の保存及び活用に関する計画（以下「登録有形文化財保存活用

計画」という。）の認定の申請をしようとする者は、別記様式

第六号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えな

ければならない。

一 登録有形文化財保存活用計画に法第六十七条の二第三項第

一号に掲げる事項を記載している場合には、次に掲げる書類、

図面及び写真
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４ 重要文化財保存活用計画に法第五十三条の二第三項第三号

に掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載す

るものとする。

一 重要文化財の公開及び保管の計画に関する事項

二 重要文化財の公開を目的とする寄託契約の契約期間

三 重要文化財の公開を目的とする寄託契約を締結した寄託先

美術館の設置者の氏名又は名称並びに当該寄託先美術館の名

称及び所在地

（重要文化財保存活用計画の認定の基準）

第四条 法第五十三条の二第四項第四号（法第五十三条の三第

二項（法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含

む。次項及び第三項において同じ。）及び第百七十四条の二第

一項において準用する場合を含む。）の文部科学省令で定める

基準は、次のとおりとする。

一 現状変更等の内容及び実施の方法が明らかであること。

二 重要文化財の滅失又は毀損のおそれがないこと。

三 重要文化財の価値を著しく減じるおそれがないこと（前号

に掲げるものを除く。）。

２ 法第五十三条の二第四項第五号（法第五十三条の三第二項

及び第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。）

の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 修理の内容及び方法が明らかであること。

二 重要文化財の滅失又は毀損のおそれがないこと。

三 重要文化財の価値を著しく減じるおそれがないこと（前号

に掲げるものを除く。）。

３ 法第五十三条の二第四項第六号（法第五十三条の三第二項

及び第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。）

の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 寄託契約において、寄託先美術館の設置者が寄託先美術館

において寄託を受けた重要文化財を適切に公開する旨の定め

があること。

二 寄託契約が五年以上の期間にわたって有効であること。

三 寄託契約において、重要文化財の所有者が解約の申入れ（租

税特別措置法第七十条の六の七第三項第七号に定める登録を

取り消された場合若しくは抹消された場合又は事由が生じた

場合において、所有者が行うものを除く。第十二条第二項第三

号において同じ。）をすることができない旨の定めがあること。

（重要文化財の価格の評価）

第五条 文化庁長官は、認定重要文化財保存活用計画（法第五十

三条の二第四項の認定（法第五十三条の三第一項の変更の認

定を含む。）を受けた重要文化財保存活用計画をいう。第三項

において同じ。）に記載された重要文化財について相続又は遺

贈（贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項

及び第十三条第一項において同じ。）があった場合において、

当該相続又は遺贈により当該重要文化財を取得した個人から

申請があったときは、当該重要文化財の価格の評価を行うこ

とができる。

２ 前項の申請は、同項の相続の開始の日の翌日から八月を経

過する日までに別記様式第二号による価格評価申請書を文化

庁長官に提出して行うものとする。

３ 前項の価格評価申請書には、当該申請に係る重要文化財保

存活用計画の認定に係る通知の写し及び当該認定重要文化財

保存活用計画の写しを添えるものとする。

４ 文化庁長官は、第一項の申請をした個人に対し、前項に規定

するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることがで

きる。

５ 文化庁長官は、第一項の申請をした個人に対し、当該申請に

係る重要文化財の価格の評価の結果を、別記様式第三号の評

価価格通知書により通知するものとする。

（認定を受けた重要文化財保存活用計画の軽微な変更）

第六条 法第五十三条の三第一項（法第百七十四条の二第一項

において準用する場合を含む。）の文部科学省令で定める軽微

な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

一 重要文化財の所有者又は所在の場所の変更（所在の場所の

変更については、法第三十四条本文（法第百七十二条第五項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による届出を行わなけれ

ばならないものに限る。）

二 計画期間の変更

三 重要文化財の現状変更等（法第四十三条第一項の許可を受

けなければならないもの又は法第百六十八条第一項（第一号

に係る部分に限る。）若しくは第二項の規定による同意を求め

なければならないものに限る。）に関する変更

四 重要文化財の修理（法第四十三条の二第一項の規定による

届出又は法第百六十七条第一項（第五号に係る部分に限る。）

の規定による通知を行わなければならないものに限る。）に関

する変更

五 重要文化財の公開を目的とする寄託契約に関する変更

六 前各号に掲げるもののほか、重要文化財の保存に影響を及

ぼすおそれのある変更

（現状変更等の許可の特例の際の様式）

第七条 法第五十三条の四（法第百七十四条の二第一項におい

て準用する場合を含む。）の規定による届出をしようとする者

は、別記様式第四号による届出書を文化庁長官に提出しなけ

ればならない。

２ 前項の届出書には、現状変更等の結果を示す写真又は見取

図を添えなければならない。

（修理の届出の特例の際の様式）

第八条 法第五十三条の五（法第百七十四条の二第一項におい

て準用する場合を含む。）の規定による届出をしようとする者

は、別記様式第五号による届出書を文化庁長官に提出しなけ

ればならない。

２ 前項の届出書には、修理の結果を示す写真又は見取図を添

えなければならない。

第二節 登録有形文化財保存活用計画

（登録有形文化財保存活用計画の認定の申請）

第九条 法第六十七条の二第一項の規定による登録有形文化財

の保存及び活用に関する計画（以下「登録有形文化財保存活用

計画」という。）の認定の申請をしようとする者は、別記様式

第六号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えな

ければならない。

一 登録有形文化財保存活用計画に法第六十七条の二第三項第

一号に掲げる事項を記載している場合には、次に掲げる書類、

図面及び写真

イ 現状変更の設計仕様書及び設計図又は計画書

ロ 現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図

ハ 申請者が管理団体であるときは、所有者の意見書

ニ 管理責任者がある場合は、その意見書

二 登録有形文化財保存活用計画に法第六十七条の二第三項第

二号に掲げる事項を記載している場合には、登録有形文化財

（建造物であるものを除く。以下この号、第十一条第三項、第

十二条第二項、第十三条第一項及び第五項並びに第十四条第

四号において同じ。）の所有者と寄託先美術館の設置者との間

で締結された当該登録有形文化財の公開を目的とする寄託契

約に関する契約書の写し

三 その他参考となるべき書類、図面又は写真

（添付書類等の記載事項等の変更）

第十条 前条第二項の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表

示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長

官にその旨を届け出なければならない。

（登録有形文化財保存活用計画の記載事項）

第十一条 法第六十七条の二第二項第四号の文部科学省令で定

める事項は、次に掲げるものとする。

一 登録有形文化財保存活用計画の名称

二 登録有形文化財の員数

三 登録有形文化財の登録年月日及び登録番号

四 登録有形文化財の所有者の氏名又は名称及び住所

五 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

六 申請者が管理団体であるときは、その名称及び事務所の所

在地

七 その他参考となるべき事項

２ 登録有形文化財保存活用計画に法第六十七条の二第三項第

一号に掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記

載するものとする。

一 現状変更を必要とする理由

二 現状変更の内容及び実施の方法

三 登録有形文化財が建造物である場合において、移築を行う

ときは、移築後の所在の場所

四 登録有形文化財が建造物以外のものである場合において、

現状変更のために所在の場所を変更するときは、変更後の所

在の場所並びに現状変更の終了後復すべき所在の場所及びそ

の時期

五 現状変更の着手及び終了の予定時期

３ 登録有形文化財保存活用計画に法第六十七条の二第三項第

二号に掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記

載するものとする。

一 登録有形文化財の公開及び保管の計画に関する事項

二 登録有形文化財の公開を目的とする寄託契約の契約期間

三 登録有形文化財の公開を目的とする寄託契約を締結した寄

託先美術館の設置者の氏名又は名称並びに当該寄託先美術館

の名称及び所在地

（登録有形文化財保存活用計画の認定の基準）

第十二条 法第六十七条の二第四項第四号（法第六十七条の三

第二項において準用する場合を含む。）の文部科学省令で定め

る基準は、次のとおりとする。

一 現状変更の内容及び実施の方法が明らかであること。

二 登録有形文化財の滅失又は毀損のおそれがないこと。

三 登録有形文化財の価値を著しく減じるおそれがないこと

（前号に掲げるものを除く。）。

２ 法第六十七条の二第四項第五号（法第六十七条の三第二項

において準用する場合を含む。）の文部科学省令で定める基準

は、次のとおりとする。

一 寄託契約において、寄託先美術館の設置者が寄託先美術館

において寄託を受けた登録有形文化財を適切に公開する旨の

定めがあること。

二 寄託契約が五年以上の期間にわたって有効であること。

三 寄託契約において、登録有形文化財の所有者が解約の申入

れをすることができない旨の定めがあること。

（登録有形文化財の価格の評価）

第十三条 文化庁長官は、認定登録有形文化財保存活用計画（法

第六十七条の二第四項の認定（法第六十七条の三第一項の変

更の認定を含む。）を受けた登録有形文化財保存活用計画をい

う。第三項において同じ。）に記載された登録有形文化財につ

いて相続又は遺贈があった場合において、当該相続又は遺贈

により当該登録有形文化財を取得した個人から申請があった

ときは、当該登録有形文化財の価格の評価を行うことができ

る。

２ 前項の申請は、同項の相続の開始の日の翌日から八月を経

過する日までに別記様式第七号による価格評価申請書を文化

庁長官に提出して行うものとする。

３ 前項の価格評価申請書には、当該申請に係る登録有形文化

財保存活用計画の認定に係る通知の写し及び当該認定登録有

形文化財保存活用計画の写しを添えるものとする。

４ 文化庁長官は、第一項の申請をした個人に対し、前項に規定

するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることがで

きる。

５ 文化庁長官は、第一項の申請をした個人に対し、当該申請に

係る登録有形文化財の価格の評価の結果を、別記様式第八号

の評価価格通知書により通知するものとする。

（認定を受けた登録有形文化財保存活用計画の軽微な変更）

第十四条 法第六十七条の三第一項の文部科学省令で定める軽

微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

一 登録有形文化財の所在の場所の変更（法第六十二条本文の

規定による届出を行わなければならないものに限る。）

二 計画期間の変更

三 登録有形文化財の現状変更（法第六十四条第一項の規定に

よる届出又は法第百七十九条第一項（第五号に係る部分に限

る。）若しくは第二項の規定による通知を行わなければならな

いものに限る。）に関する変更

四 登録有形文化財の公開を目的とする寄託契約に関する変更

五 前各号に掲げるもののほか、登録有形文化財の保存に影響

を及ぼすおそれのある変更

（現状変更の届出の特例の際の様式）

第十五条 法第六十七条の四の規定による届出をしようとする

者は、別記様式第九号による届出書を文化庁長官に提出しな

ければならない。

第三節 重要無形文化財保存活用計画

（重要無形文化財保存活用計画の認定の申請）
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第十六条 法第七十六条の二第一項の規定による重要無形文化

財の保存及び活用に関する計画（以下「重要無形文化財保存活

用計画」という。）の認定の申請をしようとする者は、別記様

式第十号による申請書を文化庁長官に提出しなければならな

い。

（重要無形文化財保存活用計画の記載事項）

第十七条 法第七十六条の二第二項第四号の文部科学省令で定

める事項は、次に掲げるものとする。

一 重要無形文化財保存活用計画の名称

二 重要無形文化財の指定年月日

三 その他参考となるべき事項

（認定を受けた重要無形文化財保存活用計画の軽微な変更）

第十八条 法第七十六条の三第一項の文部科学省令で定める軽

微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

一 計画期間の変更

二 重要無形文化財の保持者について、その保持する重要無形

文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたこと又は死

亡したことに伴う変更

三 重要無形文化財の保持団体が解散（消滅を含む。）したこと

に伴う変更

四 前三号に掲げるもののほか、重要無形文化財の保存に影響

を及ぼすおそれのある変更

第四節 登録無形文化財保存活用計画

（登録無形文化財保存活用計画の認定の申請）

第十九条 法第七十六条の十三第一項の規定による登録無形文

化財の保存及び活用に関する計画（以下「登録無形文化財保存

活用計画」という。）の認定の申請をしようとする者は、別記

様式第十一号による申請書を文化庁長官に提出しなければな

らない。

（登録無形文化財保存活用計画の記載事項）

第二十条 法第七十六条の十三第二項第四号の文部科学省令で

定める事項は、次に掲げるものとする。

一 登録無形文化財保存活用計画の名称

二 登録無形文化財の登録年月日

三 その他参考となるべき事項

（認定を受けた登録無形文化財保存活用計画の軽微な変更）

第二十一条 法第七十六条の十四第一項の文部科学省令で定め

る軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

一 計画期間の変更

二 登録無形文化財の保持者について、その保持する登録無形

文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたこと又は死

亡したことに伴う変更

三 登録無形文化財の保持団体が解散（消滅を含む。）したこと

に伴う変更

四 前三号に掲げるもののほか、登録無形文化財の保存に影響

を及ぼすおそれのある変更

第五節 重要有形民俗文化財保存活用計画

（重要有形民俗文化財保存活用計画の認定の申請）

第二十二条 法第八十五条の二第一項（法第百七十四条の二第

一項において準用する場合を含む。）の規定による重要有形民

俗文化財の保存及び活用に関する計画（以下「重要有形民俗文

化財保存活用計画」という。）の認定の申請をしようとする者

は、別記様式第十二号による申請書を文化庁長官に提出しな

ければならない。

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えな

ければならない。

一 重要有形民俗文化財保存活用計画に法第八十五条の二第三

項（法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。

第二十四条第二項において同じ。）に規定する事項を記載して

いる場合には、次に掲げる書類、図面及び写真

イ 現状変更等の設計仕様書、設計図又は計画書

ロ 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

ハ 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料がある

ときは、その資料

ニ 申請者が管理団体であるときは、所有者の意見書

ホ 管理責任者がある場合は、その意見書

二 その他参考となるべき書類、図面又は写真

（添付書類等の記載事項等の変更）

第二十三条 前条第二項の書類、図面若しくは写真に記載し、又

は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化

庁長官にその旨を届け出なければならない。

（重要有形民俗文化財保存活用計画の記載事項）

第二十四条 法第八十五条の二第二項第四号（法第百七十四条

の二第一項において準用する場合を含む。）の文部科学省令で

定める事項は、次に掲げるものとする。

一 重要有形民俗文化財保存活用計画の名称

二 重要有形民俗文化財の員数

三 重要有形民俗文化財の指定年月日及び指定書の番号

四 重要有形民俗文化財の所有者の氏名又は名称及び住所

五 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

六 申請者が管理団体であるときは、その名称及び事務所の所

在地

七 その他参考となるべき事項

２ 重要有形民俗文化財保存活用計画に法第八十五条の二第三

項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記

載するものとする。

一 現状変更等を必要とする理由

二 現状変更等の内容及び実施の方法

三 現状変更等のために所在の場所を変更するときは、変更後

の所在の場所並びに現状変更等の終了後復すべき所在の場所及

びその時期

四 現状変更等の着手及び終了の予定時期

（重要有形民俗文化財保存活用計画の認定の基準）

第二十五条 法第八十五条の二第四項第四号（法第八十五条の

四（法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。

第二十七条において同じ。）において読み替えて準用する法第

五十三条の三第二項及び第百七十四条の二第一項において準

用する場合を含む。）の文部科学省令で定める基準は、次のと

おりとする。

一 現状変更等の内容及び実施の方法が明らかであること。

二 重要有形民俗文化財の滅失又は毀損のおそれがないこと。

三 重要有形民俗文化財の価値を著しく減じるおそれがないこ

と（前号に掲げるものを除く。）。

（現状変更等の届出の特例の際の様式）
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第十六条 法第七十六条の二第一項の規定による重要無形文化

財の保存及び活用に関する計画（以下「重要無形文化財保存活

用計画」という。）の認定の申請をしようとする者は、別記様

式第十号による申請書を文化庁長官に提出しなければならな

い。

（重要無形文化財保存活用計画の記載事項）

第十七条 法第七十六条の二第二項第四号の文部科学省令で定

める事項は、次に掲げるものとする。

一 重要無形文化財保存活用計画の名称

二 重要無形文化財の指定年月日

三 その他参考となるべき事項

（認定を受けた重要無形文化財保存活用計画の軽微な変更）

第十八条 法第七十六条の三第一項の文部科学省令で定める軽

微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

一 計画期間の変更

二 重要無形文化財の保持者について、その保持する重要無形

文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたこと又は死

亡したことに伴う変更

三 重要無形文化財の保持団体が解散（消滅を含む。）したこと

に伴う変更

四 前三号に掲げるもののほか、重要無形文化財の保存に影響

を及ぼすおそれのある変更

第四節 登録無形文化財保存活用計画

（登録無形文化財保存活用計画の認定の申請）

第十九条 法第七十六条の十三第一項の規定による登録無形文

化財の保存及び活用に関する計画（以下「登録無形文化財保存

活用計画」という。）の認定の申請をしようとする者は、別記

様式第十一号による申請書を文化庁長官に提出しなければな

らない。

（登録無形文化財保存活用計画の記載事項）

第二十条 法第七十六条の十三第二項第四号の文部科学省令で

定める事項は、次に掲げるものとする。

一 登録無形文化財保存活用計画の名称

二 登録無形文化財の登録年月日

三 その他参考となるべき事項

（認定を受けた登録無形文化財保存活用計画の軽微な変更）

第二十一条 法第七十六条の十四第一項の文部科学省令で定め

る軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

一 計画期間の変更

二 登録無形文化財の保持者について、その保持する登録無形

文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたこと又は死

亡したことに伴う変更

三 登録無形文化財の保持団体が解散（消滅を含む。）したこと

に伴う変更

四 前三号に掲げるもののほか、登録無形文化財の保存に影響

を及ぼすおそれのある変更

第五節 重要有形民俗文化財保存活用計画

（重要有形民俗文化財保存活用計画の認定の申請）

第二十二条 法第八十五条の二第一項（法第百七十四条の二第

一項において準用する場合を含む。）の規定による重要有形民

俗文化財の保存及び活用に関する計画（以下「重要有形民俗文

化財保存活用計画」という。）の認定の申請をしようとする者

は、別記様式第十二号による申請書を文化庁長官に提出しな

ければならない。

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えな

ければならない。

一 重要有形民俗文化財保存活用計画に法第八十五条の二第三

項（法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。

第二十四条第二項において同じ。）に規定する事項を記載して

いる場合には、次に掲げる書類、図面及び写真

イ 現状変更等の設計仕様書、設計図又は計画書

ロ 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

ハ 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料がある

ときは、その資料

ニ 申請者が管理団体であるときは、所有者の意見書

ホ 管理責任者がある場合は、その意見書

二 その他参考となるべき書類、図面又は写真

（添付書類等の記載事項等の変更）

第二十三条 前条第二項の書類、図面若しくは写真に記載し、又

は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化

庁長官にその旨を届け出なければならない。

（重要有形民俗文化財保存活用計画の記載事項）

第二十四条 法第八十五条の二第二項第四号（法第百七十四条

の二第一項において準用する場合を含む。）の文部科学省令で

定める事項は、次に掲げるものとする。

一 重要有形民俗文化財保存活用計画の名称

二 重要有形民俗文化財の員数

三 重要有形民俗文化財の指定年月日及び指定書の番号

四 重要有形民俗文化財の所有者の氏名又は名称及び住所

五 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

六 申請者が管理団体であるときは、その名称及び事務所の所

在地

七 その他参考となるべき事項

２ 重要有形民俗文化財保存活用計画に法第八十五条の二第三

項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記

載するものとする。

一 現状変更等を必要とする理由

二 現状変更等の内容及び実施の方法

三 現状変更等のために所在の場所を変更するときは、変更後

の所在の場所並びに現状変更等の終了後復すべき所在の場所及

びその時期

四 現状変更等の着手及び終了の予定時期

（重要有形民俗文化財保存活用計画の認定の基準）

第二十五条 法第八十五条の二第四項第四号（法第八十五条の

四（法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。

第二十七条において同じ。）において読み替えて準用する法第

五十三条の三第二項及び第百七十四条の二第一項において準

用する場合を含む。）の文部科学省令で定める基準は、次のと

おりとする。

一 現状変更等の内容及び実施の方法が明らかであること。

二 重要有形民俗文化財の滅失又は毀損のおそれがないこと。

三 重要有形民俗文化財の価値を著しく減じるおそれがないこ

と（前号に掲げるものを除く。）。

（現状変更等の届出の特例の際の様式）

第二十六条 法第八十五条の三（法第百七十四条の二第一項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による届出をしようとす

る者は、別記様式第十三号による届出書を文化庁長官に提出

しなければならない。

（認定を受けた重要有形民俗文化財保存活用計画の軽微な変更）

第二十七条 法第八十五条の四において準用する法第五十三条

の三第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げ

る変更以外の変更とする。

一 重要有形民俗文化財の所有者又は所在の場所の変更（所在

の場所の変更については、法第八十条及び第百七十二条第五

項において準用する法第三十四条本文の規定による届出を行

わなければならないものに限る。）

二 計画期間の変更

三 重要有形民俗文化財の現状変更等（法第八十一条第一項の

規定による届出又は法第百六十七条第一項（第六号に係る部

分に限る。）の規定による通知を行わなければならないものに

限る。）に関する変更

四 前三号に掲げるもののほか、重要有形民俗文化財の保存に

影響を及ぼすおそれのある変更

第六節 重要無形民俗文化財保存活用計画

（重要無形民俗文化財保存活用計画の認定の申請）

第二十八条 法第八十九条の二第一項の規定による重要無形民

俗文化財の保存及び活用に関する計画（以下「重要無形民俗文

化財保存活用計画」という。）の認定の申請をしようとする者

は、別記様式第十四号による申請書を文化庁長官に提出しな

ければならない。

（重要無形民俗文化財保存活用計画の記載事項）

第二十九条 法第八十九条の二第二項第四号の文部科学省令で

定める事項は、次に掲げるものとする。

一 重要無形民俗文化財保存活用計画の名称

二 重要無形民俗文化財の指定年月日

三 重要無形民俗文化財に係る保存地方公共団体等の名称

四 その他参考となるべき事項

（認定を受けた重要無形民俗文化財保存活用計画の軽微な変更）

第三十条 法第八十九条の三において準用する法第七十六条の

三第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる

変更以外の変更とする。

一 計画期間の変更

二 重要無形民俗文化財に係る保存地方公共団体等の解散（消

滅を含む。）に伴う変更

三 前二号に掲げるもののほか、重要無形民俗文化財の保存に

影響を及ぼすおそれのある変更

第七節 登録有形民俗文化財保存活用計画

（登録有形民俗文化財保存活用計画の認定の申請）

第三十一条 法第九十条の二第一項の規定による登録有形民俗

文化財の保存及び活用に関する計画（以下「登録有形民俗文化

財保存活用計画」という。）の認定の申請をしようとする者は、

別記様式第十五号による申請書を文化庁長官に提出しなけれ

ばならない。

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えな

ければならない。

一 登録有形民俗文化財保存活用計画に法第九十条の二第三項

に規定する事項を記載している場合には、次に掲げる書類、図

面及び写真

イ 現状変更の設計仕様書、設計図又は計画書

ロ 現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図

ハ 申請者が管理団体であるときは、所有者の意見書

ニ 管理責任者がある場合は、その意見書

二 その他参考となるべき書類、図面又は写真

（添付書類等の記載事項等の変更）

第三十二条 前条第二項の書類、図面若しくは写真に記載し、又

は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化

庁長官にその旨を届け出なければならない。

（登録有形民俗文化財保存活用計画の記載事項）

第三十三条 法第九十条の二第二項第四号の文部科学省令で定

める事項は、次に掲げるものとする。

一 登録有形民俗文化財保存活用計画の名称

二 登録有形民俗文化財の員数

三 登録有形民俗文化財の登録年月日及び登録番号

四 登録有形民俗文化財の所有者の氏名又は名称及び住所

五 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

六 申請者が管理団体であるときは、その名称及び事務所の所

在地

七 その他参考となるべき事項

２ 登録有形民俗文化財保存活用計画に法第九十条の二第三項

に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載

するものとする。

一 現状変更を必要とする理由

二 現状変更の内容及び実施の方法

三 現状変更のために所在の場所を変更するときは、変更後の

所在の場所並びに現状変更の終了後復すべき所在の場所及び

その時期

四 現状変更の着手及び終了の予定時期

（登録有形民俗文化財保存活用計画の認定の基準）

第三十四条 法第九十条の二第四項第四号（法第九十条の四に

おいて読み替えて準用する法第六十七条の三第二項において

準用する場合を含む。）の文部科学省令で定める基準は、次の

とおりとする。

一 現状変更の内容及び実施の方法が明らかであること。

二 登録有形民俗文化財の滅失又は毀損のおそれがないこと。

三 登録有形民俗文化財の価値を著しく減じるおそれがないこ

と（前号に掲げるものを除く。）。

（現状変更の届出の特例の際の様式）

第三十五条 法第九十条の三の規定による届出をしようとする

者は、別記様式第十六号による届出書を文化庁長官に提出し

なければならない。

（認定を受けた登録有形民俗文化財保存活用計画の軽微な変更）

第三十六条 法第九十条の四において準用する法第六十七条の

三第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる

変更以外の変更とする。

一 登録有形民俗文化財の所在の場所の変更（法第九十条第三

項において準用する法第六十二条本文の規定による届出を行

わなければならないものに限る。）

二 計画期間の変更
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三 登録有形民俗文化財の現状変更（法第九十条第三項におい

て準用する法第六十四条第一項の規定による届出又は法第百

七十九条第一項（第五号に係る部分に限る。）若しくは第二項

の規定による通知を行わなければならないものに限る。）に関

する変更

四 前三号に掲げるもののほか、登録有形民俗文化財の保存に

影響を及ぼすおそれのある変更

第八節 登録無形民俗文化財保存活用計画

（登録無形民俗文化財保存活用計画の認定の申請）

第三十七条 法第九十条の十第一項の規定による登録無形民俗

文化財の保存及び活用に関する計画（以下「登録無形民俗文化

財保存活用計画」という。）の認定の申請をしようとする者は、

別記様式第十七号による申請書を文化庁長官に提出しなけれ

ばならない。

（登録無形民俗文化財保存活用計画の記載事項）

第三十八条 法第九十条の十第二項第四号の文部科学省令で定

める事項は、次に掲げるものとする。

一 登録無形民俗文化財保存活用計画の名称

二 登録無形民俗文化財の登録年月日

三 登録無形民俗文化財に係る保存地方公共団体等の名称

四 その他参考となるべき事項

（認定を受けた登録無形民俗文化財保存活用計画の軽微な変更）

第三十九条 法第九十条の十一において準用する法第七十六条

の十四第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲

げる変更以外の変更とする。

一 計画期間の変更

二 登録無形民俗文化財に係る保存地方公共団体等の解散（消

滅を含む。）に伴う変更

三 前二号に掲げるもののほか、登録無形民俗文化財の保存に

影響を及ぼすおそれのある変更

第九節 史跡名勝天然記念物保存活用計画

（史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定の申請）

第四十条 法第百二十九条の二第一項（法第百七十四条の二第

一項において準用する場合を含む。）の規定による史跡名勝天

然記念物（特別史跡名勝天然記念物を含む。以下同じ。）の保

存及び活用に関する計画（以下「史跡名勝天然記念物保存活用

計画」という。）の認定の申請をしようとする者は、別記様式

第十八号による申請書を文化庁長官に提出しなければならな

い。

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えな

ければならない。

一 史跡名勝天然記念物保存活用計画に法第百二十九条の二第

三項（法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含

む。第四十二条第二項において同じ。）に規定する事項を記載

している場合には、次に掲げる書類、図面及び写真

イ 現状変更等の設計仕様書及び設計図又は計画書

ロ 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料がある

ときは、その資料

ハ 申請者が管理団体であるときは、現状変更等に係る工事そ

の他の行為が行われる土地の所有者の承諾書

ニ 申請者が権原に基づく占有者（現状変更等に係る工事その

他の行為が行われる土地に係るものに限る。）以外の者である

ときは、権原に基づく占有者の承諾書

ホ 管理団体がある場合において、申請者が所有者であるとき

は、管理団体の意見書

ヘ 管理責任者がある場合は、その意見書

二 その他参考となるべき書類、図面又は写真

（添付書類等の記載事項等の変更）

第四十一条 前条第二項の書類、図面若しくは写真に記載し、又

は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化

庁長官にその旨を届け出なければならない。

（史跡名勝天然記念物保存活用計画の記載事項）

第四十二条 法第百二十九条の二第二項第四号（法第百七十四

条の二第一項において準用する場合を含む。）の文部科学省令

で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 史跡名勝天然記念物保存活用計画の名称

二 史跡名勝天然記念物の指定年月日

三 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

四 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

五 その他参考となるべき事項

２ 史跡名勝天然記念物保存活用計画に法第百二十九条の二第

三項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項を

記載するものとする。

一 史跡名勝天然記念物の現状変更等に係る基準（申請者が定

める史跡名勝天然記念物の適切な保存のために必要な現状変

更等の行為者、態様、頻度、規模、区域、期間その他の現状変

更等の内容及び実施の方法に関する基準をいう。次条第一号

において同じ。）

二 現状変更等を必要とする理由

三 現状変更等の内容及び実施の方法

四 現状変更等により生ずる物件の滅失又は毀損、景観の変化

その他現状変更等が史跡名勝天然記念物に及ぼす影響に関す

る事項

（史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定の基準）

第四十三条 法第百二十九条の二第四項第四号（法第百二十九

条の三第二項（法第百七十四条の二第一項において準用する場

合を含む。） 及び第百七十四条の二第一項において準用する場

合を含む。）の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 史跡名勝天然記念物の現状変更等に係る基準が明確である

こと。

二 現状変更等の内容及び実施の方法が明らかであること。

三 史跡名勝天然記念物の滅失、毀損又は衰亡が著しいものと

なるおそれがないこと。

四 史跡名勝天然記念物の価値を著しく減じるおそれがないこ

と（前号に掲げるものを除く。）。

五 史跡名勝天然記念物（動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含

む。）及び植物（自生地を含む。）に限る。）の生息環境又は生

態系に著しい影響を及ぼすおそれがないこと（前二号に掲げ

るものを除く。）。

（認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画の軽微な変更）

第四十四条 法第百二十九条の三第一項（法第百七十四条の二

第一項において準用する場合を含む。）の文部科学省令で定め

る軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

一 計画期間の変更
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三 登録有形民俗文化財の現状変更（法第九十条第三項におい

て準用する法第六十四条第一項の規定による届出又は法第百

七十九条第一項（第五号に係る部分に限る。）若しくは第二項

の規定による通知を行わなければならないものに限る。）に関

する変更

四 前三号に掲げるもののほか、登録有形民俗文化財の保存に

影響を及ぼすおそれのある変更

第八節 登録無形民俗文化財保存活用計画

（登録無形民俗文化財保存活用計画の認定の申請）

第三十七条 法第九十条の十第一項の規定による登録無形民俗

文化財の保存及び活用に関する計画（以下「登録無形民俗文化

財保存活用計画」という。）の認定の申請をしようとする者は、

別記様式第十七号による申請書を文化庁長官に提出しなけれ

ばならない。

（登録無形民俗文化財保存活用計画の記載事項）

第三十八条 法第九十条の十第二項第四号の文部科学省令で定

める事項は、次に掲げるものとする。

一 登録無形民俗文化財保存活用計画の名称

二 登録無形民俗文化財の登録年月日

三 登録無形民俗文化財に係る保存地方公共団体等の名称

四 その他参考となるべき事項

（認定を受けた登録無形民俗文化財保存活用計画の軽微な変更）

第三十九条 法第九十条の十一において準用する法第七十六条

の十四第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲

げる変更以外の変更とする。

一 計画期間の変更

二 登録無形民俗文化財に係る保存地方公共団体等の解散（消

滅を含む。）に伴う変更

三 前二号に掲げるもののほか、登録無形民俗文化財の保存に

影響を及ぼすおそれのある変更

第九節 史跡名勝天然記念物保存活用計画

（史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定の申請）

第四十条 法第百二十九条の二第一項（法第百七十四条の二第

一項において準用する場合を含む。）の規定による史跡名勝天

然記念物（特別史跡名勝天然記念物を含む。以下同じ。）の保

存及び活用に関する計画（以下「史跡名勝天然記念物保存活用

計画」という。）の認定の申請をしようとする者は、別記様式

第十八号による申請書を文化庁長官に提出しなければならな

い。

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えな

ければならない。

一 史跡名勝天然記念物保存活用計画に法第百二十九条の二第

三項（法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含

む。第四十二条第二項において同じ。）に規定する事項を記載

している場合には、次に掲げる書類、図面及び写真

イ 現状変更等の設計仕様書及び設計図又は計画書

ロ 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料がある

ときは、その資料

ハ 申請者が管理団体であるときは、現状変更等に係る工事そ

の他の行為が行われる土地の所有者の承諾書

ニ 申請者が権原に基づく占有者（現状変更等に係る工事その

他の行為が行われる土地に係るものに限る。）以外の者である

ときは、権原に基づく占有者の承諾書

ホ 管理団体がある場合において、申請者が所有者であるとき

は、管理団体の意見書

ヘ 管理責任者がある場合は、その意見書

二 その他参考となるべき書類、図面又は写真

（添付書類等の記載事項等の変更）

第四十一条 前条第二項の書類、図面若しくは写真に記載し、又

は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化

庁長官にその旨を届け出なければならない。

（史跡名勝天然記念物保存活用計画の記載事項）

第四十二条 法第百二十九条の二第二項第四号（法第百七十四

条の二第一項において準用する場合を含む。）の文部科学省令

で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 史跡名勝天然記念物保存活用計画の名称

二 史跡名勝天然記念物の指定年月日

三 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

四 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

五 その他参考となるべき事項

２ 史跡名勝天然記念物保存活用計画に法第百二十九条の二第

三項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項を

記載するものとする。

一 史跡名勝天然記念物の現状変更等に係る基準（申請者が定

める史跡名勝天然記念物の適切な保存のために必要な現状変

更等の行為者、態様、頻度、規模、区域、期間その他の現状変

更等の内容及び実施の方法に関する基準をいう。次条第一号

において同じ。）

二 現状変更等を必要とする理由

三 現状変更等の内容及び実施の方法

四 現状変更等により生ずる物件の滅失又は毀損、景観の変化

その他現状変更等が史跡名勝天然記念物に及ぼす影響に関す

る事項

（史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定の基準）

第四十三条 法第百二十九条の二第四項第四号（法第百二十九

条の三第二項（法第百七十四条の二第一項において準用する場

合を含む。） 及び第百七十四条の二第一項において準用する場

合を含む。）の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 史跡名勝天然記念物の現状変更等に係る基準が明確である

こと。

二 現状変更等の内容及び実施の方法が明らかであること。

三 史跡名勝天然記念物の滅失、毀損又は衰亡が著しいものと

なるおそれがないこと。

四 史跡名勝天然記念物の価値を著しく減じるおそれがないこ

と（前号に掲げるものを除く。）。

五 史跡名勝天然記念物（動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含

む。）及び植物（自生地を含む。）に限る。）の生息環境又は生

態系に著しい影響を及ぼすおそれがないこと（前二号に掲げ

るものを除く。）。

（認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画の軽微な変更）

第四十四条 法第百二十九条の三第一項（法第百七十四条の二

第一項において準用する場合を含む。）の文部科学省令で定め

る軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

一 計画期間の変更

二 史跡名勝天然記念物の現状変更等（法第百二十五条第一項

の許可を受けなければならないもの又は法第百六十八条第一

項（第一号に係る部分に限る。）若しくは第二項の規定による

同意を求めなければならないものに限る。）に関する変更

三 前二号に掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の保存に

影響を及ぼすおそれのある変更

（現状変更等の許可の特例の際の様式）

第四十五条 法第百二十九条の四（法第百七十四条の二第一項

において準用する場合を含む。）の規定による届出をしようと

する者は、別記様式第十九号による届出書を文化庁長官に提

出しなければならない。

２ 前項の届出書には、現状変更等の結果を示す写真又は見取

図を添えなければならない。

第十節 登録記念物保存活用計画

（登録記念物保存活用計画の認定の申請）

第四十六条 法第百三十三条の二第一項の規定による登録記念

物の保存及び活用に関する計画（以下「登録記念物保存活用計

画」という。）の認定の申請をしようとする者は、別記様式第

二十号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えな

ければならない。

一 登録記念物保存活用計画に法第百三十三条の二第三項に規

定する事項を記載している場合には、次に掲げる書類、図面及

び写真

イ 現状変更の設計仕様書及び設計図又は計画書

ロ 申請者が管理団体であるときは、現状変更に係る工事その

他の行為が行われる土地の所有者の意見書

ハ 申請者が権原に基づく占有者（現状変更に係る工事その他

の行為が行われる土地に係るものに限る。）以外の者であると

きは、権原に基づく占有者の意見書

ニ 管理団体がある場合において、申請者が所有者であるとき

は、管理団体の意見書

ホ 管理責任者がある場合は、その意見書

二 その他参考となるべき書類、図面又は写真

（添付書類等の記載事項等の変更）

第四十七条 前条第二項の書類、図面若しくは写真に記載し、又

は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化

庁長官にその旨を届け出なければならない。

（登録記念物保存活用計画の記載事項）

第四十八条 法第百三十三条の二第二項第四号の文部科学省令

で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 登録記念物保存活用計画の名称

二 登録記念物の登録年月日

三 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

四 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

五 その他参考となるべき事項

２ 登録記念物保存活用計画に法第百三十三条の二第三項に規

定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載する

ものとする。

一 現状変更を必要とする理由

二 現状変更の内容及び実施の方法

三 現状変更により生ずる物件の滅失又は毀損、景観の変化そ

の他現状変更が登録記念物に及ぼす影響に関する事項

（登録記念物保存活用計画の認定の基準）

第四十九条 法第百三十三条の二第四項第四号（法第百三十三

条の四において読み替えて準用する法第六十七条の三第二項

において準用する場合を含む。）の文部科学省令で定める基準

は、次のとおりとする。

一 現状変更の内容及び実施の方法が明らかであること。

二 登録記念物の滅失、毀損又は衰亡が著しいものとなるおそ

れがないこと。

三 登録記念物の価値を著しく減じるおそれがないこと（前号

に掲げるものを除く。）。

四 登録記念物（動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む。）及

び植物（自生地を含む。）に限る。）の生息環境又は生態系に著

しい影響を及ぼすおそれがないこと（前二号に掲げるものを

除く。）。

（現状変更の届出の特例の際の様式）

第五十条 法第百三十三条の三の規定による届出をしようとす

る者は、別記様式第二十一号による届出書を文化庁長官に提

出しなければならない。

（認定を受けた登録記念物保存活用計画の軽微な変更）

第五十一条 法第百三十三条の四において準用する法第六十七

条の三第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲

げる変更以外の変更とする。

一 計画期間の変更

二 登録記念物の現状変更（法第百三十三条において準用する

法第六十四条第一項の規定による届出又は法第百七十九条第

一項（第五号に係る部分に限る。）若しくは第二項の規定によ

る通知を行わなければならないものに限る。）に関する変更

三 前二号に掲げるもののほか、登録記念物の保存に影響を及

ぼすおそれのある変更

第十一節 国に関する特例

（重要文化財保存活用計画等の同意の求め）

第五十二条 法第百七十条の二第一項の規定による重要文化財

保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名

勝天然記念物保存活用計画の同意の求めには、それぞれ第一

条から第三条までの規定、第二十二条から第二十四条までの

規定又は第四十条から第四十二条までの規定を準用する。こ

の場合において、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「文

部科学大臣を通じ文化庁長官」と、第一条第一項中「別記様式

第一号」とあるのは「別記様式第二十二号」と、第二十二条第

一項中「別記様式第十二号」とあるのは「別記様式第二十三号」

と、第四十条第一項中「別記様式第十八号」とあるのは「別記

様式第二十四号」と読み替えるものとする。

（同意を得た重要文化財保存活用計画等の軽微な変更）

第五十三条 法第百七十条の二第二項の同意を得た重要文化財

保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名

勝天然記念物保存活用計画の法第百七十条の三第一項の文部

科学省令で定める軽微な変更については、それぞれ第六条、第

二十七条又は第四十四条の規定を準用する。

（現状変更等の通知等の特例の際の様式）

第五十四条 法第百七十条の二第二項の同意（法第百七十条の

三第一項の変更の同意を含む。）を得た重要文化財保存活用計
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画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念

物保存活用計画に記載された現状変更等が終了したときの法

第百七十条の四の規定による通知については、それぞれ第七

条、第二十六条又は第四十五条の規定を準用する。この場合に

おいて、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「文部科学

大臣を通じ文化庁長官」と、第七条第一項中「別記様式第四号」

とあるのは「別記様式第二十五号」と、第二十六条中「別記様

式第十三号」とあるのは「別記様式第二十六号」と、第四十五

条第一項中「別記様式第十九号」とあるのは「別記様式第二十

七号」と読み替えるものとする。

（修理の通知の特例の際の様式）

第五十五条 法第百七十条の五の規定による通知については、

第八条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中

「別記様式第五号」とあるのは「別記様式第二十八号」と、「文

化庁長官」とあるのは「文部科学大臣を通じ文化庁長官」と読

み替えるものとする。

（登録有形文化財保存活用計画等の同意の求め）

第五十六条 法第百七十九条の二第一項の規定による登録有形

文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は

登録記念物保存活用計画の同意の求めには、それぞれ第九条

から第十一条までの規定、第三十一条から第三十三条までの

規定又は第四十六条から第四十八条までの規定を準用する。

この場合において、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは

「文部科学大臣を通じ文化庁長官」と、第九条第一項中「別記

様式第六号」とあるのは「別記様式第二十九号」と、第三十一

条第一項中「別記様式第十五号」とあるのは「別記様式第三十

号」と、第四十六条第一項中「別記様式第二十号」とあるのは

「別記様式第三十一号」と読み替えるものとする。

（同意を得た登録有形文化財保存活用計画等の軽微な変更）

第五十七条 法第百七十九条の二第二項の同意を得た登録有形

文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は

登録記念物保存活用計画の法第百七十九条の三第一項の文部

科学省令で定める軽微な変更については、それぞれ第十四条、

第三十六条又は第五十一条の規定を準用する。

（現状変更の通知の特例の際の様式）

第五十八条 法第百七十九条の二第二項の同意（法第百七十九

条の三第一項の変更の同意を含む。）を得た登録有形文化財保

存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念

物保存活用計画に記載された現状変更が終了したときの法第

百七十九条の四の規定による通知については、それぞれ第十

五条、第三十五条又は第五十条の規定を準用する。この場合に

おいて、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「文部科学

大臣を通じ文化庁長官」と、第十五条中「別記様式第九号」と

あるのは「別記様式第三十二号」と、第三十五条中「別記様式

第十六号」とあるのは「別記様式第三十三号」と、第五十条中

「別記様式第二十一号」とあるのは「別記様式第三十四号」と

読み替えるものとする。

第二章 文化財保存活用地域計画の認定

（文化財保存活用地域計画の認定の申請）

第五十九条 法第百八十三条の三第一項の規定による市（特別

区を含む。以下同じ。）町村の区域における文化財の保存及び

活用に関する総合的な計画（以下「文化財保存活用地域計画」

という。）の認定の申請をしようとする市町村の教育委員会

（当該市町村が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方

公共団体（第六十二条第一項において単に「特定地方公共団体」

という。）である場合にあっては、当該市町村の長。次項及び

次条第三号において同じ。）は、別記様式第三十五号による申

請書を文化庁長官に提出しなければならない。

２ 文化財保存活用地域計画の実施に当たり法第百八十四条の

二第一項の規定に基づき市町村の教育委員会が行うこととす

る事務がある場合には、前項の申請書には、当該事務の実施体

制を記載した書類を添えなければならない。

（文化財保存活用地域計画の記載事項）

第六十条 法第百八十三条の三第二項第五号の文部科学省令で

定める事項は、次に掲げるものとする。

一 文化財保存活用地域計画の名称

二 文化財保存活用地域計画に係る事務の実施体制

三 文化財保存活用地域計画の実施に当たり法第百八十四条の

二第一項の規定に基づき市町村の教育委員会が行うこととす

る事務がある場合には、当該事務の内容

四 その他参考となるべき事項

（認定を受けた文化財保存活用地域計画の軽微な変更）

第六十一条 法第百八十三条の四第一項の文部科学省令で定め

る軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

一 計画期間の変更

二 市町村の区域内に存する文化財の保存に影響を及ぼすおそ

れのある変更

三 前二号に掲げるもののほか、文化財保存活用地域計画の実

施に支障が生じるおそれのある変更

（文化財の登録の提案）

第六十二条 法第百八十三条の五第一項の規定により文化財の

登録の提案を行おうとする認定市町村（法第百八十三条の三

第五項の認定を受けた市町村をいう。以下この項及び第六十

四条において同じ。）の教育委員会（当該認定市町村が特定地

方公共団体である場合にあっては、当該認定市町村の長。第六

十四条において同じ。）は、次に掲げる事項を記載した提案書

を文部科学大臣に提出しなければならない。

一 提案に係る文化財の名称

二 提案に係る文化財が有形文化財又は有形の民俗文化財であ

るときは、その員数

三 提案に係る文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記

念物であるときは、その所在の場所又は所在地

四 提案に係る文化財の所有者等（当該文化財が有形文化財、有

形の民俗文化財又は記念物であるときはその所有者、無形文

化財であるときは保持者又は保持団体となるべき者、無形の

民俗文化財であるときは保存地方公共団体等となるべき者を

いう。以下同じ。）の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在

地

五 提案に係る文化財が建造物であるときは、その構造、形式及

び大きさ並びに建設の年代又は時代

六 提案に係る文化財が建造物以外の有形文化財であるときは、

その寸法、重量、材質その他の特徴

七 提案の理由

八 提案に係る文化財が該当すると思料する文部科学大臣が定
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画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念

物保存活用計画に記載された現状変更等が終了したときの法

第百七十条の四の規定による通知については、それぞれ第七

条、第二十六条又は第四十五条の規定を準用する。この場合に

おいて、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「文部科学

大臣を通じ文化庁長官」と、第七条第一項中「別記様式第四号」

とあるのは「別記様式第二十五号」と、第二十六条中「別記様

式第十三号」とあるのは「別記様式第二十六号」と、第四十五

条第一項中「別記様式第十九号」とあるのは「別記様式第二十

七号」と読み替えるものとする。

（修理の通知の特例の際の様式）

第五十五条 法第百七十条の五の規定による通知については、

第八条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中

「別記様式第五号」とあるのは「別記様式第二十八号」と、「文

化庁長官」とあるのは「文部科学大臣を通じ文化庁長官」と読

み替えるものとする。

（登録有形文化財保存活用計画等の同意の求め）

第五十六条 法第百七十九条の二第一項の規定による登録有形

文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は

登録記念物保存活用計画の同意の求めには、それぞれ第九条

から第十一条までの規定、第三十一条から第三十三条までの

規定又は第四十六条から第四十八条までの規定を準用する。

この場合において、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは

「文部科学大臣を通じ文化庁長官」と、第九条第一項中「別記

様式第六号」とあるのは「別記様式第二十九号」と、第三十一

条第一項中「別記様式第十五号」とあるのは「別記様式第三十

号」と、第四十六条第一項中「別記様式第二十号」とあるのは

「別記様式第三十一号」と読み替えるものとする。

（同意を得た登録有形文化財保存活用計画等の軽微な変更）

第五十七条 法第百七十九条の二第二項の同意を得た登録有形

文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は

登録記念物保存活用計画の法第百七十九条の三第一項の文部

科学省令で定める軽微な変更については、それぞれ第十四条、

第三十六条又は第五十一条の規定を準用する。

（現状変更の通知の特例の際の様式）

第五十八条 法第百七十九条の二第二項の同意（法第百七十九

条の三第一項の変更の同意を含む。）を得た登録有形文化財保

存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念

物保存活用計画に記載された現状変更が終了したときの法第

百七十九条の四の規定による通知については、それぞれ第十

五条、第三十五条又は第五十条の規定を準用する。この場合に

おいて、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「文部科学

大臣を通じ文化庁長官」と、第十五条中「別記様式第九号」と

あるのは「別記様式第三十二号」と、第三十五条中「別記様式

第十六号」とあるのは「別記様式第三十三号」と、第五十条中

「別記様式第二十一号」とあるのは「別記様式第三十四号」と

読み替えるものとする。

第二章 文化財保存活用地域計画の認定

（文化財保存活用地域計画の認定の申請）

第五十九条 法第百八十三条の三第一項の規定による市（特別

区を含む。以下同じ。）町村の区域における文化財の保存及び

活用に関する総合的な計画（以下「文化財保存活用地域計画」

という。）の認定の申請をしようとする市町村の教育委員会

（当該市町村が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方

公共団体（第六十二条第一項において単に「特定地方公共団体」

という。）である場合にあっては、当該市町村の長。次項及び

次条第三号において同じ。）は、別記様式第三十五号による申

請書を文化庁長官に提出しなければならない。

２ 文化財保存活用地域計画の実施に当たり法第百八十四条の

二第一項の規定に基づき市町村の教育委員会が行うこととす

る事務がある場合には、前項の申請書には、当該事務の実施体

制を記載した書類を添えなければならない。

（文化財保存活用地域計画の記載事項）

第六十条 法第百八十三条の三第二項第五号の文部科学省令で

定める事項は、次に掲げるものとする。

一 文化財保存活用地域計画の名称

二 文化財保存活用地域計画に係る事務の実施体制

三 文化財保存活用地域計画の実施に当たり法第百八十四条の

二第一項の規定に基づき市町村の教育委員会が行うこととす

る事務がある場合には、当該事務の内容

四 その他参考となるべき事項

（認定を受けた文化財保存活用地域計画の軽微な変更）

第六十一条 法第百八十三条の四第一項の文部科学省令で定め

る軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

一 計画期間の変更

二 市町村の区域内に存する文化財の保存に影響を及ぼすおそ

れのある変更

三 前二号に掲げるもののほか、文化財保存活用地域計画の実

施に支障が生じるおそれのある変更

（文化財の登録の提案）

第六十二条 法第百八十三条の五第一項の規定により文化財の

登録の提案を行おうとする認定市町村（法第百八十三条の三

第五項の認定を受けた市町村をいう。以下この項及び第六十

四条において同じ。）の教育委員会（当該認定市町村が特定地

方公共団体である場合にあっては、当該認定市町村の長。第六

十四条において同じ。）は、次に掲げる事項を記載した提案書

を文部科学大臣に提出しなければならない。

一 提案に係る文化財の名称

二 提案に係る文化財が有形文化財又は有形の民俗文化財であ

るときは、その員数

三 提案に係る文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記

念物であるときは、その所在の場所又は所在地

四 提案に係る文化財の所有者等（当該文化財が有形文化財、有

形の民俗文化財又は記念物であるときはその所有者、無形文

化財であるときは保持者又は保持団体となるべき者、無形の

民俗文化財であるときは保存地方公共団体等となるべき者を

いう。以下同じ。）の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在

地

五 提案に係る文化財が建造物であるときは、その構造、形式及

び大きさ並びに建設の年代又は時代

六 提案に係る文化財が建造物以外の有形文化財であるときは、

その寸法、重量、材質その他の特徴

七 提案の理由

八 提案に係る文化財が該当すると思料する文部科学大臣が定

める文化財登録原簿に文化財を登録する場合の基準及び当該

基準に該当するものであることを示す当該文化財の特徴及び

評価

九 その他参考となるべき事項

２ 前項の提案書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えな

ければならない。

一 提案に係る文化財が有形文化財、有形の民俗文化財又は記

念物であるときは、その写真

二 提案に係る文化財が建造物であるときは、その敷地及び位

置並びに当該敷地周辺の状況を示す図面（通常望見できる外

観の範囲を表示したものに限る。）

三 提案に係る文化財が記念物であるときは、その土地の範囲

を示す図面

四 提案者が所有者等以外の者であるときは、所有者等の意見

書

五 その他参考となるべき書類、図面又は写真

第三章 文化財保存活用支援団体の指定

（文化財保存活用支援団体として指定することができる法人に

準ずる団体）

第六十三条 法第百九十二条の二第一項の文部科学省令で定め

る団体は、法人でない団体であって、事務所の所在地、構成員

の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項そ

の他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約

その他これに準ずるものを有しているものとする。

（文化財保存活用支援団体による文化財の登録の提案の要請）

第六十四条 法第百九十二条の六第二項の規定により文化財の

登録の提案をするよう要請しようとする文化財保存活用支援

団体は、次に掲げる事項を記載した書類を認定市町村の教育

委員会に提出しなければならない。

一 提案をするよう要請する文化財の名称

二 提案をするよう要請する文化財が有形文化財又は有形の民

俗文化財であるときは、その員数

三 提案をするよう要請する文化財が有形文化財、有形の民俗

文化財又は記念物であるときは、その所在の場所又は所在地

四 提案をするよう要請する文化財の所有者等の氏名又は名称

及び住所又は事務所の所在地

五 提案の要請の理由

六 その他参考となるべき事項

附 則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則 （令和三年六月一一日文部科学省令第三二号）

（施行期日）

１ この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律附則第一

項本文に掲げる規定の施行の日（令和三年六月十四日）から施

行する。

（経過措置）

２ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式

（次項において「旧様式」という。）により使用されている書

類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

３ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、

当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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○重要美術品等ノ保存ニ関スル法律

(昭和八年四月一日法律第四十三号)

廃止：昭和二十五年五月三十日法律第二百十四号

文化財保護法（昭和二十五年五月三十日法律第二百十四号）

附則第四条の規定により、なおその効力を有する

第一条 歴史上又ハ美術上特ニ重要ナル価値アリト認メラルル

物件(国宝ヲ除ク)ヲ輸出又ハ移出セントスル者ハ主務大臣ノ

許可ヲ受クベシ但シ現存者ノ製作ニ係ルモノ、製作後五十年

ヲ経ザルモノ及輸入後一年ヲ経ザルモノハ此ノ限ニ在ラズ

第二条 前条ノ規定ニ依リ其ノ輸出又ハ移出ニ付許可ヲ要スル

物件ハ主務大臣之ヲ認定シ其ノ旨ヲ官報ヲ以テ告示シ且当該

物件ノ所有者ニ通知スベシ

② 前項ノ規定ニ依リ認定ノ告示アリタルトキハ売買、交換又

ハ贈与ノ目的ヲ以テ当該物件ノ寄託ヲ受ケタル占有者ハ其ノ

認定アリタルコトヲ知リタルモノト推定ス

第三条 主務大臣第一条ノ規定ニ依リ許可ノ申請アリタル場合

ニ於テ許可ヲ為サザルトキハ許可申請ノ日ヨリ一年ヨリ長カ

ラザル期間内ニ当該物件ヲ国宝保存法第一条ノ規定ニ依リテ

国宝トシテ指定シ又ハ前条ノ規定ニ依ル認定ヲ取消スベシ

第四条 認定、其ノ取消及第二条ノ規定ニ依ル認定物件ノ所有

者ニ付変更アリタル場合ノ届出ニ関スル事項ハ命令ヲ以テ之

ヲ定ム

第五条 主務大臣ノ許可ナクシテ第二条ノ規定ニ依ル認定物件

ヲ輸出又ハ移出シタル者ハ三年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円

以下ノ罰金ニ処ス

附 則

本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

２．文化財保護法関係

47

時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付する

ことにより行うものとする。

５ 重要文化財の所有者又は管理団体が、第一項の規定による

貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の

規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた

場合（政令で定める場合を除く。）における前項の規定の適用

については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われた

ものとみなす。

６ 国が第一項の規定により無利子貸付金の貸付けを行う場合

においては、第三十五条第二項中「交付する」とあるのは「貸

し付ける」と、「補助の」とあるのは「貸付けの」と、「管理

又は修理」とあるのは「管理」と、同条第三項中「交付する」

とあるのは「貸し付ける」と、「管理又は修理」とあるのは「管

理」として、これらの規定を適用する。

附 則 （令和三年四月二三日法律第二二号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内

において政令で定める日から施行する。ただし、第五十七条

第二項ただし書の改正規定、第百八十二条の改正規定及び同

条の次に一条を加える改正規定は、令和四年四月一日から施

行する。
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（関係法令の廃止）

第二条 左に掲げる法律、勅令及び政令は、廃止する。

国宝保存法（昭和四年法律第十七号）

重要美術品等の保存に関する法律（昭和八年法律第四十三号）

史跡名勝天然紀念物保存法（大正八年法律第四十四号）

国宝保存法施行令（昭和四年勅令第二百十号）

史跡名勝天然紀念物保存法施行令（大正八年勅令第四百九十九

号）

国宝保存会官制（昭和四年勅令第二百十一号）

重要美術品等調査審議会令（昭和二十四年政令第二百五十一号）

史跡名勝天然記念物調査会令（昭和二十四年政令第二百五十二

号）

（法令廃止に伴う経過規定）

第三条 この法律施行前に行つた国宝保存法第一条の規定によ

る国宝の指定（同法第十一条第一項の規定により解除された

場合を除く。）は、第二十七条第一項の規定による重要文化財

の指定とみなし、同法第三条又は第四条の規定による許可は、

第四十三条又は第四十四条の規定による許可とみなす。

２ この法律施行前の国宝の滅失又はき損並びにこの法律施行

前に行つた国宝保存法第七条第一項の規定による命令及び同

法第十五条前段の規定により交付した補助金については、同

法第七条から第十条まで、第十五条後段及び第二十四条の規

定は、なおその効力を有する。この場合において同法第九条

第二項中「主務大臣」とあるのは、「文化財保護委員会」と読

み替えるものとする。

３ この法律施行前にした行為の処罰については、国宝保存法

は、第六条及び第二十三条の規定を除くほか、なおその効力

を有する。

４ この法律施行の際現に国宝保存法第一条の規定による国宝

を所有している者は、委員会規則の定める事項を記載した書

面をもつて、この法律施行後三箇月以内に委員会に届け出な

ければならない。

５ 前項の規定による届出があつたときは、委員会は、当該所

有者に第二十八条に規定する重要文化財の指定書を交付しな

ければならない。

６ 第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出を

した者は、五千円以下の過料に処する。

７ この法律施行の際現に国宝保存法第一条の規定による国宝

で国の所有に属するものを管理する各省各庁の長は、委員会

規則の定める事項を記載した書面をもつて、この法律施行後

三箇月以内に委員会に通知しなければならない。ただし、委

員会規則で定める場合は、この限りでない。

８ 前項の規定による通知があつたときは、委員会は、当該各

省各庁の長に第二十八条に規定する重要文化財の指定書を交

付するものとする。

第四条 この法律施行の際現に重要美術品等の保存に関する法

律第二条第一項の規定により認定されている物件については、

同法は当分の間、なおその効力を有する。この場合において、

同法の施行に関する事務は、文化庁長官が行うものとし、同

法中「国宝」とあるのは、「文化財保護法ノ規定ニ依ル重要文

化財」と、「主務大臣」とあるのは、「文化庁長官」と、「当該

物件ヲ国宝保存法第一条ノ規定ニ依リテ国宝トシテ指定シ又

ハ前条」とあるのは、「前条」と読み替えるものとする。

２ 文化審議会は、当分の間、文化庁長官の諮問に応じて重要

美術品等の保存に関する法律第二条第一項の規定による認定

の取消しに関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と

認める事項を文化庁長官に建議する。

３ 重要美術品等の保存に関する法律の施行に関しては、当分

の間、第百八十八条の規定を準用する。

第五条 この法律施行前に行つた史跡名勝天然紀念物保存法第

一条第一項の規定による指定（解除された場合を除く。）は、

第百九条第一項の規定による指定、同法第一条第二項の規定

による仮指定（解除された場合を除く。）は、第百十条第一項

の規定による仮指定とみなし、同法第三条の規定による許可

は、第百二十五条第一項の規定による許可とみなす。

２ この法律施行前に行つた史跡名勝天然紀念物保存法第四条

第一項の規定による命令又は処分については、同法第四条及

び史跡名勝天然紀念物保存法施行令第四条の規定は、なおそ

の効力を有する。この場合において同令第四条中「文部大臣」

とあるのは、「文化財保護委員会」と読み替えるものとする。

３ この法律施行前にした行為の処罰については、史跡名勝天

然紀念物保存法は、なおその効力を有する。

（従前の国立博物館）

第六条 法律（これに基づく命令を含む。）に特別の定めのある

場合を除くほか、従前の国立博物館及びその職員（美術研究

所及びこれに所属する職員を除く。）は、この法律に基づく国

立博物館及びその職員となり、従前の国立博物館附置の美術

研究所及びこれに所属する職員は、この法律に基づく研究所

及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

２ この法律に基づく東京国立文化財研究所は、従前の国立博

物館附置の美術研究所の所掌した調査研究と同一のものにつ

いては、「美術研究所」の名称を用いることができる。

（国の無利子貸付け等）

第七条 国は、当分の間、重要文化財の所有者又は管理団体に

対し、第三十五条第一項の規定により国がその経費について

補助することができる重要文化財の管理で日本電信電話株式

会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に

関する特別措置法（昭和六十二年法律第八十六号）第二条第

一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部

を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができ

る。

２ 前項の国の貸付金の償還期間は、五年（二年以内の据置期

間を含む。）以内で政令で定める期間とする。

３ 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償

還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、

政令で定める。

４ 国は、第一項の規定により重要文化財の所有者又は管理団

体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である

重要文化財の管理について、当該貸付金に相当する金額の補

助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還
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昭和二十九年十二月二十五日文化財保護委員会告示第五十七号 一部廃止 

昭和三十年五月二十五日文化財保護委員会告示第二十九号 改正 

昭和五十年十一月二十日文部省告示第百五十三号 改正 

平成七年三月六日文部省告示第二十四号 改正

平成八年二月九日文部省告示第六号 改正 

平成八年十月二十八日文部省告示第百八十五号 改正(行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を

改正する法律(昭和四十三年法律第九十九号)附則第三項参照) 

絵画、彫刻の部 

重要文化財 

一 各時代の遺品のうち製作優秀で我が国の文化史上貴重なもの 

二 我が国の絵画・彫刻史上特に意義のある資料となるもの 

三 題材、品質、形状又は技法等の点で顕著な特異性を示すもの 

四 特殊な作者、流派又は地方様式等を代表する顕著なもの 

五 渡来品で我が国の文化にとつて特に意義のあるもの 

国宝 

重要文化財のうち製作が極めて優れ、かつ、文化史的意義の特に深いもの 

工芸品の部 

重要文化財 

一 各時代の遺品のうち製作が特に優秀なもの 

二 我が国の工芸史上又は文化史上特に貴重なもの 

三 形態、品質、技法又は用途等が特異で意義の深いもの 

四 渡来品で我が国の工芸史上に意義深く、密接な関連を有するもの 

国宝 

重要文化財のうち製作が極めて優れ、かつ、文化史的意義の特に深いもの 

書跡、典籍の部 

重要文化財 

一 書跡類は、宸翰、和漢名家筆跡、古筆、墨跡、法帖等で、我が国の書道史上の代表と認められるもの又

は我が国の文化史上貴重なもの 

二 典籍類のうち写本類は、和書、漢籍、仏典及び洋書の原本又はこれに準ずる写本で我が国の文化史上貴

重なもの 

三 典籍類のうち版本類は、印刷史上の代表で我が国の文化史上貴重なもの 

四 書跡類、典籍類で歴史的又は系統的にまとまつて伝存し、学術的価値の高いもの 

五 渡来品で我が国の文化にとつて特に意義のあるもの 

国宝 

重要文化財のうち学術的価値の特に高いもの又は我が国の文化史上特に貴重なもの 

古文書の部 

重要文化財 

一 古文書類は、我が国の歴史上重要と認められるもの 

二 日記、記録類(絵図、系図類を含む。)は、その原本又はこれに準ずる写本で我が国の文化史上貴重なも

の 

三 木簡、印章、金石文等は、記録性が高く、学術上重要と認められるもの 

四 古文書類、日記、記録類等で歴史的又は系統的にまとまつて伝存し、学術的価値の高いもの 

五 渡来品で我が国の歴史上特に意義のあるもの 

○国宝及び重要文化財指定基準

（昭和二十六年五月十日文化財保護委員会告示第二号） 
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国宝 

重要文化財のうち学術的価値が特に高く、かつ、歴史上特に意義の深いもの 

考古資料の部

重要文化財 

一 土器、石器、木器、骨角牙器、玉その他縄文時代及びそれ以前の遺物で学術的価値の特に高いもの

二 銅鐸、銅剣、銅鉾その他弥生時代の遺物で学術的価値の特に高いもの 

三 古墳の出土品その他古墳時代の遺物で学術的価値の特に高いもの 

四 宮殿、官衙・寺院跡、墓、経塚等の出土品その他飛鳥・奈良時代以後の遺物で学術的価値の特に高いも

の 

五 渡来品で我が国の歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の特に高いもの 

国宝 

重要文化財のうち学術的価値が極めて高く、かつ、代表的なもの 

歴史資料の部

重要文化財 

一 政治、経済、社会、文化、科学技術等我が国の歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品のうち

学術的価値の特に高いもの 

二 我が国の歴史上重要な人物に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの 

三 我が国の歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で歴史的又は系統的にまとまつて伝存し、学術的価値

の高いもの 

四 渡来品で我が国の歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の特に高いもの 

国宝 

重要文化財のうち学術的価値が極めて高く、かつ、歴史上極めて意義の深いもの 

建造物の部 

重要文化財 

建築物、土木構造物及びその他の工作物のうち、次の各号の一に該当し、かつ、各時代又は類型の典型とな

るもの 

(一) 意匠的に優秀なもの

(二) 技術的に優秀なもの

(三) 歴史的価値の高いもの

(四) 学術的価値の高いもの

(五) 流派的又は地方的特色において顕著なもの

国宝 

重要文化財のうち極めて優秀で、かつ、文化史的意義の特に深いもの 
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令和四年三月二十九日文部科学省告示第五十号 改正 

建造物以外の部 

建築物以外の有形文化財(重要文化財及び文化財保護法第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が

行っているものを除く。)のうち、歴史的若しくは系統的にまとまって伝存したもの又は系統的若しくは網羅的 

に収集されたものであり、かつ、次の各号のいづれかに該当するもの。 

一 文化史的意義を有するもの 

二 学術的価値を有するもの 

三 歴史上の意義を有するもの 

建造物の部 

建築物、土木構造物及びその他の工作物(重要文化財及び文化財保護法第百八十二条第二項に規定する指定を地

方公共団体が行っているものを除く。) のうち、原則として建設後五十年を経過し、かつ、次の各号のいずれか

に該当するもの 

一 国土の歴史的景観に寄与しているもの 

二 造形の規範となっているもの 

三 再現することが容易でないもの 

○登録有形文化財登録基準

（平成十七年三月二十八日文部科学省告示第四十四号） 
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昭和五十年十一月二十日文部省告示第百五十四号 改正(行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を 

改正する法律(昭和四十三年法律第九十九号)附則第三項参照) 改正 

第一 重要無形文化財の指定基準 

〔芸能関係〕 

一 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち次の各号の一に該当するもの 

(一)  芸術上特に価値の高いもの

(二) 芸能史上特に重要な地位を占めるもの

(三) 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的特色が顕著なもの

二 前項の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの 

〔工芸技術関係〕 

陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術のうち次の各号の一に該当するもの 

(一)  芸術上特に価値の高いもの

(二) 工芸史上特に重要な地位を占めるもの

(三) 芸術上価値が高く、又は工芸史上重要な地位を占め、かつ、地方的特色が顕著なもの

第二 重要無形文化財の保持者又は保持団体の認定基準 

〔芸能関係〕

保持者 

一 重要無形文化財に指定される芸能又は芸能の技法(以下単に「芸能又は技法」という。)を高度に体現でき

る者 

二 芸能又は技法を正しく体得し、かつ、これに精通している者 

三 二人以上の者が一体となつて芸能又は技法を高度に体現している場合において、これらの者が構成してい

る団体の構成員 

保持団体 

芸能又は技法の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該芸能又は技法を保持する者が多数いる場合において、こ

れらの者が主たる構成員となつている団体 

〔工芸技術関係〕

保持者 

一 重要無形文化財に指定される工芸技術(以下単に「工芸技術」という。)を高度に体得している者

二 工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者 

三 二人以上の者が共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合において、これらの者が構成して

いる団体の構成員 

保持団体 

工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該工芸技術を保持する者が多数いる場合において、これらの者

が主たる構成員となつている団体 

○重要無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定の基準

（昭和二十九年十二月二十五日文化財保護委員会告示第五十五号） 
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令和三年九月一日文部科学省告示第千五百十五号 改正 

第一 登録無形文化財の登録基準 

〔芸能関係〕 

保存及び活用のための措置が特に必要な演劇、音楽、舞踊その他の芸能（重要無形文化財及び文化財保護法（昭

和二十五年法律第二百十四号）第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。）

のうち、次の各号のいずれかに該当するもの 

一 芸術上の価値の高いもの 

二 芸能史上の意義を有するもの 

三 芸能の成立又は変遷の過程を示すもの 

〔工芸技術関係〕 

保存及び活用のための措置が特に必要な陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術（重要無形文化財及び文化

財保護法第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。）のうち、次の各号のい

ずれかに該当するもの 

一 芸術上の価値の高いもの 

二 工芸史上の意義を有するもの 

三 工芸技術の成立又は変遷の過程を示すもの 

〔生活文化関係〕 

保存及び活用のための措置が特に必要な生活文化（文化芸術基本法（平成十三年法律第百四十八号）第十二条

に規定する生活文化のうち無形の文化的所産をいう。以下同じ。）（文化財保護法第百八十二条第二項に規定す

る指定を地方公共団体が行っているものを除く。）のうち、次の各号のいずれかに該当するもの 

一 芸術上の価値の高いもの 

二 生活文化に係る歴史上の意義を有するもの

三 生活文化の成立又は変遷の過程を示すもの 

第二 登録無形文化財の保持者又は保持団体の認定基準 

〔芸能関係〕

保持者 

登録無形文化財に登録される芸能（以下単に「芸能」という。）を体得し、かつ、これに精通している者

保持団体 

芸能を体得し、かつ、これに精通している者が主たる構成員となっている団体 

〔工芸技術関係〕

保持者 

登録無形文化財に登録される工芸技術（以下単に「工芸技術」という。）を体得し、かつ、これに精通している

者 

保持団体 

工芸技術を体得し、かつ、これに精通している者が主たる構成員となっている団体 

（生活文化関係）

保持者 

登録無形文化財に登録される生活文化を体得し、かつ、これに精通している者

保持団体 

登録無形文化財に登録される生活文化を体得し、かつ、これに精通している者が主たる構成員となっている団

体 

○登録無形文化財の登録並びに保持者及び保持団体の認定の基準

（令和三年六月十四日文部科学省告示第九十号） 
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○重要無形民俗文化財指定基準

（昭和五十年十一月二十日文部省告示第百五十六号） 

昭和五十年十一月二十日文部省告示第百五十五号 改正 

平成十七年三月二十八日文部科学省告示第四十二号 改正 

一 次に掲げる有形の民俗文化財のうちその形様、制作技法、用法等において我が国民の基盤的な生活文化の特

色を示すもので典型的なもの 

(一) 衣食住に用いられるもの 例えば、衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等

(二) 生産、生業に用いられるもの 例えば、農具、漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等

(三) 交通、運輸、通信に用いられるもの 例えば、運搬具、舟車、飛脚用具、関所等

(四) 交易に用いられるもの 例えば、計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等

(五) 社会生活に用いられるもの 例えば、贈答用具、警防用具、刑罰用具、若者宿等

(六) 信仰に用いられるもの 例えば、祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠等

(七) 民俗知識に関して用いられるもの 例えば、暦類、卜占用具、医療具、教育施設等

(八) 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの 例えば、衣装、道具、楽器、面、人形、玩具 舞台等

(九) 人の一生に関して用いられるもの 例えば、産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等

(十) 年中行事に用いられるもの 例えば、正月用具、節供用具、盆用具等

二 前項各号に掲げる有形の民俗文化財の収集でその目的、内容等が次の各号のいずれかに該当し、特に重要な

もの 

(一) 歴史的変遷を示すもの

(二) 時代的特色を示すもの

(三) 地域的特色を示すもの

(四) 技術的特色を示すもの

(五) 生活様式の特色を示すもの

(六) 職能の様相を示すもの

三 我が国民以外の人々に係る前二項に規定する有形の民俗文化財又はその収集で、我が国民の生活文化との関

連上特に重要なもの 

平成十七年三月二十八日文部科学省告示第四十三号 改正 

一 風俗慣習のうち次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの 

(一) 由来、内容等において我が国民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(二) 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの

二 民俗芸能のうち次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの 

(一) 芸能の発生又は成立を示すもの

(二) 芸能の変遷の過程を示すもの

(三) 地域的特色を示すもの

三 民俗技術のうち次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの 

(一) 技術の発生又は成立を示すもの

(二) 技術の変遷の過程を示すもの

(三) 地域的特色を示すもの

○重要有形民俗文化財指定基準

（昭和二十九年十二月二十五日文化財保護委員会告示第五十八号） 
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○登録無形民俗文化財登録基準 

（令和三年六月十四日文部科学省告示第九十一号） 

有形の民俗文化財（重要有形民俗文化財及び文化財保護法第１８２条第２項に規定する指定を地方公共団体が

行っているものを除く。）うち、次の各号のいずれかに該当するもの 

一 形態、製作技法、用法等において我が国民の生活文化の特色を示すもので典型的なもの 

二 有形の民俗文化財の収集であって、その目的、内容等が歴史的変遷、時代的特色、地域的特色、技術的特色、生

活様式の特色又は職能の様相を示すもの 

三 我が国民以外の人々に係る有形の民俗文化財又はその収集であって、我が国民の生活文化との関連を示すも

ののうち重要なもの 

保存及び活用の措置が特に必要な風俗慣習、民俗芸能又は民俗技術（重要無形民俗文化財及び文化財保護法第

百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。）のうち、次の各号のいずれかに該当

するもの 

一 基盤的な生活文化の特色を有するもの 

二 発生若しくは成立又は変遷の過程を示すもの

三 地域的特色を示すもの 

四 時代の特徴をよく伝えているもの 

○登録有形民俗文化財登録基準 

（平成十七年三月二十八日文部科学省告示第四十五号） 
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3．国指定文化財の指定等基準 

○特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準 

（昭和二十六年文化財保護委員会告示第二号） 

昭和三十年五月二十五日文化財保護委員会告示第二十九号  改正 

平成七年三月六日文部省告示第二十四号 改正  

史跡 

左に掲げるもののうち我が国の歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、

出土遺物等において学術上価値あるもの 

一 貝塚、集落跡、古墳、その他この類の遺跡 

二 都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡 

三 社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡 

四 学校、研究施設、文化施設その他教育・学術・文化に関する遺跡 

五 医療・福祉施設、生活関連施設その他社会・生活に関する遺跡 

六 交通・通信施設、治山・治水施設、生産施設その他経済・生産活動に関する遺跡 

七 墳墓及び碑 

八 旧宅、園池その他特に由緒のある地域の類 

九 外国及び外国人に関する遺跡 

特別史跡 

史跡のうち学術上の価値が特に高く、我が国文化の象徴たるもの 

名勝 

左に掲げるもののうち我が国の優れた国土美として欠くことができないものであつて、その自然的なものにお

いては、風致景観の優秀なもの、名所的あるいは学術的価値の高いもの、人文的なものにおいては、芸術的ある

いは学術的価値の高いもの 

一 公園、庭園 

二 橋梁、築堤 

三 花樹、花草、紅葉、緑樹などの叢生する場所 

四 鳥獣、魚虫など棲息する場所 

五 岩石、洞穴 

六 峡谷、瀑布、溪流、深淵 

七 湖沼、湿原、浮島、湧泉 

八 砂丘、砂嘴、海浜、島嶼

九　火山、温泉

十 山岳、丘陵、高原、平原、河川 

十一 展望地点 

特別名勝 

名勝のうち価値が特に高いもの 

天然記念物 

左に掲げる動物植物及び地質鉱物のうち学術上貴重で、我が国の自然を記念するもの 

一 動物 

(一) 日本特有の動物で著名なもの及びその棲息地 

(二) 特有の産ではないが、日本著名の動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地

(三) 自然環境における特有の動物又は動物群聚

(四) 日本に特有な畜養動物

(五) 家畜以外の動物で海外より我が国に移植され現時野性の状態にある著名なもの及びその棲息地

(六) 特に貴重な動物の標本 

二 植物 

(一) 名木、巨樹、老樹、畸形木、栽培植物の原木、並木、社叢 
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○登録有形民俗文化財登録基準

（平成十七年三月二十八日文部科学省告示第四十五号）

有形の民俗文化財（重要有形民俗文化財及び文化財保護法第１８２条第２項に規定する指定を地方公共団体が

行っているものを除く。）うち、次の各号のいずれかに該当するもの

一 形態、製作技法、用法等において我が国民の生活文化の特色を示すもので典型的なもの

二 有形の民俗文化財の収集であって、その目的、内容等が歴史的変遷、時代的特色、地域的特色、技術的特色、

生活様式の特色又は職能の様相を示すもの

三 我が国民以外の人々に係る有形の民俗文化財又はその収集であって、我が国民の生活文化との関連を示すも

ののうち重要なもの

○登録無形民俗文化財登録基準

（令和三年六月十四日文部科学省告示第九十一号）

保存及び活用の措置が特に必要な風俗慣習、民俗芸能又は民俗技術（重要無形民俗文化財及び文化財保護法第

百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。）のうち、次の各号のいずれかに該当

するもの

一 基盤的な生活文化の特色を有するもの

二 発生若しくは成立又は変遷の過程を示すもの

三 地域的特色を示すもの

四 時代の特徴をよく伝えているもの

３．国指定文化財の指定等基準

62 

○重要無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定の基準 

（文化財保護委員会告示第五十五号） 

昭和五十年十一月二十日文部省告示第百五十四号 改正(行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を

改正する法律(昭和四十三年法律第九十九号)附則第三項参照)  改正

第一 重要無形文化財の指定基準

〔芸能関係〕

一 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち次の各号の一に該当するもの

(一) 芸術上特に価値の高いもの

(二) 芸能史上特に重要な地位を占めるもの

(三) 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的特色が顕著なもの

二 前項の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの

〔工芸技術関係〕

陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術のうち次の各号の一に該当するもの

(一) 芸術上特に価値の高いもの

(二) 工芸史上特に重要な地位を占めるもの

(三) 芸術上価値が高く、又は工芸史上重要な地位を占め、かつ、地方的特色が顕著なもの

第二 重要無形文化財の保持者又は保持団体の認定基準

〔芸能関係〕

保持者

一 重要無形文化財に指定される芸能又は芸能の技法(以下単に「芸能又は技法」という。)を高度に体現でき

る者

二 芸能又は技法を正しく体得し、かつ、これに精通している者

三 二人以上の者が一体となつて芸能又は技法を高度に体現している場合において、これらの者が構成してい

る団体の構成員

保持団体

芸能又は技法の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該芸能又は技法を保持する者が多数いる場合において、こ

れらの者が主たる構成員となつている団体

〔工芸技術関係〕

保持者

一 重要無形文化財に指定される工芸技術(以下単に「工芸技術」という。)を高度に体得している者

二 工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者

三 二人以上の者が共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合において、これらの者が構成して

いる団体の構成員

保持団体

工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該工芸技術を保持する者が多数いる場合において、これらの者

が主たる構成員となつている団体

3．国指定文化財の指定等基準 
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○重要有形民俗文化財指定基準 

（文化財保護委員会告示第五十八号） 

昭和五十年十一月二十日文部省告示第百五十五号 改正 

平成十七年三月二十八日文部科学省告示第四十二号 改正 

一 次に掲げる有形の民俗文化財のうちその形様、制作技法、用法等において我が国民の基盤的な生活文化の特

色を示すもので典型的なもの 

(一) 衣食住に用いられるもの 例えば、衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等 

(二) 生産、生業に用いられるもの 例えば、農具、漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等 

(三) 交通、運輸、通信に用いられるもの 例えば、運搬具、舟車、飛脚用具、関所等 

(四) 交易に用いられるもの 例えば、計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等 

(五) 社会生活に用いられるもの 例えば、贈答用具、警防用具、刑罰用具、若者宿等 

(六) 信仰に用いられるもの 例えば、祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠等 

(七) 民俗知識に関して用いられるもの 例えば、暦類、卜占用具、医療具、教育施設等 

(八) 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの 例えば、衣装、道具、楽器、面、人形、玩具 舞台等 

(九) 人の一生に関して用いられるもの 例えば、産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等 

(十) 年中行事に用いられるもの 例えば、正月用具、節供用具、盆用具等 

二 前項各号に掲げる有形の民俗文化財の収集でその目的、内容等が次の各号のいずれかに該当し、特に重要な

もの 

(一) 歴史的変遷を示すもの 

(二) 時代的特色を示すもの 

(三) 地域的特色を示すもの 

(四) 技術的特色を示すもの 

(五) 生活様式の特色を示すもの 

(六) 職能の様相を示すもの 

三 我が国民以外の人々に係る前二項に規定する有形の民俗文化財又はその収集で、我が国民の生活文化との関

連上特に重要なもの 

○重要無形民俗文化財指定基準 

（文部省告示第百五十六号） 

平成十七年三月二十八日文部科学省告示第四十三号 改正 

一 風俗慣習のうち次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの 

(一) 由来、内容等において我が国民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの 

(二) 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの 

二 民俗芸能のうち次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの 

(一) 芸能の発生又は成立を示すもの 

(二) 芸能の変遷の過程を示すもの 

(三) 地域的特色を示すもの 

三 民俗技術のうち次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの 

(一) 技術の発生又は成立を示すもの 

(二) 技術の変遷の過程を示すもの 

(三) 地域的特色を示すもの 
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○特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準 

（昭和二十六年文化財保護委員会告示第二号） 

昭和三十年五月二十五日文化財保護委員会告示第二十九号 改正 

平成七年三月六日文部省告示第二十四号 改正 

史跡 

左に掲げるもののうち我が国の歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、

出土遺物等において学術上価値あるもの 

一 貝塚、集落跡、古墳、その他この類の遺跡 

二 都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡 

三 社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡 

四 学校、研究施設、文化施設その他教育・学術・文化に関する遺跡 

五 医療・福祉施設、生活関連施設その他社会・生活に関する遺跡 

六 交通・通信施設、治山・治水施設、生産施設その他経済・生産活動に関する遺跡 

七 墳墓及び碑 

八 旧宅、園池その他特に由緒のある地域の類 

九 外国及び外国人に関する遺跡 

特別史跡 

史跡のうち学術上の価値が特に高く、我が国文化の象徴たるもの 

名勝 

左に掲げるもののうち我が国の優れた国土美として欠くことができないものであつて、その自然的なものにお

いては、風致景観の優秀なもの、名所的あるいは学術的価値の高いもの、人文的なものにおいては、芸術的ある

いは学術的価値の高いもの 

一 公園、庭園 

二 橋梁、築堤 

三 花樹、花草、紅葉、緑樹などの叢生する場所 

四 鳥獣、魚虫など棲息する場所 

五 岩石、洞穴 

六 峡谷、瀑布、溪流、深淵 

七 湖沼、湿原、浮島、湧泉 

八 砂丘、砂嘴、海浜、島嶼 

九 火山、温泉 

十 山岳、丘陵、高原、平原、河川 

十一 展望地点 

特別名勝 

名勝のうち価値が特に高いもの 

天然記念物 

左に掲げる動物植物及び地質鉱物のうち学術上貴重で、我が国の自然を記念するもの 

一 動物 

(一) 日本特有の動物で著名なもの及びその棲息地 

(二) 特有の産ではないが、日本著名の動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地 

(三) 自然環境における特有の動物又は動物群聚 

(四) 日本に特有な畜養動物 

(五) 家畜以外の動物で海外より我が国に移植され現時野性の状態にある著名なもの及びその棲息地 

(六) 特に貴重な動物の標本 

二 植物 

(一) 名木、巨樹、老樹、畸形木、栽培植物の原木、並木、社叢 
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○登録有形民俗文化財登録基準

（平成十七年三月二十八日文部科学省告示第四十五号）

有形の民俗文化財（重要有形民俗文化財及び文化財保護法第１８２条第２項に規定する指定を地方公共団体が

行っているものを除く。）うち、次の各号のいずれかに該当するもの

一 形態、製作技法、用法等において我が国民の生活文化の特色を示すもので典型的なもの

二 有形の民俗文化財の収集であって、その目的、内容等が歴史的変遷、時代的特色、地域的特色、技術的特色、

生活様式の特色又は職能の様相を示すもの

三 我が国民以外の人々に係る有形の民俗文化財又はその収集であって、我が国民の生活文化との関連を示すも

ののうち重要なもの

○登録無形民俗文化財登録基準

（令和三年六月十四日文部科学省告示第九十一号）

保存及び活用の措置が特に必要な風俗慣習、民俗芸能又は民俗技術（重要無形民俗文化財及び文化財保護法第

百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。）のうち、次の各号のいずれかに該当

するもの

一 基盤的な生活文化の特色を有するもの

二 発生若しくは成立又は変遷の過程を示すもの

三 地域的特色を示すもの

四 時代の特徴をよく伝えているもの
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○重要無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定の基準 

（文化財保護委員会告示第五十五号） 

昭和五十年十一月二十日文部省告示第百五十四号 改正(行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を

改正する法律(昭和四十三年法律第九十九号)附則第三項参照)  改正

第一 重要無形文化財の指定基準

〔芸能関係〕

一 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち次の各号の一に該当するもの

(一) 芸術上特に価値の高いもの

(二) 芸能史上特に重要な地位を占めるもの

(三) 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的特色が顕著なもの

二 前項の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの

〔工芸技術関係〕

陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術のうち次の各号の一に該当するもの

(一) 芸術上特に価値の高いもの

(二) 工芸史上特に重要な地位を占めるもの

(三) 芸術上価値が高く、又は工芸史上重要な地位を占め、かつ、地方的特色が顕著なもの

第二 重要無形文化財の保持者又は保持団体の認定基準

〔芸能関係〕

保持者

一 重要無形文化財に指定される芸能又は芸能の技法(以下単に「芸能又は技法」という。)を高度に体現でき

る者

二 芸能又は技法を正しく体得し、かつ、これに精通している者

三 二人以上の者が一体となつて芸能又は技法を高度に体現している場合において、これらの者が構成してい

る団体の構成員

保持団体

芸能又は技法の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該芸能又は技法を保持する者が多数いる場合において、こ

れらの者が主たる構成員となつている団体

〔工芸技術関係〕

保持者

一 重要無形文化財に指定される工芸技術(以下単に「工芸技術」という。)を高度に体得している者

二 工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者

三 二人以上の者が共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合において、これらの者が構成して

いる団体の構成員

保持団体

工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該工芸技術を保持する者が多数いる場合において、これらの者

が主たる構成員となつている団体
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○重要有形民俗文化財指定基準 

（文化財保護委員会告示第五十八号） 

昭和五十年十一月二十日文部省告示第百五十五号 改正 

平成十七年三月二十八日文部科学省告示第四十二号 改正 

一 次に掲げる有形の民俗文化財のうちその形様、制作技法、用法等において我が国民の基盤的な生活文化の特

色を示すもので典型的なもの 

(一) 衣食住に用いられるもの 例えば、衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等 

(二) 生産、生業に用いられるもの 例えば、農具、漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等 

(三) 交通、運輸、通信に用いられるもの 例えば、運搬具、舟車、飛脚用具、関所等 

(四) 交易に用いられるもの 例えば、計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等 

(五) 社会生活に用いられるもの 例えば、贈答用具、警防用具、刑罰用具、若者宿等 

(六) 信仰に用いられるもの 例えば、祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠等 

(七) 民俗知識に関して用いられるもの 例えば、暦類、卜占用具、医療具、教育施設等 

(八) 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの 例えば、衣装、道具、楽器、面、人形、玩具 舞台等 

(九) 人の一生に関して用いられるもの 例えば、産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等 

(十) 年中行事に用いられるもの 例えば、正月用具、節供用具、盆用具等 

二 前項各号に掲げる有形の民俗文化財の収集でその目的、内容等が次の各号のいずれかに該当し、特に重要な

もの 

(一) 歴史的変遷を示すもの 

(二) 時代的特色を示すもの 

(三) 地域的特色を示すもの 

(四) 技術的特色を示すもの 

(五) 生活様式の特色を示すもの 

(六) 職能の様相を示すもの 

三 我が国民以外の人々に係る前二項に規定する有形の民俗文化財又はその収集で、我が国民の生活文化との関

連上特に重要なもの 

○重要無形民俗文化財指定基準 

（文部省告示第百五十六号） 

平成十七年三月二十八日文部科学省告示第四十三号 改正 

一 風俗慣習のうち次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの 

(一) 由来、内容等において我が国民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの 

(二) 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの 

二 民俗芸能のうち次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの 

(一) 芸能の発生又は成立を示すもの 

(二) 芸能の変遷の過程を示すもの 

(三) 地域的特色を示すもの 

三 民俗技術のうち次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの 

(一) 技術の発生又は成立を示すもの 

(二) 技術の変遷の過程を示すもの 

(三) 地域的特色を示すもの 

３．国指定文化財の指定等基準

(二) 代表的原始林、稀有の森林植物相

(三) 代表的高山植物帯、特殊岩石地植物群落

(四) 代表的な原野植物群落 

(五) 海岸及び沙地植物群落の代表的なもの 

(六) 泥炭形成植物の発生する地域の代表的なもの 

(七) 洞穴に自生する植物群落

(八) 池泉、温泉、湖沼、河、海等の珍奇な水草類、藻類、蘚苔類、微生物等の生ずる地域

(九) 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木

(十) 著しい植物分布の限界地 

(十一) 著しい栽培植物の自生地

(十二) 珍奇又は絶滅に瀕した植物の自生地

三 地質鉱物 

(一) 岩石、鉱物及び化石の産出状態 

(二) 地層の整合及び不整合

(三) 地層の褶曲及び衝上

(四) 生物の働きによる地質現象 

(五) 地震断層など地塊運動に関する現象

(六) 洞穴 

(七) 岩石の組織 

(八) 温泉並びにその沈澱物

(九) 風化並びに侵蝕に関する現象 

(十) 硫気孔及び火山活動によるもの 

(十一) 氷雪霜の営力による現象 

(十二) 特に貴重な岩石、鉱物及び化石の標本 

四 保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の区域(天然保護区域) 

特別天然記念物 

天然記念物のうち世界的に又国家的に価値が特に高いもの 
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○重要無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定の基準 

（文化財保護委員会告示第五十五号） 

昭和五十年十一月二十日文部省告示第百五十四号 改正(行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を

改正する法律(昭和四十三年法律第九十九号)附則第三項参照)  改正

第一 重要無形文化財の指定基準

〔芸能関係〕

一 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち次の各号の一に該当するもの

(一) 芸術上特に価値の高いもの

(二) 芸能史上特に重要な地位を占めるもの

(三) 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的特色が顕著なもの

二 前項の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの

〔工芸技術関係〕

陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術のうち次の各号の一に該当するもの

(一) 芸術上特に価値の高いもの

(二) 工芸史上特に重要な地位を占めるもの

(三) 芸術上価値が高く、又は工芸史上重要な地位を占め、かつ、地方的特色が顕著なもの

第二 重要無形文化財の保持者又は保持団体の認定基準

〔芸能関係〕

保持者

一 重要無形文化財に指定される芸能又は芸能の技法(以下単に「芸能又は技法」という。)を高度に体現でき

る者

二 芸能又は技法を正しく体得し、かつ、これに精通している者

三 二人以上の者が一体となつて芸能又は技法を高度に体現している場合において、これらの者が構成してい

る団体の構成員

保持団体

芸能又は技法の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該芸能又は技法を保持する者が多数いる場合において、こ

れらの者が主たる構成員となつている団体

〔工芸技術関係〕

保持者

一 重要無形文化財に指定される工芸技術(以下単に「工芸技術」という。)を高度に体得している者

二 工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者

三 二人以上の者が共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合において、これらの者が構成して

いる団体の構成員

保持団体

工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該工芸技術を保持する者が多数いる場合において、これらの者

が主たる構成員となつている団体
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○重要有形民俗文化財指定基準 

（文化財保護委員会告示第五十八号） 

昭和五十年十一月二十日文部省告示第百五十五号 改正 

平成十七年三月二十八日文部科学省告示第四十二号 改正 

一 次に掲げる有形の民俗文化財のうちその形様、制作技法、用法等において我が国民の基盤的な生活文化の特

色を示すもので典型的なもの 

(一) 衣食住に用いられるもの 例えば、衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等 

(二) 生産、生業に用いられるもの 例えば、農具、漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等 

(三) 交通、運輸、通信に用いられるもの 例えば、運搬具、舟車、飛脚用具、関所等 

(四) 交易に用いられるもの 例えば、計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等 

(五) 社会生活に用いられるもの 例えば、贈答用具、警防用具、刑罰用具、若者宿等 

(六) 信仰に用いられるもの 例えば、祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠等 

(七) 民俗知識に関して用いられるもの 例えば、暦類、卜占用具、医療具、教育施設等 

(八) 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの 例えば、衣装、道具、楽器、面、人形、玩具 舞台等 

(九) 人の一生に関して用いられるもの 例えば、産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等 

(十) 年中行事に用いられるもの 例えば、正月用具、節供用具、盆用具等 

二 前項各号に掲げる有形の民俗文化財の収集でその目的、内容等が次の各号のいずれかに該当し、特に重要な

もの 

(一) 歴史的変遷を示すもの 

(二) 時代的特色を示すもの 

(三) 地域的特色を示すもの 

(四) 技術的特色を示すもの 

(五) 生活様式の特色を示すもの 

(六) 職能の様相を示すもの 

三 我が国民以外の人々に係る前二項に規定する有形の民俗文化財又はその収集で、我が国民の生活文化との関

連上特に重要なもの 

○重要無形民俗文化財指定基準 

（文部省告示第百五十六号） 

平成十七年三月二十八日文部科学省告示第四十三号 改正 

一 風俗慣習のうち次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの 

(一) 由来、内容等において我が国民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの 

(二) 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの 

二 民俗芸能のうち次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの 

(一) 芸能の発生又は成立を示すもの 

(二) 芸能の変遷の過程を示すもの 

(三) 地域的特色を示すもの 

三 民俗技術のうち次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの 

(一) 技術の発生又は成立を示すもの 

(二) 技術の変遷の過程を示すもの 

(三) 地域的特色を示すもの 
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○登録記念物登録基準 

（平成十七年三月二十八日文部科学省告示第四十六号） 

 

遺跡関係  

政治、経済、文化、社会に関する遺跡その他の遺跡（史跡及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を

地方公共団体が行っているものを除く。）のうち、原則として近代までのものであり、かつ、次の各号いずれかに

該当するもの 

一 我が国の歴史を理解する上で重要なもの  

二 地域の歴史の特徴を表しているもの  

三 歴史上の人物等に関するもの  

 

名勝地関係  

公園、庭園その他の名勝地（名勝及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行ってい

るものを除く。）のうち、原則として人文的なものにあっては造成後50年を経過したもの又は自然的なものにあ

っては広く知られたものであり、かつ、次の各号いずれかに該当するもの 

一 造園文化の発展に寄与しているもの  

二 時代を特徴づける造形をよく遺しているもの  

三 再現することが容易でないもの

  

動物、植物及び地質鉱物関係 

動物、植物及び地質鉱物（天然記念物及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行っ

ているものを除く。）のうち、国土の成り立ち、自然の特徴又は人と自然の関わりを知る上で重要なものであり、

かつ、次の各号いずれかに該当するもの 

一 我が国において作り出された飼養動物及び飼育地 

二 我が国において作り出された栽培植物及び生育地  

三 動物、植物並びに岩石、鉱物及び化石の標本  

四 前三号に掲げるもの以外の地域独特の自然物又は自然現象 
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○重要無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定の基準 

（文化財保護委員会告示第五十五号） 

昭和五十年十一月二十日文部省告示第百五十四号 改正(行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を

改正する法律(昭和四十三年法律第九十九号)附則第三項参照)  改正

第一 重要無形文化財の指定基準

〔芸能関係〕

一 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち次の各号の一に該当するもの

(一) 芸術上特に価値の高いもの

(二) 芸能史上特に重要な地位を占めるもの

(三) 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的特色が顕著なもの

二 前項の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの

〔工芸技術関係〕

陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術のうち次の各号の一に該当するもの

(一) 芸術上特に価値の高いもの

(二) 工芸史上特に重要な地位を占めるもの

(三) 芸術上価値が高く、又は工芸史上重要な地位を占め、かつ、地方的特色が顕著なもの

第二 重要無形文化財の保持者又は保持団体の認定基準

〔芸能関係〕

保持者

一 重要無形文化財に指定される芸能又は芸能の技法(以下単に「芸能又は技法」という。)を高度に体現でき

る者

二 芸能又は技法を正しく体得し、かつ、これに精通している者

三 二人以上の者が一体となつて芸能又は技法を高度に体現している場合において、これらの者が構成してい

る団体の構成員

保持団体

芸能又は技法の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該芸能又は技法を保持する者が多数いる場合において、こ

れらの者が主たる構成員となつている団体

〔工芸技術関係〕

保持者

一 重要無形文化財に指定される工芸技術(以下単に「工芸技術」という。)を高度に体得している者

二 工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者

三 二人以上の者が共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合において、これらの者が構成して

いる団体の構成員

保持団体

工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該工芸技術を保持する者が多数いる場合において、これらの者

が主たる構成員となつている団体
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○重要有形民俗文化財指定基準 

（文化財保護委員会告示第五十八号） 

昭和五十年十一月二十日文部省告示第百五十五号 改正 

平成十七年三月二十八日文部科学省告示第四十二号 改正 

一 次に掲げる有形の民俗文化財のうちその形様、制作技法、用法等において我が国民の基盤的な生活文化の特

色を示すもので典型的なもの 

(一) 衣食住に用いられるもの 例えば、衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等 

(二) 生産、生業に用いられるもの 例えば、農具、漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等 

(三) 交通、運輸、通信に用いられるもの 例えば、運搬具、舟車、飛脚用具、関所等 

(四) 交易に用いられるもの 例えば、計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等 

(五) 社会生活に用いられるもの 例えば、贈答用具、警防用具、刑罰用具、若者宿等 

(六) 信仰に用いられるもの 例えば、祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠等 

(七) 民俗知識に関して用いられるもの 例えば、暦類、卜占用具、医療具、教育施設等 

(八) 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの 例えば、衣装、道具、楽器、面、人形、玩具 舞台等 

(九) 人の一生に関して用いられるもの 例えば、産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等 

(十) 年中行事に用いられるもの 例えば、正月用具、節供用具、盆用具等 

二 前項各号に掲げる有形の民俗文化財の収集でその目的、内容等が次の各号のいずれかに該当し、特に重要な

もの 

(一) 歴史的変遷を示すもの 

(二) 時代的特色を示すもの 

(三) 地域的特色を示すもの 

(四) 技術的特色を示すもの 

(五) 生活様式の特色を示すもの 

(六) 職能の様相を示すもの 

三 我が国民以外の人々に係る前二項に規定する有形の民俗文化財又はその収集で、我が国民の生活文化との関

連上特に重要なもの 

○重要無形民俗文化財指定基準 

（文部省告示第百五十六号） 

平成十七年三月二十八日文部科学省告示第四十三号 改正 

一 風俗慣習のうち次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの 

(一) 由来、内容等において我が国民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの 

(二) 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの 

二 民俗芸能のうち次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの 

(一) 芸能の発生又は成立を示すもの 

(二) 芸能の変遷の過程を示すもの 

(三) 地域的特色を示すもの 

三 民俗技術のうち次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの 

(一) 技術の発生又は成立を示すもの 

(二) 技術の変遷の過程を示すもの 

(三) 地域的特色を示すもの 
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3．国指定文化財の指定等基準

67 

○登録記念物登録基準 

（平成十七年三月二十八日文部科学省告示第四十六号） 

遺跡関係 

政治、経済、文化、社会に関する遺跡その他の遺跡（史跡及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を

地方公共団体が行っているものを除く。）のうち、原則として近代までのものであり、かつ、次の各号いずれかに

該当するもの 

一 我が国の歴史を理解する上で重要なもの 

二 地域の歴史の特徴を表しているもの 

三 歴史上の人物等に関するもの 

名勝地関係 

公園、庭園その他の名勝地（名勝及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行ってい

るものを除く。）のうち、原則として人文的なものにあっては造成後50年を経過したもの又は自然的なものにあ

っては広く知られたものであり、かつ、次の各号いずれかに該当するもの 

一 造園文化の発展に寄与しているもの 

二 時代を特徴づける造形をよく遺しているもの 

三 再現することが容易でないもの 

動物、植物及び地質鉱物関係 

動物、植物及び地質鉱物（天然記念物及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行っ

ているものを除く。）のうち、国土の成り立ち、自然の特徴又は人と自然の関わりを知る上で重要なものであり、

かつ、次の各号いずれかに該当するもの 

一 我が国において作り出された飼養動物及び飼育地 

二 我が国において作り出された栽培植物及び生育地 

三 動物、植物並びに岩石、鉱物及び化石の標本 

四 前三号に掲げるもの以外の地域独特の自然物又は自然現象 
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○重要無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定の基準 

（文化財保護委員会告示第五十五号） 

昭和五十年十一月二十日文部省告示第百五十四号 改正(行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を

改正する法律(昭和四十三年法律第九十九号)附則第三項参照)  改正

第一 重要無形文化財の指定基準

〔芸能関係〕

一 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち次の各号の一に該当するもの

(一) 芸術上特に価値の高いもの

(二) 芸能史上特に重要な地位を占めるもの

(三) 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的特色が顕著なもの

二 前項の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの

〔工芸技術関係〕

陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術のうち次の各号の一に該当するもの

(一) 芸術上特に価値の高いもの

(二) 工芸史上特に重要な地位を占めるもの

(三) 芸術上価値が高く、又は工芸史上重要な地位を占め、かつ、地方的特色が顕著なもの

第二 重要無形文化財の保持者又は保持団体の認定基準

〔芸能関係〕

保持者

一 重要無形文化財に指定される芸能又は芸能の技法(以下単に「芸能又は技法」という。)を高度に体現でき

る者

二 芸能又は技法を正しく体得し、かつ、これに精通している者

三 二人以上の者が一体となつて芸能又は技法を高度に体現している場合において、これらの者が構成してい

る団体の構成員

保持団体

芸能又は技法の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該芸能又は技法を保持する者が多数いる場合において、こ

れらの者が主たる構成員となつている団体

〔工芸技術関係〕

保持者

一 重要無形文化財に指定される工芸技術(以下単に「工芸技術」という。)を高度に体得している者

二 工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者

三 二人以上の者が共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合において、これらの者が構成して

いる団体の構成員

保持団体

工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該工芸技術を保持する者が多数いる場合において、これらの者

が主たる構成員となつている団体
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○重要有形民俗文化財指定基準 

（文化財保護委員会告示第五十八号） 

昭和五十年十一月二十日文部省告示第百五十五号 改正 

平成十七年三月二十八日文部科学省告示第四十二号 改正 

一 次に掲げる有形の民俗文化財のうちその形様、制作技法、用法等において我が国民の基盤的な生活文化の特

色を示すもので典型的なもの 

(一) 衣食住に用いられるもの 例えば、衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等 

(二) 生産、生業に用いられるもの 例えば、農具、漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等 

(三) 交通、運輸、通信に用いられるもの 例えば、運搬具、舟車、飛脚用具、関所等 

(四) 交易に用いられるもの 例えば、計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等 

(五) 社会生活に用いられるもの 例えば、贈答用具、警防用具、刑罰用具、若者宿等 

(六) 信仰に用いられるもの 例えば、祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠等 

(七) 民俗知識に関して用いられるもの 例えば、暦類、卜占用具、医療具、教育施設等 

(八) 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの 例えば、衣装、道具、楽器、面、人形、玩具 舞台等 

(九) 人の一生に関して用いられるもの 例えば、産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等 

(十) 年中行事に用いられるもの 例えば、正月用具、節供用具、盆用具等 

二 前項各号に掲げる有形の民俗文化財の収集でその目的、内容等が次の各号のいずれかに該当し、特に重要な

もの 

(一) 歴史的変遷を示すもの 

(二) 時代的特色を示すもの 

(三) 地域的特色を示すもの 

(四) 技術的特色を示すもの 

(五) 生活様式の特色を示すもの 

(六) 職能の様相を示すもの 

三 我が国民以外の人々に係る前二項に規定する有形の民俗文化財又はその収集で、我が国民の生活文化との関

連上特に重要なもの 

○重要無形民俗文化財指定基準 

（文部省告示第百五十六号） 

平成十七年三月二十八日文部科学省告示第四十三号 改正 

一 風俗慣習のうち次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの 

(一) 由来、内容等において我が国民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの 

(二) 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの 

二 民俗芸能のうち次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの 

(一) 芸能の発生又は成立を示すもの 

(二) 芸能の変遷の過程を示すもの 

(三) 地域的特色を示すもの 

三 民俗技術のうち次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの 

(一) 技術の発生又は成立を示すもの 

(二) 技術の変遷の過程を示すもの 

(三) 地域的特色を示すもの 

３．国指定文化財の指定等基準

○重要文化的景観選定基準 

（平成十七年三月二十八日文部科学省告示第四十七号） 

 

一 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された次に掲げる景観地のうち我が国民の

基盤的な生活又は生業の特色を示すもので典型的なもの又は独特のもの 

（一） 水田・畑地などの農耕に関する景観地  

（二） 茅野・牧野などの採草・放牧に関する景観地

（三） 用材林・防災林などの森林の利用に関する景観地  

（四） 養殖いかだ・海苔ひびなどの漁ろうに関する景観地

（五） ため池・水路・港などの水の利用に関する景観地

（六） 鉱山・採石場・工場群などの採掘・製造に関する景観地  

（七） 道・広場などの流通・往来に関する景観地  

（八） 垣根・屋敷林などの居住に関する景観地

 

二 前項各号に掲げるものが複合した景観地のうち我が国民の基盤的な生活又は生業の特色を示すもので典型的

なもの又は独特なもの  

 

 

○重要伝統的建造物群保存地区選定基準

（昭和五十年十一月二十日文部省告示第百五十七号） 

伝統的建造物群保存地区を形成している区域のうち次の各号の一に該当するもの 

(一) 伝統的建造物群が全体として意匠的に優秀なもの 

(二) 伝統的建造物群及び地割がよく旧態を保持しているもの

(三) 伝統的建造物群及びその周囲の環境が地域的特色を顕著に示しているもの 

 

３．国指定文化財の指定等基準

62 

○重要無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定の基準 

（文化財保護委員会告示第五十五号） 

昭和五十年十一月二十日文部省告示第百五十四号 改正(行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を

改正する法律(昭和四十三年法律第九十九号)附則第三項参照)  改正

第一 重要無形文化財の指定基準

〔芸能関係〕

一 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち次の各号の一に該当するもの

(一) 芸術上特に価値の高いもの

(二) 芸能史上特に重要な地位を占めるもの

(三) 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的特色が顕著なもの

二 前項の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの

〔工芸技術関係〕

陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術のうち次の各号の一に該当するもの

(一) 芸術上特に価値の高いもの

(二) 工芸史上特に重要な地位を占めるもの

(三) 芸術上価値が高く、又は工芸史上重要な地位を占め、かつ、地方的特色が顕著なもの

第二 重要無形文化財の保持者又は保持団体の認定基準

〔芸能関係〕

保持者

一 重要無形文化財に指定される芸能又は芸能の技法(以下単に「芸能又は技法」という。)を高度に体現でき

る者

二 芸能又は技法を正しく体得し、かつ、これに精通している者

三 二人以上の者が一体となつて芸能又は技法を高度に体現している場合において、これらの者が構成してい

る団体の構成員

保持団体

芸能又は技法の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該芸能又は技法を保持する者が多数いる場合において、こ

れらの者が主たる構成員となつている団体

〔工芸技術関係〕

保持者

一 重要無形文化財に指定される工芸技術(以下単に「工芸技術」という。)を高度に体得している者

二 工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者

三 二人以上の者が共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合において、これらの者が構成して

いる団体の構成員

保持団体

工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該工芸技術を保持する者が多数いる場合において、これらの者

が主たる構成員となつている団体
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○重要有形民俗文化財指定基準 

（文化財保護委員会告示第五十八号） 

昭和五十年十一月二十日文部省告示第百五十五号 改正 

平成十七年三月二十八日文部科学省告示第四十二号 改正 

一 次に掲げる有形の民俗文化財のうちその形様、制作技法、用法等において我が国民の基盤的な生活文化の特

色を示すもので典型的なもの 

(一) 衣食住に用いられるもの 例えば、衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等 

(二) 生産、生業に用いられるもの 例えば、農具、漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等 

(三) 交通、運輸、通信に用いられるもの 例えば、運搬具、舟車、飛脚用具、関所等 

(四) 交易に用いられるもの 例えば、計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等 

(五) 社会生活に用いられるもの 例えば、贈答用具、警防用具、刑罰用具、若者宿等 

(六) 信仰に用いられるもの 例えば、祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠等 

(七) 民俗知識に関して用いられるもの 例えば、暦類、卜占用具、医療具、教育施設等 

(八) 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの 例えば、衣装、道具、楽器、面、人形、玩具 舞台等 

(九) 人の一生に関して用いられるもの 例えば、産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等 

(十) 年中行事に用いられるもの 例えば、正月用具、節供用具、盆用具等 

二 前項各号に掲げる有形の民俗文化財の収集でその目的、内容等が次の各号のいずれかに該当し、特に重要な

もの 

(一) 歴史的変遷を示すもの 

(二) 時代的特色を示すもの 

(三) 地域的特色を示すもの 

(四) 技術的特色を示すもの 

(五) 生活様式の特色を示すもの 

(六) 職能の様相を示すもの 

三 我が国民以外の人々に係る前二項に規定する有形の民俗文化財又はその収集で、我が国民の生活文化との関

連上特に重要なもの 

○重要無形民俗文化財指定基準 

（文部省告示第百五十六号） 

平成十七年三月二十八日文部科学省告示第四十三号 改正 

一 風俗慣習のうち次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの 

(一) 由来、内容等において我が国民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの 

(二) 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの 

二 民俗芸能のうち次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの 

(一) 芸能の発生又は成立を示すもの 

(二) 芸能の変遷の過程を示すもの 

(三) 地域的特色を示すもの 

三 民俗技術のうち次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの 

(一) 技術の発生又は成立を示すもの 

(二) 技術の変遷の過程を示すもの 

(三) 地域的特色を示すもの 
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第一 選定保存技術の選定基準 

〔有形文化財等関係〕 

一 有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能のうち

修理、復旧、復元、模写、模造等に係るもの（次項において「有形文化財等の修理等の技術等」という。）で保

存の措置を講ずる必要のあるもの 

二 有形文化財等の修理等の技術等の表現に欠くことのできない材料の生産、製造等又は用具の製作、修理等の

技術又は技能で保存の措置を講ずる必要のあるもの 

〔無形文化財等関係〕 

無形文化財又は無形の民俗文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能のうち芸能、芸能

の技法若しくは工芸技術又は民俗芸能の表現に欠くことのできない用具の製作、修理等又は材料の生産、製造等

の技術又は技能で保存の措置を講ずる必要のあるもの 

第二 選定保存技術の保持者又は保存団体の認定基準

保持者 

選定保存技術に選定される技術又は技能を正しく体得し、かつ、これに精通している者

保存団体 

選定保存技術に選定される技術又は技能を保存することを主たる目的とする団体（財団を含む。）で当該技術又

は技能の保存上適当と認められる事業を行うもの 

○選定保存技術の選定並びに保持者及び保存団体の認定の基準

（昭和五十年十二月二十二日文部省告示第百六十六号） 
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○記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の選択基準

（昭和二十九年十二月二十五日文化財保護委員会告示第五十九号） 

昭和五十年十一月二十日文化庁告示第十六号 改正（行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の

一部を改正する法律（昭和四十三年法律第九十九号）附則第三項） 

〔芸能関係〕 

音楽、舞踊、演劇その他の芸能及びこれらの芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法のうち我が国の芸能の

変遷の過程を知る上に貴重なもの 

〔工芸技術関係〕 

陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術のうち我が国の工芸技術の変遷の過程を知る上に貴重なもの 

昭和五十年十一月二十日文化庁告示第十六号 改正

平成十七年三月二十八日文化庁告示第十二号 改正 

一 風俗慣習のうち次の各号のいずれかに該当し、重要なもの 

(一) 由来、内容等において我が国民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(二) 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの

二 民俗芸能のうち次の各号のいずれかに該当し、重要なもの 

(一) 芸能の発生又は成立を示すもの

(二) 芸能の変遷の過程を示すもの

(三) 地域的特色を示すもの

三 民俗技術のうち次の各号のいずれかに該当し、重要なもの 

(一) 技術の発生又は成立を示すもの

(二) 技術の変遷の過程を示すもの

(三) 地域的特色を示すもの

四 無形の民俗文化財のうち前三項には該当しないが、重要有形民俗文化財の特質を理解するため特に必要なも

の 

五 我が国民以外の人々に係る前各項に規定する無形の民俗文化財で我が国民の生活文化との関連上特に重要な

もの 

○記録作成等の措置を講ずべき無形文化財の選択基準

（昭和二十九年十二月二十五日文化財保護委員会告示第五十六号） 
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〇地域における歴史的風致の維持及び向上

に関する法律 
（平成二十年法律第四十号） 
最終改正：令和六年法律第四十号 

目次 

第一章 総則（第一条―第三条） 

第二章 歴史的風致維持向上基本方針（第四条） 

第三章 歴史的風致維持向上計画の認定等（第五 

条―第十一条） 

第四章 認定歴史的風致維持向上計画に基づく特 

別の措置 

第一節 歴史的風致形成建造物（第十二条―第 

二十一条） 

第二節 歴史的風致維持向上施設の整備等に関 

する特例（第二十二条―第三十条） 

第五章 歴史的風致維持向上地区計画（第三十一 

条―第三十三条） 

第六章 歴史的風致維持向上支援法人（第三十四 

条―第三十七条） 

第七章 雑則（第三十八条・第三十九条） 

第八章 罰則（第四十条・第四十一条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、地域におけるその固有の歴史

及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行わ

れる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街

地とが一体となって形成してきた良好な市街地の

環境（以下「歴史的風致」という。）の維持及び向

上を図るため、文部科学大臣、農林水産大臣及び

国土交通大臣による歴史的風致維持向上基本方針

の策定及び市町村が作成する歴史的風致維持向上

計画の認定、その認定を受けた歴史的風致維持向

上計画に基づく特別の措置、歴史的風致維持向上

地区計画に関する都市計画の決定その他の措置を

講ずることにより、個性豊かな地域社会の実現を

図り、もって都市の健全な発展及び文化の向上に

寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「公共施設」とは、道路

、駐車場、公園、水路その他政令で定める公共の

用に供する施設をいう。 

２ この法律において「重点区域」とは、次に掲げ

る要件に該当する土地の区域をいう。 

一 次のイ又はロのいずれかに該当する土地の区 

域及びその周辺の土地の区域であること。 

イ 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十

四号）第二十七条第一項、第七十八条第一

項又は第百九条第一項の規定により重要文

化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天

然記念物として指定された建造物（以下「

重要文化財建造物等」という。）の用に供さ

れる土地

ロ 文化財保護法第百四十四条第一項の規定に

より選定された重要伝統的建造物群保存地

区（以下単に「重要伝統的建造物群保存地

区」という。）内の土地 

二 当該区域において歴史的風致の維持及び向 

上を図るための施策を重点的かつ一体的に 

推進することが特に必要であると認められ 

る土地の区域であること。 

（国及び地方公共団体の努力義務） 

第三条 国及び地方公共団体は、地域における歴史

的風致の維持及び向上を図るため、第三十一条第

一項に規定する歴史的風致維持向上地区計画その

他の都市計画の決定、景観法（平成十六年法律第

百十号）第八条第一項に規定する景観計画の策定

、地域における歴史的風致の維持及び向上に寄与

する公共施設その他の施設（以下「歴史的風致維

持向上施設」という。）の整備に関する事業の実施

その他の必要な措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

第二章 歴史的風致維持向上基本方針 

第四条 主務大臣は、地域における歴史的風致の維

持及び向上に関する基本的な方針（以下「歴史的

風致維持向上基本方針」という。）を定めなければ

ならない。 

２ 歴史的風致維持向上基本方針には、次に掲げる

事項を定めるものとする。 

一 地域における歴史的風致の維持及び向上の意 

義に関する事項 

二 重点区域の設定に関する基本的事項 

三 地域における歴史的風致の維持及び向上のた 

めに必要な文化財の保存及び活用に関する基 

本的事項 

四 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関 

する基本的事項 

五 良好な景観の形成に関する施策との連携に関 

する基本的事項 

六 次条第一項に規定する歴史的風致維持向上計 

画の同条第八項の認定に関する基本的事項 

七 前各号に掲げるもののほか、地域における歴 

史的風致の維持及び向上に関する重要事項 

３ 主務大臣は、歴史的風致維持向上基本方針を定 

めようとするときは、関係行政機関の長に協議し 

なければならない。 

４ 主務大臣は、歴史的風致維持向上基本方針を定

めたときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。 

５ 前二項の規定は、歴史的風致維持向上基本方針

の変更について準用する。 

第三章 歴史的風致維持向上計画の認定等 

（歴史的風致維持向上計画の認定） 

第五条 市町村は、歴史的風致維持向上基本方針に

基づき、当該市町村の区域における歴史的風致の

維持及び向上に関する計画（以下「歴史的風致維

持向上計画」という。）を作成し、主務大臣の認定

を申請することができる。 

２ 歴史的風致維持向上計画には、次に掲げる事項

を記載するものとする。 

一 当該市町村の区域における歴史的風致の維持 
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及び向上に関する方針 

二 重点区域の位置及び区域 

三 次に掲げる事項のうち、当該市町村の区域に 

おける歴史的風致の維持及び向上のために必 

要なもの 

イ 文化財の保存又は活用に関する事項

ロ 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理に

関する事項

四 第十二条第一項の規定による歴史的風致形成 

建造物の指定の方針 

五 第十二条第一項の規定により指定された歴史 

的風致形成建造物の管理の指針となるべき事 

項 

六 計画期間 

七 その他主務省令で定める事項 

３ 前項第三号ロに掲げる事項には、次に掲げる事

項を記載することができる。 

一 次のイ又はロのいずれかに該当する歴史上価 

値の高い農業用用水路その他の農業用用排水 

施設であって、現に地域における歴史的風致 

を形成しており、かつ、当該農業用用排水施 

設の有する耕作の目的に供される土地の保全 

又は利用上必要な機能の確保と併せてその歴 

史的風致の維持及び向上を図ることが必要と 

認められるもの並びにその管理に関する事項 

イ 土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五

号）第八十五条第一項に規定する都道府県

営土地改良事業によって生じた農業用用排

水施設

ロ 農業振興地域の整備に関する法律（昭和四

十四年法律第五十八号）第八条第二項の規

定により農業振興地域整備計画において定

められた同項第一号に規定する農用地区域

（第二十三条において単に「農用地区域」

という。）内に存する農業用用排水施設

二 都市公園法（昭和三十一年法律第七十九号） 

第二条第一項に規定する都市公園（以下単に 

「都市公園」という。）の維持又は同条第二項 

に規定する公園施設（以下単に「公園施設」 

という。）の新設、増設若しくは改築であって 

、公園施設である城跡に係る城の復原に関す 

る工事その他地域における歴史的風致の維持 

及び向上に寄与するものとして政令で定める 

もののうち、当該市町村以外の地方公共団体 

が公園管理者（同法第五条第一項に規定する 

公園管理者をいう。以下同じ。）である重点区 

域内の都市公園について当該市町村が行おう 

とするものに関する事項 

三 駐車場法（昭和三十二年法律第百六号）第三 

条第一項に規定する駐車場整備地区内に整備 

されるべき同法第四条第二項第五号の主要な 

路外駐車場（都市計画において定められたも 

のを除く。以下「特定路外駐車場」という。 

）の整備に関する事項 

四 都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第七 

条第一項に規定する市街化調整区域（以下単 

に「市街化調整区域」という。）内に存する遺 

跡で現に地域における歴史的風致を形成して 

いるものに係る歴史上価値の高い楼門（建築 

基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二 

条第一号に規定する建築物（以下単に「建築 

物」という。）であるものに限る。）その他当 

該市町村の区域における歴史的風致の維持及 

び向上に寄与する建築物の復原を目的とする 

開発行為（都市計画法第四条第十二項に規定 

する開発行為のうち主として建築物の建築の 

用に供する目的で行うものをいう。第二十八 

条第一項において同じ。）又は建築行為（建築 

物の新築又は改築をいう。第二十八条第二項 

において同じ。）であって、当該建築物の用途 

からみて市街化調整区域内の土地において実 

施されることが適当と認められるものに関す 

る事項 

五 重点区域における歴史的風致の維持及び向上 

を図るため、電線をその地下に埋設し、その 

地上における電線及びこれを支持する電柱の 

撤去をし、又はこれらの設置の制限をするこ 

とが必要と認められる道路法（昭和二十七年 

法律第百八十号）第二条第一項に規定する道 

路又はその部分に関する事項 

４ 市町村は、歴史的風致維持向上計画に次の各号

（当該市町村が地方自治法（昭和二十二年法律第

六十七号）第二百五十二条の十九第一項に規定す

る指定都市（以下単に「指定都市」という。）又は

同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中

核市（以下単に「中核市」という。）である場合に

あっては、第四号を除く。）に掲げる事項を記載し

ようとするときは、その事項について、あらかじ

め、当該各号に定める者（第一号、第二号及び第

五号に定める者にあっては、当該市町村を除く。

）に協議し、その同意を得なければならない。 

一 第二項第三号ロに掲げる事項 当該歴史的風 

致維持向上施設の整備又は管理を行う者 

二 前項第一号に掲げる事項 次のイ又はロに掲 

げる農業用用排水施設の区分に応じ、それぞ 

れイ又はロに定める者 

イ 前項第一号に規定する農業用用排水施設（

同号イに該当するものに限る。） 都道府県

（土地改良法第九十四条の十第一項の規定

により当該都道府県が当該農業用用排水施

設を同法第九十四条の三第一項に規定する

土地改良区等に管理させている場合にあっ

ては、当該土地改良区等を含む。）

ロ 前項第一号に規定する農業用用排水施設（

同号ロに該当するものに限る。） 都道府県

知事

三 前項第二号に掲げる事項 当該都市公園の公 

園管理者 

四 前項第四号に掲げる事項 都道府県知事 

五 前項第五号に掲げる事項 当該道路又はその 

部分の道路管理者（道路法第十八条第一項に 

規定する道路管理者をいう。） 

５ 市町村は、歴史的風致維持向上計画に第二項第

三号イに掲げる事項を記載しようとするときは、

その事項について、あらかじめ、当該文化財の所

有者（所有者が二人以上いる場合にあってはその

全員とし、文化財保護法第三十二条の二第五項（

同法第八十条において準用する場合を含む。）、第
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六十条第三項（同法第九十条第三項において準用

する場合を含む。）又は第百十五条第一項（同法第

百三十三条において準用する場合を含む。）に規定

する管理団体がある場合にあっては当該管理団体

とする。）及び権原に基づく占有者（いずれも当該

市町村を除く。）又は保持者（当該文化財が重要無

形文化財（同法第七十一条第一項に規定する重要

無形文化財をいう。第十二条第一項において同じ

。）又は登録無形文化財（同法第七十六条の七第五

項に規定する登録無形文化財をいう。第十二条第

一項において同じ。）である場合にあっては、同法

第七十一条第二項又は第七十六条の七第三項の規

定により保持者又は保持団体として認定されてい

る者）の意見を聴かなければならない。 

６ 市町村は、歴史的風致維持向上計画を作成しよ

うとするときは、あらかじめ、公聴会の開催その

他の住民の意見を反映させるために必要な措置を

講ずるよう努めるとともに、第十一条第一項の規

定により協議会が組織され、又は文化財保護法第

百九十条第一項若しくは第二項の規定により当該

市町村の教育委員会若しくは当該市町村に地方文

化財保護審議会が置かれている場合にあっては、

当該協議会又は地方文化財保護審議会の意見を聴

かなければならない。 

７ 歴史的風致維持向上計画は、都市計画法第六条

の二第一項に規定する都市計画区域の整備、開発

及び保全の方針並びに同法第十八条の二第一項に

規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針

との調和が保たれたものでなければならない。 

８ 主務大臣は、第一項の規定による認定の申請が

あった歴史的風致維持向上計画が次に掲げる基準

に適合すると認めるときは、その認定をするもの

とする。 

一 歴史的風致維持向上基本方針に適合するもの 

であること。 

二 当該歴史的風致維持向上計画の実施が当該市 

町村の区域における歴史的風致の維持及び向 

上に寄与するものであると認められること。 

三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるもの 

であること。 

９ 主務大臣は、前項の認定をしようとするときは

、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなけれ

ばならない。 

１０ 主務大臣は、第八項の認定をしたときは、遅

滞なく、その旨を当該市町村に通知しなければな

らない。 

１１ 市町村は、前項の通知を受けたときは、遅滞

なく、当該通知に係る歴史的風致維持向上計画を

公表するよう努めるとともに、当該通知を受けた

旨を都道府県に通知しなければならない。 

（認定に関する処理期間） 

第六条 主務大臣は、前条第一項の規定による認定

の申請を受けた日から三月以内において速やかに

、同条第八項の認定に関する処分を行わなければ

ならない。 

（認定を受けた歴史的風致維持向上計画の変更） 

第七条 第五条第八項の認定を受けた市町村（以下

「認定市町村」という。）は、当該認定を受けた歴

史的風致維持向上計画の変更（主務省令で定める

軽微な変更を除く。）をしようとするときは、主務

大臣の認定を受けなければならない。 

２ 第五条第四項から第十一項まで及び前条の規定

は、前項の認定について準用する。 

（認定歴史的風致維持向上計画の実施状況に関す 

る報告の徴収） 

第八条 主務大臣は、認定市町村に対し、第五条第

八項の認定（前条第一項の変更の認定を含む。第

二十四条第一項を除き、以下同じ。）を受けた歴史

的風致維持向上計画（変更があったときは、その

変更後のもの。以下「認定歴史的風致維持向上計

画」という。）の実施の状況について報告を求める

ことができる。 

（認定の取消し） 

第九条 主務大臣は、認定歴史的風致維持向上計画

が第五条第八項各号のいずれかに適合しなくなっ

たと認めるときは、その認定を取り消すことがで

きる。 

２ 主務大臣は、前項の規定による取消しをしたと

きは、遅滞なく、その旨を当該市町村に通知しな

ければならない。 

３ 市町村は、前項の通知を受けたときは、遅滞な

く、その旨を、公表するよう努めるとともに、都

道府県に通知しなければならない。 

（認定市町村への助言、援助等） 

第十条 都道府県は、認定市町村に対し、認定歴史

的風致維持向上計画の円滑かつ確実な実施に関し

必要な助言を行うことができる。 

２ 国は、認定市町村に対し、認定歴史的風致維持

向上計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報

の提供、助言その他の援助を行うよう努めなけれ

ばならない。 

３ 前項に定めるもののほか、国及び認定市町村は

、認定歴史的風致維持向上計画の円滑かつ確実な

実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら

協力しなければならない。 

４ 認定市町村の長及び教育委員会は、認定歴史的

風致維持向上計画の円滑かつ確実な実施が促進さ

れるよう、相互に緊密な連携を図りながら協力し

なければならない。 

（協議会） 

第十一条 市町村は、歴史的風致維持向上計画の作

成及び変更に関する協議並びに認定歴史的風致維

持向上計画の実施に係る連絡調整を行うための協

議会（以下この条において「協議会」という。）を

組織することができる。 

２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

一 当該市町村 

二 歴史的風致維持向上計画にその整備又は管理 

に関する事項を記載しようとする歴史的風致 

維持向上施設の整備又は管理を行う者 

三 第三十四条第一項の規定により当該市町村の 

長が指定した歴史的風致維持向上支援法人（ 

次章において「支援法人」という。） 

四 都道府県、重要文化財建造物等の所有者、学 

識経験者その他の市町村が必要と認める者 

３ 協議会は、必要があると認めるときは、関係行

政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明

その他必要な協力を求めることができる。 
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４ 第一項の協議を行うための会議において協議が

調った事項については、協議会の構成員は、その

協議の結果を尊重しなければならない。 

５ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関

し必要な事項は、協議会が定める。 

第四章 認定歴史的風致維持向上計画に基づく特別 

の措置 

第一節 歴史的風致形成建造物 

（歴史的風致形成建造物の指定） 

第十二条 市町村長は、認定歴史的風致維持向上計

画に記載された第五条第二項第六号の計画期間（

以下「認定計画期間」という。）内に限り、当該認

定歴史的風致維持向上計画に記載された同項第四

号の方針に即し、認定歴史的風致維持向上計画に

記載された重点区域（以下「認定重点区域」とい

う。）内の歴史上価値の高い重要無形文化財、登録

無形文化財、重要無形民俗文化財（文化財保護法

第七十八条第一項に規定する重要無形民俗文化財

をいう。）又は登録無形民俗文化財（同法第九十条

の六第一項に規定する登録無形民俗文化財をいう

。）の用に供されることによりそれらの価値の形成

に寄与している建造物その他の地域の歴史的な建

造物（重要文化財建造物等及び重要伝統的建造物

群保存地区内の伝統的建造物群（同法第二条第一

項第六号に規定する伝統的建造物群をいう。第十

七条第一項において同じ。）を構成している建造物

を除く。）であって、現に当該認定重点区域におけ

る歴史的風致を形成しており、かつ、その歴史的

風致の維持及び向上のためにその保全を図る必要

があると認められるもの（これと一体となって歴

史的風致を形成している土地又は物件を含む。）を

、歴史的風致形成建造物として指定することがで

きる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指定をしようと

するときは、あらかじめ、当該建造物の所有者（

所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員

）及び当該市町村の教育委員会の意見を聴くとと

もに、当該建造物が公共施設である場合にあって

は、当該公共施設の管理者（当該市町村を除く。

）に協議し、その同意を得なければならない。た

だし、当該市町村が文化財保護法第五十三条の八

第一項に規定する特定地方公共団体（以下単に「

特定地方公共団体」という。）であるときは、当該

市町村の教育委員会の意見を聴くことを要しない

。 

３ 市町村の教育委員会は、前項の規定により意見

を聴かれた場合において、当該建造物が文化財保

護法第二条第一項第一号に規定する有形文化財、

同項第三号に規定する民俗文化財又は同項第四号

に規定する記念物（以下「有形文化財等」という

。）に該当すると認めるときは、その旨を市町村長

に通知しなければならない。 

（歴史的風致形成建造物の指定の提案） 

第十三条 認定重点区域内の建造物の所有者は、認

定計画期間内に限り、当該建造物が前条第一項に

規定する建造物に該当すると思料するときは、主

務省令で定めるところにより、市町村長に対し、

当該建造物を歴史的風致形成建造物として指定す

ることを提案することができる。この場合におい

て、当該建造物に当該提案に係る所有者以外の所

有者がいるときは、あらかじめ、その全員の合意

を得なければならない。 

２ 支援法人は、認定計画期間内に限り、認定重点

区域内の建造物が前条第一項に規定する建造物に

該当すると思料するときは、主務省令で定めると

ころにより、あらかじめ、当該建造物の所有者（

所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員

）の同意を得て、市町村長に対し、当該建造物を

歴史的風致形成建造物として指定することを提案

することができる。 

３ 市町村長は、前二項の規定による提案が行われ

た場合において、当該提案に係る建造物について

前条第一項の規定による指定をしないこととした

ときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該提

案をした者に通知しなければならない。 

４ 市町村長は、前項の規定による通知をしようと

するときは、あらかじめ、当該市町村の教育委員

会の意見を聴かなければならない。ただし、当該

市町村が特定地方公共団体であるときは、この限

りでない。 

（指定の通知等） 

第十四条 市町村長は、第十二条第一項の規定によ

る指定をしたときは、直ちに、その旨（当該歴史

的風致形成建造物が同条第三項の規定による通知

がなされた建造物である場合にあっては、当該歴

史的風致形成建造物が有形文化財等に該当する旨

を含む。）を当該歴史的風致形成建造物の所有者（

所有者が二人以上いる場合にあってはその全員と

し、当該歴史的風致形成建造物の指定が前条第二

項の規定による提案に基づくものである場合にあ

ってはその提案をした支援法人を含む。第十七条

第三項において同じ。）に通知しなければならない

。 

２ 市町村は、第十二条第一項の規定による指定を

したときは、遅滞なく、条例又は規則で定めると

ころにより、これを表示する標識を設置しなけれ

ばならない。 

（増築等の届出及び勧告等） 

第十五条 歴史的風致形成建造物の増築、改築、移

転又は除却をしようとする者は、当該増築、改築

、移転又は除却に着手する日の三十日前までに、

主務省令で定めるところにより、行為の種類、場

所、着手予定日その他主務省令で定める事項を市

町村長に届け出なければならない。ただし、次に

掲げる行為については、この限りでない。 

一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で 

政令で定めるもの 

二 非常災害のため必要な応急措置として行う行 

  為 

三 都市計画法第四条第十五項に規定する都市計 

画事業の施行として行う行為又はこれに準ず 

る行為として政令で定める行為 

四 前三号に掲げるもののほか、これらに類する 

ものとして政令で定める行為 

２ 前項の規定による届出をした者は、その届出に

係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しよ
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うとするときは、当該事項の変更に係る行為に着

手する日の三十日前までに、主務省令で定めると

ころにより、その旨を市町村長に届け出なければ

ならない。 

３ 市町村長は、第一項又は前項の規定による届出

があった場合において、その届出に係る行為が当

該歴史的風致形成建造物の保全に支障を来すもの

であると認めるときは、その届出をした者に対し

、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第五

条第二項第五号に掲げる事項を勘案して、その届

出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措

置を講ずべきことを勧告することができる。 

４ 市町村長は、前項の規定による勧告をしようと

する場合において、当該歴史的風致形成建造物が

第十二条第三項の規定による通知がなされた建造

物であるときは、あらかじめ、当該市町村の教育

委員会の意見を聴かなければならない。ただし、

当該市町村が特定地方公共団体であるときは、こ

の限りでない。 

５ 市町村長は、第三項の規定による勧告を受けた

者の申出があった場合において、当該歴史的風致

形成建造物の保全を図るために必要があると認め

るときは、その者に対し、当該歴史的風致形成建

造物に関する権利の処分についてのあっせんその

他の必要な措置を講ずるものとする。 

６ 国の機関又は地方公共団体が行う行為について

は、前各項の規定は、適用しない。この場合にお

いて、第一項の規定による届出を要する行為をし

ようとする者が国の機関又は地方公共団体である

ときは、当該国の機関又は地方公共団体は、あら

かじめ、その旨を市町村長に通知しなければなら

ない。 

７ 市町村長は、前項の規定による通知があった場

合において、当該歴史的風致形成建造物の保全を

図るために必要があると認めるときは、その必要

な限度において、当該国の機関又は地方公共団体

に対し、認定歴史的風致維持向上計画に記載され

た第五条第二項第五号に掲げる事項を勘案して、

当該歴史的風致形成建造物の保全のため講ずべき

措置について協議を求めることができる。 

（歴史的風致形成建造物の所有者等の管理義務） 

第十六条 歴史的風致形成建造物の所有者その他歴

史的風致形成建造物の管理について権原を有する

者は、当該歴史的風致形成建造物の保全に支障を

来さないよう、適切に管理しなければならない。 

（指定の解除） 

第十七条 市町村長は、歴史的風致形成建造物が重

要文化財建造物等又は重要伝統的建造物群保存地

区内の伝統的建造物群を構成する建造物に該当す

るに至ったとき、又は滅失、毀
き
損その他の事由に

より歴史的風致形成建造物の指定の理由が消滅し

たときは、遅滞なく、当該歴史的風致形成建造物

の指定を解除しなければならない。 

２ 市町村長は、歴史的風致形成建造物について、

公益上の理由その他特別な理由があるときは、そ

の指定を解除することができる。この場合におい

て、当該歴史的風致形成建造物が第十二条第三項

の規定による通知がなされた建造物であるときは

、あらかじめ、当該市町村の教育委員会の意見を

聴かなければならない。ただし、当該市町村が特

定地方公共団体であるときは、当該市町村の教育

委員会の意見を聴くことを要しない。 

３ 市町村長は、前二項の規定により歴史的風致形

成建造物の指定を解除したときは、直ちに、その

旨を当該歴史的風致形成建造物の所有者に通知し

なければならない。 

（所有者の変更の場合の届出） 

第十八条 歴史的風致形成建造物の所有者が変更し

たときは、新たに所有者となった者は、遅滞なく

、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

（台帳） 

第十九条 市町村長は、歴史的風致形成建造物に関

する台帳を作成し、これを保管しなければならな

い。 

２ 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は

、主務省令で定める。 

（歴史的風致形成建造物の現状に関する報告の徴 

収） 

第二十条 市町村長は、必要があると認めるときは

、歴史的風致形成建造物の所有者に対し、その現

状について報告を求めることができる。 

（管理又は修理に関する技術的指導等） 

第二十一条 第十四条第一項の規定による通知（当

該歴史的風致形成建造物が有形文化財等に該当す

る旨をその内容に含むものに限る。）を受けた歴史

的風致形成建造物（文化財保護法第二条第一項第

一号に規定する有形文化財、同法第九十条第三項

に規定する登録有形民俗文化財又は同法第百三十

三条に規定する登録記念物であるものを除く。以

下この項において同じ。）の所有者その他当該歴史

的風致形成建造物の管理について権原を有する者

は、文部科学省令で定めるところにより、文化庁

長官に対し、当該歴史的風致形成建造物の管理又

は修理に関する技術的指導を求めることができる

。 

２ 前項に定めるもののほか、歴史的風致形成建造

物の所有者その他歴史的風致形成建造物の管理に

ついて権原を有する者は、市町村長又は支援法人

に対し、当該歴史的風致形成建造物の管理又は修

理に関し必要な助言その他の援助を求めることが

できる。 

第二節 歴史的風致維持向上施設の整備等に関する

特例 

（土地改良施設である農業用用排水施設の管理の 

特例） 

第二十二条 都道府県は、支援法人に対し、認定歴

史的風致維持向上計画に記載された第五条第三項

第一号に規定する農業用用排水施設（同号イに該

当するものに限る。）の管理の全部又は一部を委託

することができる。 

２ 土地改良法第九十四条の六第二項の規定は、前

項に規定する農業用用排水施設についての同項の

規定による管理の委託について準用する。この場

合において、同条第二項中「その国営土地改良事

業」とあるのは「その都道府県営土地改良事業」

と、「準拠して」とあるのは「準拠するとともに、

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する
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法律（平成二十年法律第四十号）第八条に規定す

る認定歴史的風致維持向上計画に記載された同法

第五条第三項第一号に規定する農業用用排水施設

（同号イに該当するものに限る。）の管理に関する

事項の内容に即して」と読み替えるものとする。 

（農用地区域内における開発行為の許可の特例） 

第二十三条 第五条第三項第一号に掲げる事項（同

号ロに該当する農業用用排水施設に係るものに限

る。）が記載された歴史的風致維持向上計画が同条

第八項の認定を受けた場合において、当該農業用

用排水施設の存する農用地区域内の開発行為（農

業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一

項に規定する開発行為をいう。）について、同法第

十五条の二第一項の許可の申請があったときにお

ける同条第四項の規定の適用については、同項第

三号中「機能」とあるのは、「機能又は当該農業用

用排水施設が形成している歴史的風致（地域にお

ける歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平

成二十年法律第四十号）第一条に規定する歴史的

風致をいう。）の維持及び向上」とする。 

（文化財保護法の規定による事務の認定市町村の 

教育委員会による実施） 

第二十四条 文化庁長官は、次に掲げるその権限に

属する事務であって、第五条第八項の認定を受け

た町村（以下この条及び第二十九条において「認

定町村」という。）の区域内の重要文化財建造物等

に係るものの全部又は一部については、認定計画

期間内に限り、政令で定めるところにより、当該

認定町村の教育委員会（当該認定町村が特定地方

公共団体である場合にあっては、当該認定町村の

長。次項から第四項までにおいて同じ。）が行うこ

ととすることができる。 

一 文化財保護法第四十三条第一項から第四項ま 

で又は第百二十五条第一項から第四項までの 

規定により、現状変更又は保存に影響を及ぼ 

す行為の許可及びその取消し（重大な現状変 

更又は保存に重大な影響を及ぼす行為の許可 

及びその取消しを除く。）をし、並びに現状変 

更又は保存に影響を及ぼす行為の停止を命ず 

ること。 

二 文化財保護法第五十四条（同法第八十六条及 

び第百七十二条第五項において準用する場合 

を含む。）、第五十五条第一項、第百三十条（ 

同法第百七十二条第五項において準用する場 

合を含む。）又は第百三十一条第一項の規定に 

より、報告を求め、並びに立入調査及び調査 

のため必要な措置をさせること。 

２ 前項の規定により認定町村の教育委員会が文化

財保護法第四十三条第四項（同法第百二十五条第

三項において準用する場合を含む。）の規定による

現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可の取

消しをする場合において、聴聞をしようとすると

きは、当該聴聞の期日の十日前までに、行政手続

法（平成五年法律第八十八号）第十五条第一項の

規定による通知をし、かつ、当該処分の内容並び

に当該聴聞の期日及び場所を公示しなければなら

ない。この場合においては、文化財保護法第百五

十四条第三項の規定を準用する。 

３ 第一項の規定により認定町村の教育委員会が文

化財保護法第五十五条第一項又は第百三十一条第

一項の規定による立入調査又は調査のため必要な

措置をさせようとするときは、関係者又はその代

理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行

わなければならない。この場合においては、同法

第百五十五条第二項から第四項までの規定を準用

する。 

４ 文化財保護法第百八十四条第二項、第四項（第

三号に係る部分を除く。）及び第五項から第八項ま

での規定は、認定町村の教育委員会について準用

する。 

５ 認定市町村の長は、認定歴史的風致維持向上計

画を実施する上で特に必要があると認めるときは

、その議会の議決を経て、文部科学大臣に対し、

第一項に規定する事務の全部又は一部を、文化財

保護法第百八十四条第一項又は第一項の規定によ

り当該認定市町村の教育委員会（当該認定市町村

が特定地方公共団体である場合にあっては、当該

認定市町村の長）が処理することとするよう要請

することができる。 

６ 認定市町村の議会は、前項の議決をしようとす

るときは、あらかじめ、当該認定市町村の教育委

員会の意見を聴かなければならない。ただし、当

該認定市町村が特定地方公共団体であるときは、

この限りでない。 

（都市公園の管理の特例等） 

第二十五条 認定市町村は、認定計画期間内に限り

、都市公園法第二条の三の規定にかかわらず、認

定歴史的風致維持向上計画に記載された第五条第

三項第二号に規定する都市公園の維持又は公園施

設の新設、増設若しくは改築（以下この条におい

て「都市公園の維持等」という。）を行うことがで

きる。 

２ 認定市町村は、前項の規定により都市公園の維

持等を行おうとするとき、及び都市公園の維持等

を完了したときは、国土交通省令で定めるところ

により、その旨を公示しなければならない。 

３ 認定市町村は、第一項の規定により都市公園の

維持等を行う場合においては、政令で定めるとこ

ろにより、当該都市公園の公園管理者に代わって

その権限を行うものとする。 

４ 第一項の規定により認定市町村が行う都市公園

の維持等に要する費用は、当該認定市町村の負担

とする。 

５ 認定市町村が第三項の規定により公園管理者に

代わってした都市公園法第三十四条第一項各号に

掲げる処分についての審査請求の裁決に不服があ

る者は、国土交通大臣に対して再審査請求をする

ことができる。 

６ 第三項の規定により公園管理者に代わってその

権限を行う認定市町村は、都市公園法第六章の規

定の適用については、公園管理者とみなす。 

（路外駐車場についての都市公園の占用の特例等 

） 

第二十六条 認定市町村は、第五条第三項第三号に

掲げる事項を記載した歴史的風致維持向上計画が

同条第八項の認定を受けたときは、駐車場整備計

画（駐車場法第四条第一項に規定する駐車場整備
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計画をいう。以下この条において同じ。）において

、その記載された事項の内容に即して、おおむね

その位置、規模、整備主体及び整備の目標年次を

定めた特定路外駐車場の整備に関する事業の計画

の概要を定めることができる。 

２ 認定市町村は、前項の規定により駐車場整備計

画において都市公園の地下に設けられる特定路外

駐車場の整備に関する事業の計画の概要（以下こ

の条において「地下駐車場整備計画概要」という

。）を定めようとするときは、当該地下駐車場整備

計画概要について、あらかじめ、当該都市公園の

公園管理者の同意を得なければならない。 

３ 第一項の規定により地下駐車場整備計画概要が

定められた駐車場整備計画が駐車場法第四条第四

項（同条第五項において準用する場合を含む。）の

規定により公表された日から二年以内に当該地下

駐車場整備計画概要に基づく都市公園の地下の占

用について都市公園法第六条第一項又は第三項の

許可の申請があった場合においては、当該占用が

同法第七条第一項の規定に基づく政令で定める技

術的基準に適合する限り、公園管理者は、当該許

可を与えるものとする。 

（歴史的風致形成建造物等の管理の特例等） 

第二十七条 認定市町村又は支援法人は、認定重点

区域内の次に掲げる施設の所有者（所有者が二人

以上いる場合にあっては、その全員）との契約に

基づき、当該施設の管理を行うことができる。 

一 歴史的風致形成建造物 

二 認定歴史的風致維持向上計画にその整備又は 

管理に関する事項が記載された歴史的風致維 

持向上施設である公共施設その他地域におけ 

る歴史的風致の維持及び向上に寄与するもの 

として主務省令で定める施設 

２ 支援法人が前項の規定により管理する施設内の

樹木又は樹木の集団であって、都市の美観風致を

維持するための樹木の保存に関する法律（昭和三

十七年法律第百四十二号）第二条第一項の規定に

基づき保存樹又は保存樹林として指定されたもの

についての同法の規定の適用については、同法第

五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び

歴史的風致維持向上支援法人（地域における歴史

的風致の維持及び向上に関する法律（平成二十年

法律第四十号）第三十四条第一項に規定する歴史

的風致維持向上支援法人をいう。以下同じ。）」と

、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあ

るのは「歴史的風致維持向上支援法人」と、同法

第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は歴史

的風致維持向上支援法人」とする。 

（市街化調整区域内における開発行為の許可の特 

例） 

第二十八条 第五条第三項第四号に掲げる事項が記

載された歴史的風致維持向上計画が同条第八項の

認定を受けた場合には、その記載された事項の内

容に即して行われる開発行為（都市計画法第三十

四条各号に掲げるものを除く。）は、同法第三十四

条第十四号に掲げる開発行為とみなす。 

２ 都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長

は、市街化調整区域のうち都市計画法第二十九条

第一項の規定による許可を受けた開発区域（同法

第四条第十三項に規定する開発区域をいう。）以外

の区域内において認定歴史的風致維持向上計画に

記載された第五条第三項第四号に掲げる事項の内

容に即して行われる建築行為について、同法第四

十三条第一項の許可の申請があった場合において

、当該申請に係る建築行為が同条第二項の政令で

定める許可の基準のうち同法第三十三条に規定す

る開発許可の基準の例に準じて定められた基準に

適合するときは、その許可をしなければならない

。 

（都市緑地法の規定による特別緑地保全地区にお 

ける行為の制限に関する事務の町村長による実施 

） 

第二十九条 都道府県知事は、都市緑地法（昭和四

十八年法律第七十二号）第十四条第一項から第八

項まで、同法第十五条において準用する同法第九

条第一項及び第二項、同法第十六条において準用

する同法第十条第二項において準用する同法第七

条第五項及び第六項並びに同法第十九条において

読み替えて準用する同法第十一条第一項及び第二

項の規定によりその権限に属する事務であって、

認定重点区域内の特別緑地保全地区（同法第十二

条第一項に規定する特別緑地保全地区をいう。）に

係るものについては、認定計画期間内に限り、政

令で定めるところにより、認定町村の長が行うこ

ととすることができる。 

２ 前項の規定により認定町村の長が同項に規定す

る事務を行う場合における都市緑地法第四条、第

三章第二節及び第三十一条の規定の適用について

は、同法第四条第二項第六号ハ中「第十七条」と

あるのは「第十七条（地域における歴史的風致の

維持及び向上に関する法律（平成二十年法律第四

十号。以下「地域歴史的風致法」という。）第二十

九条第二項の規定により読み替えて適用する場合

を含む。）」と、同条第七項中「第六号ハからホま

でに掲げる事項」とあるのは「第六号ハからホま

でに掲げる事項（地域歴史的風致法第二十九条第

二項の規定により読み替えて適用する第十七条の

規定による土地の買入れ及び買い入れた土地の管

理に関する事項を除く。）」と、同法第十六条にお

いて準用する同法第十条第一項並びに同法第十七

条第一項及び第三十一条第一項中「都道府県等」

とあるのは「地域歴史的風致法第二十四条第一項

に規定する認定町村」と、同項中「第十六条」と

あるのは「地域歴史的風致法第二十九条第二項の

規定により読み替えて適用する第十六条」と、「第

十七条第一項」とあるのは「地域歴史的風致法第

二十九条第二項の規定により読み替えて適用する

第十七条第一項」と、「買入れ又は第十七条の二第

五項の規定による負担並びに都道府県又は町村が

行う第十七条第三項の規定による土地の買入れ」

とあるのは「買入れ」とする。 

（電線共同溝を整備すべき道路の指定の特例） 

第三十条 第五条第三項第五号に掲げる事項が記載

された歴史的風致維持向上計画が同条第八項の認

定を受けた場合には、同号に規定する道路又はそ

の部分に関する電線共同溝の整備等に関する特別

措置法（平成七年法律第三十九号）第三条の規定

の適用については、同条第一項中「安全かつ円滑
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な」とあるのは「安全な」と、「図る」とあるのは

「図るとともに、地域における歴史的風致の維持

及び向上に関する法律（平成二十年法律第四十号

）第八条に規定する認定歴史的風致維持向上計画

（以下単に「認定歴史的風致維持向上計画」とい

う。）に記載された同法第五条第三項第五号に掲げ

る事項の内容に即し、地域における歴史的風致（

同法第一条に規定する歴史的風致をいう。）の維持

及び向上を図る」と、「特に必要である」とあるの

は「必要である」と、同条第二項中「及び次項の

規定による要請をした」とあるのは「、次項の規

定による要請をした市町村及び当該道路又はその

部分を認定歴史的風致維持向上計画に記載した」

とする。 

第五章 歴史的風致維持向上地区計画 

（歴史的風致維持向上地区計画） 

第三十一条 次に掲げる条件に該当する土地の区域

で、当該区域における歴史的風致の維持及び向上

と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、その

歴史的風致にふさわしい用途の建築物その他の工

作物（以下「建築物等」という。）の整備（既存の

建築物等の用途を変更して当該歴史的風致にふさ

わしい用途の建築物等とすることを含む。）及び当

該区域内の市街地の保全を総合的に行うことが必

要であると認められるものについては、都市計画

に歴史的風致維持向上地区計画を定めることがで

きる。 

一 現に相当数の建築物等の建築又は用途の変更 

が行われつつあり、又は行われることが確実 

であると認められる土地の区域であること。 

二 当該区域における歴史的風致の維持及び向上 

に支障を来し、又は来すおそれがあると認め 

られる土地の区域であること。 

三 当該区域における歴史的風致の維持及び向上 

と土地の合理的かつ健全な利用を図ることが 

、当該都市の健全な発展及び文化の向上に貢 

献することとなる土地の区域であること。 

四 都市計画法第八条第一項第一号に規定する用 

途地域が定められている土地の区域であるこ 

と。 

２ 歴史的風致維持向上地区計画については、都市

計画法第十二条の四第二項に定める事項のほか、

都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものと

するとともに、第二号から第四号までに掲げる事

項を定めるよう努めるものとする。 

一 主として街区内の居住者、滞在者その他の者 

の利用に供される道路、公園その他の政令で 

定める施設（都市計画法第四条第六項に規定 

する都市計画施設（次条において単に「都市 

計画施設」という。）を除く。以下「地区施設 

」という。）及び建築物等の整備並びに土地の 

利用に関する計画（以下この章において「歴 

史的風致維持向上地区整備計画」という。） 

二 当該歴史的風致維持向上地区計画の目標 

三 当該区域の土地利用に関する基本方針 

四 当該区域の整備及び保全に関する方針 

３ 前項第三号の基本方針には、次に掲げる事項を

定めることができる。 

一 次に掲げる建築物等のうち、当該区域におけ 

る歴史的風致の維持及び向上のため、当該区 

域において整備をすべき建築物等の用途及び 

規模に関する事項 

イ 地域の伝統的な技術又は技能により製造さ

れた工芸品、食品その他の物品の販売を主

たる目的とする店舗

ロ 地域の伝統的な特産物を主たる材料とする

料理の提供を主たる目的とする飲食店

ハ 地域の伝統的な技術又は技能による工芸品

、食品その他の物品の製造を主たる目的と

する工場

ニ 地域の歴史上価値の高い美術品、地域の伝

統的な技術又は技能により製造された工芸

品その他これらに類する物品の展示を主た

る目的とする展示場、博物館又は美術館

ホ その他地域における歴史的風致の維持及び

向上に寄与するものとして政令で定める建

築物等

二 前号に規定する建築物等の形態又は色彩その 

他の意匠の制限に関する基本的事項 

三 第一号に規定する建築物等の整備（既存の建 

築物等の用途を変更して同号に規定する建築 

物等とすることを含む。）をすべき土地の区域 

４ 歴史的風致維持向上地区整備計画においては、

次に掲げる事項を定めることができる。 

一 地区施設の配置及び規模 

二 建築物等の用途の制限、建築物の容積率（延 

べ面積の敷地面積に対する割合をいう。）の最 

高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率（建 

築面積の敷地面積に対する割合をいう。）の最 

高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最 

低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域（ 

壁面の位置の制限として定められた限度の線 

と敷地境界線との間の土地の区域をいう。次 

条において同じ。）における工作物（建築物を 

除く。次条において同じ。）の設置の制限、建 

築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築 

物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建 

築物の緑化率（都市緑地法第三十四条第二項 

に規定する緑化率をいう。）の最低限度その他 

建築物等に関する事項で政令で定めるもの 

三 現に存する樹林地、草地その他の緑地で歴史 

的風致の維持及び向上を図るとともに、良好 

な居住環境を確保するため必要なものの保全 

に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、土地の利用に関 

する事項で政令で定めるもの 

５ 歴史的風致維持向上地区計画を都市計画に定め

るに当たっては、次に掲げるところに従わなけれ

ばならない。 

一 土地利用に関する基本方針は、当該区域にお 

ける歴史的風致の維持及び向上が図られるよ 

うに定めること。この場合において、都市計 

画法第八条第一項第一号に規定する第一種低 

層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、 

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住
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居専用地域及び田園住居地域については、当 

該区域の周辺の住宅に係る良好な住居の環境 

の保護に支障を来さないように定めること。 

二 地区施設は、当該地区施設が、当該歴史的風 

致維持向上地区計画の区域及びその周辺にお 

いて定められている都市計画と相まって、当 

該区域における歴史的風致の維持及び向上並 

びに良好な都市環境の形成に資するよう、必 

要な位置に適切な規模で配置すること。 

三 歴史的風致維持向上地区整備計画における建 

築物等に関する事項は、当該歴史的風致維持 

向上地区計画の区域における歴史的風致にふ 

さわしい用途、容積、高さ、配列及び形態を 

備えた建築物等の整備により当該区域内にお 

いて土地の合理的かつ健全な利用が行われる 

こととなるよう定めること。 

６ 歴史的風致維持向上地区計画を都市計画に定め

る際、当該歴史的風致維持向上地区計画の区域の

全部又は一部について歴史的風致維持向上地区整

備計画を定めることができない特別の事情がある

ときは、当該区域の全部又は一部について歴史的

風致維持向上地区整備計画を定めることを要しな

い。この場合において、歴史的風致維持向上地区

計画の区域の一部について歴史的風致維持向上地

区整備計画を定めるときは、当該歴史的風致維持

向上地区計画については、歴史的風致維持向上地

区整備計画の区域をも都市計画に定めなければな

らない。 

（区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備え 

た建築物の整備を誘導する歴史的風致維持向上地 

区整備計画） 

第三十二条 歴史的風致維持向上地区整備計画にお

いては、当該歴史的風致維持向上地区整備計画の

区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた

建築物を整備することが合理的な土地利用の促進

を図るため特に必要であると認められるときは、

壁面の位置の制限（道路（都市計画施設又は地区

施設である計画道路を含む。）に面する壁面の位置

の制限を含むものに限る。）、壁面後退区域におけ

る工作物の設置の制限（当該壁面後退区域におい

て連続的に有効な空地を確保するため必要な工作

物の設置の制限を含むものに限る。）及び建築物の

高さの最高限度を定めるものとする。 

（行為の届出及び勧告等） 

第三十三条 歴史的風致維持向上地区計画の区域（

歴史的風致維持向上地区整備計画が定められてい

る区域に限る。）内において、土地の区画形質の変

更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で

定める行為をしようとする者は、当該行為に着手

する日の三十日前までに、国土交通省令で定める

ところにより、行為の種類、場所、設計又は施行

方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事

項を市町村長に届け出なければならない。ただし

、次に掲げる行為については、この限りでない。 

一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で 

政令で定めるもの 

二 非常災害のため必要な応急措置として行う行 

  為 

三 国の機関又は地方公共団体が行う行為 

四 都市計画法第四条第十五項に規定する都市計 

画事業の施行として行う行為又はこれに準ず 

る行為として政令で定める行為 

五 都市計画法第二十九条第一項の許可を要する 

行為 

六 前各号に掲げるもののほか、これらに類する 

ものとして政令で定める行為 

２ 前項の規定による届出をした者は、その届出に

係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更

しようとするときは、当該事項の変更に係る行為

に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で

定めるところにより、その旨を市町村長に届け出

なければならない。 

３ 市町村長は、第一項又は前項の規定による届出

があった場合において、その届出に係る行為が歴

史的風致維持向上地区計画に適合しないと認める

ときは、その届出をした者に対し、その届出に係

る行為に関し設計の変更その他の必要な措置を講

ずべきことを勧告することができる。この場合に

おいて、地域における歴史的風致の維持及び向上

を図るため必要があると認められるときは、歴史

的風致維持向上地区計画に定められた事項その他

の事項に関し、適切な措置を講ずることについて

助言又は指導をするものとする。 

第六章 歴史的風致維持向上支援法人 

（歴史的風致維持向上支援法人の指定） 

第三十四条 市町村長は、一般社団法人若しくは一

般財団法人又は特定非営利活動促進法（平成十年

法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利

活動法人であって、次条に規定する業務を適正か

つ確実に行うことができると認められるものを、

その申請により、歴史的風致維持向上支援法人（

以下「支援法人」という。）として指定することが

できる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指定をしたとき

は、当該支援法人の名称、住所及び事務所の所在

地を公示しなければならない。 

３ 支援法人は、その名称、住所又は事務所の所在

地を変更しようとするときは、あらかじめ、その

旨を市町村長に届け出なければならない。 

４ 市町村長は、前項の規定による届出があったと

きは、当該届出に係る事項を公示しなければなら

ない。 

（支援法人の業務） 

第三十五条 支援法人は、次に掲げる業務を行うも

のとする。 

一 歴史的風致維持向上施設の整備に関する事業 

を実施しようとする者に対し、当該事業に関 

する知識を有する者の派遣、情報の提供、相 

談その他の援助を行うこと。 

二 認定重点区域又は歴史的風致維持向上地区計 

画の区域において歴史的風致維持向上施設の 

整備に関する事業を実施すること、又は当該 

区域における歴史的風致維持向上施設の整備 

に関する事業に参加すること。 

三 前号の歴史的風致維持向上施設の整備に関す 

る事業に有効に利用できる土地であって政令 
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で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこ 

と。 

四 歴史的風致形成建造物の管理又は修理に関し 

、必要な助言その他の援助を行うこと。 

五 第二十二条第一項に規定する農業用用排水施 

設又は第二十七条第一項に規定する施設の管 

理を行うこと。 

六 地域における歴史的風致の維持及び向上に関 

する調査研究を行うこと。 

七 前各号に掲げるもののほか、地域における歴 

史的風致の維持及び向上を図るために必要な 

業務を行うこと。 

（監督等） 

第三十六条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の

適正かつ確実な実施を確保するため必要があると

認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し

報告をさせることができる。 

２ 市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務

を適正かつ確実に実施していないと認めるときは

、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し

必要な措置を講ずべきことを命ずることができる

。 

３ 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令

に違反したときは、第三十四条第一項の規定によ

る指定を取り消すことができる。 

４ 市町村長は、前項の規定により指定を取り消し

たときは、その旨を公示しなければならない。 

（情報の提供等） 

第三十七条 国及び関係地方公共団体は、支援法人

に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供

又は指導若しくは助言をするものとする。 

第七章 雑則 

（主務大臣及び主務省令） 

第三十八条 この法律における主務大臣は、文部科

学大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。 

２ この法律における主務省令は、文部科学省令・

国土交通省令とする。ただし、第五条第二項第七

号及び第七条第一項に規定する主務省令について

は、文部科学省令・農林水産省令・国土交通省令

とする。 

（経過措置） 

第三十九条 この法律の規定に基づき命令を制定し

、又は改廃する場合においては、その命令で、そ

の制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される

範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する

経過措置を含む。）を定めることができる。 

第八章 罰則 

第四十条 第三十三条第一項又は第二項の規定に違

反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして

、同条第一項本文又は第二項に規定する行為をし

た者は、三十万円以下の罰金に処する。 

２ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使

用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に

関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰

するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑

を科する。 

第四十一条 次に掲げる違反があった場合において

は、その違反行為をした者は、五万円以下の過料

に処する。 

一 第十五条第一項又は第二項の規定に違反して 

、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、 

同条第一項本文又は第二項に規定する行為を 

したとき。 

二 第十八条の規定に違反して、届出をせず、又 

は虚偽の届出をしたとき。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を

超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。 

（調整規定） 

第二条 この法律の施行の日が一般社団法人及び一

般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八

号）の施行の日前である場合には、同法の施行の日

の前日までの間における第三十四条第一項の規定の

適用については、同項中「一般社団法人若しくは一

般財団法人」とあるのは、「民法（明治二十九年法律

第八十九号）第三十四条の規定により設立された法

人」とする。 

（検討） 

第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した

場合において、この法律の施行の状況について検討

を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも

のとする。 

附 則 （令和六年五月二九日法律第四〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を

超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。
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○地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法

律施行令

（平成二十年政令第三百三十七号） 

最終改正：平成三十一年政令第十八号 

内閣は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法

律（平成二十年法律第四十号）第二条第一項、第五条第三項第

二号、第十五条第一項第一号、第三号及び第四号、第二十四条

第一項、第二十五条第三項、第二十九条第一項、第三十一条第

二項第四号、第三項第一号ホ及び第四項第二号、第三十三条第

一項並びに第三十五条第三号の規定に基づき、この政令を制定

する。

（公共施設）

第一条  地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

（以下「法」という。）第二条第一項 の政令で定める公共の

用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、運河及び海

岸並びに防水又は防砂の施設とする。

（認定市町村が行うことができる都市公園の維持等）

第二条  法第五条第三項第二号 の政令で定める都市公園の維

持又は公園施設の新設、増設若しくは改築は、次に掲げるも

のとする。

一  次のイからホまでのいずれかに該当する公園施設が設け

られている都市公園の維持

イ 都市公園法施行令 （昭和三十一年政令第二百九十号）

第五条第五項第二号 に掲げる施設

ロ 野外劇場、野外音楽堂又は集会所であって、主として

地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した活動を

行うことを目的とするもの

ハ イ又はロに掲げる施設に準ずるものとして国土交通省

令で定めるもの

ニ 都市公園法 （昭和三十一年法律第七十九号）第二条第

二項第一号 又は第二号 に掲げる施設であって、イから

ハまでに掲げる施設に附帯するもの

ホ 都市公園法第二条第二項第八号 に掲げる施設であっ

て、イからニまでに掲げる施設の管理のため必要なもの

二  前号イからホまでのいずれかに該当する公園施設の新設、 
増設又は改築（公園施設である城跡に係る城の復原に関す

る工事であるものを除く。）

（歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない通常の管理

行為、軽易な行為その他の行為）

第三条  法第十五条第一項第一号 の政令で定める行為は、次に

掲げる行為とする。

一  認定歴史的風致維持向上計画に記載された法第五条第二

項第五号 の管理の指針となるべき事項に適合して行う行

為

二  前号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分に

よる義務の履行として行う行為

（歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない都市計画事

業の施行として行う行為に準ずる行為）

第四条  法第十五条第一項第三号 の政令で定める行為は、次に

掲げる行為（都市計画法 （昭和四十三年法律第百号）第四条

第十五項 に規定する都市計画事業の施行として行うものを 

除く。）とする。

一  都市計画法第四条第六項 に規定する都市計画施設を管

理することとなる者がその都市計画施設の整備に関する事

業の施行として当該都市計画施設に関する都市計画に適合

して行う行為

二  土地区画整理法 （昭和二十九年法律第百十九号）第二

第一項 に規定する土地区画整理事業の施行として行う行

為

三  都市再開発法 （昭和四十四年法律第三十八号）第二条第

一号 に規定する市街地再開発事業の施行として行う行為

四  大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関す

る特別措置法 （昭和五十年法律第六十七号）第二条第四号

に規定する住宅街区整備事業の施行として行う行為

五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

（平成九年法律第四十九号）第二条第五号 に規定する防災

街区整備事業の施行として行う行為

（歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しないその他の行為）

第五条  法第十五条第一項第四号 の政令で定める行為は、法第

二十七条第一項 の契約に基づき認定市町村又は支援法人が

行う行為とする。

（認定町村の教育委員会が行うことができる文化財保護法 の
規定による事務等）

第六条  法第二十四条第一項 の規定により認定町村の教育委

員会（当該認定町村が文化財保護法（昭和二十五年法律第二

百十四号）第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団

体（次項において単に「特定地方公共団体」という。）である

場合にあっては、当該認定町村の長。以下この条において同

じ。）が行うこととすることができる事務は、次に掲げる事務

の全部又は一部とする。

一  文化財保護法第百九条第一項 の規定により指定された

史跡名勝天然記念物（以下この項において単に「史跡名勝

天然記念物」という。）の現状変更又は保存に影響を及ぼす

行為（以下この項において「現状変更等」という。）で次の

イからニまでのいずれかに該当するもの（認定重点区域内

において行われるものに限る。）について、同法第百二十五

条第一項 から第四項 までの規定による許可及びその取消

しをし、並びに現状変更等の停止を命ずること。

イ 文化財保護法施行令 （昭和五十年政令第二百六十七号）

第五条第四項第一号 イからヘまでに掲げる行為

ロ 木竹（文化財保護法第百九条第一項 の規定により指定

された名勝又は天然記念物である木竹を除く。）の伐採

ハ 文化財保護法第百九条第一項 の規定により指定され

た史跡又は名勝の保存のため必要な試験材料の採取

ニ イからハまでに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念

物の指定に係る地域のうち、認定歴史的風致維持向上計

画に法第五条第二項第三号 イに掲げる事項として認定

町村の教育委員会がその区域内における現状変更等に係

る法第二十四条第一項 に規定する事務の全部又は一部

を行うこととする旨が定められた区域における現状変更

等

二  史跡名勝天然記念物に関する前号イからニまでに掲げる

現状変更等（認定重点区域内において行われるものに限る。）
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○地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法

律施行令

（平成二十年政令第三百三十七号） 

最終改正：令和二年政令第二百六十八号 

内閣は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法

律（平成二十年法律第四十号）第二条第一項、第五条第三項第

二号、第十五条第一項第一号、第三号及び第四号、第二十四条

第一項、第二十五条第三項、第二十九条第一項、第三十一条第

二項第四号、第三項第一号ホ及び第四項第二号、第三十三条第

一項並びに第三十五条第三号の規定に基づき、この政令を制定

する。

（公共施設）

第一条  地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
（以下「法」という。）第二条第一項 の政令で定める公共の
用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、運河及び海

岸並びに防水又は防砂の施設とする。

（認定市町村が行うことができる都市公園の維持等）

第二条  法第五条第三項第二号 の政令で定める都市公園の維
持又は公園施設の新設、増設若しくは改築は、次に掲げるも

のとする。

一  次のイからホまでのいずれかに該当する公園施設が設け
られている都市公園の維持

イ 都市公園法施行令 （昭和三十一年政令第二百九十号）
第五条第五項第二号 に掲げる施設

ロ 野外劇場、野外音楽堂又は集会所であって、主として

地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した活動を

行うことを目的とするもの

ハ イ又はロに掲げる施設に準ずるものとして国土交通省

令で定めるもの

ニ 都市公園法 （昭和三十一年法律第七十九号）第二条第
二項第一号 又は第二号 に掲げる施設であって、イから
ハまでに掲げる施設に附帯するもの

ホ 都市公園法第二条第二項第八号 に掲げる施設であっ
て、イからニまでに掲げる施設の管理のため必要なもの

二  前号イからホまでのいずれかに該当する公園施設の新設、 
増設又は改築（公園施設である城跡に係る城の復原に関す

る工事であるものを除く。）

（歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない通常の管理

行為、軽易な行為その他の行為）

第三条  法第十五条第一項第一号 の政令で定める行為は、次に
掲げる行為とする。

一  認定歴史的風致維持向上計画に記載された法第五条第二
項第五号 の管理の指針となるべき事項に適合して行う行
為

二  前号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分に
よる義務の履行として行う行為

（歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない都市計画事

業の施行として行う行為に準ずる行為）

第四条  法第十五条第一項第三号 の政令で定める行為は、次に
掲げる行為（都市計画法 （昭和四十三年法律第百号）第四条
第十五項 に規定する都市計画事業の施行として行うものを 

除く。）とする。

一  都市計画法第四条第六項 に規定する都市計画施設を管
理することとなる者がその都市計画施設の整備に関する事

業の施行として当該都市計画施設に関する都市計画に適合

して行う行為

二  土地区画整理法 （昭和二十九年法律第百十九号）第二
第一項 に規定する土地区画整理事業の施行として行う行
為

三  都市再開発法 （昭和四十四年法律第三十八号）第二条第
一号 に規定する市街地再開発事業の施行として行う行為
四  大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関す
る特別措置法 （昭和五十年法律第六十七号）第二条第四号
に規定する住宅街区整備事業の施行として行う行為

五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

（平成九年法律第四十九号）第二条第五号 に規定する防災
街区整備事業の施行として行う行為

（歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しないその他の行為）

第五条  法第十五条第一項第四号 の政令で定める行為は、法第
二十七条第一項 の契約に基づき認定市町村又は支援法人が
行う行為とする。

（認定町村の教育委員会が行うことができる文化財保護法 の
規定による事務等）

第六条  法第二十四条第一項 の規定により認定町村の教育委
員会（当該認定町村が文化財保護法（昭和二十五年法律第二

百十四号）第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団

体（次項において単に「特定地方公共団体」という。）である

場合にあっては、当該認定町村の長。以下この条において同

じ。）が行うこととすることができる事務は、次に掲げる事務

の全部又は一部とする。

一  文化財保護法第百九条第一項 の規定により指定された
史跡名勝天然記念物（以下この項において単に「史跡名勝

天然記念物」という。）の現状変更又は保存に影響を及ぼす

行為（以下この項において「現状変更等」という。）で次の

イからニまでのいずれかに該当するもの（認定重点区域内

において行われるものに限る。）について、同法第百二十五

条第一項 から第四項 までの規定による許可及びその取消
しをし、並びに現状変更等の停止を命ずること。

イ 文化財保護法施行令 （昭和五十年政令第二百六十七号）
第五条第四項第一号 イからヘまでに掲げる行為
ロ 木竹（文化財保護法第百九条第一項 の規定により指定
された名勝又は天然記念物である木竹を除く。）の伐採

ハ 文化財保護法第百九条第一項 の規定により指定され
た史跡又は名勝の保存のため必要な試験材料の採取

ニ イからハまでに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念

物の指定に係る地域のうち、認定歴史的風致維持向上計

画に法第五条第二項第三号 イに掲げる事項として認定
町村の教育委員会がその区域内における現状変更等に係

る法第二十四条第一項 に規定する事務の全部又は一部
を行うこととする旨が定められた区域における現状変更

等

二  史跡名勝天然記念物に関する前号イからニまでに掲げる
現状変更等（認定重点区域内において行われるものに限る。）

87

４．地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律関係



４．地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律関係

81 

○地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法

律施行令 

（平成二十年政令第三百三十七号）

最終改正：平成三十一年政令第十八号 

内閣は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法

律（平成二十年法律第四十号）第二条第一項、第五条第三項第

二号、第十五条第一項第一号、第三号及び第四号、第二十四条

第一項、第二十五条第三項、第二十九条第一項、第三十一条第

二項第四号、第三項第一号ホ及び第四項第二号、第三十三条第

一項並びに第三十五条第三号の規定に基づき、この政令を制定

する。

（公共施設）

第一条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

（以下「法」という。）第二条第一項 の政令で定める公共の

用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、運河及び海

岸並びに防水又は防砂の施設とする。

（認定市町村が行うことができる都市公園の維持等）

第二条 法第五条第三項第二号 の政令で定める都市公園の維

持又は公園施設の新設、増設若しくは改築は、次に掲げるも

のとする。

一 次のイからホまでのいずれかに該当する公園施設が設け

られている都市公園の維持

イ 都市公園法施行令 （昭和三十一年政令第二百九十号）

第五条第五項第二号 に掲げる施設

ロ 野外劇場、野外音楽堂又は集会所であって、主として

地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した活動を

行うことを目的とするもの

ハ イ又はロに掲げる施設に準ずるものとして国土交通省

令で定めるもの

ニ 都市公園法（昭和三十一年法律第七十九号）第二条第

二項第一号 又は第二号 に掲げる施設であって、イから

ハまでに掲げる施設に附帯するもの

ホ 都市公園法第二条第二項第八号 に掲げる施設であっ

て、イからニまでに掲げる施設の管理のため必要なもの

二 前号イからホまでのいずれかに該当する公園施設の新設、

増設又は改築（公園施設である城跡に係る城の復原に関す

る工事であるものを除く。）

（歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない通常の管理

行為、軽易な行為その他の行為）

第三条 法第十五条第一項第一号 の政令で定める行為は、次に

掲げる行為とする。

一 認定歴史的風致維持向上計画に記載された法第五条第二

項第五号 の管理の指針となるべき事項に適合して行う行

為

二 前号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分に

よる義務の履行として行う行為

（歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない都市計画事

業の施行として行う行為に準ずる行為）

第四条 法第十五条第一項第三号 の政令で定める行為は、次に

掲げる行為（都市計画法 （昭和四十三年法律第百号）第四条

第十五項 に規定する都市計画事業の施行として行うものを

除く。）とする。

一 都市計画法第四条第六項 に規定する都市計画施設を管

理することとなる者がその都市計画施設の整備に関する事

業の施行として当該都市計画施設に関する都市計画に適合

して行う行為

二 土地区画整理法 （昭和二十九年法律第百十九号）第二

第一項 に規定する土地区画整理事業の施行として行う行

為

三 都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）第二条第

一号 に規定する市街地再開発事業の施行として行う行為

四 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関す

る特別措置法（昭和五十年法律第六十七号）第二条第四号

に規定する住宅街区整備事業の施行として行う行為

五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

（平成九年法律第四十九号）第二条第五号 に規定する防災

街区整備事業の施行として行う行為

（歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しないその他の行為）

第五条 法第十五条第一項第四号 の政令で定める行為は、法第

二十七条第一項 の契約に基づき認定市町村又は支援法人が

行う行為とする。

（認定町村の教育委員会が行うことができる文化財保護法 の

規定による事務等）

第六条 法第二十四条第一項 の規定により認定町村の教育委

員会（当該認定町村が文化財保護法（昭和二十五年法律第二

百十四号）第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団

体（次項において単に「特定地方公共団体」という。）である

場合にあっては、当該認定町村の長。以下この条において同

じ。）が行うこととすることができる事務は、次に掲げる事務

の全部又は一部とする。

一 文化財保護法第百九条第一項 の規定により指定された

史跡名勝天然記念物（以下この項において単に「史跡名勝

天然記念物」という。）の現状変更又は保存に影響を及ぼす

行為（以下この項において「現状変更等」という。）で次の

イからニまでのいずれかに該当するもの（認定重点区域内

において行われるものに限る。）について、同法第百二十五

条第一項 から第四項 までの規定による許可及びその取消

しをし、並びに現状変更等の停止を命ずること。

イ 文化財保護法施行令（昭和五十年政令第二百六十七号）

第五条第四項第一号 イからヘまでに掲げる行為

ロ 木竹（文化財保護法第百九条第一項 の規定により指定

された名勝又は天然記念物である木竹を除く。）の伐採

ハ 文化財保護法第百九条第一項 の規定により指定され

た史跡又は名勝の保存のため必要な試験材料の採取

ニ イからハまでに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念

物の指定に係る地域のうち、認定歴史的風致維持向上計

画に法第五条第二項第三号 イに掲げる事項として認定

町村の教育委員会がその区域内における現状変更等に係

る法第二十四条第一項 に規定する事務の全部又は一部

を行うこととする旨が定められた区域における現状変更

等

二 史跡名勝天然記念物に関する前号イからニまでに掲げる

現状変更等（認定重点区域内において行われるものに限る。）

４．地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律関係

71

○地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法

律施行令

（平成二十年政令第三百三十七号）

最終改正：令和二年政令第二百六十八号

内閣は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法

律（平成二十年法律第四十号）第二条第一項、第五条第三項第

二号、第十五条第一項第一号、第三号及び第四号、第二十四条

第一項、第二十五条第三項、第二十九条第一項、第三十一条第

二項第四号、第三項第一号ホ及び第四項第二号、第三十三条第

一項並びに第三十五条第三号の規定に基づき、この政令を制定

する。

（公共施設）

第一条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

（以下「法」という。）第二条第一項 の政令で定める公共の

用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、運河及び海

岸並びに防水又は防砂の施設とする。

（認定市町村が行うことができる都市公園の維持等）

第二条 法第五条第三項第二号 の政令で定める都市公園の維

持又は公園施設の新設、増設若しくは改築は、次に掲げるも

のとする。

一 次のイからホまでのいずれかに該当する公園施設が設け

られている都市公園の維持

イ 都市公園法施行令 （昭和三十一年政令第二百九十号）

第五条第五項第二号 に掲げる施設

ロ 野外劇場、野外音楽堂又は集会所であって、主として

地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した活動を

行うことを目的とするもの

ハ イ又はロに掲げる施設に準ずるものとして国土交通省

令で定めるもの

ニ 都市公園法（昭和三十一年法律第七十九号）第二条第

二項第一号 又は第二号 に掲げる施設であって、イから

ハまでに掲げる施設に附帯するもの

ホ 都市公園法第二条第二項第八号 に掲げる施設であっ

て、イからニまでに掲げる施設の管理のため必要なもの

二 前号イからホまでのいずれかに該当する公園施設の新設、

増設又は改築（公園施設である城跡に係る城の復原に関す

る工事であるものを除く。）

（歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない通常の管理

行為、軽易な行為その他の行為）

第三条 法第十五条第一項第一号 の政令で定める行為は、次に

掲げる行為とする。

一 認定歴史的風致維持向上計画に記載された法第五条第二

項第五号 の管理の指針となるべき事項に適合して行う行

為

二 前号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分に

よる義務の履行として行う行為

（歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない都市計画事

業の施行として行う行為に準ずる行為）

第四条 法第十五条第一項第三号 の政令で定める行為は、次に

掲げる行為（都市計画法 （昭和四十三年法律第百号）第四条

第十五項 に規定する都市計画事業の施行として行うものを

除く。）とする。

一 都市計画法第四条第六項 に規定する都市計画施設を管

理することとなる者がその都市計画施設の整備に関する事

業の施行として当該都市計画施設に関する都市計画に適合

して行う行為

二 土地区画整理法 （昭和二十九年法律第百十九号）第二

第一項 に規定する土地区画整理事業の施行として行う行

為

三 都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）第二条第

一号 に規定する市街地再開発事業の施行として行う行為

四 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関す

る特別措置法（昭和五十年法律第六十七号）第二条第四号

に規定する住宅街区整備事業の施行として行う行為

五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

（平成九年法律第四十九号）第二条第五号 に規定する防災

街区整備事業の施行として行う行為

（歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しないその他の行為）

第五条 法第十五条第一項第四号 の政令で定める行為は、法第

二十七条第一項 の契約に基づき認定市町村又は支援法人が

行う行為とする。

（認定町村の教育委員会が行うことができる文化財保護法 の

規定による事務等）

第六条 法第二十四条第一項 の規定により認定町村の教育委

員会（当該認定町村が文化財保護法（昭和二十五年法律第二

百十四号）第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団

体（次項において単に「特定地方公共団体」という。）である

場合にあっては、当該認定町村の長。以下この条において同

じ。）が行うこととすることができる事務は、次に掲げる事務

の全部又は一部とする。

一 文化財保護法第百九条第一項 の規定により指定された

史跡名勝天然記念物（以下この項において単に「史跡名勝

天然記念物」という。）の現状変更又は保存に影響を及ぼす

行為（以下この項において「現状変更等」という。）で次の

イからニまでのいずれかに該当するもの（認定重点区域内

において行われるものに限る。）について、同法第百二十五

条第一項 から第四項 までの規定による許可及びその取消

しをし、並びに現状変更等の停止を命ずること。

イ 文化財保護法施行令（昭和五十年政令第二百六十七号）

第五条第四項第一号 イからヘまでに掲げる行為

ロ 木竹（文化財保護法第百九条第一項 の規定により指定

された名勝又は天然記念物である木竹を除く。）の伐採

ハ 文化財保護法第百九条第一項 の規定により指定され

た史跡又は名勝の保存のため必要な試験材料の採取

ニ イからハまでに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念

物の指定に係る地域のうち、認定歴史的風致維持向上計

画に法第五条第二項第三号 イに掲げる事項として認定

町村の教育委員会がその区域内における現状変更等に係

る法第二十四条第一項 に規定する事務の全部又は一部

を行うこととする旨が定められた区域における現状変更

等

二 史跡名勝天然記念物に関する前号イからニまでに掲げる

現状変更等（認定重点区域内において行われるものに限る。）
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について文化財保護法第百二十五条第一項 の許可の申請

があった場合において、同法第百三十条 （同法第百七十二

条第五項 において準用する場合を含む。）又は第百三十一

条第一項 の規定により、報告を求め、並びに立入調査及び

調査のため必要な措置をさせること。

２  文化庁長官は、法第二十四条第一項 の規定により前項に 

規定する事務を認定町村の教育委員会が行うこととする場合

には、当該認定町村の教育委員会が行うこととする事務の内

容及び当該事務を行うこととする期間を明らかにして、当該

認定町村の教育委員会がその事務を行うこととすることにつ

いて、あらかじめ、当該認定町村の属する都道府県の教育委

員会（当該都道府県が特定地方公共団体である場合にあって

は、当該都道府県の知事。第五項において同じ。）（文化財保

護法施行令第五条第一項 又は第四項 の規定によりその事務

の全部又は一部を行っているものに限る。）に協議するととも

に、当該認定町村の教育委員会の同意を求めなければならな

い。

３  認定町村の教育委員会は、前項の規定により文化庁長官か

ら同意を求められたときは、その内容について同意をするか

どうかを決定し、その旨を文化庁長官に通知するものとする。 
４  文化庁長官は、法第二十四条第一項 の規定により第一項

に規定する事務を認定町村の教育委員会が行うこととした場

合においては、直ちに、その旨並びに当該認定町村の教育委

員会が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うことと

する期間を官報で告示しなければならない。

５  前項の規定に基づき告示された期間における当該認定町村

の属する都道府県の教育委員会についての文化財保護法施行

令第五条第一項 及び第四項 の規定の適用については、これ

らの規定中「属する事務」とあるのは、「属する事務（地域に

おける歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令（平成

二十年政令第三百三十七号）第六条第四項の規定に基づき告

示された事務を除く。）」とする。

（公園管理者の権限の代行）

第七条  法第二十五条第三項 の規定により認定市町村が公園

管理者に代わって行う権限は、次に掲げる公園管理者の権限

以外の公園管理者の権限のうち、認定市町村が公園管理者と

協議して定めるものとする。この場合において、当該認定市

町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

一  都市公園法第五条の二の規定により、設置等予定者を選

定するための評価の基準について学識経験者の意見を聴き、

公募設置等指針を定め、及びこれを変更し、並びにこれを

公示すること。

二  都市公園法第五条の四の規定により、公募設置等計画に

ついて審査し、及び評価を行い、設置等予定者の選定につ

いて学識経験者の意見を聴き、設置等予定者を選定し、並

びにその旨を通知すること。

三  都市公園法第五条の五の規定により、公募対象公園施設

の場所を指定し、公募設置等計画が適当である旨の認定を

し、並びに当該認定をした日及び認定の有効期間並びに公

募対象公園施設の場所を公示すること。

四 都市公園法第五条の六の規定により、公募設置等計画の

変更の認定をし、並びに当該認定をした日及び認定の有効

期間並びに公募対象公園施設の場所を公示すること。

五 都市公園法第五条の八の規定により認定計画提出者が有

していた計画の認定に基づく地位の承継の承認をすること。 
六 都市公園法第十七条第一項の規定により、都市公園台帳

を作成し、及びこれを保管すること。

七 都市公園法第二十条の規定により都市公園の区域を立体

的区域とすること。

八 都市公園法第二十二条第二項の規定により、協定を締結

した旨を公示し、協定又はその写しを一般の閲覧に供し、

及び閲覧に供している旨を掲示すること。

九 都市公園法第二十五条の規定により、公園保全立体区域

を指定し、及びその旨を公告すること。

２  認定市町村は、法第二十五条第三項 の規定により公園管理

者に代わって次に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、国

土交通省令で定めるところにより、当該公園管理者に通知し

なければならない。  
一  都市公園法第五条第一項 又は第六条第一項 若しくは第

三項 の許可をすること。  
二  都市公園法第九条 の規定による協議をすること。  
三  都市公園法第二十二条第一項 の規定により協定を締結

すること。  
四  都市公園法第二十六条第二項 又は第四項 の規定による

命令をすること。  
五  都市公園法第二十七条第一項 又は第二項 の規定による

処分をすること。  
３  法第二十五条第一項 の規定により認定市町村が代わって

行う公園管理者の権限は、同条第二項 の規定に基づき公示さ

れる都市公園の維持等の開始の日から都市公園の維持等の完

了の日までに限り行うことができるものとする。ただし、都

市公園法第二十八条 の規定により損失の補償について損失

を受けた者と協議し、損失を補償し、及び補償金額を同法第

二十七条第二項第三号 の理由を生じさせた者に負担させる

権限については、都市公園の維持等の完了の日後においても

行うことができる。  
（認定町村の長が都市緑地法 の規定による事務を行うことと

する場合における手続等）  
第八条  都道府県知事は、法第二十九条第一項 の規定により同

項に規定する事務を認定町村の長が行うこととする場合には、

当該認定町村の長が行うこととする事務の内容及び当該事務

を行うこととする期間を明らかにして、当該認定町村の長が

その事務を行うこととすることについて、あらかじめ、当該

認定町村の長の同意を求めなければならない。  
２  認定町村の長は、前項の規定により都道府県知事から同意

を求められたときは、その内容について同意をするかどうか

を決定し、その旨を都道府県知事に通知するものとする。  
３  都道府県知事は、法第二十九条第一項 の規定により同項

に規定する事務を認定町村の長が行うこととした場合におい

ては、直ちに、その旨並びに当該認定町村の長が行うことと

する事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を公示し

なければならない。  
４  認定町村の長は、法第二十九条第一項 の規定により同項
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了の日までに限り行うことができるものとする。ただし、都

市公園法第二十八条 の規定により損失の補償について損失

を受けた者と協議し、損失を補償し、及び補償金額を同法第

二十七条第二項第三号 の理由を生じさせた者に負担させる

権限については、都市公園の維持等の完了の日後においても

行うことができる。

（認定町村の長が都市緑地法 の規定による事務を行うことと

する場合における手続等）

第八条 都道府県知事は、法第二十九条第一項 の規定により同

項に規定する事務を認定町村の長が行うこととする場合には、

当該認定町村の長が行うこととする事務の内容及び当該事務

を行うこととする期間を明らかにして、当該認定町村の長が

その事務を行うこととすることについて、あらかじめ、当該

認定町村の長の同意を求めなければならない。

２ 認定町村の長は、前項の規定により都道府県知事から同意

を求められたときは、その内容について同意をするかどうか

を決定し、その旨を都道府県知事に通知するものとする。

３ 都道府県知事は、法第二十九条第一項 の規定により同項

に規定する事務を認定町村の長が行うこととした場合におい

ては、直ちに、その旨並びに当該認定町村の長が行うことと

する事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を公示し

なければならない。

４ 認定町村の長は、法第二十九条第一項 の規定により同項

に規定する事務を行ったときは、都道府県知事に対し、その

旨及びその内容を報告するものとする。

（地区施設）

第九条 法第三十一条第二項第一号 の政令で定める施設は、道

路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。

（歴史的風致維持向上地区計画の区域の土地利用に関する基本

方針にその用途等に関する事項を定めることができる建築物等）

第十条 法第三十一条第三項第一号 ホの政令で定める建築物

等は、次に掲げる建築物等とする。

一 地域の伝統的な行事に用いられる衣服、器具その他の物

件の保管を主たる目的とする倉庫

二 地域の歴史上価値の高い芸能の用に供されることにより

その価値の形成に寄与する演芸場、観覧場、集会場その他

これらに類する建築物等

三 地域の伝統的な構造、形態又は意匠の建築物等であって、

主として地域の伝統的な技術、技能又は芸能の教授の用に

供されるもの

四 地域の伝統的な構造、形態又は意匠の建築物等であって、

主として法第三十一条第三項第一号 イからニまで又は前

二号に掲げる建築物等の利用者の宿泊の用に供されるもの

（歴史的風致維持向上地区整備計画において定める建築物等に

関する事項）

第十一条 法第三十一条第四項第二号 の政令で定める建築物

等に関する事項は、垣又はさくの構造の制限とする。

（歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を

要する行為）

第十二条 法第三十三条第一項 本文の政令で定める行為は、次

に掲げる行為とする。

一 建築物等の移転

二 建築物等の用途の変更（当該変更後の建築物等が歴史的

風致維持向上地区整備計画において定められた建築物等の

用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合

しないこととなるものに限る。）

三 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更（当該変更

後の建築物等が歴史的風致維持向上地区整備計画において

定められた建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限に

適合しないこととなるものに限る。）

四 木竹の伐採（歴史的風致維持向上地区整備計画に法第三

十一条第四項第三号 に掲げる事項として当該木竹の伐採

の制限が定められている場合に限る。）

（歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を

要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為）

第十三条 法第三十三条第一項第一号 の政令で定める行為は、

次に掲げる行為とする。

一 次に掲げる土地の区画形質の変更

イ 仮設の建築物等の新築、改築、増築又は移転の用に供

する目的で行う土地の区画形質の変更

ロ 既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質

の変更

ハ 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更

二 次に掲げる建築物等の新築、改築、増築又は移転

イ 仮設の建築物等の新築、改築、増築又は移転

ロ 屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、

かつ、高さが三メートル以下であるものの表示又は掲出

のために必要な工作物（建築物以外の工作物をいう。ハ

及びニにおいて同じ。）の新築、改築、増築又は移転

ハ 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下

に設けるものの新築、改築、増築又は移転

ニ 建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、

建築設備、受信用の空中線系（その支持物を含む。）、旗

ざおその他これらに類する工作物の新築、改築、増築又

は移転

ホ 農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他こ

れらに類する建築物等の新築、改築、増築又は移転

三 次に掲げる建築物等の用途の変更

イ 仮設の建築物等の用途の変更

ロ 建築物等の用途を前号ホに規定するものとする建築物

等の用途の変更

四 第二号に規定する建築物等の形態又は色彩その他の意匠

の変更

五 次に掲げる木竹の伐採

イ 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行わ

れる木竹の伐採

ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

ニ 仮植した木竹の伐採

ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

六 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分

による義務の履行として行う行為

（歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を

要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為）

４．地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律関係

72

について文化財保護法第百二十五条第一項 の許可の申請
があった場合において、同法第百三十条 （同法第百七十二
条第五項 において準用する場合を含む。）又は第百三十一
条第一項 の規定により、報告を求め、並びに立入調査及び
調査のため必要な措置をさせること。

２  文化庁長官は、法第二十四条第一項 の規定により前項に 

規定する事務を認定町村の教育委員会が行うこととする場合

には、当該認定町村の教育委員会が行うこととする事務の内

容及び当該事務を行うこととする期間を明らかにして、当該

認定町村の教育委員会がその事務を行うこととすることにつ

いて、あらかじめ、当該認定町村の属する都道府県の教育委

員会（当該都道府県が特定地方公共団体である場合にあって

は、当該都道府県の知事。第五項において同じ。）（文化財保

護法施行令第五条第一項 又は第四項 の規定によりその事務
の全部又は一部を行っているものに限る。）に協議するととも

に、当該認定町村の教育委員会の同意を求めなければならな

い。

３  認定町村の教育委員会は、前項の規定により文化庁長官か
ら同意を求められたときは、その内容について同意をするか

どうかを決定し、その旨を文化庁長官に通知するものとする。 
４  文化庁長官は、法第二十四条第一項 の規定により第一項
に規定する事務を認定町村の教育委員会が行うこととした場

合においては、直ちに、その旨並びに当該認定町村の教育委

員会が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うことと

する期間を官報で告示しなければならない。

５  前項の規定に基づき告示された期間における当該認定町村
の属する都道府県の教育委員会についての文化財保護法施行

令第五条第一項 及び第四項 の規定の適用については、これ
らの規定中「属する事務」とあるのは、「属する事務（地域に

おける歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令（平成

二十年政令第三百三十七号）第六条第四項の規定に基づき告

示された事務を除く。）」とする。

（公園管理者の権限の代行）

第七条  法第二十五条第三項 の規定により認定市町村が公園
管理者に代わって行う権限は、次に掲げる公園管理者の権限

以外の公園管理者の権限のうち、認定市町村が公園管理者と

協議して定めるものとする。この場合において、当該認定市

町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

一  都市公園法第五条の二の規定により、設置等予定者を選
定するための評価の基準について学識経験者の意見を聴き、

公募設置等指針を定め、及びこれを変更し、並びにこれを

公示すること。

二  都市公園法第五条の四の規定により、公募設置等計画に
ついて審査し、及び評価を行い、設置等予定者の選定につ

いて学識経験者の意見を聴き、設置等予定者を選定し、並

びにその旨を通知すること。

三  都市公園法第五条の五の規定により、公募対象公園施設
の場所を指定し、公募設置等計画が適当である旨の認定を

し、並びに当該認定をした日及び認定の有効期間並びに公

募対象公園施設の場所を公示すること。

四 都市公園法第五条の六の規定により、公募設置等計画の

変更の認定をし、並びに当該認定をした日及び認定の有効

期間並びに公募対象公園施設の場所を公示すること。

五 都市公園法第五条の八の規定により認定計画提出者が有

していた計画の認定に基づく地位の承継の承認をすること。 
六 都市公園法第十七条第一項の規定により、都市公園台帳

を作成し、及びこれを保管すること。

七 都市公園法第二十条の規定により都市公園の区域を立体

的区域とすること。

八 都市公園法第二十二条第二項の規定により、協定を締結

した旨を公示し、協定又はその写しを一般の閲覧に供し、

及び閲覧に供している旨を掲示すること。

九 都市公園法第二十五条の規定により、公園保全立体区域

を指定し、及びその旨を公告すること。

十 都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）第四

十六条第十七項（同項第三号及び第四号に係る部分に限る。）

の規定により、同条第一項に規定する都市再生整備計画に

記載しようとする事項又はその案について市町村から協議

を受け、及び同意をすること。 
十一 都市再生特別措置法第六十二条の三（同条第四項及び

第五項にあっては、同法第六十二条の四において読み替え

て準用する場合を含む。）の規定により、同法第六十二条の

三第四項各号に掲げる事項（同法第六十二条の四において

読み替えて準用する場合にあっては、同項第一号及び第二

号に該当すること並びに公園施設設置管理協定（同法第六

十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定をいう。

以下この項において同じ。）の変更をすることについて都市

公園の利用者の利便の一層の向上に寄与するものであると

見込まれること又はやむを得ない事情があること）を確認

し、公園施設設置管理協定を締結し、並びにその締結の日、

同法第四十六条第十四項第二号ロに規定する滞在快適性等

向上公園施設の場所及び公園施設設置管理協定の有効期間

を公示すること。 
十二 都市再生特別措置法第六十二条の六の規定により、同

法第六十二条の五第一項に規定する協定一体型事業実施主

体等が有していた公園施設設置管理協定に基づく地位の承

継の承認をすること。 
２  認定市町村は、法第二十五条第三項 の規定により公園管理
者に代わって次に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、国

土交通省令で定めるところにより、当該公園管理者に通知し

なければならない。  
一  都市公園法第五条第一項 又は第六条第一項 若しくは第
三項 の許可をすること。  

二  都市公園法第九条 の規定による協議をすること。
三  都市公園法第二十二条第一項 の規定により協定を締結
すること。  
四  都市公園法第二十六条第二項 又は第四項 の規定による
命令をすること。  
五  都市公園法第二十七条第一項 又は第二項 の規定による
処分をすること。  

３  法第二十五条第一項 の規定により認定市町村が代わって
行う公園管理者の権限は、同条第二項 の規定に基づき公示さ
れる都市公園の維持等の開始の日から都市公園の維持等の完
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に規定する事務を行ったときは、都道府県知事に対し、その

旨及びその内容を報告するものとする。  
（地区施設）  
第九条  法第三十一条第二項第一号 の政令で定める施設は、道

路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。  
（歴史的風致維持向上地区計画の区域の土地利用に関する基本

方針にその用途等に関する事項を定めることができる建築物等） 
第十条  法第三十一条第三項第一号 ホの政令で定める建築物

等は、次に掲げる建築物等とする。  
一  地域の伝統的な行事に用いられる衣服、器具その他の物

件の保管を主たる目的とする倉庫  
二  地域の歴史上価値の高い芸能の用に供されることにより

その価値の形成に寄与する演芸場、観覧場、集会場その他

これらに類する建築物等  
三  地域の伝統的な構造、形態又は意匠の建築物等であって、

主として地域の伝統的な技術、技能又は芸能の教授の用に

供されるもの  
四  地域の伝統的な構造、形態又は意匠の建築物等であって、

主として法第三十一条第三項第一号 イからニまで又は前

二号に掲げる建築物等の利用者の宿泊の用に供されるもの 
（歴史的風致維持向上地区整備計画において定める建築物等に

関する事項）  
第十一条  法第三十一条第四項第二号 の政令で定める建築物

等に関する事項は、垣又はさくの構造の制限とする。  
（歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を

要する行為）

第十二条  法第三十三条第一項 本文の政令で定める行為は、次

に掲げる行為とする。  
一  建築物等の移転  

 二  建築物等の用途の変更（当該変更後の建築物等が歴史的

風致維持向上地区整備計画において定められた建築物等の

用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合

しないこととなるものに限る。）  
三  建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更（当該変更

後の建築物等が歴史的風致維持向上地区整備計画において

定められた建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限に

適合しないこととなるものに限る。）

四  木竹の伐採（歴史的風致維持向上地区整備計画に法第三

十一条第四項第三号 に掲げる事項として当該木竹の伐採

の制限が定められている場合に限る。）

（歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を

要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為）  
第十三条  法第三十三条第一項第一号 の政令で定める行為は、

次に掲げる行為とする。  
一  次に掲げる土地の区画形質の変更

イ 仮設の建築物等の新築、改築、増築又は移転の用に供

する目的で行う土地の区画形質の変更 
ロ 既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質

の変更

ハ 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更 
二  次に掲げる建築物等の新築、改築、増築又は移転

イ 仮設の建築物等の新築、改築、増築又は移転

ロ 屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、

かつ、高さが三メートル以下であるものの表示又は掲出

のために必要な工作物（建築物以外の工作物をいう。ハ

及びニにおいて同じ。）の新築、改築、増築又は移転

ハ 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下

に設けるものの新築、改築、増築又は移転 
ニ 建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、

建築設備、受信用の空中線系（その支持物を含む。）、旗

ざおその他これらに類する工作物の新築、改築、増築又

は移転 
ホ 農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他こ

れらに類する建築物等の新築、改築、増築又は移転 
三  次に掲げる建築物等の用途の変更 
イ 仮設の建築物等の用途の変更 
ロ 建築物等の用途を前号ホに規定するものとする建築物

等の用途の変更 
四  第二号に規定する建築物等の形態又は色彩その他の意匠 
の変更  

五  次に掲げる木竹の伐採 
イ 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行わ

れる木竹の伐採 
ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 
ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

ニ 仮植した木竹の伐採 
ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

六  前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分 
による義務の履行として行う行為  

（歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を

要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為）

第十四条  法第三十三条第一項第四号 の政令で定める行為は、

第四条に規定する行為とする。  
（歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を

要しないその他の行為）

第十五条  法第三十三条第一項第六号 の政令で定める行為は、

次に掲げる行為とする。  
一  建築基準法 （昭和二十五年法律第二百一号）第六条第一

項 （同法第八十七条第一項 及び第八十八条第二項 におい

て準用する場合を含む。）の確認又は同法第十八条第二項

（同法第八十七条第一項 及び第八十八条第二項 において

準用する場合を含む。）の通知を要する建築物等の新築、改

築、増築若しくは移転又は用途の変更であって、歴史的風

致維持向上地区整備計画において当該建築物等又はその敷

地について定められている事項（当該歴史的風致維持向上

地区整備計画において、壁面の位置の制限、壁面後退区域

における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度

が定められている場合における建築物の容積率の最高限度

で、当該敷地に係る同法第五十二条 の規定による建築物の

容積率の最高限度を超えるものを除く。）のすべてが同法第

六十八条の二第一項 （同法第八十七条第二項 及び第三項

並びに第八十八条第二項 において準用する場合を含む。）

の規定に基づく条例でこれらに関する制限として定められ

ている歴史的風致維持向上地区計画の区域内において行う
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了の日までに限り行うことができるものとする。ただし、都

市公園法第二十八条 の規定により損失の補償について損失
を受けた者と協議し、損失を補償し、及び補償金額を同法第

二十七条第二項第三号 の理由を生じさせた者に負担させる
権限については、都市公園の維持等の完了の日後においても

行うことができる。  
（認定町村の長が都市緑地法 の規定による事務を行うことと
する場合における手続等）  
第八条  都道府県知事は、法第二十九条第一項 の規定により同
項に規定する事務を認定町村の長が行うこととする場合には、

当該認定町村の長が行うこととする事務の内容及び当該事務

を行うこととする期間を明らかにして、当該認定町村の長が

その事務を行うこととすることについて、あらかじめ、当該

認定町村の長の同意を求めなければならない。

２  認定町村の長は、前項の規定により都道府県知事から同意
を求められたときは、その内容について同意をするかどうか

を決定し、その旨を都道府県知事に通知するものとする。

３  都道府県知事は、法第二十九条第一項 の規定により同項 
に規定する事務を認定町村の長が行うこととした場合におい

ては、直ちに、その旨並びに当該認定町村の長が行うことと

する事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を公示し

なければならない。

４  認定町村の長は、法第二十九条第一項 の規定により同項
に規定する事務を行ったときは、都道府県知事に対し、その

旨及びその内容を報告するものとする。  
（地区施設）

第九条  法第三十一条第二項第一号 の政令で定める施設は、道
路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。

（歴史的風致維持向上地区計画の区域の土地利用に関する基本

方針にその用途等に関する事項を定めることができる建築物等） 
第十条  法第三十一条第三項第一号 ホの政令で定める建築物
等は、次に掲げる建築物等とする。  
一  地域の伝統的な行事に用いられる衣服、器具その他の物
件の保管を主たる目的とする倉庫  
二  地域の歴史上価値の高い芸能の用に供されることにより
その価値の形成に寄与する演芸場、観覧場、集会場その他

これらに類する建築物等  
三  地域の伝統的な構造、形態又は意匠の建築物等であって、
主として地域の伝統的な技術、技能又は芸能の教授の用に

供されるもの  
四  地域の伝統的な構造、形態又は意匠の建築物等であって、
主として法第三十一条第三項第一号 イからニまで又は前
二号に掲げる建築物等の利用者の宿泊の用に供されるもの  

（歴史的風致維持向上地区整備計画において定める建築物等に

関する事項）  
第十一条  法第三十一条第四項第二号 の政令で定める建築物
等に関する事項は、垣又はさくの構造の制限とする。

（歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を

要する行為） 
第十二条  法第三十三条第一項 本文の政令で定める行為は、次
に掲げる行為とする。  
一  建築物等の移転  

二  建築物等の用途の変更（当該変更後の建築物等が歴史的
風致維持向上地区整備計画において定められた建築物等の

用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合

しないこととなるものに限る。）  
三  建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更（当該変更
後の建築物等が歴史的風致維持向上地区整備計画において

定められた建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限に

適合しないこととなるものに限る。）  
四  木竹の伐採（歴史的風致維持向上地区整備計画に法第三
十一条第四項第三号 に掲げる事項として当該木竹の伐採
の制限が定められている場合に限る。）  

（歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を

要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為）

第十三条  法第三十三条第一項第一号 の政令で定める行為は、
次に掲げる行為とする。  
一  次に掲げる土地の区画形質の変更
イ 仮設の建築物等の新築、改築、増築又は移転の用に供

する目的で行う土地の区画形質の変更

ロ 既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質

の変更 
ハ 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更

二  次に掲げる建築物等の新築、改築、増築又は移転
イ 仮設の建築物等の新築、改築、増築又は移転 
ロ 屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、

かつ、高さが三メートル以下であるものの表示又は掲出

のために必要な工作物（建築物以外の工作物をいう。ハ

及びニにおいて同じ。）の新築、改築、増築又は移転

ハ 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下

に設けるものの新築、改築、増築又は移転 
ニ 建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、

建築設備、受信用の空中線系（その支持物を含む。）、旗

ざおその他これらに類する工作物の新築、改築、増築又

は移転 
ホ 農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他こ

れらに類する建築物等の新築、改築、増築又は移転

三  次に掲げる建築物等の用途の変更 
イ 仮設の建築物等の用途の変更 
ロ 建築物等の用途を前号ホに規定するものとする建築物

等の用途の変更 
四  第二号に規定する建築物等の形態又は色彩その他の意匠 
の変更  
五  次に掲げる木竹の伐採 
イ 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行わ

れる木竹の伐採 
ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 
ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採 
ニ 仮植した木竹の伐採 
ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

六  前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分 
による義務の履行として行う行為  

（歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を

要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為）  
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について文化財保護法第百二十五条第一項 の許可の申請

があった場合において、同法第百三十条（同法第百七十二

条第五項 において準用する場合を含む。）又は第百三十一

条第一項 の規定により、報告を求め、並びに立入調査及び

調査のため必要な措置をさせること。

２ 文化庁長官は、法第二十四条第一項 の規定により前項に

規定する事務を認定町村の教育委員会が行うこととする場合

には、当該認定町村の教育委員会が行うこととする事務の内

容及び当該事務を行うこととする期間を明らかにして、当該

認定町村の教育委員会がその事務を行うこととすることにつ

いて、あらかじめ、当該認定町村の属する都道府県の教育委

員会（当該都道府県が特定地方公共団体である場合にあって

は、当該都道府県の知事。第五項において同じ。）（文化財保

護法施行令第五条第一項 又は第四項 の規定によりその事務

の全部又は一部を行っているものに限る。）に協議するととも

に、当該認定町村の教育委員会の同意を求めなければならな

い。

３ 認定町村の教育委員会は、前項の規定により文化庁長官か

ら同意を求められたときは、その内容について同意をするか

どうかを決定し、その旨を文化庁長官に通知するものとする。

４ 文化庁長官は、法第二十四条第一項 の規定により第一項

に規定する事務を認定町村の教育委員会が行うこととした場

合においては、直ちに、その旨並びに当該認定町村の教育委

員会が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うことと

する期間を官報で告示しなければならない。

５ 前項の規定に基づき告示された期間における当該認定町村

の属する都道府県の教育委員会についての文化財保護法施行

令第五条第一項 及び第四項 の規定の適用については、これ

らの規定中「属する事務」とあるのは、「属する事務（地域に

おける歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令（平成

二十年政令第三百三十七号）第六条第四項の規定に基づき告

示された事務を除く。）」とする。

（公園管理者の権限の代行）

第七条 法第二十五条第三項 の規定により認定市町村が公園

管理者に代わって行う権限は、次に掲げる公園管理者の権限

以外の公園管理者の権限のうち、認定市町村が公園管理者と

協議して定めるものとする。この場合において、当該認定市

町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

一 都市公園法第五条の二の規定により、設置等予定者を選

定するための評価の基準について学識経験者の意見を聴き、

公募設置等指針を定め、及びこれを変更し、並びにこれを

公示すること。

二 都市公園法第五条の四の規定により、公募設置等計画に

ついて審査し、及び評価を行い、設置等予定者の選定につ

いて学識経験者の意見を聴き、設置等予定者を選定し、並

びにその旨を通知すること。

三 都市公園法第五条の五の規定により、公募対象公園施設

の場所を指定し、公募設置等計画が適当である旨の認定を

し、並びに当該認定をした日及び認定の有効期間並びに公

募対象公園施設の場所を公示すること。

四 都市公園法第五条の六の規定により、公募設置等計画の

変更の認定をし、並びに当該認定をした日及び認定の有効

期間並びに公募対象公園施設の場所を公示すること。

五 都市公園法第五条の八の規定により認定計画提出者が有

していた計画の認定に基づく地位の承継の承認をすること。

六 都市公園法第十七条第一項の規定により、都市公園台帳

を作成し、及びこれを保管すること。

七 都市公園法第二十条の規定により都市公園の区域を立体

的区域とすること。

八 都市公園法第二十二条第二項の規定により、協定を締結

した旨を公示し、協定又はその写しを一般の閲覧に供し、

及び閲覧に供している旨を掲示すること。

九 都市公園法第二十五条の規定により、公園保全立体区域

を指定し、及びその旨を公告すること。

十 都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）第四

十六条第十七項（同項第三号及び第四号に係る部分に限る。）

の規定により、同条第一項に規定する都市再生整備計画に

記載しようとする事項又はその案について市町村から協議

を受け、及び同意をすること。

十一 都市再生特別措置法第六十二条の三（同条第四項及び

第五項にあっては、同法第六十二条の四において読み替え

て準用する場合を含む。）の規定により、同法第六十二条の

三第四項各号に掲げる事項（同法第六十二条の四において

読み替えて準用する場合にあっては、同項第一号及び第二

号に該当すること並びに公園施設設置管理協定（同法第六

十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定をいう。

以下この項において同じ。）の変更をすることについて都市

公園の利用者の利便の一層の向上に寄与するものであると

見込まれること又はやむを得ない事情があること）を確認

し、公園施設設置管理協定を締結し、並びにその締結の日、

同法第四十六条第十四項第二号ロに規定する滞在快適性等

向上公園施設の場所及び公園施設設置管理協定の有効期間

を公示すること。

十二 都市再生特別措置法第六十二条の六の規定により、同

法第六十二条の五第一項に規定する協定一体型事業実施主

体等が有していた公園施設設置管理協定に基づく地位の承

継の承認をすること。

２ 認定市町村は、法第二十五条第三項 の規定により公園管理

者に代わって次に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、国

土交通省令で定めるところにより、当該公園管理者に通知し

なければならない。

一 都市公園法第五条第一項 又は第六条第一項 若しくは第

三項 の許可をすること。

二 都市公園法第九条 の規定による協議をすること。

三 都市公園法第二十二条第一項 の規定により協定を締結

すること。

四 都市公園法第二十六条第二項 又は第四項 の規定による

命令をすること。

五 都市公園法第二十七条第一項 又は第二項 の規定による

処分をすること。

３ 法第二十五条第一項 の規定により認定市町村が代わって

行う公園管理者の権限は、同条第二項 の規定に基づき公示さ

れる都市公園の維持等の開始の日から都市公園の維持等の完
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に規定する事務を行ったときは、都道府県知事に対し、その

旨及びその内容を報告するものとする。

（地区施設）

第九条 法第三十一条第二項第一号 の政令で定める施設は、道

路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。

（歴史的風致維持向上地区計画の区域の土地利用に関する基本

方針にその用途等に関する事項を定めることができる建築物等）

第十条 法第三十一条第三項第一号 ホの政令で定める建築物

等は、次に掲げる建築物等とする。

一 地域の伝統的な行事に用いられる衣服、器具その他の物

件の保管を主たる目的とする倉庫

二 地域の歴史上価値の高い芸能の用に供されることにより

その価値の形成に寄与する演芸場、観覧場、集会場その他

これらに類する建築物等

三 地域の伝統的な構造、形態又は意匠の建築物等であって、

主として地域の伝統的な技術、技能又は芸能の教授の用に

供されるもの

四 地域の伝統的な構造、形態又は意匠の建築物等であって、

主として法第三十一条第三項第一号 イからニまで又は前

二号に掲げる建築物等の利用者の宿泊の用に供されるもの

（歴史的風致維持向上地区整備計画において定める建築物等に

関する事項）

第十一条 法第三十一条第四項第二号 の政令で定める建築物

等に関する事項は、垣又はさくの構造の制限とする。

（歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を

要する行為）

第十二条 法第三十三条第一項 本文の政令で定める行為は、次

に掲げる行為とする。

一 建築物等の移転

 二 建築物等の用途の変更（当該変更後の建築物等が歴史的

風致維持向上地区整備計画において定められた建築物等の

用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合

しないこととなるものに限る。）

三 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更（当該変更

後の建築物等が歴史的風致維持向上地区整備計画において

定められた建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限に

適合しないこととなるものに限る。）

四 木竹の伐採（歴史的風致維持向上地区整備計画に法第三

十一条第四項第三号 に掲げる事項として当該木竹の伐採

の制限が定められている場合に限る。）

（歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を

要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為）

第十三条 法第三十三条第一項第一号 の政令で定める行為は、

次に掲げる行為とする。

一 次に掲げる土地の区画形質の変更

イ 仮設の建築物等の新築、改築、増築又は移転の用に供

する目的で行う土地の区画形質の変更

ロ 既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質

の変更

ハ 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更

二 次に掲げる建築物等の新築、改築、増築又は移転

イ 仮設の建築物等の新築、改築、増築又は移転

ロ 屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、

かつ、高さが三メートル以下であるものの表示又は掲出

のために必要な工作物（建築物以外の工作物をいう。ハ

及びニにおいて同じ。）の新築、改築、増築又は移転

ハ 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下

に設けるものの新築、改築、増築又は移転

ニ 建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、

建築設備、受信用の空中線系（その支持物を含む。）、旗

ざおその他これらに類する工作物の新築、改築、増築又

は移転

ホ 農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他こ

れらに類する建築物等の新築、改築、増築又は移転

三 次に掲げる建築物等の用途の変更

イ 仮設の建築物等の用途の変更

ロ 建築物等の用途を前号ホに規定するものとする建築物

等の用途の変更

四 第二号に規定する建築物等の形態又は色彩その他の意匠

の変更

五 次に掲げる木竹の伐採

イ 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行わ

れる木竹の伐採

ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

ニ 仮植した木竹の伐採

ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

六 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分

による義務の履行として行う行為

（歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を

要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為）

第十四条 法第三十三条第一項第四号 の政令で定める行為は、

第四条に規定する行為とする。

（歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を

要しないその他の行為）

第十五条 法第三十三条第一項第六号 の政令で定める行為は、

次に掲げる行為とする。

一 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第六条第一

項（同法第八十七条第一項 及び第八十八条第二項 におい

て準用する場合を含む。）の確認又は同法第十八条第二項

（同法第八十七条第一項 及び第八十八条第二項 において

準用する場合を含む。）の通知を要する建築物等の新築、改

築、増築若しくは移転又は用途の変更であって、歴史的風

致維持向上地区整備計画において当該建築物等又はその敷

地について定められている事項（当該歴史的風致維持向上

地区整備計画において、壁面の位置の制限、壁面後退区域

における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度

が定められている場合における建築物の容積率の最高限度

で、当該敷地に係る同法第五十二条 の規定による建築物の

容積率の最高限度を超えるものを除く。）のすべてが同法第

六十八条の二第一項 （同法第八十七条第二項 及び第三項

並びに第八十八条第二項 において準用する場合を含む。）

の規定に基づく条例でこれらに関する制限として定められ

ている歴史的風致維持向上地区計画の区域内において行う
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了の日までに限り行うことができるものとする。ただし、都

市公園法第二十八条 の規定により損失の補償について損失

を受けた者と協議し、損失を補償し、及び補償金額を同法第

二十七条第二項第三号 の理由を生じさせた者に負担させる

権限については、都市公園の維持等の完了の日後においても

行うことができる。

（認定町村の長が都市緑地法 の規定による事務を行うことと

する場合における手続等）

第八条 都道府県知事は、法第二十九条第一項 の規定により同

項に規定する事務を認定町村の長が行うこととする場合には、

当該認定町村の長が行うこととする事務の内容及び当該事務

を行うこととする期間を明らかにして、当該認定町村の長が

その事務を行うこととすることについて、あらかじめ、当該

認定町村の長の同意を求めなければならない。

２ 認定町村の長は、前項の規定により都道府県知事から同意

を求められたときは、その内容について同意をするかどうか

を決定し、その旨を都道府県知事に通知するものとする。

３ 都道府県知事は、法第二十九条第一項 の規定により同項

に規定する事務を認定町村の長が行うこととした場合におい

ては、直ちに、その旨並びに当該認定町村の長が行うことと

する事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を公示し

なければならない。

４ 認定町村の長は、法第二十九条第一項 の規定により同項

に規定する事務を行ったときは、都道府県知事に対し、その

旨及びその内容を報告するものとする。

（地区施設）

第九条 法第三十一条第二項第一号 の政令で定める施設は、道

路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。

（歴史的風致維持向上地区計画の区域の土地利用に関する基本

方針にその用途等に関する事項を定めることができる建築物等）

第十条 法第三十一条第三項第一号 ホの政令で定める建築物

等は、次に掲げる建築物等とする。

一 地域の伝統的な行事に用いられる衣服、器具その他の物

件の保管を主たる目的とする倉庫

二 地域の歴史上価値の高い芸能の用に供されることにより

その価値の形成に寄与する演芸場、観覧場、集会場その他

これらに類する建築物等

三 地域の伝統的な構造、形態又は意匠の建築物等であって、

主として地域の伝統的な技術、技能又は芸能の教授の用に

供されるもの

四 地域の伝統的な構造、形態又は意匠の建築物等であって、

主として法第三十一条第三項第一号 イからニまで又は前

二号に掲げる建築物等の利用者の宿泊の用に供されるもの

（歴史的風致維持向上地区整備計画において定める建築物等に

関する事項）

第十一条 法第三十一条第四項第二号 の政令で定める建築物

等に関する事項は、垣又はさくの構造の制限とする。

（歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を

要する行為）

第十二条 法第三十三条第一項 本文の政令で定める行為は、次

に掲げる行為とする。

一 建築物等の移転

二 建築物等の用途の変更（当該変更後の建築物等が歴史的

風致維持向上地区整備計画において定められた建築物等の

用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合

しないこととなるものに限る。）

三 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更（当該変更

後の建築物等が歴史的風致維持向上地区整備計画において

定められた建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限に

適合しないこととなるものに限る。）

四 木竹の伐採（歴史的風致維持向上地区整備計画に法第三

十一条第四項第三号 に掲げる事項として当該木竹の伐採

の制限が定められている場合に限る。）

（歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を

要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為）

第十三条 法第三十三条第一項第一号 の政令で定める行為は、

次に掲げる行為とする。

一 次に掲げる土地の区画形質の変更

イ 仮設の建築物等の新築、改築、増築又は移転の用に供

する目的で行う土地の区画形質の変更

ロ 既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質

の変更

ハ 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更

二 次に掲げる建築物等の新築、改築、増築又は移転

イ 仮設の建築物等の新築、改築、増築又は移転

ロ 屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、

かつ、高さが三メートル以下であるものの表示又は掲出

のために必要な工作物（建築物以外の工作物をいう。ハ

及びニにおいて同じ。）の新築、改築、増築又は移転

ハ 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下

に設けるものの新築、改築、増築又は移転

ニ 建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、

建築設備、受信用の空中線系（その支持物を含む。）、旗

ざおその他これらに類する工作物の新築、改築、増築又

は移転

ホ 農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他こ

れらに類する建築物等の新築、改築、増築又は移転

三 次に掲げる建築物等の用途の変更

イ 仮設の建築物等の用途の変更

ロ 建築物等の用途を前号ホに規定するものとする建築物

等の用途の変更

四 第二号に規定する建築物等の形態又は色彩その他の意匠

の変更

五 次に掲げる木竹の伐採

イ 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行わ

れる木竹の伐採

ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

ニ 仮植した木竹の伐採

ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

六 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分

による義務の履行として行う行為

（歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を

要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為）
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について文化財保護法第百二十五条第一項 の許可の申請

があった場合において、同法第百三十条（同法第百七十二

条第五項 において準用する場合を含む。）又は第百三十一

条第一項 の規定により、報告を求め、並びに立入調査及び

調査のため必要な措置をさせること。

２ 文化庁長官は、法第二十四条第一項 の規定により前項に

規定する事務を認定町村の教育委員会が行うこととする場合

には、当該認定町村の教育委員会が行うこととする事務の内

容及び当該事務を行うこととする期間を明らかにして、当該

認定町村の教育委員会がその事務を行うこととすることにつ

いて、あらかじめ、当該認定町村の属する都道府県の教育委

員会（当該都道府県が特定地方公共団体である場合にあって

は、当該都道府県の知事。第五項において同じ。）（文化財保

護法施行令第五条第一項 又は第四項 の規定によりその事務

の全部又は一部を行っているものに限る。）に協議するととも

に、当該認定町村の教育委員会の同意を求めなければならな

い。

３ 認定町村の教育委員会は、前項の規定により文化庁長官か

ら同意を求められたときは、その内容について同意をするか

どうかを決定し、その旨を文化庁長官に通知するものとする。

４ 文化庁長官は、法第二十四条第一項 の規定により第一項

に規定する事務を認定町村の教育委員会が行うこととした場

合においては、直ちに、その旨並びに当該認定町村の教育委

員会が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うことと

する期間を官報で告示しなければならない。

５ 前項の規定に基づき告示された期間における当該認定町村

の属する都道府県の教育委員会についての文化財保護法施行

令第五条第一項 及び第四項 の規定の適用については、これ

らの規定中「属する事務」とあるのは、「属する事務（地域に

おける歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令（平成

二十年政令第三百三十七号）第六条第四項の規定に基づき告

示された事務を除く。）」とする。

（公園管理者の権限の代行）

第七条 法第二十五条第三項 の規定により認定市町村が公園

管理者に代わって行う権限は、次に掲げる公園管理者の権限

以外の公園管理者の権限のうち、認定市町村が公園管理者と

協議して定めるものとする。この場合において、当該認定市

町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

一 都市公園法第五条の二の規定により、設置等予定者を選

定するための評価の基準について学識経験者の意見を聴き、

公募設置等指針を定め、及びこれを変更し、並びにこれを

公示すること。

二 都市公園法第五条の四の規定により、公募設置等計画に

ついて審査し、及び評価を行い、設置等予定者の選定につ

いて学識経験者の意見を聴き、設置等予定者を選定し、並

びにその旨を通知すること。

三 都市公園法第五条の五の規定により、公募対象公園施設

の場所を指定し、公募設置等計画が適当である旨の認定を

し、並びに当該認定をした日及び認定の有効期間並びに公

募対象公園施設の場所を公示すること。

四 都市公園法第五条の六の規定により、公募設置等計画の

変更の認定をし、並びに当該認定をした日及び認定の有効

期間並びに公募対象公園施設の場所を公示すること。

五 都市公園法第五条の八の規定により認定計画提出者が有

していた計画の認定に基づく地位の承継の承認をすること。

六 都市公園法第十七条第一項の規定により、都市公園台帳

を作成し、及びこれを保管すること。

七 都市公園法第二十条の規定により都市公園の区域を立体

的区域とすること。

八 都市公園法第二十二条第二項の規定により、協定を締結

した旨を公示し、協定又はその写しを一般の閲覧に供し、

及び閲覧に供している旨を掲示すること。

九 都市公園法第二十五条の規定により、公園保全立体区域

を指定し、及びその旨を公告すること。

十 都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）第四

十六条第十七項（同項第三号及び第四号に係る部分に限る。）

の規定により、同条第一項に規定する都市再生整備計画に

記載しようとする事項又はその案について市町村から協議

を受け、及び同意をすること。

十一 都市再生特別措置法第六十二条の三（同条第四項及び

第五項にあっては、同法第六十二条の四において読み替え

て準用する場合を含む。）の規定により、同法第六十二条の

三第四項各号に掲げる事項（同法第六十二条の四において

読み替えて準用する場合にあっては、同項第一号及び第二

号に該当すること並びに公園施設設置管理協定（同法第六

十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定をいう。

以下この項において同じ。）の変更をすることについて都市

公園の利用者の利便の一層の向上に寄与するものであると

見込まれること又はやむを得ない事情があること）を確認

し、公園施設設置管理協定を締結し、並びにその締結の日、

同法第四十六条第十四項第二号ロに規定する滞在快適性等

向上公園施設の場所及び公園施設設置管理協定の有効期間

を公示すること。

十二 都市再生特別措置法第六十二条の六の規定により、同

法第六十二条の五第一項に規定する協定一体型事業実施主

体等が有していた公園施設設置管理協定に基づく地位の承

継の承認をすること。

２ 認定市町村は、法第二十五条第三項 の規定により公園管理

者に代わって次に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、国

土交通省令で定めるところにより、当該公園管理者に通知し

なければならない。

一 都市公園法第五条第一項 又は第六条第一項 若しくは第

三項 の許可をすること。

二 都市公園法第九条 の規定による協議をすること。

三 都市公園法第二十二条第一項 の規定により協定を締結

すること。

四 都市公園法第二十六条第二項 又は第四項 の規定による

命令をすること。

五 都市公園法第二十七条第一項 又は第二項 の規定による

処分をすること。

３ 法第二十五条第一項 の規定により認定市町村が代わって

行う公園管理者の権限は、同条第二項 の規定に基づき公示さ

れる都市公園の維持等の開始の日から都市公園の維持等の完
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もの  
二  都市緑地法 （昭和四十八年法律第七十二号）第二十条第

一項 の規定に基づく条例の規定により同項 の許可を要す

る同法第十四条第一項 各号に掲げる行為

三  都市計画法第二十九条第一項第三号 に掲げる開発行為

その他の公益上必要な事業の実施に係る行為であって、歴

史的風致維持向上地区計画の目的の達成に支障を及ぼすお

それが少なく、かつ、当該行為に係る建築物等の用途上又

は構造上これを行うことがやむを得ないものとして国土交

通省令で定めるもの  
（支援法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地）  
第十六条  法第三十五条第三号 の政令で定める土地は、同条第

二号 に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る

代替地の用に供する土地とする。  
（事務の区分）  
第十七条  第六条第一項各号に掲げる事務のうち、同条の規定

により町村が処理することとされているものは、地方自治法

（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号 に規定

する第一号 法定受託事務とする。  
   附 則 抄  
（施行期日） 
１  この政令は、法の施行の日（平成二十年十一月四日）から

施行する。  
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第十四条  法第三十三条第一項第四号 の政令で定める行為は、
第四条に規定する行為とする。  
（歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を

要しないその他の行為）  
第十五条  法第三十三条第一項第六号 の政令で定める行為は、
次に掲げる行為とする。  
一  建築基準法 （昭和二十五年法律第二百一号）第六条第一
項 （同法第八十七条第一項 及び第八十八条第二項 におい
て準用する場合を含む。）の確認又は同法第十八条第二項

（同法第八十七条第一項 及び第八十八条第二項 において
準用する場合を含む。）の通知を要する建築物等の新築、改

築、増築若しくは移転又は用途の変更であって、歴史的風

致維持向上地区整備計画において当該建築物等又はその敷

地について定められている事項（当該歴史的風致維持向上

地区整備計画において、壁面の位置の制限、壁面後退区域

における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度

が定められている場合における建築物の容積率の最高限度

で、当該敷地に係る同法第五十二条 の規定による建築物の
容積率の最高限度を超えるものを除く。）のすべてが同法第

六十八条の二第一項 （同法第八十七条第二項 及び第三項
並びに第八十八条第二項 において準用する場合を含む。）
の規定に基づく条例でこれらに関する制限として定められ

ている歴史的風致維持向上地区計画の区域内において行う

もの

二  都市緑地法 （昭和四十八年法律第七十二号）第二十条第
一項 の規定に基づく条例の規定により同項 の許可を要す
る同法第十四条第一項 各号に掲げる行為
三  都市計画法第二十九条第一項第三号 に掲げる開発行為
その他の公益上必要な事業の実施に係る行為であって、歴

史的風致維持向上地区計画の目的の達成に支障を及ぼすお

それが少なく、かつ、当該行為に係る建築物等の用途上又

は構造上これを行うことがやむを得ないものとして国土交

通省令で定めるもの

（支援法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地）

第十六条  法第三十五条第三号 の政令で定める土地は、同条第
二号 に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る
代替地の用に供する土地とする。

（事務の区分）

第十七条  第六条第一項各号に掲げる事務のうち、同条の規定
により町村が処理することとされているものは、地方自治法

（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号 に規定
する第一号 法定受託事務とする。
  附 則 抄

（施行期日）

１  この政令は、法の施行の日（平成二十年十一月四日）から
施行する。 
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○地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法

律施行規則

（平成二十年文部科学省・国土交通省令第一号） 

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成

二十年法律第四十号）第十三条第一項及び第二項、第十五条第

一項及び第二項、第十九条第二項並びに第二十七条第一項第二

号の規定に基づき、地域における歴史的風致の維持及び向上に

関する法律施行規則を次のように定める。

（歴史的風致形成建造物の指定の提案）

第一条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

（以下「法」という。）第十三条第一項の規定により歴史的風

致形成建造物の指定の提案を行おうとする者は、氏名及び住

所並びに当該提案に係る建造物の名称、所在地及び提案の理

由を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市

町村長に提出しなければならない。

一 当該建造物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を

示す縮尺二千五百分の一以上の図面

二 当該建造物の写真

三 法第十三条第一項の合意を得たことを証する書類

２ 前項の規定は、法第十三条第二項の規定により歴史的風致

維持向上支援法人が提案を行おうとする場合について準用す

る。この場合において、「第十三条第一項の規定により」とあ

るのは「第十三条第二項の規定により」と、「法第十三条第一

項の合意」とあるのは「法第十三条第二項の同意」と読み替

えるものとする。

（歴史的風致形成建造物の増築等の届出）

第二条 法第十五条第一項の規定による届出は、同項に規定す

る事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

２ 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければなら

ない。

一 当該行為の設計仕様書及び設計図

二 当該歴史的風致形成建造物の敷地及び位置並びに当該敷

地周辺の状況を示す縮尺二千五百分の一以上の図面

三 当該歴史的風致形成建造物及び当該行為をしようとする

箇所の写真

四 申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書

（届出が必要な事項）

第三条 法第十五条第一項の主務省令で定める事項は、行為を

しようとする者の氏名及び住所、行為の設計又は施行方法並

びに完了予定日とする。

（変更の届出）

第四条 法第十五条第二項の主務省令で定める事項は、設計又

は施行方法のうち、その変更により同条第一項の届出に係る

行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外

のものとする。

第五条 法第十五条第二項の規定による届出は、変更に係る事

項を記載した届出書を提出して行うものとする。

２ 第二条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

（台帳）

第六条 法第十九条第一項の歴史的風致形成建造物に関する台

帳（次項において単に「台帳」という。）には、歴史的風致形

成建造物につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するもの

とする。

一 指定番号及び指定の年月日

二 歴史的風致形成建造物の名称

三 歴史的風致形成建造物の所在地

四 歴史的風致形成建造物の所有者の氏名及び住所

五 指定の理由

六 法第十二条第一項に規定する土地又は物件の範囲

２ 台帳の記載事項に変更があったときは、市町村長は、速や

かにこれを訂正しなければならない。

３ 法第十二条第一項に規定する土地又は物件がある場合には、

これらの範囲を表示する図面を併せて保管しなければならな

い。

（法第二十七条第一項第二号の主務省令で定める施設）

第七条 法第二十七条第一項第二号の主務省令で定める施設は、

次に掲げるものとする。

一 地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した活動を

行うことを主たる目的とする施設

二 地域の伝統的な行事に用いられる衣服、器具その他の物

件の保管を主たる目的とする施設

   附 則

 この省令は、法の施行の日（平成二十年十一月四日）から施

行する。
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第十四条 法第三十三条第一項第四号 の政令で定める行為は、

第四条に規定する行為とする。

（歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を

要しないその他の行為）

第十五条 法第三十三条第一項第六号 の政令で定める行為は、

次に掲げる行為とする。

一 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第六条第一

項（同法第八十七条第一項 及び第八十八条第二項 におい

て準用する場合を含む。）の確認又は同法第十八条第二項

（同法第八十七条第一項 及び第八十八条第二項 において

準用する場合を含む。）の通知を要する建築物等の新築、改

築、増築若しくは移転又は用途の変更であって、歴史的風

致維持向上地区整備計画において当該建築物等又はその敷

地について定められている事項（当該歴史的風致維持向上

地区整備計画において、壁面の位置の制限、壁面後退区域

における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度

が定められている場合における建築物の容積率の最高限度

で、当該敷地に係る同法第五十二条 の規定による建築物の

容積率の最高限度を超えるものを除く。）のすべてが同法第

六十八条の二第一項 （同法第八十七条第二項 及び第三項

並びに第八十八条第二項 において準用する場合を含む。）

の規定に基づく条例でこれらに関する制限として定められ

ている歴史的風致維持向上地区計画の区域内において行う

もの

二 都市緑地法（昭和四十八年法律第七十二号）第二十条第

一項 の規定に基づく条例の規定により同項 の許可を要す

る同法第十四条第一項 各号に掲げる行為

三 都市計画法第二十九条第一項第三号 に掲げる開発行為

その他の公益上必要な事業の実施に係る行為であって、歴

史的風致維持向上地区計画の目的の達成に支障を及ぼすお

それが少なく、かつ、当該行為に係る建築物等の用途上又

は構造上これを行うことがやむを得ないものとして国土交

通省令で定めるもの

（支援法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地）

第十六条 法第三十五条第三号 の政令で定める土地は、同条第

二号 に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る

代替地の用に供する土地とする。

（事務の区分）

第十七条 第六条第一項各号に掲げる事務のうち、同条の規定

により町村が処理することとされているものは、地方自治法

（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号 に規定

する第一号 法定受託事務とする。

附 則 抄

（施行期日）

１ この政令は、法の施行の日（平成二十年十一月四日）から

施行する。
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○地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法

律施行規則 

（平成二十年文部科学省・国土交通省令第一号） 

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成

二十年法律第四十号）第十三条第一項及び第二項、第十五条第

一項及び第二項、第十九条第二項並びに第二十七条第一項第二

号の規定に基づき、地域における歴史的風致の維持及び向上に

関する法律施行規則を次のように定める。

（歴史的風致形成建造物の指定の提案）

第一条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

（以下「法」という。）第十三条第一項の規定により歴史的風

致形成建造物の指定の提案を行おうとする者は、氏名及び住

所並びに当該提案に係る建造物の名称、所在地及び提案の理

由を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市

町村長に提出しなければならない。

一 当該建造物の敷地及び位置並びに当該敷地周辺の状況を

示す縮尺二千五百分の一以上の図面

二 当該建造物の写真

三 法第十三条第一項の合意を得たことを証する書類

２ 前項の規定は、法第十三条第二項の規定により歴史的風致

維持向上支援法人が提案を行おうとする場合について準用す

る。この場合において、「第十三条第一項の規定により」とあ

るのは「第十三条第二項の規定により」と、「法第十三条第一

項の合意」とあるのは「法第十三条第二項の同意」と読み替

えるものとする。

（歴史的風致形成建造物の増築等の届出）

第二条 法第十五条第一項の規定による届出は、同項に規定す

る事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

２ 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければなら

ない。

一 当該行為の設計仕様書及び設計図

二 当該歴史的風致形成建造物の敷地及び位置並びに当該敷

地周辺の状況を示す縮尺二千五百分の一以上の図面

三 当該歴史的風致形成建造物及び当該行為をしようとする

箇所の写真

四 申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書

（届出が必要な事項）

第三条 法第十五条第一項の主務省令で定める事項は、行為を

しようとする者の氏名及び住所、行為の設計又は施行方法並

びに完了予定日とする。

（変更の届出）

第四条 法第十五条第二項の主務省令で定める事項は、設計又

は施行方法のうち、その変更により同条第一項の届出に係る

行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外

のものとする。

第五条 法第十五条第二項の規定による届出は、変更に係る事

項を記載した届出書を提出して行うものとする。

２ 第二条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

（台帳）

第六条 法第十九条第一項の歴史的風致形成建造物に関する台

帳（次項において単に「台帳」という。）には、歴史的風致形

成建造物につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するもの

とする。

一 指定番号及び指定の年月日

二 歴史的風致形成建造物の名称

三 歴史的風致形成建造物の所在地

四 歴史的風致形成建造物の所有者の氏名及び住所

五 指定の理由

六 法第十二条第一項に規定する土地又は物件の範囲

２ 台帳の記載事項に変更があったときは、市町村長は、速や

かにこれを訂正しなければならない。

３ 法第十二条第一項に規定する土地又は物件がある場合には、

これらの範囲を表示する図面を併せて保管しなければならな

い。

（法第二十七条第一項第二号の主務省令で定める施設）

第七条 法第二十七条第一項第二号の主務省令で定める施設は、

次に掲げるものとする。

一 地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した活動を

行うことを主たる目的とする施設

二 地域の伝統的な行事に用いられる衣服、器具その他の物

件の保管を主たる目的とする施設

   附 則

この省令は、法の施行の日（平成二十年十一月四日）から施

行する。
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第十四条 法第三十三条第一項第四号 の政令で定める行為は、

第四条に規定する行為とする。

（歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を

要しないその他の行為）

第十五条 法第三十三条第一項第六号 の政令で定める行為は、

次に掲げる行為とする。

一 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第六条第一

項（同法第八十七条第一項 及び第八十八条第二項 におい

て準用する場合を含む。）の確認又は同法第十八条第二項

（同法第八十七条第一項 及び第八十八条第二項 において

準用する場合を含む。）の通知を要する建築物等の新築、改

築、増築若しくは移転又は用途の変更であって、歴史的風

致維持向上地区整備計画において当該建築物等又はその敷

地について定められている事項（当該歴史的風致維持向上

地区整備計画において、壁面の位置の制限、壁面後退区域

における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度

が定められている場合における建築物の容積率の最高限度

で、当該敷地に係る同法第五十二条 の規定による建築物の

容積率の最高限度を超えるものを除く。）のすべてが同法第

六十八条の二第一項 （同法第八十七条第二項 及び第三項

並びに第八十八条第二項 において準用する場合を含む。）

の規定に基づく条例でこれらに関する制限として定められ

ている歴史的風致維持向上地区計画の区域内において行う

もの

二 都市緑地法（昭和四十八年法律第七十二号）第二十条第

一項 の規定に基づく条例の規定により同項 の許可を要す

る同法第十四条第一項 各号に掲げる行為

三 都市計画法第二十九条第一項第三号 に掲げる開発行為

その他の公益上必要な事業の実施に係る行為であって、歴

史的風致維持向上地区計画の目的の達成に支障を及ぼすお

それが少なく、かつ、当該行為に係る建築物等の用途上又

は構造上これを行うことがやむを得ないものとして国土交

通省令で定めるもの

（支援法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地）

第十六条 法第三十五条第三号 の政令で定める土地は、同条第

二号 に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る

代替地の用に供する土地とする。

（事務の区分）

第十七条 第六条第一項各号に掲げる事務のうち、同条の規定

により町村が処理することとされているものは、地方自治法

（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号 に規定

する第一号 法定受託事務とする。

附 則 抄

（施行期日）

１ この政令は、法の施行の日（平成二十年十一月四日）から

施行する。
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○文部科学省・農林水産省・国土交通省関係地域にお

ける歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行

規則

（平成二十年文部科学省・農林水産省・国土交通省令

第一号） 

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成

二十年法律第四十号）第五条第二項第七号及び第七条第一項の

規定に基づき、文部科学省・農林水産省・国土交通省関係地域

における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則を次

のように定める。 

（歴史的風致維持向上計画の記載事項）  

第一条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 

（以下「法」という。）第五条第二項第七号 の主務省令で定

める事項は、次に掲げるものとする。  

一 歴史的風致維持向上計画の名称  

二 重点区域の名称  

三 重点区域の面積  

四 その他主務大臣が必要と認める事項  

（認定歴史的風致維持向上計画の軽微な変更）  

第二条 法第七条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次

に掲げるものとする。  

一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う重点区域の範囲

の変更  

二 前号に掲げるもののほか、歴史的風致維持向上計画の実

施に支障がないと主務大臣が認める変更 

   附 則

この省令は、法の施行の日（平成二十年十一月四日）から施

行する。  

○文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び

向上に関する法律施行規則

（平成二十年文部科学省令第三十三号）

最終改正：平成三十一年文部科学省令第七号

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成

二十年法律第四十号）第二十一条第一項の規定に基づき、文部

科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法

律施行規則を次のように定める。 

（歴史的風致形成建造物の管理又は修理に関する技術的指導）  

第一条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 

（平成二十年法律第四十号。以下「法」という。）第二十一条

第一項の規定により歴史的風致形成建造物の管理又は修理に

関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載し

た書面をもって行わなければならない。  

一 歴史的風致形成建造物の名称、種類及び員数  

二 歴史的風致形成建造物の構造、形式、材質その他の特徴  

三 歴史的風致形成建造物に関する由来その他の説明  

四 所在の場所  

五 所有者その他当該歴史的風致形成建造物の管理について

権原を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

ては、その代表者の氏名 

六 その他参考となるべき事項  

２ 前項の書面には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えな

ければならない。  

一 管理につき技術的指導を求める場合は、管理計画の概要  

二 修理につき技術的指導を求める場合は、その設計仕様書

又は計画書  

三 歴史的風致形成建造物の平面図 

四 現状の写真又は図面  

（書面等の経由）  

第二条 前条第一項の書面及び同条第二項の書類、図面又は写

真は、当該歴史的風致形成建造物の指定を行った市（特別区

を含む。以下この条において同じ。）町村の教育委員会（当該

市町村が文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第

五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体である場合

にあっては、当該市町村の長）を経由して、文化庁長官に提

出するものとする。  

   附 則

 この省令は、法の施行の日（平成二十年十一月四日）から施

行する。  

附 則 （平成三一年三月二九日文部科学省令第七号） 

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する 
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○文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し

及び防止する手段に関する条約

国際連合教育科学文化機関の総会は、千九百七十年十月十二

日から十一月十四日までパリにおいてその第十六回会期として

会合し、 

 総会の第十四回会期において採択した文化に関する国際協力

の原則に関する宣言の重要性を想起し、 

 科学的、文化的及び教育的目的のために行われる文化財の諸

国間の交流により、人類の文明に関する知識が増大し、すべて

の人民の文化的な生活が豊かになり並びに諸国間が相互に尊重

し及び評価するようになることを考慮し、 

 文化財が文明及び国の文化の基本的要素の一であること並び

に文化財の真価はその起源、歴史及び伝統についてのできる限

り十分な情報に基づいてのみ評価することができるものである

ことを考慮し、 

 自国の領域内に存在する文化財を盗難、盗掘及び不法な輸出

の危険から保護することが各国の義務であることを考慮し、 

 これらの危険を回避するため、各国が自国及び他のすべての

国の文化遺産を尊重する道義的責任を一層認識することが重要

であることを考慮し、 

 文化施設としての博物館、図書館及び公文書館が世界的に認

められた道義上の原則に従って収集を行うことを確保すべきで

あることを考慮し、 

 国際連合教育科学文化機関は国際条約を関係諸国に勧告する

ことにより諸国間の理解の促進を図ることをその任務の一とし

ているが、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転はこの諸

国間の理解の障害となることを考慮し、 

 文化遺産の保護は、各国の国内において、かつ、諸国間で緊

密に協力して行われる場合にのみ効果的に行われ得るものであ

ることを考慮し、 

 国際連合教育科学文化機関の総会が千九百六十四年にこの趣

旨の勧告を採択したことを考慮し、 

総会の第十六回会期の議事日程の第十九議題である文化財の

不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に

関する新たな提案を受け、 

 総会の第十五回会期において、この問題が国際条約の対象と

なるべきことを決定して、 

この条約を千九百七十年十一月十四日に採択する。 

第一条 

 この条約の適用上、「文化財」とは、宗教的理由によるか否か

を問わず、各国が考古学上、先史学上、史学上、文学上、美術

上又は科学上重要なものとして特に指定した物件であって、次

の分類に属するものをいう。 

(a） 動物学上、植物学上、鉱物学上又は解剖学上希少な収集

品及び標本並びに古生物学上関心の対象となる物件 

(b) 科学技術史、軍事史、社会史その他の歴史、各国の指導

者、思想家、科学者又は芸術家の生涯及び各国の重大な事

件に関する物件 

(c) 正規の発掘、盗掘その他の考古学上の発掘又は考古学上

の発見によって得られた物件 

(d) 美術的若しくは歴史的記念工作物又は分断された考古学

的遺跡の部分 

(e) 製作後百年を超える古代遺物（例えば、金石文、貨幣、

刻印） 

(f) 民族学的関心の対象となる物件

(g) 美術的関心の対象となる物件であって、例えば、次の(i)

から(iv)までに掲げるもの

(ⅰ) 肉筆の書画（ 画布及び材料を問わないものとし、意

匠及び手作業で装飾した加工物を除く。） 

(ⅱ) 彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する美術品（材料

を問わない。） 

(ⅲ) 銅版画、木版画、石版画その他の版画 

(ⅳ) 美術的に構成し又は合成した物件（材料を問わない。） 

(h) 単独で又は一括することにより特別な関心（歴史的、美

術的、科学的、文学的その他の関心）を有する希少な手書

き文書、インキュナブラ、古い書籍、文書及び出版物 

(i) 単独の又は一括された郵便切手、収入印紙その他これら

に類する物件 

(j) 音声、写真又は映画による記録その他の記録

(k) 古い楽器及び製作後百年を超える家具

第二条 

１ 締約国は、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転が当

該文化財の原産国の文化遺産を貧困化させる主要な原因の一

であること並びに国際協力がこれらの不法な行為によって生

ずるあらゆる危険から各国の文化財を保護するための最も効

果的な手段の一であることを認める。 

２ 締約国は、このため、自国のとり得る手段、特に、不法な

輸入、輸出及び所有権移転の原因を除去し、現在行われてい

る行為を停止させ並びに必要な回復を行うために援助するこ

とにより、不法な輸入、輸出及び所有権移転を阻止すること

を約束する。 

第三条 

 締約国がこの条約に基づいてとる措置に反して行われた文化

財の輸入、輸出又は所有権移転は、不法とする。 

第四条 

 この条約の適用上、締約国は、次の種類の文化財が各国の文

化遺産を成すものであることを認める。 

(a) 各国の国民（個人であるか集団であるかを問わない。）の

才能によって創造された文化財、及び各国の領域内に居住

する外国人又は無国籍者によりその領域内で創造された文

化財であって当該国にとって重要なもの 

(b) 各国の領域内で発見された文化財

(c) 考古学、民族学又は自然科学の調査団がその原産国の権

限のある当局の同意を得て取得した文化財 

(d) 自由な合意に基づいて交換された文化財

(e) その原産国の権限のある当局の同意を得て、贈与され又

は合法的に購入した文化財 
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○文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し

及び防止する手段に関する条約 

国際連合教育科学文化機関の総会は、千九百七十年十月十二

日から十一月十四日までパリにおいてその第十六回会期として

会合し、 

総会の第十四回会期において採択した文化に関する国際協力

の原則に関する宣言の重要性を想起し、 

科学的、文化的及び教育的目的のために行われる文化財の諸

国間の交流により、人類の文明に関する知識が増大し、すべて

の人民の文化的な生活が豊かになり並びに諸国間が相互に尊重

し及び評価するようになることを考慮し、 

文化財が文明及び国の文化の基本的要素の一であること並び

に文化財の真価はその起源、歴史及び伝統についてのできる限

り十分な情報に基づいてのみ評価することができるものである

ことを考慮し、

自国の領域内に存在する文化財を盗難、盗掘及び不法な輸出

の危険から保護することが各国の義務であることを考慮し、 

これらの危険を回避するため、各国が自国及び他のすべての

国の文化遺産を尊重する道義的責任を一層認識することが重要

であることを考慮し、 

文化施設としての博物館、図書館及び公文書館が世界的に認

められた道義上の原則に従って収集を行うことを確保すべきで

あることを考慮し、 

国際連合教育科学文化機関は国際条約を関係諸国に勧告する

ことにより諸国間の理解の促進を図ることをその任務の一とし

ているが、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転はこの諸

国間の理解の障害となることを考慮し、 

文化遺産の保護は、各国の国内において、かつ、諸国間で緊

密に協力して行われる場合にのみ効果的に行われ得るものであ

ることを考慮し、 

国際連合教育科学文化機関の総会が千九百六十四年にこの趣

旨の勧告を採択したことを考慮し、 

総会の第十六回会期の議事日程の第十九議題である文化財の

不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に

関する新たな提案を受け、 

総会の第十五回会期において、この問題が国際条約の対象と

なるべきことを決定して、 

この条約を千九百七十年十一月十四日に採択する。 

第一条 

この条約の適用上、「文化財」とは、宗教的理由によるか否か

を問わず、各国が考古学上、先史学上、史学上、文学上、美術

上又は科学上重要なものとして特に指定した物件であって、次

の分類に属するものをいう。 

(a） 動物学上、植物学上、鉱物学上又は解剖学上希少な収集

品及び標本並びに古生物学上関心の対象となる物件 

(b) 科学技術史、軍事史、社会史その他の歴史、各国の指導

者、思想家、科学者又は芸術家の生涯及び各国の重大な事

件に関する物件

(c) 正規の発掘、盗掘その他の考古学上の発掘又は考古学上

の発見によって得られた物件 

(d) 美術的若しくは歴史的記念工作物又は分断された考古学

的遺跡の部分 

(e) 製作後百年を超える古代遺物（例えば、金石文、貨幣、

刻印） 

(f) 民族学的関心の対象となる物件 

(g) 美術的関心の対象となる物件であって、例えば、次の(i)

から(iv)までに掲げるもの 

(ⅰ) 肉筆の書画（ 画布及び材料を問わないものとし、意

匠及び手作業で装飾した加工物を除く。） 

(ⅱ) 彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する美術品（材料

を問わない。） 

(ⅲ) 銅版画、木版画、石版画その他の版画 

(ⅳ) 美術的に構成し又は合成した物件（材料を問わない。）

(h) 単独で又は一括することにより特別な関心（歴史的、美

術的、科学的、文学的その他の関心）を有する希少な手書

き文書、インキュナブラ、古い書籍、文書及び出版物 

(i) 単独の又は一括された郵便切手、収入印紙その他これら

に類する物件 

(j) 音声、写真又は映画による記録その他の記録 

(k) 古い楽器及び製作後百年を超える家具 

第二条 

１ 締約国は、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転が当

該文化財の原産国の文化遺産を貧困化させる主要な原因の一

であること並びに国際協力がこれらの不法な行為によって生

ずるあらゆる危険から各国の文化財を保護するための最も効

果的な手段の一であることを認める。 

２ 締約国は、このため、自国のとり得る手段、特に、不法な

輸入、輸出及び所有権移転の原因を除去し、現在行われてい

る行為を停止させ並びに必要な回復を行うために援助するこ

とにより、不法な輸入、輸出及び所有権移転を阻止すること

を約束する。 

第三条 

締約国がこの条約に基づいてとる措置に反して行われた文化

財の輸入、輸出又は所有権移転は、不法とする。 

第四条 

この条約の適用上、締約国は、次の種類の文化財が各国の文

化遺産を成すものであることを認める。 

(a) 各国の国民（個人であるか集団であるかを問わない。）の

才能によって創造された文化財、及び各国の領域内に居住

する外国人又は無国籍者によりその領域内で創造された文

化財であって当該国にとって重要なもの 

(b) 各国の領域内で発見された文化財 

(c) 考古学、民族学又は自然科学の調査団がその原産国の権

限のある当局の同意を得て取得した文化財 

(d) 自由な合意に基づいて交換された文化財 

(e) その原産国の権限のある当局の同意を得て、贈与され又

は合法的に購入した文化財 
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第五条 

締約国は、次の任務を効果的に実施するために十分な数の適

格な職員を有する一又は二以上の文化遺産保護のための国内機

関がまだ存在しない場合において、自国にとって適当なときは、

不法な輸入、輸出及び所有権移転から文化財を保護することを

確保するため、そのような国内機関を自国の領域内に設置する

ことを約束する。 

(a) 文化遺産の保護、特に、重要な文化財の不法な輸入、輸

出及び所有権移転の防止を確保するための法令案の作成に

貢献すること。 

(b） 自国の保護物件目録に基づき、重要な公私の文化財であ

ってその輸出により自国の文化遺産を著しく貧困化させる

おそれのあるものの一覧表を作成し及び常時最新のものと

すること。 

(c) 文化財の保存及び展示を確保するために必要な科学技術

に係る施設（博物館、図書館、公文書館、研究所、作業場

等）の発展又は設置を促進すること。 

(d) 考古学上の発掘の管理を組織的に行い、ある種の文化財

の現地保存を確保し、及び将来の考古学的研究のために保

存された地区を保護すること。 

(e) 関係者（博物館の管理者、収集家、古物商等）のために、

この条約に定める倫理上の原則に従って規則を定め、その

規則の遵守を確保するための措置をとること。 

(f) すべての国の文化遺産に対する尊重を促し及び育成する

ための教育的措置をとり、並びにこの条約の規定に関する

知識を普及させること。 

(g) 文化財のいずれかが亡失した場合には、適切に公表する

こと。 

第六条 

締約国は、次のことを約束する。 

(a) 当該文化財の輸出が許可されたものであることを輸出国

が明記する適当な証明書を導入すること。この証明書は、

規則に従って輸出される文化財のすべての物件に添付され

るべきである。 

(b) (a)に規定する輸出許可についての証明書が添付されな

い限り、文化財が自国の領域から輸出されることを禁止す

ること。 

(c) (b)に規定する禁止を適当な手段により、特に、文化財

を輸出し又は輸入する可能性のある者に対して公表するこ

と。 

第七条 

締約国は、次のことを約束する。 

(a) 自国の領域内に所在する博物館その他これに類する施設

が他の締約国を原産国とする文化財であってこの条約が関

係国について効力を生じた後に不法に輸出されたものを取

得することを防止するため、国内法に従って必要な措置を

とること。この条約がこれらの国について効力を生じた後

に当該文化財の原産国である締約国から不法に持ち出され

た文化財の提供の申出があった場合には、当該原産国に対

し、できる限りその旨を通報すること。 

(b) (ⅰ) 他の締約国の領域内に所在する博物館、公共の記念

工作物（宗教的なものであるかないかを問わない。）そ

の他これらに類する施設からこの条約が関係国につい

て効力を生じた後に盗取された文化財（当該施設の所

蔵品目録に属することが証明されたものに限る。）の輸

入を禁止すること。 

(ⅱ) 原産国である締約国が要請する場合には、（ｉ）に規

定する文化財であってこの条約が関係国について効力

を生じた後に輸入されたものを回復し及び返還するた

め適当な措置をとること。ただし、要請を行う締約国

が当該文化財の善意の購入者又は当該文化財に対して

正当な権原を有する者に対し適正な補償金を支払うこ

とを条件とする。回復及び返還の要請は、外交機関を

通じて行う。要請を行う締約国は、回復及び返還につ

いての権利を確立するために必要な書類その他の証拠

資料を自国の負担で提出する。締約国は、この条の規

定に従って返還される文化財に対し関税その他の課徴

金を課してはならない。文化財の返還及び引渡しに係

るすべての経費は、要請を行う締約国が負担する。 

第八条 

 締約国は、第六条(b)及び前条(b)に定める禁止に関する規定

に違反したことについて責任を有する者に対し、刑罰又は行政

罰を科することを約束する。 

第九条 

 考古学上又は民族学上の物件の略奪により自国の文化遺産が

危険にさらされている締約国は、影響を受ける他の締約国に要

請を行うことができる。この場合において、締約国は、国際的

に協調して行われた努力であって、必要な具体的措置（個別の

物件の輸出、輸入及び国際取引の規制等）を決定し及び実施す

るためのものに参加することを約束する。各関係国は、合意に

達するまでの間、要請を行う国の文化遺産が回復し難い損傷を

受けることを防止するため、実行可能な範囲内で暫定措置をと

る。 

第十条 

締約国は、次のことを約束する。 

(a) 教育、情報提供及び監視を行うことにより、締約国から

不法に持ち出された文化財の移動を制限すること。また、

自国にとって適当な場合には、文化財の各物件ごとの出所、

供給者の氏名及び住所並びに売却した各物件の特徴及び価

格を記録した台帳を常備すること並びに文化財の買手に対

し当該文化財について輸出禁止の措置がとられることがあ

る旨を知らせることを古物商に義務付けること。この義務

に違反した者には、刑罰又は行政罰を科する。 

(b) 文化財の価値並びに盗取、盗掘及び不法な輸出が文化遺

産にもたらす脅威につき教育を通じて国民に認識させ及び

そのような認識を高めるよう努めること。 
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第十一条 

 外国による国土占領に直接又は間接に起因する強制的な文化

財の輸出及び所有権移転は、不法であるとみなす。 

第十二条 

 締約国は、自国が国際関係について責任を有する領域内に存

在する文化遺産を尊重するものとし、当該領域における文化財

の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止するため

すべての適当な措置をとる。 

第十三条 

締約国は、また、自国の法令に従い、次のことを約束する。 

(a) 文化財の不法な輸入又は輸出を促すおそれのある所有権

移転をすべての適当な手段によって防止すること。 

(b) 不法に輸出された文化財がその正当な所有者にできる限

り速やかに返還されることを容易にするために自国の権限

のある機関が協力することを確保すること。 

(c) 亡失し若しくは盗取された文化財の物件の正当な所有者

又はその代理人が提起する当該物件の回復の訴えを認める

こと。 

(d) 各締約国が特定の文化財について譲渡を禁止し、その結

果当然に輸出も禁止するものとして分類し及び宣言するこ

とは当該締約国の奪い得ない権利であることを認め、並び

に当該文化財が輸出された場合には当該締約国がそれを回

復することを容易にすること。 

第十四条 

 締約国は、不法な輸出を防止し及びこの条約の実施によって

生ずる義務 を履行するため、文化遺産の保護について責任を

有する国内機関に対しできる限り十分な予算を配分するものと

し、必要があるときは、このための基金を設立すべきである。 

第十五条 

 この条約のいかなる規定も、この条約が関係国について効力

を生ずる前にその理由のいかんを問わず原産国の領域から持ち

出された文化財の返還に関し、締約国の間で特別の協定を締結

すること又は既に締結した協定の実施を継続することを妨げる

ものではない。 

第十六条 

 締約国は、国際連合教育科学文化機関の総会が決定する期限

及び様式で同総会に提出する定期報告において、この条約を適

用するために自国がとった立法措置、行政措置その他の措置及

びこの分野で得た経験の詳細に関する情報を提供する。 

第十七条 

１ 締約国は、特に次の事項について、国際連合教育科学文化

機関の技術援助を要請することができる。 

(a) 情報提供及び教育

(b) 協議及び専門家の助言

(c) 調整及びあっせん

２ 国際連合教育科学文化機関は、文化財の不法な移動に関す

る問題につき、自発的に調査研究を行い及び研究結果を公表

することができる。 

３ 国際連合教育科学文化機関は、このため、権限のある非政

府機関の協力を要請することができる。 

４ 国際連合教育科学文化機関は、この条約の実施に関し、締

約国に対し自発的に提案を行うことができる。 

５ この条約の実施に関して現に係争中の少なくとも二の締約

国から要請があった場合には、国際連合教育科学文化機関は、

当該締約国間の紛争を解決するためあっせんを行うことがで

きる。 

第十八条 

 この条約は、ひとしく正文である英語、フランス語、ロシア

語及びスペイン語により作成する。 

第十九条 

１ この条約は、国際連合教育科学文化機関の加盟国により、

それぞれ自国の憲法上の手続に従って批准され又は受諾され

なければならない。 

２ 批准書又は受諾書は、国際連合教育科学文化機関事務局長

に寄託する。 

第二十条 

１ この条約は、国際連合教育科学文化機関の非加盟国で同機

関の執行委員会が招請するすべての国による加入のために開

放しておく。 

２ 加入は、国際連合教育科学文化機関事務局長に加入書を寄

託することによって行う。 

第二十一条 

 この条約は、三番目の批准書、受諾書又は加入書が寄託され

た日の後三箇月で、その寄託の日以前に批准書、受諾書又は加

入書を寄託した国についてのみ効力を生ずる。この条約は、そ

の他の国については、その批准書、受諾書又は加入書の寄託の

日の後三箇月で効力を生ずる。 

第二十二条 

 締約国は、自国の本土領域のみでなく、自国が国際関係につ

いて責任を有するすべての領域についてもこの条約を適用する

ことを認める。締約国は、これらの領域についてのこの条 

約の適用を確保するため、批准、受諾又は加入の時までにこれ

らの領域の政府又は他の権限のある当局と必要に応じて協議す

ることを約束し、また、この条約を適用する領域を国際連 

合教育科学文化機関事務局長に通告することを約束する。この

通告は、その受領の日の後三箇月で効力を生ずる。 

第二十三条 

１ 締約国は、自国について又は自国が国際関係について責任

を有する領域について、この条約を廃棄することができる。 

２ 廃棄は、国際連合教育科学文化機関事務局長に寄託する文
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第十一条 

外国による国土占領に直接又は間接に起因する強制的な文化

財の輸出及び所有権移転は、不法であるとみなす。 

第十二条 

締約国は、自国が国際関係について責任を有する領域内に存

在する文化遺産を尊重するものとし、当該領域における文化財

の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止するため

すべての適当な措置をとる。 

第十三条 

締約国は、また、自国の法令に従い、次のことを約束する。

(a) 文化財の不法な輸入又は輸出を促すおそれのある所有権

移転をすべての適当な手段によって防止すること。 

(b) 不法に輸出された文化財がその正当な所有者にできる限

り速やかに返還されることを容易にするために自国の権限

のある機関が協力することを確保すること。 

(c) 亡失し若しくは盗取された文化財の物件の正当な所有者

又はその代理人が提起する当該物件の回復の訴えを認める

こと。 

(d) 各締約国が特定の文化財について譲渡を禁止し、その結

果当然に輸出も禁止するものとして分類し及び宣言するこ

とは当該締約国の奪い得ない権利であることを認め、並び

に当該文化財が輸出された場合には当該締約国がそれを回

復することを容易にすること。

第十四条 

締約国は、不法な輸出を防止し及びこの条約の実施によって

生ずる義務 を履行するため、文化遺産の保護について責任を

有する国内機関に対しできる限り十分な予算を配分するものと

し、必要があるときは、このための基金を設立すべきである。

第十五条 

この条約のいかなる規定も、この条約が関係国について効力

を生ずる前にその理由のいかんを問わず原産国の領域から持ち

出された文化財の返還に関し、締約国の間で特別の協定を締結

すること又は既に締結した協定の実施を継続することを妨げる

ものではない。

第十六条 

締約国は、国際連合教育科学文化機関の総会が決定する期限

及び様式で同総会に提出する定期報告において、この条約を適

用するために自国がとった立法措置、行政措置その他の措置及

びこの分野で得た経験の詳細に関する情報を提供する。 

第十七条 

１ 締約国は、特に次の事項について、国際連合教育科学文化

機関の技術援助を要請することができる。 

(a) 情報提供及び教育 

(b) 協議及び専門家の助言 

(c) 調整及びあっせん 

２ 国際連合教育科学文化機関は、文化財の不法な移動に関す

る問題につき、自発的に調査研究を行い及び研究結果を公表

することができる。 

３ 国際連合教育科学文化機関は、このため、権限のある非政

府機関の協力を要請することができる。 

４ 国際連合教育科学文化機関は、この条約の実施に関し、締

約国に対し自発的に提案を行うことができる。

５ この条約の実施に関して現に係争中の少なくとも二の締約

国から要請があった場合には、国際連合教育科学文化機関は、

当該締約国間の紛争を解決するためあっせんを行うことがで

きる。 

第十八条 

この条約は、ひとしく正文である英語、フランス語、ロシア

語及びスペイン語により作成する。 

第十九条 

１ この条約は、国際連合教育科学文化機関の加盟国により、

それぞれ自国の憲法上の手続に従って批准され又は受諾され

なければならない。 

２ 批准書又は受諾書は、国際連合教育科学文化機関事務局長

に寄託する。 

第二十条 

１ この条約は、国際連合教育科学文化機関の非加盟国で同機

関の執行委員会が招請するすべての国による加入のために開

放しておく。 

２ 加入は、国際連合教育科学文化機関事務局長に加入書を寄

託することによって行う。 

第二十一条 

この条約は、三番目の批准書、受諾書又は加入書が寄託され

た日の後三箇月で、その寄託の日以前に批准書、受諾書又は加

入書を寄託した国についてのみ効力を生ずる。この条約は、そ

の他の国については、その批准書、受諾書又は加入書の寄託の

日の後三箇月で効力を生ずる。

第二十二条 

締約国は、自国の本土領域のみでなく、自国が国際関係につ

いて責任を有するすべての領域についてもこの条約を適用する

ことを認める。締約国は、これらの領域についてのこの条 

約の適用を確保するため、批准、受諾又は加入の時までにこれ

らの領域の政府又は他の権限のある当局と必要に応じて協議す

ることを約束し、また、この条約を適用する領域を国際連 

合教育科学文化機関事務局長に通告することを約束する。この

通告は、その受領の日の後三箇月で効力を生ずる。 

第二十三条 

１ 締約国は、自国について又は自国が国際関係について責任

を有する領域について、この条約を廃棄することができる。 

２ 廃棄は、国際連合教育科学文化機関事務局長に寄託する文
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書により通告する。 

３ 廃棄は、廃棄書の受領の後十二箇月で効力を生ずる。 

第二十四条 

 国際連合教育科学文化機関事務局長は、同機関の加盟国及び

第二十条に規定する同機関の非加盟国並びに国際連合に対し、

第十九条及び第二十条に規定するすべての批准書、受諾書及び

加入書の寄託並びに前二条にそれぞれ規定する通告及び廃棄を

通報する。 

第二十五条 

１ この条約は、国際連合教育科学文化機関の総会において改

正することができる。その改正は、改正条約の当事国となる

国のみを拘束する。 

２ 総会がこの条約の全部又は一部を改正する条約を新たに採

択する場合には、その改正条約に別段の規定がない限り、批

准、受諾又は加入のためのこの条約の開放は、その改正条約

が効力を生ずる日に終止する。 

第二十六条 

この条約は、国際連合教育科学文化機関事務局長の要請によ

り、国際連合憲章第百二条の規定に従って、国際連合事務局に

登録する。 

 千九百七十年十一月十七日にパリで、総会の第十六回会期の

議長及び国際連合教育科学文化機関事務局長の署名を有する本

書二通を作成した。これらの本書は、同機関に寄託するものと

し、その認証謄本は、第十九条及び第二十条に規定するすべて

の国並びに国際連合に送付する。 

 以上は、国際連合教育科学文化機関の総会が、パリで開催さ

れて千九百七十年十一月十四日に閉会を宣言されたその第十六

回会期において、正当に採択した条約の真正な本文である。 

 以上の証拠として、我々は、千九百七十年十一月十七日に署

名した。 

総会議長 

 アティリオ・デロロ・マイニ 

事務局長 

ルネ・マウ 
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○文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律

（平成十四年法律第八十一号）

最終改正：平成十六年法律第六十一号 

（目的）  

第一条 この法律は、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移

転を禁止し及び防止する手段に関する条約（以下「条約」と

いう。）の適確な実施を確保するため、盗取された文化財の輸

入、輸出及び回復に関する所要の措置を講ずることを目的と

する。  

（定義）  

第二条 この法律において「文化財」とは、国内文化財及び条

約の締約国である外国（以下「外国」という。）が条約第一条

の規定に基づき指定した物件をいう。  

２ この法律において「国内文化財」とは、条約第一条（ａ）

から（ｋ）までに掲げる分類に属する物件のうち、文化財保

護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第二十七条第一項の

規定に基づき指定された重要文化財、同法第七十八条第一項 

の規定に基づき指定された重要有形民俗文化財及び同法第百

九条第一項 の規定に基づき指定された史跡名勝天然記念物

をいう。  

（特定外国文化財）  

第三条 外務大臣は、外国から、条約第七条（ｂ）（ｉ）に規定

する施設から文化財が盗取された旨の通知を受けたときは、

遅滞なく、その内容を文部科学大臣に通知するものとする。  

２ 文部科学大臣は、前項の規定により外務大臣から通知を受

けたときは、当該通知に係る文化財を、文部科学省令で定め

るところにより、特定外国文化財として指定する。  

３ 文部科学大臣は、前項の規定による指定をしようとすると

きは、経済産業大臣に協議しなければならない。  

（輸入の承認）  

第四条 特定外国文化財を輸入しようとする者は、外国為替及

び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二十八号）第五十二

条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるもの

とする。  

（届出の公示等）  

第五条 文化庁長官は、国内文化財について文化財保護法第三

十三条（同法第八十条 、第百十八条及び第百二十条で準用す

る場合を含む。）の規定による届出（亡失又は盗難に係るもの

に限る。）があったときは、その旨を官報で公示するとともに、

当該国内文化財が条約第七条（ｂ）（ｉ）に規定する施設から

盗取されたものであるときは、外務大臣に通知するものとす

る。 

２ 外務大臣は、前項の通知を受けたときは、その内容を遅滞

なく外国に通知するものとする。  

（特定外国文化財に係る善意取得の特則）  

第六条 特定外国文化財の占有者が民法（明治二十九年法律第

八十九号）第百九十二条の条件を具備している場合であって

も、第三条第一項の盗難の被害者は、同法第百九十三条の規

定による回復の請求に加え、盗難の時から二年を経過した後

十年を経過するまでの期間にあっては、当該占有者に対して

これを回復することを求めることができる。ただし、当該特

定外国文化財が本邦に輸入された後に第三条第二項の規定に

より指定されたものであるときは、この限りでない。  

２ 前項本文の場合においては、被害者は、占有者が支払った

代価を弁償しなければならない。  

（国民の理解を深める等のための措置）  

第七条 国は、教育活動、広報活動等を通じて、文化財の不法

な輸入、輸出及び所有権移転の防止に関し、国民の理解を深

め、かつ、その協力を得るよう努めなければならない。  

   附 則  

（施行期日） 

１ この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施

行する。  

（経過措置） 

２ 第三条の規定は、この法律の施行前に盗取された文化財に

ついては、適用しない。  

３ 第五条の規定は、この法律の施行前に亡失し又は盗取され

た文化財については、適用しない。 
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○文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律 

（平成十四年法律第八十一号） 

最終改正：平成十六年法律第六十一号 

（目的） 

第一条 この法律は、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移

転を禁止し及び防止する手段に関する条約（以下「条約」と

いう。）の適確な実施を確保するため、盗取された文化財の輸

入、輸出及び回復に関する所要の措置を講ずることを目的と

する。 

（定義） 

第二条 この法律において「文化財」とは、国内文化財及び条

約の締約国である外国（以下「外国」という。）が条約第一条

の規定に基づき指定した物件をいう。 

２ この法律において「国内文化財」とは、条約第一条（ａ）

から（ｋ）までに掲げる分類に属する物件のうち、文化財保

護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第二十七条第一項の

規定に基づき指定された重要文化財、同法第七十八条第一項

の規定に基づき指定された重要有形民俗文化財及び同法第百

九条第一項 の規定に基づき指定された史跡名勝天然記念物

をいう。 

（特定外国文化財） 

第三条 外務大臣は、外国から、条約第七条（ｂ）（ｉ）に規定

する施設から文化財が盗取された旨の通知を受けたときは、

遅滞なく、その内容を文部科学大臣に通知するものとする。 

２ 文部科学大臣は、前項の規定により外務大臣から通知を受

けたときは、当該通知に係る文化財を、文部科学省令で定め

るところにより、特定外国文化財として指定する。 

３ 文部科学大臣は、前項の規定による指定をしようとすると

きは、経済産業大臣に協議しなければならない。 

（輸入の承認） 

第四条 特定外国文化財を輸入しようとする者は、外国為替及

び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二十八号）第五十二

条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるもの

とする。 

（届出の公示等） 

第五条 文化庁長官は、国内文化財について文化財保護法第三

十三条（同法第八十条 、第百十八条及び第百二十条で準用す

る場合を含む。）の規定による届出（亡失又は盗難に係るもの

に限る。）があったときは、その旨を官報で公示するとともに、

当該国内文化財が条約第七条（ｂ）（ｉ）に規定する施設から

盗取されたものであるときは、外務大臣に通知するものとす

る。 

２ 外務大臣は、前項の通知を受けたときは、その内容を遅滞

なく外国に通知するものとする。 

（特定外国文化財に係る善意取得の特則） 

第六条 特定外国文化財の占有者が民法（明治二十九年法律第

八十九号）第百九十二条の条件を具備している場合であって

も、第三条第一項の盗難の被害者は、同法第百九十三条の規

定による回復の請求に加え、盗難の時から二年を経過した後

十年を経過するまでの期間にあっては、当該占有者に対して

これを回復することを求めることができる。ただし、当該特

定外国文化財が本邦に輸入された後に第三条第二項の規定に

より指定されたものであるときは、この限りでない。 

２ 前項本文の場合においては、被害者は、占有者が支払った

代価を弁償しなければならない。 

（国民の理解を深める等のための措置） 

第七条 国は、教育活動、広報活動等を通じて、文化財の不法

な輸入、輸出及び所有権移転の防止に関し、国民の理解を深

め、かつ、その協力を得るよう努めなければならない。 

   附 則

（施行期日） 

１ この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施

行する。 

（経過措置） 

２ 第三条の規定は、この法律の施行前に盗取された文化財に

ついては、適用しない。 

３ 第五条の規定は、この法律の施行前に亡失し又は盗取され

た文化財については、適用しない。 
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○文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行

規則

（平成十五年文部科学省令第四十二号） 

 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律（平成十四年

法律第八十一号）第三条第二項の規定に基づき、及び同法を実

施するため、文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施

行規則を次のように定める。 

（特定外国文化財の指定）  

第一条 文部科学大臣は、文化財の不法な輸出入等の規制等に

関する法律（以下「法」という。）第三条第一項の規定による

通知を受けた場合において、当該通知に係る文化財が次の各

号のいずれにも該当すると認めるときは、当該文化財を特定

外国文化財として指定するものとする。ただし、当該文化財

の種類（絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資

料、歴史資料その他の当該文化財の種類をいう。）、特徴（寸

法、重量、材質、形状、色その他の当該文化財の特徴をいう。）

等に係る通知の記載が当該文化財を特定できる程度に明確で

ないと認められるときは、この限りでない。  

一 法第二条第一項に規定する文化財であること。  

二 文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び

防止する手段に関する条約第七条（ｂ）（ｉ）に規定する施

設から盗取された文化財であること。 

三 法の施行前に盗取された文化財でないこと。  

（指定の解除）  

第二条 文部科学大臣は、特定外国文化財についてその指定の

必要がなくなったと認めるときは、当該指定を解除するもの

とする。 

   附 則  

この省令は、公布の日から施行する。 

98

５．文化財の不法な輸出入等の規則等に関する法律関係



○文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第三

条第二項に規定する特定外国文化財を指定する省

令

（平成十五年文部科学省令第四十三号） 

最終改正：平成三十年文部科学省令第十七号

文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律（平成十四年

法律第八十一号）を実施するため、文化財の不法な輸出入等の

規制等に関する法律第三条第二項に規定する特定外国文化財を

指定する省令を次のように定める。

 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第三条第二項

に規定する特定外国文化財として次の物件を指定する。

国名 トルコ共和国 

種類 典籍（聖書の写本） 

名称 

施設 ダイヤーバーク・シリアック古代聖母マリア教会 

所有者 

盗難の

時期 

平成十五年一月七日 

特徴 一冊。四十三×三十一×八センチメートル。四百六

十六ページ。黒革で覆われている。四十三×二十九

センチメートルの銀板が表面にはめられている。は

りつけにされたイエス・キリストが、彼の両側面に

立っている聖母マリアと聖マリアと共に中心に描

かれている。縁には、福音伝道者と王と共にいる聖

徒が浮き彫りで四隅に描かれている。銀板は、釘で

本に附属している。 

指定の

年月日 

平成十五年九月二十九日 

国名 トルコ共和国 

種類 工芸品（十字銀細工品） 

名称 

施設 ダイヤーバーク・シリアック古代聖母マリア教会 

所有者 

盗難の

時期 

平成十五年一月七日 

特徴 二個。いずれも二十七×十三センチメートル。一つ

の十字架の片面には、マリアと天使が描かれてい

る。他面には、はりつけにされたイエス・キリスト

が描かれている。十字架のそれぞれの腕の部分に

は、四人の使徒と四つの赤い石が描かれている。も

う一つの十字架には、はりつけにされたイエス・キ

リストと赤い石が片面だけに描かれている。 

指定の

年月日 

平成十五年九月二十九日 

国名 マダガスカル共和国

種類 工芸品（金銀製王冠）

名称 女王ラナヴァルナ一世の王冠 

施設 アンダフィアヴァラトラ宮

所有者 マダガスカル共和国

盗難の

時期 

平成二十三年十二月四日

特徴 一個。外周五十五センチメートル、高さ三十センチ

メートル。王冠は湾曲した八枚の板材により形成さ

れている。板材の素材は金でめっきをされた銀製

で、表面には葉の文様があり、宝石により装飾され

ている。赤いビロードの裏張りがある。王冠の正面

には七本のやり先の形をした飾りが取り付けられ

ている。王冠の頂部には小さな球体が取り付けられ

ている。

指定の

年月日 

平成二十四年四月十三日

国名 ボリビア多民族国 

種類 絵画（油絵） 

名称 ロザリオの聖母 

施設 サン・アグスティン教会 

所有者 ボリビア多民族国 

盗難の

時期 

平成二十九年八月十日 

特徴 一枚。外周縦百十七センチメートル、横八十センチ

メートル。聖母マリアの全体像。着衣のマントとピ

ンク色のチュニック、黄色の紐を腰に巻いている。

冠を被っており、顔から輝きを放っている。手には

赤いロザリオを持っている。冠を被り、白いチュニ

ックを身に着けたキリスト少年を抱いている。 

指定の

年月日 

平成三十年四月十三日 

国名 ボリビア多民族国 

種類 工芸品（銀細工） 

名称 燭台 

施設 サン・アグスティン教会 

所有者 ボリビア多民族国 

盗難の

時期 

平成二十九年八月十日 

特徴 二個。外周はいずれも五十三センチメートル×五十

八センチメートル×二十三センチメートル。ブドウ

の葉と花の装飾。中央から両端に伸びたところにろ

うそくが立てられるようになっている。ベースは鐘

の形になっており、植物の装飾が見られる。 

指定の

年月日 

平成三十年四月十三日 

備考

一 第一欄に掲げる国名は、特定外国文化財として指定された

文化財が盗取された施設（文化財の不法な輸入、輸出及び所

有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約第七条

（ｂ）（ｉ）に規定する施設をいう。）の所在する国の名称と

する。

二 第二欄に掲げる種類は、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、

古文書、考古資料、歴史資料その他の特定外国文化財として
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５．文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律関係
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○文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第三

条第二項に規定する特定外国文化財を指定する省

令 

（平成十五年文部科学省令第四十三号） 

最終改正：平成三十年文部科学省令第十七号

文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律（平成十四年

法律第八十一号）を実施するため、文化財の不法な輸出入等の

規制等に関する法律第三条第二項に規定する特定外国文化財を

指定する省令を次のように定める。

文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第三条第二項

に規定する特定外国文化財として次の物件を指定する。

国名 トルコ共和国 

種類 典籍（聖書の写本） 

名称 

施設 ダイヤーバーク・シリアック古代聖母マリア教会 

所有者 

盗難の

時期 

平成十五年一月七日 

特徴 一冊。四十三×三十一×八センチメートル。四百六

十六ページ。黒革で覆われている。四十三×二十九

センチメートルの銀板が表面にはめられている。は

りつけにされたイエス・キリストが、彼の両側面に

立っている聖母マリアと聖マリアと共に中心に描

かれている。縁には、福音伝道者と王と共にいる聖

徒が浮き彫りで四隅に描かれている。銀板は、釘で

本に附属している。 

指定の

年月日 

平成十五年九月二十九日 

国名 トルコ共和国 

種類 工芸品（十字銀細工品）

名称 

施設 ダイヤーバーク・シリアック古代聖母マリア教会

所有者 

盗難の

時期 

平成十五年一月七日

特徴 二個。いずれも二十七×十三センチメートル。一つ

の十字架の片面には、マリアと天使が描かれてい

る。他面には、はりつけにされたイエス・キリスト

が描かれている。十字架のそれぞれの腕の部分に

は、四人の使徒と四つの赤い石が描かれている。も

う一つの十字架には、はりつけにされたイエス・キ

リストと赤い石が片面だけに描かれている。

指定の

年月日 

平成十五年九月二十九日 

国名 マダガスカル共和国

種類 工芸品（金銀製王冠）

名称 女王ラナヴァルナ一世の王冠

施設 アンダフィアヴァラトラ宮

所有者 マダガスカル共和国

盗難の

時期 

平成二十三年十二月四日

特徴 一個。外周五十五センチメートル、高さ三十センチ

メートル。王冠は湾曲した八枚の板材により形成さ

れている。板材の素材は金でめっきをされた銀製

で、表面には葉の文様があり、宝石により装飾され

ている。赤いビロードの裏張りがある。王冠の正面

には七本のやり先の形をした飾りが取り付けられ

ている。王冠の頂部には小さな球体が取り付けられ

ている。

指定の

年月日 

平成二十四年四月十三日

国名 ボリビア多民族国 

種類 絵画（油絵） 

名称 ロザリオの聖母

施設 サン・アグスティン教会 

所有者 ボリビア多民族国 

盗難の

時期 

平成二十九年八月十日 

特徴 一枚。外周縦百十七センチメートル、横八十センチ

メートル。聖母マリアの全体像。着衣のマントとピ

ンク色のチュニック、黄色の紐を腰に巻いている。

冠を被っており、顔から輝きを放っている。手には

赤いロザリオを持っている。冠を被り、白いチュニ

ックを身に着けたキリスト少年を抱いている。

指定の

年月日 

平成三十年四月十三日 

国名 ボリビア多民族国 

種類 工芸品（銀細工） 

名称 燭台 

施設 サン・アグスティン教会 

所有者 ボリビア多民族国 

盗難の

時期 

平成二十九年八月十日 

特徴 二個。外周はいずれも五十三センチメートル×五十

八センチメートル×二十三センチメートル。ブドウ

の葉と花の装飾。中央から両端に伸びたところにろ

うそくが立てられるようになっている。ベースは鐘

の形になっており、植物の装飾が見られる。 

指定の

年月日 

平成三十年四月十三日 

備考

一 第一欄に掲げる国名は、特定外国文化財として指定された

文化財が盗取された施設（文化財の不法な輸入、輸出及び所

有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約第七条

（ｂ）（ｉ）に規定する施設をいう。）の所在する国の名称と

する。

二 第二欄に掲げる種類は、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、

古文書、考古資料、歴史資料その他の特定外国文化財として
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指定された文化財の種類とする。

三 第三欄に掲げる名称は、特定外国文化財として指定された

文化財の名称とする。

四 第四欄に掲げる施設は、特定外国文化財として指定された

文化財が盗取された第一号に規定する施設とする。

五 第五欄に掲げる所有者は、特定外国文化財として指定され

た文化財の所有者とする。

六 第六欄に掲げる盗難の時期は、第一号に規定する施設から

特定外国文化財として指定された文化財が盗取された時期

とする。

七 第七欄に掲げる特徴は、寸法、重量、材質、形状、色その

他の特定外国文化財として指定された文化財の特徴とする。

八 第八欄に掲げる指定の年月日は、特定外国文化財として指

定された年月日とする。 

   附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 （平成二四年四月一三日文部科学省令第二〇号） 
この省令は、公布の日から施行する。

附 則 （平成三〇年四月一三日文部科学省令第一七号） 
この省令は、平成三十年四月十三日から施行する。
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〇美術品の美術館における公開の促進に関する法律 

（平成十年法律第九十九号） 

最終改正：令和四年法律第二十四号 

（目的） 

第一条 この法律は、美術品について登録制度を実施し、登

録美術品の美術館における公開を促進することによって、

国民の美術品を鑑賞する機会の拡大を図り、もって文化の

発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は

、当該各号に定めるところによる。 

一 美術品 絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所

産である動産をいう。 

二 美術館 博物館法（昭和二十六年法律第二百八十五号

）第二条第一項に規定する博物館又は同法第三十一条

第二項に規定する指定施設のうち、美術品の公開及び

保管を行うものをいう。 

三 登録美術品 次条第一項の登録を受けた美術品をい

う。 

四 登録美術品公開契約 登録美術品の所有者が美術館

の設置者に対して登録美術品を引き渡すことを約し、

美術館の設置者が美術館において当該登録美術品を公

開することを約する契約であって、次の要件を満たす

ものをいう。 

イ 五年以上の期間にわたって有効であること。

ロ 当事者が解約の申入れをすることができない旨の

定めがあること。

五 公開 公衆の観覧に供することをいう。 

（美術品の登録） 

第三条 美術品の所有者は、その美術品について文化庁長官

の登録を受けることができる。 

２ 文化庁長官は、前項の登録の申請があった場合において

、当該申請に係る美術品が次の各号のいずれかに該当する

ものであり、かつ、当該美術品に係る登録美術品公開契約

が確実に締結される見込みがあると認めるときは、登録を

しなければならない。 

一 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第二

十七条第一項の規定により重要文化財に指定されたも

のであること。 

二 前号に掲げるもののほか、世界文化の見地から歴史上

、芸術上又は学術上特に優れた価値を有するものであ

ること。 

３ 文化庁長官は、前項の規定により登録をしたときは、遅

滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。 

４ 前三項に規定するもののほか、登録の申請その他登録に

関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 

（契約美術館の設置者の義務） 

第四条 登録美術品公開契約を締結した美術館の設置者（以

下「契約美術館の設置者」という。）は、登録美術品を積

極的に公開し、かつ、善良な管理者の注意をもってその保

管を行わなければならない。 

（承継） 

第五条 登録美術品の所有者について相続、合併又は分割（

登録美術品を承継させるものに限る。）があったときは、

相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立され

た法人又は分割により登録美術品を承継した法人は、その

登録美術品の所有者の地位を承継する。 

２ 前項の規定により登録美術品の所有者の地位を承継した

者は、遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければな

らない。 

（登録の取消し） 

第六条 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当するとき

又は登録美術品の所有者から第三条第一項の登録の取消

しの申請があったときは、登録美術品についてその登録を

取り消さなければならない。 

一 登録美術品が第三条第二項各号のいずれかに該当し

なくなったと認められるとき。 

二 登録美術品の所有者が、第三条第三項の規定による通

知を受けた日から三月以内に、当該登録美術品につい

て美術館の設置者との間で登録美術品公開契約を締結

せず、又は当該登録美術品に係る契約美術館の設置者

に当該登録美術品を引き渡さないとき。 

三 登録美術品が美術館において公開されていないと認

められるとき。 

四 登録美術品公開契約が終了したとき（その終了に際し

、登録美術品の所有者が、当該登録美術品について、

美術館の設置者との間で登録美術品公開契約を締結し

、かつ、当該登録美術品を当該美術館の設置者に引き

渡したときを除く。）。 

五 登録美術品の所有者が不正の手段により第三条第一

項の登録を受けたとき。 

２ 文化庁長官は、前項の規定により登録を取り消したとき

は、遅滞なく、その旨を登録美術品の所有者及び契約美術

館の設置者に通知しなければならない。 

（登録美術品の所有者の報告） 

第七条 登録美術品の所有者は、次の各号のいずれかに該当

するときは、文部科学省令で定めるところにより、遅滞な

く、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。 

一 登録美術品（第三条第二項第一号に該当するものを除

く。）を契約美術館の設置者に引き渡す前に、当該登録

美術品の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し

、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。 

二 登録美術品公開契約を締結したとき。 

（契約美術館の設置者の報告等） 

第八条 契約美術館の設置者は、次の各号のいずれかに該当

するときは、文部科学省令で定めるところにより、遅滞な

く、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。 

一 登録美術品の引渡しを受けたとき。 

二 登録美術品の引渡しを受けた後に、当該登録美術品の

全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこ

れを亡失し、若しくは盗み取られたとき。 
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三 登録美術品公開契約の内容を変更したとき。 

四 登録美術品公開契約が終了したとき。 

２ 契約美術館の設置者は、文部科学省令で定めるところに

より、毎年度、登録美術品の公開及び保管の計画を作成し

、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更した

ときも、同様とする。 

３ 契約美術館の設置者は、文部科学省令で定めるところに

より、毎年度、登録美術品の公開及び保管の状況を文化庁

長官に報告しなければならない。 

（美術館の設置者のあっせん） 

第九条 文化庁長官は、必要があると認めるときは、登録美

術品公開契約が締結されるよう、登録美術品の所有者に対

し、美術館の設置者のあっせんに努めなければならない。 

（情報の提供等） 

第十条 文化庁長官は、国民の登録美術品を鑑賞する機会の

拡大を図るため、登録美術品の所在に関する情報の提供そ

の他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（登録美術品の公開等に関する指導等） 

第十一条 文化庁長官は、契約美術館の設置者に対し、登録

美術品の公開又は保管に関し必要な指導又は助言を行う

ことができる。 

（国が所有権を取得した登録美術品の公開） 

第十二条 国は、登録美術品の所有権を取得したときは、当

該美術品を美術館において積極的に公開するよう努める

ものとする。 

（文化財保護法の特例） 

第十三条 第八条第二項の規定により届け出た公開及び保管

の計画（同項後段の規定による変更の届出があったときは

、その変更後のもの。次項において同じ。）に従って契約

美術館の設置者が行う登録美術品（第三条第二項第一号に

該当するものに限る。次項において同じ。）の公開に関す

る文化財保護法の規定の適用については、当該計画又はそ

の変更の届出があったことをもって、同法第五十三条第一

項本文の許可があったものとみなす。この場合において、

同条第三項中「第一項の許可を与える場合において、その

許可の条件として、許可に」とあるのは「契約美術館の設

置者（美術品の美術館における公開の促進に関する法律（

平成十年法律第九十九号）第四条に規定する契約美術館の

設置者をいう。次項において同じ。）が同法第八条第二項

の規定による登録美術品の公開及び保管の計画の届出（同

項後段の規定による計画の変更の届出を含む。）をした場

合において、当該届出に」と、同条第四項中「第一項の許

可を受けた者が前項の許可の条件に」とあるのは「契約美

術館の設置者が前項の指示に」と、「許可に係る公開の停

止を命じ、又は許可を取り消すこと」とあるのは「公開の

停止を命ずること」とする。 

２ 契約美術館が文化財保護法第五十三条第一項ただし書に

規定する公開承認施設である場合において、第八条第二項

の規定により届け出た公開及び保管の計画に従って当該

契約美術館の設置者が当該契約美術館において行う登録

美術品の公開については、同法第五十三条第二項の規定は

適用しない。 

附 則 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日か

ら施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において

、この法律の施行の状況、美術品を取り巻く状況の変化等

を勘案し、美術品の登録に係る制度について検討を加え、

必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措

置を講ずるものとする。 

附 則 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号

） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三

年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正

規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六

条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二

項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 

附 則 （平成一二年五月三一日法律第九一号） 

抄 

（施行期日） 

１ この法律は、商法等の一部を改正する法律（平成十二年

法律第九十号）の施行の日から施行する。 

附 則 （令和四年四月一五日法律第二四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。 
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６．美術品の美術館における公開の促進に関する法律関係

○美術品の美術館における公開の促進に関する法律施

行規則

（平成十年文部省令第四十三号） 

最終改正：平成二十七年文部科学省令第三十四号 

 美術品の美術館における公開の促進に関する法律（平成十年

法律第九十九号）第三条第四項、第七条及び第八条の規定に基

づき、並びに同法を実施するため、美術品の美術館における公

開の促進に関する法律施行規則を次のように定める。 

（登録の申請）  

第一条  美術品の所有者で、美術品の美術館における公開の促

進に関する法律 （平成十年法律第九十九号。以下「法」とい

う。）第三条第一項 の登録を受けようとするもの（以下この

条及び第四条において「申請者」という。）は、次に掲げる事

項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければなら

ない。  

一  申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名  

二  美術品の名称、員数及び種類  

三  美術品の寸法、重量、材質その他の特徴  

四  美術品に附属物がある場合は当該附属物の概要  

五  美術品の制作者の氏名、生年及び死亡年並びに制作時期  

六  美術品が文化財保護法 （昭和二十五年法律第二百十四号）

第二十七条 により重要文化財（国宝を含む。以下同じ。）

に指定されたものである場合は、当該指定年月日及び指定

書の記号番号  

七  美術品の由来及び歴史上、芸術上又は学術上の価値  

八  美術品の権利関係  

九  申請時における美術品の所在の場所  

十  美術品について登録美術品公開契約を締結する見込みの

美術館（第三項において「契約予定美術館」という。）の設

置者の氏名又は名称並びに当該美術館の名称及び所在地  

十一  美術品が登録を受けた場合における当該美術品の所有

者の氏名又は名称の開示又は不開示の意思表示 

十二  その他参考となるべき事項  

２  前項に規定する登録申請書の様式は、別記様式第一号によ

るものとする。  

３  第一項の登録申請書には、次に掲げる書類及び資料を添付

するものとする。  

一  申請者が個人である場合においては、戸籍抄本及び住民

票の写し  

二  申請者が法人である場合においては、登記事項証明書 

三  申請者の印鑑証明書  

四  美術品の現状を示す明瞭な写真 

五  美術品が文化財保護法第二十七条 の規定により重要文

化財に指定されたものである場合は、当該美術品に係る同

法第二十八条第三項 の指定書の写し  

六  美術品が登録を受けた場合において、当該美術品に係る

登録美術品公開契約を申請者と直ちに締結する旨の契約予

定美術館の設置者の意思が確認できる書類  

４  第一項の規定により登録の申請をする場合において、住民

基本台帳法 （昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の九 の

規定により機構保存本人確認情報（同法第七条第八号の二 に

規定する個人番号を除く。第五条第四項において「本人確認

情報」という。）の提供を受けて文化庁長官が申請者の氏名及

び住所を確認することができるときは、前項第一号に掲げる

住民票の写しを添付することを要しない。  

５  文化庁長官は、申請者に対し、第三項に規定するもののほ

か、必要と認める書類の提出を求めることができる。  

（意見の聴取）  

第二条  文化庁長官は、前条の登録の申請があった場合におい

て、法第三条第二項 の規定により当該申請に係る美術品につ

いて登録をしようとするときは、あらかじめ、美術品に関し

広くかつ高い識見を有する者の意見を聴かなければならない。  

（美術品の登録）  

第三条  第一条の申請に係る美術品の登録は、文化庁長官が、

美術品登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。  

一  登録年月日及び登録番号  

二  美術品の名称、員数及び種類 

三  美術品の寸法、重量、材質その他の特徴 

四  美術品の制作者の氏名、生年及び死亡年並びに制作時期 

五  所有者の氏名又は名称及び住所  

六  契約美術館の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名

称  

七  その他参考となるべき事項 

（登録等の通知）  

第四条  文化庁長官は、第一条の申請に係る美術品について登

録をしたときは、申請者に対し、別記様式第二号の登録通知

書により通知するものとする。  

２  文化庁長官は、第一条の申請に係る美術品について登録を

しなかったときは、申請者に対し、別記様式第三号の不登録

通知書により通知するものとする。  

（承継の届出）  

第五条  法第五条第一項 の規定により登録美術品の所有者の

地位を承継した者（以下この条において「承継人」という。）

は、同条第二項の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を

記載した承継届出書を文化庁長官に提出しなければならない。  

一  登録美術品の名称、員数及び種類  

二  登録年月日及び登録番号  

三  届出時における登録美術品の所在の場所 

四  承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

代表者の氏名  

五  被承継人の氏名又は名称及び住所 

六  承継人と被承継人との関係  

七  承継の発生の年月日  

八  承継の発生事由  

九  登録美術品の権利関係 

十  その他参考となるべき事項 

２  前項に規定する承継届出書の様式は、別記様式第四号によ

るものとする。  

３  第一項の承継届出書には、次に掲げる書類を添付するもの 
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○美術品の美術館における公開の促進に関する法律施

行規則

（平成十年文部省令第四十三号） 

最終改正：令和三年文部科学省令第十九号 

 美術品の美術館における公開の促進に関する法律（平成十年

法律第九十九号）第三条第四項、第七条及び第八条の規定に基

づき、並びに同法を実施するため、美術品の美術館における公

開の促進に関する法律施行規則を次のように定める。 

（登録の申請）  

第一条  美術品の所有者で、美術品の美術館における公開の促

進に関する法律 （平成十年法律第九十九号。以下「法」とい

う。）第三条第一項 の登録を受けようとするもの（以下この

条及び第四条において「申請者」という。）は、次に掲げる事

項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければなら

ない。  

一  申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名  

二  美術品の名称、員数及び種類  

三  美術品の寸法、重量、材質その他の特徴  

四  美術品に附属物がある場合は当該附属物の概要  

五  美術品の制作者の氏名、生年及び死亡年並びに制作時期  

六  美術品が文化財保護法 （昭和二十五年法律第二百十四号）

第二十七条 により重要文化財（国宝を含む。以下同じ。）

に指定されたものである場合は、当該指定年月日及び指定

書の記号番号  

七  美術品の由来及び歴史上、芸術上又は学術上の価値  

八  美術品の権利関係  

九  申請時における美術品の所在の場所  

十  美術品について登録美術品公開契約を締結する見込みの

美術館（第三項において「契約予定美術館」という。）の設

置者の氏名又は名称並びに当該美術館の名称及び所在地  

十一  美術品が登録を受けた場合における当該美術品の所有

者の氏名又は名称の開示又は不開示の意思表示 

十二 美術品が公開されたことがある場合はその概要 

十三  その他参考となるべき事項  

２  前項に規定する登録申請書の様式は、別記様式第一号によ

るものとする。  

３  第一項の登録申請書には、次に掲げる書類及び資料を添付

するものとする。  

一  申請者が個人である場合においては、戸籍抄本及び住民

票の写し  

二  申請者が法人である場合においては、登記事項証明書 

三  申請者の印鑑証明書  

四  美術品の現状を示す明瞭な写真  

五  美術品が文化財保護法第二十七条 の規定により重要文

化財に指定されたものである場合は、当該美術品に係る同

法第二十八条第三項 の指定書の写し  

六  美術品が登録を受けた場合において、当該美術品に係る

登録美術品公開契約を申請者と直ちに締結する旨の契約予

定美術館の設置者の意思が確認できる書類  

４  第一項の規定により登録の申請をする場合において、住民

基本台帳法 （昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の九 の

規定により機構保存本人確認情報（同法第七条第八号の二 に

規定する個人番号を除く。第五条第四項において「本人確認

情報」という。）の提供を受けて文化庁長官が申請者の氏名及

び住所を確認することができるときは、前項第一号に掲げる

住民票の写しを添付することを要しない。  

５  文化庁長官は、申請者に対し、第三項に規定するもののほ

か、必要と認める書類の提出を求めることができる。 

（意見の聴取）  

第二条  文化庁長官は、前条の登録の申請があった場合におい

て、法第三条第二項 の規定により当該申請に係る美術品につ

いて登録をしようとするときは、あらかじめ、美術品に関し

広くかつ高い識見を有する者の意見を聴かなければならない。  

（美術品の登録）  

第三条  第一条の申請に係る美術品の登録は、文化庁長官が、

美術品登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 

一  登録年月日及び登録番号  

二  美術品の名称、員数及び種類  

三  美術品の寸法、重量、材質その他の特徴  

四  美術品の制作者の氏名、生年及び死亡年並びに制作時期 

五  所有者の氏名又は名称及び住所  

六  契約美術館の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名

称  

七  その他参考となるべき事項 

（登録等の通知）  

第四条  文化庁長官は、第一条の申請に係る美術品について登

録をしたときは、申請者に対し、別記様式第二号の登録通知

書により通知するものとする。  

２  文化庁長官は、第一条の申請に係る美術品について登録を

しなかったときは、申請者に対し、別記様式第三号の不登録

通知書により通知するものとする。 

（承継の届出）  

第五条  法第五条第一項 の規定により登録美術品の所有者の

地位を承継した者（以下この条において「承継人」という。）

は、同条第二項の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を

記載した承継届出書を文化庁長官に提出しなければならない。  

一  登録美術品の名称、員数及び種類 

二  登録年月日及び登録番号  

三  届出時における登録美術品の所在の場所  

四  承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

代表者の氏名  

五  被承継人の氏名又は名称及び住所 

六  承継人と被承継人との関係 

七  承継の発生の年月日 

八  承継の発生事由  

九  登録美術品の権利関係  

十  その他参考となるべき事項  

２  前項に規定する承継届出書の様式は、別記様式第四号によ

るものとする。  
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○美術品の美術館における公開の促進に関する法律施

行規則 

（平成十年文部省令第四十三号） 

最終改正：平成二十七年文部科学省令第三十四号

美術品の美術館における公開の促進に関する法律（平成十年

法律第九十九号）第三条第四項、第七条及び第八条の規定に基

づき、並びに同法を実施するため、美術品の美術館における公

開の促進に関する法律施行規則を次のように定める。 

（登録の申請） 

第一条 美術品の所有者で、美術品の美術館における公開の促

進に関する法律 （平成十年法律第九十九号。以下「法」とい

う。）第三条第一項 の登録を受けようとするもの（以下この

条及び第四条において「申請者」という。）は、次に掲げる事

項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければなら

ない。 

一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名 

二 美術品の名称、員数及び種類 

三 美術品の寸法、重量、材質その他の特徴 

四 美術品に附属物がある場合は当該附属物の概要 

五 美術品の制作者の氏名、生年及び死亡年並びに制作時期 

六 美術品が文化財保護法 （昭和二十五年法律第二百十四号）

第二十七条 により重要文化財（国宝を含む。以下同じ。）

に指定されたものである場合は、当該指定年月日及び指定

書の記号番号 

七 美術品の由来及び歴史上、芸術上又は学術上の価値 

八 美術品の権利関係 

九 申請時における美術品の所在の場所 

十 美術品について登録美術品公開契約を締結する見込みの

美術館（第三項において「契約予定美術館」という。）の設

置者の氏名又は名称並びに当該美術館の名称及び所在地 

十一 美術品が登録を受けた場合における当該美術品の所有

者の氏名又は名称の開示又は不開示の意思表示 

十二 その他参考となるべき事項 

２ 前項に規定する登録申請書の様式は、別記様式第一号によ

るものとする。 

３ 第一項の登録申請書には、次に掲げる書類及び資料を添付

するものとする。 

一 申請者が個人である場合においては、戸籍抄本及び住民

票の写し 

二 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書 

三 申請者の印鑑証明書 

四 美術品の現状を示す明瞭な写真 

五 美術品が文化財保護法第二十七条 の規定により重要文

化財に指定されたものである場合は、当該美術品に係る同

法第二十八条第三項 の指定書の写し 

六 美術品が登録を受けた場合において、当該美術品に係る

登録美術品公開契約を申請者と直ちに締結する旨の契約予

定美術館の設置者の意思が確認できる書類 

４ 第一項の規定により登録の申請をする場合において、住民

基本台帳法 （昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の九 の

規定により機構保存本人確認情報（同法第七条第八号の二 に

規定する個人番号を除く。第五条第四項において「本人確認

情報」という。）の提供を受けて文化庁長官が申請者の氏名及

び住所を確認することができるときは、前項第一号に掲げる

住民票の写しを添付することを要しない。 

５ 文化庁長官は、申請者に対し、第三項に規定するもののほ

か、必要と認める書類の提出を求めることができる。 

（意見の聴取） 

第二条 文化庁長官は、前条の登録の申請があった場合におい

て、法第三条第二項 の規定により当該申請に係る美術品につ

いて登録をしようとするときは、あらかじめ、美術品に関し

広くかつ高い識見を有する者の意見を聴かなければならない。

（美術品の登録） 

第三条 第一条の申請に係る美術品の登録は、文化庁長官が、

美術品登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 

一 登録年月日及び登録番号 

二 美術品の名称、員数及び種類 

三 美術品の寸法、重量、材質その他の特徴 

四 美術品の制作者の氏名、生年及び死亡年並びに制作時期 

五 所有者の氏名又は名称及び住所 

六 契約美術館の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名

称 

七 その他参考となるべき事項 

（登録等の通知） 

第四条 文化庁長官は、第一条の申請に係る美術品について登

録をしたときは、申請者に対し、別記様式第二号の登録通知

書により通知するものとする。 

２ 文化庁長官は、第一条の申請に係る美術品について登録を

しなかったときは、申請者に対し、別記様式第三号の不登録

通知書により通知するものとする。 

（承継の届出） 

第五条 法第五条第一項 の規定により登録美術品の所有者の

地位を承継した者（以下この条において「承継人」という。）

は、同条第二項の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を

記載した承継届出書を文化庁長官に提出しなければならない。

一 登録美術品の名称、員数及び種類 

二 登録年月日及び登録番号 

三 届出時における登録美術品の所在の場所 

四 承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

代表者の氏名 

五 被承継人の氏名又は名称及び住所 

六 承継人と被承継人との関係 

七 承継の発生の年月日 

八 承継の発生事由 

九 登録美術品の権利関係 

十 その他参考となるべき事項 

２ 前項に規定する承継届出書の様式は、別記様式第四号によ

るものとする。 

３ 第一項の承継届出書には、次に掲げる書類を添付するもの
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○美術品の美術館における公開の促進に関する法律施

行規則

（平成十年文部省令第四十三号）

最終改正：令和三年文部科学省令第十九号

美術品の美術館における公開の促進に関する法律（平成十年

法律第九十九号）第三条第四項、第七条及び第八条の規定に基

づき、並びに同法を実施するため、美術品の美術館における公

開の促進に関する法律施行規則を次のように定める。

（登録の申請）

第一条 美術品の所有者で、美術品の美術館における公開の促

進に関する法律 （平成十年法律第九十九号。以下「法」とい

う。）第三条第一項 の登録を受けようとするもの（以下この

条及び第四条において「申請者」という。）は、次に掲げる事

項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければなら

ない。

一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名

二 美術品の名称、員数及び種類

三 美術品の寸法、重量、材質その他の特徴

四 美術品に附属物がある場合は当該附属物の概要

五 美術品の制作者の氏名、生年及び死亡年並びに制作時期

六 美術品が文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）

第二十七条 により重要文化財（国宝を含む。以下同じ。）

に指定されたものである場合は、当該指定年月日及び指定

書の記号番号

七 美術品の由来及び歴史上、芸術上又は学術上の価値

八 美術品の権利関係

九 申請時における美術品の所在の場所

十 美術品について登録美術品公開契約を締結する見込みの

美術館（第三項において「契約予定美術館」という。）の設

置者の氏名又は名称並びに当該美術館の名称及び所在地

十一 美術品が登録を受けた場合における当該美術品の所有

者の氏名又は名称の開示又は不開示の意思表示

十二 美術品が公開されたことがある場合はその概要

十三 その他参考となるべき事項

２ 前項に規定する登録申請書の様式は、別記様式第一号によ

るものとする。

３ 第一項の登録申請書には、次に掲げる書類及び資料を添付

するものとする。

一 申請者が個人である場合においては、戸籍抄本及び住民

票の写し

二 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書

三 申請者の印鑑証明書

四 美術品の現状を示す明瞭な写真

五 美術品が文化財保護法第二十七条 の規定により重要文

化財に指定されたものである場合は、当該美術品に係る同

法第二十八条第三項 の指定書の写し

六 美術品が登録を受けた場合において、当該美術品に係る

登録美術品公開契約を申請者と直ちに締結する旨の契約予

定美術館の設置者の意思が確認できる書類

４ 第一項の規定により登録の申請をする場合において、住民

基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の九 の

規定により機構保存本人確認情報（同法第七条第八号の二 に

規定する個人番号を除く。第五条第四項において「本人確認

情報」という。）の提供を受けて文化庁長官が申請者の氏名及

び住所を確認することができるときは、前項第一号に掲げる

住民票の写しを添付することを要しない。

５ 文化庁長官は、申請者に対し、第三項に規定するもののほ

か、必要と認める書類の提出を求めることができる。

（意見の聴取）

第二条 文化庁長官は、前条の登録の申請があった場合におい

て、法第三条第二項 の規定により当該申請に係る美術品につ

いて登録をしようとするときは、あらかじめ、美術品に関し

広くかつ高い識見を有する者の意見を聴かなければならない。

（美術品の登録）

第三条 第一条の申請に係る美術品の登録は、文化庁長官が、

美術品登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 美術品の名称、員数及び種類

三 美術品の寸法、重量、材質その他の特徴

四 美術品の制作者の氏名、生年及び死亡年並びに制作時期

五 所有者の氏名又は名称及び住所

六 契約美術館の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名

称

七 その他参考となるべき事項

（登録等の通知）

第四条 文化庁長官は、第一条の申請に係る美術品について登

録をしたときは、申請者に対し、別記様式第二号の登録通知

書により通知するものとする。

２ 文化庁長官は、第一条の申請に係る美術品について登録を

しなかったときは、申請者に対し、別記様式第三号の不登録

通知書により通知するものとする。

（承継の届出）

第五条 法第五条第一項 の規定により登録美術品の所有者の

地位を承継した者（以下この条において「承継人」という。）

は、同条第二項の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を

記載した承継届出書を文化庁長官に提出しなければならない。

一 登録美術品の名称、員数及び種類

二 登録年月日及び登録番号

三 届出時における登録美術品の所在の場所

四 承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

代表者の氏名

五 被承継人の氏名又は名称及び住所

六 承継人と被承継人との関係

七 承継の発生の年月日

八 承継の発生事由

九 登録美術品の権利関係

十 その他参考となるべき事項

２ 前項に規定する承継届出書の様式は、別記様式第四号によ

るものとする。
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とする。  

一  当該承継に係る登録美術品の登録通知書の写し 

二  承継人が個人である場合においては、戸籍謄本及び住民

票の写し  

三  承継人が法人である場合においては、登記事項証明書 

四  承継人の印鑑証明書  

五  その他当該承継に係る登録美術品の承継人である事実を

証明することができる書類  

４  第一項の規定により承継の届出をする場合において、住民

基本台帳法第三十条の九 の規定により本人確認情報の提供

を受けて文化庁長官が承継人の氏名及び住所を確認すること

ができるときは、前項第二号に掲げる住民票の写しを添付す

ることを要しない。  

５  文化庁長官は、承継人に対し、第三項に規定するもののほ

か、必要と認める書類の提出を求めることができる。  

（登録の取消し）  

第六条  文化庁長官は、登録美術品が法第六条第一項第一号 に

該当することにより登録の取消しをしようとするときは、あ

らかじめ、美術品に関し広くかつ高い識見を有する者の意見

を聴かなければならない。ただし、文化財保護法第二十九条 

の規定による重要文化財の指定の解除により、登録美術品が

法第三条第二項第一号 に該当しなくなったと認められると

きは、この限りでない。  

２  登録美術品の所有者は、法第六条第一項 の規定により当該 

登録美術品の登録の取消しの申請をしようとするときは、別

記様式第五号による登録取消申請書を文化庁長官に提出しな

ければならない。  

３  前項の登録取消申請書には、当該取消しの申請に係る登録

美術品の登録通知書を添付するものとする。  

４  登録美術品の所有者は、次条の取消しの通知を受けたとき

は、遅滞なく、当該取消しに係る登録美術品の登録通知書を

文化庁長官に返付するものとする。ただし、当該取消しが第

二項の申請に基づくときは、この限りでない。  

（登録の取消しの通知）  

第七条  文化庁長官は、前条の規定により登録美術品の登録を

取り消したときは、当該取消しに係る登録美術品の所有者及

び契約美術館の設置者に対し、別記様式第六号の登録取消通

知書により通知するものとする。  

（登録美術品の引渡し前の滅失等に係る所有者の報告） 

第八条  登録美術品の所有者は、登録美術品（法第三条第二項

第一号 に該当するものを除く。）を契約美術館の設置者に引

き渡す前に、当該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し、

若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた

ときは、法第七条 の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項

を記載した引渡前滅失等報告書を文化庁長官に提出しなけれ

ばならない。  

一  登録美術品の名称、員数及び種類 

二  登録年月日及び登録番号  

三  所有者の氏名又は名称及び住所 

四  契約美術館の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名

称  

五  滅失、き損、亡失又は盗難（以下「滅失等」という。）の

事実の生じた日時及び場所  

六  滅失等の事実の生じた当時における管理の状況 

七  滅失等の原因並びにき損の場合には、その箇所及び程度 

八  滅失等の事実を知った日  

九  滅失等の事実を知った後に取られた措置その他参考とな

るべき事項  

２  前項に規定する引渡前滅失等報告書の様式は、別記様式第

七号によるものとする。  

３  第一項の引渡前滅失等報告書には、次に掲げる書類又は資

料を添付するものとする。  

一  滅失又はき損の場合にあっては、その状況を示す明瞭な

写真  

二  盗み取られた場合にあっては、その事実を証する書類 

（登録美術品公開契約の締結に係る所有者の報告）  

第九条  登録美術品の所有者は、当該登録美術品に係る登録美

術品公開契約を締結したときは、法第七条 の規定により、遅

滞なく、別記様式第八号による契約締結報告書を文化庁長官

に提出しなければならない。  

２  前項の契約締結報告書には、当該登録美術品公開契約の書

類の写しを添付するものとする。  

（登録美術品の引受けに係る契約美術館の設置者の報告） 

第十条  契約美術館の設置者は、登録美術品の引渡しを受けた

ときは、法第八条第一項 の規定により、遅滞なく、別記様式

第九号による引受報告書を文化庁長官に提出しなければなら

ない。  

（登録美術品の引受け後の滅失等に係る契約美術館の設置者の

報告）  

第十一条  契約美術館の設置者は、登録美術品の引渡しを受け

た後に、当該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し、若し

くはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき

は、法第八条第一項 の規定により、遅滞なく、次に掲げる事

項を記載した引受後滅失等報告書を文化庁長官に提出しなけ

ればならない。  

一  登録美術品の名称、員数及び種類 

二  登録年月日及び登録番号  

三  所有者の氏名又は名称及び住所 

四  契約美術館の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名

称  

五  滅失等の事実の生じた日時及び場所 

六  滅失等の事実の生じた当時における管理の状況 

七  滅失等の原因並びにき損の場合には、その箇所及び程度 

八  滅失等の事実を知った日  

九  滅失等の事実を知った後に取られた措置その他参考とな

るべき事項  

２  前項に規定する引受後滅失等報告書の様式は、別記様式第

十号によるものとする。  

３  第一項の引受後滅失等報告書には、次に掲げる書類又は資

料を添付するものとする。  

一  滅失又はき損の場合にあっては、その状況を示す明瞭な

写真  
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写真

二 盗み取られた場合にあっては、その事実を証する書類

（登録美術品公開契約の内容の変更に係る契約美術館の設置者

の報告）

第十二条 契約美術館の設置者は、登録美術品公開契約の内容

を変更したときは、法第八条第一項 の規定により、遅滞なく、

別記様式第十一号による契約内容変更報告書を文化庁長官に

提出しなければならない。

２ 前項の契約内容変更報告書には、内容を変更した後の登録

美術品公開契約の書類の写しを添付するものとする。

（登録美術品公開契約の終了に係る契約美術館の設置者の報告）

第十三条 契約美術館の設置者は、登録美術品公開契約が終了

したときは、法第八条第一項 の規定により、遅滞なく、別記

様式第十二号による契約終了報告書を文化庁長官に提出しな

ければならない。

（登録美術品の公開及び保管の計画等に係る契約美術館の設置

者の届出）

第十四条 契約美術館の設置者は、法第八条第二項 前段の規定

により、当該美術館の毎事業年度開始前に（登録美術品公開

契約を締結した日の属する事業年度にあっては、その登録美

術品公開契約の締結後速やかに）登録美術品の公開及び保管

の計画に係る公開等計画届出書を文化庁長官に提出しなけれ

ばならない。

２ 前項に規定する公開等計画届出書の様式は、別記様式第十

三号によるものとする。

３ 契約美術館の設置者は、第一項の公開等計画届出書を変更

したときは、法第八条第二項 後段の規定により、別記様式第

十四号による公開等計画変更届出書を文化庁長官に提出しな

ければならない。

（登録美術品の公開及び保管の状況に係る契約美術館の設置者

の報告）

第十五条 契約美術館の設置者は、法第八条第三項 の規定によ

り、当該美術館の毎事業年度終了後三月以内に、登録美術品

の公開及び保管の状況に係る公開等状況報告書を文化庁長官

に提出しなければならない。

２ 前項に規定する公開等状況報告書の様式は、別記様式第十

五号によるものとする。

（登録美術品の価格の評価）

第十六条 文化庁長官は、登録美術品について相続又は遺贈（贈

与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項にお

いて同じ。）があった場合において、当該相続又は遺贈により

当該登録美術品を取得した個人から申請があったときは、当

該登録美術品の価格の評価を行うことができる。

２ 前項の申請は、別記様式第十六号による価格評価申請書を

文化庁長官に提出して行うものとする。

３ 前項の価格評価申請書には、当該申請に係る登録美術品の

登録通知書の写しを添付するものとする。

４ 文化庁長官は、第一項の申請をした個人に対し、前項に規

定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることが

できる。

（価格の評価の結果の通知）

第十七条 文化庁長官は、前条第一項の申請をした個人に対し、

当該申請に係る登録美術品の価格の評価の結果を、別記様式第

十七号の評価価格通知書により通知するものとする。

附 則

この省令は、法の施行の日（平成十年十二月十日）から施行

する。

附 則 （平一五・三・二八文令一〇）

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 （令和三・三・三一文令十九）

（施行期日）

１ この省令は、令和三年四月一日から施行する。

（経過措置）

２ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様

式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使

用することができる。
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３  第一項の承継届出書には、次に掲げる書類を添付するもの 

とする。  

一  当該承継に係る登録美術品の登録通知書の写し  

二  承継人が個人である場合においては、戸籍謄本及び住民

票の写し  

三  承継人が法人である場合においては、登記事項証明書 

四  承継人の印鑑証明書  

五  その他当該承継に係る登録美術品の承継人である事実を

証明することができる書類  

４  第一項の規定により承継の届出をする場合において、住民

基本台帳法第三十条の九 の規定により本人確認情報の提供

を受けて文化庁長官が承継人の氏名及び住所を確認すること

ができるときは、前項第二号に掲げる住民票の写しを添付す

ることを要しない。  

５  文化庁長官は、承継人に対し、第三項に規定するもののほ

か、必要と認める書類の提出を求めることができる。 

（登録の取消し）  

第六条  文化庁長官は、登録美術品が法第六条第一項第一号 に

該当することにより登録の取消しをしようとするときは、あ

らかじめ、美術品に関し広くかつ高い識見を有する者の意見

を聴かなければならない。ただし、文化財保護法第二十九条 

の規定による重要文化財の指定の解除により、登録美術品が

法第三条第二項第一号 に該当しなくなったと認められると

きは、この限りでない。  

２  登録美術品の所有者は、法第六条第一項 の規定により当該 

登録美術品の登録の取消しの申請をしようとするときは、別

記様式第五号による登録取消申請書を文化庁長官に提出しな

ければならない。  

３  前項の登録取消申請書には、当該取消しの申請に係る登録

美術品の登録通知書を添付するものとする。  

４  登録美術品の所有者は、次条の取消しの通知を受けたとき

は、遅滞なく、当該取消しに係る登録美術品の登録通知書を

文化庁長官に返付するものとする。ただし、当該取消しが第

二項の申請に基づくときは、この限りでない。 

（登録の取消しの通知）  

第七条  文化庁長官は、前条の規定により登録美術品の登録を

取り消したときは、当該取消しに係る登録美術品の所有者及

び契約美術館の設置者に対し、別記様式第六号の登録取消通

知書により通知するものとする。  

（登録美術品の引渡し前の滅失等に係る所有者の報告）  

第八条  登録美術品の所有者は、登録美術品（法第三条第二項

第一号 に該当するものを除く。）を契約美術館の設置者に引

き渡す前に、当該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し、

若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた

ときは、法第七条 の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項

を記載した引渡前滅失等報告書を文化庁長官に提出しなけれ

ばならない。  

一  登録美術品の名称、員数及び種類 

二  登録年月日及び登録番号  

三  所有者の氏名又は名称及び住所  

四  契約美術館の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名

称  

五  滅失、き損、亡失又は盗難（以下「滅失等」という。）の

事実の生じた日時及び場所  

六  滅失等の事実の生じた当時における管理の状況  

七  滅失等の原因並びにき損の場合には、その箇所及び程度 

八  滅失等の事実を知った日  

九  滅失等の事実を知った後に取られた措置その他参考とな

るべき事項  

２  前項に規定する引渡前滅失等報告書の様式は、別記様式第

七号によるものとする。  

３  第一項の引渡前滅失等報告書には、次に掲げる書類又は資

料を添付するものとする。  

一  滅失又はき損の場合にあっては、その状況を示す明瞭な

写真  

二  盗み取られた場合にあっては、その事実を証する書類 

（登録美術品公開契約の締結に係る所有者の報告）  

第九条  登録美術品の所有者は、当該登録美術品に係る登録美

術品公開契約を締結したときは、法第七条 の規定により、遅

滞なく、別記様式第八号による契約締結報告書を文化庁長官

に提出しなければならない。  

２  前項の契約締結報告書には、当該登録美術品公開契約の書

類の写しを添付するものとする。  

（登録美術品の引受けに係る契約美術館の設置者の報告）  

第十条  契約美術館の設置者は、登録美術品の引渡しを受けた

ときは、法第八条第一項 の規定により、遅滞なく、別記様式

第九号による引受報告書を文化庁長官に提出しなければなら

ない。  

（登録美術品の引受け後の滅失等に係る契約美術館の設置者の

報告）  

第十一条  契約美術館の設置者は、登録美術品の引渡しを受け

た後に、当該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し、若し

くはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき

は、法第八条第一項 の規定により、遅滞なく、次に掲げる事

項を記載した引受後滅失等報告書を文化庁長官に提出しなけ

ればならない。  

一  登録美術品の名称、員数及び種類 

二  登録年月日及び登録番号  

三  所有者の氏名又は名称及び住所  

四  契約美術館の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名

称  

五  滅失等の事実の生じた日時及び場所  

六  滅失等の事実の生じた当時における管理の状況  

七  滅失等の原因並びにき損の場合には、その箇所及び程度 

八  滅失等の事実を知った日  

九  滅失等の事実を知った後に取られた措置その他参考とな

るべき事項  

２  前項に規定する引受後滅失等報告書の様式は、別記様式第

十号によるものとする。  

３  第一項の引受後滅失等報告書には、次に掲げる書類又は資

料を添付するものとする。  

一  滅失又はき損の場合にあっては、その状況を示す明瞭な
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二  盗み取られた場合にあっては、その事実を証する書類 

（登録美術品公開契約の内容の変更に係る契約美術館の設置者

の報告）  

第十二条  契約美術館の設置者は、登録美術品公開契約の内容 

を変更したときは、法第八条第一項 の規定により、遅滞なく、

別記様式第十一号による契約内容変更報告書を文化庁長官に

提出しなければならない。  

２  前項の契約内容変更報告書には、内容を変更した後の登録

美術品公開契約の書類の写しを添付するものとする。  

（登録美術品公開契約の終了に係る契約美術館の設置者の報告）  

第十三条  契約美術館の設置者は、登録美術品公開契約が終了

したときは、法第八条第一項 の規定により、遅滞なく、別記

様式第十二号による契約終了報告書を文化庁長官に提出しな

ければならない。  

（登録美術品の公開及び保管の計画等に係る契約美術館の設置

者の届出）  

第十四条  契約美術館の設置者は、法第八条第二項 前段の規定

により、当該美術館の毎事業年度開始前に（登録美術品公開

契約を締結した日の属する事業年度にあっては、その登録美

術品公開契約の締結後速やかに）登録美術品の公開及び保管

の計画に係る公開等計画届出書を文化庁長官に提出しなけれ

ばならない。  

２  前項に規定する公開等計画届出書の様式は、別記様式第十

三号によるものとする。  

３  契約美術館の設置者は、第一項の公開等計画届出書を変更

したときは、法第八条第二項 後段の規定により、別記様式第

十四号による公開等計画変更届出書を文化庁長官に提出しな

ければならない。  

（登録美術品の公開及び保管の状況に係る契約美術館の設置者

の報告）  

第十五条  契約美術館の設置者は、法第八条第三項 の規定によ

り、当該美術館の毎事業年度終了後三月以内に、登録美術品

の公開及び保管の状況に係る公開等状況報告書を文化庁長官

に提出しなければならない。  

２  前項に規定する公開等状況報告書の様式は、別記様式第十

五号によるものとする。  

（登録美術品の価格の評価） 

第十六条  文化庁長官は、登録美術品について相続又は遺贈（贈

与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項にお

いて同じ。）があった場合において、当該相続又は遺贈により

当該登録美術品を取得した個人から申請があったときは、当

該登録美術品の価格の評価を行うことができる。  

２  前項の申請は、別記様式第十六号による価格評価申請書を

文化庁長官に提出して行うものとする。  

３  前項の価格評価申請書には、当該申請に係る登録美術品の

登録通知書の写しを添付するものとする。  

４  文化庁長官は、第一項の申請をした個人に対し、前項に規

定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることが

できる。  

（価格の評価の結果の通知） 

第十七条  文化庁長官は、前条第一項の申請をした個人に対し、

当該申請に係る登録美術品の価格の評価の結果を、別記様式第

十七号の評価価格通知書により通知するものとする。  

 

   附 則

この省令は、法の施行の日（平成十年十二月十日）から施行

する。 
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写真  

二  盗み取られた場合にあっては、その事実を証する書類  

（登録美術品公開契約の内容の変更に係る契約美術館の設置者

の報告）  

第十二条  契約美術館の設置者は、登録美術品公開契約の内容 

を変更したときは、法第八条第一項 の規定により、遅滞なく、

別記様式第十一号による契約内容変更報告書を文化庁長官に

提出しなければならない。  

２  前項の契約内容変更報告書には、内容を変更した後の登録

美術品公開契約の書類の写しを添付するものとする。  

（登録美術品公開契約の終了に係る契約美術館の設置者の報告）  

第十三条  契約美術館の設置者は、登録美術品公開契約が終了

したときは、法第八条第一項 の規定により、遅滞なく、別記

様式第十二号による契約終了報告書を文化庁長官に提出しな

ければならない。  

（登録美術品の公開及び保管の計画等に係る契約美術館の設置

者の届出）  

第十四条  契約美術館の設置者は、法第八条第二項 前段の規定

により、当該美術館の毎事業年度開始前に（登録美術品公開

契約を締結した日の属する事業年度にあっては、その登録美

術品公開契約の締結後速やかに）登録美術品の公開及び保管

の計画に係る公開等計画届出書を文化庁長官に提出しなけれ

ばならない。  

２  前項に規定する公開等計画届出書の様式は、別記様式第十

三号によるものとする。  

３  契約美術館の設置者は、第一項の公開等計画届出書を変更

したときは、法第八条第二項 後段の規定により、別記様式第

十四号による公開等計画変更届出書を文化庁長官に提出しな

ければならない。  

（登録美術品の公開及び保管の状況に係る契約美術館の設置者

の報告）  

第十五条  契約美術館の設置者は、法第八条第三項 の規定によ

り、当該美術館の毎事業年度終了後三月以内に、登録美術品

の公開及び保管の状況に係る公開等状況報告書を文化庁長官

に提出しなければならない。  

２  前項に規定する公開等状況報告書の様式は、別記様式第十

五号によるものとする。  

（登録美術品の価格の評価）  

第十六条  文化庁長官は、登録美術品について相続又は遺贈（贈

与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項にお

いて同じ。）があった場合において、当該相続又は遺贈により

当該登録美術品を取得した個人から申請があったときは、当

該登録美術品の価格の評価を行うことができる。  

２  前項の申請は、別記様式第十六号による価格評価申請書を

文化庁長官に提出して行うものとする。  

３  前項の価格評価申請書には、当該申請に係る登録美術品の

登録通知書の写しを添付するものとする。  

４  文化庁長官は、第一項の申請をした個人に対し、前項に規

定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることが

できる。  

（価格の評価の結果の通知）  

第十七条  文化庁長官は、前条第一項の申請をした個人に対し、

当該申請に係る登録美術品の価格の評価の結果を、別記様式第

十七号の評価価格通知書により通知するものとする。 

   附 則  

 この省令は、法の施行の日（平成十年十二月十日）から施行

する。 

  附 則 （平一五・三・二八文令一〇） 

この省令は、公布の日から施行する。 

  附 則 （令和三・三・三一文令十九） 

（施行期日） 

 １ この省令は、令和三年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様

式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使

用することができる。 
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３ 第一項の承継届出書には、次に掲げる書類を添付するもの

とする。

一 当該承継に係る登録美術品の登録通知書の写し

二 承継人が個人である場合においては、戸籍謄本及び住民

票の写し

三 承継人が法人である場合においては、登記事項証明書

四 承継人の印鑑証明書

五 その他当該承継に係る登録美術品の承継人である事実を

証明することができる書類

４ 第一項の規定により承継の届出をする場合において、住民

基本台帳法第三十条の九 の規定により本人確認情報の提供

を受けて文化庁長官が承継人の氏名及び住所を確認すること

ができるときは、前項第二号に掲げる住民票の写しを添付す

ることを要しない。

５ 文化庁長官は、承継人に対し、第三項に規定するもののほ

か、必要と認める書類の提出を求めることができる。

（登録の取消し）

第六条 文化庁長官は、登録美術品が法第六条第一項第一号 に

該当することにより登録の取消しをしようとするときは、あ

らかじめ、美術品に関し広くかつ高い識見を有する者の意見

を聴かなければならない。ただし、文化財保護法第二十九条

の規定による重要文化財の指定の解除により、登録美術品が

法第三条第二項第一号 に該当しなくなったと認められると

きは、この限りでない。

２ 登録美術品の所有者は、法第六条第一項 の規定により当該

登録美術品の登録の取消しの申請をしようとするときは、別

記様式第五号による登録取消申請書を文化庁長官に提出しな

ければならない。

３ 前項の登録取消申請書には、当該取消しの申請に係る登録

美術品の登録通知書を添付するものとする。

４ 登録美術品の所有者は、次条の取消しの通知を受けたとき

は、遅滞なく、当該取消しに係る登録美術品の登録通知書を

文化庁長官に返付するものとする。ただし、当該取消しが第

二項の申請に基づくときは、この限りでない。

（登録の取消しの通知）

第七条 文化庁長官は、前条の規定により登録美術品の登録を

取り消したときは、当該取消しに係る登録美術品の所有者及

び契約美術館の設置者に対し、別記様式第六号の登録取消通

知書により通知するものとする。

（登録美術品の引渡し前の滅失等に係る所有者の報告）

第八条 登録美術品の所有者は、登録美術品（法第三条第二項

第一号 に該当するものを除く。）を契約美術館の設置者に引

き渡す前に、当該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し、

若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた

ときは、法第七条 の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項

を記載した引渡前滅失等報告書を文化庁長官に提出しなけれ

ばならない。

一 登録美術品の名称、員数及び種類

二 登録年月日及び登録番号

三 所有者の氏名又は名称及び住所

四 契約美術館の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名

称

五 滅失、き損、亡失又は盗難（以下「滅失等」という。）の

事実の生じた日時及び場所

六 滅失等の事実の生じた当時における管理の状況

七 滅失等の原因並びにき損の場合には、その箇所及び程度

八 滅失等の事実を知った日

九 滅失等の事実を知った後に取られた措置その他参考とな

るべき事項

２ 前項に規定する引渡前滅失等報告書の様式は、別記様式第

七号によるものとする。

３ 第一項の引渡前滅失等報告書には、次に掲げる書類又は資

料を添付するものとする。

一 滅失又はき損の場合にあっては、その状況を示す明瞭な

写真

二 盗み取られた場合にあっては、その事実を証する書類

（登録美術品公開契約の締結に係る所有者の報告）

第九条 登録美術品の所有者は、当該登録美術品に係る登録美

術品公開契約を締結したときは、法第七条 の規定により、遅

滞なく、別記様式第八号による契約締結報告書を文化庁長官

に提出しなければならない。

２ 前項の契約締結報告書には、当該登録美術品公開契約の書

類の写しを添付するものとする。

（登録美術品の引受けに係る契約美術館の設置者の報告）

第十条 契約美術館の設置者は、登録美術品の引渡しを受けた

ときは、法第八条第一項 の規定により、遅滞なく、別記様式

第九号による引受報告書を文化庁長官に提出しなければなら

ない。

（登録美術品の引受け後の滅失等に係る契約美術館の設置者の

報告）

第十一条 契約美術館の設置者は、登録美術品の引渡しを受け

た後に、当該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し、若し

くはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき

は、法第八条第一項 の規定により、遅滞なく、次に掲げる事

項を記載した引受後滅失等報告書を文化庁長官に提出しなけ

ればならない。

一 登録美術品の名称、員数及び種類

二 登録年月日及び登録番号

三 所有者の氏名又は名称及び住所

四 契約美術館の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名

称

五 滅失等の事実の生じた日時及び場所

六 滅失等の事実の生じた当時における管理の状況

七 滅失等の原因並びにき損の場合には、その箇所及び程度

八 滅失等の事実を知った日

九 滅失等の事実を知った後に取られた措置その他参考とな

るべき事項

２ 前項に規定する引受後滅失等報告書の様式は、別記様式第

十号によるものとする。

３ 第一項の引受後滅失等報告書には、次に掲げる書類又は資

料を添付するものとする。

一 滅失又はき損の場合にあっては、その状況を示す明瞭な
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二 盗み取られた場合にあっては、その事実を証する書類 

（登録美術品公開契約の内容の変更に係る契約美術館の設置者

の報告） 

第十二条 契約美術館の設置者は、登録美術品公開契約の内容

を変更したときは、法第八条第一項 の規定により、遅滞なく、

別記様式第十一号による契約内容変更報告書を文化庁長官に

提出しなければならない。 

２ 前項の契約内容変更報告書には、内容を変更した後の登録

美術品公開契約の書類の写しを添付するものとする。 

（登録美術品公開契約の終了に係る契約美術館の設置者の報告）

第十三条 契約美術館の設置者は、登録美術品公開契約が終了

したときは、法第八条第一項 の規定により、遅滞なく、別記

様式第十二号による契約終了報告書を文化庁長官に提出しな

ければならない。 

（登録美術品の公開及び保管の計画等に係る契約美術館の設置

者の届出） 

第十四条 契約美術館の設置者は、法第八条第二項 前段の規定

により、当該美術館の毎事業年度開始前に（登録美術品公開

契約を締結した日の属する事業年度にあっては、その登録美

術品公開契約の締結後速やかに）登録美術品の公開及び保管

の計画に係る公開等計画届出書を文化庁長官に提出しなけれ

ばならない。 

２ 前項に規定する公開等計画届出書の様式は、別記様式第十

三号によるものとする。 

３ 契約美術館の設置者は、第一項の公開等計画届出書を変更

したときは、法第八条第二項 後段の規定により、別記様式第

十四号による公開等計画変更届出書を文化庁長官に提出しな

ければならない。 

（登録美術品の公開及び保管の状況に係る契約美術館の設置者

の報告） 

第十五条 契約美術館の設置者は、法第八条第三項 の規定によ

り、当該美術館の毎事業年度終了後三月以内に、登録美術品

の公開及び保管の状況に係る公開等状況報告書を文化庁長官

に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する公開等状況報告書の様式は、別記様式第十

五号によるものとする。 

（登録美術品の価格の評価） 

第十六条 文化庁長官は、登録美術品について相続又は遺贈（贈

与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項にお

いて同じ。）があった場合において、当該相続又は遺贈により

当該登録美術品を取得した個人から申請があったときは、当

該登録美術品の価格の評価を行うことができる。 

２ 前項の申請は、別記様式第十六号による価格評価申請書を

文化庁長官に提出して行うものとする。 

３ 前項の価格評価申請書には、当該申請に係る登録美術品の

登録通知書の写しを添付するものとする。 

４ 文化庁長官は、第一項の申請をした個人に対し、前項に規

定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることが

できる。 

（価格の評価の結果の通知） 

第十七条 文化庁長官は、前条第一項の申請をした個人に対し、

当該申請に係る登録美術品の価格の評価の結果を、別記様式第

十七号の評価価格通知書により通知するものとする。 

   附 則

この省令は、法の施行の日（平成十年十二月十日）から施行

する。 
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写真

二 盗み取られた場合にあっては、その事実を証する書類

（登録美術品公開契約の内容の変更に係る契約美術館の設置者

の報告）

第十二条 契約美術館の設置者は、登録美術品公開契約の内容

を変更したときは、法第八条第一項 の規定により、遅滞なく、

別記様式第十一号による契約内容変更報告書を文化庁長官に

提出しなければならない。

２ 前項の契約内容変更報告書には、内容を変更した後の登録

美術品公開契約の書類の写しを添付するものとする。

（登録美術品公開契約の終了に係る契約美術館の設置者の報告）

第十三条 契約美術館の設置者は、登録美術品公開契約が終了

したときは、法第八条第一項 の規定により、遅滞なく、別記

様式第十二号による契約終了報告書を文化庁長官に提出しな

ければならない。

（登録美術品の公開及び保管の計画等に係る契約美術館の設置

者の届出）

第十四条 契約美術館の設置者は、法第八条第二項 前段の規定

により、当該美術館の毎事業年度開始前に（登録美術品公開

契約を締結した日の属する事業年度にあっては、その登録美

術品公開契約の締結後速やかに）登録美術品の公開及び保管

の計画に係る公開等計画届出書を文化庁長官に提出しなけれ

ばならない。

２ 前項に規定する公開等計画届出書の様式は、別記様式第十

三号によるものとする。

３ 契約美術館の設置者は、第一項の公開等計画届出書を変更

したときは、法第八条第二項 後段の規定により、別記様式第

十四号による公開等計画変更届出書を文化庁長官に提出しな

ければならない。

（登録美術品の公開及び保管の状況に係る契約美術館の設置者

の報告）

第十五条 契約美術館の設置者は、法第八条第三項 の規定によ

り、当該美術館の毎事業年度終了後三月以内に、登録美術品

の公開及び保管の状況に係る公開等状況報告書を文化庁長官

に提出しなければならない。

２ 前項に規定する公開等状況報告書の様式は、別記様式第十

五号によるものとする。

（登録美術品の価格の評価）

第十六条 文化庁長官は、登録美術品について相続又は遺贈（贈

与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項にお

いて同じ。）があった場合において、当該相続又は遺贈により

当該登録美術品を取得した個人から申請があったときは、当

該登録美術品の価格の評価を行うことができる。

２ 前項の申請は、別記様式第十六号による価格評価申請書を

文化庁長官に提出して行うものとする。

３ 前項の価格評価申請書には、当該申請に係る登録美術品の

登録通知書の写しを添付するものとする。

４ 文化庁長官は、第一項の申請をした個人に対し、前項に規

定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることが

できる。

（価格の評価の結果の通知）

第十七条 文化庁長官は、前条第一項の申請をした個人に対し、

当該申請に係る登録美術品の価格の評価の結果を、別記様式第

十七号の評価価格通知書により通知するものとする。

附 則

この省令は、法の施行の日（平成十年十二月十日）から施行

する。

附 則 （平一五・三・二八文令一〇）

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 （令和三・三・三一文令十九）

（施行期日）

１ この省令は、令和三年四月一日から施行する。

（経過措置）

２ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様

式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使

用することができる。
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３ 第一項の承継届出書には、次に掲げる書類を添付するもの

とする。

一 当該承継に係る登録美術品の登録通知書の写し

二 承継人が個人である場合においては、戸籍謄本及び住民

票の写し

三 承継人が法人である場合においては、登記事項証明書

四 承継人の印鑑証明書

五 その他当該承継に係る登録美術品の承継人である事実を

証明することができる書類

４ 第一項の規定により承継の届出をする場合において、住民

基本台帳法第三十条の九 の規定により本人確認情報の提供

を受けて文化庁長官が承継人の氏名及び住所を確認すること

ができるときは、前項第二号に掲げる住民票の写しを添付す

ることを要しない。

５ 文化庁長官は、承継人に対し、第三項に規定するもののほ

か、必要と認める書類の提出を求めることができる。

（登録の取消し）

第六条 文化庁長官は、登録美術品が法第六条第一項第一号 に

該当することにより登録の取消しをしようとするときは、あ

らかじめ、美術品に関し広くかつ高い識見を有する者の意見

を聴かなければならない。ただし、文化財保護法第二十九条

の規定による重要文化財の指定の解除により、登録美術品が

法第三条第二項第一号 に該当しなくなったと認められると

きは、この限りでない。

２ 登録美術品の所有者は、法第六条第一項 の規定により当該

登録美術品の登録の取消しの申請をしようとするときは、別

記様式第五号による登録取消申請書を文化庁長官に提出しな

ければならない。

３ 前項の登録取消申請書には、当該取消しの申請に係る登録

美術品の登録通知書を添付するものとする。

４ 登録美術品の所有者は、次条の取消しの通知を受けたとき

は、遅滞なく、当該取消しに係る登録美術品の登録通知書を

文化庁長官に返付するものとする。ただし、当該取消しが第

二項の申請に基づくときは、この限りでない。

（登録の取消しの通知）

第七条 文化庁長官は、前条の規定により登録美術品の登録を

取り消したときは、当該取消しに係る登録美術品の所有者及

び契約美術館の設置者に対し、別記様式第六号の登録取消通

知書により通知するものとする。

（登録美術品の引渡し前の滅失等に係る所有者の報告）

第八条 登録美術品の所有者は、登録美術品（法第三条第二項

第一号 に該当するものを除く。）を契約美術館の設置者に引

き渡す前に、当該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し、

若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた

ときは、法第七条 の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項

を記載した引渡前滅失等報告書を文化庁長官に提出しなけれ

ばならない。

一 登録美術品の名称、員数及び種類

二 登録年月日及び登録番号

三 所有者の氏名又は名称及び住所

四 契約美術館の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名

称

五 滅失、き損、亡失又は盗難（以下「滅失等」という。）の

事実の生じた日時及び場所

六 滅失等の事実の生じた当時における管理の状況

七 滅失等の原因並びにき損の場合には、その箇所及び程度

八 滅失等の事実を知った日

九 滅失等の事実を知った後に取られた措置その他参考とな

るべき事項

２ 前項に規定する引渡前滅失等報告書の様式は、別記様式第

七号によるものとする。

３ 第一項の引渡前滅失等報告書には、次に掲げる書類又は資

料を添付するものとする。

一 滅失又はき損の場合にあっては、その状況を示す明瞭な

写真

二 盗み取られた場合にあっては、その事実を証する書類

（登録美術品公開契約の締結に係る所有者の報告）

第九条 登録美術品の所有者は、当該登録美術品に係る登録美

術品公開契約を締結したときは、法第七条 の規定により、遅

滞なく、別記様式第八号による契約締結報告書を文化庁長官

に提出しなければならない。

２ 前項の契約締結報告書には、当該登録美術品公開契約の書

類の写しを添付するものとする。

（登録美術品の引受けに係る契約美術館の設置者の報告）

第十条 契約美術館の設置者は、登録美術品の引渡しを受けた

ときは、法第八条第一項 の規定により、遅滞なく、別記様式

第九号による引受報告書を文化庁長官に提出しなければなら

ない。

（登録美術品の引受け後の滅失等に係る契約美術館の設置者の

報告）

第十一条 契約美術館の設置者は、登録美術品の引渡しを受け

た後に、当該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し、若し

くはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき

は、法第八条第一項 の規定により、遅滞なく、次に掲げる事

項を記載した引受後滅失等報告書を文化庁長官に提出しなけ

ればならない。

一 登録美術品の名称、員数及び種類

二 登録年月日及び登録番号

三 所有者の氏名又は名称及び住所

四 契約美術館の名称及び所在地並びに設置者の氏名又は名

称

五 滅失等の事実の生じた日時及び場所

六 滅失等の事実の生じた当時における管理の状況

七 滅失等の原因並びにき損の場合には、その箇所及び程度

八 滅失等の事実を知った日

九 滅失等の事実を知った後に取られた措置その他参考とな

るべき事項

２ 前項に規定する引受後滅失等報告書の様式は、別記様式第

十号によるものとする。

３ 第一項の引受後滅失等報告書には、次に掲げる書類又は資

料を添付するものとする。

一 滅失又はき損の場合にあっては、その状況を示す明瞭な
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○登録美術品登録基準

（平成十年十一月二十七日 文部省告示第百五十八号） 

（趣旨） 

第一条 美術品の美術館における公開の促進に関する法律（平

成十年法律第九十九号。以下「法」という。）第三条第一項

の登録を受けることができる美術品の基準は、この基準の定

めるところによる。 

（登録の基準） 

第二条 法第三条第二項第一号に該当する美術品は、次項に定

める各号のいずれか一の種類に該当するものとする。 

２ 法第三条第二項第二号に該当する美術品は、世界文化の見

地から貴重なものであり、かつ、当該美術品の制作者が生存

中でないものであって、次の各号のいずれか一の種類のう

ち、当該各号の種類ごとに定められた基準に該当するものと

する。 

一 絵画 次のいずれかに該当するものであること。 

イ 制作が優秀なもの

ロ 絵画史上特に意義があるもの

二 彫刻 次のいずれかに該当するものであること。 

イ 制作が優秀なもの

ロ 彫刻史上特に意義があるもの

三 工芸品 次のいずれかに該当するものであること。 

イ 制作が優秀なもの

ロ 工芸史上特に意義があるもの

四 文字資料 次のいずれかに該当するものであること。 

イ 制作が優秀なもの

ロ 文化史上特に意義があるもの

五 考古資料 出土品であって、学術上特に意義があるもの 

六 歴史資料 歴史上の重要な事象又は人物に関する遺品で

あって、学術上特に意義があるもの 

七 複合資料 異なる種類の美術品が系統的又は統一的にま

とまって存在することにより、特に意義があるもの 

附則 

 この基準は、法の施行の日（平成十年十二月十日）から実施

する。 
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〇展覧会における美術品損害の補償に関する法律 

（平成二十三年法律第十七号） 

最終改正：令和四年法律第二十四号 

（目的） 

第一条 この法律は、展覧会の主催者が展覧会のために借り

受けた美術品に損害が生じた場合に、政府が当該損害を補

償する制度を設けることにより、国民が美術品を鑑賞する

機会の拡大に資する展覧会の開催を支援し、もって文化の

発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は

、当該各号に定めるところによる。 

一 美術品 絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所

産である動産をいう。 

二 展覧会 美術品を公衆の観覧に供するための催しで、

次に掲げる施設において行われるものをいう。 

イ 独立行政法人国立美術館が設置する美術館

ロ 独立行政法人国立文化財機構が設置する博物館

ハ イ及びロに掲げるもののほか、博物館法（昭和二

十六年法律第二百八十五号）第二条第一項に規定す

る博物館又は同法第三十一条第二項に規定する指

定施設

（補償契約） 

第三条 政府は、展覧会の主催者を相手方として、当該主催

者が当該展覧会のために借り受けた美術品に損害が生じ

た場合に、政府がその所有者に対し当該損害を補償するこ

とを約する契約（以下「補償契約」という。）を締結する

ことができる。この場合において、前条第二号ハの施設に

おける展覧会の開催に資するものとなるよう配慮するも

のとする。 

２ 前項前段の展覧会は、国民が美術品を鑑賞する機会の拡

大に資するものとして文部科学省令で定める規模、内容そ

の他の要件に該当するものでなければならない。 

３ 第一項前段の展覧会の主催者は、当該展覧会を適確かつ

円滑に実施するために必要な経理的基礎及び技術的能力

を有する者でなければならない。 

（補償金） 

第四条 補償契約による政府の補償は、次の各号に掲げる場

合において、当該各号に定める額（当該各号に掲げる場合

のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める

額の合計額とし、当該各号に定める額又は当該合計額が政

令で定める額（以下「補償上限額」という。）を超える場

合にあっては補償上限額とする。）の限度で行うものとす

る。この場合において、補償対象損害（補償契約による補

償の対象となる損害として補償契約で定める損害をいい、

補償契約の相手方である展覧会の主催者が第六条の規定

に違反したことにより生じた損害を除く。以下同じ。）の

額は、対象美術品（補償契約の相手方である展覧会の主催

者が当該展覧会のために借り受けた美術品のうち、補償契

約による補償の対象となるものとして補償契約で定める

ものをいう。以下同じ。）の約定評価額（対象美術品の価

額として補償契約で定める価額をいう。以下同じ。）によ

って算定する。 

一 当該補償契約に係る対象美術品について生じた補償

対象損害（地震による損害その他の政令で定める損害

（次号において「特定損害」という。）に該当するもの

を除く。）の額の合計額が政令で定める額を超える場合 

その超える額 

二 当該補償契約に係る対象美術品について生じた補償

対象損害（特定損害に該当するものに限る。）の額の合

計額が政令で定める額を超える場合 その超える額 

２ 補償対象損害の額の合計額に関する前項第一号及び第二

号の政令を定めるに当たっては、多様な展覧会の開催に資

するよう配慮しなければならない。 

３ 補償契約に係る対象美術品ごとの補償金の額の算定方法

に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 

（補償契約の締結の限度） 

第五条 政府は、一会計年度内に締結する補償契約に係る約

定評価額総額（一の補償契約に係る対象美術品の約定評価

額の合計額（当該合計額が補償上限額を超える場合にあっ

ては、補償上限額）をいう。）の合計額が会計年度ごとに

国会の議決を経た金額を超えない範囲内で、補償契約を締

結するものとする。 

（対象美術品の取扱い） 

第六条 補償契約の相手方である展覧会の主催者は、対象美

術品の展示、運搬その他の取扱いに当たっては、その損害

の防止のために必要なものとして文部科学省令で定める

基準を遵守しなければならない。 

（報告の徴収） 

第七条 政府は、この法律の施行に必要な限度において、補

償契約の相手方である展覧会の主催者に対し、当該展覧会

の実施状況について報告を求めることができる。 

（時効） 

第八条 補償金の支払を受ける権利は、これを行使すること

ができる時から三年間行使しないときは、時効によって消

滅する。 

（残存物代位） 

第九条 政府は、対象美術品の全部が滅失した場合において

、補償金を支払ったときは、当該補償金の額の約定評価額

に対する割合に応じて、当該対象美術品に関してその所有

者が有する所有権その他の物権について当然に当該所有

者に代位する。 

（請求権代位） 

第十条 政府は、補償金を支払ったときは、次に掲げる額の

うちいずれか少ない額を限度として、補償対象損害が生じ

たことにより対象美術品の所有者が取得する債権（第二号

において「所有者取得債権」という。）について当然に当

該所有者に代位する。 

一 政府が支払った補償金の額 

二 所有者取得債権の額 

（補償契約の解除） 
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第十一条 政府は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当

するときは、将来に向かって補償契約を解除することがで

きる。 

一 当該補償契約に係る展覧会が第三条第二項に規定す

る要件を満たさなくなったとき。 

二 当該補償契約の相手方である展覧会の主催者が次の

いずれかに該当するとき。 

イ 第三条第三項に規定する要件を満たさなくなった

とき。

ロ 第六条の規定に違反したとき。

ハ 第七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告

をしたとき。

ニ 当該補償契約の条項に違反したとき。

（業務の管掌） 

第十二条 この法律に規定する政府の業務は、文部科学大臣

が管掌する。 

２ 文部科学大臣は、補償契約を締結しようとする場合には

、あらかじめ、文化審議会の意見を聴くとともに、財務大

臣に協議しなければならない。 

（業務の委託） 

第十三条 文部科学大臣は、政令で定めるところにより、補

償契約に基づく業務の一部を保険業法（平成七年法律第百

五号）第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九

項に規定する外国損害保険会社等に委託することができ

る。 

（文部科学省令への委任） 

第十四条 この法律に定めるもののほか、補償契約の締結の

手続その他この法律を実施するため必要な事項は、文部科

学省令で定める。 

附 則 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲

内において政令で定める日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律

の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、国民が美

術品を鑑賞する機会の一層の拡大を図る観点から、補償契

約による政府の補償の範囲について検討を加え、必要があ

ると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ず

るものとする。 

附 則 （平成二九年六月二日法律第四五号） 

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし

、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二

百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から

施行する。 

附 則 （令和四年四月一五日法律第二四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。 

〇展覧会における美術品損害の補償に関する法律施

行令 

（平成二十三年政令第百五十六号） 

内閣は、展覧会における美術品損害の補償に関する法律（

平成二十三年法律第十七号）第四条第一項及び第十三条の規

定に基づき、この政令を制定する。 

（補償上限額） 

第一条 展覧会における美術品損害の補償に関する法律（以

下「法」という。）第四条第一項に規定する補償上限額と

して政令で定める額は、九百五十億円とする。 

（特定損害） 

第二条 法第四条第一項第一号の政令で定める損害は、地震

若しくは噴火又はテロリズムの行為によって生じた損害

とする。 

（法第四条第一項各号の政令で定める額） 

第三条 法第四条第一項第一号の政令で定める額は、五十億

円とする。 

２ 法第四条第一項第二号の政令で定める額は、一億円とす

る。 

（業務の委託） 

第四条 文部科学大臣が法第十三条の規定により委託するこ

とができる業務は、次に掲げる業務とする。 

一 補償金の支払の請求の受付 

二 補償対象損害の額に関する調査 

三 前二号に掲げるもののほか、補償金の支払に関する業

務（補償金の額の決定を除く。）で文部科学省令で定め

るもの 

附 則 抄 

（施行期日） 

１ この政令は、法の施行の日（平成二十三年六月一日）か

ら施行する。 
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○展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行

規則

（平成二十三年文部科学省令第二十三号） 

最終改正：平成二十八年文部科学省令第七号 

展覧会における美術品損害の補償に関する法律（平成二十三

年法律第十七号）及び展覧会における美術品損害の補償に関

する法律施行令（平成二十三年政令第百五十六号）の規定に

基づき、展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行

規則を次のように定める。 

（定義）  

第一条  この省令において使用する用語は、展覧会における美

術品損害の補償に関する法律 （以下「法」という。）におい

て使用する用語の例による。  

（展覧会の要件）  

第二条  法第三条第二項 の文部科学省令で定める要件は、次の

各号のいずれにも該当するものであることとする。  

一  不特定かつ多数の者に美術品を鑑賞する機会を提供する

ものであること。 

二  開催を予定する期間が二十日を超えるものであること。 

三  対象美術品の約定評価額総額が五十億円を超えるものと

なるものであること。 

四  展示を予定する美術品のうち主要なものが海外から借り

受けるものであること。 

五  利益の分配、物品の販売その他営利を主たる目的とする

ものでないこと。 

六  利益が生じたときは、当該利益を文化の振興その他の公

益を目的とする事業に充てることとしていること。  

（展覧会の主催者の要件）  

第三条  補償契約に係る展覧会の主催者は、次の各号に掲げる

要件のいずれにも該当する者でなければならない。 

一  当該展覧会を安全かつ適切に実施するために必要な資金

を確保する見込みがあること。 

二  当該展覧会の開催に関する業務の執行及び会計の経理を

適正に行うための体制が整備されていること。 

三  当該展覧会に相当する規模及び内容の展覧会を主催した

実績を有すること。  

（展覧会の開催施設の要件）  

第四条  補償契約に係る展覧会を開催する施設（以下「開催施

設」という。）は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当す

るものでなければならない。  

一  開催施設の建物が、その設置されている場所の状況に応

じた必要な耐火性能及び耐震性能を有する構造のものであ

ること。  

二  次に掲げる設備が設けられていること。 

イ 当該展覧会のために借り受ける美術品の性質に応じた

適正な温度、湿度及び照度（第七条第一号ロにおいて「温

度等」という。）を保つことができる設備 

ロ 防火及び防犯のために常時作動する設備

三 開催施設の建物内に当該開催施設以外の施設が設けら

れているときは、当該開催施設が当該開催施設以外の施設か

ら独立した専用の施設として区画されていること。  

（損害保険契約の締結）  

第五条  補償契約に係る展覧会の主催者が、当該補償契約に係

る対象美術品について、当該対象美術品に補償対象損害が生

じた場合における当該補償対象損害の額のうち当該補償契約

により補償される額を控除した額を填補するための損害保険

契約（保険法 （平成二十年法律第五十六号）第二条第六号 に

規定する損害保険契約をいう。）を締結する場合には、対象美

術品ごとの約定保険価額（保険法第九条 に規定する約定保険

価額をいう。）を定めるとともに、当該約定保険価額が当該対

象美術品の約定評価額と同一の額となるものでなければなら

ない。  

（補償契約の締結の手続）  

第六条  補償契約を締結しようとする展覧会の主催者は、次に

掲げる事項を記載した補償契約の申込書を文部科学大臣に提

出しなければならない。  

一  当該展覧会の名称  

二  当該展覧会の趣旨及び内容  

三  当該展覧会の開催を予定する期間  

四  当該展覧会のために借り受ける美術品の名称、所在地、

所有者の氏名又は名称及び価額（当該美術品の価額として

当該美術品の所有者が算定した価額をいう。） 

五  当該展覧会の主催者の氏名又は名称及び住所並びに法人

にあっては、その代表者の氏名 

六  当該展覧会の開催に関する業務の体制に関する事項 

七  当該展覧会の主催者が過去に主催した展覧会の実績に関

する事項 

八  開催施設の名称、所在地及び建物の構造並びに第四条第

二号イ及びロの設備に関する事項  

２  前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければなら

ない。  

一  当該展覧会に係る収支予算書  

二  当該展覧会のために借り受ける美術品についての次に掲

げる事項を記載した書面 

イ 前項第四号の価額の算定の根拠を明らかにする事項

ロ 種別、寸法、重量、材質、形状その他の特徴

三  当該展覧会の主催者の最近における財産の状況を知るこ

とができる書面  

四  当該展覧会の開催に関する業務について知識及び経験を

有する学芸員その他の使用人の確保の状況を記載した書面  

五  開催施設の建物の位置及び構造並びに第四条第二号イ及

びロの設備に関する図面  

六  開催施設において過去に発生した美術品に係る事故に関

する情報を記載した書面  

七  当該展覧会のために借り受ける美術品の陳列、当該美術

品の監視及び開催施設の警備、第四条第二号イ及びロの設

備の運用その他の美術品の展示に関する業務の実施計画を

記載した書面  

八  当該展覧会のために借り受ける美術品の運搬の経路、方

法、開始時期及び予定終了時期その他の美術品の運搬に関
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○展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行

規則 

（平成二十三年文部科学省令第二十三号） 

最終改正：平成二十八年文部科学省令第七号

展覧会における美術品損害の補償に関する法律（平成二十三

年法律第十七号）及び展覧会における美術品損害の補償に関

する法律施行令（平成二十三年政令第百五十六号）の規定に

基づき、展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行

規則を次のように定める。 

（定義） 

第一条 この省令において使用する用語は、展覧会における美

術品損害の補償に関する法律 （以下「法」という。）におい

て使用する用語の例による。 

（展覧会の要件） 

第二条 法第三条第二項 の文部科学省令で定める要件は、次の

各号のいずれにも該当するものであることとする。 

一 不特定かつ多数の者に美術品を鑑賞する機会を提供する

ものであること。 

二 開催を予定する期間が二十日を超えるものであること。 

三 対象美術品の約定評価額総額が五十億円を超えるものと

なるものであること。 

四 展示を予定する美術品のうち主要なものが海外から借り

受けるものであること。 

五 利益の分配、物品の販売その他営利を主たる目的とする

ものでないこと。 

六 利益が生じたときは、当該利益を文化の振興その他の公

益を目的とする事業に充てることとしていること。 

（展覧会の主催者の要件） 

第三条 補償契約に係る展覧会の主催者は、次の各号に掲げる

要件のいずれにも該当する者でなければならない。 

一 当該展覧会を安全かつ適切に実施するために必要な資金

を確保する見込みがあること。 

二 当該展覧会の開催に関する業務の執行及び会計の経理を

適正に行うための体制が整備されていること。 

三 当該展覧会に相当する規模及び内容の展覧会を主催した

実績を有すること。 

（展覧会の開催施設の要件） 

第四条 補償契約に係る展覧会を開催する施設（以下「開催施

設」という。）は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当す

るものでなければならない。 

一 開催施設の建物が、その設置されている場所の状況に応

じた必要な耐火性能及び耐震性能を有する構造のものであ

ること。 

二 次に掲げる設備が設けられていること。 

イ 当該展覧会のために借り受ける美術品の性質に応じた

適正な温度、湿度及び照度（第七条第一号ロにおいて「温

度等」という。）を保つことができる設備 

ロ 防火及び防犯のために常時作動する設備 

三 開催施設の建物内に当該開催施設以外の施設が設けら

れているときは、当該開催施設が当該開催施設以外の施設か

ら独立した専用の施設として区画されていること。 

（損害保険契約の締結） 

第五条 補償契約に係る展覧会の主催者が、当該補償契約に係

る対象美術品について、当該対象美術品に補償対象損害が生

じた場合における当該補償対象損害の額のうち当該補償契約

により補償される額を控除した額を填補するための損害保険

契約（保険法 （平成二十年法律第五十六号）第二条第六号 に

規定する損害保険契約をいう。）を締結する場合には、対象美

術品ごとの約定保険価額（保険法第九条 に規定する約定保険

価額をいう。）を定めるとともに、当該約定保険価額が当該対

象美術品の約定評価額と同一の額となるものでなければなら

ない。 

（補償契約の締結の手続） 

第六条 補償契約を締結しようとする展覧会の主催者は、次に

掲げる事項を記載した補償契約の申込書を文部科学大臣に提

出しなければならない。 

一 当該展覧会の名称 

二 当該展覧会の趣旨及び内容 

三 当該展覧会の開催を予定する期間 

四 当該展覧会のために借り受ける美術品の名称、所在地、

所有者の氏名又は名称及び価額（当該美術品の価額として

当該美術品の所有者が算定した価額をいう。） 

五 当該展覧会の主催者の氏名又は名称及び住所並びに法人

にあっては、その代表者の氏名 

六 当該展覧会の開催に関する業務の体制に関する事項 

七 当該展覧会の主催者が過去に主催した展覧会の実績に関

する事項 

八 開催施設の名称、所在地及び建物の構造並びに第四条第

二号イ及びロの設備に関する事項 

２ 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければなら

ない。 

一 当該展覧会に係る収支予算書 

二 当該展覧会のために借り受ける美術品についての次に掲

げる事項を記載した書面 

イ 前項第四号の価額の算定の根拠を明らかにする事項 

ロ 種別、寸法、重量、材質、形状その他の特徴 

三 当該展覧会の主催者の最近における財産の状況を知るこ

とができる書面 

四 当該展覧会の開催に関する業務について知識及び経験を

有する学芸員その他の使用人の確保の状況を記載した書面 

五 開催施設の建物の位置及び構造並びに第四条第二号イ及

びロの設備に関する図面 

六 開催施設において過去に発生した美術品に係る事故に関

する情報を記載した書面 

七 当該展覧会のために借り受ける美術品の陳列、当該美術

品の監視及び開催施設の警備、第四条第二号イ及びロの設

備の運用その他の美術品の展示に関する業務の実施計画を

記載した書面 

八 当該展覧会のために借り受ける美術品の運搬の経路、方

法、開始時期及び予定終了時期その他の美術品の運搬に関
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する業務の実施計画を記載した書面 

九  前条の損害保険契約を締結する場合においては、当該展

覧会のために借り受ける美術品の約定保険価額の見込みを

記載した書面 

十  その他参考となるべき事項を記載した書面  

３  補償契約を締結しようとする展覧会の主催者は、次の各号

に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、前二項の規定

にかかわらず、第一項各号に掲げる記載事項又は前項各号に

掲げる添付書類の一部を省略することができる。  

一  前二項の規定に従って開催施設に係る直近の補償契約が

締結された日（以下この項において「特定補償契約締結日」

という。）以後五年以内に当該開催施設における当該展覧会

の開催を予定する期間が終了すること。  

二  特定補償契約締結日以後において当該開催施設における

美術品に係る事故が発生していないこと。 

三  特定補償契約締結日以後において当該開催施設に係る前

項第五号に掲げる図面に変更がないこと。  

（対象美術品の取扱いに関する基準）  

第七条  法第六条 の文部科学省令で定める基準は、次のとおり

とする。  

一   対象美術品の展示に当たっては、次によること。 

イ 対象美術品の監視、開催施設の警備その他の対象美術品

の損害を防止するための措置を適切に行うために必要な体

制を整備すること。 

ロ 補償契約に係る展覧会の開催期間中、対象美術品の性質

に応じた適正な温度等を保つとともに、温度等の測定値の

記録を作成し、これを保管すること。 

ハ 第四条第二号イ及びロの設備について保守及び管理に関

する責任者を定め、当該責任者の指揮監督の下に定期的に

点検整備（計器の較正を含む。）を行うとともに、その記録

を作成し、これを保管すること。 

ニ 対象美術品の陳列、対象美術品の監視及び開催施設の警

備、第四条第二号イ及びロの設備の運用その他の美術品の

展示に関する業務のマニュアルを作成し、その内容につい

て、当該業務を担当する者に周知徹底を図ること。 

二 対象美術品の運搬に当たっては、次によること。 

イ 対象美術品の搬出入等の作業を行う場合には、次による

こと。 

（一） 美術品の搬出入等について知識及び経験を有する学

芸員その他の者を当該作業に立ち会わせ、その作業に従

事する者を指揮監督させること。 

（二） 美術品の点検及び修復について知識及び経験を有す

る学芸員その他の者に対象美術品の状態を確認させると

ともに、その記録を作成し、これを保管すること。 

ロ 対象美術品の約定評価額総額に応じて二回以上に分けて

運搬を行うこと。 

ハ 道路上を走行する場合には、美術品を運搬するための専

用の車両を使用すること。 

三   前二号に掲げるもののほか、対象美術品の損害の防止の

ために文部科学大臣が必要と認める措置を講ずること。  

（業務の委託）  

第八条  展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行令

第四条第三号 の文部科学省令で定める業務は、次に掲げるも

のとする。  

一  補償金の支払の請求に係る書類の確認及び補正の指示  

二  補償金の額の算定  

三  政府が支払うべき補償金の送金  

四  前各号に掲げるもののほか、補償金の支払に関し必要な

業務のうち軽微なもの  

（補償金の額の算定方法）  

第九条  法第四条第三項 の文部科学省令で定めるところによ

り算定する対象美術品ごとの補償金の額は、次の各号に掲げ

る区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。  

一  法第四条第一項第一号 に掲げる場合（第三号に掲げる場

合に該当する場合を除く。）における通常損害（補償対象損

害のうち特定損害に該当するもの以外の損害をいう。以下

この号において同じ。）が生じた対象美術品ごとの補償金の

額 法第四条第一項第一号 に定める額（当該額が補償上限

額を超える場合にあっては補償上限額）に当該対象美術品

について生じた通常損害の額が当該補償契約に係る対象美

術品について生じた通常損害の額の合計額に占める割合を

乗じて得た額  

二  法第四条第一項第二号 に掲げる場合（第三号に掲げる場

合に該当する場合を除く。）における特定損害が生じた対象

美術品ごとの補償金の額 法第四条第一項第二号 に定め

る額（当該額が補償上限額を超える場合にあっては補償上

限額）に当該対象美術品について生じた特定損害の額が当

該補償契約に係る対象美術品について生じた特定損害の額

の合計額に占める割合を乗じて得た額  

三  法第四条第一項第一号 及び第二号 に掲げる場合のいず 

れにも該当する場合における補償対象損害が生じた対象美

術品ごとの補償金の額 法第四条第一項第一号 及び第二

号 に定める額の合計額（当該額が補償上限額を超える場合

にあっては補償上限額）に当該対象美術品について生じた

補償対象損害の額が当該補償契約に係る対象美術品につい

て生じた補償対象損害の額の合計額に占める割合を乗じて

得た額  

（外国通貨による支払等）  

第十条  対象美術品の約定評価額を外国通貨で定めた場合にお

ける補償金の支払は、当該外国通貨で行うものとする。  

２  前項の場合における法第四条 及び第五条 の規定の適用に

係る当該外国通貨と本邦通貨との間の換算は、補償契約締結

時の外国貨幣換算率（支出官事務規程 （昭和二十二年大蔵省

令第九十四号）第十一条第二項第四号 の規定により定められ

た外国貨幣換算率をいう。）を用いて行うものとする。  

   附 則

この省令は、法の施行の日（平成二十三年六月一日）から施

行する。 

    附 則（平成二十八年三月二十九日文部科学省令第七号） 

この省令は、公布の日（平成二十八年三月二十九日）から施

行する。  

８．関係法令
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○古典の日に関する法律 

（平成二十四年法律第八十一号） 

（目的） 

第一条 この法律は、古典が、我が国の文化において重要な位

置を占め、優れた価値を有していることに鑑み、古典の日を

設けること等により、様々な場において、国民が古典に親し

むことを促し、その心のよりどころとして古典を広く根づか

せ、もって心豊かな国民生活及び文化的で活力ある社会の実

現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「古典」とは、文学、音楽、美術、

演劇、伝統芸能、演芸、生活文化その他の文化芸術、学術又

は思想の分野における古来の文化的所産であって、我が国に

おいて創造され、又は継承され、国民に多くの恵沢をもたら

すものとして、優れた価値を有すると認められるに至ったも

のをいう。 

（古典の日） 

第三条 国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるよ

うにするため、古典の日を設ける。 

２ 古典の日は、十一月一日とする。 

３ 国及び地方公共団体は、古典の日には、その趣旨にふさわ

しい行事が実施されるよう努めるものとする。

４ 国及び地方公共団体は、前項に規定するもののほか、家庭、

学校、職場、地域その他の様々な場において、国民が古典に

親しむことができるよう、古典に関する学習及び古典を活用

した教育の機会の整備、古典に関する調査研究の推進及びそ

の成果の普及その他の必要な施策を講ずるよう努めるものと

する。 

   附 則

この法律は、公布の日から施行する。 
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○文化芸術基本法

（平成十三年法律第百四十八号）

 最終改正：令和元年法律第二十六号 

目次 
 前文 
第一章 総則（第一条―第六条） 
第二章 文化芸術推進基本計画等（第七条・第七条の二） 
第三章 文化芸術に関する基本的施策（第八条―第三十五条） 
第四章 文化芸術の推進に係る体制の整備（第三十六条・第

三十七条） 
 附則 
 
文化芸術を創造し，享受し，文化的な環境の中で生きる喜び

を見出すことは，人々の変わらない願いである。また，文化芸

術は，人々の創造性をはぐくみ，その表現力を高めるとともに，

人々の心のつながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供し，

多様性を受け入れることができる心豊かな社会を形成するもの

であり，世界の平和に寄与するものである。更に，文化芸術は，

それ自体が固有の意義と価値を有するとともに，それぞれの国

やそれぞれの時代における国民共通のよりどころとして重要な

意味を持ち，国際化が進展する中にあって，自己認識の基点と

なり，文化的な伝統を尊重する心を育てるものである。 
我々は，このような文化芸術の役割が今後においても変わる

ことなく，心豊かな活力ある社会の形成にとって極めて重要な

意義を持ち続けると確信する。 
しかるに，現状をみるに，経済的な豊かさの中にありながら，

文化芸術がその役割を果たすことができるような基盤の整備及

び環境の形成は十分な状態にあるとはいえない。二十一世紀を

迎えた今，文化芸術により生み出される様々な価値を生かして，

これまで培われてきた伝統的な文化芸術を継承し，発展させる

とともに，独創性のある新たな文化芸術の創造を促進すること

は，我々に課された緊要な課題となっている。

このような事態に対処して，我が国の文化芸術の振興を図る

ためには，文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し，

文化芸術活動を行う者の自主性を尊重することを旨としつつ，

文化芸術を国民の身近なものとし，それを尊重し大切にするよ

う包括的に施策を推進していくことが不可欠である。

ここに，文化芸術に関する施策についての基本理念を明らか

にしてその方向を示し，文化芸術に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するため，この法律を制定する。

第一章 総則

 （目的）

第一条 この法律は，文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらす

ものであることに鑑み，文化芸術に関する施策に関し，基本

理念を定め，並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかに

するとともに，文化芸術に関する施策の基本となる事項を定

めることにより，文化芸術に関する活動（以下「文化芸術活

動」という。）を行う者（文化芸術活動を行う団体を含む。以

下同じ。）の自主的な活動の促進を旨として，文化芸術に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図り，もって心豊かな国

民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。 

（基本理念）

第二条 文化芸術に関する施策の推進に当たっては，文化芸術

活動を行う者の自主性が十分に尊重されなければならない。

2 文化芸術に関する施策の推進に当たっては，文化芸術活動を

行う者の創造性が十分に尊重されるとともに，その地位の向

上が図られ，その能力が十分に発揮されるよう考慮されなけ

ればならない。

3 文化芸術に関する施策の推進に当たっては，文化芸術を創造

し，享受することが人々の生まれながらの権利であることに

鑑み，国民がその年齢，障害の有無，経済的な状況又は居住

する地域にかかわらず等しく，文化芸術を鑑賞し，これに参

加し，又はこれを創造することができるような環境の整備が

図られなければならない。

4 文化芸術に関する施策の推進に当たっては，我が国及び世界

において文化芸術活動が活発に行われるような環境を醸成す

ることを旨として文化芸術の発展が図られるよう考慮されな

ければならない。

5 文化芸術に関する施策の推進に当たっては，多様な文化芸術

の保護及び発展が図られなければならない。

6 文化芸術に関する施策の推進に当たっては，地域の人々によ

り主体的に文化芸術活動が行われるよう配慮するとともに，

各地域の歴史，風土等を反映した特色ある文化芸術の発展が

図られなければならない。

7 文化芸術に関する施策の推進に当たっては，我が国の文化芸

術が広く世界へ発信されるよう，文化芸術に係る国際的な交

流及び貢献の推進が図られなければならない。

8 文化芸術に関する施策の推進に当たっては，乳幼児，児童，

生徒等に対する文化芸術に関する教育の重要性に鑑み，学校

等，文化芸術活動を行う団体（以下「文化芸術団体」という。），

家庭及び地域における活動の相互の連携が図られるよう配慮

されなければならない。

9 文化芸術に関する施策の推進に当たっては，文化芸術活動を

行う者その他広く国民の意見が反映されるよう十分配慮され

なければならない。

10 文化芸術に関する施策の推進に当たっては，文化芸術によ

り生み出される様々な価値を文化芸術の継承，発展及び創造

に活用することが重要であることに鑑み，文化芸術の固有の

意義と価値を尊重しつつ，観光，まちづくり，国際交流，福

祉，教育，産業その他の各関連分野における施策との有機的

な連携が図られるよう配慮されなければならない。

（国の責務）

第三条 国は，前条の基本理念（以下「基本理念」という。）に

のっとり，文化芸術に関する施策を総合的に策定し，及び実

施する責務を有する。

（地方公共団体の責務）

第四条 地方公共団体は，基本理念にのっとり，文化芸術に関

し，国との連携を図りつつ，自主的かつ主体的に，その地域

の特性に応じた施策を策定し，及び実施する責務を有する。

（国民の関心及び理解）

第五条 国は，現在及び将来の世代にわたって人々が文化芸術

を創造し，享受することができるとともに，文化芸術が将来

にわたって発展するよう，国民の文化芸術に対する関心及び

理解を深めるように努めなければならない。
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○古典の日に関する法律 

（平成二十四年法律第八十一号） 

（目的） 

第一条 この法律は、古典が、我が国の文化において重要な位

置を占め、優れた価値を有していることに鑑み、古典の日を

設けること等により、様々な場において、国民が古典に親し

むことを促し、その心のよりどころとして古典を広く根づか

せ、もって心豊かな国民生活及び文化的で活力ある社会の実

現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「古典」とは、文学、音楽、美術、

演劇、伝統芸能、演芸、生活文化その他の文化芸術、学術又

は思想の分野における古来の文化的所産であって、我が国に

おいて創造され、又は継承され、国民に多くの恵沢をもたら

すものとして、優れた価値を有すると認められるに至ったも

のをいう。 

（古典の日） 

第三条 国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるよ

うにするため、古典の日を設ける。 

２ 古典の日は、十一月一日とする。 

３ 国及び地方公共団体は、古典の日には、その趣旨にふさわ

しい行事が実施されるよう努めるものとする。

４ 国及び地方公共団体は、前項に規定するもののほか、家庭、

学校、職場、地域その他の様々な場において、国民が古典に

親しむことができるよう、古典に関する学習及び古典を活用

した教育の機会の整備、古典に関する調査研究の推進及びそ

の成果の普及その他の必要な施策を講ずるよう努めるものと

する。 

   附 則

この法律は、公布の日から施行する。 

111

８．関係法令　



８．関係法令
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○文化芸術基本法 

（平成十三年法律第百四十八号） 

最終改正：令和元年法律第二十六号

目次

前文

第一章 総則（第一条―第六条）

第二章 文化芸術推進基本計画等（第七条・第七条の二）

第三章 文化芸術に関する基本的施策（第八条―第三十五条）

第四章 文化芸術の推進に係る体制の整備（第三十六条・第

三十七条）

附則

文化芸術を創造し，享受し，文化的な環境の中で生きる喜び

を見出すことは，人々の変わらない願いである。また，文化芸

術は，人々の創造性をはぐくみ，その表現力を高めるとともに，

人々の心のつながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供し，

多様性を受け入れることができる心豊かな社会を形成するもの

であり，世界の平和に寄与するものである。更に，文化芸術は，

それ自体が固有の意義と価値を有するとともに，それぞれの国

やそれぞれの時代における国民共通のよりどころとして重要な

意味を持ち，国際化が進展する中にあって，自己認識の基点と

なり，文化的な伝統を尊重する心を育てるものである。

我々は，このような文化芸術の役割が今後においても変わる

ことなく，心豊かな活力ある社会の形成にとって極めて重要な

意義を持ち続けると確信する。

しかるに，現状をみるに，経済的な豊かさの中にありながら，

文化芸術がその役割を果たすことができるような基盤の整備及

び環境の形成は十分な状態にあるとはいえない。二十一世紀を

迎えた今，文化芸術により生み出される様々な価値を生かして，

これまで培われてきた伝統的な文化芸術を継承し，発展させる

とともに，独創性のある新たな文化芸術の創造を促進すること

は，我々に課された緊要な課題となっている。

このような事態に対処して，我が国の文化芸術の振興を図る

ためには，文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し，

文化芸術活動を行う者の自主性を尊重することを旨としつつ，

文化芸術を国民の身近なものとし，それを尊重し大切にするよ

う包括的に施策を推進していくことが不可欠である。

ここに，文化芸術に関する施策についての基本理念を明らか

にしてその方向を示し，文化芸術に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するため，この法律を制定する。

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は，文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらす

ものであることに鑑み，文化芸術に関する施策に関し，基本

理念を定め，並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかに

するとともに，文化芸術に関する施策の基本となる事項を定

めることにより，文化芸術に関する活動（以下「文化芸術活

動」という。）を行う者（文化芸術活動を行う団体を含む。以

下同じ。）の自主的な活動の促進を旨として，文化芸術に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図り，もって心豊かな国

民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

（基本理念）

第二条 文化芸術に関する施策の推進に当たっては，文化芸術

活動を行う者の自主性が十分に尊重されなければならない。

2 文化芸術に関する施策の推進に当たっては，文化芸術活動を

行う者の創造性が十分に尊重されるとともに，その地位の向

上が図られ，その能力が十分に発揮されるよう考慮されなけ

ればならない。

3 文化芸術に関する施策の推進に当たっては，文化芸術を創造

し，享受することが人々の生まれながらの権利であることに

鑑み，国民がその年齢，障害の有無，経済的な状況又は居住

する地域にかかわらず等しく，文化芸術を鑑賞し，これに参

加し，又はこれを創造することができるような環境の整備が

図られなければならない。

4 文化芸術に関する施策の推進に当たっては，我が国及び世界

において文化芸術活動が活発に行われるような環境を醸成す

ることを旨として文化芸術の発展が図られるよう考慮されな

ければならない。

5 文化芸術に関する施策の推進に当たっては，多様な文化芸術

の保護及び発展が図られなければならない。

6 文化芸術に関する施策の推進に当たっては，地域の人々によ

り主体的に文化芸術活動が行われるよう配慮するとともに，

各地域の歴史，風土等を反映した特色ある文化芸術の発展が

図られなければならない。

7 文化芸術に関する施策の推進に当たっては，我が国の文化芸

術が広く世界へ発信されるよう，文化芸術に係る国際的な交

流及び貢献の推進が図られなければならない。

8 文化芸術に関する施策の推進に当たっては，乳幼児，児童，

生徒等に対する文化芸術に関する教育の重要性に鑑み，学校

等，文化芸術活動を行う団体（以下「文化芸術団体」という。），

家庭及び地域における活動の相互の連携が図られるよう配慮

されなければならない。

9 文化芸術に関する施策の推進に当たっては，文化芸術活動を

行う者その他広く国民の意見が反映されるよう十分配慮され

なければならない。

10 文化芸術に関する施策の推進に当たっては，文化芸術によ

り生み出される様々な価値を文化芸術の継承，発展及び創造

に活用することが重要であることに鑑み，文化芸術の固有の

意義と価値を尊重しつつ，観光，まちづくり，国際交流，福

祉，教育，産業その他の各関連分野における施策との有機的

な連携が図られるよう配慮されなければならない。

（国の責務）

第三条 国は，前条の基本理念（以下「基本理念」という。）に

のっとり，文化芸術に関する施策を総合的に策定し，及び実

施する責務を有する。

（地方公共団体の責務）

第四条 地方公共団体は，基本理念にのっとり，文化芸術に関

し，国との連携を図りつつ，自主的かつ主体的に，その地域

の特性に応じた施策を策定し，及び実施する責務を有する。

（国民の関心及び理解）

第五条 国は，現在及び将来の世代にわたって人々が文化芸術

を創造し，享受することができるとともに，文化芸術が将来

にわたって発展するよう，国民の文化芸術に対する関心及び

理解を深めるように努めなければならない。
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○古典の日に関する法律 

（平成二十四年法律第八十一号） 

（目的） 

第一条 この法律は、古典が、我が国の文化において重要な位

置を占め、優れた価値を有していることに鑑み、古典の日を

設けること等により、様々な場において、国民が古典に親し

むことを促し、その心のよりどころとして古典を広く根づか

せ、もって心豊かな国民生活及び文化的で活力ある社会の実

現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「古典」とは、文学、音楽、美術、

演劇、伝統芸能、演芸、生活文化その他の文化芸術、学術又

は思想の分野における古来の文化的所産であって、我が国に

おいて創造され、又は継承され、国民に多くの恵沢をもたら

すものとして、優れた価値を有すると認められるに至ったも

のをいう。 

（古典の日） 

第三条 国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるよ

うにするため、古典の日を設ける。 

２ 古典の日は、十一月一日とする。 

３ 国及び地方公共団体は、古典の日には、その趣旨にふさわ

しい行事が実施されるよう努めるものとする。

４ 国及び地方公共団体は、前項に規定するもののほか、家庭、

学校、職場、地域その他の様々な場において、国民が古典に

親しむことができるよう、古典に関する学習及び古典を活用

した教育の機会の整備、古典に関する調査研究の推進及びそ

の成果の普及その他の必要な施策を講ずるよう努めるものと

する。 

   附 則

この法律は、公布の日から施行する。 
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（文化芸術団体の役割）

第五条の二 文化芸術団体は，その実情を踏まえつつ，自主的

かつ主体的に，文化芸術活動の充実を図るとともに，文化芸

術の継承，発展及び創造に積極的な役割を果たすよう努めな

ければならない。 
（関係者相互の連携及び協働） 
第五条の三 国，独立行政法人，地方公共団体，文化芸術団体，

民間事業者その他の関係者は，基本理念の実現を図るため，

相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。 
（法制上の措置等） 
第六条 政府は，文化芸術に関する施策を実施するため必要な

法制上，財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなけれ

ばならない。 

第二章 基本方針 
第七条 政府は，文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図るため，文化芸術に関する施策に関する基本的な計

画（以下「文化芸術推進基本計画」という。）を定めなければ

ならない。 
2 文化芸術推進基本計画は，文化芸術に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するための基本的な事項その他必要な事項に

ついて定めるものとする。 
3 文部科学大臣は，文化審議会の意見を聴いて，文化芸術推進

基本計画の案を作成するものとする。 
4 文部科学大臣は，文化芸術推進基本計画の案を作成しようと

するときは，あらかじめ，関係行政機関の施策に係る事項に

ついて，第三十六条に規定する文化芸術推進会議において連

絡調整を図るものとする。 
5 文部科学大臣は，文化芸術推進基本計画が定められたときは，

遅滞なく，これを公表しなければならない。

6 前三項の規定は，文化芸術推進基本計画の変更について準用

する。 
（地方文化芸術推進基本計画） 
第七条の二 都道府県及び市（特別区を含む。第三十七条にお

いて同じ。）町村の教育委員会（地方教育行政の組織及び運営

に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第二十三条

第一項の条例の定めるところによりその長が同項第二号に掲

げる事務を管理し，及び執行することとされた地方公共団体

（次項において「特定地方公共団体」という。）にあっては，

その長）は，文化芸術推進基本計画を参酌して，その地方の

実情に即した文化芸術の推進に関する計画（次項及び第三十

七条において「地方文化芸術推進基本計画」という。）を定め

るよう努めるものとする。 

2 特定地方公共団体の長が地方文化芸術推進基本計画を定め，

又はこれを変更しようとするときは，あらかじめ，当該特定

地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。 

 
第三章 文化芸術の振興に関する基本的施策 
（芸術の振興） 
第八条 国は，文学，音楽，美術，写真，演劇，舞踊その他の

芸術（次条に規定するメディア芸術を除く。）の振興を図るた

め，これらの芸術の公演，展示等への支援，これらの芸術の

制作等に係る物品の保存への支援，これらの芸術に係る知識

及び技能の継承への支援，芸術祭等の開催その他の必要な施

策を講ずるものとする。 
（メディア芸術の振興） 
第九条 国は，映画，漫画，アニメーション及びコンピュータ

その他の電子機器等を利用した芸術（以下「メディア芸術」

という。）の振興を図るため，メディア芸術の制作，上映，展

示等への支援，メディア芸術の制作等に係る物品の保存への

支援，メディア芸術に係る知識及び技能の継承への支援，芸

術祭等の開催その他の必要な施策を講ずるものとする。

（伝統芸能の継承及び発展）

第十条 国は，雅楽，能楽，文楽，歌舞伎，組踊その他の我が

国古来の伝統的な芸能（以下「伝統芸能」という。）の継承及

び発展を図るため，伝統芸能の公演，これに用いられた物品

の保存等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 
（芸能の振興） 
第十一条 国は，講談，落語，浪曲，漫談，漫才，歌唱その他

の芸能（伝統芸能を除く。）の振興を図るため，これらの芸能

の公演，これに用いられた物品の保存等への支援，これらの

芸能に係る知識及び技能の継承への支援その他の必要な施策

を講ずるものとする。 
（生活文化の振興並びに国民娯楽及び出版物等の普及） 
第十二条 国は，生活文化（茶道，華道，書道，食文化その他

の生活に係る文化をいう。）の振興を図るとともに，国民娯楽

（囲碁，将棋その他の国民的娯楽をいう。）並びに出版物及び

レコード等の普及を図るため，これらに関する活動への支援

その他の必要な施策を講ずるものとする。 
（文化財等の保存及び活用） 
第十三条 国は，有形及び無形の文化財並びにその保存技術（以

下「文化財等」という。）の保存及び活用を図るため，文化財

等に関し，修復，防災対策，公開等への支援その他の必要な

施策を講ずるものとする。 
（地域における文化芸術の振興等） 
第十四条 国は，各地域における文化芸術の振興及びこれを通

じた地域の振興を図るため，各地域における文化芸術の公演，

展示，芸術祭等への支援，地域固有の伝統芸能及び民俗芸能

（地域の人々によって行われる民俗的な芸能をいう。）に関す

る活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

（国際交流等の推進）

第十五条 国は，文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進

を図ることにより，我が国及び世界の文化芸術活動の発展を

図るため，文化芸術活動を行う者の国際的な交流及び芸術祭

その他の文化芸術に係る国際的な催しの開催又はこれへの参

加，海外における我が国の文化芸術の現地の言語による展示，

公開その他の普及への支援，海外の文化遺産の修復に関する

協力，海外における著作権に関する制度の整備に関する協力，

文化芸術に関する国際機関等の業務に従事する人材の養成及

び派遣その他の必要な施策を講ずるものとする。

２ 国は，前項の施策を講ずるに当たっては，我が国の文化芸

術を総合的に世界に発信するよう努めなければならない。

（芸術家等の養成及び確保）

第十六条 国は，文化芸術に関する創造的活動を行う者，伝統

芸能の伝承者，文化財等の保存及び活用に関する専門的知識

及び技能を有する者，文化芸術活動に関する企画又は制作を
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（実演芸術団体等の役割） 

第五条 実演芸術に関する活動を行う団体及び芸術家（以下「実

演芸術団体等」という。）は、それぞれその実情を踏まえつつ、

自主的かつ主体的に、実演芸術に関する活動の充実を図ると

ともに、劇場、音楽堂等の事業に協力し、実演芸術の水準の

向上等に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。 

（国の役割） 

第六条 国は、この法律の目的を達成するため、劇場、音楽堂

等に係る環境の整備その他の必要な施策を総合的に策定し、

及び実施する役割を果たすよう努めるものとする。 

（地方公共団体の役割） 

第七条 地方公共団体は、この法律の目的を達成するため、自

主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、

及び当該地方公共団体の区域内の劇場、音楽堂等を積極的に

活用しつつ実施する役割を果たすよう努めるものとする。 

（劇場、音楽堂等の関係者等の相互の連携及び協力等） 

第八条 劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する者、実演芸術

団体等その他の関係者（次項及び第十六条第二項において「劇

場、音楽堂等の関係者」という。）並びに国及び地方公共団体

は、この法律の目的を達成するため、相互に連携を図りなが

ら協力するよう努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、この法律に基づく施策を策定し、

及び実施するに当たっては、劇場、音楽堂等の関係者の自主

性を尊重するものとする。 

（国及び地方公共団体の措置） 

第九条 国及び地方公共団体は、この法律の目的を達成するた

め、必要な助言、情報の提供、財政上、金融上及び税制上の

措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

第二章 基本的施策 

（国際的に高い水準の実演芸術の振興等） 

第十条 国は、国際的に高い水準の実演芸術の振興並びに我が

国にとって歴史上又は芸術上価値が高い実演芸術の継承及び

発展を図るため、次に掲げる施策その他必要な施策を講ずる

ものとする。 

一 独立行政法人を通じて劇場、音楽堂等の事業を行うこと。

二 地方公共団体が講ずる劇場、音楽堂等に関する施策、劇

場、音楽堂等を設置し、又は運営する民間事業者（次項及

び第十二条第二項において「民間事業者」という。）が行う

劇場、音楽堂等の事業及び実演芸術団体等が劇場、音楽堂

等において行う実演芸術に関する活動への支援を行うこと。

２ 前項に定めるもののほか、国は、地方公共団体及び民間事

業者に対し、その求めに応じて、我が国の実演芸術の水準の

向上に資する事業を行うために必要な知識又は技術等の提供

に努めるものとする。 

（国際的な交流の促進） 

第十一条 国は、外国の多彩な実演芸術の鑑賞の機会が国民に

提供されるようにするとともに、我が国の実演芸術の海外へ

の発信を促進するため、我が国の劇場、音楽堂等が行う国際

的な交流への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（地域における実演芸術の振興） 

第十二条 地方公共団体は、地域の特性に応じて当該地域にお

ける実演芸術の振興を図るため、劇場、音楽堂等の事業の実

施その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国は、国民がその居住する地域にかかわらず等しく、実演

芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することがで

きるよう、前項の規定に基づき地方公共団体が講ずる施策、

民間事業者が行う劇場、音楽堂等の事業及び実演芸術団体等

が劇場、音楽堂等において行う実演芸術に関する活動への支

援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（人材の養成及び確保等） 

第十三条 国及び地方公共団体は、制作者、技術者、経営者、

実演家その他の劇場、音楽堂等の事業を行うために必要な専

門的能力を有する者を養成し、及び確保するとともに、劇場、

音楽堂等の職員の資質の向上を図るため、劇場、音楽堂等と

大学等との連携及び協力の促進、研修の実施その他の必要な

施策を講ずるものとする。 

（国民の関心と理解の増進） 

第十四条 国及び地方公共団体は、劇場、音楽堂等において行

われる実演芸術に対する国民の関心と理解を深めるため、教

育活動及び啓発活動の実施その他の必要な施策を講ずるもの

とする。 

２ 国及び地方公共団体は、この法律に基づく施策を実施する

に当たっては、国民の理解を得るよう努めるものとする。 

（学校教育との連携） 

第十五条 国及び地方公共団体は、学校教育において、実演芸

術を鑑賞し、又はこれに参加することができるよう、これら

の機会の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（劇場、音楽堂等の事業の活性化に関する指針） 

第十六条 文部科学大臣は、劇場、音楽堂等を設置し、又は運

営する者が行う劇場、音楽堂等の事業の活性化のための取組

に関する指針を定めることができる。 

２ 文部科学大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更しよ

うとするときは、あらかじめ、劇場、音楽堂等の関係者の意

見を聴くものとする。 

３ 文部科学大臣は、第一項の指針を定め、又はこれを変更し

たときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 

   附 則

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律

の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、劇場、

音楽堂等の事業及びその活性化による実演芸術の振興の在り

方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な

措置を講ずるものとする。 

８．関係法令

155 

○古典の日に関する法律 

（平成二十四年法律第八十一号） 

（目的） 

第一条 この法律は、古典が、我が国の文化において重要な位

置を占め、優れた価値を有していることに鑑み、古典の日を

設けること等により、様々な場において、国民が古典に親し

むことを促し、その心のよりどころとして古典を広く根づか

せ、もって心豊かな国民生活及び文化的で活力ある社会の実

現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「古典」とは、文学、音楽、美術、

演劇、伝統芸能、演芸、生活文化その他の文化芸術、学術又

は思想の分野における古来の文化的所産であって、我が国に

おいて創造され、又は継承され、国民に多くの恵沢をもたら

すものとして、優れた価値を有すると認められるに至ったも

のをいう。 

（古典の日） 

第三条 国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるよ

うにするため、古典の日を設ける。 

２ 古典の日は、十一月一日とする。 

３ 国及び地方公共団体は、古典の日には、その趣旨にふさわ

しい行事が実施されるよう努めるものとする。

４ 国及び地方公共団体は、前項に規定するもののほか、家庭、

学校、職場、地域その他の様々な場において、国民が古典に

親しむことができるよう、古典に関する学習及び古典を活用

した教育の機会の整備、古典に関する調査研究の推進及びそ

の成果の普及その他の必要な施策を講ずるよう努めるものと

する。 

   附 則

この法律は、公布の日から施行する。 
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行う者，文化芸術活動に関する技術者，文化施設の管理及び

運営を行う者その他の文化芸術を担う者（以下「芸術家等」

という。）の養成及び確保を図るため，国内外における研修，

教育訓練等の人材育成への支援，研修成果の発表の機会の確

保，文化芸術に関する作品の流通の促進，芸術家等の文化芸

術に関する創造的活動等の環境の整備その他の必要な施策を

講ずるものとする。 
（文化芸術に係る教育研究機関等の整備等） 
第十七条 国は，芸術家等の養成及び文化芸術に関する調査研

究の充実を図るため，文化芸術に係る大学その他の教育研究

機関等の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

（国語についての理解）

第十八条 国は，国語が文化芸術の基盤をなすことにかんがみ，

国語について正しい理解を深めるため，国語教育の充実，国

語に関する調査研究及び知識の普及その他の必要な施策を講

ずるものとする。 
（日本語教育の充実） 
第十九条 国は，外国人の我が国の文化芸術に関する理解に資

するよう，外国人に対する日本語教育の充実を図るため，日

本語教育に従事する者の養成及び研修体制の整備，日本語教

育に関する教材の開発，日本語教育を行う機関における教育

の水準の向上その他の必要な施策を講ずるものとする。

（著作権等の保護及び利用） 
第二十条 国は，文化芸術の振興の基盤をなす著作者の権利及

びこれに隣接する権利（以下この条において「著作権等」と

いう。）について，著作権等に関する内外の動向を踏まえつつ，

著作権等の保護及び公正な利用を図るため，著作権等に関す

る制度及び著作物の適正な流通を確保するための環境の整備，

著作権等の侵害に係る対策の推進，著作権等に関する調査研

究及び普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。

（国民の鑑賞等の機会の充実）

第二十一条 国は，広く国民が自主的に文化芸術を鑑賞し，こ

れに参加し，又はこれを創造する機会の充実を図るため，各

地域における文化芸術の公演，展示等への支援，これらに関

する情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

（高齢者、障害者等の文化芸術活動の充実）

第二十二条 国は，高齢者，障害者等が行う文化芸術活動の充

実を図るため，これらの者の行う創造的活動，公演等への支

援，これらの者の文化芸術活動が活発に行われるような環境

の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

（青少年の文化芸術活動の充実）

第二十三条 国は，青少年が行う文化芸術活動の充実を図るた

め，青少年を対象とした文化芸術の公演，展示等への支援，

青少年による文化芸術活動への支援その他の必要な施策を講

ずるものとする。

（学校教育における文化芸術活動の充実）

第二十四条 国は，学校教育における文化芸術活動の充実を図

るため，文化芸術に関する体験学習等文化芸術に関する教育

の充実，芸術家等及び文化芸術団体による学校における文化

芸術活動に対する協力への支援その他の必要な施策を講ずる

ものとする。

（劇場、音楽堂等の充実）

第二十五条 国は，劇場，音楽堂等の充実を図るため，これら

の施設に関し，自らの設置等に係る施設の整備，公演等への

支援，芸術家等の配置等への支援，情報の提供その他の必要

な施策を講ずるものとする。

（美術館、博物館、図書館等の充実）

第二十六条 国は，美術館，博物館，図書館等の充実を図るた

め，これらの施設に関し，自らの設置等に係る施設の整備，

展示等への支援，芸術家等の配置等への支援，文化芸術に関

する作品等の記録及び保存への支援その他の必要な施策を講

ずるものとする。

（地域における文化芸術活動の場の充実）

第二十七条 国は，国民に身近な文化芸術活動の場の充実を図

るため，各地域における文化施設，学校施設，社会教育施設

等を容易に利用できるようにするための措置その他の必要な

施策を講ずるものとする。

（公共の建物等の建築に当たっての配慮等）

第二十八条 国は，公共の建物等の建築に当たっては，その外

観等について，周囲の自然的環境，地域の歴史及び文化等と

の調和を保つよう努めるものとする。

２ 国は，公共の建物等において，文化芸術に関する作品の展

示その他の文化芸術の振興に資する取組を行うよう努めるも

のとする。

（情報通信技術の活用の推進）

第二十九条 国は，文化芸術活動における情報通信技術の活用

の推進を図るため，文化芸術活動に関する情報通信ネットワ

ークの構築，美術館等における情報通信技術を活用した展示

への支援，情報通信技術を活用した文化芸術に関する作品等

の記録及び公開への支援その他の必要な施策を講ずるものと

する。

（調査研究等）

第二十九条の二 国は，文化芸術に関する施策の推進を図るた

め，文化芸術の振興に必要な調査研究並びに国の内外の情報

の収集，整理及び提供その他の必要な施策を講ずるものとす

る。

（地方公共団体及び民間の団体等への情報提供等）

第三十条 国は，地方公共団体及び民間の団体等が行う文化芸

術の振興のための取組を促進するため，情報の提供その他の

必要な施策を講ずるものとする。

（民間の支援活動の活性化等）

第三十一条 国は，個人又は民間の団体が文化芸術活動に対し

て行う支援活動の活性化を図るとともに，文化芸術活動を行

う者の活動を支援するため，文化芸術団体が個人又は民間の

団体からの寄附を受けることを容易にする等のための税制上

の措置，文化芸術団体が行う文化芸術活動への支援その他の

必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

（関係機関等の連携等）

第三十二条 国は，第八条から前条までの施策を講ずるに当た

っては，芸術家等，文化芸術団体，学校等，文化施設，社会

教育施設，民間事業者その他の関係機関等の間の連携が図ら

れるよう配慮しなければならない。

２ 国は，芸術家等及び文化芸術団体が，学校等，文化施設，

社会教育施設，福祉施設，医療機関，民間事業者等と協力し

て，地域の人々が文化芸術を鑑賞し，これに参加し，又はこ

れを創造する機会を提供できるようにするよう努めなければ
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（実演芸術団体等の役割） 

第五条 実演芸術に関する活動を行う団体及び芸術家（以下「実

演芸術団体等」という。）は、それぞれその実情を踏まえつつ、

自主的かつ主体的に、実演芸術に関する活動の充実を図ると

ともに、劇場、音楽堂等の事業に協力し、実演芸術の水準の

向上等に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。 

（国の役割） 

第六条 国は、この法律の目的を達成するため、劇場、音楽堂

等に係る環境の整備その他の必要な施策を総合的に策定し、

及び実施する役割を果たすよう努めるものとする。 

（地方公共団体の役割） 

第七条 地方公共団体は、この法律の目的を達成するため、自

主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、

及び当該地方公共団体の区域内の劇場、音楽堂等を積極的に

活用しつつ実施する役割を果たすよう努めるものとする。 

（劇場、音楽堂等の関係者等の相互の連携及び協力等） 

第八条 劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する者、実演芸術

団体等その他の関係者（次項及び第十六条第二項において「劇

場、音楽堂等の関係者」という。）並びに国及び地方公共団体

は、この法律の目的を達成するため、相互に連携を図りなが

ら協力するよう努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、この法律に基づく施策を策定し、

及び実施するに当たっては、劇場、音楽堂等の関係者の自主

性を尊重するものとする。 

（国及び地方公共団体の措置） 

第九条 国及び地方公共団体は、この法律の目的を達成するた

め、必要な助言、情報の提供、財政上、金融上及び税制上の

措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

第二章 基本的施策 

（国際的に高い水準の実演芸術の振興等） 

第十条 国は、国際的に高い水準の実演芸術の振興並びに我が

国にとって歴史上又は芸術上価値が高い実演芸術の継承及び

発展を図るため、次に掲げる施策その他必要な施策を講ずる

ものとする。 

一 独立行政法人を通じて劇場、音楽堂等の事業を行うこと。

二 地方公共団体が講ずる劇場、音楽堂等に関する施策、劇

場、音楽堂等を設置し、又は運営する民間事業者（次項及

び第十二条第二項において「民間事業者」という。）が行う

劇場、音楽堂等の事業及び実演芸術団体等が劇場、音楽堂

等において行う実演芸術に関する活動への支援を行うこと。

２ 前項に定めるもののほか、国は、地方公共団体及び民間事

業者に対し、その求めに応じて、我が国の実演芸術の水準の

向上に資する事業を行うために必要な知識又は技術等の提供

に努めるものとする。 

（国際的な交流の促進） 

第十一条 国は、外国の多彩な実演芸術の鑑賞の機会が国民に

提供されるようにするとともに、我が国の実演芸術の海外へ

の発信を促進するため、我が国の劇場、音楽堂等が行う国際

的な交流への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（地域における実演芸術の振興） 

第十二条 地方公共団体は、地域の特性に応じて当該地域にお

ける実演芸術の振興を図るため、劇場、音楽堂等の事業の実

施その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国は、国民がその居住する地域にかかわらず等しく、実演

芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することがで

きるよう、前項の規定に基づき地方公共団体が講ずる施策、

民間事業者が行う劇場、音楽堂等の事業及び実演芸術団体等

が劇場、音楽堂等において行う実演芸術に関する活動への支

援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（人材の養成及び確保等） 

第十三条 国及び地方公共団体は、制作者、技術者、経営者、

実演家その他の劇場、音楽堂等の事業を行うために必要な専

門的能力を有する者を養成し、及び確保するとともに、劇場、

音楽堂等の職員の資質の向上を図るため、劇場、音楽堂等と

大学等との連携及び協力の促進、研修の実施その他の必要な

施策を講ずるものとする。 

（国民の関心と理解の増進） 

第十四条 国及び地方公共団体は、劇場、音楽堂等において行

われる実演芸術に対する国民の関心と理解を深めるため、教

育活動及び啓発活動の実施その他の必要な施策を講ずるもの

とする。 

２ 国及び地方公共団体は、この法律に基づく施策を実施する

に当たっては、国民の理解を得るよう努めるものとする。 

（学校教育との連携） 

第十五条 国及び地方公共団体は、学校教育において、実演芸

術を鑑賞し、又はこれに参加することができるよう、これら

の機会の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（劇場、音楽堂等の事業の活性化に関する指針） 

第十六条 文部科学大臣は、劇場、音楽堂等を設置し、又は運

営する者が行う劇場、音楽堂等の事業の活性化のための取組

に関する指針を定めることができる。 

２ 文部科学大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更しよ

うとするときは、あらかじめ、劇場、音楽堂等の関係者の意

見を聴くものとする。 

３ 文部科学大臣は、第一項の指針を定め、又はこれを変更し

たときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 

   附 則

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律

の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、劇場、

音楽堂等の事業及びその活性化による実演芸術の振興の在り

方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な

措置を講ずるものとする。 
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○古典の日に関する法律 

（平成二十四年法律第八十一号） 

（目的） 

第一条 この法律は、古典が、我が国の文化において重要な位

置を占め、優れた価値を有していることに鑑み、古典の日を

設けること等により、様々な場において、国民が古典に親し

むことを促し、その心のよりどころとして古典を広く根づか

せ、もって心豊かな国民生活及び文化的で活力ある社会の実

現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「古典」とは、文学、音楽、美術、

演劇、伝統芸能、演芸、生活文化その他の文化芸術、学術又

は思想の分野における古来の文化的所産であって、我が国に

おいて創造され、又は継承され、国民に多くの恵沢をもたら

すものとして、優れた価値を有すると認められるに至ったも

のをいう。 

（古典の日） 

第三条 国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるよ

うにするため、古典の日を設ける。 

２ 古典の日は、十一月一日とする。 

３ 国及び地方公共団体は、古典の日には、その趣旨にふさわ

しい行事が実施されるよう努めるものとする。

４ 国及び地方公共団体は、前項に規定するもののほか、家庭、

学校、職場、地域その他の様々な場において、国民が古典に

親しむことができるよう、古典に関する学習及び古典を活用

した教育の機会の整備、古典に関する調査研究の推進及びそ

の成果の普及その他の必要な施策を講ずるよう努めるものと

する。 

   附 則

この法律は、公布の日から施行する。 
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行う者，文化芸術活動に関する技術者，文化施設の管理及び

運営を行う者その他の文化芸術を担う者（以下「芸術家等」

という。）の養成及び確保を図るため，国内外における研修，

教育訓練等の人材育成への支援，研修成果の発表の機会の確

保，文化芸術に関する作品の流通の促進，芸術家等の文化芸

術に関する創造的活動等の環境の整備その他の必要な施策を

講ずるものとする。

（文化芸術に係る教育研究機関等の整備等）

第十七条 国は，芸術家等の養成及び文化芸術に関する調査研

究の充実を図るため，文化芸術に係る大学その他の教育研究

機関等の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

（国語についての理解）

第十八条 国は，国語が文化芸術の基盤をなすことにかんがみ，

国語について正しい理解を深めるため，国語教育の充実，国

語に関する調査研究及び知識の普及その他の必要な施策を講

ずるものとする。

（日本語教育の充実）

第十九条 国は，外国人の我が国の文化芸術に関する理解に資

するよう，外国人に対する日本語教育の充実を図るため，日

本語教育に従事する者の養成及び研修体制の整備，日本語教

育に関する教材の開発，日本語教育を行う機関における教育

の水準の向上その他の必要な施策を講ずるものとする。

（著作権等の保護及び利用）

第二十条 国は，文化芸術の振興の基盤をなす著作者の権利及

びこれに隣接する権利（以下この条において「著作権等」と

いう。）について，著作権等に関する内外の動向を踏まえつつ，

著作権等の保護及び公正な利用を図るため，著作権等に関す

る制度及び著作物の適正な流通を確保するための環境の整備，

著作権等の侵害に係る対策の推進，著作権等に関する調査研

究及び普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。

（国民の鑑賞等の機会の充実）

第二十一条 国は，広く国民が自主的に文化芸術を鑑賞し，こ

れに参加し，又はこれを創造する機会の充実を図るため，各

地域における文化芸術の公演，展示等への支援，これらに関

する情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

（高齢者、障害者等の文化芸術活動の充実）

第二十二条 国は，高齢者，障害者等が行う文化芸術活動の充

実を図るため，これらの者の行う創造的活動，公演等への支

援，これらの者の文化芸術活動が活発に行われるような環境

の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

（青少年の文化芸術活動の充実）

第二十三条 国は，青少年が行う文化芸術活動の充実を図るた

め，青少年を対象とした文化芸術の公演，展示等への支援，

青少年による文化芸術活動への支援その他の必要な施策を講

ずるものとする。

（学校教育における文化芸術活動の充実）

第二十四条 国は，学校教育における文化芸術活動の充実を図

るため，文化芸術に関する体験学習等文化芸術に関する教育

の充実，芸術家等及び文化芸術団体による学校における文化

芸術活動に対する協力への支援その他の必要な施策を講ずる

ものとする。

（劇場、音楽堂等の充実）

第二十五条 国は，劇場，音楽堂等の充実を図るため，これら

の施設に関し，自らの設置等に係る施設の整備，公演等への

支援，芸術家等の配置等への支援，情報の提供その他の必要

な施策を講ずるものとする。

（美術館、博物館、図書館等の充実）

第二十六条 国は，美術館，博物館，図書館等の充実を図るた

め，これらの施設に関し，自らの設置等に係る施設の整備，

展示等への支援，芸術家等の配置等への支援，文化芸術に関

する作品等の記録及び保存への支援その他の必要な施策を講

ずるものとする。

（地域における文化芸術活動の場の充実）

第二十七条 国は，国民に身近な文化芸術活動の場の充実を図

るため，各地域における文化施設，学校施設，社会教育施設

等を容易に利用できるようにするための措置その他の必要な

施策を講ずるものとする。

（公共の建物等の建築に当たっての配慮等）

第二十八条 国は，公共の建物等の建築に当たっては，その外

観等について，周囲の自然的環境，地域の歴史及び文化等と

の調和を保つよう努めるものとする。

２ 国は，公共の建物等において，文化芸術に関する作品の展

示その他の文化芸術の振興に資する取組を行うよう努めるも

のとする。

（情報通信技術の活用の推進）

第二十九条 国は，文化芸術活動における情報通信技術の活用

の推進を図るため，文化芸術活動に関する情報通信ネットワ

ークの構築，美術館等における情報通信技術を活用した展示

への支援，情報通信技術を活用した文化芸術に関する作品等

の記録及び公開への支援その他の必要な施策を講ずるものと

する。

（調査研究等）

第二十九条の二 国は，文化芸術に関する施策の推進を図るた

め，文化芸術の振興に必要な調査研究並びに国の内外の情報

の収集，整理及び提供その他の必要な施策を講ずるものとす

る。

（地方公共団体及び民間の団体等への情報提供等）

第三十条 国は，地方公共団体及び民間の団体等が行う文化芸

術の振興のための取組を促進するため，情報の提供その他の

必要な施策を講ずるものとする。

（民間の支援活動の活性化等）

第三十一条 国は，個人又は民間の団体が文化芸術活動に対し

て行う支援活動の活性化を図るとともに，文化芸術活動を行

う者の活動を支援するため，文化芸術団体が個人又は民間の

団体からの寄附を受けることを容易にする等のための税制上

の措置，文化芸術団体が行う文化芸術活動への支援その他の

必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

（関係機関等の連携等）

第三十二条 国は，第八条から前条までの施策を講ずるに当た

っては，芸術家等，文化芸術団体，学校等，文化施設，社会

教育施設，民間事業者その他の関係機関等の間の連携が図ら

れるよう配慮しなければならない。

２ 国は，芸術家等及び文化芸術団体が，学校等，文化施設，

社会教育施設，福祉施設，医療機関，民間事業者等と協力し

て，地域の人々が文化芸術を鑑賞し，これに参加し，又はこ

れを創造する機会を提供できるようにするよう努めなければ
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（実演芸術団体等の役割） 

第五条 実演芸術に関する活動を行う団体及び芸術家（以下「実

演芸術団体等」という。）は、それぞれその実情を踏まえつつ、

自主的かつ主体的に、実演芸術に関する活動の充実を図ると

ともに、劇場、音楽堂等の事業に協力し、実演芸術の水準の

向上等に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。 

（国の役割） 

第六条 国は、この法律の目的を達成するため、劇場、音楽堂

等に係る環境の整備その他の必要な施策を総合的に策定し、

及び実施する役割を果たすよう努めるものとする。 

（地方公共団体の役割） 

第七条 地方公共団体は、この法律の目的を達成するため、自

主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、

及び当該地方公共団体の区域内の劇場、音楽堂等を積極的に

活用しつつ実施する役割を果たすよう努めるものとする。 

（劇場、音楽堂等の関係者等の相互の連携及び協力等） 

第八条 劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する者、実演芸術

団体等その他の関係者（次項及び第十六条第二項において「劇

場、音楽堂等の関係者」という。）並びに国及び地方公共団体

は、この法律の目的を達成するため、相互に連携を図りなが

ら協力するよう努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、この法律に基づく施策を策定し、

及び実施するに当たっては、劇場、音楽堂等の関係者の自主

性を尊重するものとする。 

（国及び地方公共団体の措置） 

第九条 国及び地方公共団体は、この法律の目的を達成するた

め、必要な助言、情報の提供、財政上、金融上及び税制上の

措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

第二章 基本的施策 

（国際的に高い水準の実演芸術の振興等） 

第十条 国は、国際的に高い水準の実演芸術の振興並びに我が

国にとって歴史上又は芸術上価値が高い実演芸術の継承及び

発展を図るため、次に掲げる施策その他必要な施策を講ずる

ものとする。 

一 独立行政法人を通じて劇場、音楽堂等の事業を行うこと。

二 地方公共団体が講ずる劇場、音楽堂等に関する施策、劇

場、音楽堂等を設置し、又は運営する民間事業者（次項及

び第十二条第二項において「民間事業者」という。）が行う

劇場、音楽堂等の事業及び実演芸術団体等が劇場、音楽堂

等において行う実演芸術に関する活動への支援を行うこと。

２ 前項に定めるもののほか、国は、地方公共団体及び民間事

業者に対し、その求めに応じて、我が国の実演芸術の水準の

向上に資する事業を行うために必要な知識又は技術等の提供

に努めるものとする。 

（国際的な交流の促進） 

第十一条 国は、外国の多彩な実演芸術の鑑賞の機会が国民に

提供されるようにするとともに、我が国の実演芸術の海外へ

の発信を促進するため、我が国の劇場、音楽堂等が行う国際

的な交流への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（地域における実演芸術の振興） 

第十二条 地方公共団体は、地域の特性に応じて当該地域にお

ける実演芸術の振興を図るため、劇場、音楽堂等の事業の実

施その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国は、国民がその居住する地域にかかわらず等しく、実演

芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することがで

きるよう、前項の規定に基づき地方公共団体が講ずる施策、

民間事業者が行う劇場、音楽堂等の事業及び実演芸術団体等

が劇場、音楽堂等において行う実演芸術に関する活動への支

援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（人材の養成及び確保等） 

第十三条 国及び地方公共団体は、制作者、技術者、経営者、

実演家その他の劇場、音楽堂等の事業を行うために必要な専

門的能力を有する者を養成し、及び確保するとともに、劇場、

音楽堂等の職員の資質の向上を図るため、劇場、音楽堂等と

大学等との連携及び協力の促進、研修の実施その他の必要な

施策を講ずるものとする。 

（国民の関心と理解の増進） 

第十四条 国及び地方公共団体は、劇場、音楽堂等において行

われる実演芸術に対する国民の関心と理解を深めるため、教

育活動及び啓発活動の実施その他の必要な施策を講ずるもの

とする。 

２ 国及び地方公共団体は、この法律に基づく施策を実施する

に当たっては、国民の理解を得るよう努めるものとする。 

（学校教育との連携） 

第十五条 国及び地方公共団体は、学校教育において、実演芸

術を鑑賞し、又はこれに参加することができるよう、これら

の機会の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（劇場、音楽堂等の事業の活性化に関する指針） 

第十六条 文部科学大臣は、劇場、音楽堂等を設置し、又は運

営する者が行う劇場、音楽堂等の事業の活性化のための取組

に関する指針を定めることができる。 

２ 文部科学大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更しよ

うとするときは、あらかじめ、劇場、音楽堂等の関係者の意

見を聴くものとする。 

３ 文部科学大臣は、第一項の指針を定め、又はこれを変更し

たときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 

   附 則

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律

の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、劇場、

音楽堂等の事業及びその活性化による実演芸術の振興の在り

方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な

措置を講ずるものとする。 
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○古典の日に関する法律 

（平成二十四年法律第八十一号） 

（目的） 

第一条 この法律は、古典が、我が国の文化において重要な位

置を占め、優れた価値を有していることに鑑み、古典の日を

設けること等により、様々な場において、国民が古典に親し

むことを促し、その心のよりどころとして古典を広く根づか

せ、もって心豊かな国民生活及び文化的で活力ある社会の実

現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「古典」とは、文学、音楽、美術、

演劇、伝統芸能、演芸、生活文化その他の文化芸術、学術又

は思想の分野における古来の文化的所産であって、我が国に

おいて創造され、又は継承され、国民に多くの恵沢をもたら

すものとして、優れた価値を有すると認められるに至ったも

のをいう。 

（古典の日） 

第三条 国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるよ

うにするため、古典の日を設ける。 

２ 古典の日は、十一月一日とする。 

３ 国及び地方公共団体は、古典の日には、その趣旨にふさわ

しい行事が実施されるよう努めるものとする。

４ 国及び地方公共団体は、前項に規定するもののほか、家庭、

学校、職場、地域その他の様々な場において、国民が古典に

親しむことができるよう、古典に関する学習及び古典を活用

した教育の機会の整備、古典に関する調査研究の推進及びそ

の成果の普及その他の必要な施策を講ずるよう努めるものと

する。 

   附 則

この法律は、公布の日から施行する。 
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ならない。

（顕彰）

第三十三条 国は，文化芸術活動で顕著な成果を収めた者及び

文化芸術の振興に寄与した者の顕彰に努めるものとする。

（政策形成への民意の反映等）

第三十四条 国は，文化芸術に関する政策形成に民意を反映し，

その過程の公正性及び透明性を確保するため，芸術家等，学

識経験者その他広く国民の意見を求め，これを十分考慮した

上で政策形成を行う仕組みの活用等を図るものとする。

（地方公共団体の施策）

第三十五条 地方公共団体は，第八条から前条までの国の施策

を勘案し，その地域の特性に応じた文化芸術に関する施策の

推進を図るよう努めるものとする。

第四章 文化芸術の推進に係る体制の整備

（文化芸術推進会議）

第三十六条 政府は，文化芸術に関する施策の総合的，一体的

かつ効果的な推進を図るため，文化芸術推進会議を設け，文

部科学省及び内閣府，総務省，外務省，厚生労働省，農林水

産省，経済産業省，国土交通省その他の関係行政機関相互の

連絡調整を行うものとする。

（都道府県及び市町村の文化芸術推進会議等）

第三十七条 都道府県及び市町村に，地方文化芸術推進基本計

画その他の文化芸術の推進に関する重要事項を調査審議させ

るため，条例で定めるところにより，審議会その他の合議制

の機関を置くことができる。

附 則

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から施行する。

（文部科学省設置法の一部改正）

2 文部科学省設置法（平成十一年法律第九十六号）の一部を次

のように改正する。

第二十九条第一項第五号中「著作権法（昭和四十五年法律第四

十八号）」を「文化芸術振興基本法（平成十三年法律第百四十

八号）第七条第三項，著作権法（昭和四十五年法律第四十八

号）」に改める。第二十九条第一項第五号中「著作権法（昭和

四十五年法律第四十八号）」を「文化芸術振興基本法（平成十

三年法律第百四十八号）第七条第三項，著作権法（昭和四十

五年法律第四十八号）」に改める。

附 則（平成二十九年六月二十三日法律第七十三号）抄

（施行期日）

第一条 この法律は，公布の日から施行する。（以下略）

（文化芸術に関する施策を総合的に推進するための文化庁の機

能の拡充等の検討）

第二条 政府は，文化芸術に関する施策を総合的に推進するた

め，文化庁の機能の拡充等について，その行政組織の在り方

を含め検討を加え，その結果に基づいて必要な措置を講ずる

ものとする。 

附 則 （平成三〇年六月八日法律第四二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 

附 則 （令和元年六月七日法律第二六号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

114

８．関係法令　



109 

○海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に

関する法律

（平成十八年法律第九十七号） 

最終改正：平成二十九年法律第七十三号 

（目的）

第一条 この法律は、海外の文化遺産であって、損傷し、衰退

し、消滅し、若しくは破壊され、又はそれらのおそれのある

ものの保護に係る国際的な協力（以下「文化遺産国際協力」

という。）の推進に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を

明らかにするとともに、文化遺産国際協力の推進に関する施

策の基本となる事項を定めることにより、文化遺産国際協力

の推進を図り、もって世界における多様な文化の発展に貢献

するとともに、我が国の国際的地位の向上に資することを目

的とする。

（基本理念）

第二条 文化遺産国際協力は、文化遺産が人類共通の貴重な財

産であることにかんがみ、我が国に蓄積された知識、技術、

経験等を生かしてその保護に取り組むことにより、我が国が

国際社会において主導的な役割を果たしつつ世界における多

様な文化の発展に積極的に貢献するとともに、日本国民の異

なる文化を尊重する心の涵養と国際相互理解の増進が図られ

るように行われるものとする。

２ 文化遺産国際協力は、文化の多様性が重要であることに配

慮しつつ、文化遺産が存在する外国の政府及び関係機関の自

主的な努力を支援することを旨として行われなければならな

い。

３ 文化遺産国際協力の推進に関する施策は、文化芸術基本法

（平成十三年法律第百四十八号）の基本理念に配慮して行わ

れるものとする。

（国の責務）

第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、文化遺産国際協力

の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

（教育研究機関の責務等）

第四条 文化遺産国際協力に係る大学その他の教育研究機関

（以下「教育研究機関」という。）は、文化遺産国際協力に必

要な人材の育成並びに研究及びその成果の普及に自主的かつ

積極的に努めるものとする。

２ 教育研究機関は、文化遺産国際協力に係る研究者及び技術

者の職務及び職場環境がその重要性にふさわしい魅力あるも

のとなるよう、研究者及び技術者の適切な処遇の確保並びに

教育研究施設の整備及び充実に努めるものとする。

３ 国は、文化遺産国際協力の推進に関する施策であって、教

育研究機関に係るものを策定し、及びこれを実施するに当た

っては、研究者の自主性の尊重その他教育研究機関における

研究の特性に配慮しなければならない。

（財政上の措置等）

第五条 政府は、文化遺産国際協力の推進に関する施策を実施

するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努め

るものとする。

（基本方針）

第六条 文部科学大臣及び外務大臣は、文化遺産国際協力を推

進するため、文化遺産国際協力の推進に関する基本的な方針

（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。

２ 基本方針は、文化遺産国際協力を推進するための基本的な

事項その他必要な事項について定めるものとする。

３ 文部科学大臣及び外務大臣は、基本方針を定め、又は変更

しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとす

る。

４ 文部科学大臣及び外務大臣は、基本方針を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

（連携の強化）

第七条 国は、国、文化遺産国際協力に係る独立行政法人（独

立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項

に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。）、教育研究機関、

民間団体等が相互に連携を図りながら協力することにより、

文化遺産国際協力の効果的な推進が図られることにかんがみ、

これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとす

る。

（関係行政機関の相互の密接な連携）

第八条 文化遺産国際協力の推進に当たっては、文化遺産国際

協力の推進に必要な措置が適切に講じられるよう、関係行政

機関の相互の密接な連携の下に、これが行われなければなら

ない。

（教育研究機関及び民間団体に対する支援）

第九条 国は、教育研究機関及び民間団体が文化遺産国際協力

に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要

な施策を講ずるものとする。

（人材の確保等）

第十条 国は、文化遺産国際協力を推進するため、文化遺産国

際協力に係る独立行政法人、教育研究機関、民間団体等と相

互に緊密な連携協力を図りながら、文化遺産の保護に関する

専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上に必要

な施策を講ずるものとする。

（国際的協調のための施策）

第十一条 国は、文化遺産の保護に関する諸条約等の精神にの

っとり文化遺産国際協力を国際的協調の下に推進するため、

外国の政府若しくは関係機関又は国際機関との情報の交換そ

の他の必要かつ適切な施策を講ずるよう努めるものとする。

（国の内外の情報の収集、整理及び活用）

第十二条 国は、必要な文化遺産国際協力が適切かつ有効に実

施されるよう、文化遺産国際協力に関する国の内外の情報の

収集、整理及び活用その他の必要な施策を講ずるものとする。 
（意見の反映）

第十三条 国は、文化遺産国際協力の推進に関する施策の適正

な策定及び実施に資するため、文化遺産国際協力において保

存、修復等に携わる関係者等の意見を国の施策に反映させる

ための制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

（国民の理解及び関心の増進）

第十四条 国は、文化遺産国際協力並びに文化遺産国際協力に

おいて研究者及び技術者が果たす役割の重要性に関する国民

の理解と関心を深めるよう、文化遺産国際協力に関する広報

活動の充実及び教育の振興その他の必要な施策を講ずるもの

とする。
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○海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に

関する法律 

（平成十八年法律第九十七号） 

最終改正：平成二十九年法律第七十三号 

（目的）

第一条 この法律は、海外の文化遺産であって、損傷し、衰退

し、消滅し、若しくは破壊され、又はそれらのおそれのある

ものの保護に係る国際的な協力（以下「文化遺産国際協力」

という。）の推進に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を

明らかにするとともに、文化遺産国際協力の推進に関する施

策の基本となる事項を定めることにより、文化遺産国際協力

の推進を図り、もって世界における多様な文化の発展に貢献

するとともに、我が国の国際的地位の向上に資することを目

的とする。

（基本理念）

第二条 文化遺産国際協力は、文化遺産が人類共通の貴重な財

産であることにかんがみ、我が国に蓄積された知識、技術、

経験等を生かしてその保護に取り組むことにより、我が国が

国際社会において主導的な役割を果たしつつ世界における多

様な文化の発展に積極的に貢献するとともに、日本国民の異

なる文化を尊重する心の涵養と国際相互理解の増進が図られ

るように行われるものとする。

２ 文化遺産国際協力は、文化の多様性が重要であることに配

慮しつつ、文化遺産が存在する外国の政府及び関係機関の自

主的な努力を支援することを旨として行われなければならな

い。

３ 文化遺産国際協力の推進に関する施策は、文化芸術基本法

（平成十三年法律第百四十八号）の基本理念に配慮して行わ

れるものとする。

（国の責務）

第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、文化遺産国際協力

の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

（教育研究機関の責務等）

第四条 文化遺産国際協力に係る大学その他の教育研究機関

（以下「教育研究機関」という。）は、文化遺産国際協力に必

要な人材の育成並びに研究及びその成果の普及に自主的かつ

積極的に努めるものとする。

２ 教育研究機関は、文化遺産国際協力に係る研究者及び技術

者の職務及び職場環境がその重要性にふさわしい魅力あるも

のとなるよう、研究者及び技術者の適切な処遇の確保並びに

教育研究施設の整備及び充実に努めるものとする。

３ 国は、文化遺産国際協力の推進に関する施策であって、教

育研究機関に係るものを策定し、及びこれを実施するに当た

っては、研究者の自主性の尊重その他教育研究機関における

研究の特性に配慮しなければならない。

（財政上の措置等）

第五条 政府は、文化遺産国際協力の推進に関する施策を実施

するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努め

るものとする。

（基本方針）

第六条 文部科学大臣及び外務大臣は、文化遺産国際協力を推

進するため、文化遺産国際協力の推進に関する基本的な方針

（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。

２ 基本方針は、文化遺産国際協力を推進するための基本的な

事項その他必要な事項について定めるものとする。

３ 文部科学大臣及び外務大臣は、基本方針を定め、又は変更

しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとす

る。

４ 文部科学大臣及び外務大臣は、基本方針を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

（連携の強化）

第七条 国は、国、文化遺産国際協力に係る独立行政法人（独

立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項

に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。）、教育研究機関、

民間団体等が相互に連携を図りながら協力することにより、

文化遺産国際協力の効果的な推進が図られることにかんがみ、

これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとす

る。

（関係行政機関の相互の密接な連携）

第八条 文化遺産国際協力の推進に当たっては、文化遺産国際

協力の推進に必要な措置が適切に講じられるよう、関係行政

機関の相互の密接な連携の下に、これが行われなければなら

ない。

（教育研究機関及び民間団体に対する支援）

第九条 国は、教育研究機関及び民間団体が文化遺産国際協力

に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要

な施策を講ずるものとする。

（人材の確保等）

第十条 国は、文化遺産国際協力を推進するため、文化遺産国

際協力に係る独立行政法人、教育研究機関、民間団体等と相

互に緊密な連携協力を図りながら、文化遺産の保護に関する

専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上に必要

な施策を講ずるものとする。

（国際的協調のための施策）

第十一条 国は、文化遺産の保護に関する諸条約等の精神にの

っとり文化遺産国際協力を国際的協調の下に推進するため、

外国の政府若しくは関係機関又は国際機関との情報の交換そ

の他の必要かつ適切な施策を講ずるよう努めるものとする。

（国の内外の情報の収集、整理及び活用）

第十二条 国は、必要な文化遺産国際協力が適切かつ有効に実

施されるよう、文化遺産国際協力に関する国の内外の情報の

収集、整理及び活用その他の必要な施策を講ずるものとする。

（意見の反映）

第十三条 国は、文化遺産国際協力の推進に関する施策の適正

な策定及び実施に資するため、文化遺産国際協力において保

存、修復等に携わる関係者等の意見を国の施策に反映させる

ための制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

（国民の理解及び関心の増進）

第十四条 国は、文化遺産国際協力並びに文化遺産国際協力に

おいて研究者及び技術者が果たす役割の重要性に関する国民

の理解と関心を深めるよう、文化遺産国際協力に関する広報

活動の充実及び教育の振興その他の必要な施策を講ずるもの

とする。
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   附 則

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 （平成二九年六月二三日法律第七三号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から施行する。
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〇武力紛争の際の文化財の保護に関する法律 

（平成十九年法律第三十二号） 

最終改正：令和四年法律第六十八号 

（目的） 

第一条 この法律は、武力紛争の際の文化財の保護に関する条

約（附則第二項を除き、以下「条約」という。）、武力紛争の

際の文化財の保護に関する議定書（以下「議定書」という。

）及び千九百九十九年三月二十六日にハーグで作成された武

力紛争の際の文化財の保護に関する千九百五十四年のハー

グ条約の第二議定書（以下「第二議定書」という。）の適確

な実施を確保するため、被占領地域流出文化財の輸入の規制

等に関する措置を講じ、もって現在及び将来の世代にわたる

人類の貴重な文化的資産である文化財の国際的な保護に資

することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

一 国内文化財 次に掲げるものをいう。 

イ 条約第一条（ａ）に掲げるもののうち、重要文化財

（文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第

二十七条第一項に規定する重要文化財をいう。）、重要

有形民俗文化財（同法第七十八条第一項に規定する重

要有形民俗文化財をいう。）又は史跡名勝天然記念物

（同法第百九条第一項に規定する史跡名勝天然記念

物をいう。）であるもの

ロ 特定文化財（次条第一項の規定により文部科学大臣

が指定したものをいう。）

二 議定書締約国文化財 条約第一条（ａ）、（ｂ）又は（ｃ

）に掲げるもののうち、議定書の締約国である外国が議

定書により保護の義務を負うものとして定めたものをい

う。 

三 第二議定書締約国等文化財 条約第一条（ａ）、（ｂ）又

は（ｃ）に掲げるもののうち、第二議定書の締約国又は

第二議定書適用国（第二議定書第三条２の規定により第

二議定書の規定を受諾し、かつ、適用する第二議定書の

非締約国をいう。以下同じ。）である外国が第二議定書に

より保護の義務を負うものとして定めたものをいう。 

四 被占領地域流出文化財 議定書締約国文化財のうち、第

四条第二項の規定により文部科学大臣が指定したものを

いう。 

五 特別保護文化財 条約第一条（ａ）、（ｂ）又は（ｃ）に

掲げるもののうち、条約第八条６の規定により登録され

たものをいう。 

六 強化保護文化財 国内文化財又は第二議定書締約国等

文化財のうち、一覧表（第二議定書第一条（ｈ）に規定

する一覧表をいう。以下同じ。）に記載されたもの（第二

議定書第二十四条１に規定する武力紛争の際の文化財の

保護に関する委員会（次条第二項において「委員会」と

いう。）が、第二議定書第十一条９の規定により暫定的な

強化された保護を付与する旨の決定をしたものを含み、

第二議定書第十四条１の規定により強化された保護を停

止したものを除く。）をいう。 

七 特殊標章 条約第十六条１に規定する特殊標章をいう。 

八 身分証明書 武力紛争の際の文化財の保護に関する条

約の施行規則（第六条第三項において「施行規則」とい

う。）第二十一条２に規定する身分証明書をいう。 

（特定文化財の指定等） 

第三条 文部科学大臣は、条約第一条（ｂ）又は（ｃ）に掲げ

るもの（国内にあるものに限る。）のうち、文部科学省令で

定める基準に該当するものを、文部科学省令で定めるところ

により、特定文化財として指定するものとする。 

２ 政府は、第二議定書第十一条１の規定により国内文化財の

うち強化された保護の付与が必要と認められるものを記載

した表を委員会に提出し、同条２の規定により一覧表に記載

することを要請するものとする。 

３ 文部科学大臣は、第一項の規定による指定をしたとき、前

項の規定による要請が行われた国内文化財が一覧表に記載

されたとき又は第二議定書第十一条９の規定により国内文

化財について暫定的な強化された保護を付与する旨の決定

がされたときは、その旨を官報に公示しなければならない。 

（被占領地域流出文化財） 

第四条 外務大臣は、議定書の締約国から次に掲げる議定書締

約国文化財を管理すべき旨の要請を受けたときは、遅滞なく

、その内容を文部科学大臣に通知するものとする。 

一 当該締約国が他の議定書の締約国の地域を占領してい

る場合において、当該占領している地域から輸出された

議定書締約国文化財 

二 当該締約国の地域が他の議定書の締約国に占領されて

いる場合において、当該占領されている地域から輸出さ

れた議定書締約国文化財 

２ 文部科学大臣は、前項の規定により外務大臣から通知を受

けたときは、当該通知に係る議定書締約国文化財を、文部科

学省令で定めるところにより、被占領地域流出文化財として

指定するものとする。 

３ 文部科学大臣は、前項の規定による指定をしようとすると

きは、経済産業大臣に協議しなければならない。 

４ 文部科学大臣は、第二項の規定による指定をしたときは、

その旨を官報に公示しなければならない。 

（輸入の承認） 

第五条 被占領地域流出文化財を輸入しようとする者は、外国

為替及び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二十八号）第

五十二条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられ

るものとする。 

（特殊標章の使用等） 

第六条 何人も、次項から第四項までに規定する場合を除くほ

か、武力攻撃事態（武力攻撃事態等及び存立危機事態におけ

る我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関

する法律（平成十五年法律第七十九号）第二条第二号に規定

する武力攻撃事態（条約の締約国又は条約適用国（条約第十

八条３の規定により条約の規定を受諾し、かつ、適用する条

約の非締約国をいう。）からの武力攻撃に係るものに限る。
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）をいう。以下同じ。）において、特殊標章（これに類似す

る標章を含む。第十一条において同じ。）を使用してはなら

ない。 

２ 国内文化財を正当な権原に基づき管理する者は、武力攻撃

事態において、当該国内文化財又は当該国内文化財の輸送（

条約第十二条又は第十三条に定める条件に従って行われる

ものに限る。）のために使用する車両その他の輸送手段を識

別させるため、文部科学省令で定めるところにより、特殊標

章を使用することができる。ただし、不動産である国内文化

財を識別させるため特殊標章を使用しようとする場合（当該

国内文化財を文部科学大臣が管理している場合を除く。）に

おいては、文部科学大臣の許可（当該国内文化財を文部科学

大臣以外の各省各庁の長（国有財産法（昭和二十三年法律第

七十三号）第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。）

が管理している場合にあっては、文部科学大臣の同意）を受

けなければならない。 

３ 文部科学大臣は、国内文化財の保護に関する職務を行う国

又は地方公共団体の職員、利益保護国の代表（施行規則第三

条の規定により任命された者をいう。以下この項において同

じ。）、文化財管理官（施行規則第四条１の規定により選定さ

れ、又は同条２の規定により任命された者をいう。以下この

項において同じ。）、査察員（施行規則第七条１の規定により

文化財管理官がその派遣先の国に対し推薦し、その承認を得

て任命した者をいう。以下この項において同じ。）及び専門

家（同条２の規定により利益保護国の代表、文化財管理官又

は査察員がそれらの派遣先の国に対し推薦し、その承認を得

て任命した者をいう。）に対し、武力攻撃事態において、こ

れらの者を識別させるため、文部科学省令で定めるところに

より、特殊標章を表示した腕章及び身分証明書を交付するも

のとする。 

４ 前項の規定により特殊標章を表示した腕章及び身分証明書

の交付を受けた者は、その職務を行うに際し、当該腕章を着

用し、かつ、当該身分証明書を携帯するものとする。 

５ 前三項に規定するもののほか、特殊標章の使用に関する手

続その他必要な事項は、文部科学省令で定める。 

（罰則） 

第七条 次に掲げる事態（次項及び次条において「武力紛争事

態」という。）において、正当な理由がないのに、その戦闘

行為として、国内文化財又は第二議定書締約国等文化財（こ

れらのうち特別保護文化財又は強化保護文化財であるもの

に限る。）を損壊した者（第二議定書の締約国又は第二議定

書適用国の軍隊その他これに類する組織の構成員である者

に限る。）は、七年以下の懲役に処する。 

一 第二議定書の締約国間において生ずる武力紛争又は第

二議定書の締約国と第二議定書適用国との間において生

ずる武力紛争の事態 

二 第二議定書の締約国の領域が他の第二議定書の締約国

に占領される事態、第二議定書の締約国の領域が第二議

定書適用国に占領される事態又は第二議定書適用国の領

域が第二議定書の締約国に占領される事態 

三 第二議定書第二十二条１に規定する武力紛争の事態 

２ 武力紛争事態において、正当な理由がないのに、その戦闘

行為として、国内文化財又は第二議定書締約国等文化財（こ

れらのうち特別保護文化財又は強化保護文化財であるもの

を除く。）を損壊した者（第二議定書の締約国又は第二議定

書適用国の軍隊その他これに類する組織の構成員である者

に限る。）は、五年以下の懲役に処する。 

３ 前二項の罪の未遂は、罰する。 

４ 第一項及び第二項の規定は、これらの規定の罪に当たる行

為が国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律（平成

十六年法律第百十五号）第三条の罪に触れるときは、適用し

ない。 

第八条 武力紛争事態において、正当な理由がないのに、強化

保護文化財又はその周囲を戦闘行為又は戦闘行為を支援す

るための活動の用に供し、もって当該強化保護文化財につい

て、当該武力紛争の相手方の戦闘行為による損壊の危険を生

じさせた者（第二議定書の締約国又は第二議定書適用国の軍

隊その他これに類する組織の構成員である者に限る。）は、

三年以下の懲役に処する。 

第九条 第四条第四項の規定により公示された被占領地域流出

文化財であって本邦に輸入されたものを損壊し、又は廃棄し

た者は、五年以下の懲役若しくは禁錮
こ
又は三十万円以下の罰

金に処する。 

２ 前項に規定する者が当該被占領地域流出文化財の所有者で

あるときは、二年以下の懲役若しくは禁錮
こ
又は二十万円以下

の罰金若しくは科料に処する。 

第十条 第四条第四項の規定により公示された被占領地域流出

文化財であって本邦に輸入されたものを譲り渡し、又は譲り

受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する

。ただし、同条第一項に規定する要請をした議定書の締約国

又は当該締約国が指定する者に譲り渡すときは、この限りで

ない。 

第十一条 第六条第一項の規定に違反して特殊標章を使用した

者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

第十二条 第七条第一項から第三項まで及び第八条の罪は、刑

法（明治四十年法律第四十五号）第四条の二の例に従う。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、条約、議定書及び第二議定書が日本国につい

て効力を生ずる日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第十二条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国につ

いて効力を生ずる条約により日本国外において犯したとき

であっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。 

附 則 （平成二七年九月三〇日法律第七六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範

囲内において政令で定める日から施行する。 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六八号） 抄 

（施行期日） 
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１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 
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〇武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則 

（平成十九年文部科学省令第三十七号） 

最終改正：令和元年文部科学省令第九号 

武力紛争の際の文化財の保護に関する法律（平成十九年法律

第三十二号）第三条第一項、第四条第二項並びに第六条第二項

、第三項及び第五項の規定に基づき、並びに同法を実施するた

め、武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則を次の

ように定める。 

（特定文化財の指定の基準） 

第一条 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律（以下「法

」という。）第三条第一項の文部科学省令で定める基準は、

次に掲げるとおりとする。 

一 武力紛争の際の文化財の保護に関する条約（以下「条約

」という。）第一条（ａ）に掲げるもののうち動産である

文化財（文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号

）第二条第一項に掲げる文化財をいう。次号において同

じ。）を保存し、又は公開する施設であって、武力攻撃事

態において保護する必要性が高いものであること。 

二 条約第一条（ａ）に掲げるもののうち動産若しくは不動

産である文化財又は前号に掲げる施設が集中し、かつ、

保存のための適切な措置が講じられている地区であって

、武力攻撃事態において保護する必要性が高いものであ

ること。 

（指定の通知） 

第二条 文部科学大臣は、法第三条第一項の規定による指定を

したときは、その旨を当該特定文化財を正当な権原に基づき

管理する者（次条第二項において「特定文化財管理者」とい

う。）に通知するものとする。 

２ 前項の規定により、通知すべき相手方が著しく多数で個別

に通知し難い事情がある場合には、文部科学大臣は、同項の

規定による通知に代えて、その通知すべき事項を当該特定文

化財の所在地の市（特別区を含む。）町村の事務所又はこれ

に準ずる施設の掲示場に掲示することができる。 

（指定の解除） 

第三条 文部科学大臣は、特定文化財についてその指定の必要

がなくなったと認めるときは、当該指定を解除するものとす

る。 

２ 文部科学大臣は、前項の規定により指定を解除したときは

、その旨を官報に公示するとともに、当該特定文化財管理者

に通知するものとする。 

３ 前項の規定による通知には、前条第二項の規定を準用する

。 

（被占領地域流出文化財の指定） 

第四条 文部科学大臣は、法第四条第一項の規定による通知を

受けた場合において、当該通知に係る文化財が次の各号のい

ずれにも該当すると認めるときは、当該文化財を被占領地域

流出文化財として指定するものとする。ただし、当該文化財

の種類（絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資

料、歴史資料その他の当該文化財の種類をいう。）、特徴（寸

法、重量、材質、形状、色その他の当該文化財の特徴をいう

。）等に係る通知の記載が当該文化財を特定できる程度に明

確でないと認められるときは、この限りでない。 

一 法第四条第一項第一号又は第二号に規定する議定書締

約国文化財であること。 

二 法の施行前に、武力紛争の際の文化財の保護に関する議

定書の締約国間の武力紛争において占領されていた地域

から輸出された議定書締約国文化財でないこと。 

（指定の解除） 

第五条 文部科学大臣は、被占領地域流出文化財についてその

指定の必要がなくなったと認めるときは、当該指定を解除す

るものとする。 

２ 文部科学大臣は、前項の規定により指定を解除したときは

、その旨を官報に公示するものとする。 

（特殊標章の使用方法） 

第六条 法第六条第二項の規定により国内文化財（法第二条第

一号に規定する国内文化財をいう。以下同じ。）を識別させ

るために特殊標章（法第二条第七号に規定する特殊標章をい

う。以下同じ。）を使用しようとする者は、一個の特殊標章

を用いるものとする。 

２ 法第六条第二項の規定により国内文化財の輸送（条約第十

二条又は第十三条に定める条件に従って行われるものに限

る。）のために使用する車両その他の輸送手段を識別させる

ために特殊標章を使用しようとする者は、三個の特殊標章を

三角形の形（一個を下方に置く。）に並べて用いるものとす

る。この場合において、特殊標章は、昼間において上空及び

地上から明確に視認できるように配置しなければならない。 

３ 法第六条第二項ただし書の規定により国内文化財を正当な

権原に基づき管理する者（次条及び第八条において「国内文

化財管理者」という。）が不動産である国内文化財（文部科

学大臣又は文部科学大臣以外の各省各庁の長（国有財産法（

昭和二十三年法律第七十三号）第四条第二項に規定する各省

各庁の長をいう。第十条において同じ。）が管理するものを

除く。）を識別させるために特殊標章を使用する場合は、第

八条第一項の許可証を同時に掲示しなければならない。 

（特殊標章の使用の許可の申請） 

第七条 国内文化財管理者は、法第六条第二項ただし書の規定

による特殊標章の使用の許可を受けようとするときは、次に

掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなけ

ればならない。 

一 国内文化財の名称及び所在地 

二 国内文化財管理者の氏名又は名称及び住所 

三 その他参考となるべき事項 

２ 法第六条第二項ただし書の許可を受けた国内文化財管理者

は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速や

かに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 

（許可証の交付等） 

第八条 文部科学大臣は、法第六条第二項ただし書に規定する

許可をしたときは、当該許可を受けた国内文化財管理者に許

可証を交付する。 

２ 前項の規定による許可証の交付を受けた国内文化財管理者

は、当該許可証の記載事項に変更を生じたときは、文部科学
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大臣に届け出て、許可証に変更に係る事項の記載を受けなけ

ればならない。この場合においては、当該許可証を添えなけ

ればならない。 

３ 第一項の規定による許可証の交付を受けた国内文化財管理

者は、当該許可証を滅失し、汚損し、又は破損したときは、

文部科学大臣に許可証の再交付を申請することができる。こ

の場合においては、汚損し、又は破損した許可証を添えなけ

ればならない。 

（文部科学大臣による特殊標章の使用） 

第九条 文部科学大臣が管理する不動産である国内文化財を識

別させるために特殊標章を使用する場合は、文部科学大臣が

当該文化財を管理するものであることを証する証明書を同

時に掲示するものとする。 

（文部科学大臣以外の各省各庁の長による特殊標章の使用） 

第十条 文部科学大臣以外の各省各庁の長が管理する不動産で

ある国内文化財を識別させるために特殊標章を使用する場

合は、文部科学大臣の同意書を同時に掲示するものとする。 

２ 第七条及び第八条の規定は、文部科学大臣以外の各省各庁

の長が法第六条第二項ただし書の規定による同意を受けよ

うとする場合において準用する。この場合において、第七条

及び第八条第一項中「許可」とあるのは「同意」と、第八条

中「許可証」とあるのは「同意書」と読み替えるものとする

。 

（許可証の様式） 

第十一条 第八条第一項（前条第二項において準用する場合を

含む。）の許可証の様式は、別記様式第一によるものとする

。 

（身分証明書の様式） 

第十二条 法第六条第三項に規定する身分証明書の様式は、別

記様式第二によるものとする。 

（特殊標章の様式） 

第十三条 特殊標章の様式は、別記様式第三によるものとする

。 

附 則 

この省令は、法の施行日から施行する。 

附 則 （令和元年七月一日文部科学省令第九号） 

（施行期日） 

１ この省令は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙

は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

別記様式第１（第１１条関係） 

[略] 

別記様式第２（第１２条関係） 

[略] 

別記様式第３（第１３条関係） 

[略] 
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〇建築基準法（抄） 

（昭和二十五年法律第二百一号） 
最終改正：令和六年法律第五十三号 

目次 

第一章 総則（第一条―第十八条の三） 

第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備（第十 

九条―第四十一条） 

第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、 

構造、建築設備及び用途 

第一節 総則（第四十一条の二・第四十二条） 

第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線 

との関係等（第四十三条―第四十七条 

） 

第三節 建築物の用途（第四十八条―第五十一 

条） 

第四節 建築物の敷地及び構造（第五十二条― 

第六十条） 

第四節の二 都市再生特別地区、居住環境向上 

用途誘導地区及び特定用途誘導地 

区（第六十条の二―第六十条の三 

） 

第五節 防火地域及び準防火地域（第六十一条 

―第六十六条） 

第五節の二 特定防災街区整備地区（第六十七 

条・第六十七条の二） 

第六節 景観地区（第六十八条） 

第七節 地区計画等の区域（第六十八条の二― 

第六十八条の八） 

第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外 

の区域内の建築物の敷地及び構造（第 

六十八条の九） 

第三章の二 型式適合認定等（第六十八条の十― 

第六十八条の二十六） 

第四章 建築協定（第六十九条―第七十七条） 

第四章の二 指定建築基準適合判定資格者検定機 

関等 

第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関 

（第七十七条の二―第七十七条の十七） 

第一節の二 指定構造計算適合判定資格者検定 

機関（第七十七条の十七の二） 

第二節 指定確認検査機関（第七十七条の十八 

―第七十七条の三十五） 

第三節 指定構造計算適合性判定機関（第七十 

七条の三十五の二―第七十七条の三十

五の二十一） 

第四節 指定認定機関等（第七十七条の三十六 

―第七十七条の五十五） 

第五節 指定性能評価機関等（第七十七条の五 

十六・第七十七条の五十七） 

第四章の三 建築基準適合判定資格者等の登録 

第一節 建築基準適合判定資格者の登録（第七 

十七条の五十八―第七十七条の六十五） 

第二節 構造計算適合判定資格者の登録（第七 

十七条の六十六） 

第五章 建築審査会（第七十八条―第八十三条） 

第六章 雑則（第八十四条―第九十七条の六） 

第七章 罰則（第九十八条―第百七条） 

附則 

第一章 総則 

（適用の除外） 

第三条 この法律並びにこれに基づく命令及び条例

の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物

については、適用しない。 

一 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四 

号）の規定によつて国宝、重要文化財、重要 

有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又 

は史跡名勝天然記念物として指定され、又は 

仮指定された建築物 

二 旧重要美術品等の保存に関する法律（昭和八 

年法律第四十三号）の規定によつて重要美術 

品等として認定された建築物 

三 文化財保護法第百八十二条第二項の条例その 

他の条例の定めるところにより現状変更の規 

制及び保存のための措置が講じられている建 

築物（次号において「保存建築物」という。 

）であつて、特定行政庁が建築審査会の同意 

を得て指定したもの 

四 第一号若しくは第二号に掲げる建築物又は保 

存建築物であつたものの原形を再現する建築 

物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て 

その原形の再現がやむを得ないと認めたもの 

２・３（略） 

第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備 

（大規模の建築物の主要構造部等） 

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する建築物

（その主要構造部（床、屋根及び階段を除く。）の

政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラス

チックその他の可燃材料を用いたものに限る。）は

、その特定主要構造部を通常火災終了時間（建築

物の構造、建築設備及び用途に応じて通常の火災

が消火の措置により終了するまでに通常要する時

間をいう。）が経過するまでの間当該火災による建

築物の倒壊及び延焼を防止するために特定主要構

造部に必要とされる性能に関して政令で定める技

術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定め

た構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定

を受けたものとしなければならない。ただし、そ

の周囲に延焼防止上有効な空地で政令で定める技

術的基準に適合するものを有する建築物について

は、この限りでない。

一 地階を除く階数が四以上である建築物

二 高さが十六メートルを超える建築物

三 別表第一（い）欄（五）項又は（六）項に掲

げる用途に供する特殊建築物で、高さが十三 

メートルを超えるもの

２ 延べ面積が三千平方メートルを超える建築物（ 

その主要構造部（床、屋根及び階段を除く。）の前 

項の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プ 

ラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る

。）は、その壁、柱、床その他の建築物の部分又は

防火戸その他の政令で定める防火設備を通常の火

災時における火熱が当該建築物の周囲に防火上有

害な影響を及ぼすことを防止するためにこれらに
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必要とされる性能に関して政令で定める技術的基 

準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造 

方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受け 

たものとしなければならない。 

３ 前二項に規定する基準の適用上一の建築物であ 

つても別の建築物とみなすことができる部分と

して政令で定める部分が二以上ある建築物の当

該建築物の部分は、これらの規定の適用について

は、それぞれ別の建築物とみなす。 

（屋根） 

第二十二条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域

以外の市街地について指定する区域内にある建築

物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉

による建築物の火災の発生を防止するために屋根

に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用

途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合

するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用

いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものと

しなければならない。ただし、茶室、あずまやそ

の他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方

メートル以内の物置、納屋その他これらに類する

建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部

分については、この限りでない。

２ 特定行政庁は、前項の規定による指定をする場

合においては、あらかじめ、都市計画区域内にあ

る区域については都道府県都市計画審議会（市町

村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる

特定行政庁が行う場合にあつては、当該市町村都

市計画審議会。第五十一条を除き、以下同じ。）の

意見を聴き、その他の区域については関係市町村

の同意を得なければならない。 

第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、 

構造、建築設備及び用途 

第五節 防火地域及び準防火地域 

（防火地域及び準防火地域内の建築物） 

第六十一条 防火地域又は準防火地域内にある建築

物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部

分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け

、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当

該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防

止するためにこれらに必要とされる性能に関して

防火地域及び準防火地域の別並びに建築物の規模

に応じて政令で定める技術的基準に適合するもの

で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの

又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなけれ

ばならない。ただし、門又は塀で、高さ二メート

ル以下のもの又は準防火地域内にある建築物（木

造建築物等を除く。）に附属するものについては、

この限りでない。

２ 前項に規定する基準の適用上一の建築物であつ 

ても別の建築物とみなすことができる部分として 

政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築 

物の部分は、同項の規定の適用については、それ 

ぞれ別の建築物とみなす。 

（屋根） 

第六十二条 防火地域又は準防火地域内の建築物の 

屋根の構造は、市街地における火災を想定した火 

の粉による建築物の火災の発生を防止するために 

屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及 

び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に 

適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法 

を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたも 

のとしなければならない。 

第六章 雑則 

（景観重要建造物である建築物に対する制限の緩 

和） 

第八十五条の二 景観法第十九条第一項の規定によ

り景観重要建造物として指定された建築物のうち

、良好な景観の保全のためその位置又は構造をそ

の状態において保存すべきものについては、市町

村は、同法第二十二条及び第二十五条の規定の施

行のため必要と認める場合においては、国土交通

大臣の承認を得て、条例で、第二十一条から第二

十五条まで、第二十八条、第四十三条、第四十四

条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五

十四条から第五十六条の二まで、第五十八条、第

六十一条、第六十二条、第六十七条第一項及び第

五項から第七項まで並びに第六十八条第一項及び

第二項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又

はこれらの規定による制限を緩和することができ

る。 

（伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和） 

第八十五条の三 文化財保護法第百四十三条第一項

又は第二項の伝統的建造物群保存地区内において

は、市町村は、同条第一項後段（同条第二項後段

において準用する場合を含む。）の条例において定

められた現状変更の規制及び保存のための措置を

確保するため必要と認める場合においては、国土

交通大臣の承認を得て、条例で、第二十一条から

第二十五条まで、第二十八条、第四十三条、第四

十四条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、

第五十六条、第六十一条、第六十二条及び第六十

七条第一項の規定の全部若しくは一部を適用せず

、又はこれらの規定による制限を緩和することが

できる。 
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〇都市計画法（抄） 

（昭和四十三年法律第百号） 
最終改正：令和六年法律第四十号 

目次 

第一章 総則（第一条―第六条） 

第二章 都市計画 

第一節 都市計画の内容（第六条の二―第十四 

条） 

第二節 都市計画の決定及び変更（第十五条― 

第二十八条） 

第三章 都市計画制限等 

第一節 開発行為等の規制（第二十九条―第五 

十一条） 

第一節の二 田園住居地域内における建築等の 

規制（第五十二条） 

第一節の三 市街地開発事業等予定区域の区域 

内における建築等の規制（第五十二条 

の二―第五十二条の五） 

第二節 都市計画施設等の区域内における建築 

等の規制（第五十三条―第五十七条の 

六） 

第三節 風致地区内における建築等の規制（第 

五十八条） 

第四節 地区計画等の区域内における建築等の 

規制（第五十八条の二―第五十八条の 

四） 

第五節 遊休土地転換利用促進地区内における 

土地利用に関する措置等（第五十八条 

の五―第五十八条の十二） 

第四章 都市計画事業 

第一節 都市計画事業の認可等（第五十九条― 

第六十四条） 

第二節 都市計画事業の施行（第六十五条―第 

七十五条） 

第五章 都市施設等整備協定（第七十五条の二― 

第七十五条の四） 

第六章 都市計画協力団体（第七十五条の五―第 

七十五条の十） 

第七章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都 

道府県都市計画審議会等（第七十六条― 

第七十八条） 

第八章 雑則（第七十九条―第八十八条の二） 

第九章 罰則（第八十九条―第九十八条） 

附則 

第一章 総則 

（定義） 

第四条 この法律において「都市計画」とは、都市

の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利

用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する

計画で、次章の規定に従い定められたものをいう

。 

２ この法律において「都市計画区域」とは次条の

規定により指定された区域を、「準都市計画区域」

とは第五条の二の規定により指定された区域をい

う。 

３ この法律において「地域地区」とは、第八条第

一項各号に掲げる地域、地区又は街区をいう。 

４ この法律において「促進区域」とは、第十条の

二第一項各号に掲げる区域をいう。 

５ この法律において「都市施設」とは、都市計画

において定められるべき第十一条第一項各号に掲

げる施設をいう。 

６ この法律において「都市計画施設」とは、都市

計画において定められた第十一条第一項各号に掲

げる施設をいう。 

７ この法律において「市街地開発事業」とは、第

十二条第一項各号に掲げる事業をいう。 

８ この法律において「市街地開発事業等予定区域

」とは、第十二条の二第一項各号に掲げる予定区

域をいう。 

９ この法律において「地区計画等」とは、第十二

条の四第一項各号に掲げる計画をいう。 

１０ この法律において「建築物」とは建築基準法

（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第一号に

定める建築物を、「建築」とは同条第十三号に定め

る建築をいう。 

１１ この法律において「特定工作物」とは、コン

クリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化

をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるも

の（以下「第一種特定工作物」という。）又はゴル

フコースその他大規模な工作物で政令で定めるも

の（以下「第二種特定工作物」という。）をいう。 

１２ この法律において「開発行為」とは、主とし

て建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供す

る目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。 

１３ この法律において「開発区域」とは、開発行

為をする土地の区域をいう。 

１４ この法律において「公共施設」とは、道路、

公園その他政令で定める公共の用に供する施設を

いう。 

１５ この法律において「都市計画事業」とは、こ

の法律で定めるところにより第五十九条の規定に

よる認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施

設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう

。 

１６ この法律において「施行者」とは、都市計画

事業を施行する者をいう。 

（都市計画区域） 

第五条 都道府県は、市又は人口、就業者数その他

の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心

の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並

びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令

で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、

一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び

保全する必要がある区域を都市計画区域として指

定するものとする。この場合において、必要があ

るときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計

画区域を指定することができる。 

２ 都道府県は、前項の規定によるもののほか、首

都圏整備法（昭和三十一年法律第八十三号）によ

る都市開発区域、近畿圏整備法（昭和三十八年法

律第百二十九号）による都市開発区域、中部圏開
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発整備法（昭和四十一年法律第百二号）による都

市開発区域その他新たに住居都市、工業都市その

他の都市として開発し、及び保全する必要がある

区域を都市計画区域として指定するものとする。 

３ 都道府県は、前二項の規定により都市計画区域

を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市

町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くと

ともに、国土交通省令で定めるところにより、国

土交通大臣に協議し、その同意を得なければなら

ない。 

４ 二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は

、第一項及び第二項の規定にかかわらず、国土交

通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴い

て指定するものとする。この場合において、関係

都府県が意見を述べようとするときは、あらかじ

め、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意

見を聴かなければならない。 

５ 都市計画区域の指定は、国土交通省令で定める

ところにより、公告することによつて行なう。 

６ 前各項の規定は、都市計画区域の変更又は廃止

について準用する。 

（準都市計画区域） 

第五条の二 都道府県は、都市計画区域外の区域の

うち、相当数の建築物その他の工作物（以下「建

築物等」という。）の建築若しくは建設又はこれら

の敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込

まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件

並びに農業振興地域の整備に関する法律（昭和四

十四年法律第五十八号）その他の法令による土地

利用の規制の状況その他国土交通省令で定める事

項に関する現況及び推移を勘案して、そのまま土

地利用を整序し、又は環境を保全するための措置

を講ずることなく放置すれば、将来における一体

の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じ

るおそれがあると認められる一定の区域を、準都

市計画区域として指定することができる。 

２ 都道府県は、前項の規定により準都市計画区域

を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市

町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かな

ければならない。 

３ 準都市計画区域の指定は、国土交通省令で定め

るところにより、公告することによつて行う。 

４ 前三項の規定は、準都市計画区域の変更又は廃

止について準用する。 

５ 準都市計画区域の全部又は一部について都市計

画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域

は、前項の規定にかかわらず、廃止され、又は当

該都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更

されたものとみなす。 

第二章 都市計画 

第一節 都市計画の内容 

（区域区分） 

第七条 都市計画区域について無秩序な市街化を防

止し、計画的な市街化を図るため必要があるとき

は、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域と

の区分（以下「区域区分」という。）を定めること

ができる。ただし、次に掲げる都市計画区域につ

いては、区域区分を定めるものとする。 

一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む 

都市計画区域 

イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成

市街地又は同条第四項に規定する近郊整備

地帯

ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成

都市区域又は同条第四項に規定する近郊整

備区域

ハ 中部圏開発整備法第二条第三項に規定する

都市整備区域

二 前号に掲げるもののほか、大都市に係る都 

市計画区域として政令で定めるもの 

２ 市街化区域は、すでに市街地を形成している区

域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市

街化を図るべき区域とする。 

３ 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域と

する。 

（都市再開発方針等） 

第七条の二 都市計画区域については、都市計画に

、次に掲げる方針（以下「都市再開発方針等」と

いう。）を定めることができる。 

一 都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号 

）第二条の三第一項又は第二項の規定による 

都市再開発の方針 

二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の 

促進に関する特別措置法（昭和五十年法律第 

六十七号）第四条第一項の規定による住宅市 

街地の開発整備の方針 

三 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の 

再配置の促進に関する法律（平成四年法律第 

七十六号）第三十条の規定による拠点業務市 

街地の開発整備の方針 

四 密集市街地における防災街区の整備の促進に 

関する法律（平成九年法律第四十九号。以下 

「密集市街地整備法」という。）第三条第一項 

の規定による防災街区整備方針 

２ 都市計画区域について定められる都市計画（区 

域外都市施設に関するものを含む。）は、都市再開 

発方針等に即したものでなければならない。 

（地域地区） 

第八条 都市計画区域については、都市計画に、次

に掲げる地域、地区又は街区を定めることができ

る。 

一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専 

用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種 

中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二 

種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近 

隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地 

域又は工業専用地域（以下「用途地域」と総 

称する。） 

二 特別用途地区 

二の二 特定用途制限地域 

二の三 特例容積率適用地区 

二の四 高層住居誘導地区 

三 高度地区又は高度利用地区 

四 特定街区 

四の二 都市再生特別措置法（平成十四年法律第 
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二十二号）第三十六条第一項の規定による都 

市再生特別地区、同法第八十九条の規定によ 

る居住調整地域、同法第九十四条の二第一項 

の規定による居住環境向上用途誘導地区又は 

同法第百九条第一項の規定による特定用途誘 

導地区 

五 防火地域又は準防火地域 

五の二 密集市街地整備法第三十一条第一項の規 

定による特定防災街区整備地区 

六 景観法（平成十六年法律第百十号）第六十一 

条第一項の規定による景観地区 

七 風致地区 

八 駐車場法（昭和三十二年法律第百六号）第三 

条第一項の規定による駐車場整備地区 

九 臨港地区 

十 古都における歴史的風土の保存に関する特別 

措置法（昭和四十一年法律第一号）第六条第 

一項の規定による歴史的風土特別保存地区 

十一 明日香村における歴史的風土の保存及び生 

活環境の整備等に関する特別措置法（昭和五 

十五年法律第六十号）第三条第一項の規定に 

よる第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴 

史的風土保存地区 

十二 都市緑地法（昭和四十八年法律第七十二号 

）第五条の規定による緑地保全地域、同法第 

十二条の規定による特別緑地保全地区又は同 

法第三十四条第一項の規定による緑化地域 

十三 流通業務市街地の整備に関する法律（昭和 

四十一年法律第百十号）第四条第一項の規定 

による流通業務地区 

十四 生産緑地法（昭和四十九年法律第六十八号 

）第三条第一項の規定による生産緑地地区 

十五 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十 

四号）第百四十三条第一項の規定による伝統 

的建造物群保存地区 

十六 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法（ 

昭和五十三年法律第二十六号）第四条第一項 

の規定による航空機騒音障害防止地区又は 

航空機騒音障害防止特別地区 

２ 準都市計画区域については、都市計画に、前項

第一号から第二号の二まで、第三号（高度地区に

係る部分に限る。）、第六号、第七号、第十二号（

都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域に係

る部分に限る。）又は第十五号に掲げる地域又は地

区を定めることができる。 

３ 地域地区については、都市計画に、第一号及び

第二号に掲げる事項を定めるものとするとともに

、第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものと

する。 

一 地域地区の種類（特別用途地区にあつては、 

その指定により実現を図るべき特別の目的を 

明らかにした特別用途地区の種類）、位置及び 

区域 

二 次に掲げる地域地区については、それぞれ次 

に定める事項 

イ 用途地域 建築基準法第五十二条第一項

第一号から第四号までに規定する建築物

の容積率（延べ面積の敷地面積に対する

割合をいう。以下同じ。）並びに同法第五

十三条の二第一項及び第二項に規定する 

建築物の敷地面積の最低限度（建築物の 

敷地面積の最低限度にあつては、当該地 

域における市街地の環境を確保するため 

必要な場合に限る。） 

ロ 第一種低層住居専用地域、第二種低層住

居専用地域又は田園住居地域 建築基準

法第五十三条第一項第一号に規定する建

築物の建蔽率（建築面積の敷地面積に対

する割合をいう。以下同じ。）、同法第五

十四条に規定する外壁の後退距離の限度

（低層住宅に係る良好な住居の環境を保

護するため必要な場合に限る。）及び同法

第五十五条第一項に規定する建築物の高

さの限度

ハ 第一種中高層住居専用地域、第二種中高

層住居専用地域、第一種住居地域、第二

種住居地域、準住居地域、近隣商業地域

、準工業地域、工業地域又は工業専用地

域 建築基準法第五十三条第一項第一号

から第三号まで又は第五号に規定する建

築物の建蔽率

ニ 特定用途制限地域 制限すべき特定の建

築物等の用途の概要

ホ 特例容積率適用地区 建築物の高さの最

高限度（当該地区における市街地の環境

を確保するために必要な場合に限る。）

ヘ 高層住居誘導地区 建築基準法第五十二

条第一項第五号に規定する建築物の容積

率、建築物の建蔽率の最高限度（当該地

区における市街地の環境を確保するため

必要な場合に限る。次条第十七項におい

て同じ。）及び建築物の敷地面積の最低限

度（当該地区における市街地の環境を確

保するため必要な場合に限る。次条第十

七項において同じ。）

ト 高度地区 建築物の高さの最高限度又は

最低限度（準都市計画区域内にあつては

、建築物の高さの最高限度。次条第十八

項において同じ。）

チ 高度利用地区 建築物の容積率の最高限

度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高

限度、建築物の建築面積の最低限度並び

に壁面の位置の制限（壁面の位置の制限

にあつては、敷地内に道路（都市計画に

おいて定められた計画道路を含む。以下

この号において同じ。）に接して有効な空

間を確保して市街地の環境の向上を図る

ため必要な場合における当該道路に面す

る壁面の位置に限る。次条第十九項にお

いて同じ。）

リ 特定街区 建築物の容積率並びに建築物

の高さの最高限度及び壁面の位置の制限

三 面積その他の政令で定める事項 

４ 都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区

、特定用途誘導地区、特定防災街区整備地区、景

観地区及び緑化地域について都市計画に定めるべ

き事項は、前項第一号及び第三号に掲げるものの

ほか、別に法律で定める。 
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第二節 都市計画の決定及び変更 

（都市計画を定める者） 

第十五条 次に掲げる都市計画は都道府県が、その

他の都市計画は市町村が定める。 

一 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に 

関する都市計画 

二 区域区分に関する都市計画 

三 都市再開発方針等に関する都市計画 

四 第八条第一項第四号の二、第九号から第十三 

号まで及び第十六号に掲げる地域地区（同項 

第四号の二に掲げる地区にあつては都市再生 

特別措置法第三十六条第一項の規定による都 

市再生特別地区に、第八条第一項第九号に掲 

げる地区にあつては港湾法（昭和二十五年法 

律第二百十八号）第二条第二項の国際戦略港 

湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るものに 

、第八条第一項第十二号に掲げる地区にあつ 

ては都市緑地法第五条の規定による緑地保全 

地域（二以上の市町村の区域にわたるものに 

限る。）、首都圏近郊緑地保全法（昭和四十一 

年法律第百一号）第四条第二項第三号の近郊 

緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整 

備に関する法律（昭和四十二年法律第百三号 

）第六条第二項の近郊緑地特別保全地区に限 

る。）に関する都市計画 

五 一の市町村の区域を超える広域の見地から決 

定すべき地域地区として政令で定めるもの又 

は一の市町村の区域を超える広域の見地から 

決定すべき都市施設若しくは根幹的都市施設 

として政令で定めるものに関する都市計画 

六 市街地開発事業（土地区画整理事業、市街地 

再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区 

整備事業にあつては、政令で定める大規模な 

ものであつて、国の機関又は都道府県が施行 

すると見込まれるものに限る。）に関する都市 

計画 

七 市街地開発事業等予定区域（第十二条の二第 

一項第四号から第六号までに掲げる予定区域 

にあつては、一の市町村の区域を超える広域 

の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都 

市施設の予定区域として政令で定めるものに 

限る。）に関する都市計画 

２ 市町村の合併その他の理由により、前項第五号

に該当する都市計画が同号に該当しないこととな

つたとき、又は同号に該当しない都市計画が同号

に該当することとなつたときは、当該都市計画は

、それぞれ市町村又は都道府県が決定したものと

みなす。 

３ 市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て

定められた当該市町村の建設に関する基本構想に

即し、かつ、都道府県が定めた都市計画に適合し

たものでなければならない。 

４ 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた

都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、

都道府県が定めた都市計画が優先するものとする

。 

（都道府県の都市計画の案の作成） 

第十五条の二 市町村は、必要があると認めるとき

は、都道府県に対し、都道府県が定める都市計画

の案の内容となるべき事項を申し出ることができ

る。 

２ 都道府県は、都市計画の案を作成しようとする

ときは、関係市町村に対し、資料の提出その他必

要な協力を求めることができる。 

（都道府県の都市計画の決定） 

第十八条 都道府県は、関係市町村の意見を聴き、

かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市

計画を決定するものとする。 

２ 都道府県は、前項の規定により都市計画の案を

都道府県都市計画審議会に付議しようとするとき

は、第十七条第二項の規定により提出された意見

書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなけ

ればならない。 

３ 都道府県は、国の利害に重大な関係がある政令

で定める都市計画の決定をしようとするときは、

あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより

、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければ

ならない。 

４ 国土交通大臣は、国の利害との調整を図る観点

から、前項の協議を行うものとする。 

（市町村の都市計画に関する基本的な方針） 

第十八条の二 市町村は、議会の議決を経て定めら

れた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都

市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、

当該市町村の都市計画に関する基本的な方針（以

下この条において「基本方針」という。）を定める

ものとする。 

２ 市町村は、基本方針を定めようとするときは、

あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映さ

せるために必要な措置を講ずるものとする。 

３ 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく

、これを公表するとともに、都道府県知事に通知

しなければならない。 

４ 市町村が定める都市計画は、基本方針に即した

ものでなければならない。 

（市町村の都市計画の決定） 

第十九条 市町村は、市町村都市計画審議会（当該

市町村に市町村都市計画審議会が置かれていない

ときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県

都市計画審議会）の議を経て、都市計画を決定す

るものとする。 

２ 市町村は、前項の規定により都市計画の案を市

町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会

に付議しようとするときは、第十七条第二項の規

定により提出された意見書の要旨を市町村都市計

画審議会又は都道府県都市計画審議会に提出しな

ければならない。 

３ 市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域に

ついて都市計画（都市計画区域について定めるも

のにあつては区域外都市施設に関するものを含み

、地区計画等にあつては当該都市計画に定めよう

とする事項のうち政令で定める地区施設の配置及

び規模その他の事項に限る。）を決定しようとする

ときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなけ

ればならない。 
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４ 都道府県知事は、一の市町村の区域を超える広

域の見地からの調整を図る観点又は都道府県が定

め、若しくは定めようとする都市計画との適合を

図る観点から、前項の協議を行うものとする。 

５ 都道府県知事は、第三項の協議を行うに当たり

必要があると認めるときは、関係市町村に対し、

資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力

を求めることができる。 

（国土交通大臣の定める都市計画） 

第二十二条 二以上の都府県の区域にわたる都市計

画区域に係る都市計画は、国土交通大臣及び市町

村が定めるものとする。この場合においては、第

十五条、第十五条の二、第十七条第一項及び第二

項、第二十一条第一項、第二十一条の二第一項か

ら第三項まで並びに第二十一条の三中「都道府県

」とあり、並びに第十九条第三項から第五項まで

の規定中「都道府県知事」とあるのは「国土交通

大臣」と、第十七条の二中「都道府県又は市町村

」とあるのは「市町村」と、第十八条第一項及び

第二項中「都道府県は」とあるのは「国土交通大

臣は」と、第十九条第四項中「都道府県が」とあ

るのは「国土交通大臣が」と、第二十条第一項、

第二十一条の四及び前条中「都道府県又は」とあ

るのは「国土交通大臣又は」と、第二十条第一項

中「都道府県にあつては関係市町村長」とあるの

は「国土交通大臣にあつては関係都府県知事及び

関係市町村長」と、「都道府県知事」とあるのは「

国土交通大臣及び都府県知事」とする。 

２ 国土交通大臣は、都府県が作成する案に基づい

て都市計画を定めるものとする。 

３ 都府県の合併その他の理由により、二以上の都

府県の区域にわたる都市計画区域が一の都府県の

区域内の区域となり、又は一の都府県の区域内の

都市計画区域が二以上の都府県の区域にわたるこ

ととなつた場合における必要な経過措置について

は、政令で定める。 

第三章 都市計画制限等 

第一節 開発行為等の規制 

（開発行為の許可） 

第二十九条 都市計画区域又は準都市計画区域内に

おいて開発行為をしようとする者は、あらかじめ

、国土交通省令で定めるところにより、都道府県

知事（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号

）第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同

法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下

「指定都市等」という。）の区域内にあつては、当

該指定都市等の長。以下この節において同じ。）の

許可を受けなければならない。ただし、次に掲げ

る開発行為については、この限りでない。 

一 市街化区域、区域区分が定められていない都 

市計画区域又は準都市計画区域内において 

行う開発行為で、その規模が、それぞれの区 

域の区分に応じて政令で定める規模未満で 

あるもの 

二 市街化調整区域、区域区分が定められていな 

い都市計画区域又は準都市計画区域内におい 

て行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業 

の用に供する政令で定める建築物又はこれら 

の業務を営む者の居住の用に供する建築物の 

建築の用に供する目的で行うもの 

三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、 

変電所その他これらに類する公益上必要な建 

築物のうち開発区域及びその周辺の地域にお 

ける適正かつ合理的な土地利用及び環境の保 

全を図る上で支障がないものとして政令で定 

める建築物の建築の用に供する目的で行う開 

発行為 

四 都市計画事業の施行として行う開発行為 

五 土地区画整理事業の施行として行う開発行為 

六 市街地再開発事業の施行として行う開発行為 

七 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為 

八 防災街区整備事業の施行として行う開発行為 

九 公有水面埋立法（大正十年法律第五十七号） 

第二条第一項の免許を受けた埋立地であつて 

、まだ同法第二十二条第二項の告示がないも 

のにおいて行う開発行為 

十 非常災害のため必要な応急措置として行う開 

発行為 

十一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 

で政令で定めるもの 

２ 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内に

おいて、それにより一定の市街地を形成すると見

込まれる規模として政令で定める規模以上の開発

行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通

省令で定めるところにより、都道府県知事の許可

を受けなければならない。ただし、次に掲げる開

発行為については、この限りでない。 

一 農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で 

定める建築物又はこれらの業務を営む者の居 

住の用に供する建築物の建築の用に供する目 

的で行う開発行為 

二 前項第三号、第四号及び第九号から第十一号 

までに掲げる開発行為 

３ 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められ

ていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市

計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以

上の区域にわたる場合における第一項第一号及び

前項の規定の適用については、政令で定める。 

第三節 風致地区内における建築等の規制 

（建築等の規制） 

第五十八条 風致地区内における建築物の建築、宅

地の造成、木竹の伐採その他の行為については、

政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で

、都市の風致を維持するため必要な規制をするこ

とができる。 

２ 第五十一条の規定は、前項の規定に基づく条例

の規定による処分に対する不服について準用する

。 

第八章 雑則 

（指定都市の特例） 
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第八十七条 国土交通大臣又は都道府県は、地方自

治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以

下この条及び次条において単に「指定都市」とい

う。）の区域を含む都市計画区域に係る都市計画を

決定し、又は変更しようとするときは、当該指定

都市の長と協議するものとする。 

第八十七条の二 指定都市の区域においては、第十

五条第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げ

る都市計画（同項第一号に掲げる都市計画にあつ

ては一の指定都市の区域の内外にわたり指定され

ている都市計画区域に係るものを除き、同項第五

号に掲げる都市計画にあつては一の指定都市の区

域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施

設として政令で定めるものに関するものを除く。

）は、指定都市が定める。 

２ 指定都市の区域における第六条の二第三項及び

第七条の二第二項の規定の適用については、これ

らの規定中「定められる」とあるのは、「指定都市

が定める」とする。 

３ 指定都市（その区域の内外にわたり都市計画区

域が指定されているものを除く。）に対する第十八

条の二第一項の規定の適用については、同項中「

ものとする」とあるのは、「ことができる」とする

。 

４ 指定都市が第一項の規定により第十八条第三項

に規定する都市計画を定めようとする場合におけ

る第十九条第三項（第二十一条第二項において準

用する場合を含む。以下この条において同じ。）の

規定の適用については、第十九条第三項中「都道

府県知事に協議しなければ」とあるのは「国土交

通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協

議し、その同意を得なければ」とし、同条第四項

及び第五項の規定は、適用しない。 

５ 国土交通大臣は、国の利害との調整を図る観点

から、前項の規定により読み替えて適用される第

十九条第三項の協議を行うものとする。 

６ 第四項の規定により読み替えて適用される第十

九条第三項の規定により指定都市が国土交通大臣

に協議しようとするときは、あらかじめ、都道府

県知事の意見を聴き、協議書にその意見を添えて

行わなければならない。 

７ 都道府県知事は、一の市町村の区域を超える広

域の見地からの調整を図る観点又は都道府県が定

め、若しくは定めようとする都市計画との適合を

図る観点から、前項の意見の申出を行うものとす

る。 

８ 都道府県知事は、第六項の意見の申出を行うに

当たり必要があると認めるときは、関係市町村に

対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要

な協力を求めることができる。 

９ 指定都市が、二以上の都府県の区域にわたる都

市計画区域に係る第一項の都市計画を定める場合

においては、前三項の規定は、適用しない。 

１０ 指定都市の区域における第二十三条第一項の

規定の適用については、同項中「都道府県」とあ

るのは、「都道府県若しくは指定都市」とする。 

１１ 指定都市に対する第七十七条の二第一項の規

定の適用については、同項中「置くことができる

」とあるのは、「置く」とする。 

（都の特例） 

第八十七条の三 特別区の存する区域においては、

第十五条の規定により市町村が定めるべき都市計

画のうち政令で定めるものは、都が定める。 

２ 前項の規定により都が定める都市計画に係る第

二章第二節（第二十六条第一項及び第三項並びに

第二十七条第二項を除く。）の規定による市町村の

事務は、都が処理する。この場合においては、こ

れらの規定中市町村に関する規定は、都に関する

規定として都に適用があるものとする。 
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〇都市計画法施行令（抄） 

（昭和四十四年政令第百五十八号） 

最終改正：令和五年政令第三百四号 

目次 

第一章 総則（第一条―第二条） 

第二章 都市計画 

第一節 都市計画の内容（第三条―第八条） 

第二節 都市計画の決定等（第九条―第十八条） 

第三章 都市計画制限等 

第一節 開発行為等の規制（第十九条―第三十六条の二） 

第一節の二 田園住居地域内における建築等の規制（第三十

六条の三―第三十六条の七） 

第一節の三 市街地開発事業等予定区域の区域内における

建築等の規制（第三十六条の八・第三十六条の

九） 

第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制（第

三十七条―第三十八条の三） 

第三節 地区計画の区域内における建築等の規制（第三十八

条の四―第三十八条の七） 

第四節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に

関する措置等（第三十八条の八―第三十八条の十） 

第四章 都市計画事業（第三十九条・第四十条） 

第五章 雑則（第四十一条―第四十六条） 

附則 

（都市計画区域に係る町村の要件） 

第二条 法第五条第一項（同条第六項において準用する場合を含

む。）の政令で定める要件は、次の各号の一に掲げるものとす

る。 

一 当該町村の人口が一万以上であり、かつ、商工業その他

の都市的業態に従事する者の数が全就業者数の五十パー

セント以上であること。 

二 当該町村の発展の動向、人口及び産業の将来の見通し等

からみて、おおむね十年以内に前号に該当することとなる

と認められること。 

三 当該町村の中心の市街地を形成している区域内の人口が

三千以上であること。 

四 温泉その他の観光資源があることにより多数人が集中す

るため、特に、良好な都市環境の形成を図る必要があるこ

と。 

五 火災、震災その他の災害により当該町村の市街地を形成

している区域内の相当数の建築物が滅失した場合におい

て、当該町村の市街地の健全な復興を図る必要があること

。 

（大都市に係る都市計画区域） 

第三条 法第七条第一項第二号の大都市に係る都市計画区域と

して政令で定めるものは、地方自治法（昭和二十二年法律第

六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下単

に「指定都市」という。）の区域の全部又は一部を含む都市計

画区域（指定都市の区域の一部を含む都市計画区域にあつて

は、その区域内の人口が五十万未満であるものを除く。）とす

る。 

（地域地区について都市計画に定める事項） 

第四条 法第八条第三項第三号の政令で定める事項は、面積並び

に特定街区、景観地区、風致地区、臨港地区、歴史的風土特

別保存地区、第一種歴史的風土保存地区、第二種歴史的風土

保存地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、流通業務地区

及び伝統的建造物群保存地区については名称とする。 

（都市計画基準） 

第八条 区域区分に関し必要な技術的基準は、次に掲げるものと

する。 

一 既に市街地を形成している区域として市街化区域に定め

る土地の区域は、相当の人口及び人口密度を有する市街地

その他の既成市街地として国土交通省令で定めるもの並

びにこれに接続して現に市街化しつつある土地の区域と

すること。 

二 おおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべ

き区域として市街化区域に定める土地の区域は、原則とし

て、次に掲げる土地の区域を含まないものとすること。 

イ 当該都市計画区域における市街化の動向並びに鉄道、

道路、河川及び用排水施設の整備の見通し等を勘案し

て市街化することが不適当な土地の区域

ロ 溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれ

のある土地の区域

ハ 優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保

存すべき土地の区域

ニ 優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水

源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべ

き土地の区域

三 区域区分のための土地の境界は、原則として、鉄道その

他の施設、河川、海岸、崖その他の地形、地物等土地の範

囲を明示するのに適当なものにより定めることとし、これ

により難い場合には、町界、字界等によること。 

２ 用途地域には、原則として、次に掲げる土地の区域を含まな

いものとする。 

一 農業振興地域の整備に関する法律（昭和四十四年法律第

五十八号）第八条第二項第一号に規定する農用地区域（第

十六条の二第一号において単に「農用地区域」という。）

又は農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）第五条第

二項第一号ロに掲げる農地（同法第四十三条第一項の規定

により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適

用する同号ロに掲げる農地を含む。）若しくは採草放牧地

の区域 

二 自然公園法第二十条第一項に規定する特別地域、森林法

（昭和二十六年法律第二百四十九号）第二十五条又は第二

十五条の二の規定により指定された保安林の区域その他

これらに類する土地の区域として国土交通省令で定める

もの 
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〇景観法（抄） 

（平成十六年法律第百十号） 
最終改正：令和六年法律第四十号 

目次 

第一章 総則（第一条―第七条） 

第二章 景観計画及びこれに基づく措置 

第一節 景観計画の策定等（第八条―第十五条 

） 

第二節 行為の規制等（第十六条―第十八条） 

第三節 景観重要建造物等 

第一款 景観重要建造物の指定等（第十九条 

―第二十七条） 

第二款 景観重要樹木の指定等（第二十八条 

―第三十五条） 

第三款 管理協定（第三十六条―第四十二条 

） 

第四款 雑則（第四十三条―第四十六条） 

第四節 景観重要公共施設の整備等（第四十七 

条―第五十四条） 

第五節 景観農業振興地域整備計画等（第五十 

五条―第五十九条） 

第六節 自然公園法の特例（第六十条） 

第三章 景観地区等 

第一節 景観地区 

第一款 景観地区に関する都市計画（第六十 

一条） 

第二款 建築物の形態意匠の制限（第六十二 

条―第七十一条） 

第三款 工作物等の制限（第七十二条・第七 

十三条） 

第二節 準景観地区（第七十四条・第七十五条 

） 

第三節 地区計画等の区域内における建築物等 

の形態意匠の制限（第七十六条） 

第四節 雑則（第七十七条―第八十条） 

第四章 景観協定（第八十一条―第九十一条） 

第五章 景観整備機構（第九十二条―第九十六条 

） 

第六章 雑則（第九十七条―第百条） 

第七章 罰則（第百一条―第百八条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、我が国の都市、農山漁村等に

おける良好な景観の形成を促進するため、景観計

画の策定その他の施策を総合的に講ずることによ

り、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊

かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社

会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国

民経済及び地域社会の健全な発展に寄与すること

を目的とする。 

（基本理念） 

第二条 良好な景観は、美しく風格のある国土の形

成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠な

ものであることにかんがみ、国民共通の資産とし

て、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できる

よう、その整備及び保全が図られなければならな

い。 

２ 良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人

々の生活、経済活動等との調和により形成される

ものであることにかんがみ、適正な制限の下にこ

れらが調和した土地利用がなされること等を通じ

て、その整備及び保全が図られなければならない

。 

３ 良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連

するものであることにかんがみ、地域住民の意向

を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長

に資するよう、その多様な形成が図られなければ

ならない。 

４ 良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促

進に大きな役割を担うものであることにかんがみ

、地域の活性化に資するよう、地方公共団体、事

業者及び住民により、その形成に向けて一体的な

取組がなされなければならない。 

５ 良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保

全することのみならず、新たに良好な景観を創出

することを含むものであることを旨として、行わ

れなければならない。 

（定義） 

第七条 この法律において「景観行政団体」とは、

地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二

百五十二条の十九第一項の指定都市（以下この項

及び第九十八条第一項において「指定都市」とい

う。）の区域にあっては指定都市、同法第二百五十

二条の二十二第一項の中核市（以下この項及び第

九十八条第一項において「中核市」という。）の区

域にあっては中核市、その他の区域にあっては都

道府県をいう。ただし、指定都市及び中核市以外

の市町村であって、第九十八条第一項の規定によ

り第二章第一節から第四節まで、第四章及び第五

章の規定に基づく事務（同条において「景観行政

事務」という。）を処理する市町村の区域にあって

は、当該市町村をいう。 

２ この法律において「建築物」とは、建築基準法

（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第一号に

規定する建築物をいう。 

３ この法律において「屋外広告物」とは、屋外広

告物法（昭和二十四年法律第百八十九号）第二条

第一項に規定する屋外広告物をいう。 

４ この法律において「公共施設」とは、道路、河

川、公園、広場、海岸、港湾、漁港その他政令で

定める公共の用に供する施設をいう。 

５ この法律において「国立公園」とは自然公園法

（昭和三十二年法律第百六十一号）第二条第二号

に規定する国立公園を、「国定公園」とは同条第三

号に規定する国定公園をいう。 

６ この法律において「都市計画区域」とは都市計

画法（昭和四十三年法律第百号）第四条第二項に

規定する都市計画区域を、「準都市計画区域」とは

同項に規定する準都市計画区域をいう。 

第二章 景観計画及びこれに基づく措置 

第一節 景観計画の策定等 

（景観計画） 

第八条 景観行政団体は、都市、農山漁村その他市

街地又は集落を形成している地域及びこれと一体
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となって景観を形成している地域における次の各

号のいずれかに該当する土地（水面を含む。以下

この項、第十一条及び第十四条第二項において同

じ。）の区域について、良好な景観の形成に関する

計画（以下「景観計画」という。）を定めることが

できる。 

一 現にある良好な景観を保全する必要があると 

認められる土地の区域 

二 地域の自然、歴史、文化等からみて、地域の 

特性にふさわしい良好な景観を形成する必要 

があると認められる土地の区域 

三 地域間の交流の拠点となる土地の区域であっ 

て、当該交流の促進に資する良好な景観を形 

成する必要があると認められるもの 

四 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその 

敷地の整備に関する事業が行われ、又は行わ 

れた土地の区域であって、新たに良好な景観 

を創出する必要があると認められるもの 

五 地域の土地利用の動向等からみて、不良な景 

観が形成されるおそれがあると認められる土 

地の区域 

２ 景観計画においては、次に掲げる事項を定める 

ものとする。 

一 景観計画の区域（以下「景観計画区域」とい 

う。） 

二 良好な景観の形成のための行為の制限に関す 

る事項 

三 第十九条第一項の景観重要建造物又は第二十 

八条第一項の景観重要樹木の指定の方針（当 

該景観計画区域内にこれらの指定の対象とな 

る建造物又は樹木がある場合に限る。） 

四 次に掲げる事項のうち、良好な景観の形成の 

ために必要なもの 

イ 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出す

る物件の設置に関する行為の制限に関する

事項

ロ 当該景観計画区域内の道路法（昭和二十七

年法律第百八十号）による道路、河川法（

昭和三十九年法律第百六十七号）による河

川、都市公園法（昭和三十一年法律第七十

九号）による都市公園、津波防災地域づく

りに関する法律（平成二十三年法律第百二

十三号）による津波防護施設、海岸保全区

域等（海岸法（昭和三十一年法律第百一号

）第二条第三項に規定する海岸保全区域等

をいう。以下同じ。）に係る海岸、港湾法（

昭和二十五年法律第二百十八号）による港

湾、漁港及び漁場の整備等に関する法律（

昭和二十五年法律第百三十七号）による漁

港、自然公園法による公園事業（国又は同

法第十条第二項に規定する公共団体が執行

するものに限る。）に係る施設その他政令で

定める公共施設（以下「特定公共施設」と

総称する。）であって、良好な景観の形成に

重要なもの（以下「景観重要公共施設」と

いう。）の整備に関する事項

ハ 景観重要公共施設に関する次に掲げる基準

であって、良好な景観の形成に必要なもの

（１） 道路法第三十二条第一項又は第三項の

許可の基準 

（２） 河川法第二十四条、第二十五条、第二

十六条第一項又は第二十七条第一項（

これらの規定を同法第百条第一項にお

いて準用する場合を含む。）の許可の基

準

（３） 都市公園法第五条第一項又は第六条第

一項若しくは第三項の許可の基準

（４） 津波防災地域づくりに関する法律第二

十二条第一項又は第二十三条第一項の

許可の基準

（５） 海岸法第七条第一項、第八条第一項、

第三十七条の四又は第三十七条の五の

許可の基準

（６） 港湾法第三十七条第一項の許可の基準

（７） 漁港及び漁場の整備等に関する法律第

三十九条第一項の許可の基準

ニ 第五十五条第一項の景観農業振興地域整備

計画の策定に関する基本的な事項

ホ 自然公園法第二十条第三項、第二十一条第

三項又は第二十二条第三項の許可（政令で

定める行為に係るものに限る。）の基準であ

って、良好な景観の形成に必要なもの（当

該景観計画区域に国立公園又は国定公園の

区域が含まれる場合に限る。）

３ 前項各号に掲げるもののほか、景観計画におい 

ては、景観計画区域における良好な景観の形成に 

関する方針を定めるよう努めるものとする。 

４ 第二項第二号の行為の制限に関する事項には、

政令で定める基準に従い、次に掲げるものを定め

なければならない。 

一 第十六条第一項第四号の条例で同項の届出を 

要する行為を定める必要があるときは、当該 

条例で定めるべき行為 

二 次に掲げる制限であって、第十六条第三項若 

しくは第六項又は第十七条第一項の規定によ 

る規制又は措置の基準として必要なもの 

イ 建築物又は工作物（建築物を除く。以下同

じ。）の形態又は色彩その他の意匠（以下「

形態意匠」という。）の制限

ロ 建築物又は工作物の高さの最高限度又は最

低限度

ハ 壁面の位置の制限又は建築物の敷地面積の

最低限度

ニ その他第十六条第一項の届出を要する行為

ごとの良好な景観の形成のための制限

５ 景観計画は、国土形成計画、首都圏整備計画、

近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総

合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は

地方計画に関する法律に基づく計画及び道路、河

川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画

との調和が保たれるものでなければならない。 

６ 景観計画は、環境基本法（平成五年法律第九十

一号）第十五条第一項に規定する環境基本計画（

当該景観計画区域について公害防止計画が定めら

れているときは、当該公害防止計画を含む。）との

調和が保たれるものでなければならない。 

７ 都市計画区域について定める景観計画は、都市

計画法第六条の二第一項の都市計画区域の整備、
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開発及び保全の方針に適合するものでなければな

らない。 

８ 市町村である景観行政団体が定める景観計画は

、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設

に関する基本構想に即するとともに、都市計画区

域又は準都市計画区域について定めるものにあっ

ては、都市計画法第十八条の二第一項の市町村の

都市計画に関する基本的な方針に適合するもので

なければならない。 

９ 景観計画に定める第二項第四号ロ及びハに掲げ

る事項は、景観重要公共施設の種類に応じて、政

令で定める公共施設の整備又は管理に関する方針

又は計画に適合するものでなければならない。 

１０ 第二項第四号ニに掲げる事項を定める景観計

画は、同項第一号及び第四号ニに掲げる事項並び

に第三項に規定する事項については、農業振興地

域の整備に関する法律（昭和四十四年法律第五十

八号）第四条第一項の農業振興地域整備基本方針

に適合するとともに、市町村である景観行政団体

が定めるものにあっては、農業振興地域整備計画

（同法第八条第一項の規定により定められた農業

振興地域整備計画をいう。以下同じ。）に適合する

ものでなければならない。 

１１ 景観計画に定める第二項第四号ホに掲げる事

項は、自然公園法第二条第五号に規定する公園計

画に適合するものでなければならない。 

第二節 行為の規制等 

（届出及び勧告等） 

第十六条 景観計画区域内において、次に掲げる行

為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省

令（第四号に掲げる行為にあっては、景観行政団

体の条例。以下この条において同じ。）で定めると

ころにより、行為の種類、場所、設計又は施行方

法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項

を景観行政団体の長に届け出なければならない。 

一 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外 

観を変更することとなる修繕若しくは模様替 

又は色彩の変更（以下「建築等」という。） 

二 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外 

観を変更することとなる修繕若しくは模様替 

又は色彩の変更（以下「建設等」という。） 

三 都市計画法第四条第十二項に規定する開発行 

為その他政令で定める行為 

四 前三号に掲げるもののほか、良好な景観の形 

成に支障を及ぼすおそれのある行為として景 

観計画に従い景観行政団体の条例で定める行 

為 

２ 前項の規定による届出をした者は、その届出に 

係る事項のうち、国土交通省令で定める事項を変 

更しようとするときは、あらかじめ、その旨を景 

観行政団体の長に届け出なければならない。 

３ 景観行政団体の長は、前二項の規定による届出

があった場合において、その届出に係る行為が景

観計画に定められた当該行為についての制限に適

合しないと認めるときは、その届出をした者に対

し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他

の必要な措置をとることを勧告することができる

。 

４ 前項の勧告は、第一項又は第二項の規定による

届出のあった日から三十日以内にしなければなら

ない。 

５ 前各項の規定にかかわらず、国の機関又は地方

公共団体が行う行為については、第一項の届出を

することを要しない。この場合において、当該国

の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する

行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行

政団体の長にその旨を通知しなければならない。 

６ 景観行政団体の長は、前項後段の通知があった

場合において、良好な景観の形成のため必要があ

ると認めるときは、その必要な限度において、当

該国の機関又は地方公共団体に対し、景観計画に

定められた当該行為についての制限に適合するよ

うとるべき措置について協議を求めることができ

る。 

７ 次に掲げる行為については、前各項の規定は、

適用しない。 

一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で 

政令で定めるもの 

二 非常災害のため必要な応急措置として行う行 

  為 

三 景観重要建造物について、第二十二条第一項 

の規定による許可を受けて行う行為 

四 景観計画に第八条第二項第四号ロに掲げる事 

項が定められた景観重要公共施設の整備とし 

て行う行為 

五 景観重要公共施設について、第八条第二項第 

四号ハ（１）から（７）までに規定する許可 

（景観計画にその基準が定められているもの 

に限る。）を受けて行う行為 

六 第五十五条第二項第一号の区域内の農用地区 

域（農業振興地域の整備に関する法律第八条 

第二項第一号に規定する農用地区域をいう。 

）内において同法第十五条の二第一項の許可 

を受けて行う同項に規定する開発行為 

七 国立公園又は国定公園の区域内において、第 

八条第二項第四号ホに規定する許可（景観計 

画にその基準が定められているものに限る。 

）を受けて行う行為 

八 第六十一条第一項の景観地区（次号において 

「景観地区」という。）内で行う建築物の建築 

等 

九 景観計画に定められた工作物の建設等の制限 

の全てについて第七十二条第二項の景観地区 

工作物制限条例による制限が定められている 

場合における当該景観地区内で行う工作物の 

建設等 

十 地区計画等（都市計画法第四条第九項に規定 

する地区計画等をいう。以下同じ。）の区域（ 

地区整備計画（同法第十二条の五第二項第一 

号に規定する地区整備計画をいう。第七十六 

条第一項において同じ。）、特定建築物地区整 

備計画（密集市街地における防災街区の整備 

の促進に関する法律（平成九年法律第四十九 

号）第三十二条第二項第一号に規定する特定 

建築物地区整備計画をいう。第七十六条第一
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項において同じ。）、防災街区整備地区整備計 

画（同法第三十二条第二項第二号に規定する 

防災街区整備地区整備計画をいう。第七十六 

条第一項において同じ。）、歴史的風致維持向 

上地区整備計画（地域における歴史的風致の 

維持及び向上に関する法律（平成二十年法律 

第四十号）第三十一条第二項第一号に規定す 

る歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。 

第七十六条第一項において同じ。）、沿道地区 

整備計画（幹線道路の沿道の整備に関する法 

律（昭和五十五年法律第三十四号）第九条第 

二項第一号に規定する沿道地区整備計画をい 

う。第七十六条第一項において同じ。）又は集 

落地区整備計画（集落地域整備法（昭和六十 

二年法律第六十三号）第五条第三項に規定す 

る集落地区整備計画をいう。第七十六条第一 

項において同じ。）が定められている区域に限 

る。）内で行う土地の区画形質の変更、建築物 

の新築、改築又は増築その他の政令で定める 

行為 

十一 その他政令又は景観行政団体の条例で定め 

る行為 

（変更命令等） 

第十七条 景観行政団体の長は、良好な景観の形成

のために必要があると認めるときは、特定届出対

象行為（前条第一項第一号又は第二号の届出を要

する行為のうち、当該景観行政団体の条例で定め

るものをいう。第七項及び次条第一項において同

じ。）について、景観計画に定められた建築物又は

工作物の形態意匠の制限に適合しないものをしよ

うとする者又はした者に対し、当該制限に適合さ

せるため必要な限度において、当該行為に関し設

計の変更その他の必要な措置をとることを命ずる

ことができる。この場合においては、前条第三項

の規定は、適用しない。 

２ 前項の処分は、前条第一項又は第二項の届出を

した者に対しては、当該届出があった日から三十

日以内に限り、することができる。 

３ 第一項の処分は、前条第一項又は第二項の届出

に係る建築物若しくは工作物又はこれらの部分の

形態意匠が政令で定める他の法令の規定により義

務付けられたものであるときは、当該義務の履行

に支障のないものでなければならない。 

４ 景観行政団体の長は、前条第一項又は第二項の

届出があった場合において、実地の調査をする必

要があるとき、その他第二項の期間内に第一項の

処分をすることができない合理的な理由があると

きは、九十日を超えない範囲でその理由が存続す

る間、第二項の期間を延長することができる。こ

の場合においては、同項の期間内に、前条第一項

又は第二項の届出をした者に対し、その旨、延長

する期間及び延長する理由を通知しなければなら

ない。 

５ 景観行政団体の長は、第一項の処分に違反した

者又はその者から当該建築物又は工作物について

の権利を承継した者に対して、相当の期限を定め

て、景観計画に定められた建築物又は工作物の形

態意匠の制限に適合させるため必要な限度におい

て、その原状回復を命じ、又は原状回復が著しく

困難である場合に、これに代わるべき必要な措置

をとることを命ずることができる。 

６ 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべ

き必要な措置（以下この条において「原状回復等

」という。）を命じようとする場合において、過失

がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知する

ことができないときは、景観行政団体の長は、そ

の者の負担において、当該原状回復等を自ら行い

、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを

行わせることができる。この場合においては、相

当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨

及びその期限までに当該原状回復等を行わないと

きは、景観行政団体の長又はその命じた者若しく

は委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらか

じめ公告しなければならない。 

７ 景観行政団体の長は、第一項の規定の施行に必

要な限度において、同項の規定により必要な措置

をとることを命ぜられた者に対し、当該措置の実

施状況その他必要な事項について報告をさせ、又

は景観行政団体の職員に、当該建築物の敷地若し

くは当該工作物の存する土地に立ち入り、特定届

出対象行為の実施状況を検査させ、若しくは特定

届出対象行為が景観に及ぼす影響を調査させるこ

とができる。 

８ 第六項の規定により原状回復等を行おうとする

者及び前項の規定により立入検査又は立入調査を

する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

人の請求があった場合においては、これを提示し

なければならない。 

９ 第七項の規定による立入検査又は立入調査の権

限は、犯罪捜査のために認められたものと解して

はならない。 

（行為の着手の制限） 

第十八条 第十六条第一項又は第二項の規定による

届出をした者は、景観行政団体がその届出を受理

した日から三十日（特定届出対象行為について前

条第四項の規定により同条第二項の期間が延長さ

れた場合にあっては、その延長された期間）を経

過した後でなければ、当該届出に係る行為（根切

り工事その他の政令で定める工事に係るものを除

く。第百三条第四号において同じ。）に着手しては

ならない。ただし、特定届出対象行為について前

条第一項の命令を受け、かつ、これに基づき行う

行為については、この限りでない。 

２ 景観行政団体の長は、第十六条第一項又は第二

項の規定による届出に係る行為について、良好な

景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認める

ときは、前項本文の期間を短縮することができる

。 

第三節 景観重要建造物等 

第一款 景観重要建造物の指定等 

（景観重要建造物の指定） 

第十九条 景観行政団体の長は、景観計画に定めら

れた景観重要建造物の指定の方針（次条第三項に

おいて「指定方針」という。）に即し、景観計画区

域内の良好な景観の形成に重要な建造物（これと

一体となって良好な景観を形成している土地その
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他の物件を含む。以下この節において同じ。）で国

土交通省令で定める基準に該当するものを、景観

重要建造物として指定することができる。 

２ 景観行政団体の長は、前項の規定による指定を

しようとするときは、あらかじめ、当該建造物の

所有者（所有者が二人以上いるときは、その全員

。次条第二項及び第二十一条第一項において同じ

。）の意見を聴かなければならない。 

３ 第一項の規定は、文化財保護法（昭和二十五年

法律第二百十四号）の規定により国宝、重要文化

財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記

念物として指定され、又は仮指定された建造物に

ついては、適用しない。 

（景観重要建造物の指定の提案） 

第二十条 景観計画区域内の建造物の所有者は、当

該建造物について、良好な景観の形成に重要であ

って前条第一項の国土交通省令で定める基準に該

当するものであると認めるときは、国土交通省令

で定めるところにより、景観行政団体の長に対し

、景観重要建造物として指定することを提案する

ことができる。この場合において、当該建造物に

当該提案に係る所有者以外の所有者がいるときは

、あらかじめ、その全員の合意を得なければなら

ない。 

２ 第九十二条第一項の規定により指定された景観

整備機構（以下この節及び第五節において「景観

整備機構」という。）は、景観計画区域内の建造物

について、良好な景観の形成に重要であって前条

第一項の国土交通省令で定める基準に該当するも

のであると認めるときは、国土交通省令で定める

ところにより、あらかじめ当該建造物の所有者の

同意を得て、景観行政団体の長に対し、景観重要

建造物として指定することを提案することができ

る。 

３ 景観行政団体の長は、前二項の規定による提案

に係る建造物について、指定方針、前条第一項の

国土交通省令で定める基準等に照らし、景観重要

建造物として指定する必要がないと判断したとき

は、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該提案

をした者に通知しなければならない。 

（指定の通知等） 

第二十一条 景観行政団体の長は、第十九条第一項

の規定により景観重要建造物を指定したときは、

直ちに、その旨その他国土交通省令で定める事項

を、当該景観重要建造物の所有者（当該指定が前

条第二項の規定による提案に基づくものであると

きは、当該景観重要建造物の所有者及び当該提案

に係る景観整備機構）に通知しなければならない

。 

２ 景観行政団体は、第十九条第一項の規定による

景観重要建造物の指定があったときは、遅滞なく

、条例又は規則で定めるところにより、これを表

示する標識を設置しなければならない。 

（現状変更の規制） 

第二十二条 何人も、景観行政団体の長の許可を受

けなければ、景観重要建造物の増築、改築、移転

若しくは除却、外観を変更することとなる修繕若

しくは模様替又は色彩の変更をしてはならない。

ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行

為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な

応急措置として行う行為については、この限りで

ない。 

２ 景観行政団体の長は、前項の許可の申請があっ

た場合において、その申請に係る行為が当該景観

重要建造物の良好な景観の保全に支障があると認

めるときは、同項の許可をしてはならない。 

３ 景観行政団体の長は、第一項の許可の申請があ

った場合において、当該景観重要建造物の良好な

景観の保全のため必要があると認めるときは、許

可に必要な条件を付することができる。 

４ 第一項の規定にかかわらず、国の機関又は地方

公共団体が行う行為については、同項の許可を受

けることを要しない。この場合において、当該国

の機関又は地方公共団体は、その行為をしようと

するときは、あらかじめ、景観行政団体の長に協

議しなければならない。 

（原状回復命令等） 

第二十三条 景観行政団体の長は、前条第一項の規

定に違反した者又は同条第三項の規定により許可

に付された条件に違反した者がある場合において

は、これらの者又はこれらの者から当該景観重要

建造物についての権利を承継した者に対して、相

当の期限を定めて、当該景観重要建造物の良好な

景観を保全するため必要な限度において、その原

状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である

場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき

旨を命ずることができる。 

２ 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべ

き必要な措置（以下この条において「原状回復等

」という。）を命じようとする場合において、過失

がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知する

ことができないときは、景観行政団体の長は、そ

の者の負担において、当該原状回復等を自ら行い

、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを

行わせることができる。この場合においては、相

当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨

及びその期限までに当該原状回復等を行わないと

きは、景観行政団体の長又はその命じた者若しく

は委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらか

じめ公告しなければならない。 

３ 前項の規定により原状回復等を行おうとする者

は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請

求があった場合においては、これを提示しなけれ

ばならない。 

（損失の補償） 

第二十四条 景観行政団体は、第二十二条第一項の

許可を受けることができないために損失を受けた

景観重要建造物の所有者に対して、通常生ずべき

損失を補償する。ただし、当該許可の申請に係る

行為をするについて、他の法律（法律に基づく命

令及び条例を含む。）で行政庁の許可その他の処分

を受けるべきことを定めているもの（当該許可そ

の他の処分を受けることができないために損失を

受けた者に対して、その損失を補償すべきことを

定めているものを除く。）がある場合において、当

該許可その他の処分の申請が却下されたとき、又

は却下されるべき場合に該当する場合における当
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該許可の申請に係る行為については、この限りで

ない。 

２ 前項の規定による損失の補償については、景観

行政団体の長と損失を受けた者が協議しなければ

ならない。 

３ 前項の規定による協議が成立しない場合におい

ては、景観行政団体の長又は損失を受けた者は、

政令で定めるところにより、収用委員会に土地収

用法（昭和二十六年法律第二百十九号）第九十四

条第二項の規定による裁決を申請することができ

る。 

（景観重要建造物の所有者の管理義務等） 

第二十五条 景観重要建造物の所有者及び管理者は

、その良好な景観が損なわれないよう適切に管理

しなければならない。 

２ 景観行政団体は、条例で、景観重要建造物の良

好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準を

定めることができる。 

（管理に関する命令又は勧告） 

第二十六条 景観行政団体の長は、景観重要建造物

の管理が適当でないため当該景観重要建造物が滅

失し若しくは毀
き
損するおそれがあると認められる

とき、又は前条第二項の規定に基づく条例が定め

られている場合にあっては景観重要建造物の管理

が当該条例に従って適切に行われていないと認め

られるときは、当該景観重要建造物の所有者又は

管理者に対し、管理の方法の改善その他管理に関

し必要な措置を命じ、又は勧告することができる

。 

（指定の解除） 

第二十七条 景観行政団体の長は、景観重要建造物

について、第十九条第三項に規定する建造物に該

当するに至ったとき、又は滅失、毀損その他の事

由によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞

なく、その指定を解除しなければならない。 

２ 景観行政団体の長は、景観重要建造物について

、公益上の理由その他特別な理由があるときは、

その指定を解除することができる。 

３ 第二十一条第一項の規定は、前二項の規定によ

る景観重要建造物の指定の解除について準用する

。 

第二款 景観重要樹木の指定等 

（景観重要樹木の指定） 

第二十八条 景観行政団体の長は、景観計画に定め

られた景観重要樹木の指定の方針（次条第三項に

おいて「指定方針」という。）に即し、景観計画区

域内の良好な景観の形成に重要な樹木で国土交通

省令（都市計画区域外の樹木にあっては、国土交

通省令・農林水産省令。以下この款において同じ

。）で定める基準に該当するものを、景観重要樹木

として指定することができる。 

２ 景観行政団体の長は、前項の規定による指定を

しようとするときは、あらかじめ、その指定をし

ようとする樹木の所有者（所有者が二人以上いる

ときは、その全員。次条第二項及び第三十条第一

項において同じ。）の意見を聴かなければならない

。 

３ 第一項の規定は、文化財保護法の規定により特

別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物と

して指定され、又は仮指定された樹木については

、適用しない。 

（景観重要樹木の指定の提案） 

第二十九条 景観計画区域内の樹木の所有者は、当

該樹木について、良好な景観の形成に重要であっ

て前条第一項の国土交通省令で定める基準に該当

するものであると認めるときは、国土交通省令で

定めるところにより、景観行政団体の長に対し、

景観重要樹木として指定することを提案すること

ができる。この場合において、当該樹木に当該提

案に係る所有者以外の所有者がいるときは、あら

かじめ、その全員の合意を得なければならない。 

２ 景観整備機構は、景観計画区域内の樹木につい

て、良好な景観の形成に重要であって前条第一項

の国土交通省令で定める基準に該当するものであ

ると認めるときは、国土交通省令で定めるところ

により、あらかじめ当該樹木の所有者の同意を得

て、景観行政団体の長に対し、景観重要樹木とし

て指定することを提案することができる。 

３ 景観行政団体の長は、前二項の規定による提案

に係る樹木について、指定方針、前条第一項の国

土交通省令で定める基準等に照らし、景観重要樹

木として指定する必要がないと判断したときは、

遅滞なく、その旨及びその理由を、当該提案をし

た者に通知しなければならない。 

（指定の通知等） 

第三十条 景観行政団体の長は、第二十八条第一項

の規定により景観重要樹木を指定したときは、直

ちに、その旨その他国土交通省令で定める事項を

、当該景観重要樹木の所有者（当該指定が前条第

二項の規定による提案に基づくものであるときは

、当該景観重要樹木の所有者及び当該提案に係る

景観整備機構）に通知しなければならない。 

２ 景観行政団体は、第二十八条第一項の規定によ

る景観重要樹木の指定があったときは、遅滞なく

、条例又は規則で定めるところにより、これを表

示する標識を設置しなければならない。 

（現状変更の規制） 

第三十一条 何人も、景観行政団体の長の許可を受

けなければ、景観重要樹木の伐採又は移植をして

はならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行

為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害

のため必要な応急措置として行う行為については

、この限りでない。 

２ 第二十二条第二項から第四項までの規定は、前

項の許可について準用する。この場合において、

同条第二項及び第三項中「景観重要建造物」とあ

るのは、「景観重要樹木」と読み替えるものとする

。 

（原状回復命令等についての準用） 

第三十二条 第二十三条の規定は、前条第一項の規

定に違反した者又は同条第二項において準用する

第二十二条第三項の規定により許可に付された条

件に違反した者がある場合について準用する。こ

の場合において、第二十三条第一項中「景観重要

建造物」とあるのは、「景観重要樹木」と読み替え

るものとする。 
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２ 第二十四条の規定は、前条第一項の許可を受け

ることができないために受けた景観重要樹木の所

有者の損失について準用する。 

（景観重要樹木の所有者の管理義務等） 

第三十三条 景観重要樹木の所有者及び管理者は、

その良好な景観が損なわれないよう適切に管理し

なければならない。 

２ 景観行政団体は、条例で、景観重要樹木の管理

の方法の基準を定めることができる。 

（管理に関する命令又は勧告） 

第三十四条 景観行政団体の長は、景観重要樹木の

管理が適当でないため当該景観重要樹木が滅失し

若しくは枯死するおそれがあると認められるとき

、又は前条第二項の規定に基づく条例が定められ

ている場合にあっては景観重要樹木の管理が当該

条例に従って適切に行われていないと認められる

ときは、当該景観重要樹木の所有者又は管理者に

対し、管理の方法の改善その他管理に関し必要な

措置を命じ、又は勧告することができる。 

（指定の解除） 

第三十五条 景観行政団体の長は、景観重要樹木に

ついて、第二十八条第三項に規定する樹木に該当

するに至ったとき、又は滅失、枯死その他の事由

によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞な

く、その指定を解除しなければならない。 

２ 景観行政団体の長は、景観重要樹木について、

公益上の理由その他特別な理由があるときは、そ

の指定を解除することができる。 

３ 第三十条第一項の規定は、前二項の規定による

景観重要樹木の指定の解除について準用する。 

第四款 雑則 

（所有者の変更の場合の届出） 

第四十三条 景観重要建造物又は景観重要樹木の所

有者が変更したときは、新たに所有者となった者

は、遅滞なく、その旨を景観行政団体の長に届け

出なければならない。 

（台帳） 

第四十四条 景観行政団体の長は、景観重要建造物

又は景観重要樹木に関する台帳を作成し、これを

保管しなければならない。 

２ 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は

、国土交通省令（都市計画区域外の景観重要樹木

に関する台帳にあっては、国土交通省令・農林水

産省令）で定める。 

（報告の徴収） 

第四十五条 景観行政団体の長は、必要があると認

めるときは、景観重要建造物又は景観重要樹木の

所有者に対し、景観重要建造物又は景観重要樹木

の現状について報告を求めることができる。 

（助言又は援助） 

第四十六条 景観重要建造物の所有者は景観行政団

体又は景観整備機構に対し、景観重要樹木の所有

者は景観行政団体又は景観整備機構若しくは緑地

保全・緑化推進法人に対し、それぞれ景観重要建

造物又は景観重要樹木の管理に関し必要な助言又

は援助を求めることができる。 

第五節 景観農業振興地域整備計画等 

（景観農業振興地域整備計画） 

第五十五条 市町村は、第八条第二項第四号ニに掲

げる基本的な事項が定められた景観計画に係る景

観計画区域のうち農業振興地域（農業振興地域の

整備に関する法律第六条第一項の規定により指定

された地域をいう。）内にあるものについて、農業

振興地域整備計画を達成するとともに、景観と調

和のとれた良好な営農条件を確保するため、その

地域の特性にふさわしい農用地（同法第三条第一

号に規定する農用地をいう。以下同じ。）及び農業

用施設その他の施設の整備を一体的に推進する必

要があると認める場合には、景観農業振興地域整

備計画を定めることができる。 

２ 景観農業振興地域整備計画においては、次に掲

げる事項を定めるものとする。 

一 景観農業振興地域整備計画の区域 

二 前号の区域内における景観と調和のとれた土 

地の農業上の利用に関する事項 

三 第一号の区域内における農業振興地域の整備 

に関する法律第八条第二項第二号、第二号の 

二及び第四号に掲げる事項 

３ 景観農業振興地域整備計画は、景観計画及び農

業振興地域整備計画に適合するとともに、農業振

興地域の整備に関する法律第四条第三項に規定す

る計画との調和が保たれたものであり、かつ、前

項第一号の区域の自然的経済的社会的諸条件を考

慮して、当該区域において総合的に農業の振興を

図るため必要な事項を一体的に定めるものでなけ

ればならない。 

４ 農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項

、第十条第二項、第十一条（第九項後段及び第十

二項を除く。）、第十二条並びに第十三条第一項前

段及び第四項の規定は、景観農業振興地域整備計

画について準用する。この場合において、同法第

八条第四項中「ときは、政令で定めるところによ

り、当該農業振興地域整備計画のうち第二項第一

号に掲げる事項に係るもの（以下「農用地利用計

画」という。）について」とあるのは「ときは」と

、「協議し、その同意を得なければ」とあるのは「

協議しなければ」と、同法第十一条第三項中「農

業振興地域整備計画のうち農用地利用計画に係る

農用地区域内」とあるのは「景観農業振興地域整

備計画（景観法第五十五条第一項の規定により定

められた景観農業振興地域整備計画をいう。以下

同じ。）に係る同条第二項第一号の区域内」と、「

当該農用地利用計画」とあるのは「当該景観農業

振興地域整備計画」と、「同項」とあるのは「第一

項」と、同条第十項中「農用地区域」とあるのは

「景観法第五十五条第二項第一号の区域」と、同

条第十一項中「農用地等としての利用に供する」

とあるのは「景観農業振興地域整備計画に従つて

利用する」と、同法第十三条第一項前段中「農業

振興地域整備基本方針」とあるのは「景観法第八

条第一項の景観計画若しくは農業振興地域整備計

画」と、「変更により、前条第一項の規定による基

礎調査の結果により」とあるのは「変更により」

と、「生じたときは、政令で定めるところにより」
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とあるのは「生じたときは」と、同条第四項中「（

第十二項」とあるのは「（第九条後段及び第十二項

」と、「同条第二項」とあるのは「第八条第四項中

「ときは、政令で定めるところにより、当該農業

振興地域整備計画のうち第二項第一号に掲げる事

項に係るもの（以下「農用地利用計画」という。

）について」とあるのは「ときは」と、「協議し、

その同意を得なければ」とあるのは「協議しなけ

れば」と、第十二条第二項」と、「とあるのは、」

とあるのは「とあるのは」と読み替えるものとす

る。 

（土地利用についての勧告） 

第五十六条 市町村長は、前条第二項第一号の区域

内にある土地が景観農業振興地域整備計画に従っ

て利用されていない場合において、景観農業振興

地域整備計画の達成のため必要があるときは、そ

の土地の所有者又はその土地について所有権以外

の権原に基づき使用及び収益をする者に対し、そ

の土地を当該景観農業振興地域整備計画に従って

利用すべき旨を勧告することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合

において、その勧告を受けた者がこれに従わない

とき、又は従う見込みがないと認めるときは、そ

の者に対し、その土地を景観農業振興地域整備計

画に従って利用するためその土地について所有権

又は使用及び収益を目的とする権利を取得しよう

とする者で市町村長の指定を受けたものとその土

地についての所有権の移転又は使用及び収益を目

的とする権利の設定若しくは移転に関し協議すべ

き旨を勧告することができる。 

第三章 景観地区等 

第一節 景観地区 

第一款 景観地区に関する都市計画 

第六十一条 市町村は、都市計画区域又は準都市計

画区域内の土地の区域については、市街地の良好

な景観の形成を図るため、都市計画に、景観地区

を定めることができる。 

２ 景観地区に関する都市計画には、都市計画法第

八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか

、第一号に掲げる事項を定めるとともに、第二号

から第四号までに掲げる事項のうち必要なものを

定めるものとする。この場合において、これらに

相当する事項が定められた景観計画に係る景観計

画区域内においては、当該都市計画は、当該景観

計画による良好な景観の形成に支障がないように

定めるものとする。 

一 建築物の形態意匠の制限 

二 建築物の高さの最高限度又は最低限度 

三 壁面の位置の制限 

四 建築物の敷地面積の最低限度 

第二款 建築物の形態意匠の制限 

（建築物の形態意匠の制限） 

第六十二条 景観地区内の建築物の形態意匠は、都

市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適

合するものでなければならない。ただし、政令で

定める他の法令の規定により義務付けられた建築

物又はその部分の形態意匠にあっては、この限り

でない。 

（計画の認定） 

第六十三条 景観地区内において建築物の建築等を

しようとする者は、あらかじめ、その計画が、前

条の規定に適合するものであることについて、申

請書を提出して市町村長の認定を受けなければな

らない。当該認定を受けた建築物の計画を変更し

て建築等をしようとする場合も、同様とする。 

２ 市町村長は、前項の申請書を受理した場合にお

いては、その受理した日から三十日以内に、申請

に係る建築物の計画が前条の規定に適合するかど

うかを審査し、審査の結果に基づいて当該規定に

適合するものと認めたときは、当該申請者に認定

証を交付しなければならない。 

３ 市町村長は、前項の規定により審査をした場合

において、申請に係る建築物の計画が前条の規定

に適合しないものと認めたとき、又は当該申請書

の記載によっては当該規定に適合するかどうかを

決定することができない正当な理由があるときは

、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の

期間内に当該申請者に交付しなければならない。 

４ 第二項の認定証の交付を受けた後でなければ、

同項の建築物の建築等の工事（根切り工事その他

の政令で定める工事を除く。第百二条第三号にお

いて同じ。）は、することができない。 

５ 第一項の申請書、第二項の認定証及び第三項の

通知書の様式は、国土交通省令で定める。 

（違反建築物に対する措置） 

第六十四条 市町村長は、第六十二条の規定に違反

した建築物があるときは、建築等工事主（建築物

の建築等をする者をいう。以下同じ。）、当該建築

物の建築等の工事の請負人（請負工事の下請人を

含む。以下この章において同じ。）若しくは現場管

理者又は当該建築物の所有者、管理者若しくは占

有者に対し、当該建築物に係る工事の施工の停止

を命じ、又は相当の期限を定めて当該建築物の改

築、修繕、模様替、色彩の変更その他当該規定の

違反を是正するために必要な措置をとることを命

ずることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による処分をした場合

においては、標識の設置その他国土交通省令で定

める方法により、その旨を公示しなければならな

い。 

３ 前項の標識は、第一項の規定による処分に係る

建築物又はその敷地内に設置することができる。

この場合においては、同項の規定による処分に係

る建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有

者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはなら

ない。 

４ 第一項の規定により必要な措置を命じようとす

る場合において、過失がなくてその措置を命ぜら

れるべき者を確知することができず、かつ、その

違反を放置することが著しく公益に反すると認め

られるときは、市町村長は、その者の負担におい

て、その措置を自ら行い、又はその命じた者若し

くは委任した者に行わせることができる。この場

合においては、相当の期限を定めて、その措置を
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行うべき旨及びその期限までにその措置を行わな

いときは、市町村長又はその命じた者若しくは委

任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公

告しなければならない。 

５ 前項の措置を行おうとする者は、その身分を示

す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合に

おいては、これを提示しなければならない。 

（違反建築物の設計者等に対する措置） 

第六十五条 市町村長は、前条第一項の規定による

処分をした場合においては、国土交通省令で定め

るところにより、当該処分に係る建築物の設計者

、工事監理者（建築士法（昭和二十五年法律第二

百二号）第二条第八項に規定する工事監理をする

者をいう。以下同じ。）若しくは工事の請負人又は

当該建築物について宅地建物取引業（宅地建物取

引業法（昭和二十七年法律第百七十六号）第二条

第二号に規定する宅地建物取引業をいう。以下同

じ。）に係る取引をした宅地建物取引業者（同条第

三号に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同

じ。）の氏名又は名称及び住所その他国土交通省令

で定める事項を、建築士法、建設業法（昭和二十

四年法律第百号）又は宅地建物取引業法の定める

ところによりこれらの者を監督する国土交通大臣

又は都道府県知事に通知しなければならない。 

２ 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定

による通知を受けた場合においては、遅滞なく、

当該通知に係る者について、建築士法、建設業法

又は宅地建物取引業法による業務の停止の処分そ

の他必要な措置を講ずるものとし、その結果を同

項の規定による通知をした市町村長に通知しなけ

ればならない。 

（国又は地方公共団体の建築物に対する認定等に 

関する手続の特例） 

第六十六条 国又は地方公共団体の建築物について

は、第六十三条から前条までの規定は適用せず、

次項から第五項までに定めるところによる。 

２ 景観地区内の建築物の建築等をしようとする者

が国の機関又は地方公共団体（以下この条におい

て「国の機関等」という。）である場合においては

、当該国の機関等は、当該工事に着手する前に、

その計画を市町村長に通知しなければならない。 

３ 市町村長は、前項の通知を受けた場合において

は、当該通知を受けた日から三十日以内に、当該

通知に係る建築物の計画が第六十二条の規定に適

合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて

、当該規定に適合するものと認めたときにあって

は当該通知をした国の機関等に対して認定証を交

付し、当該規定に適合しないものと認めたとき、

又は当該規定に適合するかどうかを決定すること

ができない正当な理由があるときにあってはその

旨及びその理由を記載した通知書を当該通知をし

た国の機関等に対して交付しなければならない。 

４ 第二項の通知に係る建築物の建築等の工事（根

切り工事その他の政令で定める工事を除く。）は、

前項の認定証の交付を受けた後でなければ、する

ことができない。 

５ 市町村長は、国又は地方公共団体の建築物が第

六十二条の規定に違反すると認める場合において

は、直ちに、その旨を当該建築物を管理する国の

機関等に通知し、第六十四条第一項に規定する必

要な措置をとるべきことを要請しなければならな

い。 

（条例との関係） 

第六十七条 第六十三条第二項及び前条第三項の規

定は、市町村が、これらの規定による認定の審査

の手続について、これらの規定に反しない限り、

条例で必要な規定を定めることを妨げるものでは

ない。 

（工事現場における認定の表示等） 

第六十八条 景観地区内の建築物の建築等の工事の

施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、国土

交通省令で定めるところにより、建築等工事主、

設計者（その者の責任において、設計図書を作成

した者をいう。以下同じ。）、工事施工者（建築物

に関する工事の請負人又は請負契約によらないで

自らその工事をする者をいう。以下同じ。）及び工

事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に

係る計画について第六十三条第二項又は第六十六

条第三項の規定による認定があった旨の表示をし

なければならない。 

２ 景観地区内の建築物の建築等の工事の施工者は

、当該工事に係る第六十三条第二項又は第六十六

条第三項の規定による認定を受けた計画の写しを

当該工事現場に備えて置かなければならない。 

（適用の除外） 

第六十九条 第六十二条から前条までの規定は、次

に掲げる建築物については、適用しない。 

一 第十九条第一項の規定により景観重要建造物 

として指定された建築物 

二 文化財保護法の規定により国宝、重要文化財 

、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然 

記念物として指定され、又は仮指定された建 

築物 

三 文化財保護法第百四十三条第一項の伝統的建 

造物群保存地区内にある建築物 

四 第二号に掲げる建築物であったものの原形を 

再現する建築物で、市町村長がその原形の再 

現がやむを得ないと認めたもの 

五 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形 

成に支障を及ぼすおそれが少ない建築物とし 

て市町村の条例で定めるもの 

２ 景観地区に関する都市計画が定められ、又は変

更された際現に存する建築物又は現に建築等の工

事中の建築物が、第六十二条の規定に適合しない

場合又は同条の規定に適合しない部分を有する場

合においては、当該建築物又はその部分に対して

は、同条から前条までの規定は、適用しない。 

３ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する

建築物又はその部分に対しては、適用しない。 

一 景観地区に関する都市計画の変更前に第六十 

二条の規定に違反している建築物又はその部 

分 

二 景観地区に関する都市計画が定められ、又は 

変更された後に増築、改築又は移転の工事に 

着手した建築物 

三 景観地区に関する都市計画が定められ、又は 

変更された後に外観を変更することとなる修 

繕若しくは模様替又は色彩の変更の工事に着 
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手した建築物の当該工事に係る部分 

（形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措 

置） 

第七十条 市町村長は、前条第二項の規定により第

六十二条から第六十八条までの規定の適用を受け

ない建築物について、その形態意匠が景観地区に

おける良好な景観の形成に著しく支障があると認

める場合においては、当該市町村の議会の同意を

得た場合に限り、当該建築物の所有者、管理者又

は占有者に対して、相当の期限を定めて、当該建

築物の改築、模様替、色彩の変更その他都市計画

において定められた建築物の形態意匠の制限に適

合するために必要な措置をとることを命ずること

ができる。この場合においては、市町村は、当該

命令に基づく措置によって通常生ずべき損害を時

価によって補償しなければならない。 

２ 前項の規定によって補償を受けることができる

者は、その補償金額に不服がある場合においては

、政令で定めるところにより、その決定の通知を

受けた日から一月以内に土地収用法第九十四条第

二項の規定による収用委員会の裁決を求めること

ができる。 

（報告及び立入検査） 

第七十一条 市町村長は、この款の規定の施行に必

要な限度において、政令で定めるところにより、

建築物の所有者、管理者若しくは占有者、建築等

工事主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者

に対し、建築物の建築等に関する工事の計画若し

くは施工の状況に関し報告させ、又はその職員に

、建築物の敷地若しくは工事現場に立ち入り、建

築物、建築材料その他建築物に関する工事に関係

がある物件を検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その

身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなけ

ればならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜

査のために認められたものと解釈してはならない

。 

第三款 工作物等の制限 

（工作物の形態意匠等の制限） 

第七十二条 市町村は、景観地区内の工作物につい

て、政令で定める基準に従い、条例で、その形態

意匠の制限、その高さの最高限度若しくは最低限

度又は壁面後退区域（当該景観地区に関する都市

計画において壁面の位置の制限が定められた場合

における当該制限として定められた限度の線と敷

地境界線との間の土地の区域をいう。第四項にお

いて同じ。）における工作物（土地に定着する工作

物以外のものを含む。同項において同じ。）の設置

の制限を定めることができる。この場合において

、これらの制限に相当する事項が定められた景観

計画に係る景観計画区域内においては、当該条例

は、当該景観計画による良好な景観の形成に支障

がないように定めるものとする。 

２ 前項前段の規定に基づく条例（以下「景観地区

工作物制限条例」という。）で工作物の形態意匠の

制限を定めたものには、第六十三条、第六十四条

、第六十六条、第六十八条及び前条の規定の例に

より、当該条例の施行に必要な市町村長による計

画の認定、違反工作物に対する違反是正のための

措置その他の措置に関する規定を定めることがで

きる。 

３ 前項の規定は、第六十三条第二項及び第六十六

条第三項の規定の例により景観地区工作物制限条

例に定めた市町村長の認定の審査の手続について

、これらの規定に反しない限り、当該条例で必要

な規定を定めることを妨げるものではない。 

４ 工作物の高さの最高限度若しくは最低限度又は

壁面後退区域における工作物の設置の制限を定め

た景観地区工作物制限条例には、第六十四条及び

前条の規定の例により、当該条例の施行に必要な

違反工作物に対する違反是正のための措置その他

の措置に関する規定を定めることができる。 

５ 景観地区工作物制限条例には、市町村長は、当

該条例の規定により第六十四条第一項の処分に相

当する処分をしたときは、当該処分に係る工作物

の工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他国

土交通省令で定める事項を、建設業法の定めると

ころにより当該請負人を監督する国土交通大臣又

は都道府県知事に通知しなければならない旨を定

めることができる。 

６ 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定

に基づく景観地区工作物制限条例の規定により同

項の通知を受けた場合においては、遅滞なく、当

該通知に係る請負人について、建設業法による業

務の停止の処分その他必要な措置を講ずるものと

し、その結果を当該通知をした市町村長に通知し

なければならない。 

（開発行為等の制限） 

第七十三条 市町村は、景観地区内において、都市

計画法第四条第十二項に規定する開発行為（次節

において「開発行為」という。）その他政令で定め

る行為について、政令で定める基準に従い、条例

で、良好な景観を形成するため必要な規制をする

ことができる。 

２ 都市計画法第五十一条の規定は、前項の規定に

基づく条例の規定による処分に対する不服につい

て準用する。 

第二節 準景観地区 

（準景観地区の指定） 

第七十四条 市町村は、都市計画区域及び準都市計

画区域外の景観計画区域のうち、相当数の建築物

の建築が行われ、現に良好な景観が形成されてい

る一定の区域について、その景観の保全を図るた

め、準景観地区を指定することができる。 

２ 市町村は、準景観地区を指定しようとするとき

は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところによ

り、その旨を公告し、当該準景観地区の区域の案を

、当該準景観地区を指定しようとする理由を記載し

た書面を添えて、当該公告から二週間公衆の縦覧に

供しなければならない。 

３ 前項の規定による公告があったときは、住民及

び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、
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縦覧に供された準景観地区の区域の案について、市

町村に意見書を提出することができる。 

４ 市町村は、第一項の規定により準景観地区を指

定しようとするときは、あらかじめ、前項の規定に

より提出された意見書の写しを添えて、都道府県知

事に協議しなければならない。この場合において、

町村にあっては、都道府県知事の同意を得なければ

ならない。 

５ 準景観地区の指定は、国土交通省令で定めると

ころにより、公告することにより行う。 

６ 前各項の規定は、準景観地区の変更について準

用する。 

（準景観地区内における行為の規制） 

第七十五条 市町村は、準景観地区内における建築

物又は工作物について、景観地区内におけるこれ

らに対する規制に準じて政令で定める基準に従い

、条例で、良好な景観を保全するため必要な規制

（建築物については、建築基準法第六十八条の九

第二項の規定に基づく条例により行われるものを

除く。）をすることができる。 

２ 市町村は、準景観地区内において、開発行為そ

の他政令で定める行為について、政令で定める基

準に従い、条例で、良好な景観を保全するため必

要な規制をすることができる。 

３ 都市計画法第五十一条の規定は、前項の規定に

基づく条例の規定による処分に対する不服につい

て準用する。 

第三節 地区計画等の区域内における建築物 

等の形態意匠の制限 

第七十六条 市町村は、地区計画等の区域（地区整

備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備

地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画

、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画におい

て、建築物又は工作物（以下この条において「建

築物等」という。）の形態意匠の制限が定められて

いる区域に限る。）内における建築物等の形態意匠

について、政令で定める基準に従い、条例で、当

該地区計画等において定められた建築物等の形態

意匠の制限に適合するものとしなければならない

こととすることができる。 

２ 前項の規定による制限は、建築物等の利用上の

必要性、当該区域内における土地利用の状況等を

考慮し、当該地区計画等の区域の特性にふさわし

い良好な景観の形成を図るため、合理的に必要と

認められる限度において行うものとする。 

３ 第一項の規定に基づく条例（以下「地区計画等

形態意匠条例」という。）には、第六十三条、第六

十四条、第六十六条、第六十八条及び第七十一条

の規定の例により、当該条例の施行のため必要な

市町村長による計画の認定、違反建築物又は違反

工作物に対する違反是正のための措置その他の措

置に関する規定を定めることができる。 

４ 前項の規定は、第六十三条第二項及び第六十六

条第三項の規定の例により地区計画等形態意匠条

例に定めた市町村長の認定の審査の手続について

、これらの規定に反しない限り、当該条例で必要

な規定を定めることを妨げるものではない。 

５ 地区計画等形態意匠条例には、市町村長は、当

該条例の規定により第六十四条第一項の処分に相

当する処分をしたときは、当該処分が建築物の建

築等に係る場合にあっては当該処分に係る建築物

の設計者、工事監理者若しくは工事の請負人又は

当該建築物について宅地建物取引業に係る取引を

した宅地建物取引業者の氏名又は名称及び住所そ

の他国土交通省令で定める事項を建築士法、建設

業法又は宅地建物取引業法の定めるところにより

これらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県

知事に、当該処分が工作物の建設等に係る場合に

あっては当該処分に係る工作物の工事の請負人の

氏名又は名称及び住所その他国土交通省令で定め

る事項を建設業法の定めるところにより当該請負

人を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に、

それぞれ通知しなければならない旨を定めること

ができる。 

６ 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定

に基づく地区計画等形態意匠条例の規定により同

項の通知を受けた場合においては、遅滞なく、当

該通知に係る者について、建築士法、建設業法又

は宅地建物取引業法による業務の停止の処分その

他必要な措置を講ずるものとし、その結果を当該

通知をした市町村長に通知しなければならない。 

第四節 雑則 

（仮設建築物又は仮設工作物に対する制限の緩和 

） 

第七十七条 非常災害があった場合において、その

発生した区域又はこれに隣接する区域で市町村長

が指定するものの内においては、災害により破損

した建築物若しくは工作物の応急の修繕又は次の

各号のいずれかに該当する応急仮設建築物の建築

等若しくは応急仮設工作物の建設等若しくは設置

でその災害が発生した日から一月以内にその工事

に着手するものについては、この章の規定は、適

用しない。 

一 国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救 

助のために建築等又は建設等若しくは設置を 

するもの 

二 被災者が自ら使用するために建築等をする建 

築物でその延べ面積が政令で定める規模以内 

のもの 

２ 災害があった場合において建築等又は建設等若

しくは設置をする停車場、官公署その他これらに

類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物

若しくは応急仮設工作物又は工事を施工するため

に現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他

これらに類する仮設建築物若しくは仮設工作物に

ついては、この章の規定は、適用しない。 

３ 前二項の応急仮設建築物の建築等又は応急仮設

工作物の建設等若しくは設置をした者は、その工

事を完了した後三月を超えてこの章の規定の適用

を受けないで当該建築物又は工作物を存続しよう

とする場合においては、その超えることとなる日

前に、市町村長の許可を受けなければならない。

ただし、当該許可の申請をした場合において、そ

の超えることとなる日前に当該申請に対する処分
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がされないときは、当該処分がされるまでの間は

、なおこの章の規定の適用を受けないで当該建築

物又は工作物を存続することができる。 

４ 市町村長は、前項の許可の申請があった場合に

おいて、良好な景観の形成に著しい支障がないと

認めるときは、二年以内の期間を限って、その許

可をすることができる。 

５ 市町村長は、第三項の許可の申請があった場合

において、良好な景観の形成のため必要があると

認めるときは、許可に必要な条件を付することが

できる。 

（国土交通大臣及び都道府県知事の勧告、助言又 

は援助） 

第七十八条 市町村長は、都道府県知事又は国土交

通大臣に対し、この章の規定の適用に関し必要な

助言又は援助を求めることができる。 

２ 国土交通大臣及び都道府県知事は、市町村長に

対し、この章の規定の適用に関し必要な勧告、助

言又は援助をすることができる。 

（市町村長に対する指示等） 

第七十九条 国土交通大臣は、市町村長がこの章の

規定若しくは当該規定に基づく命令の規定に違反

し、又はこれらの規定に基づく処分を怠っている

場合において、国の利害に重大な関係がある建築

物に関し必要があると認めるときは、当該市町村

長に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべ

きことを指示することができる。 

２ 市町村長は、正当な理由がない限り、前項の規

定により国土交通大臣が行った指示に従わなけれ

ばならない。 

３ 国土交通大臣は、市町村長が正当な理由がなく

、所定の期限までに、第一項の規定による指示に

従わない場合においては、正当な理由がないこと

について社会資本整備審議会の確認を得た上で、

自ら当該指示に係る必要な措置をとることができ

る。 

第七章 罰則 

第百一条 第十七条第五項の規定による景観行政団

体の長の命令又は第六十四条第一項の規定による

市町村長の命令に違反した者は、一年以下の懲役

又は五十万円以下の罰金に処する。 

第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五

十万円以下の罰金に処する。 

一 第十七条第一項の規定による景観行政団体の 

長の命令又は第七十条第一項の規定による市 

町村長の命令に違反した者 

二 第六十三条第一項の規定に違反して、申請書 

を提出せず、又は虚偽の申請書を提出した者 

三 第六十三条第四項の規定に違反して、建築物 

の建築等の工事をした者 

四 第七十七条第三項の規定に違反して、応急仮 

設建築物又は応急仮設工作物を存続させた者 

第百三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三

十万円以下の罰金に処する。 

一 第十六条第一項又は第二項の規定に違反して 

、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

二 第十七条第七項又は第七十一条第一項の規定 

による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

三 第十七条第七項の規定による立入検査若しく 

は立入調査又は第七十一条第一項の規定によ 

る立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

四 第十八条第一項の規定に違反して、届出に係 

る行為に着手した者 

五 第二十二条第一項又は第三十一条第一項の規 

定に違反して、行為をした者 

六 第二十二条第三項（第三十一条第二項におい 

て準用する場合を含む。）の規定により許可に 

付された条件に違反した者 

七 第二十三条第一項（第三十二条第一項におい 

て準用する場合を含む。）の規定による景観行 

政団体の長の命令に違反した者 

八 第六十八条の規定に違反して、認定があった 

旨の表示をせず、又は認定を受けた計画の写 

しを備えて置かなかった者 

第百四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理

人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の

業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行

為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本

条の罰金刑を科する。 

第百五条 第二十六条又は第三十四条の規定による

景観行政団体の長の命令に違反した者は、三十万

円以下の過料に処する。 

第百六条 第四十五条の規定による報告をせず、又

は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に

処する。 

第百七条 第四十三条の規定に違反して、届出をせ

ず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過

料に処する。 

第百八条 第七十二条第一項、第七十三条第一項、

第七十五条第一項若しくは第二項又は第七十六条

第一項の規定に基づく条例には、これに違反した

者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定

を設けることができる。 
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六 第二十二条第三項（第三十一条第二項において準用する

場合を含む。）の規定により許可に付された条件に違反した

者 

七 第二十三条第一項（第三十二条第一項において準用する

場合を含む。）の規定による景観行政団体の長の命令に違反

した者 

八 第六十八条の規定に違反して、認定があった旨の表示を

せず、又は認定を受けた計画の写しを備えて置かなかった

者 

第百四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人

その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の

違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は

人に対して各本条の罰金刑を科する。 

第百五条 第二十六条又は第三十四条の規定による景観行政

団体の長の命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処す

る。 

第百六条 第四十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報

告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

第百七条 第四十三条の規定に違反して、届出をせず、又は虚

偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。 

第百八条 第七十二条第一項、第七十三条第一項、第七十五条

第一項若しくは第二項又は第七十六条第一項の規定に基づく

条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に

処する旨の規定を設けることができる。 

   附 則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内に

おいて政令で定める日から施行する。ただし、第三章の規定は、

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定

める日から施行する。 
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○景観法施行令（抄）

（平成十六年政令第三百九十八号）

最終改正：令和五年政令第三百四号

（景観計画において条例で届出を要する行為を定めるものとす

る場合の基準）

第四条  法第八条第四項第一号 の届出を要する行為に係る同

項 の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する行

為であって、当該景観計画区域における良好な景観の形成の

ため制限する必要があると認められるものを定めることとす

る。

一  土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形

質の変更

二  木竹の植栽又は伐採

三  さんごの採取

四  屋外における土石、廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関

する法律 （昭和四十五年法律第百三十七号）第二条第一項

に規定する廃棄物をいう。以下同じ。）、再生資源（資源の

有効な利用の促進に関する法律 （平成三年法律第四十八号）

第二条第四項 に規定する再生資源をいう。以下同じ。）そ

の他の物件の堆積

五  水面の埋立て又は干拓

六  夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続

して建築物その他の工作物又は物件（屋外にあるものに限

る。）の外観について行う照明（以下「特定照明」という。）

七  火入れ

（届出を要しない景観計画区域内における通常の管理行為、軽

易な行為その他の行為）

第八条  法第十六条第七項第一号 の政令で定める行為は、次に

掲げる行為とする。

一  地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等

二  仮設の工作物の建設等

三  次に掲げる木竹の伐採

イ 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行わ

れる木竹の伐採

ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

ニ 仮植した木竹の伐採

ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

四  前三号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

イ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行

う行為

ロ 建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次の

いずれにも該当しないもの

（１）建築物の建築等

（２）工作物（当該敷地に存する建築物に附属する物干場

その他の国土交通省令で定める工作物を除く。）の建設

等

（３）木竹の伐採

（４）屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件

の堆積（国土交通省令で定める高さのものを除く。）

（５）特定照明

ハ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為であり、か

つ、次のいずれにも該当しないもの

（１）建築物の建築等

（２） 高さが一・五メートルを超える貯水槽、飼料貯蔵

タンクその他これらに類する工作物の建設等

（３） 用排水施設（幅員が二メートル以下の用排水路を

除く。）又は幅員が二メートルを超える農道若しくは

林道の設置

（４）土地の開墾

（５）森林の皆伐

（６）水面の埋立て又は干拓

（届出を要しないその他の行為）

第十条  法第十六条第七項第十一号 の政令で定める行為は、

次に掲げる行為とする。

一  景観計画に定められた開発行為又は第二十一条各号に

掲げる行為の制限のすべてについて法第七十三条第一項

又は第七十五条第二項 の規定に基づく条例で第二十二

条第三号イ又はロ（第二十四条において準用する場合を

含む。）の制限が定められている場合におけるこれらの条

例の規定による許可又は協議に係る行為

二  景観計画に定められた建築物の建築等又は工作物の建

設等の制限のすべてについて法第七十五条第一項 の規

定に基づく条例で第二十三条第一項第一号の制限が定め

られている場合における当該準景観地区内で行う建築物

の建築等又は工作物の建設等

三  文化財保護法 （昭和二十五年法律第二百十四号）第四

十三条第一項 若しくは第百二十五条第一項 の許可若し

くは同法第八十一条第一項 の届出に係る行為、同法第百

六十七条第一項 の通知に係る同項第六号 の行為若しく

は同法第百六十八条第一項 の同意に係る同項第一号 の
行為又は文化財保護法施行令 （昭和五十年政令第二百六

十七号）第四条第二項 の許可若しくは同条第五項 の協

議に係る行為

四  屋外広告物法 （昭和二十四年法律第百八十九号）第四

条 又は第五条 の規定に基づく条例の規定に適合する屋

外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置

（許可を要しない景観重要建造物に係る通常の管理行為、軽易

な行為その他の行為）

第十三条  法第二十二条第一項 ただし書の政令で定める行為

は、次に掲げる行為とする。

一  地下に設ける建造物の増築、改築、移転又は除却

二  法第二十五条第二項 の条例で定める管理の方法の基準

に適合する行為

三  管理協定に基づく行為

四  前三号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分

による義務の履行として行う行為

（許可を要しない景観重要樹木に係る通常の管理行為、軽易な

行為その他の行為）
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第十五条  法第三十一条第一項 ただし書の政令で定める行為

は、次に掲げる行為とする。

一  次に掲げる樹木の伐採

イ 枝打ち、整枝その他樹木の保育のために通常行われる

樹木の伐採

ロ 危険な樹木の伐採

二  法第三十三条第二項 の条例で定める管理の方法の基準

に適合する行為

三  管理協定に基づく行為

四  前三号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分

による義務の履行として行う行為

（条例で景観地区又は準景観地区内において規制をすることが

できる行為）

第二十一条  法第七十三条第一項 及び第七十五条第二項 の政

令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一  土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形

質の変更（開発行為を除く。）

二  木竹の植栽又は伐採

三  屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆

積

四  水面の埋立て又は干拓

五  特定照明

（条例で景観地区内において開発行為等について規制をする場

合の基準）

第二十二条  法第七十三条第一項 の政令で定める基準は、次の

とおりとする。

一  開発行為又は前条各号のいずれかに該当する行為であっ

て、地域の特性、当該景観地区における土地利用の状況等

からみて、当該景観地区における良好な景観の形成に著し

い支障を及ぼすおそれがあると認められるものについて規

制をすること。

二  前号の行為（国の機関又は地方公共団体が行うものを除

く。）をしようとするときは、あらかじめ、市町村長の許可

を受けなければならないものとすること。この場合におい

て、国の機関又は地方公共団体が同号の行為をしようとす

るときは、あらかじめ、市町村長に協議しなければならな

いものとすること。

三  第一号の行為についての規制は、次に掲げるものによる

こと。

イ 開発行為についての規制は、開発行為後の地貌が地域

の景観と著しく不調和とならないように、法第七十三条

第一項 の規定に基づく条例（以下この条において「景観

地区開発行為等制限条例」という。）で、切土若しくは盛

土によって生じる法の高さの最高限度、開発区域内にお

いて予定される建築物の敷地面積の最低限度又は木竹の

保全若しくは適切な植栽が行われる土地の面積の最低限

度を定めて行うこと。

ロ 前条各号に掲げる行為についての規制は、当該行為後

の状況が地域の景観と著しく不調和とならないように、

景観地区開発行為等制限条例で、規制をする行為ごとに

必要な行為の方法又は態様を定めて行うこと。

ハ 第一号の行為についてイ又はロの制限を定める場合に

おいて、これらの制限に相当する事項が定められた景観

計画に係る景観計画区域内においては、景観地区開発行

為等制限条例は、当該景観計画による良好な景観の形成

に支障がないように定めること。

四  景観地区開発行為等制限条例には、次に掲げる行為につ

いての第二号並びに前号イ及びロの制限の適用の除外に関

する規定を定めること。

イ 第八条第三号及び第四号に掲げる行為

ロ 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

ハ 法第三十一条第一項 の許可に係る行為

ニ 景観計画に法第八条第二項第四号 ロに掲げる事項（当

該景観地区開発行為等制限条例で定める前号イ又はロの

制限と同等以上のものと認められる制限に関する事項に

限る。）が定められた景観重要公共施設の整備として行う

行為

ホ 法第八条第二項第四号 ハ（１）から（７）までに規定

する許可（景観計画に当該景観地区開発行為等制限条例

で定める前号イ又はロの制限と同等以上のものと認めら

れる制限に関する事項がその基準として定められている

ものに限る。）に係る行為

ヘ 景観農業振興地域整備計画（当該景観地区開発行為等

制限条例で定める前号イ又はロの制限と同等以上のもの

と認められる制限に関する事項が定められているものに

限る。）の区域内の農用地区域内における農業振興地域の

整備に関する法律第十五条の二第一項 の許可に係る行

為

ト 都市計画法第二十九条第一項 の許可（同法第三十三条

第五項 の規定に基づく条例に当該景観地区開発行為等

制限条例で定める前号イの制限と同等以上のものと認め

られる制限がその基準として定められているものに限

る。）に係る行為

チ 文化財保護法第四十三条第一項 若しくは第百二十五

条第一項 の許可に係る行為、同法第百六十八条第一項

の同意に係る同項第一号 の行為又は文化財保護法施行

令第四条第二項 の許可若しくは同条第五項 の協議に

係る行為

（条例で準景観地区内における建築物又は工作物について規制

をする場合の基準）

第二十三条  法第七十五条第一項 の政令で定める基準は、次項

に定めるもののほか、次のとおりとする。

一  法第七十五条第一項 の規定に基づく条例で、イに掲げる

制限を定めるほか、ロからニまでに掲げる制限のうち、当

該準景観地区における良好な景観の保全を図るために必要

と認められるものを定めて行うこと。

イ 建築物の形態意匠の制限

ロ 工作物の形態意匠の制限

ハ 工作物の高さの最高限度又は最低限度

ニ 建築基準法 （昭和二十五年法律第二百一号）第六十八

条の九第二項 の規定に基づく条例で壁面の位置の制限

が定められた場合における当該制限として定められた限
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第十五条 法第三十一条第一項 ただし書の政令で定める行為

は、次に掲げる行為とする。

一 次に掲げる樹木の伐採

イ 枝打ち、整枝その他樹木の保育のために通常行われる

樹木の伐採

ロ 危険な樹木の伐採

二 法第三十三条第二項 の条例で定める管理の方法の基準

に適合する行為

三 管理協定に基づく行為

四 前三号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分

による義務の履行として行う行為

（条例で景観地区又は準景観地区内において規制をすることが

できる行為）

第二十一条 法第七十三条第一項 及び第七十五条第二項 の政

令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形

質の変更（開発行為を除く。）

二 木竹の植栽又は伐採

三 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆

積

四 水面の埋立て又は干拓

五 特定照明

（条例で景観地区内において開発行為等について規制をする場

合の基準）

第二十二条 法第七十三条第一項 の政令で定める基準は、次の

とおりとする。

一 開発行為又は前条各号のいずれかに該当する行為であっ

て、地域の特性、当該景観地区における土地利用の状況等

からみて、当該景観地区における良好な景観の形成に著し

い支障を及ぼすおそれがあると認められるものについて規

制をすること。

二 前号の行為（国の機関又は地方公共団体が行うものを除

く。）をしようとするときは、あらかじめ、市町村長の許可

を受けなければならないものとすること。この場合におい

て、国の機関又は地方公共団体が同号の行為をしようとす

るときは、あらかじめ、市町村長に協議しなければならな

いものとすること。

三 第一号の行為についての規制は、次に掲げるものによる

こと。

イ 開発行為についての規制は、開発行為後の地貌が地域

の景観と著しく不調和とならないように、法第七十三条

第一項 の規定に基づく条例（以下この条において「景観

地区開発行為等制限条例」という。）で、切土若しくは盛

土によって生じる法の高さの最高限度、開発区域内にお

いて予定される建築物の敷地面積の最低限度又は木竹の

保全若しくは適切な植栽が行われる土地の面積の最低限

度を定めて行うこと。

ロ 前条各号に掲げる行為についての規制は、当該行為後

の状況が地域の景観と著しく不調和とならないように、

景観地区開発行為等制限条例で、規制をする行為ごとに

必要な行為の方法又は態様を定めて行うこと。

ハ 第一号の行為についてイ又はロの制限を定める場合に

おいて、これらの制限に相当する事項が定められた景観

計画に係る景観計画区域内においては、景観地区開発行

為等制限条例は、当該景観計画による良好な景観の形成

に支障がないように定めること。

四 景観地区開発行為等制限条例には、次に掲げる行為につ

いての第二号並びに前号イ及びロの制限の適用の除外に関

する規定を定めること。

イ 第八条第三号及び第四号に掲げる行為

ロ 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

ハ 法第三十一条第一項 の許可に係る行為

ニ 景観計画に法第八条第二項第四号 ロに掲げる事項（当

該景観地区開発行為等制限条例で定める前号イ又はロの

制限と同等以上のものと認められる制限に関する事項に

限る。）が定められた景観重要公共施設の整備として行う

行為

ホ 法第八条第二項第四号 ハ（１）から（７）までに規定

する許可（景観計画に当該景観地区開発行為等制限条例

で定める前号イ又はロの制限と同等以上のものと認めら

れる制限に関する事項がその基準として定められている

ものに限る。）に係る行為

ヘ 景観農業振興地域整備計画（当該景観地区開発行為等

制限条例で定める前号イ又はロの制限と同等以上のもの

と認められる制限に関する事項が定められているものに

限る。）の区域内の農用地区域内における農業振興地域の

整備に関する法律第十五条の二第一項 の許可に係る行

為

ト 都市計画法第二十九条第一項 の許可（同法第三十三条

第五項 の規定に基づく条例に当該景観地区開発行為等

制限条例で定める前号イの制限と同等以上のものと認め

られる制限がその基準として定められているものに限

る。）に係る行為

チ 文化財保護法第四十三条第一項 若しくは第百二十五

条第一項 の許可に係る行為、同法第百六十八条第一項

の同意に係る同項第一号 の行為又は文化財保護法施行

令第四条第二項 の許可若しくは同条第五項 の協議に

係る行為

（条例で準景観地区内における建築物又は工作物について規制

をする場合の基準）

第二十三条 法第七十五条第一項 の政令で定める基準は、次項

に定めるもののほか、次のとおりとする。

一 法第七十五条第一項 の規定に基づく条例で、イに掲げる

制限を定めるほか、ロからニまでに掲げる制限のうち、当

該準景観地区における良好な景観の保全を図るために必要

と認められるものを定めて行うこと。

イ 建築物の形態意匠の制限

ロ 工作物の形態意匠の制限

ハ 工作物の高さの最高限度又は最低限度

ニ 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第六十八

条の九第二項 の規定に基づく条例で壁面の位置の制限

が定められた場合における当該制限として定められた限
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度の線と敷地境界線との間の土地の区域における工作物

（土地に定着する工作物以外のものを含む。）の設置の制

限

二  法第七十五条第一項 の規定に基づく条例で前号イ又は

ロに掲げる制限を定めたものには、当該条例の施行に必要

な法第六十三条 、第六十四条、第六十六条、第六十八条、

第七十条及び第七十一条の規定の例による建築物の建築等

又は工作物の建設等についての市町村長による計画の認定、

違反建築物又は違反工作物に対する違反是正のための措置

その他の措置のうち、当該制限の内容、当該準景観地区に

おける土地利用の状況等からみて必要と認められるものを

定めること。

三  法第七十五条第一項 の規定に基づく条例で第一号 ハ又

はニに掲げる制限を定めたものには、当該条例の施行に必

要な法第六十四条 又は第七十一条 の規定の例による工作

物の建設等についての市町村長による違反工作物に対する

違反是正のための措置その他の措置のうち、当該制限の内

容、当該準景観地区における土地利用の状況等からみて必

要と認められるものを定めること。

２  第二十条の規定は、前項第一号の制限について準用する。

この場合において、同条第一号中「工作物の形態意匠の制限

は、当該景観地区に関する都市計画において定められた建築

物の形態意匠の制限と相まって」とあるのは「建築物又は工

作物の形態意匠の制限は」と、同条第二号から第五号までの

規定中「形成」とあるのは「保全」と、同条第二号中「市街

地」とあるのは「地域」と、同条第四号中「壁面後退区域に

おける」とあるのは「第二十三条第一項第一号ニの区域にお

ける」と、「当該壁面後退区域」とあるのは「当該区域」と、

同条第五号及び第六号ロ中「工作物」とあるのは「建築物又

は工作物」と、同条第五号中「景観地区」とあるのは「準景

観地区」と、同条第六号中「景観地区工作物制限条例」とあ

るのは「法第七十五条第一項 の規定に基づく条例」と、「法

第七十二条第一項 」とあるのは「第二十三条第一項第一号 」
と、同号 イ中「工作物又はその」とあるのは「建築物若しく

は工作物又はこれらの」と読み替えるものとする。

（条例で準景観地区内において開発行為等について規制をする

場合の基準）

第二十四条  法第七十五条第二項 の政令で定める基準につい

ては、第二十二条の規定を準用する。この場合において、同

条第一号中「景観地区」とあるのは「準景観地区」と、同号

及び同条第三号ハ中「形成」とあるのは「保全」と、同号イ

中「第七十三条第一項の規定に基づく条例（以下この条にお

いて「景観地区開発行為等制限条例」という。）」とあるのは

「第七十五条第二項の規定に基づく条例」と、同号ロ及びハ

並びに同条第四号中「景観地区開発行為等制限条例」とある

のは「法第七十五条第二項 の規定に基づく条例」と読み替え

るものとする。

（条例で地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠につ

いて制限を行う場合の基準）

第二十五条  法第七十六条第一項 の政令で定める基準は、次の

とおりとする。

一  建築物又は工作物の形態意匠の制限は、建築物又は工作

物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資するものと

なるように行うこと。

二  地区計画等形態意匠条例には、次に掲げる法第七十六条

第一項 の制限の適用の除外に関する規定を定めること。

イ 第十一条各号及び次に掲げる法律の規定並びにこれら

の規定に基づく命令及び条例の規定で建築物若しくは工

作物又はこれらの部分の形態意匠に係るものに基づく当

該建築物若しくは工作物又はこれらの部分の形態意匠に

ついての適用の除外に関する規定

（１）道路法第四十五条第二項 及び第三項

（２）道路交通法第四条第四項 及び第五項 、第六条第

五項並びに第百十四条の七

ロ 法第六十九条 の規定の例による建築物又は工作物に

ついての適用の除外に関する規定

（被災者が自ら使用するための応急仮設建築物の規模）

第二十六条  法第七十七条第一項第二号 の政令で定める規模

は、三十平方メートルとする。

附 則

（施行期日）

第一条 この政令は、法の施行の日（平成十六年十二月十七日）

から施行する。

（形態意匠に係る義務を定めている他の法令の規定に関する経

過措置）

第二条 法第十七条第三項の政令で定める他の法令の規定は、

平成十七年三月三十一日までの間、第十一条に規定する規定

のほか、鉱山保安法（昭和二十四年法律第七十号）第三十条

（同法第四条に係る部分に限る。）及びこれに基づく命令の規

定で建築物若しくは工作物又はこれらの部分の形態意匠に係

るものとする。
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〇補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 

（昭和三十年法律第百七十九号） 

最終改正：令和四年法律第六十八号による改正 

目次 

第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 補助金等の交付の申請及び決定（第五条―第十条） 

第三章 補助事業等の遂行等（第十一条―第十六条） 

第四章 補助金等の返還等（第十七条―第二十一条） 

第五章 雑則（第二十一条の二―第二十八条） 

第六章 罰則（第二十九条―第三十三条） 

附則 

第一章 総則 

（この法律の目的） 

第一条 この法律は、補助金等の交付の申請、決定等に関する

事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項

を規定することにより、補助金等の交付の不正な申請及び補

助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執

行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的

とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「補助金等」とは、国が国以外の者

に対して交付する次に掲げるものをいう。 

一 補助金 

二 負担金（国際条約に基く分担金を除く。） 

三 利子補給金 

四 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令

で定めるもの 

２ この法律において「補助事業等」とは、補助金等の交付の

対象となる事務又は事業をいう。 

３ この法律において「補助事業者等」とは、補助事業等を行

う者をいう。 

４ この法律において「間接補助金等」とは、次に掲げるもの

をいう。 

一 国以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給

付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は

一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従つて交

付するもの 

二 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金

の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽

減して融通する資金 

５ この法律において「間接補助事業等」とは、前項第一号の

給付金の交付又は同項第二号の資金の融通の対象となる事

務又は事業をいう。 

６ この法律において「間接補助事業者等」とは、間接補助事

業等を行う者をいう。 

７ この法律において「各省各庁」とは、財政法（昭和二十二

年法律第三十四号）第二十一条に規定する各省各庁をいい、

「各省各庁の長」とは、同法第二十条第二項に規定する各省

各庁の長をいう。 

（関係者の責務） 

第三条 各省各庁の長は、その所掌の補助金等に係る予算の執

行に当つては、補助金等が国民から徴収された税金その他の

貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補

助金等が法令及び予算で定めるところに従つて公正かつ効

率的に使用されるように努めなければならない。 

２ 補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等が国民か

ら徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるもの

であることに留意し、法令の定及び補助金等の交付の目的又

は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従つて誠実に

補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければ

ならない。 

（他の法令との関係） 

第四条 補助金等に関しては、他の法律又はこれに基く命令若

しくはこれを実施するための命令に特別の定のあるものを

除くほか、この法律の定めるところによる。 

第二章 補助金等の交付の申請及び決定 

（補助金等の交付の申請） 

第五条 補助金等の交付の申請（契約の申込を含む。以下同じ

。）をしようとする者は、政令で定めるところにより、補助

事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要

な事項を記載した申請書に各省各庁の長が定める書類を添

え、各省各庁の長に対しその定める時期までに提出しなけれ

ばならない。 

（補助金等の交付の決定） 

第六条 各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があつたとき

は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地

調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予

算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的

及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤がないかど

うか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは

、すみやかに補助金等の交付の決定（契約の承諾の決定を含

む。以下同じ。）をしなければならない。 

２ 各省各庁の長は、補助金等の交付の申請が到達してから当

該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要す

べき標準的な期間（法令により当該各省各庁の長と異なる機

関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申

請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから

当該各省各庁の長に到達するまでに通常要すべき標準的な

期間）を定め、かつ、これを公表するよう努めなければなら

ない。 

３ 各省各庁の長は、第一項の場合において、適正な交付を行

うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項

につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがで

きる。 

４ 前項の規定により補助金等の交付の申請に係る事項につき

修正を加えてその交付の決定をするに当つては、その申請に

146

８．関係法令　



係る当該補助事業等の遂行を不当に困難とさせないように

しなければならない。 

（補助金等の交付の条件） 

第七条 各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をする場合に

おいて、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成

するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附

するものとする。 

一 補助事業等に要する経費の配分の変更（各省各庁の長の

定める軽微な変更を除く。）をする場合においては、各省

各庁の長の承認を受けるべきこと。 

二 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その

他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項 

三 補助事業等の内容の変更（各省各庁の長の定める軽微な

変更を除く。）をする場合においては、各省各庁の長の承

認を受けるべきこと。 

四 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、各

省各庁の長の承認を受けるべきこと。 

五 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助

事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやか

に各省各庁の長に報告してその指示を受けるべきこと。 

２ 各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者

等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該

補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した

補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき

旨の条件を附することができる。 

３ 前二項の規定は、これらの規定に定める条件のほか、各省

各庁の長が法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を

達成するため必要な条件を附することを妨げるものではな

い。 

４ 補助金等の交付の決定に附する条件は、公正なものでなけ

ればならず、いやしくも補助金等の交付の目的を達成するた

め必要な限度をこえて不当に補助事業者等に対し干渉をす

るようなものであつてはならない。 

（決定の通知） 

第八条 各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をしたときは

、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合に

はその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなけ

ればならない。 

（申請の取下げ） 

第九条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による

通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交

付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるとき

は、各省各庁の長の定める期日までに、申請の取下げをする

ことができる。 

２ 前項の規定による申請の取引げがあつたときは、当該申請

に係る補助金等の交付の決定は、なかつたものとみなす。 

（事情変更による決定の取消等） 

第十条 各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をした場合に

おいて、その後の事情の変更により特別の必要が生じたとき

は、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、

又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更する

ことができる。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期

間に係る部分については、この限りでない。 

２ 各省各庁の長が前項の規定により補助金等の交付の決定を

取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交

付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は

一部を継続する必要がなくなつた場合その他政令で定める

特に必要な場合に限る。 

３ 各省各庁の長は、第一項の規定による補助金等の交付の決

定の取消により特別に必要となつた事務又は事業に対して

は、政令で定めるところにより、補助金等を交付するものと

する。 

４ 第八条の規定は、第一項の処分をした場合について準用す

る。 

第三章 補助事業等の遂行等 

（補助事業等及び間接補助事業等の遂行） 

第十一条 補助事業者等は、法令の定並びに補助金等の交付の

決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基く各省各

庁の長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業

等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途へ

の使用（利子補給金にあつては、その交付の目的となつてい

る融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付

の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以

下同じ。）をしてはならない。 

２ 間接補助事業者等は、法令の定及び間接補助金等の交付又

は融通の目的に従い、善良な管理者の注意をもつて間接補助

事業等を行わなければならず、いやしくも間接補助金等の他

の用途への使用（利子の軽減を目的とする第二条第四項第一

号の給付金にあつては、その交付の目的となつている融資又

は利子の軽減をしないことにより間接補助金等の交付の目

的に反してその交付を受けたことになることをいい、同項第

二号の資金にあつては、その融通の目的に従つて使用しない

ことにより不当に利子の軽減を受けたことになることをい

う。以下同じ。）をしてはならない。 

（状況報告） 

第十二条 補助事業者等は、各省各庁の長の定めるところによ

り、補助事業等の遂行の状況に関し、各省各庁の長に報告し

なければならない。 

（補助事業等の遂行等の命令） 

第十三条 各省各庁の長は、補助事業者等が提出する報告等に

より、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又

はこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めると

きは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行

すべきことを命ずることができる。 

２ 各省各庁の長は、補助事業者等が前項の命令に違反したと

きは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命

ずることができる。 

（実績報告） 

第十四条 補助事業者等は、各省各庁の長の定めるところによ

り、補助事業等が完了したとき（補助事業等の廃止の承認を
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受けたときを含む。）は、補助事業等の成果を記載した補助

事業等実績報告書に各省各庁の長の定める書類を添えて各

省各庁の長に報告しなければならない。補助金等の交付の決

定に係る国の会計年度が終了した場合も、また同様とする。 

（補助金等の額の確定等） 

第十五条 各省各庁の長は、補助事業等の完了又は廃止に係る

補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等

の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その

報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内

容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを

調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額

を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。 

（是正のための措置） 

第十六条 各省各庁の長は、補助事業等の完了又は廃止に係る

補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に

係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及び

これに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事

業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを

当該補助事業者等に対して命ずることができる。 

２ 第十四条の規定は、前項の規定による命令に従つて行う補

助事業等について準用する。 

第四章 補助金等の返還等 

（決定の取消） 

第十七条 各省各庁の長は、補助事業者等が、補助金等の他の

用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交

付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれ

に基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交

付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 各省各庁の長は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他

の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して法令に

違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に

係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すこと

ができる。 

３ 前二項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等

の額の確定があつた後においても適用があるものとする。 

４ 第八条の規定は、第一項又は第二項の規定による取消をし

た場合について準用する。 

（補助金等の返還） 

第十八条 各省各庁の長は、補助金等の交付の決定を取り消し

た場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、

すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、そ

の返還を命じなければならない。 

２ 各省各庁の長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額

を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金等が

交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなけ

ればならない。 

３ 各省各庁の長は、第一項の返還の命令に係る補助金等の交

付の決定の取消が前条第二項の規定によるものである場合

において、やむを得ない事情があると認めるときは、政令で

定めるところにより、返還の期限を延長し、又は返還の命令

の全部若しくは一部を取り消すことができる。 

（加算金及び延滞金） 

第十九条 補助事業者等は、第十七条第一項の規定又はこれに

準ずる他の法律の規定による処分に関し、補助金等の返還を

命ぜられたときは、政令で定めるところにより、その命令に

係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当

該補助金等の額（その一部を納付した場合におけるその後の

期間については、既納額を控除した額）につき年十・九五パ

ーセントの割合で計算した加算金を国に納付しなければな

らない。 

２ 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期

日までに納付しなかつたときは、政令で定めるところにより

、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付

額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を国

に納付しなければならない。 

３ 各省各庁の長は、前二項の場合において、やむを得ない事

情があると認めるときは、政令で定めるところにより、加算

金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

（他の補助金等の一時停止等） 

第二十条 各省各庁の長は、補助事業者等が補助金等の返還を

命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部

を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又

は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限

度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納

付額とを相殺することができる。 

（徴収） 

第二十一条 各省各庁の長が返還を命じた補助金等又はこれに

係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴

収することができる。 

２ 前項の補助金等又は加算金若しくは延滞金の先取特権の順

位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 

第五章 雑則 

（理由の提示） 

第二十一条の二 各省各庁の長は、補助金等の交付の決定の取

消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事

業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業

者等に対してその理由を示さなければならない。 

（財産の処分の制限） 

第二十二条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は

効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を

受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し

、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし

、政令で定める場合は、この限りでない。 

（立入検査等） 

第二十三条 各省各庁の長は、補助金等に係る予算の執行の適

正を期するため必要があるときは、補助事業者等若しくは間

接補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事
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務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査さ

せ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要

求があるときは、これを提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められた

ものと解してはならない。 

（不当干渉等の防止） 

第二十四条 補助金等の交付に関する事務その他補助金等に係

る予算の執行に関する事務に従事する国又は都道府県の職

員は、当該事務を不当に遅延させ、又は補助金等の交付の目

的を達成するため必要な限度をこえて不当に補助事業者等

若しくは間接補助事業者等に対して干渉してはならない。 

（行政手続法の適用除外） 

第二十四条の二 補助金等の交付に関する各省各庁の長の処分

については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第二章

及び第三章の規定は、適用しない。 

（不服の申出） 

第二十五条 補助金等の交付の決定、補助金等の交付の決定の

取消、補助金等の返還の命令その他補助金等の交付に関する

各省各庁の長の処分に対して不服のある地方公共団体（港湾

法（昭和二十五年法律第二百十八号）に基く港務局を含む。

以下同じ。）は、政令で定めるところにより、各省各庁の長

に対して不服を申し出ることができる。 

２ 各省各庁の長は、前項の規定による不服の申出があつたと

きは、不服を申し出た者に意見を述べる機会を与えた上、必

要な措置をとり、その旨を不服を申し出た者に対して通知し

なければならない。 

３ 前項の措置に不服のある者は、内閣に対して意見を申し出

ることができる。 

（事務の実施） 

第二十六条 各省各庁の長は、政令で定めるところにより、補

助金等の交付に関する事務の一部を各省各庁の機関に委任

することができる。 

２ 国は、政令で定めるところにより、補助金等の交付に関す

る事務の一部を都道府県が行うこととすることができる。 

３ 前項の規定により都道府県が行うこととされる事務は、地

方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一

号に規定する第一号法定受託事務とする。 

（電磁的記録による作成） 

第二十六条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に

より作成することとされている申請書等（申請書、書類その

他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができ

る情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において

同じ。）については、当該申請書等に記載すべき事項を記録

した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よつては認識することができない方式で作られる記録であ

つて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして

各省各庁の長が定めるものをいう。同条第一項において同じ

。）の作成をもつて、当該申請書等の作成に代えることがで

きる。この場合において、当該電磁的記録は、当該申請書等

とみなす。 

（電磁的方法による提出） 

第二十六条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に

よる申請書等の提出については、当該申請書等が電磁的記録

で作成されている場合には、電磁的方法（電子情報処理組織

を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で

あつて各省各庁の長が定めるものをいう。次項において同じ

。）をもつて行うことができる。 

２ 前項の規定により申請書等の提出が電磁的方法によつて行

われたときは、当該申請書等の提出を受けるべき者の使用に

係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時

に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。 

（適用除外） 

第二十七条 他の法律又はこれに基く命令若しくはこれを実施

するための命令に基き交付する補助金等に関しては、政令で

定めるところにより、この法律の一部を適用しないことがで

きる。 

（政令への委任） 

第二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に

関し必要な事項は、政令で定める。 

第六章 罰則 

第二十九条 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受

け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、五

年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを

併科する。 

２ 前項の場合において、情を知つて交付又は融通をした者も

、また同項と同様とする。 

第三十条 第十一条の規定に違反して補助金等の他の用途への

使用又は間接補助金等の他の用途への使用をした者は、三年

以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを

併科する。 

第三十一条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金

に処する。 

一 第十三条第二項の規定による命令に違反した者 

二 法令に違反して補助事業等の成果の報告をしなかつた

者 

三 第二十三条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報

告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問

に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者 

第三十二条 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定の

あるものを含む。以下この項において同じ。）の代表者又は

法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、そ

の行為者を罰するほか、当該法人又は人に対し各本条の罰金

刑を科する。 

２ 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合において

は、その代表者又は管理人が訴訟行為につきその団体を代表

するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律

の規定を準用する。 
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第三十三条 前条の規定は、国又は地方公共団体には、適用し

ない。 

２ 国又は地方公共団体において第二十九条から第三十一条ま

での違反行為があつたときは、その行為をした各省各庁の長

その他の職員又は地方公共団体の長その他の職員に対し、各

本条の刑を科する。 

附 則 抄 

１ この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日か

ら施行する。ただし、昭和二十九年度分以前の予算により支

出された補助金等及びこれに係る間接補助金等に関しては、

適用しない。 

２ この法律の施行前に補助金等が交付され、又は補助金等の

交付の意思が表示されている事務又は事業に関しては、政令

でこの法律の特例を設けることができる。 
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〇補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律施行令 

（昭和三十年政令第二百五十五号） 
最終改正：令和六年政令第百四号 

内閣は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和三十年法律第百七十九号）の規定（

日本専売公社法（昭和二十三年法律第二百五十五号

）第四十三条の二十四、日本国有鉄道法（昭和二十

三年法律第二百五十六号）第五十条の二及び日本電

信電話公社法（昭和二十七年法律第二百五十号）第

七十三条の二において準用する場合を含む。）に基き

、この政令を制定する。 

（定義） 

第一条 この政令において「補助金等」、「補助事業

等」、「補助事業者等」、「間接補助金等」、「間接補

助事業等」、「間接補助事業者等」、「各省各庁」又

は「各省各庁の長」とは、補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律（日本中央競馬会法（

昭和二十九年法律第二百五号）第二十条の二、国

立研究開発法人情報通信研究機構法（平成十一年

法律第百六十二号）第十九条（同法附則第八条第

二項の規定により読み替えられる場合を含む。）、

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法（

平成十四年法律第九十四号）第十二条の二、独立

行政法人農畜産業振興機構法（平成十四年法律第

百二十六号）第十七条（肉用子牛生産安定等特別

措置法（昭和六十三年法律第九十八号）第十五条

の二の規定により読み替えられる場合を含む。）、

独立行政法人国際協力機構法（平成十四年法律第

百三十六号）第三十七条、独立行政法人国際交流

基金法（平成十四年法律第百三十七号）第十三条

、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合

開発機構法（平成十四年法律第百四十五号）第十

八条、独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平

成十四年法律第百四十七号）第十六条（同法附則

第十四条の規定により読み替えられる場合を含む

。）、独立行政法人日本学術振興会法（平成十四年

法律第百五十九号）第十七条第二項及び附則第二

条の六、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

法（平成十四年法律第百六十一号）第二十四条、

独立行政法人日本スポーツ振興センター法（平成

十四年法律第百六十二号）第二十八条、独立行政

法人日本芸術文化振興会法（平成十四年法律第百

六十三号）第十七条、独立行政法人福祉医療機構

法（平成十四年法律第百六十六号）第十三条、独

立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（

平成十四年法律第百八十号）第二十三条、独立行

政法人環境再生保全機構法（平成十五年法律第四

十三号）第十一条、独立行政法人日本学生支援機

構法（平成十五年法律第九十四号）第二十四条、

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法（平

成十五年法律第百十四号）第二十二条、国立研究

開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法（平成十

六年法律第百三十五号）第十六条並びに国立研究

開発法人日本医療研究開発機構法（平成二十六年

法律第四十九号）第十七条の三において準用する

場合を含む。以下「法」という。）第二条に規定す

る補助金等、補助事業等、補助事業者等、間接補

助金等、間接補助事業等、間接補助事業者等、各

省各庁又は各省各庁の長をいう。 

（補助金等とする給付金の指定） 

第二条 法第二条第一項第四号に規定する給付金で

政令で定めるものは、次に掲げるもの（第五十八

号から第二百号までにあつては、当該各号に掲げ

る予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出に

よるもの）とする。 

一 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号 

）第五十六条の四の三第二項に規定する交付 

金 

二 農業保険法（昭和二十二年法律第百八十五号 

）第十八条及び附則第三条第一項に規定する 

交付金 

三 農業改良助長法（昭和二十三年法律第百六十 

五号）第六条第一項に規定する協同農業普及 

事業交付金 

四 漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号） 

第百五十九条第一項（同法第百七十三条にお 

いて準用する場合を含む。）に規定する交付金 

五 電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）第 

七十一条の三第九項（同法第七十一条の三の 

二第十一項において準用する場合を含む。）の 

規定による交付金 

六 植物防疫法（昭和二十五年法律第百五十一号 

）第三十五条第一項に規定する交付金 

七 旧令による共済組合等からの年金受給者のた 

めの特別措置法（昭和二十五年法律第二百五 

十六号）第七条又は第十一条の規定による交 

付金 

八 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号） 

第百六条の八に規定する交付金 

九 農業委員会等に関する法律（昭和二十六年法 

律第八十八号）第二条第一項に規定する交付 

金 

十 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭 

和二十六年法律第九十七号）第十三条第二項 

の規定による交付金 

十一 森林法（昭和二十六年法律第二百四十九号 

）第百九十五条第一項に規定する交付金 

十二 離島振興法（昭和二十八年法律第七十二号 

）第七条の三第二項に規定する交付金 

十三 特別支援学校への就学奨励に関する法律（ 

昭和二十九年法律第百四十四号）第二条第四 

項の規定による給付金 

十四 奄美群島振興開発特別措置法（昭和二十九 

年法律第百八十九号）第九条第二項に規定す 

る交付金 

十五 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に 

関する法律（昭和三十三年法律第八十一号）

第十二条第一項に規定する交付金 

十六 国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九 

十二号）第七十二条の規定による交付金 

十七 激 甚
じん

災害に対処するための特別の財政援 

助等に関する法律（昭和三十七年法律第百五 

十号）第三条第一項及び第四条第五項の規定 

による交付金 

十八 漁船損害補償法の一部を改正する法律（昭 

和四十一年法律第四十六号）附則第五項、漁 
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船損害補償法の一部を改正する法律（昭和四 

十八年法律第五十五号）附則第三項及び漁船 

損害等補償法の一部を改正する法律（平成十 

一年法律第四十六号）附則第五条に規定する 

交付金 

十九 石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の 

総合的な実施のための関係法律の整備等に関 

する法律（平成四年法律第二十三号）附則第 

五条第一項の規定によりなおその効力を有す 

るものとされる同法第八条の規定による廃止 

前の石炭鉱業再建整備臨時措置法（昭和四十 

二年法律第四十九号）第十条第一項の規定に 

よる損失補償金 

二十 職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第 

六十四号）第九十五条第一項に規定する交付 

金 

二十一 公害健康被害の補償等に関する法律（昭 

和四十八年法律第百十一号）第五十条の規定 

による交付金 

二十二 発電用施設周辺地域整備法（昭和四十九 

年法律第七十八号）第七条（同法第十条第四 

項において準用する場合を含む。）に規定する 

交付金 

二十三 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関す 

る法律（昭和四十九年法律第百一号）第九条 

第二項に規定する特定防衛施設周辺整備調整 

交付金 

二十四 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 

五十七年法律第八十号）第九十三条第三項、 

第九十五条第一項及び附則第五条の規定によ 

る交付金 

二十五 港湾労働法（昭和六十三年法律第四十号 

）第三十五条の規定による交付金 

二十六 介護労働者の雇用管理の改善等に関する 

法律（平成四年法律第六十三号）第二十三条 

の規定による交付金 

二十七 特定先端大型研究施設の共用の促進に関 

する法律（平成六年法律第七十八号）第二十 

一条の規定による交付金 

二十八 介護保険法（平成九年法律第百二十三号 

）第百二十二条第一項、第百二十二条の二及 

び第百二十二条の三の規定による交付金 

二十九 沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第 

十四号）第九十六条第二項に規定する交付金 

三十 都市再生特別措置法（平成十四年法律第二 

十二号）第四十七条第二項に規定する交付金 

三十一 独立行政法人水資源機構法（平成十四年 

法律第百八十二号）第二十一条第一項及び第 

二十二条第一項の規定による交付金 

三十二 次世代育成支援対策推進法（平成十五年 

法律第百二十号）第十一条第一項に規定する 

交付金 

三十三 地域再生法（平成十七年法律第二十四号 

）第十三条第一項に規定する交付金 

三十四 地域における多様な需要に応じた公的賃 

貸住宅等の整備等に関する特別措置法（平成 

十七年法律第七十九号）第七条第二項に規定 

する交付金 

三十五 石綿による健康被害の救済に関する法律 

（平成十八年法律第四号）第三十二条第一項の 

規定による交付金のうち同法の規定により独立 

行政法人環境再生保全機構が行う業務の事務の 

執行に要する費用に係るもの 

三十六 自殺対策基本法（平成十八年法律第八十 

五号）第十四条に規定する交付金 

三十七 道州制特別区域における広域行政の推進 

に関する法律（平成十八年法律第百十六号）第 

十九条第一項に規定する交付金 

三十八 農山漁村の活性化のための定住等及び地 

域間交流の促進に関する法律（平成十九年法律 

第四十八号）第七条第二項に規定する交付金 

三十九 広域的地域活性化のための基盤整備に関 

する法律（平成十九年法律第五十二号）第十九 

条第二項に規定する交付金 

四十 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別 

措置法（平成十九年法律第六十七号）第六条に 

規定する再編交付金 

四十一 森林の間伐等の実施の促進に関する特別 

措置法（平成二十年法律第三十二号）第六条第 

二項に規定する交付金 

四十二 高等学校等就学支援金の支給に関する法 

律（平成二十二年法律第十八号）第十五条の規 

定による交付金 

四十三 平成二十三年度における子ども手当の支 

給等に関する特別措置法（平成二十三年法律第 

百七号）第二十三条に規定する交付金 

四十四 東日本大震災復興特別区域法（平成二十 

三年法律第百二十二号）第七十八条第二項に規 

定する交付金 

四十五 特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の 

支給に関する特別措置法（平成二十三年法律第 

百二十六号）第三十八条の規定による交付金 

四十六 福島復興再生特別措置法（平成二十四年 

法律第二十五号）第三十四条第二項及び第四十 

六条第二項に規定する交付金 

四十七 子ども・子育て支援法（平成二十四年法 

律第六十五号）第六十六条の二の規定による給 

付金及び同法第六十八条第三項に規定する交付 

金 

四十八 外国人の技能実習の適正な実施及び技能 

実習生の保護に関する法律（平成二十八年法律 

第八十九号）第九十六条の規定による交付金 

四十九 地域における大学の振興及び若者の雇用 

機会の創出による若者の修学及び就業の促進に 

関する法律（平成三十年法律第三十七号）第十 

一条に規定する交付金 

五十 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた 

者に対する一時金の支給等に関する法律（平成 

三十一年法律第十四号）第二十九条の規定によ 

る交付金 

五十一 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を 

実現するための施策の推進に関する法律（平成 

三十一年法律第十六号）第十五条第一項に規定 

する交付金 

五十二 大学等における修学の支援に関する法律 

（令和元年法律第八号）第十条第一号の規定に 

よる給付金 

五十三 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資 
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するための調査研究及びその成果の活用等の推 

進に関する法律（令和元年法律第三十二号）第 

十三条の規定による交付金 

五十四 ハンセン病元患者家族に対する補償金の 

支給等に関する法律（令和元年法律第五十五号 

）第二十八条の規定による交付金 

五十五 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施 

のための預貯金口座の登録等に関する法律（令 

和三年法律第三十八号）附則第三条第二項の規 

定により読み替えて適用される同法第十五条の 

規定による交付金 

五十六 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用 

による預貯金口座の管理等に関する法律（令和 

三年法律第三十九号）第十三条（同法附則第三 

条第二項の規定により読み替えて適用される場 

合を含む。）の規定による交付金 

五十七 特定石綿被害建設業務労働者等に対する 

給付金等の支給に関する法律（令和三年法律第 

七十四号）第二十条第一項の規定による交付金 

五十八 不発弾等処理交付金 

五十九 啓発宣伝事業等委託費 

六十 特別支援教育就学奨励費交付金（第十三号 

に掲げる給付金に該当するものを除く。） 

六十一 社会事業学校等経営委託費 

六十二 生活保護指導監査委託費 

六十三 身体障害者福祉促進事業委託費 

六十四 衛生関係指導者養成等委託費（医務衛生 

関係指導者養成等委託のうち救急医療施設医師 

研修会の委託に係るものを除く。） 

六十五 遺族及留守家族等援護事務委託費のうち 

戦傷病者福祉事業助成委託及び昭和館運営委託 

に係るもの 

六十六 水産業改良普及事業交付金 

六十七 後進地域特例法適用団体等補助率差額及 

び後進地域特例法適用団体補助率差額 

六十八 石油貯蔵施設立地対策等交付金 

六十九 国連・障害者の十年記念施設運営委託費 

七十 電源立地等推進対策交付金 

七十一 原子力施設等防災対策等交付金 

七十二 森林整備地域活動支援交付金 

七十三 電源立地地域対策交付金（第二十二号に 

掲げる給付金に該当するものを除く。） 

七十四 循環型社会形成推進交付金 

七十五 農業・食品産業強化対策整備交付金 

七十六 農業・食品産業強化対策推進交付金 

七十七 自然環境整備交付金 

七十八 医療提供体制施設整備交付金 

七十九 地域住宅交付金（第三十四号に掲げる給 

付金に該当するものを除く。） 

八十 労働時間等設定改善推進助成金 

八十一 農山漁村活性化対策整備交付金（第三十 

八号に掲げる給付金に該当するものを除く。） 

八十二 農山漁村活性化対策推進交付金（第三十 

八号に掲げる給付金に該当するものを除く。） 

八十三 森林整備・林業等振興推進交付金 

八十四 水産業強化対策推進交付金 

八十五 生物多様性保全推進交付金 

八十六 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 

八十七 地域活性化・生活対策臨時交付金 

八十八 子育て支援対策臨時特例交付金 

八十九 緊急雇用創出事業臨時特例交付金 

九十 妊婦健康診査臨時特例交付金 

九十一 地域活性化・経済危機対策臨時交付金 

九十二 高等学校授業料減免事業等支援臨時特例 

交付金 

九十三 新型インフルエンザワクチン開発・生産 

体制整備臨時特例交付金 

九十四 地域医療再生臨時特例交付金 

九十五 緊急人材育成・就職支援事業臨時特例交 

付金 

九十六 社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金 

九十七 農山漁村地域整備交付金 

九十八 過疎地域事業補助率差額 

九十九 北方領土隣接地域振興等事業補助率差額 

百 森林整備・林業等振興整備交付金 

百一 水産業強化対策整備交付金 

百二 社会資本整備総合交付金（第三十号、第三 

十四号又は第三十九号に掲げる給付金に該当す 

るものを除く。） 

百三 受動喫煙防止対策助成金 

百四 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金 

百五 被災農家経営再開支援交付金 

百六 被災私立高等学校等教育環境整備支援臨時 

特例交付金 

百七 革新的医療機器創出促進等臨時特例交付金 

百八 電力基盤高度化等対策交付金 

百九 放射線監視設備整備臨時特別交付金 

百十 原子力災害影響調査等交付金 

百十一 原子力災害健康管理施設整備交付金 

百十二 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金 

百十三 地域経済循環創造事業交付金 

百十四 防災・安全社会資本整備交付金（第三十 

号、第三十四号又は第三十九号に掲げる給付金 

に該当するものを除く。） 

百十五 生物多様性保全回復施設整備交付金 

百十六 森林・山村多面的機能発揮対策交付金 

百十七 水産多面的機能発揮対策交付金 

百十八 原子力災害避難指示区域消防活動費交付 

金 

百十九 防災対策推進後進地域特例法適用団体補 

助率差額 

百二十 防災対策推進社会資本整備総合交付金 

百二十一 女性活躍推進交付金 

百二十二 福島再生加速化交付金（第四十六号に 

掲げる給付金に該当するものを除く。） 

百二十三 地域医療対策支援臨時特例交付金 

百二十四 道路整備事業後進地域特例法適用団体 

補助率差額 

百二十五 港湾整備事業後進地域特例法適用団体 

補助率差額 

百二十六 森林整備事業後進地域特例法適用団体 

補助率差額 

百二十七 水産基盤整備事業後進地域特例法適用 

団体補助率差額 

百二十八 地域女性活躍推進交付金 

百二十九 地方消費者行政推進交付金 

百三十 生活基盤施設耐震化等交付金 

百三十一 保育所等整備交付金（第一号に掲げる
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給付金に該当するものを除く。） 

百三十二 廃棄物処理施設整備交付金 

百三十三 鳥獣捕獲等事業交付金 

百三十四 福島原子力災害復興交付金 

百三十五 中間貯蔵施設整備等影響緩和交付金 

百三十六 教育支援体制整備事業費交付金 

百三十七 認定こども園施設整備交付金 

百三十八 特定防衛施設周辺整備調整交付金（第 

二十三号又は第四十号に掲げる給付金に該当す 

るものを除く。） 

百三十九 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 

百四十 被災児童生徒就学支援等事業交付金 

百四十一 地域子供の未来応援交付金 

百四十二 地域少子化対策重点推進交付金 

百四十三 地域介護対策支援臨時特例交付金 

百四十四 拠点返還地跡地利用推進交付金 

百四十五 食料安全保障確立対策推進交付金 

百四十六 食料安全保障確立対策整備交付金 

百四十七 農地集積・集約化対策整備交付金 

百四十八 被災者支援総合交付金 

百四十九 特定非営利活動法人等被災者支援交付 

金 

百五十 緊急スクールカウンセラー等活用事業交 

付金 

百五十一 東北観光復興対策交付金 

百五十二 九州観光支援交付金 

百五十三 特定有人国境離島地域社会維持推進交 

付金 

百五十四 離島漁業再生支援等交付金 

百五十五 環境保全施設整備交付金 

百五十六 放射線健康影響調査等交付金 

百五十七 農林水産業再生支援交付金 

百五十八 地方消費者行政強化交付金 

百五十九 地域自殺対策強化交付金（第三十六号 

に掲げる給付金に該当するものを除く。） 

百六十 農業水利施設保全管理整備交付金 

百六十一 六次産業化市場規模拡大対策整備交付 

 金 

百六十二 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交 

付金 

百六十三 外国人受入環境整備交付金 

百六十四 農業水利施設保全管理推進交付金 

百六十五 地域就職氷河期世代支援加速化交付金 

百六十六 性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付 

 金 

百六十七 特定地域づくり事業推進交付金 

百六十八 民間都市開発推進機構補給金 

百六十九 新型コロナウイルス感染症対応地方創 

生臨時交付金 

百七十 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 

交付金 

百七十一 新型コロナウイルスワクチン等生産体 

制整備臨時特例交付金 

百七十二 新型コロナウイルス感染症セーフティ 

ネット強化交付金

百七十三 成果連動型民間委託契約方式推進交付 

 金 

百七十四 過疎地域持続的発展支援交付金 

百七十五 農地集積・集約化等対策推進交付金 

百七十六 農地集積・集約化等対策整備交付金 

百七十七 国産農産物生産基盤強化等対策交付 

百七十八 日本型直接支払交付金 

百七十九 デジタル田園都市国家構想推進交付金 

百八十 新型コロナウイルス感染症対応協力要請 

推進交付金 

百八十一 新型コロナウイルス感染症対応検査促 

進交付金 

百八十二 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付 

 金 

百八十三 国産農産物生産基盤強化等対策整備交 

付金 

百八十四 農林水産業環境政策推進交付金 

百八十五 農林水産業環境政策推進整備交付金 

百八十六 豪雪地帯安全確保緊急対策交付金 

百八十七 保育士等処遇改善臨時特例交付金 

百八十八 農林水産物・食品輸出促進対策整備交 

付金 

百八十九 農地利用効率化等支援交付金 

百九十 農林水産業環境政策技術開発推進交付金 

百九十一 防災・安全交付金（第三十号、第三十 

四号又は第三十九号に掲げる給付金に該当する 

ものを除く。） 

百九十二 妊娠出産子育て支援交付金 

百九十三 就学前教育・保育施設整備交付金（第 

一号に掲げる給付金に該当するものを除く。） 

百九十四 地域再犯防止等推進事業交付金 

百九十五 農山漁村情報通信環境整備交付金 

百九十六 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費 

交付金 

百九十七 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交 

付金 

百九十八 地域産業基盤整備推進交付金 

百九十九 地域福祉推進支援臨時特例交付金 

二百 孤独・孤立対策推進交付金 

（補助金等の交付の申請の手続） 

第三条 法第五条の申請書には、次に掲げる事項を 

記載しなければならない。 

一 申請者の氏名又は名称及び住所 

二 補助事業等の目的及び内容 

三 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、 

補助事業等の完了の予定期日その他補助事業 

等の遂行に関する計画 

四 交付を受けようとする補助金等の額及びその 

算出の基礎 

五 その他各省各庁の長（日本中央競馬会、国立 

研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法 

人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政 

法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協 

力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研 

究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発 

機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、 

独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発 

法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日 

本スポーツ振興センター、独立行政法人日本 

芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構 

、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政 

法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医 

薬基盤・健康・栄養研究所又は国立研究開発 
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法人日本医療研究開発機構の補助金等に関し 

ては、これらの理事長とし、独立行政法人大 

学改革支援・学位授与機構の補助金等に関し 

ては、その機構長とする。第九条第二項及び 

第三項（第十四条第二項において準用する場 

合を含む。）、第十三条第四号及び第五号並び 

に第十四条第一項第二号を除き、以下同じ。 

）が定める事項 

２ 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した 

書類を添附しなければならない。 

一 申請者の営む主な事業 

二 申請者の資産及び負債に関する事項 

三 補助事業等の経費のうち補助金等によつてま 

かなわれる部分以外の部分の負担者、負担額 

及び負担方法 

四 補助事業等の効果 

五 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事 

  項 

六 その他各省各庁の長が定める事項 

３ 第一項の申請書若しくは前項の書類に記載すべ 

き事項の一部又は同項の規定による添附書類は、 

各省各庁の長の定めるところにより、省略するこ 

とができる。 

（事業完了後においても従うべき条件） 

第四条 各省各庁の長は、補助金等の交付の目的を 

達成するため必要がある場合には、その交付の条 

件として、補助事業等の完了後においても従うべ 

き事項を定めるものとする。 

２ 補助金等が基金造成費補助金等（補助事業者等 

が基金事業等（複数年度にわたる事務又は事業で 

あつて、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く 

、弾力的な支出が必要であることその他の特段の 

事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財 

源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な 

実施に必要であると認められるものをいう。以下 

この項において同じ。）の財源として設置する基金 

に充てる資金として各省各庁の長が交付する補助 

金等をいう。第三号及び第四号において同じ。）に 

該当する場合には、前項の補助事業等の完了後に 

おいても従うべき事項は、次に掲げる事項とする 

。 

一 基金事業等に係る運営及び管理に関する基本 

的事項として各省各庁の長が定めるものを公 

表すべきこと。 

二 基金を廃止するまでの間、毎年度、当該基金 

の額及び基金事業等の実施状況を各省各庁の 

長に報告すべきこと。 

三 基金の額が基金事業等の実施状況その他の事 

情に照らして過大であると各省各庁の長が認 

めた場合又は各省各庁の長が定めた基金の廃 

止の時期が到来したことその他の事情により 

基金を廃止した場合は、速やかに、交付を受 

けた基金造成費補助金等の全部又は一部に相 

当する金額を国に納付すべきこと。 

四 前三号に掲げるもののほか、基金造成費補助 

金等の交付の目的を達成するため必要と認め 

られる事項 

（事情変更による決定の取消ができる場合） 

第五条 法第十条第二項に規定する政令で定め

る特に必要な場合は、補助事業者等又は間接補助

事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂

行するため必要な土地その他の手段を使用する

ことができないこと、補助事業等又は間接補助事

業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助

金等によつてまかなわれる部分以外の部分を負

担することができないことその他の理由により

補助事業等又は間接補助事業等を遂行すること

ができない場合（補助事業者等又は間接補助事業

者等の責に帰すべき事情による場合を除く。）と

する。 

（決定の取消に伴う補助金等の交付） 

第六条 法第十条第三項の規定による補助金等は、

次に掲げる経費について交付するものとする。 

一 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤 

去その他の残務処理に要する経費 

二 補助事業等を行うため締結した契約の解除に 

より必要となつた賠償金の支払に要する経費 

２ 前項の補助金等の額の同項各号に掲げる経費の 

額に対する割合その他その交付については、法第 

十条第一項の規定による取消に係る補助事業等に 

ついての補助金等に準ずるものとする。 

（補助事業等の遂行の一時停止） 

第七条 各省各庁の長は、法第十三条第二項の規定

により補助事業等の遂行の一時停止を命ずる場合

においては、補助事業者等が当該補助金等の交付

の決定の内容及びこれに附した条件に適合させる

ための措置を各省各庁の長の指定する期日までに

とらないときは、法第十七条第一項の規定により

当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り

消す旨を、明らかにしなければならない。 

（国の会計年度終了の場合における実績報告） 

第八条 法第十四条後段の規定による補助事業等実

績報告書には、翌年度以降の補助事業等の遂行に

関する計画を附記しなければならない。ただし、

その計画が当該補助金等の交付の決定の内容とな

つた計画に比して変更がないときは、この限りで

ない。 

（補助金等の返還の期限の延長等） 

第九条 法第十八条第三項の規定による補助金等の

返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは

一部の取消は、補助事業者等の申請により行うも

のとする。 

２ 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場

合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助

事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的

を達成するためとつた措置及び当該補助金等の返

還を困難とする理由その他参考となるべき事項を

記載した書類を添えて、これを各省各庁の長（日

本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機

構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構

、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人

国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立

研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機

構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行

政法人日本学術振興会、国立研究開発法人宇宙航

空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興

センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独

立行政法人福祉医療機構、独立行政法人鉄道建設
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・運輸施設整備支援機構、独立行政法人環境再生

保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立

研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所又は国

立研究開発法人日本医療研究開発機構の補助金等

に関しては、これらの理事長とし、独立行政法人

大学改革支援・学位授与機構の補助金等に関して

は、その機構長とする。次項（第十四条第二項に

おいて準用する場合を含む。）、第十三条第四号及

び第五号並びに第十四条第一項第二号において同

じ。）に提出しなければならない。

３ 各省各庁の長は、法第十八条第三項の規定によ

り補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の

全部若しくは一部の取消をしようとする場合には

、財務大臣に協議しなければならない。 

４ 日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研 

究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源

機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政

法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開

発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独

立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人宇

宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ

振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会

、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人鉄道

建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人環境

再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所若

しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構

の理事長又は独立行政法人大学改革支援・学位授

与機構の機構長は、法第十八条第三項の規定によ

り補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令

の全部若しくは一部の取消しをしようとする場

合には、前項の規定にかかわらず、日本中央競馬

会又は独立行政法人農畜産業振興機構にあつて

は農林水産大臣、国立研究開発法人宇宙航空研究

開発機構にあつては内閣総理大臣、総務大臣、文

部科学大臣及び経済産業大臣、国立研究開発法人

日本医療研究開発機構にあつては内閣総理大臣、

文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣、

国立研究開発法人情報通信研究機構にあつては

総務大臣、独立行政法人国際協力機構又は独立行

政法人国際交流基金にあつては外務大臣、独立行

政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポー

ツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興

会、独立行政法人日本学生支援機構又は独立行政

法人大学改革支援・学位授与機構にあつては文部

科学大臣、独立行政法人福祉医療機構又は国立研

究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所にあつて

は厚生労働大臣、独立行政法人エネルギー・金属

鉱物資源機構、国立研究開発法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構又は独立行政法人中小企

業基盤整備機構にあつては経済産業大臣、独立行

政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構にあつて

は国土交通大臣、独立行政法人環境再生保全機構

にあつては環境大臣の承認を受けなければなら

ない。

５ 農林水産大臣、内閣総理大臣、総務大臣、外務

大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大

臣、国土交通大臣又は環境大臣は、前項の承認を

しようとする場合には、財務大臣に協議しなけれ

ばならない。 

（加算金の計算） 

第十条 補助金等が二回以上に分けて交付されてい 

る場合における法第十九条第一項の規定の適用に 

ついては、返還を命ぜられた額に相当する補助金 

等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該 

返還を命ぜられた額がその日に受領した額をこえ 

るときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで 

順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領 

したものとする。 

２ 法第十九条第一項の規定により加算金を納付し

なければならない場合において、補助事業者等の

納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に

達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を

命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする

。 

（延滞金の計算） 

第十一条 法第十九条第二項の規定により延滞金を

納付しなければならない場合において、返還を命

ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付された

ときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延

滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納

付金額を控除した額によるものとする。 

（加算金又は延滞金の免除） 

第十二条 第九条の規定は、法第十九条第三項の規

定による加算金又は延滞金の全部又は一部の免除

について準用する。この場合において、第九条第

二項中「当該補助事業等に係る間接補助金等の交

付又は融通の目的を達成するため」とあるのは、

「当該補助金等の返還を遅延させないため」と読

み替えるものとする。 

（処分を制限する財産） 

第十三条 法第二十二条に規定する政令で定める財

産は、次に掲げるものとする。 

一 不動産 

二 船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク 

三 前二号に掲げるものの従物 

四 機械及び重要な器具で、各省各庁の長が定め 

るもの 

五 その他各省各庁の長が補助金等の交付の目的 

を達成するため特に必要があると認めて定め 

るもの 

（財産の処分の制限を適用しない場合） 

第十四条 法第二十二条ただし書に規定する政令で

定める場合は、次に掲げる場合とする。 

一 補助事業者等が法第七条第二項の規定による 

条件に基き補助金等の全部に相当する金額を 

国に納付した場合 

二 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年 

数を勘案して各省各庁の長が定める期間を経 

過した場合 

２ 第九条第三項から第五項までの規定は、前項第 

二号の期間を定める場合について準用する。 

（不服の申出の手続） 

第十五条 法第二十五条第一項の規定により不服を

申し出ようとする者は、当該不服の申出に係る処

分の通知を受けた日（処分について通知がない場

合においては、処分があつたことを知つた日）か
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ら三十日以内に、当該処分の内容、処分を受けた

年月日及び不服の理由を記載した不服申出書に参

考となるべき書類を添えて、これを当該処分をし

た各省各庁の長（法第二十六条第一項の規定によ

り当該処分を委任された機関があるときは当該機

関とし、同条第二項の規定により当該処分を行う

こととなつた都道府県の知事又は教育委員会があ

るときは当該知事又は教育委員会とする。以下こ

の条において同じ。）に提出しなければならない。 

２ 各省各庁の長は、通信、交通その他の状況によ

り前項の期間内に不服を申し出なかつたことにつ

いてやむを得ない理由があると認める者について

は、当該期間を延長することができる。 

３ 各省各庁の長は、第一項の不服の申出があつた

場合において、その申出の方式又は手続に不備が

あるときは、相当と認められる期間を指定して、

その補正をさせることができる。 

（事務の委任の範囲及び手続） 

第十六条 各省各庁の長は、法第二十六条第一項の

規定により、補助金等の交付に関する事務（補助

金等の交付の申請の受理、交付の決定及びその取

消し、補助事業等の実績報告の受理、補助金等の

額の確定、補助金等の返還に関する処分その他補

助事業等の監督に関する事務をいう。以下この条

及び次条において同じ。）の一部を当該各省各庁の

機関（日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通

信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物

資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立

行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基

金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総

合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構

、独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法

人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポ

ーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振

興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人

環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機

構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究

所又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の

理事長の補助金等の交付に関する事務については

日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究

機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機

構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法

人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国

立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発

機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立

行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人宇宙

航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振

興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、

独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再

生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国

立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所又は

国立研究開発法人日本医療研究開発機構の機関、

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構

長の補助金等の交付に関する事務については独立

行政法人大学改革支援・学位授与機構の機関）に

委任することができる。この場合において、各省

各庁の地方支分部局に委任しようとするときは、

当該補助金等の名称を明らかにして、委任しよう

とする補助金等の交付に関する事務の内容及び機

関について、財務大臣に協議しなければならない

。 

２ 各省各庁の長は、他の法律の規定により当該各

省各庁の所掌事務を他の各省各庁の機関が行う場

合には、法第二十六条第一項の規定により、当該

所掌事務に係る補助金等の交付に関する事務の一

部を当該他の各省各庁の機関に委任することがで

きる。この場合においては、当該補助金等の名称

を明らかにして、委任しようとする補助金等の交

付に関する事務の内容及び機関について、財務大

臣に協議しなければならない。 

３ 日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研

究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源

機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政

法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開

発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独

立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人宇

宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ

振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会

、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境

再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所若

しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構の

理事長又は独立行政法人大学改革支援・学位授与

機構の機構長は、法第二十六条第一項の規定によ

り補助金等の交付に関する事務の一部を従たる事

務所の職員に委任しようとする場合には、当該補

助金等の名称を明らかにして、委任しようとする

補助金等の交付に関する事務の内容及び職員につ

いて、日本中央競馬会又は独立行政法人農畜産業

振興機構にあつては農林水産大臣、国立研究開発

法人宇宙航空研究開発機構にあつては内閣総理大

臣、総務大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣、

国立研究開発法人日本医療研究開発機構にあつて

は内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及

び経済産業大臣、国立研究開発法人情報通信研究

機構にあつては総務大臣、独立行政法人国際協力

機構又は独立行政法人国際交流基金にあつては外

務大臣、独立行政法人日本学術振興会、独立行政

法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日

本芸術文化振興会、独立行政法人日本学生支援機

構又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構

にあつては文部科学大臣、独立行政法人福祉医療

機構又は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養

研究所にあつては厚生労働大臣、独立行政法人エ

ネルギー・金属鉱物資源機構、国立研究開発法人

新エネルギー・産業技術総合開発機構又は独立行

政法人中小企業基盤整備機構にあつては経済産業

大臣、独立行政法人環境再生保全機構にあつては

環境大臣の承認を受けなければならない。

４ 第九条第五項の規定は、前項の承認について準

用する。 

５ 各省各庁の長は、法第二十六条第一項の規定に

より補助金等の交付に関する事務の一部を委任し

たときは、直ちに、その内容を公示しなければな

らない。 

（都道府県が行う事務の範囲及び手続） 

第十七条 各省各庁の長は、法第二十六条第二項の
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規定により、補助金等の交付に関する事務の一部

を都道府県の知事又は教育委員会（以下「知事等

」という。）が行うこととすることができる。この

場合においては、当該補助金等の名称を明らかに

して、知事等が行うこととなる補助金等の交付に

関する事務の内容について、財務大臣に協議しな

ければならない。 

２ 前項の場合においては、各省各庁の長は、当該

補助金等の名称及び知事等が行うこととなる補助

金等の交付に関する事務の内容を明らかにして、

知事等が補助金等の交付に関する事務を行うこと

となることについて、都道府県の知事の同意を求

めなければならない。 

３ 都道府県の知事は、前項の規定により各省各庁

の長から同意を求められた場合には、その内容に

ついて同意をするかどうかを決定し、同意をする

決定をしたときは同意をする旨を、同意をしない

決定をしたときは同意をしない旨を各省各庁の長

に通知するものとする。 

４ 各省各庁の長は、法第二十六条第二項の規定に

より補助金等の交付に関する事務の一部を知事等

が行うこととなつたときは、直ちに、その内容を

公示しなければならない。 

５ 法第二十六条第二項の規定により補助金等の交

付に関する事務の一部を知事等が行つた場合は、

知事等は、各省各庁の長に対し、その旨及びその

内容を報告するものとする。 

６ 法第二十六条第二項の規定により補助金等の交

付に関する事務の一部を知事等が行うこととなつ

た場合においては、法中補助金等の交付に関する

事務に係る各省各庁の長に関する規定は、知事等

に関する規定として知事等に適用があるものとす

る。 

（都道府県が行うこととなつた場合の事務の実

施） 

第十八条 各省各庁の長は、法第二十六条第二項の

規定により法第二十三条の規定による職権に属す

る事務を知事等が行うこととなつた場合において

も、自ら当該事務を行うことができるものとする

。 

附 則 

１ この政令は、公布の日から施行する。 

２ 法の施行前に交付された補助金等について法の

施行後に返還を命じた場合における法第十九条第

一項の加算金の計算については、同項中「受領の

日」とあるのは、「この法律の施行の日」と読み替

えるものとする。 

３ 法第十九条から第二十一条までの規定は、法の

施行前に補助金等の返還を命じた場合については

、適用しない。 
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〇銃砲刀剣類所持等取締法（抄） 

（昭和三十三年法律第六号） 
最終改正：令和六年法律第四十八号 

目次 

第一章 総則（第一条―第三条の十三） 

第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可（第四条 

―第十三条の四） 

第三章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類 

の製作の承認（第十四条―第二十一条） 

第四章 雑則（第二十一条の二―第三十条の三） 

第五章 罰則（第三十一条―第三十七条） 

附則 

第一章 総則 

（趣旨） 

第一条 この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用 

等に関する危害予防上必要な規制について定める 

ものとする。 

（定義） 

第二条 この法律において「銃砲」とは、次に掲げ 

る物をいう。 

一 装薬銃砲（拳銃、小銃、機関銃、猟銃その他 

火薬を使用して金属性弾丸を発射する機能を 

有する銃又は砲のうち、内閣府令で定めると 

ころにより測定した金属性弾丸の運動エネル 

ギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るも 

のとして内閣府令で定める値以上となるもの 

をいう。第三条の四及び第三十一条の三第二 

項第一号において同じ。） 

二 空気銃（圧縮した気体を使用して金属性弾丸 

を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令 

で定めるところにより測定した金属性弾丸の 

運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及 

ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上 

となるものをいう。以下同じ。） 

三 電磁石銃（電磁石の磁力により金属性弾丸を 

発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で 

定めるところにより測定した金属性弾丸の運 

動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼ 

し得るものとして内閣府令で定める値以上と 

なるものをいう。第三十一条の三第二項第二 

号において同じ。） 

２ この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五 

センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃

渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並

びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有す

る飛出しナイフ（刃渡り五・五センチメートル以

下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線

に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつて

峰の先端部が丸みを帯び、かつ、峰の上における

切先から直線で一センチメートルの点と切先とを

結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交

わるものを除く。）をいう。

（所持の禁止）

第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場 

合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ（引いた 

弦を固定し、これを解放することによつて矢を発 

射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定める 

ところにより測定した矢の運動エネルギーの値が 

、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府 

令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。

）（以下「銃砲等」という。）又は刀剣類を所持し

てはならない。 

一 法令に基づき職務のため所持する場合 

二 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研 

究のため、第五条の三第一項若しくは第五条 

の三の二第一項若しくは鳥獣の保護及び管理 

並びに狩猟の適正化に関する法律（平成十四 

年法律第八十八号）第五十一条第四項の講習 

の教材の用に供するため、第五条の四第一項 

の技能検定（第三号の二並びに第三条の三第 

一項第二号及び第五号において「技能検定」 

という。）の用に供するため、第五条の五第一 

項の講習（第四号の四並びに第三条の三第一 

項第二号及び第五号の二において「技能講習 

」という。）の用に供するため、又は公衆の観 

覧に供するため所持する場合 

二の二 前二号の所持に供するため必要な銃砲等 

又は刀剣類の管理に係る職務を行う国又は地 

方公共団体の職員が当該銃砲等又は刀剣類を 

当該職務のため所持する場合 

（中略） 

六 第十四条の規定による登録を受けたもの（変 

装銃砲刀剣類等を除く。）を所持する場合 

（中略） 

十 第十八条の二第一項の規定による承認を受け 

て刀剣類の製作をする者がその製作したも 

のを製作の目的に従つて所持する場合 

（後略） 

第三章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀 

剣類の製作の承認 

（登録） 

第十四条 都道府県の教育委員会（地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第

百六十二号）第二十三条第一項の条例の定めると

ころによりその長が文化財の保護に関する事務を

管理し、及び執行することとされた都道府県にあ

つては、当該都道府県の知事。以下同じ。）は、美

術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃

砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣

類の登録をするものとする。 

２ 銃砲又は刀剣類の所有者（所有者が明らかでな

い場合にあつては、現に所持する者。以下同じ。

）で前項の登録を受けようとするものは、文部科

学省令で定める手続により、その住所の所在する

都道府県の教育委員会に登録の申請をしなければ

ならない。 

３ 第一項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いて

しなければならない。 

４ 都道府県の教育委員会は、第一項の規定による

登録をした場合においては、速やかにその旨を登

録を受けた銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管

轄する都道府県公安委員会に通知しなければなら

ない。 
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５ 第一項の登録の方法、第三項の登録審査委員の

任命及び職務、同項の鑑定の基準及び手続その他

登録に関し必要な細目は、文部科学省令で定める

。 

（登録証） 

第十五条 都道府県の教育委員会は、前条第一項の

登録をする場合においては、登録証を交付しなけ

ればならない。 

２ 登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、

登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録

証が滅失した場合においては、文部科学省令で定

める手続により、速やかにその旨を当該登録の事

務を行つた都道府県の教育委員会に届け出てその

再交付を受けなければならない。 

３ 登録証の様式及び再交付の手続は、文部科学省

令で定める。 

（登録証の返納） 

第十六条 登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する

者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場

合においては、速やかに登録証（第三号の場合に

あつては、回復した登録証）を当該登録の事務を

行つた都道府県の教育委員会に返納しなければな

らない。 

一 当該銃砲又は刀剣類を亡失し、若しくは盗み 

取られ、又はこれらが滅失した場合 

二 本邦から輸出したため当該銃砲又は刀剣類を 

所持しないこととなつた場合 

三 亡失し、又は盗み取られた登録証を回復した 

場合 

２ 都道府県の教育委員会は、前項第一号又は第二

号の規定により登録証の返納を受けた場合には、

速やかにその旨を登録証を返納した者の住所地を

管轄する都道府県公安委員会に通知しなければな

らない。 

（登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受け、相続、

貸付け又は保管の委託の届出等） 

第十七条 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け 

、若しくは相続により取得し、又はこれらの貸付

け若しくは保管の委託をした者は、文部科学省令

で定める手続により、二十日以内にその旨を当該

登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届

け出なければならない。貸付け又は保管の委託を

した当該銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合に

おいても、また同様とする。 

２ 登録を受けた銃砲又は刀剣類を試験、研究、研 

ま若しくは修理のため、又は公衆の観覧に供する

ため貸し付け、又は保管の委託をした場合におい

ては、前項の規定にかかわらず、届出を要しない

。 

３ 都道府県の教育委員会は、第一項の届出を受理 

した場合においては、速やかにその旨を当該届出 

に係る銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄す 

る都道府県公安委員会に通知しなければならない 

。 

第十八条 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り渡し

、貸し付け、若しくはこれらの保管を委託し、又

はこれらを他人をして運送させる者は、当該銃砲

又は刀剣類の登録証とともにしなければならない

。 

２ 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、借り 

受け、又はこれらの保管の委託を受ける者は、当 

該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければな 

らない。 

３ 何人も、当該銃砲又は刀剣類とともにする場合 

を除いては、登録証を譲り渡し、又は譲り受けて 

はならない。 

（刀剣類の製作の承認） 

第十八条の二 美術品として価値のある刀剣類を製 

作しようとする者は、製作しようとする刀剣類ご 

とに、その住所の所在する都道府県の教育委員会

（政令で定める場合にあつては、文化庁長官。第

三項において同じ。）の承認を受けなければなら

ない。 

２ 前項の承認を受けようとする者は、文部科学省 

令で定める手続により、承認の申請をしなければ 

ならない。 

３ 都道府県の教育委員会は、第一項の規定による 

承認をした場合においては、速やかにその旨を承 

認を受けた者の住所地を管轄する都道府県公安委 

員会に通知しなければならない。 

４ 第一項の承認に関し必要な細目は、文部科学省 

令で定める。 

第四章 雑則 

（審査請求の制限） 

第二十九条の二 都道府県の教育委員会が第十四条 

第一項の規定によつてした処分及び都道府県公安 

委員会が第二十六条第二項の規定によつてした処 

分については、審査請求をすることができない。 

第五章 罰則 

第三十一条の三 第三条第一項の規定に違反して拳 

銃等を所持し、又は人の生命、身体若しくは財産 

を害する目的で同項の規定に違反して銃砲等（拳 

銃等を除く。以下この項、第三十一条の五及び第 

三十一条の六において同じ。）を所持したときは、 

当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の懲 

役に処する。この場合において、当該拳銃等及び 

銃砲等の合計数が二以上であるときは、一年以上 

十五年以下の懲役に処する。 

（後略） 

第三十一条の十六 次の各号のいずれかに該当する 

場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の 

懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第三条第一項の規定に違反して銃砲等（拳銃 

等及び猟銃を除く。第四号及び第三項におい 

て同じ。）又は刀剣類を所持したとき（第三十 

一条の三第一項に該当する場合を除く。）。 

（後略） 

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する場合に 

は、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又 

は三十万円以下の罰金に処する。 
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（中略） 

三 第十七条第一項の規定による届出をせず、又 

は虚偽の届出をしたとき。 

（後略） 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する場合に 

は、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰 

金に処する。 

（中略） 

五 第九条の六第二項（第九条の十一第二項にお 

いて準用する場合を含む。）、第九条の七第四 

項（第九条の十一第二項、第十条の八第二項 

及び第十条の八の二第二項において準用する 

場合を含む。）又は第二十三条の二の規定によ 

る届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

（後略）
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証を返納した者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通

知しなければならない。

（登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受け、相続、貸付け又は保

管の委託の届出等）

第十七条 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは

相続により取得し、又はこれらの貸付け若しくは保管の委託

をした者は、文部科学省令で定める手続により、二十日以内

にその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に

届け出なければならない。貸付け又は保管の委託をした当該

銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合においても、また同様と

する。

２ 登録を受けた銃砲又は刀剣類を試験、研究、研ま若しくは

修理のため、又は公衆の観覧に供するため貸し付け、又は保

管の委託をした場合においては、前項の規定にかかわらず、

届出を要しない。

３ 都道府県の教育委員会は、第一項の届出を受理した場合に

おいては、速やかにその旨を当該届出に係る銃砲又は刀剣類

の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しな

ければならない。

第十八条 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り渡し、貸し付け、

若しくはこれらの保管を委託し、又はこれらを他人をして運

送させる者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなけ

ればならない。

２ 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、借り受け、又は

これらの保管の委託を受ける者は、当該銃砲又は刀剣類の登

録証とともにしなければならない。

３ 何人も、当該銃砲又は刀剣類とともにする場合を除いては、

登録証を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

（刀剣類の製作の承認）

第十八条の二 美術品として価値のある刀剣類を製作しよう

とする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、その住所の所

在する都道府県の教育委員会（政令で定める場合にあつては、

文化庁長官。第三項において同じ。）の承認を受けなければな

らない。

２ 前項の承認を受けようとする者は、文部科学省令で定める

手続により、承認の申請をしなければならない。

３ 都道府県の教育委員会は、第一項の規定による承認をした

場合においては、速やかにその旨を承認を受けた者の住所地

を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。

４ 第一項の承認に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。

第四章 雑則

（不服申立ての制限）

第二十九条の二 都道府県の教育委員会が第十四条第一項の規

定によつてした処分及び都道府県公安委員会が第二十六条第

二項の規定によつてした処分については、審査請求をするこ

とができない。

第五章 罰則

第三十一条の十六 次の各号のいずれかに該当する者は、三年

以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第三条第一項の規定に違反して銃砲（けん銃等及び猟銃

を除く。第四号及び第五号において同じ。）又は刀剣類を所

持した者

（後略）

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の

懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

（中略）

三 第十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届

出をした者

（後略）

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以

下の罰金に処する。

（中略）

五 第九条の六第二項（第九条の十一第二項において準用す

る場合を含む。）、第九条の七第四項（第九条の十一第二項及

び第十条の八第二項において準用する場合を含む。）又は第二

十三条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした

者

（後略）
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より登録証の返納を受けた場合には、速やかにその旨を登録

証を返納した者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通

知しなければならない。

（登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受け、相続、貸付け又は保

管の委託の届出等）

第十七条 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは

相続により取得し、又はこれらの貸付け若しくは保管の委託

をした者は、文部科学省令で定める手続により、二十日以内

にその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に

届け出なければならない。貸付け又は保管の委託をした当該

銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合においても、また同様と

する。

２ 登録を受けた銃砲又は刀剣類を試験、研究、研ま若しくは

修理のため、又は公衆の観覧に供するため貸し付け、又は保

管の委託をした場合においては、前項の規定にかかわらず、

届出を要しない。

３ 都道府県の教育委員会は、第一項の届出を受理した場合に

おいては、速やかにその旨を当該届出に係る銃砲又は刀剣類

の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しな

ければならない。

第十八条 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り渡し、貸し付け、

若しくはこれらの保管を委託し、又はこれらを他人をして運

送させる者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなけ

ればならない。

２ 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、借り受け、又は

これらの保管の委託を受ける者は、当該銃砲又は刀剣類の登

録証とともにしなければならない。

３ 何人も、当該銃砲又は刀剣類とともにする場合を除いては、

登録証を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

（刀剣類の製作の承認）

第十八条の二 美術品として価値のある刀剣類を製作しよう

とする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、その住所の所

在する都道府県の教育委員会（政令で定める場合にあつては、

文化庁長官。第三項において同じ。）の承認を受けなければな

らない。

２ 前項の承認を受けようとする者は、文部科学省令で定める

手続により、承認の申請をしなければならない。

３ 都道府県の教育委員会は、第一項の規定による承認をした

場合においては、速やかにその旨を承認を受けた者の住所地

を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。

４ 第一項の承認に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。

第四章 雑則

（審査請求の制限）

第二十九条の二 都道府県の教育委員会が第十四条第一項の規

定によつてした処分及び都道府県公安委員会が第二十六条第

二項の規定によつてした処分については、審査請求をするこ

とができない。

第五章 罰則

第三十一条の十六 次の各号のいずれかに該当する者は、三年

以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第三条第一項の規定に違反して銃砲（けん銃等及び猟銃

を除く。第四号及び第五号において同じ。）又は刀剣類を所

持した者

（後略）

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の

懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

（中略）

三 第十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届

出をした者

（後略）

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以

下の罰金に処する。

（中略）

五 第九条の六第二項（第九条の十一第二項において準用す

る場合を含む。）、第九条の七第四項（第九条の十一第二項及

び第十条の八第二項において準用する場合を含む。）又は第二

十三条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした

者

（後略）
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○銃砲刀剣類所持等取締法（抄）

（昭和三十三年法律第六号）

最終改正：令和二年法律第五十二号

第一章 総則（第一条―第三条の十三）

第二章 銃砲又は刀剣類の所持の許可（第四条―第十三条の

四）

第三章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承

認（第十四条―第二十一条）

第四章 雑則（第二十一条の二―第三十条の三）

第五章 罰則（第三十一条―第三十七条）

附則

第一章 総則

（趣旨）

第一条 この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する

危害予防上必要な規制について定めるものとする。

（定義）

第二条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関

銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬

銃砲及び空気銃（圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機

能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定し

た弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得

るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以

下同じ。）をいう。

２ この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメー

トル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメー

トル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃

する装置を有する飛出しナイフ（刃渡り五・五センチメート

ル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定

させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸

みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチ

メートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以

上の角度で交わるものを除く。）をいう。

（所持の禁止）

第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて

は、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。

一 法令に基づき職務のため所持する場合

二 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、

第五条の三第一項若しくは鳥獣の保護及び管理並びに狩猟

の適正化に関する法律（平成十四年法律第八十八号）第五

十一条第四項の講習の教材の用に供するため、第五条の四

第一項の技能検定（第三号の二並びに第三条の三第一項第

二号及び第五号において「技能検定」という。）の用に供す

るため、第五条の五第一項の講習（第四号の二の二並びに

第三条の三第一項第二号及び第五号の二において「技能講

習」という。）の用に供するため、又は公衆の観覧に供する

ため所持する場合

二の二 前二号の所持に供するため必要な銃砲又は刀剣類

の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該

銃砲又は刀剣類を当該職務のため所持する場合

六 第十四条の規定による登録を受けたもの（変装銃砲刀剣

類を除く。）を所持する場合

（中略）

十 第十八条の二第一項の規定による承認を受けて刀剣類

の製作をする者がその製作したものを製作の目的に従つて

所持する場合

（後略）

第三章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の

承認

（登録）

第十四条 都道府県の教育委員会（地方教育行政の組織及び運

営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第二十三

条第一項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護

に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県

にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。）は、美術品若

しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又

は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。

２ 銃砲又は刀剣類の所有者（所有者が明らかでない場合にあ

つては、現に所持する者。以下同じ。）で前項の登録を受けよ

うとするものは、文部科学省令で定める手続により、その住

所の所在する都道府県の教育委員会に登録の申請をしなけれ

ばならない。

３ 第一項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければ

ならない。

４ 都道府県の教育委員会は、第一項の規定による登録をした

場合においては、速やかにその旨を登録を受けた銃砲又は刀

剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知

しなければならない。

５ 第一項の登録の方法、第三項の登録審査委員の任命及び職

務、同項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目

は、文部科学省令で定める。

（登録証）

第十五条 都道府県の教育委員会は、前条第一項の登録をする

場合においては、登録証を交付しなければならない。

２ 登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、登録証を亡

失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合にお

いては、文部科学省令で定める手続により、速やかにその旨

を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出て

その再交付を受けなければならない。

３ 登録証の様式及び再交付の手続は、文部科学省令で定める。

（登録証の返納）

第十六条 登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、次の

各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、速やか

に登録証（第三号の場合にあつては、回復した登録証）を当

該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に返納しなけれ

ばならない。

一 当該銃砲又は刀剣類を亡失し、若しくは盗み取られ、又

はこれらが滅失した場合

二 本邦から輸出したため当該銃砲又は刀剣類を所持しな

いこととなつた場合

三 亡失し、又は盗み取られた登録証を回復した場合

２ 都道府県の教育委員会は、前項第一号又は第二号の規定に
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152 

○海外の美術品等の我が国における公開の促進に関す

る法律

（平成二十三年法律第十五号） 

（目的）

第一条 この法律は、海外の美術品等の我が国における公開の

促進を図るため、海外の美術品等に対する強制執行等の禁止

の措置を定めるとともに、国の美術館等の施 設の整備及び充

実等について定めることにより、国民が世界の多様な文化に

接する機会の増大を図り、もって国際文化交流の振興に寄与

するとともに文化の発展 に資することを目的とする。

（定義）

第二条 この法律において「海外の美術品等」とは、我が国に

おける公開のために要する期間を除き海外に在る次に掲げる

ものをいう。

一 絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動 

産

二 前号に掲げるもののほか、学術上優れた価値を有する動

産で政令で定めるもの

（海外の美術品等に対する強制執行等の禁止）

第三条 我が国において公開される海外の美術品等のうち、国

際文化交流の振興の観点から我が国における公開の円滑化を

図る必要性が高いと認められることその他の 政令で定める

要件に該当するものとして文部科学大臣が指定したものに対

しては、強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができな

い。ただし、当該指定に係 る海外の美術品等を公開するため

貸与した者の申立てにより強制執行、仮差押え及び仮処分を

する場合その他 の政令で定める場合は、この限りでない。

２ 前項の指定（以下この条において単に「指定」という。）は、

我が国において海外の美術品等を公開しようとする者の申請

により行う。

３ 文部科学大臣は、指定をしようとするときは、外務大臣に

協議しなければならない。

４ 文部科学大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る海外

の美術品等について、文部科学省令で定める事項を公示しな

ければならない。

５ 文部科学大臣は、指定に係る海外の美術品等が第一項本文

の政令で定める要件に該当しなくなったときその他政令で定

める場合には、指定を取り消すことができる。この場合にお

いては、前二項の規定を準用する。

６ 前各項に定めるもののほか、指定又は指定の取消しに関し

必要な事項は、文部科学省令で定める。

（国の美術館等の施設の整備及び充実等）

第四条 国は、海外の美術品等の我が国における公開を促進す

るため、国の美術館等の施設の整備及び充実並びに当該施設

における鑑賞の機会の充実のために必要な施策を講ずるもの

とする。

（専門的知識を有する者の養成及びその資質の向上等）

第五条 国は、海外の美術品等の我が国における公開を促進す

るため、海外の美術品等に関する専門的知識を有する学芸員

等の養成及びその資質の向上、民間団体が海外の美術品等の

公開に関して行う活動に対する情報提供等の支援その他の必

要な施策を講ずるものとする。

（財政上の措置等）

第六条 国は、海外の美術品等の我が国における公開を促進す

るために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努め

るものとする。

附 則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内に

おいて政令で定める日から施行する。
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153 

○劇場、音楽堂等の活性化に関する法律

（平成二十四年法律第四十九号）

最終改正：平成二十九年法律第七十三号 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条―第九条） 

第二章 基本的施策（第十条―第十六条） 

附則 

我が国においては、劇場、音楽堂等をはじめとする文化的基

盤については、それぞれの時代の変化により変遷を遂げながら

も、国民のたゆまぬ努力により、地域の特性に応じて整備が進

められてきた。 

劇場、音楽堂等は、文化芸術を継承し、創造し、及び発信す

る場であり、人々が集い、人々に感動と希望をもたらし、人々

の創造性を育み、人々が共に生きる絆を形成するための地域の

文化拠点である。また、劇場、音楽堂等は、個人の年齢若しく

は性別又は個人を取り巻く社会的状況等にかかわりなく、全て

の国民が、潤いと誇りを感じることのできる心豊かな生活を実

現するための場として機能しなくてはならない。その意味で、

劇場、音楽堂等は、常に活力ある社会を構築するための大きな

役割を担っている。 

さらに現代社会においては、劇場、音楽堂等は、人々の共感

と参加を得ることにより「新しい広場」として、地域コミュニ

ティの創造と再生を通じて、地域の発展を支える機能も期待さ

れている。また、劇場、音楽堂等は、国際化が進む中では、国

際文化交流の円滑化を図り、国際社会の発展に寄与する「世界

への窓」にもなることが望まれる。 

このように、劇場、音楽堂等は、国民の生活においていわば

公共財ともいうべき存在である。 

これに加え、劇場、音楽堂等で創られ、伝えられてきた実演

芸術は、無形の文化遺産でもあり、これを守り、育てていくと

ともに、このような実演芸術を創り続けていくことは、今を生

きる世代の責務とも言える。 

我が国の劇場、音楽堂等については、これまで主に、施設の

整備が先行して進められてきたが、今後は、そこにおいて行わ

れる実演芸術に関する活動や、劇場、音楽堂等の事業を行うた

めに必要な人材の養成等を強化していく必要がある。また、実

演芸術に関する活動を行う団体の活動拠点が大都市圏に集中し

ており、地方においては、多彩な実演芸術に触れる機会が相対

的に少ない状況が固定化している現状も改善していかなければ

ならない。 

こうした劇場、音楽堂等を巡る課題を克服するためには、と

りわけ、個人を含め社会全体が文化芸術の担い手であることに

ついて国民に認識されるように、劇場、音楽堂等を設置し、又

は運営する者、実演芸術に関する活動を行う団体及び芸術家、

国及び地方公共団体、教育機関等が相互に連携協力して取り組

む必要がある。 

また、文化芸術の特質を踏まえ、国及び地方公共団体が劇場、

音楽堂等に関する施策を講ずるに当たっては、短期的な経済効

率性を一律に求めるのではなく、長期的かつ継続的に行うよう

配慮する必要がある。 

ここに、このような視点に立ち、文化芸術振興基本法の基本

理念にのっとり、劇場、音楽堂等の役割を明らかにし、将来に

わたって、劇場、音楽堂等がその役割を果たすための施策を総

合的に推進し、心豊かな国民生活及び活力ある地域社会の実現

並びに国際社会の調和ある発展を期するため、この法律を制定

する。 

 第一章 総則  

（目的）  

第一条 この法律は、文化芸術振興基本法（平成十三年法律第

百四十八号）の基本理念にのっとり、劇場、音楽堂等の活性

化を図ることにより、我が国の実演芸術の水準の向上等を通

じて実演芸術の振興を図るため、劇場、音楽堂等の事業、関

係者並びに国及び地方公共団体の役割、基本的施策等を定め、

もって心豊かな国民生活及び活力ある地域社会の実現並びに

国際社会の調和ある発展に寄与することを目的とする。  

（定義）  

第二条 この法律において「劇場、音楽堂等」とは、文化芸術

に関する活動を行うための施設及びその施設の運営に係る人

的体制により構成されるもののうち、その有する創意と知見

をもって実演芸術の公演を企画し、又は行うこと等により、

これを一般公衆に鑑賞させることを目的とするもの（他の施

設と一体的に設置されている場合を含み、風俗営業等の規制

及び業務の適正化等に関する法律（昭和二十三年法律第百二

十二号）第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に

規定する性風俗関連特殊営業を行うものを除く。）をいう。  

２  この法律において「実演芸術」とは、実演により表現され

る音楽、舞踊、演劇、伝統芸能、演芸その他の芸術及び芸能を

いう。  

（劇場、音楽堂等の事業）  

第三条 劇場、音楽堂等の事業は、おおむね次に掲げるものと

する。  

一 実演芸術の公演を企画し、又は行うこと。  

二 実演芸術の公演又は発表を行う者の利用に供すること。  

三 実演芸術に関する普及啓発を行うこと。  

四 他の劇場、音楽堂等その他の関係機関等と連携した取組

を行うこと。 

五 実演芸術に係る国際的な交流を行うこと。 

六 実演芸術に関する調査研究、資料の収集及び情報の提供

を行うこと。 

七 前各号に掲げる事業の実施に必要な人材の養成を行うこ

と。 

八 前各号に掲げるもののほか、地域社会の絆の維持及び強

化を図るとともに、共生社会の実現に資するための事業を

行うこと。  

（劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する者の役割）  

第四条 劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する者は、劇場、

音楽堂等の事業（前条に規定する劇場、音楽堂等の事業をい

う。以下同じ。）を、それぞれその実情を踏まえつつ、自主的

かつ主体的に行うことを通じて、実演芸術の水準の向上等に

積極的な役割を果たすよう努めるものとする。  
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153 

○劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 

（平成二十四年法律第四十九号） 

最終改正：平成二十九年法律第七十三号 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条―第九条） 

第二章 基本的施策（第十条―第十六条） 

附則 

我が国においては、劇場、音楽堂等をはじめとする文化的基

盤については、それぞれの時代の変化により変遷を遂げながら

も、国民のたゆまぬ努力により、地域の特性に応じて整備が進

められてきた。

劇場、音楽堂等は、文化芸術を継承し、創造し、及び発信す

る場であり、人々が集い、人々に感動と希望をもたらし、人々

の創造性を育み、人々が共に生きる絆を形成するための地域の

文化拠点である。また、劇場、音楽堂等は、個人の年齢若しく

は性別又は個人を取り巻く社会的状況等にかかわりなく、全て

の国民が、潤いと誇りを感じることのできる心豊かな生活を実

現するための場として機能しなくてはならない。その意味で、

劇場、音楽堂等は、常に活力ある社会を構築するための大きな

役割を担っている。 

さらに現代社会においては、劇場、音楽堂等は、人々の共感

と参加を得ることにより「新しい広場」として、地域コミュニ

ティの創造と再生を通じて、地域の発展を支える機能も期待さ

れている。また、劇場、音楽堂等は、国際化が進む中では、国

際文化交流の円滑化を図り、国際社会の発展に寄与する「世界

への窓」にもなることが望まれる。 

このように、劇場、音楽堂等は、国民の生活においていわば

公共財ともいうべき存在である。 

これに加え、劇場、音楽堂等で創られ、伝えられてきた実演

芸術は、無形の文化遺産でもあり、これを守り、育てていくと

ともに、このような実演芸術を創り続けていくことは、今を生

きる世代の責務とも言える。 

我が国の劇場、音楽堂等については、これまで主に、施設の

整備が先行して進められてきたが、今後は、そこにおいて行わ

れる実演芸術に関する活動や、劇場、音楽堂等の事業を行うた

めに必要な人材の養成等を強化していく必要がある。また、実

演芸術に関する活動を行う団体の活動拠点が大都市圏に集中し

ており、地方においては、多彩な実演芸術に触れる機会が相対

的に少ない状況が固定化している現状も改善していかなければ

ならない。 

こうした劇場、音楽堂等を巡る課題を克服するためには、と

りわけ、個人を含め社会全体が文化芸術の担い手であることに

ついて国民に認識されるように、劇場、音楽堂等を設置し、又

は運営する者、実演芸術に関する活動を行う団体及び芸術家、

国及び地方公共団体、教育機関等が相互に連携協力して取り組

む必要がある。

また、文化芸術の特質を踏まえ、国及び地方公共団体が劇場、

音楽堂等に関する施策を講ずるに当たっては、短期的な経済効

率性を一律に求めるのではなく、長期的かつ継続的に行うよう

配慮する必要がある。 

ここに、このような視点に立ち、文化芸術振興基本法の基本

理念にのっとり、劇場、音楽堂等の役割を明らかにし、将来に

わたって、劇場、音楽堂等がその役割を果たすための施策を総

合的に推進し、心豊かな国民生活及び活力ある地域社会の実現

並びに国際社会の調和ある発展を期するため、この法律を制定

する。 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、文化芸術振興基本法（平成十三年法律第

百四十八号）の基本理念にのっとり、劇場、音楽堂等の活性

化を図ることにより、我が国の実演芸術の水準の向上等を通

じて実演芸術の振興を図るため、劇場、音楽堂等の事業、関

係者並びに国及び地方公共団体の役割、基本的施策等を定め、

もって心豊かな国民生活及び活力ある地域社会の実現並びに

国際社会の調和ある発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「劇場、音楽堂等」とは、文化芸術

に関する活動を行うための施設及びその施設の運営に係る人

的体制により構成されるもののうち、その有する創意と知見

をもって実演芸術の公演を企画し、又は行うこと等により、

これを一般公衆に鑑賞させることを目的とするもの（他の施

設と一体的に設置されている場合を含み、風俗営業等の規制

及び業務の適正化等に関する法律（昭和二十三年法律第百二

十二号）第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に

規定する性風俗関連特殊営業を行うものを除く。）をいう。 

２ この法律において「実演芸術」とは、実演により表現され

る音楽、舞踊、演劇、伝統芸能、演芸その他の芸術及び芸能を

いう。 

（劇場、音楽堂等の事業） 

第三条 劇場、音楽堂等の事業は、おおむね次に掲げるものと

する。 

一 実演芸術の公演を企画し、又は行うこと。 

二 実演芸術の公演又は発表を行う者の利用に供すること。 

三 実演芸術に関する普及啓発を行うこと。 

四 他の劇場、音楽堂等その他の関係機関等と連携した取組

を行うこと。 

五 実演芸術に係る国際的な交流を行うこと。 

六 実演芸術に関する調査研究、資料の収集及び情報の提供

を行うこと。 

七 前各号に掲げる事業の実施に必要な人材の養成を行うこ

と。 

八 前各号に掲げるもののほか、地域社会の絆の維持及び強

化を図るとともに、共生社会の実現に資するための事業を

行うこと。 

（劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する者の役割） 

第四条 劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する者は、劇場、

音楽堂等の事業（前条に規定する劇場、音楽堂等の事業をい

う。以下同じ。）を、それぞれその実情を踏まえつつ、自主的

かつ主体的に行うことを通じて、実演芸術の水準の向上等に

積極的な役割を果たすよう努めるものとする。 
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（実演芸術団体等の役割）  

第五条 実演芸術に関する活動を行う団体及び芸術家（以下「実

演芸術団体等」という。）は、それぞれその実情を踏まえつつ、

自主的かつ主体的に、実演芸術に関する活動の充実を図ると

ともに、劇場、音楽堂等の事業に協力し、実演芸術の水準の

向上等に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。  

（国の役割）  

第六条 国は、この法律の目的を達成するため、劇場、音楽堂

等に係る環境の整備その他の必要な施策を総合的に策定し、

及び実施する役割を果たすよう努めるものとする。  

（地方公共団体の役割）  

第七条 地方公共団体は、この法律の目的を達成するため、自

主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、

及び当該地方公共団体の区域内の劇場、音楽堂等を積極的に

活用しつつ実施する役割を果たすよう努めるものとする。  

（劇場、音楽堂等の関係者等の相互の連携及び協力等）  

第八条 劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する者、実演芸術

団体等その他の関係者（次項及び第十六条第二項において「劇

場、音楽堂等の関係者」という。）並びに国及び地方公共団体

は、この法律の目的を達成するため、相互に連携を図りなが

ら協力するよう努めるものとする。  

２ 国及び地方公共団体は、この法律に基づく施策を策定し、

及び実施するに当たっては、劇場、音楽堂等の関係者の自主

性を尊重するものとする。  

（国及び地方公共団体の措置）  

第九条 国及び地方公共団体は、この法律の目的を達成するた

め、必要な助言、情報の提供、財政上、金融上及び税制上の

措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。  

 第二章 基本的施策  

（国際的に高い水準の実演芸術の振興等）  

第十条 国は、国際的に高い水準の実演芸術の振興並びに我が

国にとって歴史上又は芸術上価値が高い実演芸術の継承及び

発展を図るため、次に掲げる施策その他必要な施策を講ずる

ものとする。  

一 独立行政法人を通じて劇場、音楽堂等の事業を行うこと。  

二 地方公共団体が講ずる劇場、音楽堂等に関する施策、劇

場、音楽堂等を設置し、又は運営する民間事業者（次項及

び第十二条第二項において「民間事業者」という。）が行う

劇場、音楽堂等の事業及び実演芸術団体等が劇場、音楽堂

等において行う実演芸術に関する活動への支援を行うこと。  

２ 前項に定めるもののほか、国は、地方公共団体及び民間事

業者に対し、その求めに応じて、我が国の実演芸術の水準の

向上に資する事業を行うために必要な知識又は技術等の提供

に努めるものとする。  

（国際的な交流の促進）  

第十一条 国は、外国の多彩な実演芸術の鑑賞の機会が国民に

提供されるようにするとともに、我が国の実演芸術の海外へ

の発信を促進するため、我が国の劇場、音楽堂等が行う国際

的な交流への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。  

（地域における実演芸術の振興）  

第十二条 地方公共団体は、地域の特性に応じて当該地域にお

ける実演芸術の振興を図るため、劇場、音楽堂等の事業の実

施その他の必要な施策を講ずるものとする。  

２ 国は、国民がその居住する地域にかかわらず等しく、実演

芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することがで

きるよう、前項の規定に基づき地方公共団体が講ずる施策、

民間事業者が行う劇場、音楽堂等の事業及び実演芸術団体等

が劇場、音楽堂等において行う実演芸術に関する活動への支

援その他の必要な施策を講ずるものとする。  

（人材の養成及び確保等）  

第十三条 国及び地方公共団体は、制作者、技術者、経営者、

実演家その他の劇場、音楽堂等の事業を行うために必要な専

門的能力を有する者を養成し、及び確保するとともに、劇場、

音楽堂等の職員の資質の向上を図るため、劇場、音楽堂等と

大学等との連携及び協力の促進、研修の実施その他の必要な

施策を講ずるものとする。  

（国民の関心と理解の増進）  

第十四条 国及び地方公共団体は、劇場、音楽堂等において行

われる実演芸術に対する国民の関心と理解を深めるため、教

育活動及び啓発活動の実施その他の必要な施策を講ずるもの

とする。  

２ 国及び地方公共団体は、この法律に基づく施策を実施する

に当たっては、国民の理解を得るよう努めるものとする。  

（学校教育との連携）  

第十五条 国及び地方公共団体は、学校教育において、実演芸

術を鑑賞し、又はこれに参加することができるよう、これら

の機会の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。  

（劇場、音楽堂等の事業の活性化に関する指針）  

第十六条 文部科学大臣は、劇場、音楽堂等を設置し、又は運

営する者が行う劇場、音楽堂等の事業の活性化のための取組

に関する指針を定めることができる。  

２ 文部科学大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更しよ

うとするときは、あらかじめ、劇場、音楽堂等の関係者の意

見を聴くものとする。  

３ 文部科学大臣は、第一項の指針を定め、又はこれを変更し

たときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 

   附 則  

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。  

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律

の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、劇場、

音楽堂等の事業及びその活性化による実演芸術の振興の在り

方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な

措置を講ずるものとする。  
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○古典の日に関する法律

（平成二十四年法律第八十一号）

（目的） 

第一条 この法律は、古典が、我が国の文化において重要な位

置を占め、優れた価値を有していることに鑑み、古典の日を

設けること等により、様々な場において、国民が古典に親し

むことを促し、その心のよりどころとして古典を広く根づか

せ、もって心豊かな国民生活及び文化的で活力ある社会の実

現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「古典」とは、文学、音楽、美術、

演劇、伝統芸能、演芸、生活文化その他の文化芸術、学術又

は思想の分野における古来の文化的所産であって、我が国に

おいて創造され、又は継承され、国民に多くの恵沢をもたら

すものとして、優れた価値を有すると認められるに至ったも

のをいう。 

（古典の日） 

第三条 国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるよ

うにするため、古典の日を設ける。 

２ 古典の日は、十一月一日とする。 

３ 国及び地方公共団体は、古典の日には、その趣旨にふさわ

しい行事が実施されるよう努めるものとする。 

４ 国及び地方公共団体は、前項に規定するもののほか、家庭、

学校、職場、地域その他の様々な場において、国民が古典に

親しむことができるよう、古典に関する学習及び古典を活用

した教育の機会の整備、古典に関する調査研究の推進及びそ

の成果の普及その他の必要な施策を講ずるよう努めるものと

する。 

   附 則 

この法律は、公布の日から施行する。 
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〇文化観光拠点施設を中核とした地域にお

ける文化観光の推進に関する法律 

（令和二年法律第十八号） 
最終改正：令和五年法律第二十四号 

目次 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第二章 基本方針（第三条） 

第三章 文化観光拠点施設を中核とした地域に 

おける文化観光を推進するための措置 

第一節 拠点計画の認定等（第四条―第七条） 

第二節 認定拠点計画に基づく事業に対する特 

別の措置（第八条―第十条） 

第三節 地域計画の認定等（第十一条―第十五 

条） 

第四節 認定地域計画に基づく事業に対する特 

別の措置（第十六条・第十七条） 

第五節 国等の援助等（第十八条―第二十一条 

  ） 

第四章 雑則（第二十二条・第二十三条） 

第五章 罰則（第二十四条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、文化及び観光の振興並びに個

性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図る上で

文化についての理解を深める機会の拡大及びこれ

による国内外からの観光旅客の来訪の促進が重要

となっていることに鑑み、文化観光拠点施設を中

核とした地域における文化観光を推進するため、

主務大臣による基本方針の策定並びに拠点計画及

び地域計画の認定、当該認定を受けた拠点計画又

は地域計画に基づく事業に対する特別の措置その

他の地域における文化観光を推進するために必要

な措置について定め、もって豊かな国民生活の実

現と国民経済の発展に寄与することを目的とする

。 

（定義） 

第二条 この法律において「文化観光」とは、有形

又は無形の文化的所産その他の文化に関する資源

（以下「文化資源」という。）の観覧、文化資源に

関する体験活動その他の活動を通じて文化につい

ての理解を深めることを目的とする観光をいう。 

２ この法律において「文化観光拠点施設」とは、

文化資源の保存及び活用を行う施設（以下「文化

資源保存活用施設」という。）のうち、主務省令で

定めるところにより、国内外からの観光旅客が文

化についての理解を深めることに資するよう当該

文化資源の解説及び紹介をするとともに、当該文

化資源保存活用施設の所在する地域に係る文化観

光の推進に関する事業を行う者（以下「文化観光

推進事業者」という。）と連携することにより、当

該地域における文化観光の推進の拠点となるもの

をいう。 

３ この法律において「文化観光拠点施設機能強化

事業」とは、文化資源保存活用施設の文化観光拠

点施設としての機能の強化に資する事業であって

、次に掲げるものをいう。 

一 文化資源保存活用施設における文化資源の

魅力の増進に関する事業 

二 文化資源保存活用施設における情報通信技

術を活用した展示、外国語による情報の提供

その他の国内外からの観光旅客が文化につ

いての理解を深めることに資する措置に関

する事業 

三 文化資源保存活用施設に来訪する国内外か

らの観光旅客の移動の利便の増進その他の

文化資源保存活用施設の利用に係る文化観

光に関する利便の増進に関する事業 

四 文化資源保存活用施設が保存及び活用を行

う文化資源に関する工芸品、食品その他の物

品の販売又は提供に関する事業 

五 国内外における文化資源保存活用施設の宣

伝に関する事業 

六 前各号の事業に必要な施設又は設備の整備

に関する事業 

七 その他文化資源保存活用施設の文化観光拠

点施設としての機能の強化に資する事業と

して主務省令で定めるもの 

４ この法律において「地域文化観光推進事業」と

は、文化観光拠点施設を中核とした地域における

文化観光の総合的かつ一体的な推進に資する事業

であって、次に掲げるものをいう。 

一 地域における文化資源の総合的な魅力の増

進に関する事業 

二 地域内を移動する国内外からの観光旅客の

移動の利便の増進その他の地域における文

化観光に関する利便の増進に関する事業 

三 地域における文化観光拠点施設その他の文

化資源保存活用施設と飲食店、販売施設、宿

泊施設その他の国内外からの観光旅客の利

便に供する施設との連携の促進に関する事

業 

四 国内外における地域の宣伝に関する事業 

五 前各号の事業に必要な施設又は設備の整備に 

関する事業 

六 その他文化観光拠点施設を中核とした地域に 

おける文化観光の総合的かつ一体的な推進に 

資する事業として主務省令で定めるもの 

第二章 基本方針 

第三条 主務大臣は、文化観光拠点施設を中核とし

た地域における文化観光の推進に関する基本方針

（以下単に「基本方針」という。）を定めるものと

する。 

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるも 

のとする。 

一 文化観光拠点施設を中核とした地域における 

文化観光の推進の意義及び目標に関する事項 

二 文化観光拠点施設機能強化事業に関する基本 

的な事項 

三 地域文化観光推進事業に関する基本的な事項 

四 次条第一項に規定する拠点計画の同条第三項 

の認定に関する基本的な事項 
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五 第十二条第一項に規定する地域計画の同条第 

四項の認定に関する基本的な事項 

六 関連する文化の振興に関する施策及び観光の 

振興に関する施策との連携に関する基本的な 

事項 

七 その他文化観光拠点施設を中核とした地域に 

おける文化観光の推進に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更 

しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関 

の長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更 

したときは、遅滞なく、これを公表するものとす 

る。 

第三章 文化観光拠点施設を中核とした地域に 

おける文化観光を推進するための措置 

第一節 拠点計画の認定等 

（拠点計画の認定） 

第四条 文化資源保存活用施設の設置者は、基本方

針に基づき、主務省令で定めるところにより、文

化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする

文化観光推進事業者と共同して、その設置する文

化資源保存活用施設の文化観光拠点施設としての

機能の強化に関する計画（以下「拠点計画」とい

う。）を作成し、主務大臣の認定を申請することが

できる。 

２ 拠点計画には、次に掲げる事項を記載するもの 

とする。 

一 当該文化資源保存活用施設の文化観光拠点施 

設としての機能の強化に関する基本的な方針 

二 拠点計画の目標 

三 前号の目標を達成するために行う文化観光拠 

点施設機能強化事業の内容、実施主体及び実 

施時期 

四 文化観光拠点施設機能強化事業を行うのに必 

要な資金の額及びその調達方法 

五 計画期間 

六 その他主務省令で定める事項 

３ 主務大臣は、第一項の規定による認定の申請が

あった場合において、当該申請に係る拠点計画が

次の各号のいずれにも適合するものであると認め

るときは、その認定をするものとする。 

一 基本方針に照らして適切なものであること。 

二 当該拠点計画の実施が当該文化資源保存活用 

施設の文化観光拠点施設としての機能の強化 

に寄与するものであると認められること。 

三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるもの 

であること。 

四 第十二条第四項の認定（第十三条第一項の変 

更の認定を含む。）を受けた第十二条第一項に 

規定する地域計画（変更があったときは、そ 

の変更後のもの。以下この号において同じ。 

）が当該文化資源保存活用施設の所在する地 

域について定められているときは、当該地域 

計画に照らして適切なものであること。 

４ 主務大臣は、拠点計画の認定をしようとすると

きは、あらかじめ、当該拠点計画に係る文化観光

拠点施設機能強化事業がその区域内において行わ

れることとなる市町村（特別区を含む。以下同じ

。）及び都道府県の意見を聴かなければならない。 

５ 主務大臣は、第三項の認定をしたときは、主務

省令で定めるところにより、当該認定に係る拠点

計画の内容を公表するものとする。 

（認定を受けた拠点計画の変更） 

第五条 前条第三項の認定を受けた拠点計画の変更

（主務省令で定める軽微な変更を除く。）をしよう

とするときは、文化資源保存活用施設の設置者は

、文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようと

する文化観光推進事業者と共同して、主務大臣の

認定を受けなければならない。 

２ 前条第三項から第五項までの規定は、前項の認

定について準用する。 

（認定拠点計画の実施状況に関する報告の徴収） 

第六条 主務大臣は、第四条第三項の認定（前条第

一項の変更の認定を含む。以下同じ。）を受けた者

に対し、当該認定を受けた拠点計画（変更があっ

たときは、その変更後のもの。以下「認定拠点計

画」という。）の実施の状況について報告を求める

ことができる。 

（認定の取消し） 

第七条 主務大臣は、認定拠点計画が第四条第三項

各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき

は、その認定を取り消すことができる。 

２ 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消し

たときは、遅滞なく、その旨を公表するものとす

る。 

第二節 認定拠点計画に基づく事業に対する特別の

措置 

（共通乗車船券） 

第八条 文化観光拠点施設機能強化事業を実施しよ

うとする者が、文化資源保存活用施設に来訪する

国内外からの観光旅客の移動の利便の増進に関す

る事業であって当該観光旅客を対象とする共通乗

車船券（二以上の運送事業者が期間、区間その他

の条件を定めて共同で発行する証票であって、そ

の証票を提示することにより、当該条件の範囲内

で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受

けることができるものをいう。）に係る運賃又は料

金の割引を行うものに関する事項が記載された拠

点計画について、第四条第三項の認定を受けた場

合において、認定拠点計画に従って当該事業を実

施しようとするときは、国土交通省令で定めると

ころにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交

通大臣に届け出ることができる。 

２ 前項の規定による届出をした者は、鉄道事業法

（昭和六十一年法律第九十二号）第十六条第三項

後段若しくは第三十六条後段、軌道法（大正十年

法律第七十六号）第十一条第二項、道路運送法（

昭和二十六年法律第百八十三号）第九条第三項後

段、海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七号

）第七条第一項後段（同法第二十一条の五におい

て準用する場合を含む。）又は航空法（昭和二十七

年法律第二百三十一号）第百五条第一項後段の規

定による届出をしたものとみなす。 

（道路運送法の特例） 
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第九条 文化観光拠点施設機能強化事業を実施しよ

うとする者であって道路運送法第三条第一号イに

掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営するも

のが、文化資源保存活用施設に来訪する国内外か

らの観光旅客の移動の利便の増進に関する事業で

あって運行回数の増加その他の国土交通省令で定

めるものに関する事項が記載された拠点計画につ

いて、第四条第三項の認定を受けた場合において

、認定拠点計画に従って当該事業を実施するに当

たり、同法第十五条第一項の認可を受けなければ

ならないとき又は同条第三項若しくは同法第十五

条の三第二項の規定による届出を行わなければな

らないときは、これらの規定にかかわらず、遅滞

なく、その旨を国土交通大臣に届け出ることをも

って足りる。 

（海上運送法の特例） 

第十条 文化観光拠点施設機能強化事業を実施しよ

うとする者であって海上運送法第二条第五項に規

定する一般旅客定期航路事業を営むものが、文化

資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅

客の移動の利便の増進に関する事業であって運航

回数の増加その他の国土交通省令で定めるものに

関する事項が記載された拠点計画について、第四

条第三項の認定を受けた場合において、認定拠点

計画に従って当該事業を実施するに当たり、同法

第十一条の二第一項の規定による届出を行わなけ

ればならないとき又は同条第二項の認可を受けな

ければならないときは、これらの規定にかかわら

ず、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出る

ことをもって足りる。 

第三節 地域計画の認定等 

（協議会） 

第十一条 市町村又は都道府県は、単独で又は共同

して、当該市町村又は都道府県の区域内について

、文化観光拠点施設を中核とした地域における文

化観光の総合的かつ一体的な推進を図るために必

要な協議を行うための協議会（以下単に「協議会

」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

一 当該市町村又は都道府県 

二 当該市町村又は都道府県の区域に所在する文 

化観光拠点施設その他の文化資源保存活用施 

設の設置者 

三 当該市町村又は都道府県の区域に係る文化観 

光推進事業者 

四 関係する住民、学識経験者、商工関係団体そ 

の他の当該市町村又は都道府県が必要と認め 

る者 

３ 文化観光拠点施設（文化観光拠点施設でない文

化資源保存活用施設であって、その設置者が文化

観光拠点施設にしようとするものを含む。以下こ

の項において同じ。）の設置者は、その文化観光拠

点施設の所在する地域における文化観光の推進に

関して協議を行う協議会が組織されていない場合

にあっては、市町村又は都道府県に対して、協議

会を組織するよう要請することができる。 

４ 市町村又は都道府県は、第一項の規定により協 

議会を組織したときは、遅滞なく、主務省令で定 

めるところにより、その旨を公表しなければなら 

ない。 

５ 第二項第二号及び第三号に掲げる者であって協

議会の構成員でないものは、第一項の規定により

協議会を組織する市町村又は都道府県に対して、

自己を協議会の構成員として加えるよう申し出る

ことができる。 

６ 前項の規定による申出を受けた市町村又は都道

府県は、正当な理由がある場合を除き、当該申出

に応じなければならない。 

７ 協議会は、必要があると認めるときは、関係行

政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明

その他必要な協力を求めることができる。 

８ 協議会において協議が調った事項については、

協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなけ

ればならない。 

９ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関

し必要な事項は、協議会が定める。 

（地域計画の認定） 

第十二条 協議会において、基本方針に基づき、主

務省令で定めるところにより、当該協議会の構成

員である市町村又は都道府県の区域内について、

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化

観光の総合的かつ一体的な推進に関する計画（以

下「地域計画」という。）を作成したときは、当該

市町村又は都道府県、当該地域計画において中核

とする文化観光拠点施設の設置者及び当該地域計

画に記載された地域文化観光推進事業の実施主体

である文化観光推進事業者は、共同で、主務大臣

の認定を申請することができる。 

２ 地域計画には、次に掲げる事項を記載するもの

とする。 

一 地域計画の区域（以下「計画区域」という。 

  ） 

二 中核とする文化観光拠点施設の名称及び位置 

三 計画区域における文化観光拠点施設を中核と 

した文化観光の総合的かつ一体的な推進に関 

する基本的な方針 

四 地域計画の目標 

五 前号の目標を達成するために行う地域文化観 

光推進事業の内容、実施主体及び実施時期 

六 地域文化観光推進事業を行うのに必要な資金 

の額及びその調達方法 

七 計画期間 

八 その他主務省令で定める事項 

３ 地域計画は、国土形成計画その他法律の規定に

よる地域振興に関する計画並びに都市計画及び都

市計画法（昭和四十三年法律第百号）第十八条の

二に規定する市町村の都市計画に関する基本的な

方針との調和が保たれたものでなければならない

。 

４ 主務大臣は、第一項の規定による認定の申請が

あった場合において、当該申請に係る地域計画が

次の各号のいずれにも適合するものであると認め

るときは、その認定をするものとする。 

一 基本方針に照らして適切なものであること。 

二 当該地域計画の実施が計画区域における文化 

観光拠点施設を中核とした文化観光の総合的 
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かつ一体的な推進に寄与するものであると認 

められること。 

三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるもの 

であること。 

５ 主務大臣は、前項の認定をしたときは、主務省

令で定めるところにより、当該認定に係る地域計

画の内容を公表するものとする。 

（認定を受けた地域計画の変更） 

第十三条 前条第四項の認定を受けた地域計画の変

更（主務省令で定める軽微な変更を除く。以下こ

の項において同じ。）をしようとするときは、協議

会において当該変更に係る地域計画を作成し、市

町村又は都道府県、当該地域計画において中核と

する文化観光拠点施設の設置者及び当該地域計画

に記載された地域文化観光推進事業の実施主体で

ある文化観光推進事業者は、共同で、主務大臣の

認定を受けなければならない。 

２ 前条第四項及び第五項の規定は、前項の認定に 

ついて準用する。 

（認定地域計画の実施状況に関する報告の徴収） 

第十四条 主務大臣は、第十二条第四項の認定（前

条第一項の変更の認定を含む。以下同じ。）を受け

た者に対し、当該認定を受けた地域計画（変更が

あったときは、その変更後のもの。以下「認定地

域計画」という。）の実施の状況について報告を求

めることができる。 

（認定の取消し） 

第十五条 主務大臣は、認定地域計画が第十二条第

四項各号のいずれかに適合しなくなったと認める

ときは、その認定を取り消すことができる。 

２ 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消し

たときは、遅滞なく、その旨を公表するものとす

る。 

第四節 認定地域計画に基づく事業に対する特別の 

措置 

（文化財の登録の提案） 

第十六条 地域文化観光推進事業を実施しようとす

る市町村又は都道府県が、地域における文化資源

の総合的な魅力の増進に関する事業であって、計

画区域内に存する文化財について専門的な調査を

行い、当該調査に基づき必要な保存及び活用のた

めの措置を行うものに関する事項が記載された地

域計画について第十二条第四項の認定を受けた場

合には、当該市町村又は都道府県の教育委員会（

地方文化財保護審議会を置くものに限る。以下こ

の条において同じ。）（地方教育行政の組織及び運

営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号

）第二十三条第一項の条例の定めるところにより

その長が文化財の保護に関する事務を管理し、及

び執行することとされた地方公共団体にあっては

、その長。以下この条において同じ。）は、当該文

化財であって文化財保護法（昭和二十五年法律第

二百十四号）第五十七条第一項、第七十六条の七

第一項、第九十条第一項、第九十条の五第一項又

は第百三十二条第一項の規定により登録されるこ

とが適当であると思料するものがあるときは、文

部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣

に対し、当該文化財を文化財登録原簿に登録する

ことを提案することができる。 

２ 市町村又は都道府県の教育委員会は、前項の規

定による提案をしようとするときは、あらかじめ

、地方文化財保護審議会の意見を聴かなければな

らない。 

３ 文部科学大臣は、第一項の規定による提案が行

われた場合において、当該提案に係る文化財につ

いて文化財保護法第五十七条第一項、第七十六条

の七第一項、第九十条第一項、第九十条の五第一

項又は第百三十二条第一項の規定による登録をし

ないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びそ

の理由を当該提案をした市町村又は都道府県の教

育委員会に通知しなければならない。 

（規定の準用） 

第十七条 第八条から第十条までの規定は、地域文

化観光推進事業を実施しようとする者が地域内を

移動する国内外からの観光旅客の移動の利便の増

進に関する事業に関する事項が記載された地域計

画について第十二条第四項の認定を受けた場合に

ついて準用する。 

第五節 国等の援助等 

（国等の援助及び連携） 

第十八条 国及び地方公共団体は、第四条第三項の

認定を受けた者又は第十二条第四項の認定を受け

た者に対し、認定拠点計画又は認定地域計画の円

滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助

を行うように努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、国、地方公共団体、

文化資源保存活用施設の設置者及び文化観光推進

事業者は、文化観光拠点施設を中核とした地域に

おける文化観光の推進に関し相互に連携を図りな

がら協力しなければならない。 

（文化についての理解を深めることに資する措置 

の実施に必要な援助） 

第十九条 独立行政法人国立科学博物館、独立行政

法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構及

び独立行政法人日本芸術文化振興会は、第四条第

三項の認定を受けた文化資源保存活用施設の設置

者又は第十二条第四項の認定を受けた市町村若し

くは都道府県若しくは文化資源保存活用施設の設

置者に対し、その求めに応じ、認定拠点計画又は

認定地域計画に係る文化資源保存活用施設につい

て、情報通信技術を活用した展示、外国語による

情報の提供その他の国内外からの観光旅客が文化

についての理解を深めることに資する措置の実施

に必要な助言その他の援助を行うよう努めなけれ

ばならない。 

（海外における宣伝等の措置） 

第二十条 独立行政法人国際観光振興機構は、国外

からの観光旅客の来訪を促進するため、認定拠点

計画に係る文化観光拠点施設及び認定地域計画の

計画区域について、海外における宣伝を行うほか

、これに関連して第四条第三項の認定を受けた者

又は第十二条第四項の認定を受けた者に対し、そ

の求めに応じ、海外における宣伝に関する助言そ

の他の措置を講ずるよう努めなければならない。 
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（国等による資料の公開への協力） 

第二十一条 国、独立行政法人国立科学博物館、独

立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立文化

財機構は、文化観光拠点施設を中核とした地域に

おける文化観光の推進に資するため、その所有す

る資料を文化観光拠点施設において公開の用に供

するため出品するよう当該文化観光拠点施設の設

置者から求めがあった場合には、これに協力する

よう努めなければならない。 

第四章 雑則 

（主務大臣等） 

第二十二条 この法律における主務大臣は、文部科

学大臣及び国土交通大臣とする。 

２ この法律における主務省令は、主務大臣の発 

する命令とする。 

３ この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国

土交通省令で定めるところにより、その一部を地

方運輸局長に委任することができる。 

（主務省令への委任） 

第二十三条 この法律に定めるもののほか、この法

律の実施のための手続その他この法律の施行に関

し必要な事項は、主務省令で定める。 

第五章 罰則 

第二十四条 第六条又は第十四条の規定による報告

をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違

反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する

。 

２ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使

用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に

関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰

するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科

する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して一月を超え

ない範囲内において政令で定める日から施行する

。 

（検討） 

２ 政府は、文化的所産の有形又は無形の別その他

の文化資源の性質に応じた適切な文化観光の推進

を図ることの重要性に鑑み、この法律の施行後三

年以内に、文化観光拠点施設その他の関係機関が

その保有する文化及び観光の振興に資する多様な

情報の共有を図るための基盤の整備その他の地域

における文化観光の一層の推進のために必要な施

策について検討を加え、その結果に基づいて必要

な措置を講ずるものとする。 

附 則 （令和五年五月一二日法律第二四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を

超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

一から三まで 略 

四 第三条の規定（次号に掲げる改正規定を除く

。）並びに附則第六条、第七条、第十三条、第十

四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則

第十九条の規定（外国人観光旅客の来訪の促進等

による国際観光の振興に関する法律（平成九年法

律第九十一号）第六条第二項の改正規定（「第二

十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限

る。）を除く。）、附則第二十条の規定（中心市街

地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二

号）第四十条第二項の改正規定（「第二十三条」

を「第二十一条の五」に改める部分に限る。）を

除く。）、附則第二十一条の規定、附則第二十二条

の規定（流通業務の総合化及び効率化の促進に関

する法律（平成十七年法律第八十五号）第十二条

第二項の改正規定を除く。）、附則第二十三条の規

定、附則第二十四条の規定（地域公共交通の活性

化及び再生に関する法律（平成十九年法律第五十

九号）第二十七条の五第二項の改正規定（「第十

五条第一項」を「第十六条第一項」に改める部分

に限る。）、同法第二十七条の十九の改正規定（「

第十五条」を「第十六条」に改める部分に限る。

）及び同法第三十五条第二項の改正規定（「第十

五条第一項」を「第十六条第一項」に改める部分

に限る。）を除く。）、附則第二十五条の規定（観

光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促

進に関する法律（平成二十年法律第三十九号）第

十三条第二項の改正規定（「第二十三条」を「第

二十一条の五」に改める部分に限る。）を除く。）

、附則第二十六条の規定（総合特別区域法（平成

二十三年法律第八十一号）第十九条の三の改正規

定（「第八条第一項」を「第六条」に改める部分

に限る。）を除く。）、附則第二十七条及び第二十

八条の規定、附則第二十九条の規定（文化観光拠

点施設を中核とした地域における文化観光の推

進に関する法律（令和二年法律第十八号）第八条

第二項の改正規定（「第二十三条」を「第二十一

条の五」に改める部分に限る。）を除く。）並びに

附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日

から起算して二年を超えない範囲内において政

令で定める日 
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〇〇博博物物館館法法

（（昭昭和和二二十十六六年年法法律律第第二二百百八八十十五五号号））

最終改正：（令和四年法律第二十四号）

目次

第一章 総則（第一条―第九条の二）

第二章 登録（第十条―第十七条）

第三章 公立博物館（第十八条―第二十六条）

第四章 私立博物館（第二十七条・第二十八条）

第五章 雑則（第二十九条）

附則

第一章 総則

（この法律の目的）

第一条 この法律は、社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）

の精神に基き、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定

め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術及び文化の

発展に寄与することを目的とする。

（定義）

第二条 この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、

産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管（育成を含む。以

下同じ。）し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、

その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な

事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をするこ

とを目的とする機関（社会教育法による公民館及び図書館法（昭

和二十五年法律第百十八号）による図書館を除く。）のうち、地

方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は

政令で定めるその他の法人（独立行政法人（独立行政法人通則法

（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政

法人をいう。第二十九条において同じ。）を除く。）が設置するも

ので次章の規定による登録を受けたものをいう。

２ この法律において、「公立博物館」とは、地方公共団体の設

置する博物館をいい、「私立博物館」とは、一般社団法人若しく

は一般財団法人、宗教法人又は前項の政令で定める法人の設置

する博物館をいう。

３ この法律において「博物館資料」とは、博物館が収集し、保

管し、又は展示する資料（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によつては認識することができない方式で作ら

れた記録をいう。）を含む。）をいう。

（博物館の事業）

第三条 博物館は、前条第一項に規定する目的を達成するため、

おおむね次に掲げる事業を行う。

一 実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、

レコード等の博物館資料を豊富に収集し、保管し、及び展示

する こと。

二 分館を設置し、又は博物館資料を当該博物館外で展示す

ること。

三 一般公衆に対して、博物館資料の利用に関し必要な説明、

助言、指導等を行い、又は研究室、実験室、工作室、図書室等

を設置してこれを利用させること。

四 博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこ

と。

五 博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行う

こと。

六 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、

調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。

七 博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を

主催し、及びその開催を援助すること。

八 当該博物館の所在地又はその周辺にある文化財保護法

（昭和二十五年法律第二百十四号）の適用を受ける文化財に

ついて、解説書又は目録を作成する等一般公衆の当該文化財

の利用の便を図ること。

九 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成

果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及

びその提供を奨励すること。

十 他の博物館、博物館と同一の目的を有する国の施設等と

緊密に連絡し、協力し、刊行物及び情報の交換、博物館資料の

相互貸借等を行うこと。

十一 学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化

に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。

２ 博物館は、その事業を行うに当つては、土地の事情を考慮し、

国民の実生活の向上に資し、更に学校教育を援助し得るように

も留意しなければならない。

（館長、学芸員その他の職員）

第四条 博物館に、館長を置く。

２ 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、博物館の任務

の達成に努める。

３ 博物館に、専門的職員として学芸員を置く。

４ 学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その

他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。

５ 博物館に、館長及び学芸員のほか、学芸員補その他の職員を

置くことができる。

６ 学芸員補は、学芸員の職務を助ける。

（学芸員の資格）

第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、学芸員となる資

格を有する。

一 学士の学位（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）

第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位（専門

職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。）を含

む。）を有する者で、大学において文部科学省令で定める博物

館に関する科目の単位を修得したもの

二 大学に二年以上在学し、前号の博物館に関する科目の単

位を含めて六十二単位以上を修得した者で、三年以上学芸員

補の職にあつたもの

三 文部科学大臣が、文部科学省令で定めるところにより、

前二号に掲げる者と同等以上の学力及び経験を有する者と認

めた者

２ 前項第二号の学芸員補の職には、官公署、学校又は社会教育

施設（博物館の事業に類する事業を行う施設を含む。）における

職で、社会教育主事、司書その他の学芸員補の職と同等以上の職

として文部科学大臣が指定するものを含むものとする。

（学芸員補の資格）

第六条 学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学す

ることのできる者は、学芸員補となる資格を有する。
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〇〇博博物物館館法法

（（昭昭和和二二十十六六年年法法律律第第二二百百八八十十五五号号））

最終改正：（令和四年法律第二十四号）

目次

第一章 総則（第一条―第九条の二）

第二章 登録（第十条―第十七条）

第三章 公立博物館（第十八条―第二十六条）

第四章 私立博物館（第二十七条・第二十八条）

第五章 雑則（第二十九条）

附則

第一章 総則

（この法律の目的）

第一条 この法律は、社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）

の精神に基き、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定

め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術及び文化の

発展に寄与することを目的とする。

（定義）

第二条 この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、

産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管（育成を含む。以

下同じ。）し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、

その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な

事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をするこ

とを目的とする機関（社会教育法による公民館及び図書館法（昭

和二十五年法律第百十八号）による図書館を除く。）のうち、地

方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は

政令で定めるその他の法人（独立行政法人（独立行政法人通則法

（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政

法人をいう。第二十九条において同じ。）を除く。）が設置するも

ので次章の規定による登録を受けたものをいう。

２ この法律において、「公立博物館」とは、地方公共団体の設

置する博物館をいい、「私立博物館」とは、一般社団法人若しく

は一般財団法人、宗教法人又は前項の政令で定める法人の設置

する博物館をいう。

３ この法律において「博物館資料」とは、博物館が収集し、保

管し、又は展示する資料（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によつては認識することができない方式で作ら

れた記録をいう。）を含む。）をいう。

（博物館の事業）

第三条 博物館は、前条第一項に規定する目的を達成するため、

おおむね次に掲げる事業を行う。

一 実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、

レコード等の博物館資料を豊富に収集し、保管し、及び展示

する こと。

二 分館を設置し、又は博物館資料を当該博物館外で展示す

ること。

三 一般公衆に対して、博物館資料の利用に関し必要な説明、

助言、指導等を行い、又は研究室、実験室、工作室、図書室等

を設置してこれを利用させること。

四 博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこ

と。

五 博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行う

こと。

六 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、

調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。

七 博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を

主催し、及びその開催を援助すること。

八 当該博物館の所在地又はその周辺にある文化財保護法

（昭和二十五年法律第二百十四号）の適用を受ける文化財に

ついて、解説書又は目録を作成する等一般公衆の当該文化財

の利用の便を図ること。

九 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成

果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及

びその提供を奨励すること。

十 他の博物館、博物館と同一の目的を有する国の施設等と

緊密に連絡し、協力し、刊行物及び情報の交換、博物館資料の

相互貸借等を行うこと。

十一 学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化

に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。

２ 博物館は、その事業を行うに当つては、土地の事情を考慮し、

国民の実生活の向上に資し、更に学校教育を援助し得るように

も留意しなければならない。

（館長、学芸員その他の職員）

第四条 博物館に、館長を置く。

２ 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、博物館の任務

の達成に努める。

３ 博物館に、専門的職員として学芸員を置く。

４ 学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その

他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。

５ 博物館に、館長及び学芸員のほか、学芸員補その他の職員を

置くことができる。

６ 学芸員補は、学芸員の職務を助ける。

（学芸員の資格）

第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、学芸員となる資

格を有する。

一 学士の学位（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）

第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位（専門

職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。）を含

む。）を有する者で、大学において文部科学省令で定める博物

館に関する科目の単位を修得したもの

二 大学に二年以上在学し、前号の博物館に関する科目の単

位を含めて六十二単位以上を修得した者で、三年以上学芸員

補の職にあつたもの

三 文部科学大臣が、文部科学省令で定めるところにより、

前二号に掲げる者と同等以上の学力及び経験を有する者と認

めた者

２ 前項第二号の学芸員補の職には、官公署、学校又は社会教育

施設（博物館の事業に類する事業を行う施設を含む。）における

職で、社会教育主事、司書その他の学芸員補の職と同等以上の職

として文部科学大臣が指定するものを含むものとする。

（学芸員補の資格）

第六条 学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学す

ることのできる者は、学芸員補となる資格を有する。

１．組織等

（学芸員及び学芸員補の研修）

第七条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、学芸員及

び学芸員補に対し、その資質の向上のために必要な研修を行う

よう努めるものとする。

（設置及び運営上望ましい基準）

第八条 文部科学大臣は、博物館の健全な発達を図るために、博

物館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するも

のとする。

（運営の状況に関する評価等）

第九条 博物館は、当該博物館の運営の状況について評価を行

うとともに、その結果に基づき博物館の運営の改善を図るため

必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（運営の状況に関する情報の提供）

第九条の二 博物館は、当該博物館の事業に関する地域住民そ

の他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及

び協力の推進に資するため、当該博物館の運営の状況に関する

情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

第二章 登録

（登録）

第十条 博物館を設置しようとする者は、当該博物館について、

当該博物館の所在する都道府県の教育委員会（当該博物館（都道

府県が設置するものを除く。）が指定都市（地方自治法（昭和二

十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都

市をいう。以下この条及び第二十九条において同じ。）の区域内

に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。同条を

除き、以下同じ。）に備える博物館登録原簿に登録を受けるもの

とする。

（登録の申請）

第十一条 前条の規定による登録を受けようとする者は、設置

しようとする博物館について、左に掲げる事項を記載した登録

申請書を都道府県の教育委員会に提出しなければならない。

一 設置者の名称及び私立博物館にあつては設置者の住所

二 名称

三 所在地

２ 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければ

ならない。

一 公立博物館にあつては、設置条例の写し、館則の写し、直

接博物館の用に供する建物及び土地の面積を記載した書面及

びその図面、当該年度における事業計画書及び予算の歳出の

見積りに関する書類、博物館資料の目録並びに館長及び学芸

員の氏名を記載した書面

二 私立博物館にあつては、当該法人の定款の写し又は当該

宗教法人の規則の写し、館則の写し、直接博物館の用に供す

る建物及び土地の面積を記載した書面及びその図面、当該年

度における事業計画書及び収支の見積りに関する書類、博物

館資料の目録並びに館長及び学芸員の氏名を記載した書面

（登録要件の審査）

第十二条 都道府県の教育委員会は、前条の規定による登録の

申請があつた場合においては、当該申請に係る博物館が左に掲

げる要件を備えているかどうかを審査し、備えていると認めた

ときは、同条第一項各号に掲げる事項及び登録の年月日を博物

館登録原簿に登録するとともに登録した旨を当該登録申請者に

通知し、備えていないと認めたときは、登録しない旨をその理由

を附記した書面で当該登録申請者に通知しなければならない。

一 第二条第一項に規定する目的を達成するために必要な博

物館資料があること。

二 第二条第一項に規定する目的を達成するために必要な学

芸員その他の職員を有すること。

三 第二条第一項に規定する目的を達成するために必要な建

物及び土地があること。

四 一年を通じて百五十日以上開館すること。

（登録事項等の変更）

第十三条 博物館の設置者は、第十一条第一項各号に掲げる事

項について変更があつたとき、又は同条第二項に規定する添付

書類の記載事項について重要な変更があつたときは、その旨を

都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

２ 都道府県の教育委員会は、第十一条第一項各号に掲げる事

項に変更があつたことを知つたときは、当該博物館に係る登録

事項の変更登録をしなければならない。

（登録の取消）

第十四条 都道府県の教育委員会は、博物館が第十二条各号に

掲げる要件を欠くに至つたものと認めたとき、又は虚偽の申請

に基いて登録した事実を発見したときは、当該博物館に係る登

録を取り消さなければならない。但し、博物館が天災その他やむ

を得ない事由により要件を欠くに至つた場合においては、その

要件を欠くに至つた日から二年間はこの限りでない。

２ 都道府県の教育委員会は、前項の規定により登録の取消し

をしたときは、当該博物館の設置者に対し、速やかにその旨を通

知しなければならない。

（博物館の廃止）

第十五条 博物館の設置者は、博物館を廃止したときは、すみや

かにその旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

２ 都道府県の教育委員会は、博物館の設置者が当該博物館を

廃止したときは、当該博物館に係る登録をまつ消しなければな

らない。

（規則への委任）

第十六条 この章に定めるものを除くほか、博物館の登録に関

し必要な事項は、都道府県の教育委員会の規則で定める。

第十七条 削除

第三章 公立博物館

（設置）

第十八条 公立博物館の設置に関する事項は、当該博物館を設

置する地方公共団体の条例で定めなければならない。

（所管）

第十九条 公立博物館は、当該博物館を設置する地方公共団体

の教育委員会（地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

三十一年法律第百六十二号）第二十三条第一項の条例の定める

ところにより地方公共団体の長がその設置、管理及び廃止に関

する事務を管理し、及び執行することとされた博物館にあつて

は、当該地方公共団体の長。第二十一条において同じ。）の所管

に属する。

（博物館協議会）
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第二十条 公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。

２ 博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずる

とともに、館長に対して意見を述べる機関とする。

第二十一条 博物館協議会の委員は、当該博物館を設置する地

方公共団体の教育委員会が任命する。

第二十二条 博物館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数

及び任期その他博物館協議会に関し必要な事項は、当該博物館

を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。この

場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定

める基準を参酌するものとする。

（入館料等）

第二十三条 公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に

対する対価を徴収してはならない。但し、博物館の維持運営のた

めにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収するこ

とができる。

（博物館の補助）

第二十四条 国は、博物館を設置する地方公共団体に対し、予算

の範囲内において、博物館の施設、設備に要する経費その他必要

な経費の一部を補助することができる。

２ 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十五条 削除

（補助金の交付中止及び補助金の返還）

第二十六条 国は、博物館を設置する地方公共団体に対し第二

十四条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各

号の一に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の

交付をやめるとともに、第一号の場合の取消が虚偽の申請に基

いて登録した事実の発見に因るものである場合には、既に交付

した補助金を、第三号及び第四号に該当する場合には、既に交付

した当該年度の補助金を返還させなければならない。

一 当該博物館について、第十四条の規定による登録の取消

があつたとき。

二 地方公共団体が当該博物館を廃止したとき。

三 地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。

四 地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。

第四章 私立博物館

（都道府県の教育委員会との関係）

第二十七条 都道府県の教育委員会は、博物館に関する指導資

料の作成及び調査研究のために、私立博物館に対し必要な報告

を求めることができる。

２ 都道府県の教育委員会は、私立博物館に対し、その求めに応

じて、私立博物館の設置及び運営に関して、専門的、技術的の指

導又は助言を与えることができる。

（国及び地方公共団体との関係）

第二十八条 国及び地方公共団体は、私立博物館に対し、その求

めに応じて、必要な物資の確保につき援助を与えることができ

る。

第五章 雑則

（博物館に相当する施設）

第二十九条 博物館の事業に類する事業を行う施設で、国又は

独立行政法人が設置する施設にあつては文部科学大臣が、その

他の施設にあつては当該施設の所在する都道府県の教育委員会

（当該施設（都道府県が設置するものを除く。）が指定都市の区

域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会）が、

文部科学省令で定めるところにより、博物館に相当する施設と

して指定したものについては、第二十七条第二項の規定を準用

する。

附 則

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して三箇月を経過した日か

ら施行する。

附 則 （令和四年四月一五日法律第二四号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、

附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条 この法律の施行の際現に学芸員となる資格を有する者

は、この法律による改正後の博物館法（以下この条において「新

博物館法」という。）第五条に規定する学芸員となる資格を有す

る者とみなす。

２ この法律の施行の際現に博物館において学芸員補の職にあ

る者は、新博物館法第六条の規定にかかわらず、この法律の施行

の日（次項及び第四項において「施行日」という。）以後も引き

続き当該博物館において、学芸員補となる資格を有する者とし

てその職にあることができる。

３ 施行日前にされたこの法律による改正前の博物館法（次項

及び第六項において「旧博物館法」という。）第十一条の登録の

申請であって、この法律の施行の際、まだその登録をするかどう

かの処分がされていないものについての登録の処分については、

なお従前の例による。

４ この法律の施行の際現に旧博物館法第十条の登録を受けて

いる又は施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる同条の登録を受ける博物館は、施行日から起算して

五年を経過する日までの間は、新博物館法第十一条の登録を受

けたものとみなす。当該博物館の設置者がその期間内に同条の

登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、そ

の申請について登録をするかどうかの処分がある日までの間も、

同様とする。

５ 前項の規定により新博物館法第十一条の登録を受けたもの

とみなされる博物館が同条の登録を受けるまでの間における当

該博物館についての新博物館法第十八条第一項及び第二十一条

第二項の規定の適用については、新博物館法第十八条第一項中

「第十三条第一項各号」とあり、及び新博物館法第二十一条第二

項中「第十三条第一項第三号から第六号まで」とあるのは、「博

物館法の一部を改正する法律（令和四年法律第二十四号）による

改正前の第十二条各号」とする。

６ この法律の施行の際現に旧博物館法第二十九条の指定を受

けている施設は、新博物館法第三十一条第一項の指定を受けた

ものとみなす。

（政令への委任）

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要

な経過措置は、政令で定める。

（租税特別措置法の一部改正）

第四条 租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）の一部
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第二十条 公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。

２ 博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずる

とともに、館長に対して意見を述べる機関とする。

第二十一条 博物館協議会の委員は、当該博物館を設置する地

方公共団体の教育委員会が任命する。

第二十二条 博物館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数

及び任期その他博物館協議会に関し必要な事項は、当該博物館

を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。この

場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定

める基準を参酌するものとする。

（入館料等）

第二十三条 公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に

対する対価を徴収してはならない。但し、博物館の維持運営のた

めにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収するこ

とができる。

（博物館の補助）

第二十四条 国は、博物館を設置する地方公共団体に対し、予算

の範囲内において、博物館の施設、設備に要する経費その他必要

な経費の一部を補助することができる。

２ 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十五条 削除

（補助金の交付中止及び補助金の返還）

第二十六条 国は、博物館を設置する地方公共団体に対し第二

十四条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各

号の一に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の

交付をやめるとともに、第一号の場合の取消が虚偽の申請に基

いて登録した事実の発見に因るものである場合には、既に交付

した補助金を、第三号及び第四号に該当する場合には、既に交付

した当該年度の補助金を返還させなければならない。

一 当該博物館について、第十四条の規定による登録の取消

があつたとき。

二 地方公共団体が当該博物館を廃止したとき。

三 地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。

四 地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。

第四章 私立博物館

（都道府県の教育委員会との関係）

第二十七条 都道府県の教育委員会は、博物館に関する指導資

料の作成及び調査研究のために、私立博物館に対し必要な報告

を求めることができる。

２ 都道府県の教育委員会は、私立博物館に対し、その求めに応

じて、私立博物館の設置及び運営に関して、専門的、技術的の指

導又は助言を与えることができる。

（国及び地方公共団体との関係）

第二十八条 国及び地方公共団体は、私立博物館に対し、その求

めに応じて、必要な物資の確保につき援助を与えることができ

る。

第五章 雑則

（博物館に相当する施設）

第二十九条 博物館の事業に類する事業を行う施設で、国又は

独立行政法人が設置する施設にあつては文部科学大臣が、その

他の施設にあつては当該施設の所在する都道府県の教育委員会

（当該施設（都道府県が設置するものを除く。）が指定都市の区

域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会）が、

文部科学省令で定めるところにより、博物館に相当する施設と

して指定したものについては、第二十七条第二項の規定を準用

する。

附 則

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して三箇月を経過した日か

ら施行する。

附 則 （令和四年四月一五日法律第二四号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、

附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条 この法律の施行の際現に学芸員となる資格を有する者

は、この法律による改正後の博物館法（以下この条において「新

博物館法」という。）第五条に規定する学芸員となる資格を有す

る者とみなす。

２ この法律の施行の際現に博物館において学芸員補の職にあ

る者は、新博物館法第六条の規定にかかわらず、この法律の施行

の日（次項及び第四項において「施行日」という。）以後も引き

続き当該博物館において、学芸員補となる資格を有する者とし

てその職にあることができる。

３ 施行日前にされたこの法律による改正前の博物館法（次項

及び第六項において「旧博物館法」という。）第十一条の登録の

申請であって、この法律の施行の際、まだその登録をするかどう

かの処分がされていないものについての登録の処分については、

なお従前の例による。

４ この法律の施行の際現に旧博物館法第十条の登録を受けて

いる又は施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる同条の登録を受ける博物館は、施行日から起算して

五年を経過する日までの間は、新博物館法第十一条の登録を受

けたものとみなす。当該博物館の設置者がその期間内に同条の

登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、そ

の申請について登録をするかどうかの処分がある日までの間も、

同様とする。

５ 前項の規定により新博物館法第十一条の登録を受けたもの

とみなされる博物館が同条の登録を受けるまでの間における当

該博物館についての新博物館法第十八条第一項及び第二十一条

第二項の規定の適用については、新博物館法第十八条第一項中

「第十三条第一項各号」とあり、及び新博物館法第二十一条第二

項中「第十三条第一項第三号から第六号まで」とあるのは、「博

物館法の一部を改正する法律（令和四年法律第二十四号）による

改正前の第十二条各号」とする。

６ この法律の施行の際現に旧博物館法第二十九条の指定を受

けている施設は、新博物館法第三十一条第一項の指定を受けた

ものとみなす。

（政令への委任）

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要

な経過措置は、政令で定める。

（租税特別措置法の一部改正）

第四条 租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）の一部

１．組織等

を次のように改正する。

第七十条の六の七第二項第五号中「第二十九条の規定により博

物館に相当する施設として指定された施設」を「第三十一条第二

項に規定する指定施設」に改め、同条第三項第七号を次のように

改める。

七 寄託先美術館について、博物館法第十一条の登録が同法

第十九条第一項の規定により取り消され、若しくは同法第二

十条第二項の規定により抹消された場合又は同法第三十一条

第一項の規定による指定が同条第二項の規定により取り消さ

れた場合 これらの事由が生じた日

第七十条の六の七第五項中「定める取り消され、若しくは抹消さ

れ、又は事由が生じた」を「定める」に改め、同項第一号中「登

録の取消し若しくは抹消はなかつたものと、又は同号の事由は」

を「事由は、」に改め、同項第二号中「当該取り消され、若しく

は抹消され、又は事由が生じた」を「第三項第七号に定める」に、

「第三項第七号の取り消された場合若しくは抹消された場合又

は事由が生じた」を「同号に掲げる」に改め、同項第三号中「当

該取り消され、若しくは抹消され、又は事由が生じた」を「第三

項第七号に定める」に改める。

（美術品の美術館における公開の促進に関する法律及び展覧

会における美術品損害の補償に関する法律の一部改正）

第五条 次に掲げる法律の規定中「第二十九条の規定により博

物館に相当する施設として指定された施設」を「第三十一条第二

項に規定する指定施設」に改める。

一 美術品の美術館における公開の促進に関する法律（平成

十年法律第九十九号）第二条第二号

二 展覧会における美術品損害の補償に関する法律（平成二

十三年法律第十七号）第二条第二号ハ
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